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一

　
　
　
　『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
お
け
る
付
法
に
つ
い
て

　

浄
土
宗
の
中
興
と
讃
え
ら
れ
る
了
譽
聖
冏
は
、
応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）
に

八
十
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
は
六
〇
〇
年
の

遠
忌
と
な
る
。
こ
の
機
会
に
聖
冏
教
学
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』

著
作
の
起
因
と
方
向
性
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、『
付
法
伝
』
の
撰
述
に
つ
い
て

　

浄
土
宗
第
七
祖
了
譽
聖
冏
（
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
～
応
永
二
十
七
年
（
一
四

二
〇
）
は
常
陸
国
瓜
連
の
浄
土
宗
第
六
祖
常
福
寺
了
実
に
つ
い
て
出
家
し
、
そ
の
師

で
あ
る
第
五
祖
蓮
勝
、
光
明
寺
第
三
世
定
慧
に
つ
い
て
浄
土
宗
の
教
義
を
学
び
、
や

が
て
聖
冏
教
判
と
い
う
独
自
の
体
系
を
創
設
す
る
。
そ
の
初
期
の
段
階
で
『
浄
土
真

宗
付
法
伝
』（
以
降
『
付
法
伝
』
と
略
す
）
は
撰
述
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
序
に
よ
れ

ば
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
で
あ
る
。
聖
冏
が
了
実
の
門
に
入
っ
た
の
が
貞
和
四
年

（
一
三
四
八
）
八
歳
の
時
で
あ
り
、
十
五
年
学
ん
だ
二
十
三
歳
で
あ
る
。
こ
の
間
に

学
ん
だ
成
果
が
こ
の
撰
述
と
な
る
。『
付
法
伝
』
の
序
に
は

「
然
る
間
、
三
国
伝
来
の
宗
祖
を
図
し
、
浄
土
流
伝
の
旨
を
顕
す
。
二
八
余
人
の
稟

承
を
列
し
、
真
宗
弘
通
の
趣
き
を
示
す
。
弘
教
一
と
雖
も
相
承
同
じ
か
ら
ず
。
諸
家

異
な
る
と
雖
も
、
化
導
違
う
こ
と
無
し
）
1
（

」

と
浄
土
宗
開
宗
ま
で
の
道
筋
を
示
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
中
に
示
さ
れ
る
付
法
と
は
浄
土
宗
の
正
統
性
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ

の
目
的
が
や
が
て
浄
土
宗
の
伝
法
の
構
成
に
結
び
つ
い
て
く
る
。
そ
の
必
要
性
を
考

え
る
上
で
当
時
の
浄
土
宗
の
状
況
を
見
て
い
き
た
い
。

　

二
、
撰
述
の
背
景

①
浄
土
宗
の
状
況

　
　

そ
の
撰
述
の
背
景
に
は
浄
土
宗
と
し
て
の
状
況

と
仏
教
界
と
し
て
の
時
代
背
景
が
あ
る
。

　

当
時
の
浄
土
宗
は
三
祖
良
忠
が
幕
府
の
あ
る
鎌
倉
に
進
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
門
下

は
六
派
と
い
い
関
東
三
派
「
白
旗
派
（
寂
慧
良
暁
）、
藤
田
派
（
性
心
）、
名
越
派
（
尊

観
）」
と
、
京
都
三
派
「
三
条
派
（
道
光
）、
一
条
派
（
然
空
）、
木
幡
派
（
良
空
）」

に
分
か
れ
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
は
白
旗
派
と
名
越
派
と
な
り
関
東
に
勢
力

を
伸
ば
す
こ
と
と
な
る
。

　

良
忠
の
跡
を
良
暁
が
悟
真
寺
（
現
・
光
明
寺
）
を
継
ぎ
第
四
祖
と
な
り
、
そ
の
弟

子
定
慧
が
悟
真
寺
を
継
い
だ
。
同
じ
く
良
暁
の
弟
子
蓮
勝
は
第
五
祖
と
な
る
が
、
そ

の
本
拠
地
を
常
陸
国
太
田
に
法
然
寺
を
開
山
し
北
関
東
へ
の
進
展
を
図
る
。
然
し
な

　『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
お
け
る
付
法
に
つ
い
て　

　
�
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が
ら
白
旗
派
も
鎌
倉
と
常
陸
国
に
そ
の
中
心
が
分
れ
、
付
法
の
面
で
も
本
山
伝
と
末

山
伝
と
い
う
よ
う
に
分
派
す
る
。
浄
土
宗
と
し
て
は
他
の
派
と
共
に
勢
力
は
分
散
し

て
い
く
の
で
あ
る
）
2
（

。

　

第
六
祖
と
な
っ
た
了
実
は
常
陸
国
瓜
連
に
常
福
寺
を
開
山
す
る
。
こ
こ
に
鎌
倉
と

常
陸
に
浄
土
宗
の
本
拠
地
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

悟
真
寺
は
や
が
て
光
明
寺
と
な
る
が
、
定
慧
の
跡
を
聖
冏
の
『
教
相
十
八
通
』
に

了
実
と
共
に
署
名
し
た
良
順
が
継
ぎ
、
そ
の
後
を
聖
冏
に
も
学
ん
だ
弟
子
了
専
が
光

明
寺
第
六
世
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
鎌
倉
と
常
陸
の
流
れ
が
一
体
化
す
る
が
、
こ

の
時
代
に
於
い
て
は
浄
土
宗
は
決
し
て
盤
石
な
体
制
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
内
に
お
け
る
論
争
は
良
忠
の
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
示
さ
れ
る
が
、
聖
冏

の
『
浄
土
述
聞
口
決
鈔
』
も
名
越
派
の
主
張
に
対
す
る
論
述
で
あ
る
。

②
臨
済
禅
か
ら
の
影
響

　

仏
教
界
の
状
況
は
京
都
を
中
心
と
し
た
宗
派
の
構
造
か
ら
鎌
倉
仏
教
と
呼
ば
れ
る

新
勢
力
へ
と
移
動
す
る
。
そ
の
中
で
も
武
士
階
級
と
結
び
つ
い
た
臨
済
禅
が
勢
力
を

拡
大
す
る
。

　

五
代
執
権
北
条
時
頼
に
よ
り
五
山
制
度
が
作
ら
れ
る
が
、
今
枝
愛
真
氏
は

　
「
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
建
長
・
円
覚
・
寿
福
・
浄
智
な
ど
の
鎌
倉
諸
禅
刹
が
五
山

と
称
せ
ら
れ
た
の
が
そ
の
最
初
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
初
の
五
山
は
鎌
倉
の
み

に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
の
ち
建
武
新
政
に
よ
っ
て
、
京
都
で
も
大
徳
・
南
禅

が
五
山
の
第
一
位
に
お
か
れ
、
ま
た
建
仁
・
東
福
の
諸
寺
も
五
山
に
加
列
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
つ
い
で
、
足
利
尊
氏
が
京
都
に
幕
府
を
樹
立
す
る
に
及
び
、
尊
氏
・

直
義
に
よ
っ
て
天
竜
寺
が
創
建
さ
れ
る
や
、
直
義
に
よ
っ
て
、
五
山
の
再
編
成
が
施

行
さ
れ
た
）
3
（

。」

と
臨
済
禅
を
中
心
と
し
た
五
山
制
度
の
成
立
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
寺
挌
と
し

て
の
十
刹
・
諸
山
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
中
に
は
南
宋
か
ら
の
渡
来
僧
が
多
い
。
蘭
渓
道
隆
は
寛
元
四
年（
一
二
四
六
）

に
弟
子
と
共
に
来
日
、
建
長
寺
の
開
山
と
な
る
。
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
に
は
北

条
時
宗
の
招
き
に
よ
り
無
学
祖
元
が
来
日
し
、
蘭
渓
道
隆
の
後
、
建
長
寺
に
住
し
て

い
る
。
臨
済
宗
で
は
こ
の
よ
う
に
南
宋
か
ら
の
渡
来
僧
が
多
く
、
そ
の
譜
脈
は
臨
済

禅
の
祖
臨
済
義
玄
に
連
な
り
、
そ
の
直
接
の
教
え
を
将
来
し
て
い
る
。
南
浦
紹
明
は

蘭
渓
道
隆
に
学
ん
だ
後
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
に
入
宋
し
虚
堂
智
愚
よ
り
法
を

継
承
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
臨
済
禅
だ
け
を
見
て
も
、
渡
来
或
は
入
宋
と
い
う
直

接
の
付
法
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
傾
向
か
ら
し
て
、
法
然
以
降
の
浄
土
宗
に
対
し
て
は
こ
の
付
法
と
い
う
伝
承

を
求
め
ら
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

虎
関
師
錬
は
『
元
亨
釈
書
』
諸
宗
誌
に
、
三
諭
、
天
台
、
唯
識
、
天
台
、
律
、
華

厳
、
密
の
七
宗
を
宗
と
し
て
記
述
し
た
後
に

「
上
の
七
は
是
れ
此
の
方
は
宗
と
名
づ
く
も
の
な
り
。
又
浄
土
あ
り
、
成
実
あ
り
、

倶
舎
あ
り
、
そ
の
三
を
寓
宗
と
為
す
。
国
の
附
庸
に
譬
う
）
4
（

」

と
成
実
宗
、
倶
舎
宗
と
共
に
寓
宗
と
し
、
浄
土
宗
を
独
立
し
た
宗
と
は
認
め
て
い
な

か
っ
た
。

　

夢
窓
疎
石
は
『
夢
中
問
答
』
に

「
問
う
。
浄
土
宗
を
信
ず
る
人
の
云
は
く
、
末
代
の
人
は
、
大
乗
を
修
行
す
と
も
、

悟
証
あ
る
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ば
、
先
づ
念
仏
の
行
を
修
し
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
後
、

大
乗
に
入
る
べ
し
。
或
は
云
は
く
、
上
代
末
世
を
論
ぜ
ず
、
諸
宗
の
中
に
は
、
念
仏



三

　
　
　
　『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
お
け
る
付
法
に
つ
い
て

の
門
最
上
な
り
。
そ
の
故
は
罪
悪
の
衆
生
を
も
嫌
は
ず
、
愚
痴
の
凡
夫
を
も
す
て
ず
。

た
だ
名
号
を
唱
ふ
れ
ば
、
浄
土
に
往
生
し
て
、
や
が
て
正
覚
を
成
ず
。
こ
の
故
に
こ

れ
を
易
行
門
と
名
づ
け
た
り
。
超
世
の
願
と
も
云
へ
り
。
然
れ
ば
、
難
行
門
を
修
す

る
人
は
、
い
た
づ
ら
ご
と
な
り
と
云
々
。
か
や
う
の
法
門
そ
の
謂
れ
あ
り
や
」

と
浄
土
の
教
え
に
対
し
て
足
利
直
義
の
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
疎

石
の
回
答
は
、

「
然
れ
ば
、
他
力
本
願
を
頼
み
て
、
西
方
浄
土
を
願
ふ
べ
し
と
い
ふ
人
あ
り
。
か
や

う
の
人
は
、
大
乗
の
法
門
を
学
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
大
乗
の
題
目
を
だ
に
知
ら
ざ
る

人
な
り
。
悪
趣
の
外
に
浄
土
を
願
ひ
、
自
力
・
他
力
を
分
か
ち
、
難
行
・
易
行
を
論

ず
る
は
、
皆
こ
れ
了
義
・
大
乗
の
題
目
に
あ
ら
ず
」

と
浄
土
宗
の
教
え
は
大
乗
仏
教
の
正
統
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
は

「
然
る
を
、
我
は
大
乗
の
法
門
を
学
得
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
難
行
な
れ
ば
、
念

仏
の
行
を
修
す
べ
し
と
い
へ
る
は
、
誹
謗
大
乗
の
人
な
り
）
5
（

」

と
破
法
に
当
た
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
の
立
場
と
し
て
は
、
非
常
に
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
仏
教
の
宗
派
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
浄
土
宗
と
し
て
も
こ
の

状
況
か
ら
の
脱
出
を
目
指
し
て
い
た
が
、
そ
の
解
決
方
法
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

　

聖
冏
は
初
期
の
修
学
の
中
で
そ
の
問
題
点
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
作
成
さ
れ
た
の

が
『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

法
然
の
時
に
お
い
て
も
『
選
択
集
』
に

「
問
う
て
曰
く
、
聖
道
家
の
諸
宗
、
各
師
資
相
承
有
り
。
謂
く
、
天
台
宗
の
ご
と
き

は
、
慧
文
・
南
岳
・
天
台
・
章
安
・
智
威
・
慧
威
・
玄
朗
・
湛
然
、
次
第
相
続
す
。

真
言
宗
の
如
き
は
、
大
日
如
来
・
金
剛
薩
埵
・
龍
樹
・
龍
智
・
金
智
・
不
空
、
次
第

相
承
す
。
自
余
の
諸
宗
、
ま
た
各
相
承
の
血
脈
有
り
。
而
る
に
今
言
う
所
の
浄
土
宗

に
師
資
相
承
の
血
脈
有
り
や
）
（
（

」

と
問
い
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
於
い
て
は
「
次
第
相
承
」
の
血
脈
が
問
題
と
な

る
。
浄
土
宗
開
宗
の
時
点
で
既
に
従
来
の
仏
教
各
派
と
は
異
な
っ
た
成
立
過
程
を
歩

ん
で
い
る
こ
と
と
な
る
。
法
然
は
道
綽
善
導
に
つ
な
が
る
師
資
相
承
を
示
し
、
そ
の

問
い
に
答
え
て
い
る
。

三
、
浄
土
宗
に
お
け
る
付
法

　

仏
教
で
は
釈
尊
が
説
か
れ
た
教
え
が
正
し
く
伝
わ
る
こ
と
が
絶
対
的
目
的
で
あ
る
。

先
述
の
師
資
相
承
に
於
い
て
も
各
宗
に
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
形
態
が
あ
る
。
そ
の
付
法

と
は
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
の
相
承
で
あ
る
。
し
か
も
自
身
の
教
え
の
全
て
を
伝
え
る

相
手
は
、
そ
の
器
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
次
の
弟
子
へ
と
正
し
く

伝
わ
る
こ
と
も
願
う
の
で
あ
る
。

　

当
然
で
は
あ
る
が
浄
土
宗
で
は
法
然
か
ら
そ
の
弟
子
へ
伝
え
ら
れ
た
の
が
最
初
で

あ
り
、
以
降
現
在
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。　

法
然
か
ら
弟
子
へ
は
直
接
そ
の
教
え

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
教
え
の
継
続
の
た
め
に
基
本
的
に
『
選
択
集
』
の
伝

授
に
よ
っ
て
付
法
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
伝
授
は
『
選
択
集
』
の
教
え
を
正

確
に
理
解
で
き
た
と
の
判
断
が
条
件
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
法
然
が
聖
光
に
『
選
択

集
』
を
伝
授
し
た
時
の
こ
と
を
『
徹
選
択
集
』
に
、

「
こ
こ
に
、
弟
子
某
甲
、
低
頭
挙
手
し
合
掌
恭
敬
し
て
脆
い
て
以
て
こ
れ
を
賜
わ
り

畢
ん
ぬ
。
歓
喜
身
に
余
り
、
随
喜
心
に
留
ま
る
。
伏
し
て
以
れ
ば
報
じ
難
く
、
仰
い

で
以
れ
ば
謝
し
難
し
）
（
（

。」
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と
そ
の
感
激
を
示
し
て
い
る
。

　

親
鸞
は
『
選
択
集
』
の
書
写
を
許
さ
れ
て
い
る
が
、

「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
は
、
禅
定
博
陸
の
教
命
に
よ
り
て
撰
集
せ
し
め
る
と
こ
ろ

な
り
、
真
宗
の
簡
要
、
念
仏
の
奥
義
、
こ
れ
に
摂
在
せ
り
。
見
る
も
の
さ
と
り
易
し
。

ま
こ
と
に
こ
れ
希
有
最
勝
の
華
文
、
無
上
甚
深
の
宝
典
な
り
。
年
を
渉
り
日
を
渉
り

て
、
そ
の
教
講
を
千
万
な
り
と
い
へ
ど
も
、
親
と
い
ひ
疎
と
い
ひ
、
こ
の
見
写
を
獲

る
の
徒
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
し
、
し
か
る
に
す
で
に
製
作
を
書
写
し
、
真
影
を
図

画
せ
り
。
こ
れ
専
念
正
業
の
徳
な
り
、
こ
れ
決
定
往
生
の
徴
な
り
。
よ
り
て
悲
喜
の

涙
を
抑
へ
て
由
来
の
縁
を
註
す
）
（
（

。」

と
そ
の
喜
び
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
付
法
を
受
け
る
こ
と
は
そ
の
器
量
を
認
め
ら
れ

た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
責
任
を
背
負
う
こ
と
と
な
る
。

　

創
始
者
か
ら
弟
子
へ
の
付
法
は
直
接
の
伝
授
で
あ
り
、
そ
の
生
き
方
ま
で
触
れ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
写
瓶
相
承
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
然
か
ら
受
け
た

弟
子
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
釈
が
異
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

浄
土
宗
に
お
い
て
現
在
行
わ
れ
て
い
る
伝
法
の
基
本
と
な
っ
た
の
は
二
祖
聖
光
か

ら
三
祖
良
忠
に
た
い
し
て
行
わ
れ
た
形
式
で
あ
る
。

　

聖
光
は
同
じ
付
法
を
受
け
た
弟
子
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
る
こ
と
に
危
機
を
感
じ

作
ら
れ
た
の
が
「
末
代
念
佛
授
手
印
」
で
あ
る
。『
選
択
集
』
は
自
身
が
説
い
た
選

択
念
仏
思
想
の
指
標
と
正
当
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、『
選
択
集
』
を
正
し
く
理
解

す
る
た
め
に
聖
光
は
『
徹
選
択
集
』
と
共
に
「
末
代
念
佛
授
手
印
」
を
示
し
、
そ
の

伝
授
に
よ
っ
て
弟
子
へ
の
付
法
と
し
た
。

四
、『
付
法
伝
』
の
構
成

　

浄
土
宗
の
教
え
が
釈
尊
か
ら
法
然
ま
で
正
し
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
明
示
が

こ
の
書
の
目
的
で
あ
る
。
釈
尊
か
ら
始
ま
り
、
イ
ン
ド
か
ら
四
祖
、
中
国
か
ら
八
祖
、

日
本
か
ら
五
祖
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
内
容
は
、

天
竺

　

釈
尊

　

馬
鳴　

龍
樹　

世
親　

菩
提
流
支

震
旦

　

慧
遠　

曇
鸞　

慈
愍　

道
綽　

善
導　

懐
感　

法
照　

少
康

日
本

　

行
基　

空
也　

源
信　

永
観　

法
然

釈
尊
と
法
然
と
十
六
人
の
列
祖
の
略
伝
と
関
係
性
を
示
し
て
い
る
。

　

聖
冏
以
前
の
伝
記
類
は
梁
の
慧
皎
の
『
高
僧
伝
』
唐
の
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』
宋

の
賛
寧
の
『
宋
高
僧
伝
』
虎
関
師
錬
の
『
元
亨
釈
書
』
が
あ
る
。

　

法
然
の
『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
三
高
僧
伝
以
外
で
は
宋
王
古

の
『
新
修
往
生
浄
土
伝
』
文
諗
・
少
康
の
『
往
生
西
方
浄
土
瑞
応
珊
伝
』
が
挙
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
統
一
さ
れ
た
形
で
の
仏
伝
は
『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
が
最
初
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
各
師
の
記
述
の
構
成
、
特
に
聖
冏
が
こ
の
付
法
伝
作
成
の
た
め
に
使
用
し

た
原
典
を
見
て
い
き
た
い
。

　
「
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大
和
尚
」
は
「
長
阿
含
経
」
に
説
か
れ
る
賢
劫
中
第
九
劫

の
過
去
四
仏
に
お
け
る
釈
尊
を
示
し
、『
大
智
度
論
』
に
説
く
十
九
歳
出
家
、
三
十
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　『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
お
け
る
付
法
に
つ
い
て

歳
成
道
説
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
後
の
各
師
に
つ
い
て
は
そ
の
年
号
を
「
仏
滅
後
」

の
年
数
を
示
し
て
い
る
。

　
「
第
二
祖
龍
樹
菩
薩
」
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』『
十
二
礼
文
』
に
よ
る
浄
土
説
を
挙

げ
、『
楞
伽
経
』
に
よ
る
龍
樹
出
現
の
預
言
と
一
説
と
し
て
『
西
域
記
』
十
の
「
龍

猛
菩
薩
」
伝
説
を
上
げ
て
い
る
。

　
「
第
三
祖
天
親
菩
薩
」
は
『
往
生
論
』
及
び
『
往
生
論
註
』
の
引
用
以
外
は
聖
冏

の
文
と
な
る
。

付
法
伝
の
構
成
は
五
つ
の
形
に
分
け
て
み
た
い
。

①
『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』
に
依
る
も
の

　

法
然
の
『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』
は
中
国
か
ら
法
然
へ
の
浄
土
教
の
伝
承
を
明
確
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
懐
感
、

少
康
の
五
祖
に
つ
い
て
そ
の
伝
承
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は『
選
択
集
』

や
「
逆
修
説
法
」
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
法
然
に
お
け
る
教
説
の
基
本
に
な
っ
て
い

る
。

　
『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る
伝
記
類
は
曇
鸞
に
お
い
て
は
『
続
高

僧
伝
』『
安
楽
集
』『
浄
土
論
』『
往
生
西
方
浄
土
瑞
応
刪
伝
』『
新
修
往
生
伝
』『
龍

舒
浄
土
文
』
が
、
道
綽
に
お
い
て
は
『
続
高
僧
伝
』『
浄
土
論
』『
往
生
西
方
浄
土
瑞

応
刪
伝
』『
新
修
往
生
伝
』
が
、
善
導
は
『
続
高
僧
伝
』『
浄
土
論
』『
往
生
西
方
浄

土
瑞
応
刪
伝
』『
新
修
往
生
伝
』『
念
仏
鏡
』
が
、
懐
感
に
つ
い
て
は
『
宋
高
僧
伝
』

『
往
生
西
方
浄
土
瑞
応
刪
伝
』
が
、
少
康
に
つ
い
て
は
『
続
高
僧
伝
』『
龍
舒
浄
土
文
』

『
新
修
往
生
伝
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
『
付
法
伝
』
の
曇
鸞
に
つ
い
て
は
『
続
高
僧
伝
』
の
取
意
と
迦
才
の
『
浄
土
論
』

の
引
用
の
み
で
あ
り
、『
五
祖
伝
』
で
は
『
続
高
僧
伝
』
の
取
意
と
し
て
引
用
し
て

い
る
。

　
『
付
法
伝
』
の
道
綽
は
「
諸
伝
の
意
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
短
く
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
曇
鸞
と
の
関
係
を
「
前
の
曇
鸞
大
師
よ
り
三
世
已
下
の
孫
弟

な
り
」
と
示
し
、「
中
に
鸞
碑
文
有
り
、
之
を
見
て
曰
く
」
と
浄
土
教
へ
の
帰
依
の

縁
を
表
し
て
い
る
。

　
『
付
法
伝
』
の
善
導
は
「
已
上
諸
伝
竝
に
相
伝
の
趣
、
具
に
は
類
聚
伝
の
如
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、『
五
祖
伝
』
を
基
盤
と
し
て
様
々
な
伝
記
に
よ
っ
て
聖
冏
が
ま
と

め
た
こ
と
が
判
る
。

　
『
付
法
伝
』
の
懐
感
は
、『
五
祖
伝
』
に
示
さ
れ
る
『
大
宋
高
僧
伝
』
の
「
唐
京
師

千
福
寺
懷
感
傳
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。

　
『
付
法
伝
』
の
少
康
は
「
已
上
諸
伝
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
五
祖
伝
』
に
示
さ

れ
る
『
続
高
僧
伝
』
の
記
述
を
繋
い
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』に
示
さ
れ
て
い
る
中
国
五
祖
に
つ
い
て
は
、『
付

法
伝
』
で
は
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
方
を
し
て

い
る
。
そ
の
内
容
は
法
然
が
五
祖
と
し
て
示
さ
れ
た
教
義
の
継
承
を
示
し
た
も
の
を

基
準
と
し
て
い
る
の
で
、
伝
法
形
成
の
上
で
重
要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

②
高
僧
伝
　
続
高
僧
伝
等
に
よ
る
も
の

　

中
国
第
三
祖
慈
愍
は
『
宋
高
僧
伝
』
の
引
用
の
み
で
あ
り
、
付
属
の
文
は
加
わ
っ

て
い
な
い
。
前
記
の
懐
感
、
少
康
も
『
大
宋
高
僧
伝
』『
続
高
僧
伝
』
の
記
述
に
依

っ
て
い
る
。
本
朝
第
三
祖
源
信
僧
都
は
大
江
匡
房
の
『
続
本
朝
往
生
伝
』
を
引
用
し

て
い
る
。
天
竺
第
二
祖
龍
樹
で
は
別
伝
と
し
て
『
大
唐
西
域
記
』
十
の
龍
猛
と
の
関
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係
を
示
し
て
い
る
。

③
諸
伝
の
引
用
に
よ
る
も
の

　

引
用
文
献
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
伝
記
は
、
聖
冏
が
数
種
類
の
書
籍
か
ら
ま
と
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大
和
尚
」
か
ら
第
三
祖
天
親
菩
薩
、

第
四
祖
道
綽
禅
師
、
第
五
祖
善
導
大
師
、
第
七
祖
法
照
禅
師
、
第
八
祖
少
康
法
師
は

こ
の
形
態
に
よ
っ
て
い
る
。

　
「
第
四
菩
提
流
支
」
は
『
大
唐
内
典
録
』
第
四
を
引
用
し
て
い
る
。

④
著
作
引
用
に
よ
る
も
の

　
「
第
一
祖
馬
鳴
菩
薩
」
は
「
論
蔵
を
造
作
し
て
衆
生
を
引
導
し
、
其
の
化
の
中
、

西
方
を
勧
化
す
る
こ
と
殊
に
慇
懃
な
り
）
（
（

」

と
し
、『
大
乗
起
信
論
』
を
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　

本
朝
第
二
祖
空
也
は
そ
の
著
『
発
心
求
道
集
』
の
「
善
導
常
に
随
順
す
べ
し
。
二

蔵
の
善
分
別
、
六
相
円
に
成
就
す
。
三
論
宗
の
人
師
、
念
仏
門
の
師
な
り
」
と
引
用

し
て
い
る
。

　

第
四
祖
永
観
律
師
で
は
そ
の
著
『
往
生
十
因
』
と
共
に
『
往
生
講
式
』
の
取
意
を

示
し
て
い
る
。

⑤
相
承
の
形
式

　

月
氏
四
祖
、
支
那
八
祖
、
日
域
五
祖
の
伝
記
、
業
績
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

　
「
然
る
に
仏
日
西
天
に
隠
れ
、
二
千
余
を
廻
る
。
法
水
東
土
に
流
れ
、
当
に
今
末

法
な
り
）
（1
（

」

と
イ
ン
ド
か
ら
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、

「
馬
鳴
起
信
の
詞
林
を
開
き
、
易
行
易
往
の
玉
章
、
龍
樹
十
住
の
霊
室
に
耀
く
。
其

の
濫
觴
を
尋
ぬ
れ
ば
、
釈
尊
万
字
の
胸
よ
り
出
で
、
其
の
化
用
を
論
じ
、
煩
悩
成
就

口
に
留
む
。
然
る
間
、
三
国
伝
来
の
宗
祖
を
図
し
、
浄
土
流
伝
の
旨
を
顕
し
、
二
十

八
余
人
の
稟
承
を
列
す
）
（（
（

」

と
三
国
伝
来
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が
目
的
と
す
る
。

　

そ
の
後
に
八
祖
相
承
と
六
祖
相
承
を
提
示
す
る
。

月
氏
四
祖
に
つ
い
て
は
、

「
馬
鳴
大
士
、
起
信
の
中
に
於
い
て
釈
迦
の
説
を
指
し
、
修
多
羅
の
如
く
弥
陀
の
願

を
顕
し
、
即
ち
往
生
を
得
」
と
釈
尊
―
馬
鳴
の
縁
を
つ
な
げ
て
い
る
。
続
い
て
、

「
龍
樹
正
士
、
諭
中
に
自
ら
既
に
馬
鳴
を
指
し
、
自
師
と
称
し
、
亦
々
師
恩
と
敬
う
。

十
二
礼
を
造
り
、
難
易
二
道
を
弁
ず
）
（1
（

」

と
、
龍
樹
が
馬
鳴
を
師
と
慕
っ
て
い
た
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　

支
那
に
八
祖
を
挙
げ
て
い
る
が
そ
の
原
典
は
『
選
択
集
』
に

　
「
聖
道
家
の
血
脈
の
ご
と
く
、
浄
土
宗
に
も
ま
た
血
脈
有
り
。
た
だ
し
浄
土
一
宗

に
お
い
て
、
諸
家
ま
た
同
じ
か
ら
ず
。
い
わ
ゆ
る
盧
山
の
慧
遠
法
師
と
、
慈
愍
三
蔵

と
、
道
綽
・
善
導
等
こ
れ
な
り
。
今
且
く
道
綽
・
善
導
の
一
家
に
依
っ
て
、
師
資
相

承
の
血
脈
を
論
ぜ
ば
、
こ
れ
に
ま
た
両
説
有
り
。
一
に
は
菩
提
流
支
三
蔵
・
慧
寵
法

師
・
道
場
法
師
・
曇
鸞
法
師
・
大
海
禅
師
・
法
上
法
師
な
り
。
二
に
は
菩
提
流
支
三

蔵
・
曇
鸞
法
師
・
道
綽
禅
師
・
善
導
禅
師
・
懐
感
法
師
・
少
康
法
師
な
り
）
（1
（

。」

と
あ
る
『
安
楽
集
』
の
相
承
説
と
『
唐
高
僧
伝
』『
宋
高
僧
伝
』
の
相
承
説
を
元
と

す
る
。

　
『
付
法
伝
』
に
は
そ
の
説
を
受
容
し
、



七

　
　
　
　『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
お
け
る
付
法
に
つ
い
て

「
細
か
く
三
流
に
分
く
。
一
に
は
晋
朝
盧
山
慧
遠
大
師
の
一
流
。
二
に
は
後
魏
の
曇

鸞
大
師
の
一
流
。
三
に
は
大
唐
（
宗
）
法
師
慈
愍
三
蔵
の
一
流
な
り
。
今
此
の
漢
家

本
朝
の
浄
土
宗
は
流
支
相
承
、
曇
鸞
の
一
流
な
り
。
余
の
二
流
を
除
き
、
鸞
一
流
を

取
る
）
（1
（

。」

と
示
さ
れ
る
。
法
然
が
偏
依
善
導
一
師
と
い
い
、
曇
鸞
の
一
流
を
教
え
の
継
承
と
し

て
い
る
。

　
「
魏
の
玄
忠
寺
曇
鸞
大
師
、
流
支
師
に
逢
い
観
経
を
受
得
し
、
天
親
の
徳
に
帰
し
、

諭
の
註
釈
を
作
る
。
道
綽
禅
師
も
亦
鸞
の
徳
に
帰
し
浄
土
を
求
生
し
、
安
楽
集
を
撰

す
。
善
導
大
師
は
禅
師
の
所
に
至
り
、
観
経
を
相
伝
し
疏
を
製
作
す
。
教
相
行
儀
、

部
に
約
せ
ば
五
部
、
巻
に
約
せ
ば
九
巻
な
り
。
已
上
大
唐
三
祖
師
な
り
）
（1
（

」

と
そ
の
継
承
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
三
師
の
つ
な
が
り
が
「
付
法
」
の
基
準
と
な

る
。

こ
の
相
承
は
「
徳
に
帰
す
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
単
に
教
え
を
相
承
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
宗
教
的
人
格
を
含
め
て
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
付
法
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

法
然
に
つ
い
て
も

「
源
空
上
人
、
大
師
の
徳
に
帰
し
、
選
択
集
及
び
三
経
私
記
を
造
る
）
（1
（

」

と
善
導
の
徳
に
帰
し
て
い
る
と
示
さ
れ
る
。

五
、
付
法
の
理
論
化

①
二
つ
の
相
承

　

対
他
へ
の
対
応
と
し
て
付
法
の
理
論
化
が
求
め
ら
れ
る
。
付
法
は
誰
か
ら
誰
へ
と

い
う
伝
承
の
明
確
化
が
必
要
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
釈
尊
か
ら
法
然
ま
で
の
伝

承
は
虎
角
師
錬
が
追
及
す
る
よ
う
に
時
間
的
な
隔
絶
が
あ
る
。
こ
れ
を
埋
め
る
作
業

が
な
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
理
論
化
で
は
相
承
に
口
決
相
承
と
依
用
相
承
の
二
つ
を
示

す
。

　

仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
伝
来
す
る
期
間
に
つ
い
て
、

　
「
凡
そ
西
天
の
法
師
は
皆
、
如
来
の
使
い
と
為
す
。普
く
群
生
を
利
し
、
法
を
伝
え
、

誤
り
な
く
、
利
生
廣
博
な
り
）
（1
（

」

と
「
如
来
の
使
い
」
の
語
句
を
使
い
、
馬
鳴
、
龍
樹
、
天
親
、
流
支
に
つ
い
て
は
正

し
い
伝
承
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
表
現
は
一
対
一
で
教
え
を
伝
承
し

た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
に
対
し
て
の
尊
厳
を
見
出
し
、
釈
尊
か
ら
の

直
説
と
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
の
曇
鸞
と
道
綽
の
口
決
に
つ
い
て
は

「
若
し
口
決
に
依
ら
ば
、
誠
に
責
め
る
所
の
如
し
）
（1
（

」
と
直
接
の
口
決
が
無
か
っ
た
こ

と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

「
若
し
依
用
に
依
ら
ば
、
設
し
口
決
無
く
と
も
何
ぞ
之
を
疑
わ
ん
）
（1
（

」

と
依
用
相
伝
へ
の
展
開
を
示
す
。
そ
の
教
え
は

「
曇
鸞
大
師
は
大
海
禅
師
に
授
け
、
大
海
禅
師
は
法
上
法
師
に
授
け
、
法
上
法
師
は

綽
禅
師
に
授
く
）
11
（

」

と
良
忠
の
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
裏
書
』
の
文
を
挙
げ
、
浄
土
教
の
教
え
の
伝
承
は
曇

鸞
＝
道
綽
で
あ
る
が
、
三
代
の
玄
孫
弟
と
い
う
血
脈
を
示
し
て
い
る
。

②
浄
土
宗
と
し
て
の
相
承
へ

　

聖
冏
は
浄
土
教
と
し
て
の
伝
承
に
つ
い
て
十
七
祖
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
仏

教
の
中
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
信
仰
、
念
仏
思
想
の
位
置
づ
け
を
意
味
し
て
い
る
。
さ



八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

ら
に
は
浄
土
宗
が
成
立
す
る
た
め
の
道
筋
を
示
す
た
め
に
独
自
の
系
譜
を
構
成
す
る
。

そ
の
原
点
は
法
然
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
念
仏
思
想
を
見
出
し
た
こ
と
を
提
示
し
て

い
る
『
選
択
集
』
に
依
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
聖
冏
は
経
巻
相
承
と
し
て
の
八

祖
相
承
、
知
識
相
承
と
し
て
の
六
祖
相
承
を
示
す
。

　

こ
の
相
承
に
関
し
て
凝
然
の
『
浄
土
法
門
源
流
章
』
に
そ
の
原
点
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
中
に
は
「
弘
通
浄
教
祖
裔
次
第
」
と
し
て
天
竺
浄
教
弘
通
と
震
旦
浄

教
伝
通
次
第
、
大
日
本
国
浄
教
伝
通
次
第
の
三
国
伝
来
の
相
承
を
記
載
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
釈
迦
よ
り
二
十
四
祖
を
挙
げ
、
そ
の
中
、
第
十
一
祖
に
馬
鳴
、
第
十
四
祖

に
龍
樹
、
第
二
十
一
祖
に
天
親
が
示
さ
れ
る
。

震
旦
に
は
菩
提
流
支
、
曇
鸞
、
道
綽
、
迦
才
、
善
導
、
懐
感
、
法
照
、
少
康
、
元
照

の
九
祖
が
挙
げ
ら
れ
る
。

日
本
で
は
智
光
、
慈
恵
、
昌
海
、
源
信
、
永
観
、
実
範
、
重
誉
、
珍
海
、
勝
範
、
源

空
を
取
り
上
げ
、
智
光
、
昌
海
、
源
信
、
永
観
、
実
範
、
源
空
を
六
祖
と
し
て
い
る
。

　

そ
こ
に
は
、

「
こ
の
十
八
祖
の
中
、
馬
鳴
、
龍
樹
は
即
ち
面
受
の
祖
。
菩
提
流
支
、
曇
鸞
亦
是
れ

親
承
、
道
綽
、
善
導
、
懐
感
亦
面
受
の
祖
。
自
余
の
諸
祖
は
是
れ
親
承
に
非
ず
。
た

だ
是
れ
帰
仰
依
投
す
る
の
み
）
1（
（

。」

と
面
受
と
非
面
受
の
別
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「
道
綽
禅
師
の
安
楽
集
の
中
に
総
じ
て
六
祖
を
挙
ぐ
る
が
如
き
親
承
に
非
ず
と
い
え

ど
も
、
唯
だ
彼
の
躅
を
遂
げ
て
帰
敬
依
憑
し
て
、
浄
土
教
を
弘
む
）
11
（

」

と
依
憑
相
承
を
予
想
で
き
る
伝
承
を
提
示
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
『
付
法
伝
』
に

は
『
浄
土
法
門
源
流
章
』
か
ら
の
引
用
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
道
綽
に
つ
い
て

は

「
問
う
有
人
疑
い
て
云
く
。
上
人
自
ら
善
導
の
素
意
を
識
る
と
称
す
と
雖
も
、
面
授

に
非
ず
。
亦
口
伝
無
し
。
唯
だ
是
れ
自
ら
善
導
の
釈
義
に
依
り
て
、
初
め
て
建
立
す

る
所
の
法
門
な
り
。
誰
か
之
を
信
用
せ
ん
。
此
の
難
如
何
会
す
る
や
」

と
う
疑
問
に
対
し
て
、

「
此
の
難
は
綽
公
の
相
承
を
会
す
る
す
る
に
同
じ
。
設
い
面
授
に
あ
ら
ず
、
口
決
無

く
と
も
、
相
伝
若
し
誤
り
無
け
れ
ば
信
用
す
る
に
足
る
）
11
（

」

と
相
伝
自
体
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
に
依
用
相
承
の
背
景
が
あ
る
。
さ

ら
に
は
「
綽
公
相
承
」
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
綽
公
相
承
」

は
「
龍
樹
は
慧
文
と
時
代
は
懸
か
に
隔
つ
と
雖
も
、
所
説
の
智
論
に
依
り
、
以
て
龍

樹
に
帰
し
て
稟
承
と
為
す
。
是
れ
依
用
相
伝
に
し
て
口
決
相
伝
に
非
ざ
る
こ
と
を
明

か
し
。
今
も
亦
、
是
の
如
く
綽
公
滅
後
に
居
し
て
、
鸞
師
の
所
解
に
依
る
に
、
解
行

若
し
違
う
こ
と
無
け
れ
ば
、
相
伝
と
云
わ
ん
に
何
ぞ
之
を
疑
わ
ん
）
11
（

」

と
あ
る
相
承
で
、「
解
行
違
う
こ
と
な
し
」
が
条
件
で
あ
る
と
す
る
。

③
夢
に
依
る
相
承

　
『
付
法
伝
』
の
依
用
相
承
に
お
い
て
、

「
若
し
依
用
に
依
ら
ば
、
設
え
口
決
無
く
と
も
何
ぞ
之
を
疑
う
や
）
11
（

」

と
こ
の
相
承
に
は
口
決
を
条
件
と
し
な
い
こ
と
を
提
示
す
る
。
し
か
し
仏
教
に
お
け

る
相
承
は
師
資
相
承
で
あ
り
、
批
判
に
対
す
る
必
要
が
あ
る
。
聖
冏
の
理
論
化
は
こ

の
対
応
策
で
あ
る
。

　

一
つ
は
夢
中
相
伝
で
あ
る
。
こ
れ
は
弥
陀
―
善
導
、
善
導
―
法
然
の
二
つ
を
指
す
。

こ
の
二
つ
の
相
伝
が
浄
土
宗
の
基
本
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
『
付
法
伝
』
に
疑
義
が

示
さ
れ
る
。



九

　
　
　
　『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
お
け
る
付
法
に
つ
い
て

「
難
じ
て
云
く
、
夫
れ
夢
と
は
是
れ
真
偽
定
ま
ら
ず
。
多
分
に
妄
想
な
り
。
爾
ら
ば

何
ぞ
夢
中
の
境
界
を
以
て
立
宗
の
証
と
為
す
や
。（
中
略
）
真
人
に
夢
無
し
。
仏
教

の
中
に
頗
る
夢
境
を
嫌
う
。
若
し
然
ら
ば
信
用
す
る
に
足
ら
ず
）
11
（

。」

と
夢
の
中
の
出
来
事
は
妄
想
で
あ
る
と
の
指
摘
を
示
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、

「
此
れ
は
是
れ
、
異
想
妄
夢
の
境
界
を
嫌
い
、
是
非
実
夢
を
占
め
る
境
界
を
遮
せ

ず
）
11
（

。」
と
異
想
妄
夢
と
実
夢
の
違
い
を
示
す
。
そ
の
「
真
人
」
の
例
と
し
て
、
古
代
中
国
の

黄
帝
、
殷
の
湯
帝
、
殷
の
宗
帝
の
夢
を
挙
げ
、
漢
の
明
帝
は

「
世
に
伝
ら
く
、
明
帝
夢
に
金
人
の
長
大
な
る
を
視
る
。
頂
に
光
明
有
り
。
以
て
群

臣
に
問
ふ
。
或
の
曰
く
、
西
方
に
神
有
り
、
名
を
仏
と
曰
ふ
。」（『
後
漢
書
』
巻
第

七
十
八
、
西
域
伝
）

と
い
う
仏
教
伝
来
の
夢
を
示
し
、「
真
人
に
夢
無
し
」
の
指
摘
に
反
論
し
て
い
る
。

　

次
に
仏
教
に
お
け
る
夢
の
例
を
示
す
。
第
一
に
「
出
生
菩
提
心
経
」
に
四
種
の
夢

を
挙
げ
る
。

「
四
種
の
善
夢
有
ら
ば
勝
法
を
得
」

と
し
て
夢
の
中
に
蓮
華
、
繖
蓋
、
月
輪
、
仏
像
を
見
た
な
ら
ば
成
仏
の
兆
し
と
い
う
。

　

次
に
枳
利
幾
王
の
夢
と
し
て
十
夢
を
示
す
。
こ
れ
は
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶�

律
事
』
等
に
示
さ
れ
る
枳
利
幾
王
の
夢
で
あ
り
、『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
第
九
に
は

迦
葉
の
父
で
あ
る
訖
栗
枳
王
の
十
夢
と
し
て
示
さ
れ
る
。「
未
来
に
釈
迦
如
来
が
現

れ
る
が
、
そ
の
教
え
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
徴
」
と
し
て
表
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
摩
訶
摩
耶
經
』
巻
下
に
示
さ
れ
る
摩
耶
の
五
夢
を
挙
げ
て
い
る
。

「
五
師
子
あ
り
、
空
よ
り
来
た
り
下
り
、
摩
訶
摩
耶
の
乳
を
噛
み
、
左
脇
よ
り
入
る
。

身
心
の
疼
痛
は
刀
剣
を
被
る
が
如
し
）
11
（

」

と
あ
り
、
摩
耶
夫
人
の
五
夢
と
は
第
一
は
須
彌
山
が
崩
れ
て
四
海
の
水
が�

枯
渇
し

て
し
ま
う
夢
、
第
二
は
鋭
利
な
刀
を
持
っ
た
羅
刹
が
人
々
の
眼
に
挑
み
、
黒
風
が
吹

く
と
羅
刹
は
皆
雪
山
に
急
ぎ
戻
っ
て
い
く
夢
、�

第
三
は
欲
界
色
界
の
諸
天
が
皆
宝
冠

を
失
な
い
瓔
珞
を
絶
っ
て
、
本
来
の
場
所
に
い
ず
、�

身
体
の
光
明
は
無
く
な
り
聚
墨

と
な
っ
た
夢
、
第
四
は
如
意
珠
王
が
高
幢
の
上
に
在
っ
て�

珍
宝
を
雨
の
ご
と
く
降

ら
せ
て
い
る
が
、�

四
毒
も
つ
龍
が
口
か
ら
火
を
吐
い
て
幢
を
吹
き
倒
し�

如
意
珠
を

吸
い
こ
ん
で
し
ま
い
、�

さ
ら
に
悪
風
が
吹
き
荒
れ
て�

王
が
深
淵
に
没
し
て
し
ま
う

夢
、
第
五
は
五
師
子
が
空
よ
り
現
わ
れ
て�

摩
耶
の
乳
房
か
ら
左
脇
の
あ
た
り
を
噛

ん
だ
た
め
、
剣
で
切
ら
れ
た
よ
う
な
痛
み
が�

全
身
を
襲
う
夢
で
あ
る
。
こ
の
夢
は

「
往
昔
、
白
淨
王
宮
に
在
り
て
、
昼
寝
中
に
因
っ
て
希
有
な
夢
を
得
。
身
は
黄
金
色

の
一
天
子
が
白
象
王
に
乗
り
、
諸
天
子
を
従
え
て
妙
な
る
妓
芸
を
作
す
を
見
る
。
日

の
精
が
我
が
右
脇
に
入
る
も
、
身
心
楽
に
し
て
痛
悩
有
る
こ
と
無
し
。
即
ち
悉
達
太

子
を
懐
妊
す
）
11
（

」

と
あ
る
良
い
夢
に
対
し
て
、
こ
の
五
夢
は

「
正
し
く
如
来
入
滅
の
先
相
を
表
す
」

と
悪
い
夢
を
見
た
こ
と
を
示
す
が
、
釈
尊
の
誕
生
と
入
滅
の
時
に
摩
耶
が
見
た
夢
は

共
に
妄
想
で
無
い
こ
と
を
表
す
の
で
あ
る
。

　

次
に�

「
中
に
就
い
て
毎
夜
夢
中
に
僧
有
っ
て
玄
義
を
指
授
す
。
僧
は
恐
ら
く
は
こ
れ
弥
陀

の
応
現
な
ら
ん
。
爾
ら
ば
謂
う
べ
し
。
こ
の
『
疏
』
は
こ
れ
弥
陀
の
伝
説
な
り
と
。

何
に
い
わ
ん
や
、
大
唐
に
相
い
伝
え
て
云
く
「
善
導
は
こ
れ
弥
陀
の
化
身
な
り
」
と
。

爾
ら
は
謂
う
べ
し
。
ま
た
こ
の
文
は
こ
れ
弥
陀
の
直
説
な
り
と
）
11
（

」



一
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

と
法
然
が
偏
依
善
導
と
し
て
浄
土
宗
を
開
い
た
理
由
と
し
て
「
善
導
は
こ
れ
弥
陀
の

化
身
な
り
」
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
弥
陀
善
導
の
夢
中
相
伝
を
示
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
、
円
仁
の
瑞
夢
の
告
勅
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　
『
大
佛
頂
如
來
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
嚴
經
』
の

「
三
摩
提
を
修
し
て
想
陰
を
盡
す
と
は
、
夢
想
有
る
こ
と
な
く
、
異
想
な
き
が
故
に
、

寤
寐
恒
一
な
り
）
1（
（

。」

を
引
用
し
、
疑
問
を
呈
す
。

　

聖
冏
は
こ
の
「
三
摩
提
」
に
つ
い
て
善
導
、
法
然
が
三
昧
発
得
の
聖
者
で
あ
る
こ

と
を
異
夢
や
妄
夢
で
な
い
こ
と
の
証
拠
と
し
て
示
す
。

　
『
決
疑
鈔
直
牒
』
に
は

「
誠
に
夢
事
は
虚
実
に
通
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
仏
教
盛
ん
に
之
を
説
く
）
11
（

」

と
し
て
多
く
の
例
を
示
す
。

④
三
昧
発
得
の
聖
者

　

こ
の
夢
中
相
伝
に
関
し
て
聖
冏
は
三
昧
発
得
の
聖
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て

い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
浄
土
宗
に
於
い
て
は
善
導
、
法
然
は
三
昧
発
得
の
聖
者
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
夢
中
相
承
に
つ
い
て
も
念
仏
三
昧
の
発
得
で
あ
る
た

め
に
そ
の
付
法
が
可
能
と
す
る
と
論
じ
て
い
る
。

　

善
導
の
三
昧
発
得
は
『
選
択
集
』
に
、

　
「
静
か
に
以
れ
ば
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
は
、
こ
れ
西
方
の
指
南
、
行
者
の
目
足

な
り
。
然
れ
ば
す
な
わ
ち
、
西
方
の
行
人
、
必
ず
す
べ
か
ら
く
珍
敬
す
べ
し
。
中
に

就
い
て
毎
夜
夢
中
に
僧
有
っ
て
玄
義
を
指
授
す
。
僧
は
恐
ら
く
は
こ
れ
弥
陀
の
応
現

な
ら
ん
。
爾
ら
ば
謂
う
べ
し
。
こ
の
『
疏
』
は
こ
れ
弥
陀
の
伝
説
な
り
と
。
何
に
い

わ
ん
や
、
大
唐
に
相
い
伝
え
て
云
く
、「
善
導
は
こ
れ
弥
陀
の
化
身
な
り
」
と
。
爾

ら
ば
謂
う
べ
し
。
ま
た
こ
の
文
は
こ
れ
弥
陀
の
直
説
な
り
と
。
す
で
に
写
さ
ん
と
欲

す
る
者
は
、
一
ら
経
法
の
ご
と
く
せ
よ
と
云
え
り
。
こ
の
言
は
誠
な
る
か
な
。
仰
い

で
本
地
を
討
ぬ
れ
ば
、
四
十
八
願
の
法
王
な
り
。
十
劫
正
覚
の
唱
え
、
念
仏
に
憑
有

り
。
俯
し
て
垂
迹
を
訪
え
ば
、
専
修
念
仏
の
導
師
な
り
。
三
昧
正
受
の
語
は
、
往
生

に
疑
い
無
し
。
本
迹
異
な
り
と
い
え
ど
も
、
化
導
こ
れ
一
な
り
）
11
（

」

と
、
阿
弥
陀
仏
―
善
導
―
法
然
の
付
法
が
、
三
昧
発
得
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
こ

に
聖
冏
の
理
論
の
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
然
に
つ
い
て
は
、

『
決
疑
鈔
直
牒
』
に
は
、

「
慧
心
永
観
珍
海
専
ら
弥
陀
に
帰
し
て
偏
に
極
楽
を
勧
む
。
然
れ
ど
も
宗
旨
未
だ
委

細
な
ら
ず
。
黒
谷
上
人
に
至
っ
て
宗
旨
始
め
て
興
隆
す
。
仍
っ
て
上
人
を
以
て
元
祖

と
仰
ぐ
べ
き
な
り
）
11
（

」

と
位
置
付
け
て
い
る
。

⑤
相
承
に
お
け
る
菩
提
流
支

　

聖
冏
は
二
つ
の
相
承
、
経
巻
相
承
と
知
識
相
承
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
天
親

―
菩
提
流
支
―
曇
鸞
に
あ
る
菩
提
流
支
を
示
す
理
由
は
思
想
と
共
に
観
経
に
関
わ
る

の
で
あ
る
。

　
「
天
親
の
論
を
訳
し
て
、
衆
生
の
往
益
に
擬
す
。
今
此
の
一
宗
、
漢
土
伝
来
、
之

を
以
て
始
め
と
為
す
）
11
（

」

と
『
付
法
伝
』
の
伝
歴
に
示
す
よ
う
に
『
往
生
論
』
の
訳
出
が
理
由
と
な
り
、
そ
の

思
想
か
ら
曇
鸞
へ
の
「
観
経
」
の
伝
授
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

　

こ
の
「
観
経
」
に
つ
い
て
は
聖
冏
に
と
っ
て
宗
義
伝
承
期
に
相
承
さ
れ
た
口
伝
を



一
一

　
　
　
　『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
お
け
る
付
法
に
つ
い
て

述
し
た
『
教
相
十
八
通
』
に
表
れ
て
く
る
。

　
『
教
相
十
八
通
』
の
第
一
重
に
、

　
「
宗
に
於
い
て
経
宗
有
り
、
論
宗
有
り
、
釈
宗
有
り
」

と
し
、

　
「
浄
土
宗
は
三
宗
の
中
に
は
是
れ
経
宗
な
り
。」
と
示
し
、
浄
土
三
部
経
を
宗
と
す

る
。
そ
の
中
で
も

「
問
う
、
正
依
の
三
経
の
中
に
於
い
て
大
師
は
正
し
く
何
れ
の
経
に
依
っ
て
か
浄
土

宗
の
宗
義
を
立
て
玉
え
る
や
。
答
う
。
此
れ
に
総
依
三
経
別
依
一
経
と
云
う
こ
と
有

り
。
云
う
所
の
別
依
一
経
と
は
観
経
是
れ
な
り
。
別
依
観
経
に
付
い
て
即
ち
三
の
由

有
り
。
一
に
は
有
縁
の
経
な
る
が
故
に
。
二
に
は
相
伝
の
経
な
る
が
故
に
。
三
に
は

三
昧
発
得
の
経
な
る
が
故
に
）
11
（

」

と
浄
土
宗
の
宗
義
の
中
心
は
観
経
に
依
っ
て
い
る
こ
と
を
相
伝
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
を
三
つ
挙
げ
、
三
昧
発
得
の
経
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
三
昧
発
得
の

経
と
は
、
法
然
の
『
三
昧
発
得
記
』
に
建
久
九
年
正
月
に
行
わ
れ
た
別
時
会
に
お
い

て
の
五
日
間
の
念
仏
三
昧
の
状
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
観

経
の
十
六
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
観
経
に
導
か
れ
た
三
昧
で
あ
る
。
こ
の
相

承
に
お
い
て
菩
提
流
支
の
働
き
が
無
け
れ
ば
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
天
親
―
菩
提
流
支
―
曇
鸞
の
相
承
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
綽

―
善
導
へ
と
導
き
、『
観
経
疏
』
に
よ
る
浄
土
教
の
完
成
と
な
る
。

　

菩
提
流
支
と
曇
鸞
の
関
係
に
つ
い
て
、
伝
授
し
た
の
は
『
観
経
』
で
は
な
く
、『
阿

弥
陀
経
』『
大
無
量
寿
経
』『
往
生
論
』
と
の
説
も
あ
る
が
、
内
田
准
心
氏
の
、

「
従
来
、「
菩
提
流
支
と
の
会
見
の
結
果
、
道
教
、
神
仙
的
な
思
想
を
捨
て
去
り
、『
観

経
』
を
起
点
と
し
て
浄
土
信
仰
へ
帰
入
し
た
」
と
い
う
回
心
の
逸
話
は
史
実
と
し
て

は
信
憑
性
が
低
い
と
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
曇
鸞
を
含
む『
安
楽
集
』「
六
大
徳
」

の
僧
侶
た
ち
が
菩
提
流
支
と
関
わ
り
が
深
い
こ
と
や
、『
観
経
』
も
既
に
あ
る
程
度

普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
あ
な
が
ち
に
作
り
話
と
は
い

え
ず
、
特
に
、
①
浄
土
信
仰
に
お
け
る
菩
提
流
支
と
の
師
弟
関
係
、
②
『
観
経
』
を

起
点
と
し
て
浄
土
信
仰
に
帰
入
し
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
要
素
は
、
曇
鸞
の
中
国

仏
教
界
に
お
け
る
思
想
的
な
立
ち
位
置
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
）
11
（

。」

と
す
る
説
は
そ
の
背
景
を
表
現
し
て
い
る
と
思
う
。

　

聖
冏
の
菩
提
流
支
の
評
価
は
後
の
著
書
で
あ
る
『
浄
土
略
名
目
図
』
に
は
、

「
宗
祖
後
魏
北
天
竺
三
蔵
法
師
菩
提
流
支
」

「
宗
祖
三
蔵
曰
く
第
二
頓
教
と
は
」

「
宗
祖
三
蔵
曰
く
声
聞
蔵
）
11
（

」

と
宗
祖
三
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
名
称
の
使
い
方
に
お
い
て
も
三
国
伝
統
の
祖
師
、

特
に
重
要
な
人
物
と
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
11
（

。

六
、
結
語　

付
法
の
形
成

　

聖
冏
が
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
浄
土
宗
の
独
立
性
を
表
明
し
、
形
成
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
基
本
に
な
っ
た
も
の
は
法
然
の
『
選
択
集
』
に
示
さ
れ
た
思
想
の
流
れ

で
あ
り
、『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
基
本
だ
け
で
は
対
外
的
に
も
認
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
専
修
念
仏
思
想
の
理
論
化
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の

が
時
間
を
超
越
し
た
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
既
に
説
か
れ
て
い

る
夢
中
相
承
の
正
統
化
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
相
承
で
は
中
心
と
な
る
善
導
、
法
然
の



一
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

教
え
は
夢
中
相
承
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夢
と
い
う
も
の
に
対
し
て
妄
想
で
あ

る
と
い
う
非
難
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
仏
教
に
お
け
る
事
例
、
中
国
に
お
け
る
帝
王

の
事
例
を
挙
げ
、
正
当
化
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
化
で
は
善
導
、
法
然
の
三
昧

発
得
を
加
え
て
い
る
。
即
ち
一
般
的
な
夢
の
出
来
事
と
、
三
昧
発
得
の
聖
者
で
は
そ

の
内
容
が
異
次
元
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
こ
に
時
間
を
超
え
た
相
承
が
行
わ

れ
る
こ
と
で
、
正
式
な
相
承
が
可
能
に
な
る
と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
知
識
相
承
を
裏
付
け
る
の
が
経
巻
相
承
で
あ
る
。
善
導
―
法
然
の
間
で
相
承

さ
れ
た
思
想
の
原
点
を
観
経
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
『
教
相
十
八
通
』
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
蓮
勝
、
了
実
、
定
慧
か
ら
受
け
継
い
だ
浄
土
宗
義
に
基
づ
い
て
い
る
。
さ

ら
に
は
『
観
経
』『
観
経
疏
』
に
基
づ
く
論
理
は
、
善
導
の
二
頓
を
主
と
し
た
聖
冏

教
判
と
言
わ
れ
る
二
蔵
二
教
二
頓
判
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
知
識
、
経
巻
両
相
承
と
共
に
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』
に
示
さ
れ
た
円
頓
戒
の
相

承
の
正
統
化
に
よ
り
、
浄
土
宗
の
相
承
の
形
状
が
明
確
に
な
る
。
弟
子
で
あ
る
聖
聰

に
伝
授
さ
れ
た
浄
土
宗
伝
法
と
し
て
後
世
へ
と
受
け
継
が
れ
、
弟
子
の
中
か
ら
別
の

教
義
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
無
く
な
っ
た
。
そ
の
伝
法
は
聖
光
の『
末
代
念
佛
授
手
印
』

を
基
準
と
し
、
口
伝
に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
る
）
11
（

。
そ
の
伝
法
の
裏
付
け
と
な
っ
た
の
が

聖
冏
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
付
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　　
　
註

（
1
）
続
浄
土
宗
全
書
十
七
巻　

二
九
五
頁

（
2
）
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法
に
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い
て
は
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浄
土
宗
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旗
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初
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付
法
に
つ
い
て
」

（『
仏
教
文
化
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開
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久
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順
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生
傘
寿
記
念
論
文
集
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浄
土
宗
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旗
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究
十
四
巻
）
に
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。

（
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史
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究
』（
東
大
出
版
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）

（
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瀬
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付
法
伝
』
続
浄
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〇
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（
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）『
付
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』
続
浄
全
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七
巻
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〇
五
頁
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全
十
五
巻
五
九
〇
頁
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）
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全
十
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巻
五
九
一
頁
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23
）
浄
全
十
五
巻
四
九
七
頁

（
24
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決
疑
鈔
直
牒
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巻
第
三　

浄
全
七
巻
四
九
六
頁

（
25
）
続
浄
全
一
七
巻
三
〇
六
頁

（
2（
）
続
浄
全
一
七
巻
三
〇
六
頁

（
2（
）
続
浄
全
一
七
巻
三
〇
六
頁

（
2（
）
正
蔵
巻
十
二　

一
〇
一
二

（
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）
正
蔵
巻
十
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一
〇
一
二
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付
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的
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巻
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五
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頁
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の
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提
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仏
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仏
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。
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聖
冏
教
学
の
形
成
と
仮
託
文
献

一
、
は
じ
め
に

　

聖
冏
教
学
の
中
心
と
な
る
の
が
二
蔵
二
教
二
頓
判
（
二
蔵
義
、
二
蔵
二
教
判
、
二

蔵
三
法
輪
と
も
、
以
下
、
二
蔵
義
）
で
あ
る
。
二
蔵
義
は
、
浄
土
教
の
三
祖
師
（
曇

鸞
・
道
綽
・
善
導
）
の
教
説
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
た
教
相
判
釈
説
の
こ
と
で
、
浄
土

宗
の
地
位
向
上
と
新
た
な
宗
義
の
確
立
を
目
指
す
聖
冏
に
よ
っ
て
形
成
・
宣
揚
さ
れ

た
）
1
（

。

　

浄
土
宗
第
八
祖
・
酉
誉
聖
聡
は
、『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』
に
お
い
て
、
師
・
聖
冏

の
二
蔵
義
の
大
綱
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
依
拠
す
べ
き
経
論
釈
を
六
段
に
分
け
て

示
し
て
い
る
。

・『
無
量
寿
経
』

・
菩
提
流
支
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』

・
善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』

・
法
然
『
弥
陀
本
願
義
疏
』『
二
蔵
名
目
』（
※
「
建
暦
法
語
」）

・
弁
長
「
鎮
西
上
人
釈
」（
※
『
浄
土
宗
要
集
』
か
ら
の
取
意
文
）

・
聖
冏
『
二
蔵
略
名
目
図
』『
二
蔵
二
教
略
頌
』『
釈
浄
土
二
蔵
義
』

　
　
　

『
二
蔵
義
見
聞
』

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
上
記
の
う
ち
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』『
弥
陀
本
願
義

疏
』『
二
蔵
名
目
』（「
建
暦
法
語
」）
が
、
浄
土
宗
の
先
徳
諸
師
に
作
者
を
擬
し
た
い

わ
ゆ
る
「
仮
託
書
（
偽
書
）」
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
聖
聡
が
、「
有　
ル

門
弟
等　
カ

云　
ク

、
二

蔵　
ノ

名
目　
ハ

冏
公　
ノ

私　
ノ

名
目
也
）
2
（

」
と
、
二
蔵
義
は
聖
冏
の
創
作
だ
と
疑
う
門
弟
が
い
た
と
述

べ
る
よ
う
に
、
聖
冏
教
学
を
と
り
ま
く
仮
託
文
献
の
存
在
は
早
く
か
ら
問
題
と
な
っ

て
い
た
）
3
（

。

　

近
世
に
入
る
と
、
聖
冏
教
学
は
、
江
戸
時
代
の
檀
林
教
育
の
中
心
と
な
り
、
初
学

者
は
、
ま
ず
聖
冏
教
学
を
学
ん
だ
上
で
、
浄
土
三
部
経
や
二
祖
三
代
の
教
学
を
学
ぶ

こ
と
が
習
学
の
流
れ
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
基
本
典
籍
の
出
版
に
伴
っ
て
文
献
批

判
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
聖
冏
教
学
に
お
け
る
仮
設
文
献
の
存
在
が
徐
々
に
明
ら
か

に
な
り
、
聖
冏
教
学
は
宗
学
の
根
幹
に
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
真
偽
に
つ
い
て

様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

な
か
で
も
増
上
寺
四
十
五
世
・
成
誉
大
玄
（
一
六
八
〇
～
一
七
五
六
）
は
、
二
蔵

義
を
め
ぐ
る
仮
託
文
献
の
使
用
を
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
聖
冏
教
学

の
偽
書
性
に
批
判
を
加
え
、
檀
林
教
育
に
お
け
る
聖
冏
教
学
偏
重
の
傾
向
を
改
め
、

二
祖
三
代
の
教
学
へ
の
回
帰
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
聖
冏
教
学
の
形
成
と
仮
託
文
献　

　
�

鈴　

木　

英　

之　



一
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

大
玄
は
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』「
建
暦
法
語
」『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』『
浄
土
布
薩

式
』
を
偽
書
と
断
定
し
、

葢　
シ

偽
者
先　
ニ

撰　
シ
テ二

願
疏　

ヲ
一

作　
リ

二

数
多　
ノ

邪
説　
ヲ

一

認　
テ

為
二

家
珍　
ト

一。
然　
ル
ニ

恐　
ル
カ二

人　
ノ

多　
ク

不　
ン
コ
ト
ヲ

一レ　

信　
セ

故　
ニ

、
或　
ハ

造　
リ

二

建
語　

ヲ
一、
或　
ハ

造　
テ

二

麒
論
及　
ヒ

布
式　

ヲ
一

而
為　
ス

二

依
憑　
ト

一。
又　
タ

復　
タ

恐　
ル

二

人　
ノ

不　
ン
コ
ト
ヲ

一レ　
　
　

信　
セ

故　
ニ

、
託　
シ
テ二
夢　
ノ

告　
ニ

一
為
二
京
師　
ノ

伝
説　
ト

一
飾　
ツ
テ二
自
己　
ノ

非　
ヲ

一
成　
ス

二
所
立　
ノ

義　
ト

一。
）
4
（

と
、
ま
ず
「
偽
者
」
が
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
撰
述
し
て
数
多
の
「
邪
説
」
を
つ
く

っ
て
家
宝
と
し
た
が
、
人
々
が
そ
れ
を
信
じ
な
い
こ
と
を
恐
れ
、
つ
づ
け
て
「
建
暦

法
語
」
や
『
麒
麟
立
宗
聖
財
論
』『
浄
土
布
薩
式
』
な
ど
を
作
成
し
て
所
依
の
論
疏

と
し
た
、
さ
ら
に
は
夢
告
に
託
し
て
善
導
大
師
が
伝
え
た
説
だ
と
主
張
す
る
こ
と
で
、

自
己
の
非
を
覆
い
隠
し
て
正
統
性
を
主
張
し
、「
所
立
義
」
す
な
わ
ち
二
蔵
義
を
興

隆
し
た
の
だ
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
一
方
で
、

雖　
ト
モレ

然　
リ
ト、

世
属　

シ
二
戦
国　

ニ
一、
他
宗　

ノ

邪
徒
軽
二
蔑　

ス

我
門　

ヲ
一。
欲　

ス
レ
遮　

ン
ト二

彼　
ノ

慢
執　

ヲ
一
故
、
且

　
ラ
ク

設　
ク

二
随
他
之
説　

ヲ
一。
故　
ニ

知　
ン
ヌ、
義
主
本　
ト

雖　
ト
モレ
窮　
ム
ト二
随
自　
ノ

源
底　
ヲ

一、
為　
ニ

二
護
法　
ノ

一
構　
ヘ

二
巧
説

弁　
ヲ

一、
為　
ニ

二
扶
宗　
ノ

一
開　
ク

二
随
他
門　
ヲ

一。
然ル
ニ

今
、
有　
リ

レ
人
議　
シ
テ

曰　
フ

下
義
主　
ハ

偏　
ニ

是　
レ

随
他
門ニ
シ
テ、

不　
ト

㆖レ

知　
ラ

二
随
自
門　
ヲ

一
者　
ハ

、
蓋　
シ

不　
ル

レ
得
二
義
主
之
意　
ヲ

一
也
）
5
（

。

と
、
戦
乱
の
世
に
お
い
て
、
他
宗
に
浄
土
宗
の
立
場
を
示
す
た
め
に
は
仮
託
書
の
使

用
も
仕
方
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
聖
冏
の
学
識
を
「
随
他
扶
宗
」（
浄
土
宗
の
教
義

を
宣
揚
す
る
た
め
に
解
説
の
方
法
を
変
え
て
、
広
い
視
野
か
ら
説
い
た
も
の
）
の
一

環
と
し
て
評
価
し
て
い
た
。
だ
が
「
偽
者
」
が
「
邪
説
」
を
作
っ
た
と
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
仮
託
文
献
を
マ
イ
ナ
ス
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

明
治
以
降
の
聖
冏
の
評
価
も
、
基
本
的
に
は
大
玄
と
同
様
で
あ
る
。
二
祖
三
代
か

ら
逸
脱
す
る
聖
冏
教
学
が
宗
学
と
し
て
不
適
当
と
の
判
断
が
な
さ
れ
、
明
治
九
年

（
一
八
七
六
）
に
は
「
浄
土
宗
学
制
」
に
お
け
る
学
科
制
則
か
ら
聖
冏
教
学
は
除
外

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
頃
か
ら
文
学
研
究
者
を
中
心
と
し

て
、
中
世
の
仮
託
文
献
に
関
す
る
研
究
が
相
次
ぎ
、
古
今
注
・
仏
教
書
・
神
道
書
な

ど
の
仮
託
書
が
、
中
世
の
学
問
を
形
成
す
る
大
事
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
聖
冏
の
神
道
関
係
著
作
の
検
討
か
ら
は
じ

め
て
、
聖
冏
教
学
に
お
け
る
仮
託
書
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
）
（
（

。
冏
師
六
百
年

遠
忌
を
迎
え
る
い
ま
、
仮
託
文
献
の
使
用
を
含
め
て
、
改
め
て
聖
冏
教
学
を
評
価
す

べ
き
時
機
に
来
て
い
る
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
聖
冏
教
学
に
お
け
る
代
表
的
な
仮
託

書
で
あ
る
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』「
建
暦
法
語
」『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
主
に
と
り
あ

げ
、
そ
の
概
要
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
二
蔵
義
の
宣
揚
―
―
「
建
暦
法
語
」
と
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
―
―

　

聖
冏
教
学
を
め
ぐ
る
仮
託
文
献
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
二
蔵
義
の
形
成
・
宣

揚
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
聖
冏
が
二
蔵
義
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
基
礎
的
な

資
料
と
し
て
用
い
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
建
暦
法
語
」（「
建
暦
名
目
」「
二
蔵
名
目
」

「
聖
覚
名
目
」「
聖
覚
勘
文
」
と
も
）
で
あ
る
。
単
独
の
書
物
と
し
て
は
現
存
を
確
認

で
き
な
い
が
、
聖
冏
の
『
浄
土
略
名
目
図
』（
一
三
八
二
年
成
立
）
に
お
け
る
引
用

か
ら
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
建
暦
法
語
」
は
、
法
然
が
行
っ
た
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
八
月
上
旬
に
お
け
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聖
冏
教
学
の
形
成
と
仮
託
文
献

る
法
話
を
聖
覚
が
筆
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。『
浄
土
略
名
目
図
』
序
文
に
お
け
る

引
用
に
よ
れ
ば
、

我
高
祖
源
空
上
人
大
和
尚
、
建
暦
元
年
辛
未
八
月
上
旬
示　

シ
テレ

衆　
ニ

曰　
ク

、
若
於
二
浄

土
宗　

ニ
一
有

　
　
ラ
ン二

修
学　

ノ

志
一
人
於
二
諸
師　

ノ

中　
ニ

一
選　

テ

須
レ
帰　

ス
二
三
師　

ノ

釈
義　

ニ
一。（
中
略
）
是
故

今
略　
シ
テ

示　
ス

二
三
師　
ノ

釈
義
之
趣　
ヲ

一
耳
。
第
一　
ニ

若
依　
ラ
ハ二
北
斉　
ノ

釈
義　
ニ

一
以
二
難
易
二
道　

ヲ
一

可
レ
為
二
教
相　
ト

一
云

云　

第
二　
ニ

若
依　
ラ
ハ二
西
河　
ノ

釈
義　
ニ

一
以
二
聖
浄
二
門　

ヲ
一
応
レ
為
二
教
相　
ト

一

云
云
第
三　

ニ

若
依　

テ
二
光
明
大
師　

ノ

釈
義　

ニ
一
立　

ル
二
浄
土
宗　

ヲ
一
人　

ハ

応
下
以
二
二
蔵
二
教　

ヲ
一
而
摂
中
一

代　
ノ

聖
教　

ヲ
上　

云
云　

と
、
源
空
（
法
然
）
上
人
は
、
建
暦
元
年
八
月
上
旬
に
、
も
し
浄
土
宗
に
お
い
て
修

学
の
志
が
あ
る
な
ら
ば
諸
師
の
中
か
ら
三
師
の
釈
義
、
す
な
わ
ち
曇
鸞
の
難
易
二
道
、

道
綽
の
聖
浄
二
門
、
そ
し
て
善
導
の
二
蔵
二
教
に
帰
す
る
べ
き
だ
と
い
う
。
な
か
で

も
浄
土
宗
の
人
は
、
二
蔵
二
教
に
よ
っ
て
一
代
聖
教
を
教
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
。
つ
ま
り
二
蔵
二
教
（
二
蔵
義
）
は
、
善
導
が
唱
え
た
教
判
説
を
法
然
が
勧

め
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
建
暦
法
語
」
を
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
聖
冏
の
『
浄
土
略
名
目
図
』
で

あ
る
。
本
書
は
、
聖
冏
が
二
蔵
義
を
説
い
た
初
め
て
の
著
作
で
、
二
蔵
義
の
綱
要
を

図
と
と
も
に
示
す
。
題
下
に
「
源
空
上
人
説　

聖
覚
法
印
記　

沙
門
了
誉
図
」
と
あ

る
よ
う
に
、
法
然
が
説
き
、
聖
覚
が
筆
記
し
た
「
建
暦
法
語
」
に
、
聖
冏
が
図
を
書

き
加
え
た
も
の
と
の
体
裁
を
と
る
。
聖
冏
は
、『
浄
土
略
名
目
図
』
の
注
釈
書
で
あ

る
『
二
蔵
義
見
聞
』
に
お
い
て
「
建
暦
法
語
」
に
つ
い
て
述
べ
、

（
（
）

何　
ニ

況　
ヤ

建
暦
年
中　
ノ

法
語
是
聖
覚
法
印　
ノ

筆
受
也
。
若　
シ

余
人
所
伝
用　
ハ

レ
之　
ヲ

、
聖
覚　
ノ

所
記

不　
ル

レ
可　
カ
ラレ
不　
ン
ハ
ア
ル

レ　

信　
セ

レ
之　
ヲ

者
歟
。
其　
ノ

上
聖
覚　
ハ

只　
タ

其　
ノ

筆
受
者
也
。
正　
ク

是　
レ

高
祖　
ノ

御
法
語

也
。
高
祖
亦
非
二
私
言　
ニ

一。
既　
ニ

云
二
三
蔵
云　
ト

一。
即　
チ

彼　
ノ

聖
財
論　
ノ

中　
ニ

其　
ノ

旨
分
明
也
。
不　
ル

レ

及　
ハ

二
疑
難　
ニ

一
者
也
）
（
（

云
云

と
、「
建
暦
法
語
」
は
法
然
の
語
っ
た
内
容
を
高
弟
・
聖
覚
が
筆
記
し
た
も
の
で
あ

り
、
聖
覚
は
た
だ
の
「
筆
受
者
」
に
す
ぎ
な
い
、
ま
た
法
然
（「
高
祖
」）
も
「
三

蔵
」
す
な
わ
ち
菩
提
流
支
の
「
聖
財
論
」（『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』）
に
も
と
づ
き
論

じ
た
の
で
あ
り
、
法
然
の
独
創
で
は
な
い
た
め
「
疑
難
」
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
。

「
建
暦
法
語
」
で
二
蔵
義
が
「
光
明
大
師
釈
義
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
含
め
て
考

え
れ
ば
、
聖
冏
は
、
二
蔵
義
を
、
菩
提
流
支
か
ら
善
導
へ
、
さ
ら
に
は
法
然
、
聖
覚

と
い
う
浄
土
祖
師
た
ち
が
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
三
国
に
わ
た
っ
て
代
々
受
け

継
い
で
き
た
教
判
説
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
建
暦
法
語
」
が
依
拠
す
る
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
と
は
、
イ
ン
ド
の
高
僧
・
菩

提
流
支
）
（
（

（
？
～
五
二
七
）
に
仮
託
さ
れ
た
全
四
巻
の
教
学
書
で
あ
る
。
巻
一
冒
頭
に

「
今
此　
ノ

浄
土
宗　
ハ

約　
シ
テ二
三
法
輪　
ニ

一
立　
テ
ヽ二
二
蔵
教　
ヲ

一
惣
二
攝　
ス

一
代　
ヲ

一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
浄
土
宗

の
教
相
判
釈
説
と
し
て
二
蔵
義
が
説
か
れ
る
こ
と
に
特
色
が
あ
り
、
聖
冏
教
学
の
根

幹
を
な
す
書
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
と
「
建
暦
法
語
」
は
、
聖
冏
・
聖
聡
著
作
に
集
中
し
て
引

用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
聖
冏
の
創
作
と
の
疑
念
を
も
た
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
）
（（
（

。
し
か
し
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
は
、
名
越
派
の
学
僧
・
良
山
妙
観
（
一
二
九
二

～
？
）
の
『
初
学
題
額
集
』（
一
三
四
四
年
成
立
）
に
引
用
が
あ
り
、
ま
た
同
本
所

収
の
「
浄
家
所
依
経
釈
」
の
中
に
は
、「
麒
麟
聖
財
論
四
巻
〈
流
支
造
〉」
な
ど
と
そ

（
10
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一
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

の
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
）
（1
（

、
聖
冏
誕
生
（
一
三
四
一
年
）
以
前
、
十
四
世
紀
前

半
に
は
す
で
に
本
書
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
「
建
暦
法
語
」
は
、
同
じ
良
山
妙
観
の
『
開
題
考
文
抄
』（
一
三
四
九
年
成

立
）
や
、
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
良
天
聖
観
の
『
開
題
考
文
抄
聞
書
』（
一
三
八
〇
年
、

理
本
良
栄
書
写
奥
）
に
引
用
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
実
在
が
確
認
で
き
る
。

　

良
山
『
開
題
考
文
抄
』
で
は
、
数
箇
所
で
「
建
暦
法
語
」
が
引
用
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
あ
る
箇
所
で
は
、「
菩
提
流
支
三
蔵
」
の
言
葉
を
「
聖
覚
勘
文
」（「
建
暦
法

語
」）
か
ら
の
引
用
と
し
て
示
し
て
い
る
。

菩
提
流
支
三
蔵
云
、聖覚
勘
文
也
性
即
性　
ナ
カ
ラ

真
如　
ナ
リ。
相
即
相　
ナ
カ
ラ

真
如　
ナ
リ。（
中
略
）
一
心
性

相　
ナ
レ
ハ、
更
無　
シ

二
別
法
一。
万
法
皆
空　
ナ
リ。
諸
法
実）（1
（

相　
ナ
リ。

　

同
文
が
聖
冏
の
『
浄
土
略
名
目
図
』
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
妙
観
の
時
に

す
で
に
「
建
暦
法
語
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）
（1
（

。

　

ま
た
良
天
『
開
題
考
文
抄
聞
書
』
で
は
「
聖
覚
作
」「
名
目
云
」
と
し
て
「
建
暦

法
語
」
が
長
文
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

○
大
乗
初
分
等ト

者
、
名聖
覚
作目

云　
ニ

、
初
分ト

者
、
立ツ
下
誘
二
引　
ス
ル

小
乗ヲ
一
十
地ヲ
上。
明ス

三
乗

行
相
断
惑ノ

分
際
一
文

○
大
乗
後
分ト

者
、
名
目ニ

云
、
二
漸
教
後
分ト

者
、
此
大
乗
後

教ノ

菩
薩
。
経
二
歷　
ス

五
十
二
位
僧
祇
百
千
万
劫
一。
万
劫ハ

外
凡
。
三
企ハ

内
凡
也
。
此ノ

間
経ル
二
六
十
一
地ヲ
一
也
。
六
十
一
地ト

者
、
一ハ

信
相
。
是
十
信
位
也
。
一
発
趣
位
。

名
二
習
種
姓
一。
十
住
位
也
。
三
長
養
位
。
是
名
二
性
種
姓
一。
十
行
位
也
。
四
金

剛
位
。
十
廻
向
位
也
。
五
ハ
十
聖
ノ
位
。
十
地
位
也
。
已
上
菩
薩ノ

十
地
也
。
六ハ

仏
果ノ

十
地
云

云　
（
中
略
）
○
九
十
一
之
名
等ト

者
、
名
目ニ

云
、
凡
此ノ

教ハ

、
大
小

合　
シ
テ

挙ル

時ハ

、
十
一
地
　
ナ
リ
　。
皆
流
二
入　
シ
テ

毘
盧
舎
那
智
蔵
大
海ニ
一
談
也
文　

通
教ノ

十

地
・
声
聞ノ

十
地
・
支
仏ノ

十
地
。
已
上
小
乗
十
信
。
十
住
・
十
行
・
十
廻
向
・
十

地
・
等
覚
・
仏
果ノ

十
地
。
已
上
大
乗
。
合　
シ
テ

九
十
一
地
也
。
声
聞ノ

十
地ト

者
、
前ノ

乾
慧
地　
ヨ
リ

至テ
二
已
弁
地ニ
一。
為ル
二
声
聞ノ

十
地
一
也
。
支
仏ノ

十
地ト

者
、
十
地ノ

中ノ

第
八ノ

支

仏
地　
ナ
リ。
開
　
シ
テ

為
二
十
地ト
一
也
。
○
性
頓
下
釈
ト
者
、
相
頓ノ

下ノ

釈ヲ

云
者　
ト
ハ、
二ニ

釈　
ス
ト
ハ

二

事

頓ヲ
一
者
、
卽
約シ
テレ
相ニ

論
二
其ノ

教
相ヲ
一。
亦
付テ
レ
相ニ

有リ
二
其ノ

二
種
一。
一ハ

隔
相
。
二ハ

卽
相
也
。

一ニ

隔
相　
ト
ハ

者
、
空ハ

限テ
レ
空ニ

不
レ
兼
レ
色ヲ

。
色ハ

限テ

色ニ

更ニ

不
レ
兼
レ
空ヲ

。
此ハ

是
権
之
説
相
、

方
便
之
教
門
也
。
二ニ

卽
相ト

者
、
空ハ

兼
レ
色ヲ

、
色ハ

兼
レ
空ヲ

。
理ハ

即ル
レ
事ニ

之
理ナ
リ
　。

事ハ

即ル
レ
理ニ

之
事
也
。
故ニ

立テ
テ二
方
域ヲ
一、
而モ

即
二
無
方
一。
仮テ
二
色
相ヲ
一
即
二
無
相
一。
楽
二
有

生ヲ
一
感
二
無
生ヲ
一。
不
レ
断
二
煩
悩
得
二
涅
槃
分ヲ
一
文　

已
上
在リ
二
名
目ニ
一
云

云

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
は
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
や
『
浄
土
略
名
目
図
』
と

共
通
す
る
記
述
を
一
部
含
む
以
外
は
両
書
と
の
同
文
が
見
出
せ
ず
、
ほ
ぼ
「
建
暦
法

語
」
か
ら
の
直
接
の
引
用
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
冏
が
『
浄
土
略0

名
目
図
』
と
題
し
た
の
は
、
聖
覚
の
名
目
で
あ
る
「
建
暦
法
語
」
か
ら
略
出
し
た
文

章
に
図
を
加
え
た
た
め
な
の
で
あ
る
。

　

聖
聡
は
『
大
経
直
談
要
註
記
』
巻
三
で
、
師
・
聖
冏
の
二
蔵
義
形
成
の
過
程
と
、

『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
を
入
手
し
た
時
の
様
子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る
。然　

ル
ニ

先
師
了
誉

上
人
見　

テ
二
建
暦
元
年
八
月
上
旬　

ノ

名
目　

ヲ
一、
偏　

ニ

就　
テ

レ
彼　

ニ

作
二
二
蔵
略
名
目
並
頌

義　
ヲ

一、
偏　

ニ

興
二
行　

シ
玉
フ

二
蔵　

ノ

教
相　

ヲ
一。
然　

ニ

始
不　

ル
ノレ

見
二
麒
麟
聖
財
論　

ヲ
一
之
時
、建
暦
名
目　

ニ

宗

（
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一
九

　
　
　
　
聖
冏
教
学
の
形
成
と
仮
託
文
献

祖
三
蔵　

ニ

曰　
ト

書　
キ

給　
ヘ
ト
モ

未
レ
見
二
本
文　

ヲ
一
云

云　

後　
ニ

得　
テ

二
聖
財
論　
ヲ

一
即
治
定　
シ

給　
ヘ
リ。
弥　
〳
〵

以　
テ

二

蔵　
ノ

名
目　
ハ

依　
テ

二
代
代
御
相
伝　
ニ

一
光
明
大
師
定　
メ

レ
之　
ヲ

給　
ヘ
リ
ト

落
泪　
シ

給　
ヘ
ル

也
。
其　
ノ

上
猶
見　
テ

二
義

疏　
ノ

相
伝　
ヲ

一、
爾　
モ

悲
喜
之
御
泪
余　
リ

レ
袖　
ニ

給　
ヘ
リ。
今
思　
フ
ニレ
之　
ヲ

亦
愚　
カ

袖　
モ

不
レ
乾　
カ

。
爰　
ニ

知　
ヌ

、
先

師　
ハ

大
化　
ナ
ル
コ
ト
ヲ
云

云

　

先
師
・
了
誉
上
人
は
、
法
然
が
説
い
た
「
建
暦
元
年
八
月
上
旬
の
名
目
」（「
建
暦

法
語
」）
に
し
た
が
っ
て
、『
浄
土
略
名
目
図
』
な
ら
び
に
『
二
蔵
二
教
略
頌
』『
釈

浄
土
二
蔵
義
』（「
頌
義
」）
を
あ
ら
わ
し
、
二
蔵
義
を
興
行
し
た
。
だ
が
聖
冏
は

「
建
暦
法
語
」
に
「
宗
祖
三
蔵
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
る
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
を

所
持
し
て
お
ら
ず
、
原
拠
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、『
麒
麟

聖
財
立
宗
論
』
を
入
手
し
た
聖
冏
は
、
二
蔵
義
が
菩
提
流
支
よ
り
代
々
相
伝
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
善
導
大
師
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
確
信
し
、
涙
を
流
し
た

と
い
う
。

　

多
分
に
伝
説
め
い
て
い
る
が
、
仮
託
文
献
受
容
の
過
程
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
よ
う
。
事
実
、
聖
冏
著
作
に
お
け
る
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
と
い
う
書
名
の

初
見
は
『
二
蔵
義
見
聞
』（
一
三
八
九
年
成
立
）
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た

『
浄
土
略
名
目
図
』『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
で
は
、「
宗
祖
三
蔵
曰
」「
三
蔵
曰
」
の
よ
う

に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
引
用
内
容
も
、『
浄
土
略
名
目
図
』
に
略
出
さ
れ
た

「
建
暦
法
語
」
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
。『
二
蔵
義
見
聞
』
以
降
は
、『
麒
麟
聖
財
立

宗
論
』
の
様
々
な
箇
所
か
ら
の
引
用
が
行
わ
れ
て
お
り
、
聖
聡
の
い
う
通
り
、
仮
託

文
献
の
受
容
は
一
時
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

聖
聡
が
聖
冏
の
も
と
で
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
と
さ

れ
る
か
ら
、
聖
聡
は
門
弟
と
な
っ
て
数
年
後
に
見
た
聖
冏
の
姿
を
回
想
し
て
い
た
も

（
1（
）

の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
聖
冏
は
、
二
蔵
義
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
既
に
名
越
流
周
辺
で

流
布
し
て
い
た
仮
託
文
献
「
建
暦
法
語
」
を
使
っ
て
二
蔵
義
を
体
系
づ
け
、
さ
ら
に

は
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
を
入
手
、
自
著
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
二
蔵
義
を
大
成
し
、

宗
の
内
外
に
浄
土
宗
の
優
位
性
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
聖
冏
教
学
の
定
着
―
―
酉
誉
聖
聡
と
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
―
―

　

二
蔵
義
は
聖
冏
に
よ
っ
て
整
備
・
形
成
さ
れ
、
聖
聡
に
よ
り
大
き
く
宣
揚
さ
れ
、

定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
仮
託
書
が
『
弥

陀
本
願
義
疏
』
で
あ
る
。

　
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
は
、『
無
量
寿
経
』
の
阿
弥
陀
四
十
八
願
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
七

言
四
句
の
偈
文
と
と
も
に
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
、
二
蔵
義
に
関
す
る
記
述
を
第
十

八
願
と
跋
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
二
月
に
、
解
脱
房

貞
慶
の
請
を
う
け
て
法
然
が
あ
ら
わ
し
た
四
十
八
願
に
つ
い
て
の
教
理
書
と
さ
れ
る

が
）
（1
（

、
仮
託
と
い
う
性
格
ゆ
え
に
成
立
年
・
編
者
と
も
に
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し

『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
と
同
じ
く
、
名
越
派
の
学
僧
・
妙
観
が
示
し
た
『
初
学
題
額

集
』「
浄
家
所
依
経
釈
」
の
中
に
「
弥
陀
本
願
義
疏
一
巻
〈
源
空
）
（1
（

〉」
と
見
え
る
こ
と

か
ら
、
や
は
り
聖
冏
以
前
の
十
四
世
紀
前
半
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
跋
文
で
は
、
善
導
と
法
然
と
の
夢
中
対
面
と
、
善
導
の
夢
告

に
よ
る
二
蔵
義
へ
傾
倒
す
る
き
っ
か
け
が
記
さ
れ
る
。

夫　
レ

以　
ハ

弥
陀　
ノ

本
願　
ハ

者
人
中　
ノ

之
目
足
天
上
之
骨
髄
也
。　
（
中
略
）　

嗚ア

呼
不　
ル
ニレ
図　
ラ

有
二

御
誂
一。
憖
承
諾　
シ
テ

無　
ン

レ
所
二
于
故
障　
ス
ル
ニ

一。
仍　
テ

焚
二
沈
水
香　
ヲ

於
三
尊　
ノ

前　
ニ

一
請
二
加
被　
ヲ

於
二



二
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

尊　
ノ

願　
ニ

一。
当
夜
有
二
一　
リ
ノ

高
僧
一。
現　
シ
テ二
夢
枕　
ニ

一
告　
テ

云
。
予　

ハ

是　
レ

沙
門
善
導　

ナ
リ

也
。
因　
テ

二
汝　
カ

信
心
深
重　
ナ
ル
ニ一

今
来　
テ

命　
ス

レ
汝　
ニ

。
自
レ
今
已
後
揩
二
定
名
義
教
相　
ヲ

一
応　
シ

下
以
二
二
蔵
三
法

輪　
ヲ

一
定
中
判　
ス

浄
土
宗　
ヲ

上。
更　
ニ

以　
テ

二
余　
カ

相
承
戒
儀　
ヲ

一
可
レ
授
二
有
心　
ノ

之
道
俗　
ニ

一。
敢
勿　
レ
トレ
依　
コ
ト二

先
来　
ノ

教
相　
ニ

一
云

云　

爰　
ニ

愚
身
夢
寤　
テ

後
異
香
貽
二
於
草
菴
一
聖
容
若
レ
存　
ス
ル
カ。
于
レ
時
悲

喜
満
二
内
心　
ニ

一
落
涙
溢ル
二
外
儀　
ニ

一。
自
レ
爾
已
来
閣　
テ

二
難
易
聖
浄　
ノ

之
名
目　
ヲ

一
就　
ク

二
二
蔵

三
輪
之
敎
相　
ニ

一
焉
。
今　
マ

此　
ノ

義
疏　
ハ

者
即
非　
ス

二
余　
カ

愚
作　
ニ

一。
是　
レ

京
大
師　
ノ

之
伝
給
説　
ナ
リ也
。

賢
者
一
見　
ノ

後
勿　
レ

レ
令
　
ム
ル
コ
ト二
他
見
一
矣
）
（1
（

。

　

あ
る
夜
、
法
然
が
阿
弥
陀
三
尊
の
前
で
香
を
焚
い
て
神
仏
の
加
護
を
願
っ
て
い
る

と
、
夢
の
中
に
ひ
と
り
の
高
僧
が
示
現
し
た
。
自
ら
を
「
沙
門
善
導
」
と
名
乗
り
、

今
か
ら
は
「
二
蔵
三
法
輪
」（
二
蔵
義
）
を
浄
土
宗
の
教
相
判
釈
に
す
る
こ
と
、
従

来
の
教
相
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
告
げ
る
。
こ
こ
で
法
然
が
目
を
覚
ま
す

と
、
異
香
が
草
庵
に
満
ち
、
ま
る
で
善
導
が
そ
こ
に
い
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
法
然

は
悲
喜
の
思
い
が
心
に
満
ち
て
涙
が
溢
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
法
然
は
、
善
導
の
夢
告

に
し
た
が
っ
て
従
来
の
難
易
二
道
、
聖
浄
二
門
と
い
っ
た
教
相
を
や
め
て
、
善
導
の

二
蔵
義
を
旨
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
善
導
か
ら
法
然
へ
の
い
わ
ゆ
る
二
祖

対
面
（
夢
中
対
面
）
を
下
敷
き
に
し
て
、
二
蔵
義
を
積
極
的
に
勧
め
て
い
る
こ
と
は

注
目
さ
れ
よ
う
。

　
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
に
つ
い
て
は
、
大
玄
を
初
め
と
し
た
近
世
の
学
僧
た
ち
が
両

書
の
真
偽
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
11
（

。
だ
が
管
見
の
限
り
、
聖

冏
著
作
に
お
け
る
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
の
引
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。『
弥
陀
本
願
義

疏
』
の
引
用
は
聖
聡
著
作
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
、
聖
冏
が
教
学
書
の
執
筆
を
や
め

た
最
晩
年
か
、
聖
冏
の
死
後
に
、
聖
聡
が
本
書
を
入
手
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お

そ
ら
く
聖
聡
が
、
聖
冏
の
二
蔵
義
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
過
程
で
、
新
た
な
仮
託

書
で
あ
る
『
弥
陀
本
願
義
疏
』

文
に
お
け
る
、
二
蔵
義
を
前
面
に
押
し
出
す
姿
勢

に
着
目
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

聖
聡
は
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
根
拠
に
、
二
蔵
義
を
信
じ
る
べ
き
だ
と
繰
り
返

し
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
聖
冏
死
後
の
成
立
と
さ
れ
る
『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』
で
は
、

������私　
ノ

勘
文　
ニ

、
有
二
三
証
一
故
必　

ス

可
レ
立
二
三
法
輪　

ヲ
一。
一　
ニ

者
宗
祖
三
蔵　
ノ

聖
財
論　

ノ

中　
ニ

、
…
。

二　
ニ

者
高
祖
上
人
本
願
義
疏
云
、
…
。
三　
ニ

者
上
人
既　
ニ

於
二
夢
定
中　

ニ
一
受
二
大
師　

ノ

重
誨　

ヲ

一。　

…
上
来　

ノ

三
証　

ハ

、
或　

ハ

宗
祖
三
蔵　

ノ

玉
章
、
或　

ハ

高
祖
上
人　

ノ

書
籍
。
仰
信　

ス
ヘ
シ。

入
二

真
宗　

ノ

談
林　

ニ
一
浴　

ス
ル二

吉
水　

ノ

正
流　

ニ
一
之
人
何　

ソ

可
レ
不
レ
靡
二
化
風　

ニ
一。
誰　
カ

亦
彼　
ノ

不
レ
甞
二
神
味
一

乎
。
何
況　
ヤ

光
明　
ノ

指
授
全　
ク

是
弥
陀　
ノ

宣
言
・
釈
尊　
ノ

金
口
也
。
上
人
亦
勢
至
菩
薩　
ノ

応
跡

也
。
光
明
直　
ニ

授
二
吉
水　
ニ

一。
弥
陀
全　
ク

授
二
勢
至　
ニ

一。
吉
水　

ノ

末
流　

ハ

悉　
ク

是
勢
至　

ノ

遺
弟
也
。

直　
ニ

仰
信　

セ
ヨ

仰
信　

セ
ヨ。

此
時　
ハ

最
可
レ
立
二
三
法
輪　
ヲ

一
云

云
已

上　

と
、
二
蔵
義
（「
三
法
輪
」）
を
論
じ
る
の
に
三
つ
の
証
明
が
あ
る
と
し
て
、『
麒
麟

聖
財
立
宗
論
』
と
『
弥
陀
本
願
義
疏
』、
さ
ら
に
善
導
の
夢
告
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
三

つ
の
証
明
に
よ
る
な
ら
ば
、
法
然
門
下
の
正
流
に
い
る
人
は
二
蔵
義
の
化
風
に
な
び

か
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
し
、「
直
ニ
仰
信
セ
ヨ
、
仰
信
セ
ヨ
」
と
、
直
ち
に
二

蔵
義
へ
帰
依
す
る
こ
と
を
強
く
促
し
て
い
た
。
ま
た
別
の
箇
所
で
も
『
弥
陀
本
願
義

疏
』
を
「
最
モ
尊
ベ
シ
、
最
モ
尊
ベ
シ
）
11
（

」
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『
弥
陀
本
願
義
疏
』
で
説
か
れ
る
二
蔵
義
を
尊
ぶ
べ
き
こ
と
と
同
じ
意
味
と
考
え
て

よ
い
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
聖
聡
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
下
二
「
陀
」
の
記
述
で
あ
る
。

（
21
）



二
一

　
　
　
　
聖
冏
教
学
の
形
成
と
仮
託
文
献

今
亦
私　

ニ

得　
タ
リ二

上
人
所
述　

ノ

本
願
義
疏　

ヲ
一。（
中
略
）
仰　
テ

可
レ
信　
ス

。
本
迹
利
益
誠
説
之

外
誰　
カ

加　
ン

二
文
義　
ヲ

一。
此
義
亦
先
聞
也
。
古　

ハ

伝　
ヘ

二
於
二
蔵
頌
義　

ヲ
一
今　

ハ

明　
ル

二
於
本
願
義

疏　
ヲ

一
而
已
。
不
レ
可
二
聊
爾　
ニ

談
㆒レ

之　
ヲ

。

聖
聡
は
、
聖
冏
か
ら
の
口
伝
の
あ
と
に
、「
今
」
個
人
的
に
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を

入
手
し
た
こ
と
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』
が
善
導
の
夢
告
に
も
と
づ
く
法
然
の
著
作
で

あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
昔
は
「
二
蔵
頌
義
」
を
伝
え
て
い
た
が
、
現
在
は

「
本
願
義
疏
」
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
だ
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
は
、
従
来
の
『
浄

土
略
名
目
図
』
や
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
二
蔵
頌
義
か
ら
、『
弥
陀

本
願
義
疏
』
へ
と
二
蔵
義
の
権
威
の
根
幹
を
切
り
替
え
よ
う
と
い
う
聖
聡
の
意
図
が

窮
え
る
。
な
お
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
は
、
聖
冏
か
ら
聖
聡
へ
と
伝
え
ら
れ
た
切
紙

伝
授
の
集
成
だ
が
、
こ
の
記
述
は
聖
冏
の
口
伝
の
後
に
聖
聡
が
書
き
加
え
た
も
の
に

な
る
。

　

聖
聡
が
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
入
手
し
た
「
今
」
は
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
引

用
す
る
三
書
の
聖
聡
著
作
（『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』『
大
経
直

談
要
註
記
』）
の
成
立
年
か
ら
、
お
お
ま
か
の
時
期
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』
の
二
書
は
成
立
年
未
詳
だ
が
、

聖
冏
を
「
先
師
」（
亡
く
な
っ
た
師
）
と
呼
称
す
る
こ
と
か
ら
、
編
纂
は
聖
冏
の
没

後
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
大
経
直
談
要
註
記
』
は
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）

成
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
今
」
と
は
、
師
・
聖
冏
の
没
後
（
一
四
二
〇
年
）
か
ら

一
四
三
三
年
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

　

な
お
前
節
で
、聖
冏
が
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
を
入
手
し
た
逸
話
を
紹
介
し
た
が
、

（
23
）

そ
の
末
尾
に
は
「
其　
ノ

上
猶
見　
テ

二
義
疏　

ノ

相
伝　

ヲ
一、
爾モ

悲
喜
之
御
泪
余　
リ

レ
袖　
ニ

給　
ヘ
リ。」
）
11
（

と
、
聖
冏

が
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
に
お
け
る
善
導
か
ら
法
然
へ
の
二
蔵
義
の
相
伝
を
見
て
落
涙

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
聖
冏
著
作
に
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
の
引
用

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
引
用
す
る
聖
聡
著
作
が
、
す
べ
て

聖
冏
没
後
の
成
立
で
あ
り
、
聖
聡
が
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
入
手
し
た
「
今
」
が
聖

冏
の
没
後
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
実
際
に
は
、
聖
冏
は
『
弥
陀

本
願
義
疏
』
を
見
て
い
な
い
、
た
と
え
披
見
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
著
作
に

あ
ら
わ
れ
な
い
ほ
ど
最
晩
年
の
出
来
事
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
聖
冏
が
二
蔵
義
宣
揚
の
た
め
に
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
『
弥
陀
本

願
義
疏
』
は
、
聖
冏
で
は
な
く
、
主
に
聖
聡
が
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
の
法
然
著
述
と

い
う
権
威
、
善
導
か
ら
の
法
然
へ
の
二
蔵
義
を
勧
め
る
夢
告
の
権
威
に
も
と
づ
き
、

二
蔵
義
の
宣
揚
・
定
着
を
は
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
11
（

。

四
、
お
わ
り
に　

　

聖
冏
教
学
を
め
ぐ
る
仮
託
文
献
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
二
蔵
義
の
形
成
・
宣

揚
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

仮
託
文
献
の
受
容
は
大
き
く
二
期
に
分
類
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
期
は
、

聖
冏
に
よ
る
二
蔵
義
の
形
成
期
で
あ
る
。
聖
冏
が
「
建
暦
法
語
」
を
も
と
に
『
浄
土

略
名
目
図
』
を
執
筆
し
て
二
蔵
義
を
示
し
、
そ
の
後
「
建
暦
法
語
」
の
も
と
と
な
っ

た
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
を
入
手
し
て
著
作
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
二
蔵
義
を
創
り

あ
げ
る
期
間
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
二
蔵
義
の
宣
揚
期
で
、
主
に
聖
聡
が
『
弥
陀
本

願
義
疏
』
に
よ
っ
て
二
蔵
義
の
権
威
を
内
外
に
示
す
期
間
で
あ
る
。
聖
冏
が
『
弥
陀

本
願
義
疏
』
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
や
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
引
用
す
る
聖
聡
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著
作
の
成
立
年
の
検
討
か
ら
、
聖
冏
の
最
晩
年
も
し
く
は
没
後
に
、
聖
聡
が
『
弥
陀

本
願
義
疏
』
を
入
手
し
、
善
導
か
ら
の
夢
告
・
法
然
の
著
述
と
い
う
権
威
を
も
と
に
、

強
力
に
二
蔵
義
を
宣
揚
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』「
建
暦
法
語
」『
弥
陀
本
願
義
疏
』
は
、
聖
冏
・
聖
聡
著
作

に
引
用
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
聖
冏
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
で
の
創
作
と
の
疑
義
も

あ
っ
た
。
だ
が
と
も
に
十
四
世
紀
前
半
に
名
越
派
周
辺
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
、
聖
冏
・
聖
聡
が
そ
れ
ら
を
入
手
・
利
用
す
る
こ
と
で
二
蔵
義
を
形
成
・
宣

揚
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
単
な
る
偽
書
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
論
じ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
仮
託
文
献
だ
が
、
諸
書
の
引
用
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
受
容

に
も
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
後
世
の
評
価
も
含
め
、
こ

れ
ら
仮
託
文
献
の
受
容
の
諸
相
や
、
詳
細
な
教
理
的
研
究
も
今
後
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
。

　

な
お
『
浄
土
正
依
経
論
書
籍
目
録
』
に
は
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』『
弥
陀
本
願
義

疏
』『
浄
土
略
名
目
図
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
目
録
は
、
法
然
の
弟
子
・
長
西

が
撰
述
し
た
『
長
西
録
』（『
浄
土
依
憑
経
律
論
章
疏
目
録
』）
に
後
世
付
加
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
成
立
年
は
未
詳
だ
が
、
目
録
に
は
聡
誉
酉
迎
（
一
四
一
八
～
一
四
五

九
。
増
上
寺
第
二
世
。
聖
聡
の
甥
）
の
著
作
が
最
も
新
し
い
も
の
と
し
て
収
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
五
世
紀
後
半
頃
の
目
録
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
聖
冏
・
聖
聡

の
二
蔵
義
宣
揚
に
用
い
ら
れ
た
仮
託
文
献
が
、
こ
の
こ
ろ
に
は
鎮
西
流
で
依
拠
す
べ

き
論
疏
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
仮
託
書
は
、
作
者
を
菩
提
流
支
や
法
然
な
ど
の
浄
土
祖
師
に
作
者
を
擬
し

た
も
の
で
あ
り
、
作
者
が
活
動
し
た
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
教
学
や
思
想
、
姿

勢
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
現
代
の
感
覚
で
は
、
自
ら
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た
め

聖
冏
・
聖
聡
の
周
辺
で
意
図
的
に
作
成
・
利
用
さ
れ
た
も
の
と
の
印
象
を
受
け
る
か

も
し
れ
な
い
）
11
（

。
し
か
し
そ
の
場
し
の
ぎ
の
偽
書
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
批
判
が
あ
っ

た
と
は
い
え
、
近
世
に
至
る
ま
で
そ
れ
ら
が
保
持
さ
れ
、
檀
林
教
育
の
中
心
に
位
置

付
け
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
宗
教
的
真
実
が
存
在
し
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。

　
『
麒
麟
聖
財
論
』
を
入
手
し
た
聖
冏
が
、
歓
喜
の
涙
を
流
し
た
こ
と
を
、
単
な
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
仮
託
書
は
、
古
の
祖
師
た
ち
と
遠

く
離
れ
た
時
代
の
聖
冏
・
聖
聡
を
繋
ぐ
、
い
わ
ば
預
言
書
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て

お
り
、
時
間
と
空
間
の
隔
た
り
を
超
え
て
祖
師
た
ち
と
対
話
す
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
は
、
善
導
と
法
然
と
の
夢
中
対
面
な
ど
と
機
能
的
に
近
い
。

　

聖
聡
が
『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』
で
、

此
中　
ニ

既　
ニ

此
本
願
義
疏　
ハ

余　
カ

非
二
愚
作　
ニ

一。
是
京
師
大
師
之
伝
説
云

云　

若
依
二
此　
ノ

秘

伝
一
者
、
上
人
直　
ニ

承　
ル

二
光
明
大
師　
ニ

一
御
相
承　
ノ

名
目
也
。
是
経
巻
相
承
上
亦
重　
タ
リ二
直

受
相
承　
ヲ

一。
最
可
レ
尊
、
最
可
レ
尊
）
11
（

。

と
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』
は
、
善
導
か
ら
書
物
を
通
じ
た
相
承
（「
経
巻
相
承
」）
を

示
す
と
同
時
に
、
夢
の
中
で
直
接
に
善
導
（
京
師
大
師
）
と
対
面
し
て
受
け
た
相
承

（「
直
受
相
承
」）
で
も
あ
る
と
、
書
物
と
夢
を
併
記
し
て
二
種
類
の
相
承
を
説
く
の

も
両
者
の
近
似
性
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
。

　

仮
託
文
献
の
重
視
は
、
同
時
代
に
爆
発
的
に
作
成
さ
れ
た
中
世
の
神
道
書
と
も
共

通
性
が
見
出
せ
る
。
神
道
書
も
、
空
海
や
嵯
峨
天
皇
な
ど
に
作
者
を
仮
託
し
た
も
の

が
殆
ど
だ
が
、
神
道
書
も
、
や
は
り
預
言
や
啓
示
を
記
し
た
宗
教
的
な
真
実
を
語
る
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教
学
の
形
成
と
仮
託
文
献

も
の
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
空
海
仮
託
の
両
部
神
道
書
『
麗

気
記
』（
十
三
世
紀
後
半
成
立
）
の
よ
う
に
、
成
立
ま
も
な
い
頃
か
ら
強
い
影
響
力

を
発
揮
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
神
道
書
は
、
し
ば
し
ば
『
日
本
書
紀
』
か
ら
逸
脱
し
、

非
合
理
的
な
内
容
を
多
く
も
つ
た
め
、
荒
唐
無
稽
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が

神
道
書
の
担
い
手
（
作
者
）
の
多
く
は
研
鑽
を
積
ん
だ
学
僧
た
ち
で
あ
り
、
ま
た
聖

冏
自
身
も
『
麗
気
記
』
の
注
釈
書
を
複
数
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
）
11
（

。

　

聖
冏
や
聖
聡
は
、
仮
託
書
が
強
い
権
威
を
持
つ
中
世
の
宗
教
世
界
の
中
で
活
動
し

て
い
た
。
両
者
を
取
り
巻
く
仮
託
文
献
を
、
そ
の
「
偽
」
の
要
素
に
着
目
し
て
等
閑

視
す
る
の
で
は
な
く
、
仮
託
書
が
真
作
と
し
て
扱
わ
れ
る
意
味
、
白
幡
流
の
目
録
に

そ
れ
ら
が
載
せ
ら
れ
る
意
義
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
は
、
同
時
代
的

な
中
世
の
学
問
・
信
仰
の
あ
り
方
か
ら
仮
託
文
献
の
意
義
を
認
識
し
、
仮
託
書
自
体

の
精
読
に
よ
っ
て
教
理
的
な
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
、
聖
冏
教
学
を
中
世
と
い
う

大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
聖
冏
教
学
を
再
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
註

（
1
）
二
蔵
二
教
二
頓
判
（
二
蔵
義
）
と
は
、
曇
鸞
の
難
行
・
易
行
の
二
道
、
道
綽
の
聖

道
・
浄
土
の
二
門
を
、
善
導
の
声
聞
・
菩
薩
の
二
蔵
と
、
頓
・
漸
の
二
教
の
中
に
組
み

込
み
、
さ
ら
に
頓
教
を
性
頓
と
相
頓
と
の
二
頓
に
分
け
、
そ
の
う
ち
相
頓
教
を
浄
土
教

と
し
、
諸
教
の
中
で
最
も
速
や
か
に
悟
り
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
優
れ
た
教
え
だ
と
判

ず
る
説
で
あ
る
。
聖
冏
の
教
判
説
に
つ
い
て
は
、
服
部
英
淳
「
了
誉
聖
冏
の
教
学
体
系

に
関
す
る
述
作　

解
説
」（『
浄
土
宗
全
書
』
一
二
、
一
九
七
二
・
一
）、
服
部
淳
一
「
聖

冏
頓
教
判
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
九
、
一
九
八
六
・
一
二
）

参
照
。

（
2
）
聖
聡
『
浄
土
二
蔵
鋼
維
義
』（『
浄
土
宗
全
書
』
一
二
、
五
七
四
頁
上
下
）。

（
3
）
聖
冏
教
学
に
お
け
る
仮
託
文
献
に
つ
い
て
は
、
望
月
信
亨
「
冏
師
の
学
風
と
其
の
由

漸
」（
同
『
浄
土
教
之
研
究
』、
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
二
二
・
八
）、
服
部
英
淳
注
１
前
掲

論
文
な
ど
参
照
。

（
4
）
大
玄
『
浄
土
頌
義
探
玄
鈔
』
巻
中
（『
浄
土
宗
全
書
』
一
二
、
六
一
八
頁
下
）。
服
部

英
淳
注
１
前
掲
論
文
参
照
。

（
5
）
大
玄
『
浄
土
頌
義
探
玄
鈔
』
巻
中
（『
浄
土
宗
全
書
』
一
二
、
六
一
〇
頁
下
～
六
一
一

頁
上
）。

（
（
）
拙
著
『
中
世
学
僧
と
神
道
─
了
誉
聖
冏
の
学
問
と
思
想
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
・

八
）、
拙
稿
「
中
世
浄
土
宗
に
お
け
る
仮
託
文
献
―
聖
冏
・
聖
聡
著
作
を
中
心
に
―
」

（『
日
本
思
想
史
学
』
第
四
六
号
、
二
〇
一
四
・
九
）、
拙
稿
「
中
世
に
お
け
る
僧
の
外
典

学
修

―
仮
託
文
献
の
内
典
化
と
修
学

―
」（
福
島
金
治
編
『
学
芸
と
文
芸
』
生
活
と

文
化
の
歴
史
学
九
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
六
）、
拙
稿
「
菩
提
流
支
三
蔵
所
造
『
麒
麟
聖
財

立
宗
論
』
解
題
・
翻
刻

―
中
世
浄
土
宗
に
お
け
る
仮
託
文
献
に
つ
い
て

―
」（『
論

叢　

ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
一
・
一
二
）、「
沙
門
源
空
記
『
弥

陀
本
願
義
疏
』
解
題
・
翻
刻
」（『
論
叢　

ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
第
二
一
号
、
二
〇

一
二
・
一
二
）、「
袋
中
良
定
述
『
麒
麟
論
私
釈
』
解
題
・
翻
刻
」（『
論
叢　

ア
ジ
ア
の

文
化
と
思
想
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
三
・
一
二
）
な
ど
参
照
。

（
（
）
聖
冏
『
浄
土
略
名
目
図
』（『
浄
土
宗
全
書
』
一
二
、
六
五
九
頁
上
）。

（
（
）
聖
冏
『
二
蔵
義
見
聞
』
巻
四
（『
浄
土
宗
全
書
』
一
二
、
四
二
八
頁
下
）。

（
（
）
菩
提
流
支
は
『
観
無
量
寿
経
』
を
曇
鸞
に
伝
え
、
世
親
の
『
往
生
論
』
を
漢
訳
し
た

こ
と
か
ら
、
宗
祖
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
服
部
淳
一
「
聖
冏
の
菩
提
流
支
観
」

（『
佛
教
論
叢
』
二
六
、
一
九
八
二
・
九
）
参
照
。

（
10
）
注
６
前
掲
拙
稿
「
菩
提
流
支
三
蔵
所
造
『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
解
題
・
翻
刻
」、
二
一

七
頁
。「
三
法
輪
」
は
、
吉
蔵
『
法
華
遊
意
』
巻
上
に
見
ら
れ
る
根
本
法
輪
・
枝
末
法

輪
・
摂
末
帰
本
法
輪
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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（
11
）
望
月
信
亨
「
冏
師
の
学
風
と
其
の
由
漸
」（
同
『
浄
土
教
之
研
究
』、
一
〇
〇
八
～
九

頁
）。

（
12
）
良
山
『
初
学
題
額
集
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
三
、
一
四
一
頁
上
下
、
一
三
五
頁
下
）

参
照
。
大
日
本
仏
教
全
書
所
収
本
で
は
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
の
撰
述
と
あ
る
が
、

康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
る
。
注
６
前
掲
拙
稿
「
中
世
に
お
け
る

僧
の
外
典
学
修
」
参
照
。
良
山
妙
観
は
、
十
四
世
紀
に
活
動
し
た
浄
土
宗
名
越
派
の
学

僧
で
、
奥
州
如
来
寺
を
開
山
し
て
名
越
派
の
教
線
拡
大
に
尽
く
し
た
こ
と
で
同
派
中
興

の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
聖
冏
・
聖
聡
の
属
す
る
白
旗
派
と
盛
ん
に
論
争
を
行
っ

た
。

（
13
）
良
山
『
開
題
考
文
抄
』
中
（『
浄
土
宗
全
書
』
続
十
、
二
五
〇
頁
上
）。

（
14
）
聖
冏
『
浄
土
略
名
目
図
』「
宗
祖
三
蔵
曰
」（『
浄
土
宗
全
書
』
一
二
、
六
六
七
頁
下
～

六
六
八
頁
上
）。『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
に
も
同
文
が
認
め
ら
れ
る
。

（
15
）
良
天
『
開
題
考
文
抄
聞
書
』（『
浄
土
宗
全
書
』
続
十
、
二
九
八
頁
下
～
二
九
九
頁
下
）。

（
1（
）
聖
聡
『
大
経
直
談
要
註
記
』
巻
三
（
浄
全
十
三
、
四
〇
頁
下
）。
永
享
五
年
（
一
四
三

三
）
成
立
。『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
認
め
ら
れ
る
。

（
1（
）
大
玄
は
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
を
『
浄
土
頌
義
探
玄
鈔
』
で
「
偽
造
」
と
断
定
し
（『
浄

土
宗
全
書
』
十
二
、
六
一
五
頁
下
）、
ま
た
望
月
信
亨
氏
は
「
中
世
宗
学
者
の
口
吻
」
で

あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
望
月
信
亨
「
法
然
上
人
の
著
作
法
語
並
に
其
の
真
偽
」、

同
『
浄
土
教
之
研
究
』
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
二
二
・
八
。
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
七

七
・
一
復
刻
。
七
〇
六
頁
参
照
）。

（
1（
）
良
山
『
初
学
題
額
集
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
三
、
一
三
五
頁
下
）。

（
1（
）
注
６
前
掲
拙
稿
「
沙
門
源
空
記
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
解
題
・
翻
刻
」、
三
三
五
～
三
三

六
頁
。

（
20
）
注
６
前
掲
拙
稿
「
中
世
に
お
け
る
僧
の
外
典
学
修
」
参
照
。

（
21
）
聖
聡
『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』（
浄
全
十
二
、
五
七
五
頁
上
）。

（
22
）
聖
聡
『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』（
浄
全
十
二
、
五
七
四
頁
上
）。

（
23
）
聖
聡
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
下
二
「
陀
」（
浄
全
七
、
一
七
三
頁
上
下
）。
本
書
で
は
、

つ
づ
け
て
切
紙
を
伝
授
さ
れ
た
夜
に
夢
に
善
導
が
示
現
し
、
聖
聡
が
切
紙
の
内
容
を
真

実
で
あ
る
と
確
信
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
聖
聡
の
自
己
の
正
統
性
の
強
調
に
本
書

を
用
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
玉
山
成
元
「
酉
誉
聖
聡
に
つ
い
て
」（『
佛

教
文
化
研
究
』
三
五
、
一
九
九
一
・
三
）
参
照
。

（
24
）
金
子
寛
哉
氏
は
、『
麒
麟
聖
財
立
宗
論
』
と
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
は
「
聖
聡
自
身
が
新

た
に
引
用
し
、
そ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
自
説
を
構
成
し
そ
れ
を
弟
子
に
講
述
し
た
も
の
」

と
の
見
解
を
示
す
。「『
浄
土
二
蔵
二
教
略
頌
綱
維
義
』
に
つ
い
て
」（
大
谷
旭
雄
編
『
聖

聡
上
人
典
籍
研
究
』、
大
本
山
増
上
寺
、
一
九
八
九
）
参
照
。

（
25
）
聖
聡
『
大
経
直
談
要
註
記
』
巻
三
（
浄
全
十
三
、
四
〇
頁
下
）。

（
2（
）
聖
聡
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
聖
覚
仮
託
『
四
十
八
願
釈
』
を
ほ
ぼ
全
文
に
渡
っ
て
自
著

に
引
用
す
る
が
、
そ
こ
に
は
『
弥
陀
本
願
義
疏
』
が
十
三
箇
所
使
用
さ
れ
る
。
善
導
か

ら
法
然
へ
の
夢
告
を
記
し
た
跋
文
も
そ
の
ま
ま
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
二
蔵
義

宣
揚
の
た
め
に
聖
聡
が
聖
冏
没
後
に
新
た
に
用
い
た
仮
託
書
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
上

野
麻
美
氏
は
、『
四
十
八
願
釈
』
を
「
浄
土
宗
鎮
西
流
に
よ
る
仮
託
の
書
」
と
位
置
付
け

る
。
ま
た
龍
口
恭
子
氏
は
、
龍
谷
大
学
所
蔵
の
写
本
に
お
け
る
鎮
西
流
の
僧
侶
「
昌
誉
」

（
一
六
三
五
年
没
）
の
書
き
込
み
か
ら
、『
弥
陀
本
願
義
疏
』
の
引
用
が
な
い
『
四
十
八

願
釈
』
が
十
七
世
紀
頃
に
流
布
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
な
ど
、
成
立
や
流
布
の

形
態
、
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
解
明
す
べ
き
課
題
が
多
い
。『
四
十
八
願
釈
』
に
つ
い
て
は
、

上
野
麻
美
「『
当
麻
曼
荼
羅
疏
』
と
常
陸
─
聖
聡
の
説
話
享
受
─
」（『
仏
教
文
学
』
二
四
、

二
〇
〇
〇
・
三
）、
上
野
麻
美
「
聖
聡
の
談
義
に
お
け
る
聖
覚
『
四
十
八
願
釈
』
享
受
―

『
大
経
直
談
要
註
記
』
を
中
心
に
─
」（『
国
語
国
文
』
七
〇-

九
（
八
〇
五
）、
二
〇
〇

一
・
九
）、
龍
口
恭
子
「
聖
覚
『
四
十
八
願
釈
』
の
検
討
」（
印
度
学
仏
教
学
研
究
五
二-

一
、
二
〇
〇
三
・
一
二
）
参
照
。
ま
た
元
禄
版
本
の
翻
刻
に
、
拙
稿
「
聖
覚
法
印
作

『
四
十
八
願
釈
』
第
一　

解
題
・
翻
刻　

―
第
一
願
～
第
十
二
願

―
」（『
論
叢　

ア

ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
四
・
一
二
）、「
聖
覚
法
印
作
『
四
十
八
願

釈
』
第
二　

解
題
・
翻
刻　

―
第
十
三
願
～
第
十
八
願

―
」（『
論
叢　

ア
ジ
ア
の

文
化
と
思
想
』
第
二
四
号
、
二
〇
一
五
・
一
二
）
が
あ
る
。



二
五

　
　
　
　
聖
冏
教
学
の
形
成
と
仮
託
文
献

（
2（
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
、
仏
教
書
籍
目
録
一
、
三
五
五
～
三
五
九
頁
。

（
2（
）
大
玄
の
「
随
他
扶
宗
」
と
い
う
分
類
に
も
、
他
宗
に
浄
土
宗
の
教
義
を
宣
揚
す
る
た

め
に
、
聖
冏
が
仕
方
な
く
仮
託
文
献
を
使
用
し
た
と
い
う
意
識
が
垣
間
見
え
る
。

（
2（
）
聖
聡
『
浄
土
二
蔵
綱
維
義
』（
浄
全
十
二
、
五
七
四
頁
上
）。

（
30
）
聖
冏
の
神
道
論
に
つ
い
て
は
、
注
６
前
掲
拙
著
『
中
世
学
僧
と
神
道
─
了
誉
聖
冏
の

学
問
と
思
想
』
参
照
。





二
七

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

は
じ
め
に

　

本
稿
は
浄
土
宗
第
七
祖
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
聖
冏
は
浄
土
宗
が
寓
宗
で
あ
る
と
い
う
他
宗
か
ら
の
批
判
に
対
し
、
自
宗
の
教

説
を
用
い
て
浄
土
宗
の
優
位
性
を
表
す
随
自
顕
宗
、
そ
し
て
他
宗
の
教
説
を
用
い
て

浄
土
宗
の
優
位
性
を
述
べ
る
随
他
扶
宗
の
論
理
を
用
い
て
自
宗
の
優
位
性
を
明
ら
か

に
し
、
僧
侶
養
成
方
法
の
肝
要
で
あ
る
五
重
伝
法
と
、
天
台
円
頓
戒
に
つ
い
て
の
見

解
を
示
し
、
自
宗
に
お
け
る
僧
侶
の
養
成
を
行
え
る
よ
う
に
し
た
こ
と
は
、
浄
土
宗

史
上
画
期
と
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
近
年
こ
れ
ま
で
浄
土
宗
学
で
の
研
究
に
加

え
、
浄
土
教
に
と
ど
ま
ら
な
い
聖
冏
の
博
識
に
着
目
し
た
研
究
の
可
能
性
も
提
示
さ

れ
て
い
る
）
1
（

。
本
稿
で
は
『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
を
中
心
に
、
浄
土
宗
の
聖
冏
に
お
け

る
法
然
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
、
聖
冏
の
思
想
の
特
殊
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

一
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
祖
師

　

こ
の
『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
は
、
各
列
祖
を
紹
介
し
な
が
ら
浄
土
宗
の
付
法
の
あ

り
方
が
特
異
な
も
の
で
は
な
く
普
遍
性
を
持
つ
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
聖
冏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

夫
れ
以
み
る
に
、
良
医
妙
薬
は
、
病
品
に
依
り
て
顕
た
り
。
善
逝
の
敎
法
。
機

熟
に
任
せ
て
盛
た
り
。
然
る
に
仏
日
西
天
に
隠
れ
、
二
千
餘
廻
し
、
法
水
東
土

に
流
る
。
當
に
今
末
法
と
す
べ
し
。
其
の
中
間
に
於
て
、
諸
の
衆
生
等
に
邪
林

繁
鬱
し
、
無
生
之
生
亡
ず
。
愚
水
深
淵
た
り
。
上
衍
之
法
に
迷
い
、
こ
れ
に
依

り
て
凡
夫
引
接
之
秘
術
は
、
空
し
く
自
力
自
証
之
敎
門
に
泥
す
。
見
生
無
生
之

玄
談
。
徒
に
唯
理
唯
性
之
施
設
を
乱
す
。
爾
れ
自
り
以
來
。
四
依
弘
敎
之
菩
薩
。

再
び
如
來
之
金
言
を
述
べ
。
三
学
具
行
之
名
徳
。
弥
凡
夫
之
往
生
を
述
ぶ
。
其

の
化
導
は
西
印
支
那
に
局
ら
ず
。
其
の
利
益
亦
た
東
垂
陽
谷
に
盛
た
り
。
然
れ

ば
則
ち
勝
方
便
之
華
文
有
り
て
、
馬
嗚
起
信
之
詞
林
を
開
き
。
易
行
易
往
之
玉

章
。
龍
樹
十
住
之
霊
室
を
耀
す
。
其
の
濫
觴
を
尋
ぬ
る
に
釋
尊
萬
字
の
胸
を
出

し
、
其
の
化
用
を
論
じ
煩
惱
成
就
の
口
を
留
む
。
然
る
間
三
国
伝
来
宗
祖
を
図

し
、
浄
土
流
伝
之
旨
を
顕
し
、
二
八
余
人
稟
承
を
列
し
、
真
宗
弘
通
趣
を
示
す
。

弘
敎
一
な
り
と
雖
も
相
承
同
じ
か
ら
ず
。
諸
家
異
な
る
と
雖
も
、
化
導
違
う
こ

と
無
し
）
2
（

。

　

釈
尊
の
教
え
は
、
良
医
や
妙
薬
が
病
に
応
じ
て
辣
腕
や
効
能
を
発
揮
す
る
よ
う
に
、

末
法
の
東
土
に
お
い
て
広
ま
り
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
聖
冏
は
常
に
釈
尊
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
仏
教
、
そ
れ
に

　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置　

　
�

東
海
林　

良　

昌　



二
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

連
な
る
馬
鳴
、
龍
樹
、
三
国
の
宗
祖
と
い
う
全
体
を
俯
瞰
し
な
が
ら
論
述
を
進
め
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
師
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
か
を
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
釈
尊
に
つ
い
て
で
あ
る
。

本
師
釋
迦
牟
尼
如
來
大
和
尙　

賢
劫
中
に
於
て
第
九
劫
に
出
づ
。
此
劫
中
に
於

て
四
仏
出
世
す
。
所
謂

留
孫
仏
は
六
萬
歲
に
出
づ
。

那
含
仏
四
萬
歲
に
出

づ
。
迦
葉
仏
二
萬
歲
に
出
づ
。
今
此
の
釋
迦
。
人
壽
百
歲
の
時
に
出
世
す
る
也
。

然
れ
ば
則
ち
速
に
於
帝
京
を
出
で
、
早
く
深
山
に
入
り
正
覚
を
成
ず
。
樹
下
に

於
て
法
輪
を
転
ず
。
處
々
に
於
て
出
家
成
道
す
。
異
說
不
同
た
り
。
且
く
一
說

を
挙
ぐ
。
大
論
に
云
く
。
十
九
に
城
を
踰
し
、
国
王
の
位
を
捨
て
一
。
三
十
に

成
道
し
、
妙
法
輪
を
転
ず
。
已
上　

ま
た
弗
沙
。
底
沙
。
毘
婆
尸
之
三
佛
（
毘

婆
尸
仏
、
尸
棄
仏
、
毘
舎
浮
仏
）
を
加
え
て
七
佛
と
云
う
。
云
云）3
（

　

こ
こ
で
は
過
去
七
仏
の
内
、
現
在
賢
劫
中
の

留
孫
仏
、

那
含
仏
、
迦
葉
仏
に

次
い
で
現
れ
た
の
が
釈
尊
で
あ
る
と
い
う
後
四
仏
の
説
（
後
に
過
去
荘
厳
劫
に
お
け

る
前
三
仏
も
挙
げ
る
）
を
挙
げ
、
都
を
離
れ
国
王
の
位
を
捨
て
、
成
道
し
法
を
説
い

た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
聖
冏
は
本
師
釈
迦
牟
尼
如

来
大
和
尚
と
い
う
、
列
祖
の
中
で
も
別
格
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

仏
で
あ
り
且
つ
、
最
初
の
僧
侶
で
あ
る
偉
大
さ
を
備
え
た
お
方
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
こ
の
あ
と
天
竺
の
列
祖
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

先
に
天
竺
に
於
て
四
大
祖
あ
り
。
第
一
祖
馬
鳴
菩
薩
は
如
來
滅
後
三
百
年
に
出

づ
。
論
藏
を
造
作
し
、
衆
生
を
引
導
す
。
其
化
之
中
西
方
勧
化
殊
に
慇
懃
也
。

一
を
挙
げ
諸
を
顕
す
。
起
信
論
に
云
く
。
復
た
次
に
衆
生
。
初
め
に
是
の
法
を

学
ぶ
。
此
の
娑
婆
世
界
住
し
、
信
心
を
懼
畏
す
る
こ
と
、
成
就
す
べ
き
こ
と
難

し
。
当
に
知
る
べ
し
。
如
来
勝
方
便
あ
り
て
信
心
を
摂
護
す
る
こ
と
修
多
羅
の

說
の
如
し
。
若
し
人
西
方
極
樂
世
界
阿
彌
陀
佛
を
専
念
し
、
所
修
善
根
を
廻
向

し
て
彼
に
生
る
こ
と
を
願
求
せ
ば
。
卽
ち
往
生
を
得
、
不
退
轉
に
住
す
と
。

　

ま
ず
馬
鳴
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
聖
冏
は
『
大
乗
起
信
論
』
の
述
作
に
よ
り
、
西

方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
へ
と
衆
生
を
教
導
し
た
功
績
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
聖
冏

は
、
馬
鳴
の
こ
と
を
如
来
滅
後
三
百
年
に
出
現
し
た
と
述
べ
、
釈
尊
か
ら
の
時
間
的

経
過
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
祖
師
に
つ
い
て
も
踏
襲
さ
れ
る
。
こ
れ

は
常
に
釈
尊
か
ら
の
時
間
的
経
過
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
確
な
付
法
の
根
拠

の
一
つ
を
示
そ
う
と
い
う
聖
冏
の
思
い
が
あ
る
。

第
二
祖
龍
樹
菩
薩
。
十
住
論
易
行
品
の
十
二
禮
文
。
如
來
滅
後
七
百
年
に
出
づ
。

千
部
の
論
師
に
し
て
萬
民
所
歸
し
位
歡
喜
地
た
り
。
祖
承
十
三
。
生
を
梵
志
家

に
受
け
敎
を
釋
尊
門
に
得
る
。（
中
略
）
幼
に
し
て
五
明
に
達
し
長
じ
て
三
昧

に
入
る
。
内
に
曰
ひ
外
に
曰
ふ
。
此
の
菩
薩
を
以
て
宗
匠
と
為
す
也
。
聖
を
言

ひ
浄
を
言
ふ
。
此
の
大
士
を
以
て
宗
祖
と
為
す
也
。
故
に
天
竺
の
外
道
。
四
韋

陀
典
を
学
び
、
十
八
大
經
を
受
く
。
震
旦
の
仏
者
は
、
四
依
判
敎
を
習
う
。
二

門
之
修
行
を
修
す
る
に
、
提
婆
薩
埵
。
敬
ひ
て
尊
師
と
仰
ぐ
。
天
台
大
師
。
尋

ね
て
高
祖
と
恃
む
。
三
部
界
会
。
前
仏
秘
法
を
伝
う
。
百
卷
智
論
を
後
生
耳
目

と
鑿
つ
。
彼
の
菩
薩
の
大
願
に
云
く
。
若
し
閻
浮
提
人
あ
り
。
我
法
に
於
い
て

念
を
繫
け
、
罪
垢
を
滅
せ
ず
、
菩
提
を
取
ら
ず
。
云
云　

然
れ
ば
則
ち
二
利
他

を
先
と
す
る
時
。
十
住
論
を
製
し
難
易
二
道
を
判
ず
。
自
証
を
専
ら
に
す
る
時
。

十
二
礼
を
作
し
往
生
益
を
願
う
。
寔
に
知
る
。
自
利
々
他
の
二
途
異
る
と
雖
も
、

往
生
を
以
て
其
の
要
と
為
す
也
。
所
以
は
楞
伽
山
中
に
て
如
来
懸
記
す
る
に
歓

喜
地
に
て
安
楽
国
を
生
す
る
。
乃
至
広
説
す
。
及
び
て
入
滅
に
至
り
両
相
を
示



二
九

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

す
。
且
く
一
說
を
挙
ぐ
と
）
4
（

。

　

こ
こ
で
聖
冏
は
龍
樹
を
宗
匠
、
宗
祖
と
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
龍
樹

が
聖
道
浄
土
二
門
を
説
き
な
が
ら
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
難
行

道
易
行
道
の
説
を
取
り
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
十
二
礼
を
行
う
な
ど
、
往
生
を
以
て

仏
教
の
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
天
台
に
お
い
て
は
高
祖
と
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
次
の
三
祖
は
天
親
で
あ
る
。

第
三
祖
天
親
菩
薩
。
浄
土
論
一
卷
。
仏
滅
後
九
百
年
出
世
す
。
千
部
の
論
を
造

る
。
浄
土
論
は
是
れ
其
の
隨
一
也
。
天
親
菩
薩
。
位
を
明
德
に
居
し
、
道
を
極

喜
に
隣
す
。
金
口
の
祖
承
第
十
代
た
り
。
始
め
小
乘
に
学
び
、
終
に
大
乘
に
帰

す
。
小
乘
中
に
於
て
旧
く
は
有
宗
習
ひ
、
後
に
経
部
に
学
ぶ
。
当
に
理
に
当
た

れ
り
と
為
す
べ
し
。
有
部
義
於
て
取
捨
を
懐
く
。
已
に
心
是
非
を
定
る
を
欲
す
。

彼
師
を
恐
畏
し
、
情
に
忌
憚
を
懐
く
懷
く
。
名
を
潜
み
て
重
て
往
く
。
時
に
四

載
を
経
て
。
屢
ば
自
宗
を
以
て
頻
る
他
部
を
難
ず
。
時
に
羅
漢
あ
り
て
、
詰
め

ら
れ
通
ず
る
こ
と
莫
し
。
卽
ち
衆
賢
師
悟
入
是
也
。
悟
入
怪
異
た
り
。
遂
に
定

に
入
り
是
に
世
親
観
知
す
。
私
に
こ
れ
を
吿
げ
て
曰
く
。
此
の
部
衆
中
。
未
だ

欲
を
離
れ
ず
。
長
老
の
破
を
知
り
、
必
ず
相
殺
害
す
。
長
老
速
に
本
国
に
帰
還

す
べ
し
。
時
に
天
親
本
國
に
至
る
已
。
大
婆
沙
を
講
ず
。
云
云　

光
の
云
く
。

菩
薩
。
学
內
外
に
通
じ
、
伝
る
に
古
今
に
達
す
。
名
は
五
天
に
振
い
。
声
は
四

主
に
流
る
。
後
に
兄
無
著
に
帰
し
大
乘
を
学
ぶ
。
今
此
の
浄
土
論
。
大
乗
摂
義

論
也
。
彼
の
文
に
云
。
我
修
多
羅
眞
實
功
德
相
に
依
り
。
願
偈
を
説
き
總
持
し
。

仏
敎
と
相
応
す
。
已
上　

同
論
註
云
。
天
親
菩
薩
。
釈
迦
如
来
像
法
之
中
に
在

し
、
釈
迦
如
来
経
敎
に
順
じ
。
生
る
こ
と
を
願
ふ
）
5
（

。

　

こ
の
天
親
に
つ
い
て
は
、『
浄
土
論
』
の
述
作
を
そ
の
功
績
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

聖
冏
は
、
天
親
が
も
と
も
と
学
ん
で
い
た
説
一
切
有
部
に
疑
問
を
懐
き
、
そ
の
後
兄

の
無
著
に
帰
し
て
大
乗
を
学
ん
だ
こ
と
に
触
れ
、
釈
尊
滅
後
の
像
法
中
に
そ
の
教
説

に
従
順
で
極
楽
往
生
を
願
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。

第
四
祖
菩
提
流
支
。
浄
土
論
譯
者
。
如
來
滅
後
一
千
四
百
餘
年
に
出
世
す
。
此

天
竺
人
師
。
欣
求
浄
土
の
先
達
に
し
て
、
後
魏
代
に
来
到
し
、
浄
土
本
経
を
以

て
鸞
大
師
に
授
け
て
曰
く
。
此
れ
大
仙
の
法
。
依
り
て
こ
れ
を
行
ず
れ
ば
、
長

く
解
脫
を
得
、
永
く
生
死
を
離
る
。
云
云
天
親
の
論
を
訳
し
、
衆
往
生
の
益
を

擬
る
。
今
此
の
一
宗
。
漢
土
に
伝
来
し
、
こ
れ
を
以
て
始
と
為
す
。
ま
た
內
典

錄
四
に
云
く
。
梁
武
帝
の
世
。
北
天
竺
國
三
藏
菩
提
提
流
支
は
。
魏
道
希
に
言

て
魏
永
平
二
年
従
り
天
平
二
年
に
至
る
。
其
の
間
凡
そ
廿
五
年
に
歴
る
。
洛
都

に
在
て
訳
す
。
李
廓
錄
に
称
す
。
三
蔵
の
房
內
に
経
論
本
二
萬
夾
あ
る
べ
し
。

翻
る
所
の
経
論
。
筆
を
受
け
草
本
に
し
て
。
一
屋
間
に
満
つ
）
（
（

。

　

こ
こ
で
菩
提
流
支
に
つ
い
て
は
、
経
論
の
翻
訳
の
功
績
を
挙
げ
て
お
り
、
特
に
浄

土
経
典
を
曇
鸞
に
授
け
、
天
親
の
『
浄
土
論
』
を
翻
訳
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
国
に

浄
土
教
を
伝
え
た
始
め
で
あ
る
と
そ
の
功
績
を
讃
え
て
い
る
。
特
に
経
典
が
房
内
に

満
ち
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
な
ど
、
学
徳
を
讃
え
る
内
容
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
別
格
の
始
祖
と
し
て
釈
尊
、
馬
鳴
、
龍
樹
、
天
親
、
菩
提
流
支
の
四
師
を
天

竺
の
祖
師
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
師
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
教
え
の
授
け

が
見
ら
れ
た
の
は
、
菩
提
流
支
か
ら
曇
鸞
へ
と
い
う
こ
と
の
み
で
、
こ
れ
ら
四
師
に

つ
い
て
は
、
浄
土
教
に
つ
い
て
の
著
作
が
あ
る
と
い
う
学
的
な
系
譜
と
し
て
列
祖
と

位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。



三
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

二
、
中
国
に
お
け
る
祖
師

　

次
に
中
国
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。

震
旦
に
於
て
八
大
祖
あ
り
。（
中
略
）
第
一
祖
廬
山
慧
遠
大
師
。
同
志
一
百
二

十
三
人
浄
土
を
修
す
。
賢
聖
十
三
人
山
に
住
む
。
如
來
滅
後
一
千
二
百
八
十
五

年
。
晋
咸
康
五
年
。
法
師
初
生
。
楽
邦
文
類
。
元
照
訳
を
引
き
。
弥
陀
敎
觀
。

大
藏
に
載
す
る
こ
と
多
と
せ
ざ
る
も
な
さ
れ
ず
。
然
ら
ば
仏
化
東
流
數
百
年
間
。

世
人
殆
ど
知
る
者
無
し
。
晋
慧
遠
法
師
。
廬
山
東
林
に
居
す
。
神
機
独
り
抜
き

ん
で
、
天
下
に
倡
を
為
す
。
池
を
鑿
ち
蓮
を
栽
し
、
塔
を
建
て
誓
い
を
立
て
浄

業
を
崇
む
。
号
し
て
白
蓮
社
と
為
す
。
已
上　

ま
た
高
僧
傳
に
云
く
。
浄
土
に

生
ま
れ
る
こ
と
を
勧
む
る
に
、
固
く
大
覚
慈
尊
出
づ
。
然
ら
ば
此
方
之
人
念
仏

三
昧
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
む
る
は
、
応
に
遠
公
法
師
を
以
て
始
祖
と
す
べ
し
）
（
（

。

　

こ
こ
で
は
、
廬
山
に
お
い
て
中
国
で
初
め
て
極
楽
往
生
の
た
め
の
浄
土
の
教
え
へ

の
理
解
と
実
践
を
弟
子
た
ち
と
共
に
行
い
白
蓮
社
と
号
し
た
慧
遠
を
始
祖
と
し
て
挙

げ
て
い
る
。
こ
の
中
国
始
祖
に
つ
い
て
は
異
説
を
挙
げ
、

天
竺
仏
図
澄
。
弥
天
道
安
法
師
に
授
く
。
道
安
法
師
。
廬
山
恵
遠
大
師
に
授
く
。

云
云　

若
爾
ば
今
八
祖
に
並
ぶ
。
応
に
十
祖
と
言
う
べ
し
。
但
だ
澄
安
両
師
。

浄
敎
弘
通
す
る
も
不
弘
通
義
た
り
。
暗
な
る
を
以
て
定
め
難
し
。
若
し
超
越
を

存
す
れ
ば
応
に
遠
公
を
以
て
始
祖
と
為
す
べ
き
也
）
（
（

。

と
、
天
竺
僧
の
図
澄
が
道
安
に
教
え
を
授
け
た
こ
と
を
挙
げ
、
中
国
で
は
八
祖
と
数

え
る
が
十
祖
で
は
な
い
か
と
す
る
も
、
そ
の
義
に
通
じ
た
り
広
め
る
こ
と
が
無
か
っ

た
こ
と
を
理
由
に
、
慧
遠
を
始
祖
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二

祖
は
曇
鸞
で
、

第
二
祖
玄
忠
寺
曇
鸞
大
師　

略
論
安
楽
浄
土
義
一
卷
。
讚
阿
弥
陀
仏
偈
一
卷　

浄
土
論
註
二
卷
上
下
。　

如
來
滅
後
一
千
四
百
廿
年
に
出
世
す
。
後
魏
承
明
元

年
丙
辰
之
誕
生
也
。
中
國
三
藏
菩
提
流
支
に
逢
て
。
啓
て
曰
く
。
仏
法
中
に
頗

る
長
生
不
死
法
た
る
此
土
仙
方
の
如
き
あ
る
や
。
流
支
地
に
唾
し
て
曰
く
。
是

れ
何
を
か
言
わ
ん
や
。
相
比
る
に
あ
ら
ざ
る
也
。
此
の
方
の
何
處
長
生
法
あ
ら

ん
。
縦
ひ
長
年
を
得
、
少
時
に
死
せ
ず
と
も
、
終
に
更
に
三
有
を
輪
廻
す
る
の

み
。
卽
ち
觀
經
を
以
て
こ
れ
を
授
け
て
曰
く
。
こ
れ
に
依
り
て
修
行
す
れ
ば
、

当
に
生
死
解
脱
を
得
べ
し
。
鸞
尋
ね
頂
受
す
。
八
魏
主
号
し
て
神
鸞
徳
仙
方
こ

れ
を
焼
す
。
自
行
化
他
、
流
靡
弘
廣
た
り
。
魏
主
こ
れ
を
重
ん
じ
。
号
し
て
神

鸞
と
為
す
。
勅
を
下
し
幷
州
大
巖
寺
に
住
ま
わ
し
め
、
晩
に
汾
州
北
山
石
壁
玄

忠
寺
に
移
住
す
。
介
山
之
陰
に
往
生
す
）
（
（

。

と
、
菩
提
流
支
に
対
し
て
長
生
不
死
の
仙
術
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
観
経
を
授
け
て
浄

土
の
教
行
に
帰
し
、
仙
術
の
書
を
焼
い
て
い
し
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
を
挙
げ
て
い
る
。

第
三
祖
は
慈
愍
三
藏
で
、

第
三
祖
大
唐
慈
愍
三
藏　

高
僧
傳
云
。
釋
慧
日
。
俗
姓
辛
氏
。
東
萊
人
。
唐
中

宗
朝
得
度
。
尋
ね
て
義
浄
三
藏
西
域
従
り
回
し
遇
う
（
中
略
）
続
て
天
竺
に
至

り
て
善
知
識
を
訪
ね
る
こ
と
十
三
年
。（
中
略
）
深
く
閻
浮
を
厭
い
、
因
り
て

遍
く
天
竺
三
藏
に
問
ふ
て
曰
く
。
何
の
国
方
に
楽
あ
り
て
苦
無
か
ら
ん
。
何
の

法
何
の
行
や
速
か
に
見
仏
を
得
る
や
。
三
藏
皆
浄
土
を
讃
ず
。
敎
主
の
悲
深
く

願
広
し
。
前
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
も
の
有
ら
ば
、
願
を
遂
げ
ざ
る
は
あ
ら
ず
。

日
こ
れ
を
聞
き
て
喜
踊
自
慰
す
。
健
駄
羅
國
に
至
り
迨
ぶ
る
に
其
城
東
北
に
大

山
あ
り
。
山
に
觀
音
像
あ
り
。
凡
專
祈
誓
す
る
に
多
く
現
身
を
得
る
。
日
乃
ち

食
を
絶
ち
七
日
こ
れ
に
祈
る
。
七
に
至
る
の
日
満
一
夜
未
だ
半
ば
な
ら
ず
。
觀

音
空
中
に
於
て
紫
金
相
を
現
す
長
一
丈
余
に
し
て
、
寶
蓮
華
に
座
す
。
右
手
に



三
一

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

日
頂
を
摩
す
。
汝
但
だ
繫
念
し
孰
て
願
う
に
し
か
ざ
れ
ば
。
汝
亦
た
當
当
に
知

る
べ
し
。
淨
土
の
法
門
は
諸
行
に
勝
過
す
と
。
說
き
て
已
に
見
る
こ
と
無
し
。

然
西
邁
よ
り
東
帰
に
至
る
。
總
じ
て
二
十
一
年
。
歷
る
所
は
七
十
余
国
。
長
安

に
達
し
仏
眞
容
梵
文
等
を
進
む
る
に
、
帝
心
感
悟
し
其
の
徳
を
強
て
慈
愍
三
藏

と
号
す
と
）
（1
（

。

と
、
各
地
を
求
法
の
旅
に
出
た
こ
と
を
挙
げ
天
竺
に
て
ど
の
よ
う
な
法
や
行
法
に
依

れ
ば
見
仏
で
き
る
の
か
と
彼
の
地
の
僧
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
浄
土
で
あ
る
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
き
た
と
い
う
。
そ
の
教
導
に
基
づ
き
参
篭
し
行
を
続
け
た
と
こ
ろ
、
観

音
菩
薩
に
見
え
た
と
い
う
逸
話
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
仏
と
い
う
宗
教
体

験
を
聖
冏
が
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
四
祖
は
道
綽
で
あ
る
が
、

第
四
祖
西
河
道
綽
禪
師
。
安
楽
集
二
卷
。
仏
滅
度
後
一
千
五
百
一
十
年
。
後
周

武
皇
帝
保
定
二
年
壬
午
誕
生
。
禪
師
諱
道
綽
。
幷
州
晋
陽
人
也
。
前
大
德
曇
鸞

大
帥
。
三
世
已
下
孫
弟
也
。
年
十
四
出
家
。
大
𣵀
槃
部
を
弘
む
る
所
、
講
ず
る

に
二
十
四
遍
に
及
ぶ
。
昔
鸞
師
に
淨
土
諸
業
を
承
り
經
論
を
搜
酌
し
布
す
る
を

以
て
化
を
成
す
。
石
壁
玄
忠
寺
は
卽
ち
齊
時
に
曇
鸞
法
師
之
所
立
也
。
中
に
鸞

碑
文
あ
り
。
こ
れ
を
見
て
自
ら
曰
く
。
相
去
千
里
懸
殊
。
当
に
尙
ほ
講
說
を
捨

つ
べ
し
。
淨
業
を
修
す
る
に
已
に
往
生
を
見
ん
。
況
ん
や
小
子
知
解
す
る
所
足

ん
と
。
大
業
五
年
己
巳
に
有
緣
開
悟
す
。
恆
に
無
量
壽
経
を
講
ず
る
こ
と
将
に

百
遍
と
す
。
貞
觀
三
年
四
月
八
日
。
鸞
法
師
空
中
に
於
い
て
吿
ぐ
。
汝
淨
業
成

ず
。
余
報
未
だ
尽
き
ざ
る
の
み
。
貞
觀
十
九
年
乙
已
四
月
二
十
二
日
。
悉
く
大

衆
と
別
を
取
り
、
二
十
七
日
に
至
り
て
、
玄
忠
寺
に
於
て
壽
終
り
ぬ
。
時
に
白

雲
有
り
て
西
方
従
り
來
た
り
。
変
じ
て
三
道
白
光
を
成
ず
。
自
房
中
に
於
て
徹

照
通
過
す
。
時
年
八
十
有
四
た
り

と
、
涅
槃
経
の
講
師
で
あ
っ
た
道
綽
が
、
曇
鸞
建
立
の
玄
忠
寺
の
碑
文
を
見
て
、
浄

土
の
業
に
目
覚
め
、
後
に
大
悟
し
無
量
寿
経
を
講
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
次

に
注
目
し
た
い
の
が
、
空
中
に
浮
か
ぶ
曇
鸞
が
道
綽
に
浄
業
成
就
を
告
げ
た
と
い
う

逸
話
を
載
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
聖
冏
は
直
接
教
え
を
受
け
た
師
僧
で
は
な
い
が
、

碑
文
の
閲
覧
や
宗
教
体
験
を
通
じ
て
曇
鸞
と
道
綽
に
師
弟
関
係
を
見
出
し
て
い
る
。

　

第
五
祖
は
善
導
で
、

第
五
祖
光
明
寺
善
導
大
師　

觀
経
疏
四
卷
。
觀
念
法
門
一
卷
。
禮
讚
一
卷
。
般

舟
讚
一
卷
。
法
事
讚
二
卷
。
已
上
五
部
九
卷
。
仏
滅
度
後
一
千
五
百
六
十
一
年
。

隋
煬
帝
大
業
九
年
癸
酉
誕
生
す
る
也
。
禪
師
。
諱
は
善
導
。
未
だ
氏
族
を
詳
ら

か
に
せ
ず
。
亦
た
何
處
の
人
か
悉
に
せ
ず
。
京
師
光
明
寺
に
住
す
。
亦
た
悟
眞

寺
に
住
す
。
幼
く
し
て
密
州
明
勝
法
師
に
投
じ
て
出
家
す
。
法
華
維
摩
を
誦
す
。

忽
ち
自
ら
思
て
曰
く
。
敎
門
一
道
一
途
に
入
る
に
非
ざ
れ
ば
、
若
く
は
機
を
契

さ
ず
。
功
卽
ち
徒
設
す
。
是
に
於
て
大
藏
經
に
投
じ
、
手
を
信
じ
こ
れ
を
探
る
。

無
量
壽
觀
經
を
得
て
、
便
ち
喜
し
て
十
六
觀
を
誦
習
す
。
ま
た
唐
貞
觀
年
中
。

西
河
禪
師
。
方
等
懺
及
淨
土
九
品
道
場
に
行
き
観
経
を
講
ず
。
乃
ち
喜
し
て
曰

く
。
此
れ
直
ち
に
仏
道
に
入
る
津
要
た
り
。
余
業
を
修
し
僻
な
る
を
成
ず
る
を

難
ず
。
唯
だ
此
の
観
門
、
速
か
に
生
死
を
超
え
吾
れ
こ
れ
を
得
る
。
堂
に
入
り

念
仏
す
る
に
力
休
ま
ず
竭
す
。
寒
冷
汗
を
流
す
を
、
以
て
至
誠
を
表
す
。
三
十

余
年
。
別
寝
所
無
く
、
暫
く
睡
眠
せ
ず
。
洗
浴
を
除
き
曾
て
衣
を
脱
せ
ず
。
戒

品
を
護
持
し
纎
毫
も
犯
さ
ず
。
曾
て
目
を
挙
げ
て
女
人
を
視
ず
。
一
切
名
利
心

起
念
無
し
。
阿
弥
陀
經
を
写
す
こ
と
十
萬
卷
。
浄
土
変
相
を
図
す
こ
と
三
百
余

堵
。
自
ら
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
一
声
す
る
に
、
則
ち
一
道
光
明
あ
り
て
、
其
の



三
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

口
従
り
出
づ
。
十
声
自
り
二
千
百
声
に
至
る
。
光
亦
た
是
の
如
し
。
其
の
一
々

の
光
。
各
一
化
仏
相
好
圓
滿
た
り
。（
中
略
）
春
秋
六
十
有
九
。
于
時
高
宗
皇

帝
。
永
隆
二
年
三
月
十
四
日
。
或
云
二
十
七
日
。
入
滅
之
後
高
宗
皇
帝
。

其
の
念
仏
口
よ
り
光
明
出
づ
る
を
知
り
。
寺
額
を
賜
て
光
明
と
為
す
。
凡
そ
仏

法
東
漸
の
後
。
淨
敎
弘
盛
の
間
。
禅
師
の
威
の
如
き
は
無
し
）
（（
（

。

と
、
初
め
明
勝
法
師
に
学
び
法
華
維
摩
の
実
践
を
行
っ
た
が
、
道
綽
よ
り
無
量
寿
経

お
よ
び
観
無
量
寿
経
を
授
か
り
、
浄
土
の
十
六
観
を
実
践
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
道
綽
の
下
で
観
経
の
講
義
を
行
い
、
十
六
観
の
実
践
の
実
践
が
仏

道
の
要
で
あ
る
と
し
、
そ
の
成
就
の
上
で
戒
品
を
護
持
し
念
仏
行
に
励
み
、
阿
弥
陀

経
の
書
写
十
万
巻
、
浄
土
変
相
図
三
百
余
巻
を
書
す
。
遂
に
は
念
仏
を
称
え
る
口
か

ら
光
を
出
だ
し
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
が
現
れ
、
そ
れ
に
よ
り
光
明
大
師
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
、
有
名
な
善
導
の
逸
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
三
昧
発

得
の
祖
師
と
し
て
善
導
大
師
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

第
六
祖
は
懐
感
で
、

第
六
祖
千
福
寺
懷
感
禪
師　

羣
疑
論
七
卷
。
唐
代
人
師
。
京
師
千
福
寺
に
住
す
。

（
中
略
）
導
曰
。
若
し
所
見
の
如
く
に
、
念
仏
往
生
せ
し
む
る
は
、
豈
に
是
れ

魔
說
な
ら
ん
か
。
子
若
く
は
こ
れ
を
信
じ
至
心
旃
を
念
ず
れ
ば
、
当
に
証
験
あ

る
べ
し
。
乃
ち
道
場
に
入
り
、
三
七
日
霊
瑞
を
覩
ず
。
自
ら
罪
障
を
悔
し
。
深

く
絕
食
畢
命
せ
ん
と
す
。
導
許
さ
ず
。
遂
に
精
虔
三
年
念
仏
せ
し
め
、
後
に
忽

ち
霊
瑞
を
感
じ
、
金
色
玉
毫
に
見
ゆ
。
便
ち
念
仏
三
昧
を
証
す
。
遂
に
述
二
群

疑
論
七
卷
述
し
、
即
ち
西
に
往
く
。
已
上
大
宋
高
僧
傳
意
）
（1
（

。

と
、
善
導
か
ら
の
教
導
を
受
け
な
が
ら
、
三
年
間
の
念
仏
に
よ
り
三
昧
発
得
を
し
た

と
い
う
逸
話
を
載
せ
て
い
る
。

　

第
七
祖
は
法
照
で
、

第
七
祖
大
唐
法
照
禪
師　

五
會
法
事
讚
。
南
梁
人
也
。
太
曆
二
年
三
月
。
南
岳

雲
峯
寺
食
堂
に
於
て
喫
粥
の
次
に
五
臺
山
境
界
感
見
す
。
同
四
年
四
月
十
五
日

ヨ
リ
九
旬
入
仏
道
場
に
入
る
。
六
月
二
日
未
時
至
り
て
五
色
雲
及
聖
を
感
見
す
。

驚
覺
シ
テ
八
月
二
日
に
至
り
同
志
十
二
人
と
共
に
臺
山
に
登
り
。
同
五
年
四
月

五
日
。
台
山
に
到
至
す
。
咸
な
十
道
白
光
を
数
え
、
忽
ち
一
寺
を
見
、
大
聖
竹

林
寺
と
号
す
。
講
堂
之
內
進
入
し
、
大
聖
文
殊
に
見
ゆ
。
左
右
に
一
萬
二
千
菩

薩
あ
り
。
普
賢
は
無
数
菩
薩
を
俱
に
す
。
諸
菩
薩
為
に
妙
法
を
論
說
す
。
法
照

二
聖
に
礼
し
て
問
ふ
。
何
れ
の
法
門
を
修
行
し
易
く
成
就
を
得
、
疾
く
成
仏
を

得
、
速
か
に
三
界
を
出
で
、
衆
生
を
利
益
す
る
や
。
最
も
其
の
要
は
二
と
為
さ

ん
。
文
殊
云
ふ
。
一
切
諸
行
無
辺
た
る
も
、
念
仏
に
過
ぎ
ず
。
吾
れ
及
び
諸
仏

皆
な
念
仏
に
従
り
生
ず
。
是
れ
法
王
な
り
。
ま
た
問
ふ
。
当
に
何
を
念
ず
と
云

ふ
べ
し
。
文
殊
云
く
。
此
の
世
界
を
去
り
。
正
に
西
面
し
て
阿
弥
陀
仏
あ
り
。

彼
の
仏
願
力
は
不
可
思
議
た
り
。
汝
当
に
繫
念
す
べ
し
。
命
終
決
定
し
て
、
彼

の
国
に
往
生
し
、
疾
く
成
仏
得
。
此
偈
を
説
き
已
で
に
、
二
聖
各
金
手
を
舒
べ
、

頂
を
摩
し
授
記
を
為
し
て
言
く
。
念
仏
を
以
て
の
故
に
。
久
し
か
ら
ず
速
に
無

上
菩
提
を
証
し
、
此
の
一
形
を
尽
く
し
定
め
て
苦
海
を
超
え
ん
。
云
云
又
大
師

卽
ち
善
導
の
後
身
也
。
德
宗
の
時
。
幷
州
に
於
て
五
會
を
行
ず
。
人
を
教
て
念

仏
せ
し
む
。
帝
長
安
に
お
い
て
常
に
東
北
方
に
念
仏
の
声
あ
る
を
聞
く
。
使
を

遣
い
尋
覓
て
太
康
に
至
る
。
照
師
念
仏
を
人
に
勧
め
る
を
見
ゆ
。
遂
に
迎
え
內

に
入
る
。
劉
珠
繩
牀
を
用
い
。
宮
人
を
し
て
五
會
念
仏
せ
し
む
。
十
二
月
初
に

至
り
て
華
嚴
寺
院
に
於
て
、
念
仏
道
場
に
入
る
。
二
七
日
茶
藥
を
絶
ち
。
唯
だ

浄
土
を
願
う
。
乃
ち
云
く
。
極
楽
に
往
生
し
無
生
忍
を
得
ん
。
速
に
苦
海
に
廻



三
三

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

向
し
、
広
く
衆
生
を
度
せ
ん
と
言
い
訖
ぬ
。
合
掌
西
方
に
向
き
て
念
仏
し
卒
す
）
（1
（

。

と
、
五
台
山
に
登
っ
た
法
照
が
、
竹
林
寺
で
文
殊
菩
薩
お
よ
び
普
賢
菩
薩
に
見
え
、

易
行
で
あ
り
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
大
な
る
念
仏
を
勧
め
ら
れ
、
両
菩
薩
よ
り
授
記

を
受
け
、
そ
の
実
践
に
よ
り
、
無
常
菩
提
を
証
し
、
一
生
涯
行
う
こ
と
で
苦
を
超
え

て
い
く
と
仰
っ
た
と
い
う
逸
話
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
法
照
は
善
導
の
後
身
で
あ
る

と
し
、
さ
ら
に
は
五
会
念
仏
を
始
め
、
そ
の
聞
こ
え
が
帝
に
ま
で
及
び
宮
中
人
も
行

っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
文
殊
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
か
ら
の
教
え
の
授
け
と
い
う
宗
教

体
験
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

第
八
祖
は
少
康
で
、

第
八
祖
烏
龍
山
少
康
法
師　

唐
代
人
師
。（
中
略
）
貞
元
の
初
め
、
洛
京
白
馬

寺
殿
に
至
り
て
、
物
の
放
光
す
る
を
見
ゆ
。
何
の
経
法
と
為
す
や
。
乃
ち
善
導

の
西
方
を
行
ず
る
化
導
の
文
也
。
遂
に
長
安
善
導
影
堂
內
に
之
く
。
善
導
眞
像

に
見
え
乞
願
す
。
化
し
て
仏
身
と
為
す
。
康
に
謂
て
曰
く
。
汝
吾
が
施
設
に
依

り
て
、
衆
生
を
利
益
し
同
く
安
楽
に
生
ず
。
云
云　

遂
に
睦
州
烏
龍
山
に
於
て
、

浄
土
道
場
を
建
つ
。
壇
を
築
く
こ
と
三
級
に
し
て
人
を
衆
む
。
午
夜
に
行
道
し
、

讃
を
称
え
る
こ
と
二
十
四
年
。
契
て
浄
邦
を
称
揚
す
。
雲
集
所
化
は
三
千
許
の

人
也
。
然
ば
高
声
念
仏
す
る
に
、
口
従
り
化
仏
連
な
る
。
十
声
誦
す
れ
ば
、
十

仏
連
珠
状
な
る
が
若
し
。
貞
元
二
十
一
年
十
二
月
三
日
。
衆
に
示
し
て
属
累
す
。

当
に
安
養
に
於
て
增
進
心
を
起
こ
し
、
閻
浮
提
に
於
て
厭
離
心
生
ず
べ
し
。
言

い
畢
り
て
跏
趺
す
。
身
に
光
明
を
放
ち
逝
く
。
天
色
十
変
し
、
狂
風
四
起
し
、

百
鳥
悲
鳴
す
）
（1
（

。

と
、
白
馬
寺
で
光
を
放
つ
善
導
の
書
を
見
つ
け
、
善
導
を
祀
る
お
堂
に
行
き
教
え
を

乞
う
と
、
そ
の
像
が
仏
身
と
な
り
、
浄
土
の
教
え
に
依
り
衆
生
を
導
く
こ
と
に
な
る

と
の
告
げ
を
受
け
る
。
そ
の
後
烏
龍
山
に
道
場
を
建
て
二
十
四
年
に
渡
り
念
仏
行
を

行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
口
か
ら
化
仏
が
現
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
善
導
が
仏
身

と
な
り
少
康
に
教
え
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
で
の
系
譜
、
慧
遠
、
曇
鸞
、
慈
愍
三
藏
、
道
綽
、

善
導
、
懐
感
、
法
照
、
少
康
の
八
師
の
内
、
慧
遠
、
曇
鸞
、
懐
感
以
外
は
、
全
て
宗

教
体
験
を
基
に
相
承
や
三
昧
発
得
が
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。

三
、
日
本
に
お
け
る
祖
師

　

次
に
日
本
を
見
て
み
よ
う
。
日
本
の
第
一
祖
は
行
基
で
あ
る
。

後
に
本
朝
に
於
て
五
大
祖
あ
り
。
第
一
祖
行
基
菩
薩　

聖
武
天
皇
時
に
出
づ
。

興
隆
仏
法
の
大
師
也
。
然
に
諸
敎
讃
所
の
暁
。
故
西
方
を
以
て
一
准
と
為
し
、

弥
陀
之
悲
願
を
仰
ぐ
。
往
生
を
以
て
所
期
と
為
す
。
称
名
念
仏
の
勧
化
一
天
に

及
ぶ
。
往
生
極
楽
の
勧
進
四
海
に
遍
し
。
遂
に
命
終
之
時
、
衆
人
に
告
げ
て
云

く
。
淨
土
と
せ
ざ
れ
ば
。
何
ぞ
思
ひ
称
え
る
處
あ
ら
ん
。
聖
衆
に
非
ざ
れ
ば
、

誰
ぞ
心
に
随
う
人
あ
ら
ん
。
白
鵶
之
恩
に
報
わ
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
、
烏
鵶
に

食
を
施
す
。
城
中
の
乞
人
に
施
し
て
、
難
勝
如
来
に
供
養
す
る
に
勝
る
。
美
華

を
見
て
本
尊
念
ぜ
ず
。
是
不
修
之
甚
き
也
。
冷
風
を
聞
き
自
身
を
観
ぜ
ざ
れ
ば
、

観
行
亦
闕
く
る
也
。
青
々
た
る
翠
竹
は
、
悉
く
是
れ
真
如
た
り
。
鬱
々
た
る
黃

花
は
、
般
若
に
非
ざ
る
は
無
し
。
蚊
虻

翼
附
し
て
、
万
丈
之
空
に
昇
る
。
蘿

葛
の
高
木
に
寄
り
、
百
丈
之
枝
を
排
す
。
世
隨
て
望
あ
る
に
似
る
。
俗
に
背
く

こ
と
狂
人
の
如
し
。
冗
憂
の
世
間
に
、
一
身
を
何
處
に
隠
さ
ん
。
骸
を
閻
浮
之

蓬
下
に
留
め
、
神
を
閻
魔
之
庁
前
に
訴
ふ
。
口
虎
身
を
害
し
、
舌
剣
命
を
断
ず
。

口
を
鼻
の
如
く
せ
し
め
、
口
を
守
り
意
を
摂
し
、
身
を
犯
す
こ
と
莫
か
れ
。
是



三
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

の
如
き
行
者
。
度
世
を
得
る
。
仏
に
造
る
木
も
験
あ
り
。
神
に
祈
る
石
も
崇
し
。

我
が
身
に
仏
性
を
備
る
こ
と
、
木
石
に
劣
る
べ
し
と
）
（1
（

。

　

こ
こ
で
は
前
半
は
浄
土
の
教
え
に
帰
し
、
教
化
を
行
っ
た
こ
と
あ
る
が
、
後
半
は

仏
説
に
あ
る
白
い
烏
の
恩
に
報
い
る
と
言
っ
て
烏
に
え
さ
を
与
え
た
り
、
生
活
困
窮

の
者
に
食
を
施
し
て
は
難
勝
如
来
に
供
養
し
て
い
る
と
述
べ
る
な
ど
、
慈
善
の
行
い

や
観
法
に
お
い
て
殊
勝
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
僧
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
祖
は
空
也
で
、

第
二
祖
空
也
上
人　

發
心
求
道
一
卷
。
延
喜
帝
皇
第
三
王
子
。
天
下
第
一
無
極

道
心
者
也
。
初
に
三
論
宗
旨
を
崇
ぶ
。
八
不
中
道
觀
鏡
明
に
し
て
、
後
に
貴
に

善
導
敎
化
を
貴
ぶ
。
九
品
往
生
蓮
香
薰
発
す
。
彼
發
心
求
道
し
て
云
く
。
善
導

常
に
隨
順
す
べ
し
。
二
蔵
善
く
分
別
し
て
六
相
円
に
成
就
す
と
。
三
論
宗
人
師

に
し
て
、
念
仏
の
門
師
也
。
故
に
誓
て
頂
礼
す
る
也
。
已
上）（1
（

と
、
三
論
を
学
び
浄
土
に
転
じ
た
僧
と
し
て
空
也
を
評
価
し
、
善
導
へ
の
帰
依
を
基

に
教
え
を
広
め
た
と
す
る
。
第
三
祖
は
源
信
で
、

第
三
祖
源
信
僧
都　

往
生
要
集
三
卷
。
彌
陀
經
略
記
一
卷
。
如
來
滅
後
一
千
九

十
三
年
出
。
天
慶
五
年
。
僧
都
初
生
。
姓
卜
部
。
大
和
州
人
也
。
續
往
生
傳
黃

門
侍
郞
江
匡
房
作
。
云
。
權
少
僧
都
源
信
者
。
大
和
葛
上
郡
當
麻
鄕
人
也
。
童

児
之
時
延
曆
寺
に
登
り
、
慈
恵
僧
正
に
師
事
す
。
少
年
時
自
り
才
智
輩
逾
ゆ
。

問
答
決
疑
之
場
。
其
の
人
に
屈
辱
せ
し
め
ざ
る
は
莫
し
。
常
に
云
く
。
俱
舍
因

明
は
穢
土
に
於
て
こ
れ
を
極
む
。
瑜
伽
唯
識
浄
土
を
期
し
。
真
言
宗
義
佛
果
を

待
つ
。
作
す
所
を
書
す
往
生
要
集
三
卷
宋
朝
に
渡
る
。
彼
國
之
人
。
其
影
像
に

向
か
う
。
宋
朝
に
依
り
て
求
む
。
生
前
自
ら
真
円
阿
闍
梨
と
こ
れ
を
書
す
。
楞

嚴
院
源
信
如
来
と
称
す
。
ま
た
因
明
註
釋
三
卷
。
竝
疏
一
卷
。
對
俱
舍
鈔
十
五

卷
。
要
法
門
二
卷
。
依
二
安
海
請
一
。
一
乘
要
決
三
卷
。
竝
大
小
戒
儀
等
。
總

じ
て
而
こ
れ
を
計
る
に
及
百
餘
卷
に
及
ぶ
。
皆
な
一
宗
龜
鏡
末
學
耳
目
と
為
す
。

已
上
昔
年
十
有
三
。
村
上
天
皇
御
代
。
天
曆
十
年
六
月
二
十
一
日
。
清
凉
殿
に

於
て
、
二
五
日
十
座
御
八
講
あ
る
之
時
、
帝
心
感
悟
す
。
勅
下
し
て
、
卽
ち
僧

都
位
を
任
ず
。
年
七
十
六
に
し
て
卒
す
。
時
に
寬
仁
元
年
六
月
十
日
。
面
を
西

に
向
け
、
五
色
絲
を
引
き
、
華
嚴
清
浄
慈
門
刹
塵
數
之
文
を
講
じ
、
ま
た
面
善

圓
淨
如
滿
月
之
文
を
唱
え
る
。
禅
定
に
入
る
が
如
く
遷
化
す
。
入
滅
之
後
、
白

雲
上
に
乗
り
。
三
井
慶
祐
大
阿
闍
梨
室
に
来
至
し
て
吿
ぐ
。
我
れ
は
是
れ
極
樂

久
住
の
菩
薩
た
り
。
化
緣
已
に
尽
き
、
本
土
に
還
帰
す
と
）
（1
（

。

と
、
こ
こ
で
源
信
は
浄
土
教
を
志
し
『
往
生
要
集
』
を
は
じ
め
多
く
の
著
作
を
残
し

た
学
僧
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
天
竺
や
中
国
の
祖
師
た
ち
と
の
相
承
に

つ
い
て
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
生
前
よ
り
「
真
円
阿
闍
梨
」、「
楞
嚴
院
源
信
如

来
」
と
自
称
し
、
入
滅
の
後
慶
祐
の
所
に
現
れ
、
自
ら
が
極
楽
久
住
の
菩
薩
で
あ
り

極
楽
に
還
帰
し
た
の
だ
と
述
べ
た
記
事
を
取
り
上
げ
、
源
信
を
仏
菩
薩
と
し
て
扱
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

　

第
四
祖
は
永
観
で
、

第
四
祖
永
觀
律
師　

徃
生
拾
因
一
卷
。
南
都
東
大
寺
住
み
、
亦
た
東
山
禪
林
寺

に
住
す
。
卽
ち
往
生
拾
因
を
為
し
、
始
終
偏
に
念
佛
を
勧
む
。
彼
の
文
に
云
く
。

巨
石
船
に
置
き
大
海
万
里
を
過
ぐ
。
蚊
虻
鳳
に
付
き
、
蒼
天
に
於
て
九
空
翔
る
。

況
ん
や
行
者
を
や
。
至
誠
本
願
に
相
応
す
。
已
上　

ま
た
往
生
講
演
大
式
七
箇

門
作
す
。
佛
陀
に
祈
り
を
致
し
て
曰
く
。
願
ふ
所
の
製
式
は
仏
意
に
叶
い
焼
す

べ
か
ら
ず
。
是
の
如
き
心
を
造
り
祈
願
す
。
是
に
於
ひ
て
大
火
衆
に
投
じ
て
。

但
だ
四
句
を
損
す
。
余
文
更
に
焼
さ
れ
ず
。
こ
れ
に
依
り
て
天
下
挙
げ
て
こ
れ



三
五

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

を
玩
ぶ
こ
と
唄
書
梵
文
の
如
し
。
ま
た
禅
林
寺
に
於
て
、
別
時
念
仏
を
修
し
、

施
遶
行
道
之
時
。
坐
像
本
尊
。
永
く
瞻
覩
す
。
歡
喜
し
て
五
体
を
地
に
投
じ
接

足
敬
礼
す
。
其
の
本
尊
今
在
す
。
遠
く
当
来
の
亀
鏡
と
為
す
。
然
ば
則
ち
初
に

三
論
宗
義
を
学
び
、
中
道
観
を
鏡
に
瑩
じ
、
後
に
九
品
正
業
を
修
す
。
往
生
の

念
真
に
至
れ
り
。
故
に
念
佛
勤
め
一
天
に
及
び
、
稱
名
勸
四
海
に
遍
し
。
凡
そ

本
朝
に
於
て
念
佛
を
修
行
す
る
は
、
此
の
時
亦
た
盛
り
也
。
云
云　

出
て
卽
ち

人
と
為
し
、
浄
土
法
を
説
き
、
諸
道
俗
を
化
す
。
道
心
を
発
せ
し
め
、
浄
土
行

を
修
す
る
に
息
み
無
し
。

と
、『
往
生
拾
因
』
を
著
し
た
こ
と
を
そ
の
業
績
と
し
て
挙
げ
、
ま
た
『
往
生
講
演

大
式
』
を
も
著
し
人
々
が
丁
重
に
扱
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
禅
林
寺
で
別
時
念
仏
を

行
い
、
そ
の
本
尊
が
行
道
中
の
永
観
を
振
り
返
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
見
返
り
の

弥
陀
の
逸
話
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
も
と
も
と
三
論

を
学
ん
で
い
た
永
観
が
浄
土
教
に
転
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
五
祖
は
法
然
で
、

第
五
祖
法
然
上
人　

如
來
滅
後
二
千
八
十
年
に
出
世
す
。
本
朝
人
王
第
七
十
五

代
。
崇
德
院
の
御
宇
。
長
承
二
癸
丑
四
月
七
日
正
中
に
上
人
誕
生
す
。
法
然
。

諱
は
源
空
。
姓
は
漆
間
。
美
作
州
の
人
也
。
出
胎
之
時
に
於
て
、
両
幡
天
自
り

降
る
。
見
る
も
の
目
を
驚
か
せ
掌
を
合
す
。
聞
も
の
耳
を
驚
か
せ
隨
喜
す
。
因

を
仏
名
に
号
す
。
年
未
だ
童
稚
な
ら
ざ
る
九
歲
保
延
七
年
辛
酉
之
春
。
父
と
別

る
る
に
よ
り
て
、
其
の
後
菩
提
の
為
に
同
国
菩
提
寺
院
主
観
覚
得
業
弟
子
と
成

る
也
。
年
十
有
三
。
天
養
二
年
乙
丑
初
て
叡
峰
に
登
る
。
北
谷
持
宝
房
に
住
し
、

源
光
と
阿
闍
梨
が
為
に
弟
子
と
成
り
、
年
十
五
歲
出
家
。
十
八
歲
。
名
を
本
山

に
遁
れ
、
黒
谷
に
卜
居
し
、
一
切
経
を
披
覽
す
る
こ
と
旣
に
五
返
に
及
ぶ
。
宗

旨
を
修
学
し
、
面
し
て
八
家
に
窮
す
。
然
れ
ば
則
ち
法
華
修
行
之
時
、
面
し
て

青
龍
座
下
に
影
向
す
。
こ
れ
に
加
え
五
相
成
身
を
觀
じ
、
現
身
に
勝
利
あ
り
。

五
道
斉
生
益
た
り
。
眼
に
功
能
あ
り
。
闇
夜
に
経
論
を
披
き
、
灯
明
無
し
と
雖

も
、
眉
間
従
り
光
を
放
ち
耀
用
無
窮
た
り
。
信
空
上
人
共
に
同
じ
く
こ
れ
を
見

ゆ
。
上
西
門
院
に
於
て
円
戒
を
説
く
。
小
蛇
天
中
に
生
じ
。
諸
人
こ
れ
を
見
ゆ
。

三
見
各
々
に
し
て
利
益
差
々
た
り
。
こ
れ
に
依
り
て
後
白
河
高
倉
二
代
天
皇
伝

戒
師
に
憑
む
。
東
大
寺
興
福
寺
諸
宗
の
碩
德
。
仏
陀
を
師
と
仰
ぎ
自
行
化
他
の

流
れ
広
く
靡
す
。
然
り
と
雖
も
四
十
有
三
に
大
師
智
徳
に
帰
し
。
弥
陀
悲
願
を

仰
ぎ
専
修
門
に
入
る
。
其
の
後
夢
中
に
於
て
、
半
金
色
の
人
を
見
ゆ
。
裳
上
墨

染
に
し
て
裳
下
金
色
た
り
。
乃
ち
示
し
て
曰
く
。
汝
不
肖
之
身
を
為
す
と
雖
も
、

念
仏
の
興
行
一
天
に
満
つ
。
故
に
我
此
に
来
た
れ
り
。
証
と
作
し
為
り
。
善
導

大
師
者
我
身
是
た
り
。
云
云　

爾
れ
自
り
以
降
。
此
の
法
を
弘
め
偏
へ
に
彼
の

土
を
期
す
。
然
る
間
坐
禪
入
定
の
時
。
現
身
三
昧
を
証
し
、
別
時
念
仏
の
尅
に

眼
前
三
尊
を
感
ず
。
但
だ
我
れ
独
り
此
の
利
を
得
る
に
非
ず
。
亦
た
他
の
人
に

共
に
こ
れ
を
見
せ
し
む
。
実
に
是
れ
三
昧
発
得
の
勝
用
た
り
。
亦
た
是
こ
の
威

徳
定
め
て
功
力
た
り
。
昔
霊
山
寺
に
て
、
三
七
日
中
不
断
念
仏
す
る
に
。
灯
明

無
し
と
雖
も
大
光
明
あ
り
。
当
に
第
五
夜
た
る
べ
し
。
上
人
大
勢
至
菩
薩
を
成

ず
。
行
道
念
仏
。
諸
人
こ
れ
を
見
ゆ
。
ま
た
月
輪
禅
定
殿
下
退
出
之
時
。
地
上

自
り
高
く
足
蓮
華
を
履
む
。
頂
に
頭
光
赫
た
り
。
悉
く
殿
中
を
照
ら
す
。
爾
れ

自
り
以
來
。
得
大
勢
と
曰
ふ
。
譽
諸
人
こ
れ
を
知
る
。
年
六
十
六
の
春
。
正
二

兩
月
殿
下
の
命
旨
に
依
り
、
一
軸
の
文
を
書
し
選
擇
集
と
号
す
是
た
り
。
年
八

十
歲
。
而
建
曆
二
年
壬
申
正
月
二
十
五
日
午
正
中
。
頭
北
面
西
し
偈
曰
。
光
明

遍
照
。
云
云
言
ひ
畢
り
て
眠
る
が
如
く
乃
ち
遷
化
す
。
是
本
朝
に
於
け
る
浄
土



三
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

宗
之
興
盛
の
高
祖
也
。

と
、
登
山
ま
で
の
経
緯
に
特
筆
す
べ
き
点
は
な
い
が
、
黒
谷
に
て
法
華
修
行
の
折
に

仏
と
一
体
と
な
る
五
相
成
身
、
眉
間
よ
り
光
を
出
だ
し
て
暗
夜
に
書
籍
を
読
む
、
上

西
門
院
に
て
円
戒
を
説
い
た
小
蛇
が
天
中
に
生
じ
、
そ
の
効
験
に
よ
り
後
白
河
高
倉

二
代
天
皇
伝
戒
師
と
な
っ
た
こ
と
、
四
十
三
歳
に
は
善
導
大
師
の
説
に
依
り
専
修
念

仏
門
に
入
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
二
祖
対
面
で
あ
り
、

夢
中
に
半
金
色
の
善
導
本
人
が
現
れ
、
法
然
が
称
名
念
仏
を
世
に
広
め
た
こ
と
の
証

を
与
え
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
は
別
時
念
仏
の
折
に
三
昧
発
得
を
し
た
こ
と
、

霊
山
寺
で
の
不
断
念
仏
の
際
に
大
勢
至
菩
薩
を
現
し
暗
夜
に
大
光
明
を
現
し
た
こ
と
、

九
条
兼
実
の
邸
宅
で
頭
光
踏
蓮
の
姿
を
現
し
た
こ
と
、
選
択
集
の
撰
述
、
お
よ
び
遷

化
の
様
子
を
記
し
、
本
朝
に
お
け
る
浄
土
宗
興
盛
の
高
祖
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
の

で
あ
る
。

　

以
上
日
本
に
お
け
る
相
承
に
つ
い
て
は
、
行
基
、
空
也
、
源
信
、
永
観
、
法
然
の

五
祖
を
挙
げ
る
も
、
印
度
、
中
国
、
日
本
と
い
う
連
関
で
い
え
ば
、
浄
土
教
を
広
め

た
祖
師
は
お
り
、
空
也
の
よ
う
に
善
導
に
帰
依
し
た
祖
師
も
い
る
が
、
善
導
か
ら
の

証
を
得
て
い
る
の
は
法
然
の
み
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
故
に
高
祖
と
い
う

位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
相
承
を
基
に
し
た
祖
師
評
価

　

聖
冏
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に
お
け
る
十
七
祖
に
つ
い

て
、
八
祖
相
承
、
六
祖
相
承
を
明
か
し
て
い
る
。
ま
ず
八
祖
相
承
に
つ
い
て
は
、

先
ず
八
祖
相
承
と
は
、
天
竺
四
祖
悉
く
こ
れ
を
用
ふ
。
所
以
は
馬
鳴
大
士
起
信

中
に
釋
迦
の
說
に
於
て
の
修
多
羅
の
如
く
弥
陀
願
を
顕
し
、
卽
ち
往
生
を
得
。

龍
樹
正
士
。
論
中
に
自
ら
旣
に
馬
鳴
を
指
し
、
自
師
と
称
す
。
亦
々
師
恩
を
敬

い
て
十
二
礼
を
造
し
、
難
易
二
道
を
弁
ず
。
又
た
此
の
菩
薩
は
無
著
天
親
之
元

祖
也
。
天
親
菩
薩
は
浄
土
論
を
造
り
て
五
念
門
を
修
す
。
菩
提
留
支
は
観
経
を

持
用
し
て
鸞
大
師
に
授
け
、
浄
土
論
と
訳
す
。
漢
土
に
傳
來
す
。

と
、
馬
鳴
は
『
大
乗
起
信
論
』
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
取
り
上
げ
、
龍
樹
は
『
十
住

毘
婆
沙
論
』
に
馬
鳴
を
師
と
仰
ぎ
、
無
著
と
天
親
の
祖
に
あ
た
る
と
し
、
菩
提
流
支

は
曇
鸞
に
観
経
を
伝
え
た
と
い
う
業
績
に
依
り
、
馬
鳴
・
龍
樹
・
天
親
・
菩
提
流
支

と
い
う
八
祖
の
内
の
四
祖
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

次
に
中
国
に
つ
い
て
は
、

次
に
摩
訶
支
那
國
中
に
於
て
具
に
八
祖
あ
り
。
細
分
し
て
三
流
す
。
一
に
は
晉

朝
廬
山
慧
遠
大
師
一
流
、
二
に
は
後
魏
曇
鸞
大
師
之
一
流
、
三
に
は
大
唐
法
師

慈
愍
三
藏
一
流
也
。
然
に
今
此
之
漢
家
本
朝
浄
土
宗
者
。
流
支
相
承
曇
鸞
一
流

に
し
て
余
の
二
流
を
除
き
鸞
一
流
を
取
る
。
此
流
中
に
於
て
具
に
五
祖
不
同
あ

り
。
略
し
て
以
て
こ
れ
を
取
る
。
但
だ
三
師
あ
り
。
魏
玄
忠
寺
曇
鸞
大
師
。
流

支
師
に
逢
ひ
観
経
を
受
得
し
、
天
親
の
德
に
帰
し
論
註
釋
を
作
す
。
道
綽
禪
師

亦
た
鸞
徳
に
帰
し
、
浄
土
を
求
生
し
、
安
楽
集
を
撰
す
。
善
導
大
師
禅
師
の
所

に
至
り
て
、
観
経
を
相
伝
し
疏
を
制
作
す
。
敎
相
行
儀
を
部
に
約
し
て
五
部
と

し
、
卷
に
論
ず
る
に
九
軸
と
す
。
已
上
大
唐
三
大
祖
師
た
り
）
（1
（

。

と
、
八
祖
に
つ
い
て
慧
遠
流
、
曇
鸞
流
、
慈
愍
三
蔵
流
の
三
流
を
挙
げ
る
が
、
浄
土

宗
で
は
曇
鸞
流
を
採
る
と
し
、
そ
の
理
由
は
曇
鸞
は
菩
提
流
支
よ
り
観
経
を
受
け
天

親
の
『
往
生
論
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
往
生
論
註
』
を
作
っ
た
こ
と
、
道
綽
は
曇
鸞

を
思
慕
し
浄
土
教
を
志
し
『
安
楽
集
』
を
著
し
た
こ
と
、
善
導
は
道
綽
の
下
で
『
観

経
疏
』
を
撰
述
し
、
五
部
九
巻
を
著
し
た
こ
と
が
そ
の
三
師
を
選
出
す
る
理
由
だ
と



三
七

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
天
竺
の
祖
師
か
ら
受
け
継
が
れ
た
教
え
の
継
承

を
基
に
三
師
が
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

つ
ぎ
に
日
本
の
祖
師
に
つ
い
て
は
、

本
朝
五
祖
は
、
前
の
四
祖
を
除
き
後
の
一
祖
を
取
る
。
所
以
は
何
ん
。
行
基
菩

薩
等
師
。
雖
浄
土
宗
旨
勧
む
る
と
雖
も
、
未
だ
顕
さ
ず
。
源
空
師
に
至
り
て
宗

義
興
盛
た
り
。
後
の
一
師
は
卽
ち
是
の
師
也
。
源
空
上
人
大
師
徳
に
帰
し
。
選

擇
集
及
三
経
私
義
考
義
恐
記
各
一
卷
を
造
す
）
（1
（

。

と
、
五
祖
の
内
先
に
挙
げ
た
行
基
、
空
也
、
源
信
、
永
観
を
除
き
、
法
然
の
み
を
取

る
と
す
る
。
そ
れ
は
先
の
四
師
が
浄
土
宗
の
教
え
を
明
ら
か
に
説
か
な
か
っ
た
か
ら

で
、
法
然
に
至
っ
て
浄
土
宗
義
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

今
の
浄
土
宗
の
師
と
位
置
づ
け
、『
選
択
集
』
や
『
三
部
経
講
説
』
を
著
し
た
と
し

て
い
る
。
基
本
的
に
は
印
度
、
中
国
、
日
本
と
確
実
に
浄
土
教
の
継
承
が
な
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
示
す
相
承
の
道
程
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
八
祖
相
承
は
、［
天
竺
］一
馬
鳴
─
二
龍
樹
─
三
天
親
─
四
菩
提
流
支

［
中
国
］五
曇
鸞
─
六
道
綽
─
七
善
導［
日
本
］八
法
然
と
な
る
。
こ
れ
ら
教
え
の
相
承

の
こ
と
を
聖
冏
は
経
巻
相
承
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
聖
冏
は
六
祖
相
承

を
設
け
て
い
る
。

次
に
六
祖
相
承
次
第
を
言
は
ば
、
先
ず
天
竺
四
祖
之
中
に
於
て
。
第
三
四
に
天

親
流
支
を
取
り
、
此
宗
祖
と
為
す
。
所
以
は
何
ん
。
馬
嗚
菩
薩
は
往
生
を
勧
む

る
と
雖
も
此
れ
は
且
つ
因
明
た
り
。
龍
樹
菩
薩
は
直
弁
と
雖
も
未
だ
必
ず
正
依

と
せ
ず
。
天
親
直
弁
の
正
依
浄
土
論
に
は
如
か
ず
。
故
に
且
ら
く
馬
鳴
龍
樹
閣

き
て
天
親
を
取
り
、
持
て
宗
の
祖
と
為
す
。
是
れ
前
の
二
大
論
師
を
遮
す
る
に

非
ず
。
其
義
応
に
知
る
べ
し
。
次
に
大
唐
に
於
て
三
師
あ
り
。
後
に
本
朝
に
於

て
一
大
祖
あ
り
。
是
の
如
き
等
義
。
向
て
已
に
弁
ず
る
が
如
し
。
六
大
祖
師
已

上　

六
祖
相
承
は
、
此
れ
卽
ち
名
づ
け
て
知
識
相
承
と
為
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
印
度
の
馬
鳴
、
龍
樹
を
浄
土
教
を
正
依
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

り
外
し
て
、
天
親
が
『
往
生
論
』
を
著
し
た
こ
と
を
評
価
し
、
宗
祖
と
す
る
と
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の［
天
竺
］一
天
親
─
二
菩
提
流
支［
中
国
］三
曇
鸞
─
四
道
綽

─
五
善
導［
日
本
］六
法
然
と
い
う
六
祖
相
承
は
、
祖
師
の
中
で
も
、
浄
土
教
を
説
き
、

さ
ら
に
そ
れ
を
正
依
と
し
た
伝
え
が
な
さ
れ
た
流
れ
を
知
識
相
承
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
両
説
に
つ
い
て
聖
冏
は
問
答
を
加
え
る
こ
と
で
論
の
補
強
を
行
っ
て
い
る
。

ま
ず
、問

ふ
。
前
の
相
承
に
於
て
経
卷
指
す
。
其
義
然
る
べ
し
。
今
後
義
に
至
る
に
諸

論
師
中
に
お
い
て
、
天
親
菩
薩
を
以
て
、
浄
土
祖
と
為
す
。
而
る
に
甚
だ
以
て

思
い
難
し
。
夫
れ
四
依
菩
薩
は
、
皆
な
如
来
使
と
為
り
て
遍
く
衆
生
を
利
す
。

こ
れ
に
依
り
て
俱
舍
第
一
祖
と
為
す
。
法
相
亦
た
第
三
祖
と
為
す
。
若
し
爾
ば

応
に
諸
宗
祖
と
為
す
べ
し
。
何
ぞ
一
人
浄
土
の
祖
と
為
す
か
）
11
（

。

と
、
天
親
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
俱
舎
宗
の
第
一
祖
、
法
相
宗
の
第
三
祖
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
諸
宗
の
祖
と
す
べ
き
で
あ
る
の
に
浄
土
の
祖
と
す
る
の
か
と
い
う
疑

問
を
述
べ
る
。

答
ふ
。
此
義
問
端
に
顕
す
。
旣
に
諸
宗
祖
と
為
す
。
何
ぞ
浄
土
の
祖
に
非
ざ
ら

ん
や
。
故
に
敎
時
義
に
云
く
。
天
親
菩
薩
。
俱
舍
論
を
造
り
彼
の
論
に
学
ぶ
人

を
名
づ
け
て
俱
舍
宗
と
為
す
。
今
此
の
位
に
就
い
て
法
華
論
造
る
。
是
を
以
て

我
宗
祖
と
為
す
べ
き
也
。
取
意
こ
れ
に
准
ず
。
亦
た
今
経
に
依
て
浄
土
論
を
造

り
。
此
の
論
に
学
ぶ
を
浄
土
宗
と
号
す
。
何
ぞ
亦
た
浄
土
の
祖
と
為
さ
ざ
ら
ん

や
）
1（
（

。
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こ
こ
で
聖
冏
は
、
安
然
が
『
天
台
宗
教
時
義
』
の
中
で
、
天
親
が
俱
舎
宗
の
立
場

に
あ
り
な
が
ら
法
華
論
を
作
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
我
が
宗
祖
と
す
る
と
い
う
前
例
を

挙
げ
、
同
様
に
浄
土
宗
に
お
い
て
も
『
往
生
論
』
を
作
っ
た
天
親
を
浄
土
宗
祖
と
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
菩
提
流
支
に
つ
い
て
も
、

尋
ね
て
云
く
。
菩
提
流
支
は
此
の
宗
祖
と
為
す
。
若
し
爾
ば
、
三
藏
は
誰
人
に

隨
ひ
て
此
の
法
門
を
伝
る
や
。
答
ふ
。
此
の
問
未
だ
尽
き
ざ
る
也
。
凡
そ
西
天

の
法
師
、
皆
な
如
来
使
と
為
す
。
普
く
群
生
を
利
し
法
を
伝
え
誤
る
こ
と
無
し
。

利
生
広
博
也
。
何
ぞ
強
て
口
決
を
尋
ぬ
る
や
。
其
の
例
一
に
非
ず
。
華
嚴
宗
の

如
き
は
、
晋
朝
覚
賢
、
唐
代
喜
覚
、
共
に
彼
宗
を
以
て
漢
土
伝
来
す
。
未
だ
何

師
に
伝
る
と
云
ふ
に
詳
ら
か
と
せ
ざ
る
や
。
ま
た
三
論
宗
の
羅
什
三
藏
も
全
く

一
同
た
り
。
云
何
が
偏
に
過
を
此
の
宗
に
招
す
る
や
）
11
（

。

と
、
宗
の
祖
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
印
度
に
お
い
て
誰
を
師
と
し
て
浄
土
の
教
え
を

伝
え
た
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
て
彼
の
地
の
僧
侶
は
皆
如
来
の
使

い
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
を
利
益
し
法
を
伝
え
誤
る
こ
と
が
無
い
の
だ
と
し
て
い
る
。

華
厳
宗
や
三
論
宗
な
ど
の
他
宗
を
見
て
も
、
直
接
の
師
弟
関
係
で
な
く
と
も
、
時
代

や
場
所
を
隔
て
て
も
相
承
は
成
立
し
て
い
る
の
で
浄
土
宗
に
そ
の
失
は
な
い
と
主
張

し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
天
親
と
菩
提
流
支
に
つ
い
て
も
、

況
ん
や
伝
中
に
云
く
。
天
親
菩
薩
（
中
略
）
諸
敎
中
に
於
て
浄
土
に
帰
し
、
諸

行
中
に
於
て
、
能
く
念
仏
を
修
す
。
正
に
西
方
安
楽
弥
陀
を
念
じ
身
を
他
世
に

捨
し
、
安
楽
に
往
生
す
）
11
（

。

と
、
天
親
は
諸
教
の
中
で
も
浄
土
教
を
志
し
、
念
仏
を
実
践
し
西
方
極
楽
浄
土
を
願

い
往
生
し
た
と
し
、

三
藏
こ
れ
を
聞
き
、
已
に
菩
提
心
を
発
す
。
但
だ
念
仏
を
修
し
、
更
に
余
心
無

く
、
現
身
に
無
生
忍
を
証
得
す
。
故
に
初
め
に
師
承
の
由
來
を
尋
ぬ
べ
か
ら
ず
）
11
（

。

と
、
菩
提
流
支
三
蔵
は
天
親
の
極
楽
往
生
を
聞
き
、
菩
提
心
を
起
こ
し
念
仏
を
実
践

し
、
現
身
に
無
生
忍
を
得
た
の
で
あ
っ
て
、
直
接
の
師
弟
関
係
を
問
題
と
し
な
い
の

で
あ
る
と
す
る
。

　

ま
た
、
直
接
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
、

問
ふ
。
師
に
付
さ
る
る
や
。
答
ふ
。
一
義
に
依
る
。
曇
鸞
大
師
大
海
禅
師
に
授

く
。
大
海
禅
師
法
上
法
師
に
授
く
。
法
上
法
師
綽
禪
師
に
授
く
。（
中
略
）
綽

禪
師
を
以
て
直
だ
鸞
師
を
続
ぐ
と
）
11
（

。

と
、
教
え
は
師
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
、

そ
こ
で
大
切
な
教
え
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
に
依
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
曇

鸞
は
大
海
、
大
海
は
法
上
、
法
上
が
道
綽
に
教
え
を
授
け
て
い
る
が
、
道
綽
だ
け
が

特
に
浄
土
の
教
え
を
継
承
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

　

更
に
こ
の
直
接
の
相
承
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

問
ふ
。
此
の
義
不
審
た
り
。
其
の
故
は
鸞
師
は
梁
朝
の
出
世
に
し
て
、
是
れ
後

魏
の
代
と
同
時
た
り
。
道
禪
綽
師
は
唐
代
の
人
師
。
其
の
中
間
に
於
て
旣
に
陳

隋
を
隔
つ
。
何
ぞ
口
決
有
ら
ん
や
。
若
し
口
決
無
く
ん
ば
。
事
争
で
か
相
承
と

云
う
や
）
11
（

。

と
、
曇
鸞
は
梁
の
時
代
の
僧
侶
で
あ
り
、
道
綽
は
唐
時
代
の
僧
侶
で
あ
る
と
し
、
時

代
が
隔
た
っ
て
い
れ
ば
口
決
が
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
口
決
無
く
し
て
の
相
承
が
あ
り

得
る
の
か
と
も
問
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

答
ふ
。
相
承
に
二
有
り
。
一
に
は
口
決
相
承
、
二
に
は
依
用
相
承
。
若
し
口
決



三
九

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

依
ら
ば
誠
に
責
む
る
所
の
如
し
。
若
し
依
用
に
依
ら
ば
、
設
ひ
口
決
無
け
れ
ど

も
何
ぞ
こ
れ
を
疑
ん
や
。
故
に
諸
傳
。
同
じ
く
曇
鸞
大
德
三
世
已
下
は
玄
孫
の

弟
也
。
言
ふ
所
の
三
世
と
は
、
上
に
挙
ぐ
る
所
の
曇
鸞
大
海
法
上
の
三
師
に
於

い
て
は
已
下
孫
弟
た
り
。
然
る
に
鸞
師
の
徳
に
帰
し
て
、
専
修
門
に
入
る
。
解

脫
違
ふ
こ
と
無
し
。
何
ぞ
相
承
非
ざ
ら
ん
や
）
11
（

。

と
、
相
承
に
は
口
決
相
承
と
依
用
相
承
が
あ
る
と
し
、
口
決
相
承
に
依
る
の
で
あ
れ

ば
、
問
い
の
批
判
は
当
た
る
が
、
依
用
相
承
に
依
れ
ば
こ
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
と

す
る
。
も
ち
ろ
ん
曇
鸞
と
道
綽
と
の
間
に
は
口
決
相
承
に
当
て
は
め
れ
ば
三
世
代
の

時
代
の
隔
た
り
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
道
綽
は
曇
鸞
の
徳
に
帰
し
て
、
専
修
念
仏

の
門
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
得
ら
れ
た
解
脱
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、

例
へ
ば
彼
の
北
斉
の
恵
文
大
禅
師
は
、
龍
樹
徳
行
に
帰
し
、
彼
の
釈
論
に
依
り

て
相
承
と
云
う
が
如
し
。
設
ひ
口
決
無
し
と
雖
も
。
何
ぞ
相
承
と
云
は
ざ
ら
ん

や
）
11
（

。

と
、
中
国
天
台
で
も
恵
文
は
龍
樹
の
徳
と
綽
論
に
依
っ
て
相
承
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

口
決
無
し
で
も
相
承
は
成
立
す
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
浄
土
宗
が
、
直
接
誰
を
師
匠

に
持
つ
の
か
を
基
に
し
た
口
決
相
承
で
は
な
く
、
ど
の
教
え
に
依
り
自
行
や
教
化
に

用
い
た
の
か
を
基
に
し
た
依
用
相
承
を
相
承
の
根
本
原
理
に
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
日
本
に
お
け
る
相
承
に
つ
い
て
問
答
を
立
て
て
い
る
。

問
ふ
。
日
域
の
祖
に
於
て
上
人
を
以
て
初
と
為
す
。
若
し
爾
ば
上
人
何
れ
の
祖

師
之
所
に
随
ひ
て
此
宗
を
伝
ふ
る
や
。
答
ふ
。
一
義
に
云
。
口
決
無
し
。
但
だ

是
れ
大
師
の
德
行
に
帰
し
、
所
製
の
疏
に
依
り
て
此
宗
を
立
る
也
。
故
に
選
択

に
云
く
。
予
玆
の
典
を
披
閱
す
る
に
粗
ぼ
祖
意
を
識
り
。
立
て
て
余
行
を
捨
て
、

云
て
こ
こ
に
念
仏
に
帰
す
る
と
）
11
（

。

　

こ
こ
で
は
日
本
の
祖
師
と
し
て
挙
げ
て
い
る
法
然
に
つ
い
て
、
ど
の
祖
師
の
口
決

相
承
を
以
て
浄
土
宗
を
伝
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
口
決
は
無
く
、

善
導
大
師
の
徳
行
と
『
観
経
疏
』
に
よ
っ
て
こ
の
宗
を
立
て
た
の
で
あ
り
、
余
行
を

捨
て
て
念
仏
に
帰
す
る
こ
と
が
選
択
集
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、

難
じ
て
云
く
。
若
し
爾
ば
信
受
す
べ
き
に
足
ら
ず
。
争
か
義
を
建
立
せ
ん
や
。

答
ふ
。
此
の
難
同
じ
く
西
河
相
承
に
会
す
。
設
ひ
口
伝
無
く
と
も
伝
法
悞
る
こ

と
無
し
。
何
ぞ
怪
し
ま
ん
。
此
れ
は
是
れ
依
用
相
承
た
り
）
11
（

。

と
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
口
決
し
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
教
え
を
確
立
で
き

る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
、
道
綽
も
曇
鸞
と
直
接
の
教
え
の
授
け
は
な
い
が
相
承

さ
れ
て
い
る
と
し
、
口
伝
が
無
く
と
も
伝
法
が
誤
る
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
こ
そ
依
用

相
承
な
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
依
用
相
承
に
つ
い
て
さ
ら
に
法
然
の
相
承
に
つ
い
て
触
れ
て
、

ま
た
一
義
に
云
ふ
。
上
人
伝
に
云
く
。
所
解
正
に
仏
意
に
叶
う
や
否
か
心
念
を

労
し
、
夜
に
夢
中
に
於
て
。
身
半
金
色
の
善
導
大
師
に
見
ゆ
。
卽
ち
示
し
て
云

く
。
仁
は
不
肖
之
身
と
為
す
と
雖
も
、
念
仏
興
行
し
一
天
に
満
ち
、
称
名
専
修

專
修
率
土
に
及
ぶ
。
所
以
我
来
り
て
證
言
を
作
し
為
り
。
善
導
大
師
と
は
我
身

是
れ
也
。
若
し
此
義
に
依
ら
ば
、
設
ひ
口
決
と
言
ふ
に
何
の
疑
難
有
ら
ん
。
夢

覚
め
て
殊
あ
り
。
伝
法
疑
ふ
こ
と
無
し
。
夫
れ
大
師
は
是
れ
弥
陀
化
身
。
上
人

は
是
れ
勢
至
の
垂
迹
た
り
。
豈
に
本
地
の
益
迷
わ
ん
や
。
若
爾
ば
、
設
ひ
口
決

無
く
と
も
こ
れ
を
疑
う
べ
き
に
非
ず
。
況
ん
や
夢
中
の
口
決
。
い
よ
い
よ
仰
信

す
べ
し
）
1（
（

。



四
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

と
、
夢
中
で
の
善
導
と
の
対
面
を
挙
げ
、
弥
陀
化
身
の
善
導
か
ら
勢
至
垂
迹
の
法
然

へ
と
伝
法
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
法
然
が
本
地
で
あ
る
勢
至
菩
薩
と
し
て
の
利
益
と

し
て
受
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
口
決
が
無
く
と
も
こ
れ
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
依

用
の
相
承
に
加
え
、
夢
中
の
口
決
を
ま
す
ま
す
信
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
問
答
を
さ
ら
に
立
て
て
い
る
。

難
じ
て
云
く
。
夫
れ
夢
は
是
れ
真
僞
未
定
に
し
て
多
分
に
妄
想
と
す
。
爾
ば
何

ぞ
夢
中
境
界
を
以
て
立
宗
の
証
と
為
す
や
。
上
人
旣
に
已
三
昧
発
得
た
る
を
知

る
。
所
見
の
事
妄
夢
に
非
ざ
る
べ
し
。
何
に
況
ん
や
経
に
寤
寐
恆
一
と
云
う
。

何
ぞ
夢
中
所
見
の
境
界
を
疑
わ
ん
）
11
（

。

　

こ
こ
で
は
、
夢
と
は
妄
想
で
は
な
い
か
、
な
ぜ
そ
れ
を
立
宗
の
証
と
す
る
の
か
と

い
う
問
い
に
対
し
、
法
然
は
三
昧
発
得
の
人
で
あ
る
の
で
、
妄
夢
で
は
な
い
。
経
典

の
中
に
は
目
覚
め
て
い
る
こ
と
も
寝
て
い
る
こ
と
も
一
つ
で
あ
る
と
い
う
教
え
が
あ

る
で
は
な
い
か
。
夢
中
対
面
の
境
涯
は
疑
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
述
べ
て
い

る
。
法
然
に
つ
い
て
は
依
用
相
承
で
あ
る
が
、
善
導
と
の
夢
中
対
面
が
な
さ
れ
、
そ

れ
が
口
決
で
あ
り
、
さ
ら
に
弥
陀
の
化
身
と
勢
至
の
垂
迹
に
よ
る
伝
法
で
あ
る
と
い

う
特
別
の
相
承
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
特
色
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
聖
冏
は
付
け
加
え
て
七
祖
相
承
の
説
を
挙
げ
て
い
る
。

此
八
祖
之
外
。
亦
一
義
あ
り
。
此
に
亦
た
三
蔵
を
除
き
二
と
す
。
鸞
大
師
を
以

て
直
に
天
親
へ
続
ぐ
。
此
れ
は
是
れ
本
論
訳
釈
に
次
第
す
。
故
に
論
註
に
云
く
。

天
親
菩
薩
。
釋
迦
如
來
像
法
之
中
に
在
す
。
釋
迦
如
來
経
敎
に
順
じ
て
生
ず
る

こ
と
を
願
ふ
。
旣
に
滅
後
九
百
年
を
以
て
出
づ
。
順
じ
て
釋
迦
に
曰
く
。
直
に

金
口
の
相
承
と
為
す
。
こ
れ
を
例
へ
こ
れ
を
思
ふ
。
亦
た
可
な
り
。
天
親
滅
後

之
七
百
餘
年
。
曇
鸞
大
師
。
直
に
天
親
を
続
ぐ
。
彼
の
論
に
順
ず
る
が
故
に
。

例
ば
無
著
菩
薩
順
じ
て
中
論
を
造
り
、
天
親
大
士
註
百
論
作
る
が
如
し
。
彼
の

宗
学
人
、
龍
樹
以
て
無
著
の
師
と
為
し
、
天
親
を
以
て
提
婆
資
と
為
す
。
今
亦

た
是
の
如
し
）
11
（

。

　

こ
の
七
祖
相
承
に
二
種
あ
る
。
そ
れ
は
菩
提
流
支
を
除
い
て
、
天
親
と
曇
鸞
を
相

承
さ
せ
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
天
親
は
釈
迦
よ
り
下
る
こ
と
九
百
年
で

あ
る
が
金
口
の
相
承
を
受
け
た
と
と
捉
え
、
そ
れ
と
同
様
に
天
親
は
『
往
生
論
』
を

著
し
、
そ
れ
を
受
け
た
曇
鸞
は
『
往
生
論
註
』
を
著
し
た
こ
と
に
よ
り
、［
天
竺
］一

馬
鳴
─
二
龍
樹
─
三
天
親［
中
国
］四
曇
鸞
─
五
道
綽
─
六
善
導［
日
本
］七
法
然
の
七

祖
相
承
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、

二
に
は
流
支
鸞
師
相
承
を
本
と
為
す
。
天
親
を
除
き
、
三
藏
を
以
て
直
に
如
來

を
以
て
す
。
謂
る
觀
経
を
以
て
鸞
師
に
授
く
。
已
上
之
二
義
。
俱
に
七
祖
相
承
。

亦
た
一
說
伝
ふ
。
必
ず
須
く
口
傳
と
す
べ
し
。
筆
記
す
べ
か
ら
ず
）
11
（

。

と
、
観
経
を
直
接
曇
鸞
に
授
け
た
こ
と
を
評
価
し
、
天
親
を
除
い
た［
天
竺
］一
馬
鳴

─
二
龍
樹
─
三
菩
提
流
支［
中
国
］四
曇
鸞
─
五
道
綽
─
六
善
導［
日
本
］七
法
然
と
い

う
七
祖
相
承
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
あ
る
よ
う
だ
が
口
伝
と
し
て
こ

こ
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
本
書
に
お
け
る
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に
お
け
る
祖
師
と
相
承
の
系
譜

の
特
色
を
検
討
し
て
き
た
。
聖
冏
は
十
七
の
祖
師
を
挙
げ
、
そ
の
中
で
八
祖
相
承
、

六
祖
相
承
、
七
祖
相
承
と
い
う
浄
土
宗
に
お
け
る
相
承
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

特
に
イ
ン
ド
で
は
直
接
の
法
系
で
は
な
く
、
学
的
な
そ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、



四
一

　
　
　
　
聖
冏
に
お
け
る
法
然
の
位
置

中
国
で
は
三
昧
発
得
や
宗
教
体
験
に
よ
る
相
承
が
見
ら
れ
、
日
本
で
は
中
国
の
祖
師

か
ら
の
宗
教
体
験
に
よ
る
相
承
が
確
認
で
き
る
の
は
法
然
の
み
と
し
、
日
本
で
浄
土

宗
義
を
盛
ん
に
し
、
初
め
て
の
相
承
を
受
け
た
祖
師
と
し
て
法
然
を
挙
げ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

後
進
の
弟
子
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
高
祖
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。
こ
れ
は
当
時

の
仏
教
界
に
お
け
る
口
決
相
承
の
重
視
と
、
そ
の
立
場
に
立
っ
た
口
決
相
承
の
な
い

浄
土
宗
へ
の
批
判
が
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

聖
冏
は
そ
の
批
判
に
応
え
る
よ
う
に
、
口
決
相
承
の
絶
対
視
に
異
を
唱
え
る
。
何

故
な
ら
浄
土
宗
に
お
い
て
絶
対
視
す
る
の
は
、
何
れ
の
経
典
に
基
づ
き
自
行
や
教
化

に
用
い
る
か
の
依
用
相
承
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

イ
ン
ド
の
祖
師
た
ち
は
如
来
の
使
い
で
あ
り
、
中
国
の
祖
師
達
は
三
昧
発
得
と
宗
教

体
験
に
よ
り
相
承
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
に
お
け
る
浄
土
宗
の
高
祖
で
あ
る
法
然

は
、
勢
至
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
り
、
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
善
導
か
ら
本
地
と
し
て
利
益

を
得
た
こ
と
と
し
て
、
そ
の
相
承
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

聖
冏
は
浄
土
宗
自
前
に
よ
る
僧
侶
の
養
成
を
目
指
し
た
。
そ
の
上
で
乗
り
越
え
る

べ
き
課
題
の
一
つ
に
、
浄
土
宗
に
お
け
る
相
承
の
問
題
が
あ
っ
た
。
当
時
の
仏
教
界

に
お
い
て
は
、
口
決
相
承
の
有
無
は
教
団
の
正
当
性
を
示
す
最
も
確
か
な
根
拠
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
聖
冏
は
浄
土
宗
が
独
立
し
た
教
団
で
あ
る
こ
と
を
世
に
示
す
た

め
の
根
拠
と
し
て
依
用
相
承
を
堂
々
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
依
用
相
承
と
い

う
学
的
な
系
譜
論
に
加
え
、
相
承
に
お
け
る
宗
教
体
験
の
意
味
の
重
視
は
聖
冏
の
理

論
的
な
根
拠
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
最
と
も
他
宗
か
ら
の
批
判
を
受
け
た
善
導
と

法
然
の
相
承
を
弥
陀
の
化
身
、
勢
至
の
垂
迹
で
あ
る
と
、
本
地
の
仏
菩
薩
と
し
て
行

わ
れ
た
と
し
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
法
然
は
浄
土
宗
の
高
祖
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

今
後
、
聖
冏
の
他
の
著
作
や
弟
子
た
ち
の
著
作
に
説
か
れ
る
相
承
に
つ
い
て
も
取

り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
知
の
総
体
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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仏
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部�

淳
一
「
聖

冏
の
著
作
と
思
想
に
つ
い
て
」、『
日
本
仏
教
』
四
四
、
一
九
七
八
年
。
玉
山�

成
元
「
了

誉
聖
冏
の
特
色
」、『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
一
七
、
一
九
九
三
年
。
鈴
木
英
之

『
中
世
学
僧
と
神
道
：
了
誉
聖
冏
の
学
問
と
思
想
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
。

（
2
）『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』（『
続
浄
土
宗
全
書
』
一
七
）

（
3
）
同

（
4
）
同

（
5
）
同

（
（
）
同

（
（
）
同

（
（
）
同

（
（
）
同

（
10
）
同

（
11
）
同

（
12
）
同

（
13
）
同

（
14
）
同

（
15
）
同

（
1（
）
同
。
良
忠
も
「
發
心
求
道
集
空
也
云
嘉
祥
常
頂
禮
善
導
恆
隨
順
二
藏
能
分
別
六
相
圓

成
就
夫
嘉
祥
寺
吉
藏
者
三
論
宗
祖
師
法
華
經
先
達
也
因
玆
誓
頂
禮
又
善
導
是
三
論
宗
人

師
念
佛
門
之
師
也
誓
頂
禮
也
又
云
大
唐
善
導
和
尚
傳
云
和
尚
是
泗
州
人
也
幼
而
投
密
州
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明
勝
法
師
許
出
家
誦
法
華
維
摩
兩
經
明
勝
法
師
是
嘉
祥
一
門
人
三
論
宗
名
德
也
」（『
東

宗
要
』、『
浄
全
』
一
一
）
同
様
の
記
事
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
1（
）『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』（『
続
浄
土
宗
全
書
』
一
七
）

（
1（
）
同

（
1（
）
同

（
20
）
同

（
21
）
同

（
22
）
同

（
23
）
同

（
24
）
同

（
25
）
同

（
2（
）
同

（
2（
）
同

（
2（
）
同

（
2（
）
同

（
30
）
同

（
31
）
同

（
32
）
同

（
33
）
同

（
34
）
同
。



四
三

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
は
『
選
択
集
』
に
お
い
て
「
聖
道
家
の
血

脈
の
ご
と
く
浄
土
宗
に
も
ま
た
血
脈
あ
り
」
と
述
べ
た
上
で
）
1
（

、『
安
楽
集
』
や
中
国

の
唐
・
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
高
僧
伝
を
引
用
し
て
浄
土
宗
の
教
法
が
誤
り
な
く
相
承

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
血
脈
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
仏

の
悟
り
と
は
言
葉
に
よ
ら
ず
直
接
心
か
ら
心
に
伝
え
ら
れ
る
教
外
別
伝
・
以
心
伝
心

の
も
の
で
あ
り
、
嫡
嫡
相
承
・
面
授
口
決
が
重
要
で
あ
る
と
説
く
禅
宗
が
隆
盛
す
る

と
、
諸
宗
が
互
い
の
血
脈
に
疑
義
を
呈
し
て
議
論
す
る
よ
う
に
な
り
）
2
（

、
浄
土
宗
の
血

脈
に
つ
い
て
も
虎
関
師
錬
の
よ
う
な
著
名
な
禅
僧
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
）
3
（

。

ち
な
み
に
虎
関
師
錬
は
『
元
亨
釈
書
』
の
な
か
で

浄
土
の
一
宗
、
或
い
は
大
、
或
い
は
小
、
修
す
る
者
に
よ
っ
て
然
り
。
祖
宗
の

定
系
無
き
が
故
な
り
。《
中
略
》
源
信
、
源
空
、
繼
い
で
之
れ
を
助
く
。
廣
く

四
部
に
行
わ
る
る
と
雖
も
統
系
無
し
。
故
に
今
寓
宗
と
為
す( 4

(

。

と
述
べ
、
浄
土
宗
に
は
祖
師
に
連
な
る
確
か
な
付
法
の
系
譜
が
な
く
、
源
信
や
法
然

上
人
が
出
家
在
家
に
関
係
な
く
日
本
国
内
に
広
く
浄
土
の
教
え
を
広
め
よ
う
と
も
、

所
詮
、
正
し
い
嫡
嫡
相
承
の
系
譜
を
も
た
な
い
以
上
、
寓
宗
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
の
「
寓
宗
」
と
は
、
法
相
宗
に
付
随
し
て
傍
ら
に
学
ば
れ
る
倶
舎
宗
や
三
論

宗
等
の
よ
う
に
、
一
つ
の
宗
派
と
し
て
独
立
し
て
お
ら
ず
、
他
の
宗
派
に
付
属
し
な

く
て
は
成
り
立
た
な
い
宗
旨
で
あ
る
と
の
意
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
嫡
嫡
相
承
・
面

授
口
決
に
よ
る
付
法
の
系
譜
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
浄
土
宗
の
教
え
は
、
独
自
の
宗

旨
に
基
づ
い
た
僧
侶
養
成
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
宗
の
僧
侶
が
傍
ら
に
学
ぶ
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
内
容
も
一
段
低
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
浄
土
宗
の
相
承
説
へ
の
批
判
は
、
法
然
上
人
が
『
選
択
集
』
に
お
い

て
中
国
浄
土
五
祖
に
菩
提
流
支
を
加
え
た
相
承
説
を
示
そ
う
と
も
、
時
代
も
国
も
異

な
る
善
導
大
師
（
六
一
三
―
六
八
一
）
か
ら
浄
土
教
を
直
接
相
承
で
き
て
い
な
い
点

や
、
中
国
浄
土
五
祖
の
曇
鸞
と
道
綽
の
関
係
も
面
授
口
決
で
は
な
か
っ
た
点
等
に
向

け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
5
（

。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
浄
土
宗
に
お
け
る
嫡

嫡
相
承
・
口
決
相
承
に
対
す
る
非
難
に
応
答
し
よ
う
と
試
み
た
人
物
が
現
れ
た
。
そ

れ
が
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
澄
円
と
聖
冏
で
あ
る
。

　

旭
蓮
社
澄
円
（
一
二
九
〇
―
一
三
七
一
）
は
）
（
（

、
八
宗
の
教
義
に
通
じ
、
入
元
し
て

廬
山
東
林
寺
に
登
り
、
白
蓮
宗
の
優
曇
普
度
に
廬
山
慧
遠
流
の
浄
土
教
を
学
ん
だ
人

物
で
あ
る
）
（
（

。
澄
円
は
槙
尾
山
で
三
部
の
密
潅
を
受
け
、
南
都
で
登
壇
受
戒
し
、
天
台

の
承
遍
（
檀
那
院
流
）・
観
豪
か
ら
天
台
教
を
学
び
、
浄
土
教
は
中
国
の
廬
山
流
、

九
品
寺
流
、
鎮
西
流
の
相
伝
を
受
け
る
な
ど
、
諸
宗
の
教
義
を
遍
学
し
て
い
る
。
ま

　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て
―
澄
円
と
聖
冏
―　

　
�

吉　

水　

岳　

彦　
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た
、
東
福
寺
の
虎
関
師
錬
と
も
直
接
の
交
流
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
当
時
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
た
禅
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

三
田
全
信
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
澄
円
が
浄
土
宗
鎮
西
流
を
学
ん
だ
の
は
『
黒
谷

上
人
語
灯
録
』
の
編
纂
者
で
あ
る
了
慧
道
光
（
一
二
四
三
―
一
三
三
〇
）
と
さ
れ
る
）
（
（

。

著
作
に
は
『
浄
土
十
勝
箋
節
論
』（
以
下
『
浄
土
十
勝
論
』
と
略
す
）
や
『
夢
中
松

風
論
』
等
が
あ
る
。
澄
円
の
浄
土
教
理
解
は
、
基
本
的
に
報
身
の
阿
弥
陀
仏
に
帰
依

し
、
指
方
立
相
の
浄
土
へ
の
往
生
を
願
い
、
称
名
念
仏
を
行
ず
る
と
い
う
内
容
で
あ

る
が
、
所
々
に
天
台
宗
や
真
言
宗
の
教
義
と
融
和
し
た
浄
土
教
理
解
、
な
ら
び
に
西

山
流
の
浄
土
教
解
釈
の
影
響
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
澄
円
は
法
然
上
人
の
立

て
た
浄
土
宗
を
「
真
宗
」
と
称
し
、
浄
土
宗
の
教
え
が
諸
宗
を
超
越
し
て
い
る
こ
と

を
力
説
し
て
い
る
。

　

了
誉
聖
冏
（
一
三
四
一
―
一
四
二
〇
）
は
）
（
（

、
澄
円
の
五
〇
年
後
に
出
生
し
、
浄
土

宗
の
宗
脈
と
戒
脈
を
整
理
し
て
、
五
重
伝
法
を
制
定
し
た
浄
土
宗
中
興
の
祖
で
あ
る
。

聖
冏
も
ま
た
澄
円
と
同
様
に
他
宗
の
教
学
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
の
の
、

澄
円
と
は
修
学
の
順
序
が
異
な
る
。
聖
冏
は
了
実
・
蓮
勝
・
定
慧
の
三
師
か
ら
浄
土

三
部
経
な
ど
を
学
び
、
宗
義
と
円
頓
・
布
薩
両
戒
を
受
け
て
か
ら
、
他
宗
の
教
学
を

学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
言
教
学
を
叔
父
に
あ
た
る
宥
尊
に
受
け
、

天
台
教
学
を
真
源
に
学
び
、
性
相
学
を
宇
都
宮
東
勝
寺
で
修
学
し
て
い
る
。
そ
の
他
、

月
庵
・
天
命
に
禅
を
受
け
、
倶
舎
・
唯
識
・
三
論
・
華
厳
等
の
内
典
を
は
じ
め
、
神

道
・
和
歌
・
儒
教
等
の
外
典
に
い
た
る
ま
で
習
得
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
聖
冏
は
二

蔵
二
教
二
頓
の
教
判
を
創
出
し
、
現
在
の
浄
土
宗
伝
法
の
基
礎
を
確
立
す
る
の
で
あ

る
。

　

澄
円
と
聖
冏
は
共
に
禅
宗
が
全
盛
の
時
代
に
あ
っ
て
、
浄
土
宗
の
口
決
相
承
説
、

な
ら
び
に
宗
義
の
頓
教
性
等
に
つ
い
て
批
判
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
え
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
法
然
上
人
を
宗
祖
と
す
る
浄
土
宗
の
相
承

説
を
立
て
て
、
浄
土
宗
の
伝
灯
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
法
然
上
人
の
往
生
以
後
の
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
が
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
し
た
上
で
、
澄
円
と
聖
冏
に
お
け
る
口
決
相
承
に

つ
い
て
の
見
解
を
考
察
し
、
両
者
の
相
承
説
を
比
較
、
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
聖
冏

の
相
承
説
が
後
世
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

二
、
聖
光
・
良
忠
・
良
暁
に
お
け
る
浄
土
宗
血
脈
の
口
決
相
承
に
つ
い
て

　

は
じ
め
に
、
法
然
上
人
の
往
生
後
、
二
祖
聖
光
、
三
祖
良
忠
、
四
祖
良
暁
に
お
い

て
浄
土
宗
血
脈
の
口
決
相
承
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
れ
て
き
た
か
を
概
観
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
祖
師
の
面
授
口
決
の
相
承
に
対
す
る
意
識
を
考
察
し
、
さ
ら
に
、
い
つ

ご
ろ
か
ら
面
授
口
決
の
相
承
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
風
潮
が
世
間
に
で
き
て

き
た
か
を
確
認
す
る
。

　

法
然
上
人
か
ら
浄
土
宗
義
を
相
伝
し
た
二
祖
聖
光
（
一
一
六
二
―
一
二
三
八
）
は
、

『
末
代
念
仏
授
手
印
』（
以
下
、『
授
手
印
』
と
略
す
）
末
尾
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
　

念
仏
往
生
浄
土
宗
血
脈
相
傳
手
次
の
事

　
　

日
本尊

成
天
皇
の
御
時　
　

法
然
上
人
善
導
の
御
義
を
倹
出
し
て
世
間
に
流
布
せ

し
む
る
の
時
、

後
白
河
法
皇
ご
臨
終
の
時
、
御
善
知
識
に
召
さ
れ
、
善
知
識
の
身
を
以
て
、
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浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

早
く　

太
上
法
皇
に
、

一
向
専
修
の
念
仏
を
教
授
し
奉
り
三
月
十
三
日
を
以
て
、
崩
御
し
た
ま
う
件
の

剋
を
以
て
、
つ
い
に
以
て
往
生
を
遂
げ
御
し
畢
ん
ぬ
。
そ
の
後
、
第
十
三
年
の

御
遠
忌
に
当
っ
て
蓮
華
王
院
の
内
に
お
い
て
、
六
時
礼
讃
、
浄
土
三
部
経
勤
修
、

御
追
善
に
、
こ
れ
を
遂
げ
た
ま
う
。
こ
れ
よ
り
後
、
花
洛
の
諸
人
、
皆
浄
土
宗

を
以
て
追
善
を
修
す
。
こ
こ
に
法
然
上
人
浄
土
宗
の
義
を
以
て
、
弁
阿
に
伝
う
。

今
ま
た
弁
阿
相
承
の
義
な
ら
び
に
私
の
勘
文
、『
徹
選
択
集
』
を
以
て
、
沙
門

然
阿
に
譲
り
与
え
畢
ん
ぬ
。
こ
れ
を
聞
か
ん
人
、
た
し
か
に
こ
れ
を
信
じ
、
こ

れ
を
行
じ
て
、
往
生
を
遂
ぐ
べ
し
。
仍
っ
て
秘
法
を
録
す
る
の
状
、
手
次
を
以

て
す
。

　
　
　

于
時
嘉
禎
第
三
歳
八
月
一
日　

�

　

法
然
上
人
口
決
沙
門
辨
阿　

在
御
判）（1
（

こ
こ
で
聖
光
は
、
法
然
上
人
が
善
導
大
師
の
浄
土
教
を
数
多
く
あ
る
教
え
の
中
か
ら

検
出
し
て
世
間
に
流
布
さ
せ
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
述
べ
て
、
善
導
大
師
と
法
然
上

人
の
歴
史
的
な
口
決
相
承
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
二
重
傍
線

部
の
よ
う
に
、
自
身
が
法
然
上
人
よ
り
浄
土
宗
義
を
正
し
く
口
決
相
承
し
て
い
る
こ

と
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
聖
光
が
自
身
を
「
法
然
上
人
口
決
沙
門
」
と

名
乗
る
こ
と
に
は
、『
授
手
印
』
に
裏
書
さ
れ
て
い
る
法
然
上
人
門
下
の
異
流
邪
義

三
派
に
対
し
て
、
自
身
の
相
伝
の
正
義
性
を
示
す
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
（（
（

。
す

な
わ
ち
、『
授
手
印
』
を
著
し
た
頃
の
聖
光
に
と
っ
て
は
、
浄
土
宗
義
が
歴
史
的
に

中
国
か
ら
日
本
に
口
決
相
承
さ
れ
た
か
否
か
よ
り
も
、
聖
光
が
『
授
手
印
』
裏
書
に

挙
げ
た
法
然
上
人
門
下
の
異
流
邪
義
三
派
の
存
在
の
方
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
聖
光
『
浄
土
宗
要
集
』（
以
下
、『
西
宗
要
』
と
略
す
）
の
「
第
五
十
七
震

旦
念
佛
祖
師
事
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

問
う
。
唐
土
に
念
佛
の
祖
師
多
し
と
雖
も
、
且
く
善
導
流
の
高
祖
は
誰
れ
人
な

り
と
云
う
べ
き
や
。
答
う
。
曇
鸞
と
道
綽
な
り
。
難
じ
て
云
く
。
曇
鸞
は
是
れ

魏
秦
の
代
の
人
な
り
。
道
綽
は
隋
代
の
人
な
り
。
時
代
遙
に
隔
つ
。
師
資
相
承
、

豈
に
爾
る
べ
け
ん
や
〈
齊�

陳
の
三
代
を
へ
だ
て
た
り
。
道
綽
は
章
安
大
師
の

時
に
そ
當
ら
ん
時
な
り
し
か
ど
も
、
少
し
章
安
は
あ
が
り
た
る
な
り
〉。
答
う
。

曇
鸞
は
汾
州
石
壁
と
云
う
所
に
御
骨
を
收
め
た
り
。
墓
所
に
唐
土
の
習
に
て
碑

文
を
書
き
て
德
を
讚
ず
。
道
綽
御
覽
じ
て
、
是
の
大
師
の
義
に
依
ら
ん
と
て
、

祖
師
と
せ
り
。
例
せ
ば
、
靜
遍
僧
都
は
『
選
擇
』
を
見
て
故
上
人
を
師
と
し
、

阿
波
の
知
願
房
は
『
授
手
印
』
を
見
て
辨
阿
を
師
と
せ
ん
と
云
う
が
如
し
。
消

息
あ
り
〈
云
云
〉。
又
た
云
く
。
淨
土
宗
に
は
人
師
多
し
。
祖
師
の
血
脈
が
大

事
な
り
。『
安
樂
集
』
下
に
云
く
。〈
取
意
〉
流
支
、
慧
寵
、
道
場
、
曇
鸞
、
大

海
上
統
と
〈
文
〉。『
高
僧
傳
』
に
は
、
流
支
親
り
曇
鸞
に
値
い
奉
り
給
う
と
見

え
た
り
。
故
上
人
は
、
二
つ
が
中
『
安
樂
集
』
は
何
に
よ
り
て
書
き
給
う
や
ら

ん
、
え
知
ら
ず
不
審
な
り
と
て
捨
て
た
ま
え
り
。『
高
僧
傳
』
に
よ
る
べ
し
と

あ
り
し
な
り
）
（1
（

。

こ
こ
で
聖
光
は
、
中
国
に
お
け
る
曇
鸞
と
道
綽
の
相
伝
が
時
代
を
隔
て
て
い
て
面
授

口
決
の
師
資
相
承
で
は
な
い
と
自
ら
難
じ
、
こ
れ
に
対
し
て
道
綽
が
曇
鸞
の
徳
が
記

載
さ
れ
た
碑
文
を
見
て
、
曇
鸞
を
祖
師
に
し
た
と
答
え
て
い
る
。
加
え
て
、
法
然
上

人
と
静
遍
、
聖
光
自
身
と
知
願
房
の
事
例
を
も
っ
て
、
直
接
の
面
授
口
決
で
は
な
く

て
も
著
作
に
よ
っ
て
師
資
相
承
が
成
立
す
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
上
で
浄
土
宗
に
お

け
る
祖
師
の
血
脈
相
承
が
大
事
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聖
光
は
著
作
を

用
い
る
こ
と
に
依
っ
て
相
承
が
可
能
で
あ
り
、
決
し
て
面
授
口
決
だ
け
が
相
承
で
は
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な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
聖
光
の
言
説
か
ら
、
聖
光
在
世
当
時
に
は
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
歴
史
的

な
口
決
相
承
の
有
無
は
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
曇
鸞
と
道
綽
の
相
承

の
よ
う
に
著
作
を
用
い
る
こ
と
に
依
る
相
承
を
説
明
す
る
の
み
で
大
き
な
問
題
に
は

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
対
外
的
な
問
題
よ
り

も
浄
土
宗
内
部
の
異
流
や
邪
義
へ
の
対
内
的
な
問
題
解
決
の
方
が
聖
光
に
と
っ
て
の

喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
そ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
も
、
法
然
上
人
が
開
顕
し
た
浄

土
宗
血
脈
の
正
し
い
面
授
口
決
の
相
承
を
自
身
が
行
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
義
務
感
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
聖
光
よ
り
面
授
口
決
の
相
承
を
受
け
た
浄
土
宗
三
祖
良
忠
（
一
一
九
九
―
一

二
八
七
）
に
お
け
る
浄
土
宗
血
脈
の
口
決
相
承
に
関
す
る
言
説
を
み
て
い
く
。
良
忠

の
『
決
疑
鈔
裏
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〇
道
綽
因
縁
の
事
。
問
う
。
鸞
法
師
三
世
已
下
の
懸
孫
の
弟
子
な
り
と
い
う
。

三
世
と
は
意
如
何
。
答
う
。
三
代
の
末
弟
子
を
云
う
な
り
。『
安
樂
集
』
に
云

く
。
曇
鸞
法
師
、
大
海
禪
師
、
法
上
法
師
〈
已
上
〉。
故
に
知
ぬ
。
曇
鸞
等
の

三
師
を
三
世
と
云
う
と
〈
云
云
〉。
但
し
此
く
の
如
く
意
得
れ
ば
、
道
綽
は
曇

鸞
の
碑
文
を
見
て
淨
土
に
歸
し
た
ま
う
と
見
え
た
り
。
知
ぬ
。
口
決
相
傳
に
は

非
れ
ど
も
依
用
相
傳
な
り
と
云
う
事
を
。
例
せ
ば
天
台
宗
の
惠
文
禪
師
、
龍
樹

の
『
大
論
』
を
依
用
せ
る
を
相
傳
と
云
う
が
如
し
。
全
く
道
綽
は
是
れ
法
上
法

師
の
弟
子
と
は
見
え
ざ
る
を
や
。
こ
れ
を
答
え
と
す
べ
し
。
設
い
法
上
に
も
受

け
ざ
れ
ど
も
、
三
世
已
下
の
弟
子
と
云
う
か
。
又
た
碑
文
に
歸
す
る
と
云
え
ど

も
、
其
の
後
、
法
上
に
も
受
け
る
か
。

こ
こ
に
良
忠
は
、
聖
光
と
同
じ
く
曇
鸞
と
道
綽
の
血
脈
相
承
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
聖
光
と
同
じ
で
あ
る
が
、
良
忠
の
場
合
は
曇
鸞
と
道
綽
は

「
口
決
相
伝
」
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
お
り
、
そ
の
上
で
、
碑
文
や
書
物
を
用

い
る
こ
と
に
依
っ
て
宗
義
を
相
承
す
る
「
依
用
相
伝
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
肯
定
的
に

説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
依
用
相
伝
が
、
龍
樹
の
『
大
智
度
論
』
の
依
用
を
も

っ
て
恵
文
が
教
え
を
相
伝
し
た
と
し
て
天
台
宗
に
も
事
例
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て

い
る
。
こ
の
良
忠
の
問
答
の
中
に
も
、
宗
義
の
相
承
は
面
授
口
決
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
の
強
い
意
識
は
見
い
だ
せ
ず
、「
依
用
相
伝
」
で
充
分
に
説
明
で
き
て
い
る

の
で
、
特
に
口
決
相
承
で
は
な
い
こ
と
を
擁
護
す
る
よ
う
な
言
説
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
良
忠
の
活
躍
し
て
い
た
時
点
で
は
、
浄
土
宗
血
脈
に
口
決
相
承
が

な
い
こ
と
で
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
後
代
に
聖
冏
が
「
口
決
相
承
」「
依
用
相
承
」
と
い
う
言
葉
を
使
用

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
と
考
え
ら
れ
る
「
口
決
相
伝
」「
依
用
相
伝
」
と
い

う
語
の
使
用
が
、
こ
の
良
忠
『
決
疑
鈔
裏
書
』
に
す
で
に
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二

種
の
血
脈
相
伝
の
嚆
矢
は
良
忠
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
良
忠
に
お
い
て
は

血
脈
相
伝
に
二
種
あ
っ
て
、
浄
土
宗
は
依
用
相
伝
で
あ
る
の
で
問
題
が
な
い
と
す
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
血
脈
に
宗
脈
と
戒
脈
の
二
種
の
相
伝
が

あ
る
と
述
べ
て
い
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

続
い
て
、
第
四
祖
良
暁
（
一
二
五
一
―
一
三
二
八
）
の
『
決
疑
鈔
見
聞
』
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　

但
し
淨
土
一
宗
に
於
い
て
諸
家
同
じ
か
ら
ざ
る
事

問
う
。
慧
遠
、
慈
愍
、
道
綽
善
導
と
列
ぬ
る
は
、
道
綽
善
導
も
廬
山
の
慧
遠
等

よ
り
相
承
す
る
次
第
を
云
う
や
、
如
何
。
答
う
。
爾
ら
ず
。
道
綽
善
導
は
慧
遠

慈
愍
等
よ
り
次
第
相
承
す
と
は
意
得
べ
か
ら
ず
。
是
れ
は
先
ず
次
第
相
承
の
各



四
七

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

別
な
る
所
を
云
い
擧
る
ま
で
な
り
。
淨
土
宗
の
相
承
に
於
い
て
諸
家
不
同
な
り
。

謂
く
。
廬
山
慧
遠
の
相
承
の
一
流
、
又
た
慈
愍
三
藏
の
相
承
一
流
、
又
た
道
綽

善
導
の
相
承
の
一
流
な
り
。
是
く
の
如
く
多
く
有
り
と
云
え
ど
も
、
今
曇
鸞
道

綽
の
一
流
の
相
承
に
依
り
て
血
脉
を
云
わ
ん
と
云
テ
、『
安
樂
集
』
と
唐
宋
兩

傳
の
二
説
を
出
す
な
り
。

問
う
。
次
第
相
承
の
一
流
を
擧
げ
ん
に
は
、
流
支
三
藏
、
曇
鸞
法
師
等
を
擧
ぐ

べ
し
。
何
ぞ
枝
末
に
到
り
て
道
綽
善
導
を
擧
る
や
。
答
う
。
今
、
道
綽
善
導
を

本
と
す
る
間
、
且
く
爾
云
う
な
り
。
其
の
上
、
廬
山
慧
遠
等
と
云
と
も
、
初
を

ば
擧
げ
ざ
る
な
り
。
廬
山
は
佛
陀
跋
陀
羅
よ
り
念
佛
三
昧
を
相
承
す
と
云
え
り
。

慧
遠
と
慈
愍
は
倶
に
多
く
徒
衆
を
率
い
て
念
佛
を
行
ず
と
見
え
た
り
〈
云
云
〉。

問
う
。
八
宗
九
宗
の
相
承
の
如
き
は
三
國
相
承
す
。
今
、
淨
土
宗
に
到
り
て
は

面
授
口
決
次
第
相
承
の
義
無
し
、
如
何
。
答
う
。
實
に
面
授
口
決
の
次
第
血
脉

無
し
と
云
え
ど
も
、
何
ぞ
相
承
血
脉
の
義
を
云
い
立
て
ざ
ら
ん
や
。
華
嚴
や
天

台
等
の
如
き
は
、
唐
土
よ
り
口
決
相
承
し
日
本
に
到
る
ま
で
今
に
絶
え
ず
と
雖

も
、
天
竺
と
唐
土
の
中
間
は
次
第
相
承
間
斷
せ
り
。
其
の
外
、
口
決
相
承
の
義

は
無
し
と
云
え
ど
も
、
古
師
の
行
儀
を
も
學
し
、
其
の
人
の
敎
え
に
も
隨
う
を

ば
、
皆
な
弟
子
と
云
え
り
。
今
も
黑
谷
上
人
は
、
和
尚
に
値
い
て
面
授
口
決
せ

ず
と
雖
も
、
其
の
法
門
を
學
び
給
う
間
は
次
第
相
承
と
云
う
な
り
）
（1
（

。

良
暁
は
、
良
忠
が
『
決
疑
鈔
』
に
お
い
て
注
釈
を
加
え
て
い
な
い
『
選
択
集
』
所
説

の
浄
土
宗
の
血
脈
に
諸
流
が
あ
る
点
を
取
り
上
げ
、
三
つ
の
問
答
を
も
っ
て
論
じ
て

い
る
。
第
一
問
答
で
は
、
法
然
上
人
が
廬
山
慧
遠
よ
り
諸
師
を
列
記
し
て
い
る
理
由

は
、
浄
土
宗
義
の
相
承
の
順
序
次
第
を
示
す
た
め
な
の
か
を
論
じ
、
第
二
問
答
で
は
、

な
ぜ
相
承
の
流
派
の
名
称
に
淵
源
に
あ
た
る
菩
提
流
支
や
曇
鸞
で
は
な
く
枝
末
の
道

綽
と
善
導
大
師
の
名
を
用
い
る
の
か
を
論
じ
、
第
三
問
答
で
は
、
浄
土
宗
が
他
宗
の

よ
う
に
三
国
伝
来
の
面
授
口
決
の
次
第
相
承
が
な
い
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
か
を
論

じ
て
い
る
。

　

第
一
問
答
に
つ
い
て
は
、
浄
土
教
の
流
れ
に
三
つ
の
異
な
る
次
第
相
承
の
流
れ
が

あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
な
か
曇
鸞
道
綽
の
流
れ
を
浄
土
宗
義
の
血
脈
と
す
べ
く
、

『
安
楽
集
』
や
唐
宋
の
『
高
僧
伝
』
所
載
の
相
承
説
を
法
然
上
人
が
紹
介
し
た
と
述

べ
て
い
る
。
第
二
問
答
に
つ
い
て
は
、
依
る
べ
き
浄
土
教
の
一
流
が
道
綽
と
善
導
大

師
を
中
心
に
据
え
た
次
第
相
承
の
流
れ
で
あ
る
か
ら
、
廬
山
流
が
慧
遠
に
念
仏
を
伝

え
た
仏
陀
跋
陀
羅
の
名
を
挙
げ
な
い
よ
う
に
、
始
祖
と
な
る
人
を
あ
げ
る
必
要
が
な

い
と
答
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
最
も
重
要
な
問
答
が
第
三
問
答
で
あ
る
。
良
暁
は
こ
の
問
答
の
冒
頭
に

八
宗
九
宗
と
も
い
わ
れ
る
当
時
の
諸
宗
派
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
印
度
か
ら
日
本
に
到
る

相
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
宗
に
は
面
授
口
決
の
次
第
相
承

と
い
う
も
の
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
ら
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
短
い
文
章
だ
け
で
は
、
良
暁
が
具
体
的
に
誰
を
想
定
し
て
問
答
を
出
し
て
い
る

か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
良
忠
ま
で
の
時
代
と
異
な
り
、
良
暁
の
時
に
は
面
授

口
決
の
次
第
相
承
の
有
無
が
問
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
問
答
を
想
定
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
良
暁
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
た
し
か

に
浄
土
宗
に
面
授
口
決
に
よ
っ
て
次
第
し
て
相
承
さ
れ
た
血
脈
は
な
い
け
れ
ど
も
、

浄
土
宗
の
相
承
・
血
脈
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
答
え
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
華
厳
宗
や
天
台
宗
等
で
も
中
国
か
ら
口
決
相
承
し
て
日
本
に
至
る
ま
で
の

系
譜
は
絶
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
印
度
か
ら
中
国
に
至
る
間
に
は
次
第
相
承
が
途

切
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
口
決
相
承
で
は
な
い
も
の
の
、
過
去
の
祖
師
の
行
儀
や
教
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義
を
学
び
随
う
者
を
み
な
そ
の
弟
子
と
い
う
よ
う
に
、
教
え
は
相
承
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
い
ま
浄
土
宗
の
場
合
も
、
法
然
上
人
が
善
導
大
師
に
直
接
お
会
い
し
て
面
授
口

決
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
が
善
導
大
師
所
説
の
法
門
を
学

び
と
ら
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
次
第
相
承
が
な
さ
れ
た
と
言
い
得
る
と
良
暁
は
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
良
暁
の
時
代
ま
で
は
口
決
相
承
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
依
用
相
伝

を
説
明
す
る
だ
け
で
問
題
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
良
暁
の
時
に
は
、
浄

土
宗
に
口
決
相
承
が
あ
る
か
否
か
を
論
ぜ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
善
導
大
師
と
法
然
上

人
の
間
に
面
授
口
決
の
相
承
が
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、
浄
土
宗
の
血
脈
を

論
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
良
暁
以
降
、
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
の

有
無
が
よ
り
厳
し
く
取
り
沙
汰
さ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
聖
光
、
良
忠
、
良
暁
の
三
者
に
お
け
る
浄
土
宗
口
決
相
承
に
つ

い
て
の
見
解
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
次
の
よ
う
な
点
が
確
認
で
き
た
。

・〈
経
巻
相
承
・
依
用
相
伝
の
基
礎
確
立
は
聖
光
〉

　

曇
鸞
と
道
綽
が
面
授
口
決
の
相
承
で
は
な
い
こ
と
を
例
に
、
浄
土
宗
の
相
承
が
面

授
口
決
で
な
く
て
も
著
作
を
通
じ
て
血
脈
相
承
が
成
立
す
る
こ
と
を
二
祖
聖
光
が

論
じ
て
い
た
。

・〈
聖
光
は
宗
外
か
ら
の
論
難
よ
り
も
宗
内
の
異
流
邪
義
を
問
題
視
〉

　

周
知
の
よ
う
に
聖
光
が
執
筆
活
動
を
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
異
流
邪
義

の
台
頭
で
あ
り
、
聖
光
が
口
決
相
承
を
重
要
視
す
る
の
は
、
自
身
の
説
示
が
法
然

上
人
の
面
授
口
決
に
依
る
正
義
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
と
の
意
図
か
ら
で
あ
る
。

・〈
口
決
相
伝
と
依
用
相
伝
と
い
う
二
種
の
血
脈
相
伝
の
語
の
使
用
は
良
忠
を
嚆
矢

と
す
る
〉

　

聖
光
に
同
じ
く
、
浄
土
宗
の
血
脈
相
伝
は
口
決
相
伝
で
は
な
く
、
著
作
を
通
し
て

行
わ
れ
る
依
用
相
伝
で
あ
る
点
を
良
忠
が
明
確
化
し
て
い
る
。

・〈
良
忠
の
時
代
に
は
ま
だ
依
用
相
伝
を
論
ず
る
だ
け
で
問
題
な
し
〉

　

浄
土
宗
が
依
用
相
伝
の
み
で
口
決
相
伝
が
な
い
と
説
明
し
て
も
問
題
に
は
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
面
授
口
決
の
相
伝
を
持
た
な
い
点
に

お
い
て
、
浄
土
宗
の
相
伝
が
宗
外
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
察
せ
ら

れ
る
。

・〈
良
暁
の
時
代
に
至
っ
て
、
他
宗
か
ら
の
批
判
を
想
定
し
た
浄
土
宗
の
血
脈
相
伝

が
論
じ
ら
れ
る
〉

師
の
良
忠
に
は
み
ら
れ
な
い
問
答
を
設
け
、
三
国
伝
来
の
血
脈
相
伝
を
持
っ
て
い

る
と
さ
れ
る
他
宗
で
も
、
面
授
口
決
の
相
伝
だ
け
で
流
伝
し
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
浄
土
宗
に
も
過
去
の
祖
師
の
教
義
や
行
儀

を
学
び
随
う
こ
と
に
よ
る
血
脈
相
伝
が
有
る
こ
と
を
良
暁
は
主
張
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
二
祖
か
ら
四
祖
ま
で
の
血
脈
相
伝
は
、
面
授
口
決
で
は
な
く

著
作
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
依
用
相
伝
で
あ
る
と
説
き
継
が
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
四

祖
良
暁
の
時
代
に
は
一
教
団
と
し
て
あ
ら
た
め
て
宗
派
の
血
脈
相
伝
を
明
確
化
す
る

必
要
が
生
じ
て
き
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
良
暁
以
後
に
鎌
倉
光

明
寺
を
引
き
継
い
だ
定
慧
（
一
二
九
六
―
一
三
七
〇
）
や
常
陸
太
田
に
法
然
寺
を
建

立
し
た
蓮
勝
（
一
二
八
二
―
一
三
六
二
）、
瓜
連
常
福
寺
を
開
山
し
た
了
実
（
一
三

〇
三
―
一
三
八
六
）
の
記
録
を
も
と
に
、
同
じ
く
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
確

認
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
三
師
に
は
残
念
な
が
ら
浄
土
宗
の
口
決
相
承
を
め
ぐ

る
議
論
を
確
認
す
る
著
作
が
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
期
間
に
禅
宗
の
台
頭
等
の
影

響
を
受
け
て
、
浄
土
宗
に
お
い
て
も
血
脈
相
承
、
殊
に
口
決
相
承
の
有
無
が
問
わ
れ

て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
代
の
三
師
の
見
解
は
確
認
で
き
な
い
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浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

も
の
の
、
定
慧
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
り
、
独
特
な
相
承
説
を
提
唱
し
た
澄
円
の
存
在

や
、
三
師
の
血
脈
相
承
を
直
接
受
け
た
聖
冏
の
著
作
か
ら
、
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決

相
承
を
め
ぐ
る
議
論
や
苦
悩
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
ま
ず

澄
円
に
お
け
る
面
授
口
決
の
相
承
を
考
察
し
て
い
く
。

三
、
澄
円
に
お
け
る
浄
土
宗
の
相
承
説

（
１
）
澄
円
の
相
承
に
関
す
る
著
作
に
つ
い
て

　

良
暁
の
弟
子
の
定
慧
や
蓮
勝
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
の
が
澄
円
で
あ
る
。
澄

円
に
は
、
浄
土
宗
の
相
承
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
本
が
三
種
類
あ
る
。
一
つ
に
は

『
浄
土
十
勝
論
』
で
あ
り
、
二
つ
に
は
『
夢
中
松
風
論
』、
三
つ
に
は
『
獅
子
伏
象

論
』
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
稿
で
は
、
古
来
よ
り
偽
作
説
の
あ
る
『
獅
子
伏
象
論
』

は
取
り
扱
わ
な
い
）
（1
（

。『
獅
子
伏
象
論
』
は
六
巻
あ
る
う
ち
の
中
巻
末
の
み
現
存
し
て

お
り
、
他
の
五
冊
は
引
用
文
な
ど
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
中
巻
末
一
巻
の

う
ち
に
相
承
に
関
す
る
記
述
が
と
て
も
多
く
、
そ
の
種
類
も
①
雑
行
相
承
・
正
行
相

承
、
②
合
肉
面
授
相
承
・
非
合
肉
面
授
相
承
の
二
種
類
が
登
場
す
る
。
前
者
は
い
わ

ゆ
る
円
頓
戒
の
相
承
で
あ
り
、
後
者
は
阿
弥
陀
如
来
を
始
祖
と
し
て
釈
尊
な
ど
の
佛

菩
薩
が
列
な
り
、
最
終
的
に
善
導
大
師
か
ら
法
然
上
人
へ
の
直
受
相
承
が
な
さ
れ
る

と
い
う
念
仏
の
相
承
で
あ
る
。
後
者
は
面
授
口
決
相
承
と
念
仏
三
昧
に
よ
る
夢
中
相

承
の
こ
と
で
あ
る
。
興
味
深
い
相
承
説
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
浄
土
十
勝

論
』
所
説
と
も
異
な
る
）
（1
（

。
そ
の
他
、
二
祖
聖
光
や
西
山
証
空
が
入
宋
し
て
律
・
禅
・

浄
土
教
の
相
伝
を
受
け
た
こ
と
や
、
法
然
上
人
在
世
中
に
聖
光
が
南
宋
皇
帝
孝
宗

（
在
位
一
一
六
二
―
一
一
八
九
年
）
に
極
楽
一
乗
仏
戒
を
授
け
た
こ
と
等
、
事
実
と

は
認
め
が
た
い
内
容
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
粗
雑
な
内
容
か
ら
も
、『
浄
土
十

勝
論
』
作
者
と
『
獅
子
伏
象
論
』
作
者
は
到
底
同
じ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
た

め
、
こ
こ
で
は
澄
円
の
著
作
と
し
て
『
浄
土
十
勝
論
』
と
『
夢
中
松
風
論
』
を
取
り

扱
う
）
（1
（

。（
２
）『
夢
中
松
風
論
』
に
お
け
る
相
承
説

　

は
じ
め
に
『
夢
中
松
風
論
』
に
は
、
浄
土
教
の
祖
師
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
問
答

が
あ
る
。

問
う
。
菩
提
留
支
三
藏
等
の
淨
土
の
諸
大
祖
師
、
大
乘
の
法
門
を
知
り
給
い
。

竝
に
大
乘
の
敎
旨
を
以
て
人
を
化
導
し
給
う
と
は
、
何
な
る
僧
史
に
出
た
る
や
。

答
う
。
仁
者
は
禪
門
暗
證
の
人
な
れ
ば
と
て
、
餘
り
に
所
見
狹
く
拙
く
し
て
、

僧
史
諸
書
の
文
を
ば
伺
い
見
給
わ
ざ
り
け
る
者
か
な
。
此
の
問
は
、
四
記
の
答

の
中
に
は
捨
置
棄
答
に
當
れ
り
。
是
れ
不
可
記
の
問
い
な
り
。
さ
れ
ど
も
和
尙

及
び
致
迷
の
者
の
爲
に
之
れ
に
答
う
べ
し
。
先
ず
菩
提
流
支
三
藏
は
二
土
の
方

言
に
達
し
、
三
學
の
源
底
を
究
め
給
え
り
。
二
祖
綽
公
禪
師
、
淨
土
の
祖
承
の

次
第
を
立
て
給
わ
く
。
中
國
及
以
び
此
の
土
の
大
德
の
所
行
に
依
る
と
は
、
餘

が
五
翳
面
墻
な
る
、
豈
に
寧
ろ
輙
く
せ
ん
や
。
但
し
遊
歷
披
勘
を
以
て
、
師
承

有
る
こ
と
を
敬
う
。
何
と
な
ら
ば
、
謂
く
、
中
國
の
大
乘
法
師
に
流
支
三
藏
あ

り
〈
已
上
〉
と
い
え
り
。
次
に
曇
鸞
大
師
は
四
論
の
佛
性
に
明
か
に
し
て
、
南

梁
・
北
魏
兩
朝
の
國
師
な
り
。
し
か
侍
れ
ば
、
則
ち
南
梁
の
蕭
王
は
禮
し
て
神

鸞
菩
薩
と
稱
し
、
北
魏
の
國
主
は
、
勅
し
て
玄
中
大
巖
の
兩
寺
に
任
ぜ
し
む
。

又
た
自
ら
玄
簡
大
士
と
號
し
給
え
り
。
綽
公
禪
師
の
云
く
。
次
に
大
德
有
り
。

光
を
和
ら
げ
孤
り
二
國
に
栖
む
。
慕
仰
則
ち
曇
鸞
法
師
に
あ
り
と
〈
已
上
〉。

次
に
綽
公
禪
師
は
𣵀
槃
大
乘
の
英
雄
、
淨
土
頓
敎
の
祖
師
な
り
。
次
に
光
明
大
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師
は
九
品
の
敎
主
、
三
昧
の
證
者
な
り
。
今
の
み
侍
ら
ず
。
三
論
宗
の
英
哲
、

淨
土
宗
の
高
祖
な
り
。
空
也
上
人
の
云
く
。
善
導
は
是
れ
三
論
宗
の
人
師
、
念

佛
門
の
師
な
り
。
誓
て
頂
禮
す
る
な
り
。
又
た
云
く
。
大
唐
の
善
導
和
尙
を
傳

て
云
く
。
和
尙
は
是
れ
泗
州
の
人
な
り
。
幼
に
し
て
密
州
の
明
勝
法
師
の
許
に

投
じ
て
出
家
す
。『
法
華
』『
維
摩
』
の
兩
經
を
誦
す
。
明
勝
法
師
は
嘉
祥
一
門

の
人
、
三
論
宗
の
名
德
な
り
〈
已
上
〉。
次
に
懷
感
法
師
は
玄
契
三
藏
の
門
人
、

達
者
七
十
二
人
の
其
一
つ
な
り
。
瑜
伽
・
唯
識
の
門
に
長
じ
、
五
法
三
性
の
極

談
に
達
せ
り
。
し
か
あ
る
に
、
後
に
光
明
大
師
に
値
い
奉
り
て
淨
土
敎
を
稟
承

す
。
三
ケ
年
の
間
念
佛
し
て
、
忽
に
靈
瑞
を
感
じ
、
金
色
の
玉
毫
を
見
て
、
念

佛
三
昧
を
證
し
給
え
り
。
次
に
少
康
法
師
は
、
初
は
『
花
嚴
』
等
の
五
部
の
經

典
を
誦
し
、
後
に
は
光
明
大
師
の
眞
影
に
値
い
奉
り
て
、
親
く
其
の
化
に
預
て
、

大
乘
ノ
彌
陀
ノ
尊
號
を
以
て
行
化
す
。
そ
の
所
化
已
に
三
千
許
の
人
な
り
。
此

れ
等
の
諸
大
師
の
德
行
、
僧
史
諸
傳
に
出
た
り
。
知
ら
ん
と
欲
さ
ば
往
て
見
よ
。

夫
れ
、
此
れ
等
の
大
師
等
は
是
れ
如
來
ノ
御
使
と
し
て
一
切
衆
生
を
誘
引
し
て
、

大
善
根
の
界
に
詣
ら
し
め
給
え
ば
、
大
乘
四
依
の
其
の
隨
一
な
る
條
勿
論
の
事

な
り
。
此
く
の
如
き
祖
師
、
已
に
穢
土
の
外
に
淨
土
あ
り
、
凡
夫
の
外
に
果
佛

あ
り
と
成
立
し
給
え
り
。
是
れ
を
も
小
乘
の
學
者
な
り
と
申
さ
る
べ
き
や
如
何
）
（1
（

。

こ
れ
は
『
夢
中
問
答
』
の
作
者
で
あ
り
、
浄
土
教
を
小
乗
で
あ
る
と
判
じ
た
夢
窓
疎

石
を
想
定
し
て
澄
円
が
立
て
た
問
答
で
あ
り
、
菩
提
流
支
三
蔵
等
の
浄
土
教
の
祖
師

た
ち
が
大
乗
の
法
門
に
通
じ
て
人
々
を
教
化
し
て
い
る
こ
と
は
ど
ん
な
僧
伝
に
書
か

れ
て
い
る
の
か
を
問
う
て
い
る
。
澄
円
は
こ
こ
で
疎
石
を
「
禅
門
暗
証
の
人
」
で
あ

り
、
見
識
が
極
め
て
狭
く
僧
伝
等
す
ら
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
偏
狭
な
者
と
難
じ
て
い

る
。
加
え
て
、
こ
ん
な
問
い
は
答
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
疎
石
を
含
む

迷
え
る
人
々
の
た
め
に
答
え
る
と
し
て
、
浄
土
教
の
祖
師
を
一
人
ず
つ
紹
介
し
て
い

る
。

　

最
初
は
印
度
と
中
国
の
両
国
の
言
葉
に
通
じ
、
戒
定
慧
三
学
を
学
び
つ
く
し
た
菩

提
流
支
を
挙
げ
て
い
る
。
次
に
龍
樹
等
が
著
し
た
四
論
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
時

の
王
に
神
鸞
菩
薩
と
も
称
さ
れ
た
曇
鸞
、
三
人
目
が
『
涅
槃
経
』
を
修
め
、
浄
土
の

教
え
が
頓
教
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
祖
師
の
道
綽
、
四
人
目
が
極
楽
の
教
主
で
あ
り

な
が
ら
人
の
身
を
も
っ
て
念
仏
三
昧
を
証
得
し
た
善
導
大
師
、
五
人
目
が
瑜
伽
唯
識

の
教
学
を
学
び
、
善
導
大
師
の
指
導
で
念
仏
三
昧
を
証
し
た
懐
感
、
六
人
目
が
善
導

大
師
の
影
像
か
ら
親
し
く
教
化
を
受
け
て
、
三
千
人
を
大
乗
仏
教
所
説
の
阿
弥
陀
如

来
の
名
号
を
も
っ
て
教
化
し
た
少
康
で
あ
る
。
こ
れ
ら
浄
土
の
祖
師
た
ち
は
諸
僧
伝

等
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
如
来
の
使
い
と
し
て
大
乗
善
根
の
世
界
で
あ
る
極
楽
浄

土
に
誘
引
し
て
い
く
大
乗
四
依
の
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
浄
土

の
祖
師
た
ち
は
、
み
な
穢
土
の
他
に
浄
土
が
あ
り
、
凡
夫
の
身
の
内
で
は
な
く
身
外

に
悟
り
を
完
成
さ
せ
た
仏
が
い
る
と
説
く
人
々
で
あ
る
と
澄
円
は
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
に
『
夢
中
松
風
論
』
に
お
け
る
浄
土
教
の
祖
師
を
並
べ
な
お
す
と
次
の
通
り
で

あ
る
。

　
　

菩
提
流
支
―
曇
鸞
―
道
綽
―
善
導
―
懐
感
―
少
康

こ
れ
は
『
選
択
集
』
に
紹
介
さ
れ
る
浄
土
宗
の
血
脈
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
穢

土
と
は
別
に
極
楽
浄
土
の
存
在
を
説
き
、
凡
夫
の
身
の
内
で
は
な
く
外
に
阿
弥
陀
如

来
の
存
在
を
説
い
た
僧
侶
の
系
譜
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。『
夢
中
松

風
論
』
に
お
け
る
浄
土
宗
相
承
説
は
、
す
な
わ
ち
指
方
立
相
の
極
楽
と
阿
弥
陀
如
来

を
信
じ
て
念
仏
す
る
僧
侶
を
祖
師
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に
口
決

相
承
の
有
無
等
に
つ
い
て
の
議
論
を
行
っ
て
い
な
い
。
非
常
に
シ
ン
プ
ル
だ
が
、
澄



五
一

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

円
が
浄
土
宗
義
の
肝
要
で
あ
る
指
方
立
相
の
極
楽
浄
土
と
実
在
の
阿
弥
陀
如
来
へ
の

信
仰
を
軸
に
し
て
、
浄
土
宗
の
祖
師
の
系
譜
に
入
る
も
の
か
否
か
を
選
別
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
３
）『
浄
土
十
勝
論
』
に
お
け
る
相
承
説

　

次
に
『
浄
土
十
勝
論
』
に
お
け
る
浄
土
宗
の
血
脈
相
承
説
を
み
て
い
く
。『
浄
土

十
勝
論
』
に
お
け
る
浄
土
宗
の
血
脈
相
承
説
は
「
諸
宗
根
本
勝
」
に
お
い
て
示
さ
れ

て
い
る
。
は
じ
め
に
澄
円
は
「
問
う
て
曰
く
。
真
宗
の
相
承
、
列
祖
の
次
第
を
聞
き

て
、
以
て
師
資
授
受
の
相
貌
を
信
順
せ
ん
」
と
）
（1
（

、
問
答
の
形
式
で
自
身
の
考
え
る
真

宗
の
次
第
相
承
を
聞
き
、
そ
の
師
資
相
承
の
あ
り
方
を
信
じ
順
じ
る
よ
う
に
勧
め
て

い
る
。
そ
の
始
祖
に
つ
い
て
は
、

答
え
て
曰
く
。
乃
往
過
去
の
古
に
一
菩
薩
大
士
有
り
。
平
等
無
偏
の
大
慈
大
悲

に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
凡
愚
を
摂
得
せ
ん
が
為
に
、
念
仏
往
生
の
大
願
を
建

立
し
た
ま
え
り
。
其
の
本
誓
の
体
為
る
、
事
理
定
散
の
衆
善
を
廃
し
て
、
唯
だ

願
行
具
足
の
一
善
の
み
を
取
る
。
言
う
所
の
願
と
は
、
全
く
四
弘
五
大
の
深
願

に
非
ず
。
只
だ
是
れ
厭
欣
の
一
心
な
り
。
言
う
所
の
行
と
は
。
更
に
偏
円
密
実

の
諸
行
に
匪
ず
。
正
し
く
是
れ
果
上
の
尊
号
な
り
。
又
た
其
の
根
機
を
謂
は
ば
、

上
は
持
戒
多
聞
の
上
人
自
り
下
は
殺
鶏
屠
牛
の
下
流
に
至
る
ま
で
皆
な
一
種
の

根
縁
と
為
り
、
斉
し
く
九
品
の
浄
刹
に
導
く
。
果
し
て
等
正
覚
を
成
じ
て
十
劫

よ
り
以こ
の
か
た往
、
因
位
の
本
誓
毫
芒
も
違
せ
ず
、
逆
謗
犯
重
の
一
切
の
悪
輩
を
迎
え

て
、
直
ち
に
無
漏
無
生
の
宝
国
報
土
に
詣
せ
し
む
。
後
際
を
徹
窮
し
て
更
に
息

む
こ
と
無
し
。
其
の
化
主
の
号
を
無
量
寿
観
自
在
甘
露
王
如
来
と
名
づ
く
。
此

れ
は
是
れ
浄
土
宗
の
第
一
鼻
祖
な
り
）
（1
（

。

と
あ
り
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
念
仏
往
生
の
誓
願
を
立
て
て
成
仏
し
た
阿
弥
陀

如
来
を
挙
げ
て
い
る
。
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
の
尊
号
を
称
え

れ
ば
、
い
か
な
る
悪
人
ま
で
も
無
漏
の
極
楽
浄
土
へ
迎
え
と
る
教
主
こ
そ
が
浄
土
宗

の
鼻
祖
で
あ
る
と
澄
円
は
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
澄
円
は
阿
弥
陀
如
来
と
は
い

わ
ず
「
無
量
寿
観
自
在
甘
露
王
如
来
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
名
称
に

つ
い
て
は
、
諸
経
典
を
根
拠
に
そ
の
救
い
の
功
徳
の
面
か
ら
澄
円
は
こ
の
名
前
を
用

い
て
い
る
）
11
（

。
次
に
第
二
祖
に
つ
い
て
は
、

次
に
弥
陀
覚
王
に
依
り
て
梵
行
を
修
し
、
久
遠
に
本
果
を
成
じ
、
今
日
迹
化
を

垂
れ
て
、
慧
日
峻
嶺
を
照
ら
し
、
余
輝
鹿
苑
に
曼お
お

い
、
平
等
の
梵
筵
を
展
ぶ
。

二
処
三
会
の
砌
に
、
仏
性
円
常
を
沙
羅
双
樹
の
下
に
開
い
て
、
一
期
四
十
九
年

の
間
、
広
く
結
縁
の
群
衆
を
化
し
、
又
た
大
悲
出
世
の
本
懐
を
顕
し
、
二
道
の

嶮
夷
を
詳
に
し
、
以
て
之
れ
を
取
捨
し
、
助
正
二
修
を
評
し
て
以
て
之
れ
を
廃

立
す
。
弥
陀
高
祖
の
本
誓
の
如
く
、
秋
毫
も
乖
か
ず
。
其
の
教
主
の
名
を
釈
迦

能
仁
と
称
す
。
此
れ
は
是
れ
浄
土
一
家
の
第
二
の
祖
師
な
り
）
1（
（

。

と
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
修
行
を
行
い
、
久
遠
劫
の
昔
に
成
仏
す
る
こ
と
が

で
き
た
釈
迦
如
来
を
挙
げ
て
い
る
。
澄
円
は
こ
の
よ
う
に
如
来
も
祖
師
の
う
ち
に
数

え
て
い
る
。
そ
の
釈
迦
如
来
は
、
久
遠
劫
の
昔
に
阿
弥
陀
如
来
に
依
っ
て
悟
り
を
得

た
と
い
い
、
さ
ら
に
娑
婆
世
界
に
出
世
し
た
本
懐
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
を
説

き
、
難
易
二
道
の
取
捨
や
、
正
助
二
業
の
廃
立
ま
で
も
釈
迦
如
来
が
行
っ
た
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
釈
尊
観
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
が
、
と
て
も
興
味
深
い

表
現
で
あ
る
。
続
く
第
三
祖
に
つ
い
て
は
、

次
に
光
を
隋
唐
二
代
に
和
げ
て
、
名
を
海
外
六
合
に
播
じ
、
両
尊
大
教
に
依
承

し
て
、
浄
土
の
要
門
を
開
顕
し
、
今
古
を
揩
定
し
、
先
老
を
挫
折
す
。
止
だ
横



五
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

に
弘
願
の
別
教
を
闡
揚
す
る
の
み
に
匪
ず
。
亦
た
兼
ね
て
遐
に
万
世
の
下
を
益

せ
ん
が
為
に
書
を
造
り
て
世
に
発お
こ
なう

。
其
の
語
巧
妙
に
し
て
一
化
の
首
尾
を
該

羅
し
、
厥
の
理
玄
邃
に
し
て
三
世
の
仏
教
を
通
摂
す
。
若
し
斯
の
典
の
玄
意
を

暁
む
れ
ば
、
諸
教
の
文
義
歴
歴
然
と
し
て
見
つ
べ
し
。
一
代
の
教
旨
皎
皎
然
と

し
て
前
に
在
り
。
故
に
信
行
の
彙い

い
は
歩
歩
に
三
悪
の
火
坑
を
超
越
し
、
稟
習

の
輩
念
念
に
九
蓮
の
金
台
に
遊
ぶ
。
闡
提
の
巧
、
得
て
分
称
す
べ
か
ら
ざ
る
者

か
。
其
の
化
主
を
京
師
光
明
尊
者
と
号
す
。
斯
れ
は
是
れ
浄
土
第
三
の
祖
師
な

り
）
11
（

。

と
あ
り
、
中
国
に
お
い
て
釈
迦
弥
陀
二
尊
の
教
え
に
基
づ
い
て
浄
土
の
要
門
を
開
顕

し
た
善
導
大
師
を
挙
げ
て
い
る
。
古
今
の
諸
師
の
浄
土
教
の
解
釈
を
あ
ら
た
め
た
だ

し
、『
観
経
疏
』
を
造
っ
て
世
に
浄
土
教
を
弘
め
た
こ
と
を
讃
え
て
、
善
導
大
師
を

第
三
祖
と
し
て
い
る
。
第
四
祖
に
つ
い
て
は
、

次
に
両
尊
の
洪
典
に
信
順
し
、
京
師
の
文
疏
を
依
憑
し
て
、
超
世
大
願
の
玄
極

を
悟
り
、
三
学
分
外
の
凡
流
を
化
し
、
又
た
愽
陸
殿
下
の
教
命
に
応
じ
て
書
を

著
し
て
世
を
益
す
。
能
く
此
の
典
の
玄
旨
を
解
す
れ
ば
、
大
蔵
衆
経
は
明
鑑
に

臨
む
が
如
く
、
光
明
の
遺
籍
、
日
月
に
対
す
る
に
似
た
り
。
其
の
人
の
字
を
空

公
和
尚
と
称
す
。
此
れ
は
是
れ
真
宗
の
第
四
祖
な
り
）
11
（

。

と
あ
る
。
こ
こ
で
澄
円
は
阿
弥
陀
如
来
と
釈
迦
如
来
の
両
尊
の
数
多
い
経
典
を
信
順

し
、
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
を
た
の
み
と
し
て
念
仏
往
生
の
本
願
の
奥
深
い
真
理

を
悟
り
、
三
学
を
学
ぶ
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
人
々
を
教
化
し
た
法
然
上
人
を
第
四

祖
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
九
条
兼
実
の
願
い
を
受
け
て
法
然
上
人
が
著
し
た

『
選
択
集
』
と
善
導
大
師
の
著
作
は
、
あ
た
か
も
太
陽
と
月
の
関
係
の
よ
う
に
一
対

を
な
し
て
い
る
と
絶
賛
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
澄
円
は

　
　

①
阿
弥
陀
如
来
―
②
釈
迦
如
来
―
③
善
導
大
師
―
④
法
然
上
人

と
浄
土
真
宗
は
次
第
相
承
を
し
て
き
た
と
し
て
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
隔
た
り
が

あ
る
四
祖
を
立
て
て
い
る
。『
夢
中
松
風
論
』
の
相
承
と
比
べ
る
と
明
ら
か
に
異
質

な
相
承
で
あ
る
。
加
え
て
澄
円
は
、

次
に
別
教
の
壺
奥
を
詳
ら
か
に
し
て
『
浄
土
の
十
勝
』
を
著
す
者
有
り
。
若
し

弥
陀
に
継
い
で
之
れ
を
謂
は
ば
是
れ
第
二
祖
な
り
。
若
し
能
仁
に
紹
い
て
之
れ

を
論
ぜ
ば
是
れ
第
三
祖
な
り
。
若
し
光
明
に
継
い
で
之
れ
を
謂
は
ば
是
れ
第
四

祖
な
り
。
若
し
黒
谷
に
継
い
で
之
れ
を
謂
は
ば
廼
ち
第
五
の
祖
な
り
。
其
の
列

位
、
一
定
な
ら
ず
。
此
れ
は
是
れ
原
原
流
流
に
由
り
て
爾
る
の
み
。
智
人
思
察

せ
よ
）
11
（

。

と
、『
浄
土
十
勝
論
』
の
著
者
で
あ
る
自
分
が
相
承
す
る
場
合
に
第
何
祖
に
当
た
る

か
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
澄
円
に
お
け
る
相
承
が
浄
土
教
の

源
流
に
位
置
す
る
先
の
四
祖
師
か
ら
直
接
授
受
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
禅
宗
に
お

い
て
、
坐
禅
の
実
践
に
よ
っ
て
仏
の
悟
り
や
仏
心
に
直
参
す
る
の
と
同
じ
く
、
念
仏

実
践
と
祖
師
の
著
作
の
学
習
を
通
し
て
直
接
阿
弥
陀
如
来
や
釈
迦
如
来
、
善
導
大
師
、

法
然
上
人
か
ら
念
仏
の
奥
旨
を
授
か
る
と
い
う
相
承
の
在
り
方
を
提
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
ど
の
祖
師
に
も
直
参
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
も
直
接

相
承
し
て
祖
師
の
列
位
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
四
祖
師
は
み
な
同

じ
本
願
念
仏
に
よ
る
救
い
と
い
う
源
流
を
悟
っ
た
者
で
あ
り
、
弟
子
た
る
も
の
は
そ

の
源
流
に
直
接
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
同
じ
血
脈
の
流
れ
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
澄
円
は
こ
こ
に
面
授
口
決
の
血
脈
や
相
承
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い

な
い
が
、
自
分
自
身
が
念
仏
実
践
の
中
で
仏
や
祖
師
に
直
接
相
承
を
受
け
る
と
い
う



五
三

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

点
で
、
超
歴
史
的
な
面
授
口
決
の
相
承
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
澄
円

の
相
承
説
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
当
時
隆
盛
し
、
面
授
口
決
を
重
ん
じ
る

宗
風
の
禅
宗
の
思
想
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
宗
外
か
ら
の
批
判
に
耐
え
得
る
師
資
相

承
を
創
出
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
加
え
て
、
澄
円
は
こ
の
血
脈
相
承
に
天
親
や
龍
樹
を
な
ぜ
入
れ
な
い
か
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
問
答
を
設
け
て
い
る
。

請
い
之
れ
を
問
う
て
曰
く
。
夫
れ
天
親
論
主
は
事
理
の
二
観
を
混
一
し
、
助
正

の
両
行
を
雑
説
す
。
亦
た
竜
猛
大
士
は
能
生
の
機
を
菩
薩
に
定
め
、
浄
土
の
教

を
因
明
に
判
ず
。
所
以
に
真
宗
内
証
授
受
の
列
租
に
す
る
に
足
ら
ず
、
又
た
仏

日
東
漢
を
照
ら
し
、
浄
雨
辺
域
に
澍そ
そ

い
で
自
り
以こ
の
か
た往
三
部
握
翫
の
賢
士
、
稍
や

多
け
れ
ど
も
旨
を
得
る
こ
と
甚
だ
稀
な
り
。
然
る
に
機
法
の
分
斉
、
教
行
の
微

密
な
る
こ
と
逞
し
く
厥
の
体
を
得
た
る
は
唯
だ
是
れ
吾
祖
光
明
尊
者
の
み
な
り
。

次
に
能
く
光
明
の
室
内
に
遊
び
、
善
く
先
車
の
途
轍
を
輾き
し
るは

、
亦
た
是
れ
台
嶺

黒
谷
の
然
公
上
人
な
り
。
故
に
立
て
て
以
て
四
五
の
両
祖
と
為
す
。
後
進
怪
し

む
こ
と
勿
れ
。
曰
く
。
敢
え
て
問
う
て
曰
く
。
此
れ
は
是
れ
内
証
不
共
授
受
の

次
第
な
り
。
亦
た
外
用
面
異
列
祖
の
図
無
き
に
非
ず
。
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
来
問

せ
よ
。
已
上
、
自
宗
の
内
証
の
列
祖
次
第
を
明
か
し
訖
ぬ
）
11
（

。

こ
こ
で
澄
円
は
、
過
去
の
祖
師
た
ち
が
天
親
と
龍
樹
を
浄
土
教
祖
師
と
み
な
し
て
き

た
こ
と
を
意
識
し
て
か
、
両
師
の
名
前
を
挙
げ
て
、
あ
え
て
自
分
の
信
じ
る
浄
土
教

祖
師
と
は
言
え
な
い
と
断
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、
天
親
『
往
生
論
』
は
正
助
二
行
が

混
在
し
て
説
か
れ
る
等
、
念
仏
一
行
に
な
り
き
れ
て
お
ら
ず
、
龍
樹
は
浄
土
教
を
傍

ら
に
し
か
説
い
て
い
な
い
と
、「
真
宗
内
証
授
受
の
列
祖
」
に
加
え
る
に
は
不
足
で

あ
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
澄
円
は
あ
く
ま
で
も
善
導
大
師
や
法
然
上
人
が

説
く
純
粋
な
浄
土
教
を
伝
え
る
者
の
み
を
浄
土
真
宗
の
血
脈
相
承
に
加
え
る
べ
き
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
土
教
を
修
習
す
る
人
が
い
か
に
多
く
と
も
、
そ

の
祖
師
と
呼
べ
る
者
は
仏
の
内
証
を
授
受
し
た
者
で
あ
り
、
浄
土
の
教
行
を
体
得
し

た
善
導
大
師
と
そ
の
教
え
を
学
び
修
め
た
法
然
上
人
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、

澄
円
の
い
う
内
証
授
受
の
次
第
相
承
は
二
仏
と
二
師
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
仏
の
み
が
有
す
る
内
証
と
い
う
源
流
を
重
視
す
る
血
脈
相
承
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

そ
の
よ
う
に
澄
円
の
定
め
た
内
証
不
共
授
受
の
列
祖
四
人
は
、
み
な
悟
り
を
得
た

仏
と
受
け
と
め
て
い
た
と
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。『
浄
土
十
勝
論
』

の
他
の
箇
所
に
も

夫
れ
光
明
、
黒
谷
の
両
傑
は
、
是
れ
弥
陀
悲
母
の
応
現
な
り
。
勢
至
慈
尊
の
降

誕
な
り
。
故
に
慈
雲
広
く
覆
い
、
悲
雨
普
く
灑
ぐ
。
若
し
厄
難
の
衆
生
を
視
れ

ば
、
匍
匐
し
て
以
て
之
れ
を
救
済
し
、
立
撮
し
て
以
て
之
れ
を
汲
引
す
）
11
（

。

と
あ
っ
て
、
善
導
大
師
と
法
然
上
人
を
阿
弥
陀
如
来
の
応
現
で
あ
っ
て
衆
生
を
救
済

す
る
存
在
と
説
き
、
ま
た

抑
も
吾
が
無
量
寿
如
来
は
、
啻
だ
生
を
朱
氏
に
受
け
て
始
て
宝
刹
の
二
厳
を
飾

り
た
ま
う
に
は
匪
ず
。
又
た
形
を
漆
家
に
容
れ
て
重
て
真
宗
の
正
幢
を
堅
む
。

所
謂
吾
が
黒
谷
尊
師
是
れ
な
り
。
凡
そ
西
天
に
影
現
し
て
は
自
ら
「
来
生
せ
ん

と
欲
せ
ば
当
に
我
が
名
を
念
ず
べ
し
。
休
息
有
る
こ
と
莫
れ
。
則
ち
来
生
す
る

こ
と
を
得
ん
」
を
示
し
）
11
（

、
東
夏
に
降
誕
し
て
は
、
手
ず
か
ら
「
念
仏
三
昧
功
能

は
超
絶
し
て
実
に
雑
善
を
も
っ
て
比
類
と
為
す
こ
と
を
得
る
に
非
ず
」
と
称
せ

ら
れ
る
）
11
（

。
且
く
又
た
重
ね
て
扶
桑
朝
中
に
応
来
し
て
は
、
当
に
知
る
べ
し
。
随

他
の
前
に
は
蹔
く
定
散
の
門
を
開
く
と
雖
も
、
随
自
の
後
は
還
り
て
定
散
の
門



五
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

を
閉
づ
。
一
た
び
開
き
て
以
後
、
永
く
閉
じ
ざ
る
は
唯
だ
是
れ
念
仏
の
一
門
な

り
。
弥
陀
の
本
願
、
釈
尊
の
付
属
の
意
、
此
こ
に
在
り
と
判
定
し
た
ま
え
り
。

然
れ
ば
則
ち
、
持
名
の
妙
行
は
是
れ
如
来
因
位
の
願
王
の
正
業
に
し
て
、
且
く

三
度
顕
現
の
本
懐
の
要
行
な
る
者
な
り
。
卓
朗
の
智
者
自
ら
知
れ
）
11
（

。

と
あ
る
通
り
、
阿
弥
陀
如
来
は
印
度
に
て
釈
迦
如
来
と
し
て
生
ま
れ
、
中
国
に
は
善

導
大
師
と
し
て
生
ま
れ
、
日
本
で
は
法
然
上
人
と
し
て
お
誕
生
に
な
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
澄
円
に
と
っ
て
真
宗
の
内
証
不
共
授
受
列
祖
と
は
、
相
承
と
は
い
う
も
の
の
、

阿
弥
陀
如
来
自
身
が
人
間
の
身
と
し
て
娑
婆
に
応
現
し
た
系
譜
と
い
い
か
え
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
が
釈
迦
如
来
に
よ
っ
て
付
属
さ
れ
、
善

導
大
師
と
法
然
上
人
に
よ
っ
て
念
仏
一
行
の
法
門
が
正
し
く
説
き
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
三
度
も
濁
世
に
顕
現
し
て
法
を
伝
え
た
姿
で
あ

り
、
ご
自
身
の
本
懐
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
内
証
を
直
接
に
授
受
す
る
相
承
が
浄
土
真

宗
に
は
あ
り
、
人
間
と
人
間
だ
け
の
相
承
で
は
な
い
、
高
次
の
相
承
の
存
在
を
澄
円

は
説
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
澄
円
は
『
浄
土
十
勝
論
』
に
お
い
て
「
外
用
面
異
列
祖
」
と
い
う

血
脈
相
承
が
あ
る
こ
と
も
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
澄
円
は
、
聞
き
た

け
れ
ば
尋
ね
に
来
る
よ
う
に
と
だ
け
述
べ
て
い
て
、
残
念
な
が
ら
そ
の
内
容
を
明
か

し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
「
外
用
面
異
列
祖
の
図
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

現
存
し
て
い
な
い
が
『
浄
土
五
祖
系
図
』、『
同
光
彩
論
』、『
浄
土
五
祖
弁
』、『
同
末

書
』
な
ど
に
登
場
す
る
相
承
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
著
作
の

ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
て
い
る
も
の
の
、
澄
円
の
詞
章
が
付
さ
れ
た
「
浄
土
五
祖
絵
」

は
現
存
し
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
曇
鸞
巻
の
冒
頭
に
は
曇
鸞
を
「
真
宗
の
初
祖
」
と
述
べ
る

箇
所
も
あ
り
、『
夢
中
松
風
論
』
に
も
「
吾
が
初
祖
玄
簡
大
士
は
『
十
住
論
』
に
依

り
て
、
自
他
の
二
力
を
立
て
給
ヘ
リ
」
と
あ
る
の
に
符
合
す
る
）
1（
（

。
す
な
わ
ち
、『
夢

中
松
風
論
』
に
て
論
じ
ら
れ
る
相
承
説
が
「
外
用
面
異
列
祖
」
の
内
容
で
あ
る
こ
と

が
類
推
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
澄
円
の
相
承
説
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
内
証
授
受
列
祖　

①
阿
弥
陀
仏
―
②
釈
尊
―
③
善
導
―
④
法
然　
（
②
～

⑤
澄
円
）

二
、
外
用
面
異
列
祖　

菩
提
流
支
―
①
曇
鸞
―
②
道
綽
―
③
善
導
―
④
懐
感
―

⑤
少
康

一
つ
目
の
内
証
面
授
受
列
祖
の
相
承
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
娑
婆
応
現
の
歴
史
で
あ
り
、

そ
の
内
証
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
澄
円
を
含
む
浄
土
真
宗
の
行
者
は
、
阿
弥
陀
如

来
の
内
証
に
直
参
・
直
入
す
れ
ば
、
時
間
や
空
間
を
超
越
し
た
面
授
口
決
の
相
承
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
澄
円
は
浄
土
の
真
宗
に
極
め
て
高
次
の
相
承
が
あ
る
こ
と

を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
外
用
面
異
列
祖
の
相
承
は
法
然
上
人
所
説
の
中
国
浄
土
五
祖
説
で
あ
り
、

澄
円
は
こ
の
相
承
が
穢
土
と
は
別
に
極
楽
浄
土
の
存
在
を
説
き
、
凡
夫
の
身
の
内
で

は
な
く
外
に
阿
弥
陀
如
来
の
存
在
を
説
い
た
祖
師
の
血
脈
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
れ
は
特
に
依
用
相
承
と
も
口
決
相
承
と
も
言
及
し
て
い
な
い
が
、
浄
土
の
真
宗
が
、

そ
の
教
義
の
要
諦
を
伝
え
る
歴
史
的
血
脈
相
承
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
主
張

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
澄
円
は
、
他
宗
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
論
難
が

向
け
ら
れ
て
い
た
時
代
に
血
脈
相
承
の
面
か
ら
も
力
強
く
勝
義
性
を
示
し
、
浄
土
の

真
宗
を
宣
揚
し
た
の
で
あ
る
。



五
五

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

四
、
聖
冏
に
お
け
る
浄
土
宗
の
相
承
説

（
１
）
聖
冏
の
相
承
に
関
す
る
著
作
に
つ
い
て

　

浄
土
宗
の
相
承
説
に
言
及
し
て
い
る
主
だ
っ
た
聖
冏
の
著
作
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通

り
で
あ
る
。

・『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』　　
　

貞
治��

二
年（
一
三
六
三
）聖
冏
二
三
歳
の
成
立

・『
釈
浄
土
二
蔵
義
』　　
　
　

至
徳��

二
年（
一
三
八
五
）聖
冏
四
五
歳
の
成
立

・『
教
相
十
八
通
』　　
　
　
　

至
徳��

三
年（
一
三
八
六
）聖
冏
四
六
歳
以
前
の
成
立

・『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
直
牒
』　

応
永��
三
年（
一
三
九
六
）聖
冏
五
六
歳
の
成
立

・『
往
生
礼
讃
私
記
見
聞
』　　

応
永
一
七
年（
一
四
一
〇
）聖
冏
七
〇
歳
頃
の
成
立

・『
選
択
口
伝
口
筆
』　　
　
　

応
永
二
三
年（
一
四
一
六
）聖
冏
七
六
歳
の
成
立

こ
の
う
ち
聖
冏
の
相
承
説
を
語
る
上
で
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
『
浄
土
真
宗
付
法

伝
』（
以
下
、『
付
法
伝
』
と
略
す
）
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
通
り
、
二
祖
か
ら
四
祖
ま

で
浄
土
宗
に
は
口
決
相
承
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
反
し
、
こ
の
『
付
法
伝
』

は
浄
土
宗
に
も
面
授
口
決
の
相
承
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
説
い
て
い
る
。
現
在
も
続

く
浄
土
宗
僧
侶
の
養
成
（
伝
法
）
に
欠
か
せ
な
い
相
承
説
で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
書
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
研
究

は
少
な
く
、『
付
法
伝
』
の
内
容
を
検
討
し
た
も
の
は
少
な
い
。
そ
も
そ
も
ど
う
し

て
聖
冏
に
至
っ
て
、
急
に
浄
土
宗
に
口
決
相
承
が
あ
っ
た
と
言
い
得
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
理
由
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
冏
二
三
歳
の
時
は
、
ま
だ
定
慧
の
も
と

で
学
ん
で
い
る
最
中
で
あ
る
。
い
か
に
天
才
と
評
さ
れ
る
聖
冏
で
あ
っ
て
も
、
師
の

定
慧
に
相
談
も
な
く
ま
っ
た
く
の
独
創
で
血
脈
相
承
を
打
ち
立
て
た
と
は
考
え
に
く

い
。
そ
の
た
め
、
聖
冏
の
浄
土
宗
に
お
け
る
相
承
説
に
は
、
お
そ
ら
く
定
慧
も
納
得

す
る
よ
う
な
手
が
か
り
に
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
聖
冏
の
相
承
説
を
み
て
い
く
に
あ
た
り
、
そ
の
淵
源
も
考
察
、
確
認
し
て
ゆ

く
。
ま
た
、
そ
の
上
で
『
付
法
伝
』
と
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
以
降
の
相
承
説
、
及
び

聖
聡
に
依
っ
て
口
筆
さ
れ
た
晩
年
の
聖
冏
口
伝
の
内
容
と
の
同
異
や
変
化
を
考
察
し

て
ゆ
く
。

（
２
）
聖
冏
の
相
承
説
へ
の
持
阿
『
決
疑
鈔
見
聞
』
の
影
響

　

上
記
の
よ
う
な
疑
問
を
も
っ
て
、
聖
冏
著
作
と
聖
冏
以
前
の
浄
土
教
祖
師
の
著
作

に
お
け
る
口
決
相
承
の
義
を
比
べ
て
ゆ
く
と
、
あ
る
祖
師
の
口
決
相
承
に
つ
い
て
の

見
解
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
藤
田
派
の
持
阿
良
心
（
一
二
六
二
―
一

三
二
三
）
の
『
決
疑
鈔
見
聞
』（
以
下
、『
持
阿
見
聞
』
と
略
す
）
で
あ
る
。
ど
れ
ほ

ど
一
致
す
る
か
と
い
え
ば
、
聖
冏
五
十
代
後
半
の
著
作
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
直
牒
』

（
以
下
、『
直
牒
』
と
略
す
）
に
至
っ
て
は
、
口
決
相
承
に
関
す
る
議
論
の
ほ
ぼ
全
文

が
『
持
阿
見
聞
』
の
引
用
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
持
阿
の
名
前
は
挙
げ
ら
れ
て
は
い

な
い
。
そ
し
て
、『
持
阿
見
聞
』
の
同
じ
箇
所
の
引
用
は
、『
付
法
伝
』
後
半
の
相
承

に
関
す
る
問
答
の
全
体
に
み
ら
れ
る
）
11
（

。
か
な
り
の
長
文
に
な
る
が
三
種
の
著
作
を
対

照
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
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【
三
書
対
照
表
】
※
《
》
内
は
見
出
し
、〈
〉
内
は
割
り
注
、
二
重
傍
線
部
は
相
違
点
、

波
線
部
は
『
付
法
伝
』
と
の
合
致
点
）
11
（

）

『
持
阿
見
聞
』

『
直
牒
』

『
付
法
伝
』

《『
良
暁
見
聞
』
の
引
用
》

《『
良
暁
見
聞
』
の
引
用
》

▲
本　

廬
山
惠
遠
法
師
等
者

坂
下
問
惠
遠
慈
愍
善
導
等
列

意
如
何
。
答
文
意
付
淨
土
流

有
三
流
。
一
惠
遠
法
師
一
流

二
慈
愍
三
藏
一
流
三
道
綽
善

導
相
承
一
流
也
。
今
且
付
道

綽
善
導
流
論
師
資
相
承
也
。

例
如
天
台
有
惠
心
檀
那
兩
流

且
付
惠
心
流
云
論
相
承
。

本
『
盧
山
慧
遠
法
師
等
者
今

云
問
列
慧
遠
慈
愍
道
綽
善
導

等
意
如
何
。

答
文
意
付
淨
土
一
宗
而
有
三

流
。
一
慧
遠
法
師
一
流
二
慈

愍
三
藏
一
流
三
道
綽
善
導
相

承
一
流
也
。
今
旦
付
道
綽
善

導
流
論
師
資
相
承
也
。
例
如

天
台
宗
有
慧
心
檀
那
兩
流
且

付
慧
心
流
云
論
相
承
。

《
廬
山
慧
遠
の
一
流
》

《
廬
山
慧
遠
の
一
流
》

《
第
一
祖
廬
山
慧
遠
大
師
》

問
廬
山
一
宗
者
其
相
如
何
。

答
高
僧
傳
云
勸
生
淨
土
固
出

大
覺
慈
尊
。
然
而
使
此
方
之

人
知
有
念
佛
三
昧
者
玆
以
遠

公
法
師
爲
始
祖
焉
。
法
師
諱

盧
山
一
家
其
相
云
何
。
答
高

僧
傳
〈
六
ノ
初
丁
〉
云
勸

生
淨
土
固
出
大
覺
慈
尊
。
然

而
使
此
方
之
人
知
有
念
佛
三

昧
者
應
以
遠
公
法
師
爲
始
祖

又
高
僧
傳
云
。
勸
生
淨
土
。

固
出
大
覺
慈
尊
。
然
而
使
此

方
之
人
。知
有
念
佛
三
昧
者
。

應
以
遠
公
法
師
爲
始
祖
焉
。

法
師
諱
惠
遠
。
俗
姓
賈
氏
。

惠
遠
俗
姓
賈
氏
鴈
門
人
。
少

爲
儒
生
博
極
群
書
尤
邃
周
易
焉
。
法
師
諱
慧
遠
姓
賈
氏
鴈

門
人
。
少
爲
儒
生
博
極
群
書
少
爲
儒
生
。
博
極
群
書
。
尤

邃
周
易
莊
老
。
嘗
年
廿
一
。

莊
老
。
嘗
年
二
十
一
與
母
弟

惠
持
造
安
法
師
席
下
聞
出
世

間
法
而
悅
之
嘆
曰
九
流
威
儀

皆
糠
粃
耳
。
遂
出
家
。
安
門

徒
數
千
。
遠
公
居
第
一
坐
。

編
年
通
論
云
法
源
濫
觴
之
初

由
佛
圖
澄
而
得
由
安
。
而
安

得
遠
公
。
是
三
大
士
化
儀
軏

則
或
無
以
異
〈
已
上
〉。
依

此
兩
傳
天
竺
佛
圖
澄
授
彌
天

道
安
安
公
授
遠
法
師
。
但
澄

安
兩
師
立
淨
土
宗
義
雖
不
分

明
遠
公
已
發
三
昧
正
感
聖
相

親
聞
彌
陀
告
勅
亦
聞
水
流
等

法
音
若
論
超
越
法
師
直
受
彌

陀
敎
誡
一
宗
祖
師
最
足
可
信

敬
。

事
最
邃
周
易
莊
老
。
嘗
年
二

十
一
與
弟
慧
持
造
安
法
師
席

下
聞
出
世
間
法
而
悅
之
。
歎

曰
儒
道
皆
糠
粃
耳
。遂
出
家
。

安
門
徒
遠
居
第
一
座
〈
已

上
〉。
編
年
通
論
〈
三
ノ
左

道
安
法
師
論
〉
云
法
源
濫
觴

之
初
由
佛
圖
澄
而
得
安
由
安

得
遠
公
。
是
三
大
士
化
儀
軌

則
或
無
以
異
〈
已
上
〉。
依

此
兩
傳
天
竺
佛
圖
澄
授
彌
天

道
安
安
公
授
遠
法
師
。
但
澄

安
兩
師
立
淨
土
宗
義
雖
不
分

明
遠
公
既
發
三
昧
親
聞
彌
陀

告
敕
聞
水
流
等
法
音
。
若
論

超
越
法
師
直
受
彌
陀
敎
誡
一

宗
祖
師
最
可
爲
信
敬
。

與
弟
惠
持
造
安
師
席
下
。
聞

出
世
法
而
悅
之
。
歎
曰
。
九

流
威
儀
皆
糠
粒
〈
考
粒
字
粃

歟
〉耳
。
遂
出
家
。
安
門
徒
。

遠
居
第
一
座
。〈
已
上
〉
編

年
通
論
云
。法
源
濫
觴
之
初
。

由
佛
圖
澄
而
得
安
。
由
安
得

遠
公
。
是
三
大
士
。
化
儀
軌

則
無
以
異
。〈
已
上
〉
准
此

兩
傳
。
天
竺
佛
圖
澄
。
授
彌

天
道
安
法
師
。
道
安
法
師
。

授
廬
山
惠
遠
大
師
。
云
云
。

若
爾
者
。
幷
今
八
祖
。
應
言

十
祖
。
但
澄
安
兩
師
。
淨
敎

弘
通
不
弘
通
義
。暗
以
難
定
。

若
存
超
越
。
應
以
遠
公
爲
始

祖
也
。
然
於
安
法
師
一
。
自

造
淨
土
論
。宣
搜
玄
卽
冥
旨
。

何
云
不
弘
此
宗
。
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て

《
慈
愍
三
蔵
の
一
流
》

《
慈
愍
三
蔵
の
一
流
》

《
大
唐
慈
愍
三
蔵
》

問
慈
愍
三
藏
一
流
其
相
如

何
。
答
高
僧
傳
云
釋
惠
日
東

萊
人
。
唐
大
宗
朝
得
度
尋
遇

義
淨
三
藏
從
西
域
廻
夙
夜
咨

禀
大
通
佛
乘
。
聞
淨
説
西
域

如
來
遺
跡
飄
飄
然
有
欣
德

志
。
大
定
中
泛
舶
遐
邁
東
南

海
中
。
凡
三
歳
崑
崙
佛
誓
師

子
州
等
諸
國
經
過
略
盡
。
續

至
天
竺
訪
善
知
識
一
十
三
年

承
受
法
訓
日
無
虚
度
高
嶺
雙

林
又
經
四
載
綿
涉
艱
苦
。
深

厭
閻
浮
。
因
遍
問
天
竺
三
藏

曰
何
國
方
有
樂
無
苦
。
何
法

何
行
得
見
佛
。
三
藏
皆
讃
淨

土
曰
敎
主
悲
深
願
廣
有
所
欲

生
者
靡
不
遂
願
。
曰
聞
之
喜

踊
躍
自
慰
逮
至
犍
駄
羅
國
。

其
城
東
北
有
大
山
。
山
有
觀

音
像
。凡
專
祈
誓
多
得
現
身
。

曰
乃
絶
食
七
日
祈
之
。
至
七

日
滿
夜
未
半
觀
音
於
空
中
現

紫
金
相
。
長
一
丈
餘
。
坐
寳

問
慈
愍
三
藏
一
家
其
相
如

何
。
答
宋
高
僧
傳
〈
二
十
九

ノ
六
丁
取
意
〉
云
釋
慧
日
東

萊
人
唐
中
〈
一
本
作
太
〉
宗

朝
得
度
尋
遇
義
淨
三
藏
由
西

域
迴
。夙
夜
咨
禀
大
通
佛
乘
。

聞
淨
説
西
域
如
來
遺
跡
飄
飄

然
有
欣
德
志
。
大
足
中
〈
則

天
后
年
號
〉
泛
舶
遐
邁
東
南

海
中
。
凡
三
歳
崑
崙
佛
誓
師

子
州
等
諸
國
經
過
歷
盡
。
續

至
天
竺
訪
善
知
識
一
十
三
年

承
受
法
訓
日
無
虚
度
。
雪
嶺

雙
林
又
經
四
歳
綿
涉
艱
苦
深

厭
閻
浮
。
因
遍
問
天
竺
三
藏

曰
何
國
何
方
有
樂
無
苦
何
法

何
行
速
得
見
佛
。
三
藏
皆
讚

淨
土
曰
敎
主
悲
深
願
廣
有
前

欲
生
者
靡
不
遂
願
。
日
聞
之

喜
踊
自
慰
及
至
健
駄
羅
國
。

其
城
東
北
有
大
山
。
山
有
觀

音
像
。凡
專
祈
誓
多
得
現
身
。

日
乃
絶
食
七
日
禱
之
。
至
七

高
僧
傳
云
。
釋
慧
日
。
俗
姓

辛
氏
。
東
萊
人
。
唐
中
宗
朝

得
度
。
尋
遇
義
淨
三
藏
從
西

域
回
。
夙
夜
咨
稟
。
大
通
佛

乘
。聞
淨
說
西
域
如
來
遺
跡
。

飄
々
然
有
往
志
一
。
大
定
中

〈
考
中
宗
嗣
聖
十
九
年
渡
天
〉

泛
船
。
遐
過
東
南
海
中
凡
三

載
。
崑
崙
。
佛
誓
。
師
子
州

等
諸
國
。
經
過
歷
盡
。
續
至

天
竺
。訪
善
知
識
一
十
三
年
。

承
受
法
訓
。
曰
〈
考
曰
字
日

歟
〉
無
虗
度
。
雪
嶺
雙
林
。

又
經
四
載
。
綿
涉
懇
苦
。
深

厭
閻
浮
。
因
遍
問
天
竺
三
藏

曰
。
何
國
方
。
有
樂
無
苦
。

何
法
何
行
。
速
得
見
佛
。
三

藏
皆
讚
淨
土
曰
。
敎
主
悲
深

願
廣
。
有
前
欲
生
者
。
靡
不

遂
願
。
日
聞
之
。
喜
踊
自
慰
。

迨
至
健
駄
羅
國
。
其
城
東
北

有
大
山
。
山
有
觀
音
像
。
凡

專
祈
誓
。
多
得
現
身
。
日
乃

蓮
華
右
手
摩
日
頂
曰
汝
欲
傳

法
利
人
又
欲
生
彌
陀
佛
國

土
。
汝
但
繫
念
。
孰
不
如
願
。

亦
汝
當
知
。
淨
土
法
門
勝
過

諸
行
。
説
已
無
見
。
然
自
西

邁
至
東
歸
。
總
二
十
一
年
所

歷
者
七
十
餘
國
。
開
元
七
年

達
長
安
進
佛
眞
容
梵
文
書
等

感
悟
帝
心
旌
其
德
。
號
慈
愍

三
藏
〈
已
上
〉。
門
人
紹
隆

雖
不
分
明
徧
聞
諸
三
藏
讃
説

西
方
並
感
觀
音
開
導
淨
土
。

後
學
必
可
依
信
。

日
滿
夜
未
央
觀
音
於
空
中
現

紫
金
相
長
一
丈
餘
坐
寳
蓮
華

右
手
摩
日
頂
曰
汝
欲
傳
法
利

人
又
欲
生
於
彌
陀
國
土
汝
但

懸
念
孰
不
如
願
。
汝
亦
當
知

淨
土
法
門
勝
過
諸
行
。
説
已

無
見
。
然
日
自
西
邁
至
于
東

歸
總
二
十
一
年
所
歷
者
七
十

餘
國
開
元
七
年
達
長
安
進
佛

眞
容
梵
文
等
感
悟
帝
心
。
旌

其
德
號
慈
愍
三
藏
〈
已
上
〉。

門
人
紹
隆
雖
不
分
明
遍
聞
諸

三
藏
讃
説
西
方
并
感
觀
音
開

導
淨
土
。
後
學
必
可
依
信
。

又
所
引
傳
文
中
大
足
中
者
則

天
皇
后
御
宇
二
十
一
年
中
第

十
八
年
號
長
安
元
〈
辛
丑
〉

改
號
大
足
元
。
開
元
七
年
者

玄
宗
皇
帝
治
天
四
十
四
年
中

第
七
年
也
〈
云
云
〉。

絕
食
七
日
祈
之
。
至
七
日
滿

夜
未
半
。
觀
音
。
於
空
中
現

紫
金
相
。
長
一
丈
餘
。
坐
寶

蓮
華
。
右
手
摩
日
頂
。
汝
但

繫
念
。
孰
不
如
願
。
汝
亦
當

知
。
淨
土
法
門
。
勝
過
諸
行
。

說
已
無
見
。
然
自
西
遇
〈
考

遇
字
恐
邁
〉
至
于
東
歸
。
總

二
十
一
年
。
所
歷
者
七
十
餘

國
。
逹
長
安
。
進
佛
眞
容
梵

文
等
。
感
悟
帝
心
。
强
其
德

號
慈
愍
三
藏
。〈
已
上
〉



五
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

《
道
綽
善
導
の
一
流
》

《
道
綽
善
導
の
一
流
》

問
道
綽
善
導
一
家
其
相
如

何
。
答
此
有
兩
説
。
一
菩
提

流
支
等
是
惠
寵
道
塲
大
海
法

上
四
人
未
見
傳
文
。
尋
可
記

之
。
尋
云
如
相
傳
惠
寵
道
塲

曇
鸞
三
師
共
流
支
承
見
大
海

法
上
兩
師
隨
誰
承
之
哉
。
答

大
海
承
曇
鸞
法
上
承
大
海
綽

公
承
法
上
見
但
本
傳
未
勘
追

詳
之
〈
云
云
〉。
二
菩
提
流

支
等
事
内
典
錄
四
云
梁
武
帝

世
北
天
竺
國
三
藏
法
師
。
菩

提
流
支
魏
云
道
希
。
後
魏
永

平
二
年
至
天
平
年
其
間
凡
歷

二
十
餘
歳
。
在
洛
及
鄙
譯
。

季
廓
錄
云
稱
三
藏
法
師
坊
内

經
論
本
可
有
萬
夾
。
所
翻
經

論
筆
受
草
本
滿
一
屋
間
。

問
道
綽
善
導
一
家
其
相
如

何
。
答
此
有
兩
説
。『
一
菩

提
流
支
等
者
慧
寵
道
塲
大
海

法
上
四
人
未
見
傳
文
。
尋
可

記
之
。
尋
云
如
相
傳
慧
寵
道

塲
曇
鸞
三
師
共
承
流
支
見
。

大
海
法
上
兩
師
隨
誰
承
之

耶
。
答
裏
書
云
大
海
承
曇
鸞

法
上
承
大
海
綽
公
承
法
上
見

〈
云
云
〉。
但
本
傳
未
勘
之
。

追
而
詳
之
〈
云
云
〉。
菩
提

流
支
者
内
傳
錄
四
云
梁
武
帝

世
北
天
竺
國
三
藏
法
師
菩
提

流
支
魏
言
道
希
。
從
魏
永
平

二
年
至
天
平
年
其
間
凡
歷
三

十
四
歳
。
在
洛
及
鄙
譯
李
廓

錄
稱
於
三
藏
法
師
房
内
波

羅
門
經
論
本
可
有
萬
夾
。
所

翻
經
論
筆
受
草
本
滿
一
間
屋

〈
已
上
〉。

《
菩
提
流
支
》

又
內
典
錄
四
云
。
梁
武
帝

世
。
北
天
竺
國
三
藏
菩
提
提

流
支
。
魏
言
道
希
。
從
魏
永

平
二
年
至
天
平
年
。
其
間
凡

歷
廿
五
年
。
在
洛
都
譯
。
李

廓
錄
稱
。
三
藏
房
內
。
經
論

本
可
有
萬
夾
。
所
翻
經
論
。

筆
受
草
本
。
滿
一
屋
間
。〈
已

上
〉

今
私
云
具
以
勘
之
如
來
滅
後

一
千
四
百
五
十
八
年
後
魏
第

七
主
世
祖
宣
武
帝
治
十
永
平

二
〈
已
丑
〉
三
藏
來
朝
〈
梁

武
帝
治
天
監
八
年
也
先
大
通

元
年
十
九
年
也
〉。
當
日
本

繼
體
三
年
也
〈
云
云
〉。

《
中
国
浄
土
宗
の
依
用
相
伝
》《
中
国
浄
土
宗
の
依
用
相
伝
》

問
流
支
何
師
承
授
之
後
世

乎
。
答
西
天
三
藏
東
來
弘
法

傳
敎
各
無
通
神
意
。
故
何
強

尋
口
決
。
況
此
疑
諸
宗
不
可

遁
之
。
且
如
華
嚴
宗
晋
覺
玄

唐
喜
覺
是
雖
傳
來
然
彼
師
何

師
承
。三
論
羅
什
又
同
此
疑
。

何
局
流
支
獨
致
此
疑
乎
〈
云

云
〉。
曇
鸞
道
綽
等
事
傳
文

如
抄
引
。
裏
書
云
曇
鸞
因
縁

事
造
大
集
經
註
釋
半
過
時
病

起
付
醫
療
雖
癒
病
江
南
陶
隱

居
之
仙
人
大
通
年
中
十
卷
仙

經
傳
得
後
謁
天
竺
菩
提
流
支

三
藏
捨
仙
經
取
觀
經
淨
土
宗

入
也
。
道
綽
因
縁
事
。
問
曇

今
云
問
流
支
承
何
師
耶
。
答

西
天
三
藏
弘
法
傳
敎
各
各
無

不
通
神
意
。
何
強
尋
口
授
。

況
此
疑
諸
宗
不
可
遁
之
。
且

如
華
嚴
宗
晉
覺
賢
唐
喜
覺
雖

傳
來
之
。然
彼
兩
師
承
何
師
。

三
論
羅
什
又
此
疑
同
何
局
流

支
獨
致
此
疑
耶
〈
云
云
〉。

裏
書
〈
上
廿
二
丁
〉
云
。
問

曇
鸞
法
師
三
世
已
下
懸
孫
弟

子
也
云
ヘ
リ
。三
世
者
如
何
。

答
云
三
代
末
弟
子
也
。
安
樂

集
云
曇
鸞
法
師
大
海
禪
師
法

上
法
師
〈
已
上
〉。
故
知
曇

鸞
等
三
師
云
三
世
歟
〈
云

云
〉。
但
如
此
得
意
道
綽
見

尋
云
菩
提
流
支
。爲
此
宗
祖
。

若
爾
者
。
三
藏
。
隨
誰
人
傳

此
法
門
哉
。
答
。
此
問
未
盡

也
。
凡
西
天
法
師
。
皆
爲
如

來
使
普
利
群
生
。
而
傳
法
無

誤
。
利
生
廣
博
也
。
何
强
尋

口
決
。
其
例
非
一
。
如
華
嚴

宗
。
晉
朝
覺
賢
。
唐
代
喜
覺
。

共
以
彼
宗
漢
土
傳
來
。
未
詳

云
傳
何
師
乎
。
又
三
論
宗
羅

什
三
藏
。
全
一
同
。
）
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問
付
師
哉
。
答
依
一
義
。
曇

鸞
大
師
授
大
海
禪
師
。
大
海

禪
師
授
法
上
法
師
。
法
上
法

師
授
綽
禪
師
。〈
是
然
阿
上

人
決
疑
鈔
裏
書
云
云
〉
若
依



五
九

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

鸞
法
師
三
世
已
下
懸
孫
弟
子

也
云
。
三
世
者
如
何
。
答
三

代
末
弟
子
云
也
。
安
樂
集
云

曇
鸞
法
師
大
海
禪
師
法
上
法

師
〈
已
上
〉。
故
知
曇
鸞
等

三
師
三
世
云
歟
。
但
如
此
得

意
道
綽
曇
鸞
法
師
碑
文
見
歸

淨
土
見
。
知
非
口
決
相
傳
是

依
用
相
傳
云
事
。
例
如
天
台

宗
惠
文
禪
師
龍
樹
大
論
依
用

云
相
傳
。
全
道
綽
是
法
上
法

曇
鸞
法
師
碑
文
歸
淨
土
見
知

非
口
決
相
傳
。
是
云
依
用
相

承
。
例
如
天
台
宗
慧
文
禪
師

依
用
龍
樹
大
論
云
相
承
。
全

道
綽
是
不
見
法
上
法
師
弟
子

耶
。
可
答
之
。
設
不
受
法
上

云
三
世
已
下
弟
子
歟
又
雖
歸

碑
文
其
後
承
法
上
歟
〈
已
上

裏
書
〉。
今
云
凡
案
裏
書
意

相
承
有
二
。一
口
決
二
依
用
。

如
云
上
。
天
台
九
祖
傳
云
第

一
義
。
以
綽
禪
師
直
續
鸞
師

〈
云
云
〉。
問
此
義
不
審
。
其

故
。
鸞
師
梁
朝
出
世
。〈
是

後
魏
代
同
時
〉。
道
禪
綽
師
。

唐
代
人
師
。
於
其
中
間
旣
隔

陳
隋
。
何
有
口
決
。
若
無
口

決
。
事
爭
云
相
承
。
答
相
承

有
二
。
一
口
決
相
承
。
二
依

用
相
承
。
若
依
口
決
誠
如
所

責
。
若
依
依
用
。
設
無
口
決
。

何
疑
之
乎
。
故
諸
傳
。
同
曇

師
弟
子
不
見
哉
。
是
可
答
。

縱
不
受
法
上
後
三
世
已
下
弟

子
云
歟
。
又
雖
歸
碑
文
其
後

承
法
上
歟
〈
云
云
〉。

凡
案
裏
書
意
相
承
有
二
。
一

口
決
二
依
用
如
上
云
。
天

台
九
祖
傳
云
第
一
祖
龍
樹

二
祖
北
齋
尊
者
惠
文
乃
至

尊
者
用
心
一
依
釋
論
〈
已

上
〉。
論
是
龍
樹
所
説

也
。
准
付
法
藏
龍
樹
是
金

口
相
承
第
十
三
師
。
尊
者

橫
禀
承
以
爲
師
〈
已
上
〉。

一
祖
龍
樹
第
二
祖
北
齊
尊
者

諱
慧
文
〈
乃
至
〉
尊
者
用
心

一
依
釋
論
論
是
龍
樹
所
説
。

准
付
法
藏
龍
樹
是
金
口
祖
承

第
十
三
師
也
。
尊
者
橫
承
禀

以
爲
師
也
〈
已
上
〉。
如
此

傳
龍
樹
與
慧
文
時
代
雖
懸
隔

依
所
説
智
論
以
歸
龍
樹
爲
禀

承
。
是
依
用
相
傳
非
口
决
相

傳
。
明
今
亦
如
是
綽
公
居
滅

後
依
鸞
師
所
解
解
行
若
無
違

事
云
相
傳
何
疑
之
〈
云
云
〉。

鸞
大
德
三
世
已
下
玄
孫
弟

也
。
所
言
三
世
。
於
上
所
擧

曇
鸞
大
海
法
上
三
師
。
已
下

孫
弟
。
然
而
歸
鸞
師
德
入
專

修
門
解
脫
無
違
。何
非
相
承
。

例
如
彼
北
齊
惠
文
大
禪
師
。

歸
龍
樹
德
行
。
依
彼
釋
論
而

云
於
相
承
。
設
雖
無
口
決
。

何
不
云
相
承
。
如
此
例
者
。

諸
宗
許
之
。
何
怪
之
哉
。
何

況
貞
觀
三
年
四
月
八
日
。
鸞

於
空
中
吿
勅
淨
業
已
立
之

旨
。
彌
可
仰
信
。
）
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如
此
傳
龍
樹
惠
文
時
代
懸
隔

云
依
所
説
智
論
以
歸
龍
樹
爲

禀
承
。
是
依
用
相
傳
非
口
決

相
傳
明
。
今
亦
如
是
綽
公
居

滅
後
依
鸞
師
所
解
解
行
若
無

違
相
傳
云
何
疑
之
〈
云
云
〉。

《
日
本
浄
土
宗
の
相
伝
》

《
日
本
浄
土
宗
の
相
伝
》

問
漢
土
相
承
且
置
之
。
於
日
漢
土
相
承
且
置
之
於
日
本
一
雖
勧
淨
土
宗
旨
未
顕
。
至
源

本
一
州
誰
爲
始
祖
哉
。
答
空

也
惠
心
永
觀
珍
海
。
專
歸
彌

陀
偏
勸
極
樂
。
然
而
宗
旨
未

委
細
。
至
黑
谷
上
人
宗
旨
始

興
盛
也
。
仍
以
上
人
可
仰
元

祖
也
。問
上
人
禀
承
誰
師
哉
。

答
有
明
匠
云
法
然
上
人
圓
頓

妙
戒
淨
土
法
門
同
可
云
禀
承

叡
空
。
淨
土
宗
學
者
云
上
人

自
見
善
導
釋
建
立
宗
旨
。
大

以
不
審
也
〈
云
云
〉。
今
云

集
奧
云
善
導
是
彌
陀
化
身
。

可
云
此
書
彌
陀
直

州
誰
爲
始
祖
耶
。
答
空
也
慧
空
師
宗
義
興
盛
也
。
）
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心
永
觀
珍
海
專
歸
彌
陀
偏
勸

極
樂
。
然
宗
旨
未
委
細
至
黑

谷
上
人
宗
旨
始
興
盛
也
。
仍

以
上
人
可
仰
元
祖
也
。
問
上

人
禀
承
誰
師
耶
。
答
有
明
匠

云
法
然
上
人
圓
頓
妙
戒
與
淨

土
法
門
同
禀
承
叡
空
。
然
淨

土
宗
學
者
言
上
人
自
見
善

導
釋
建
立
宗
旨
事
大
以
不
審

也
〈
云
云
〉。
今
云
集
奧
云

善
導
是
彌
陀
化
身
也
可
謂
此

疏
彌
陀
直
説
〈
乃
至
〉
昔
披

問
於
日
域
祖
以
上
人
爲
レ

初
。
若
爾
者
上
人
隨
何
祖
師

之
所
傳
此
宗
哉
。答
一
義
云
。

無
口
決
。
但
是
歸
於
大
師
德

行
依
所
製
疏
立
此
宗
也
。
故

選
擇
云
。
予
披
閱
玆
典
粗
識

祖
意
。立
捨
餘
行
云
歸
念
佛
。

云
云
）
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六
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

説
〈
乃
至
〉
昔
披
閲
玆
傳
粗

識
素
意
。
立
捨
餘
行
歸
念
佛

等
〈
已
上
〉。
故
知
上
人
依

大
師
也
。
問
有
人
疑
云
。
上

人
自
雖
稱
識
善
導
素
意
非
面

受
又
無
口
傳
。
自
依
導
師
釋

義
始
所
建
立
法
門
也
。
誰
依

閲
玆
典
粗
識
素
意
立
捨
餘
行

歸
念
佛
等
〈
云
云
〉。
故
知
。

上
人
依
大
師
也
。
問
有
人
疑

云
。
上
人
自
雖
稱
識
善
導
素

意
非
面
受
亦
無
口
傳
。
唯
是

自
依
善
導
釋
義
初
所
建
立
法

門
也
。
誰
信
用
之
此
難
如
何

用
之
此
難
如
何
。
答
此
難
同

會
綽
公
相
承
。
設
非
面
受

無
口
決
相
傳
若
無
謬
足
可
信

受
。上
人
是
三
昧
發
得
師
也
。

親
見
彼
土
依
正
。
於
淨
土
化

導
更
不
可
有
謬
解
。
況
擧
世

云
勢
至
化
現
。
又
號
善
導
再

誕
。
本
地
利
生
彌
有
憑
者
歟

〈
云
云
〉。

會
。
答
此
難
同
會
綽
公
相
承

設
非
面
受
無
口
決
相
傳
若
無

誤
足
可
信
受
。
上
人
是
三
昧

發
得
師
也
。親
見
彼
土
依
正
。

於
淨
土
化
導
更
不
可
有
謬

解
。
況
擧
世
云
勢
至
化
現
亦

號
善
導
再
誕
。
本
地
利
生
彌

有
憑
者
歟
〈
云
云
〉。

《
諸
宗
の
血
脈
の
議
論
》

《
諸
宗
の
血
脈
の
議
論
》

凡
諸
宗
血
脈
互
懷
疑
。《
中

略
》
禪
門
天
台
等
相
承
血
脈

互
是
非
。
恐
繁
不
載
。
如
是

他
宗
競
雖
難
不
明
相
承
事
而

其
宗
更
不
會
久
流
傳
今
。
所

凡
諸
宗
血
脉
互
懷
疑
。《
中

略
》
禪
門
天
台
等
相
承
血
脉

互
是
非
。
恐
繁
不
載
。
如
是

他
宗
競
雖
難
相
承
事
而
其
宗

更
不
會
流
傳
今
久
。
所
詮
宗

詮
宗
旨
所
傳
若
有
其
謂
者
不

可
不
信
〈
云
云
〉。

師
所
傳
若
其
有
謂
不
可
不
信

〈
云
云
〉。

《
導
空
二
祖
の
直
授
相
承
》
《
導
空
二
祖
の
直
授
相
承
》

有
學
者
言
。
今
選
擇
集
次
第

一
途
連
相
承
。
此
外
又
可
有

超
越
相
承
。
謂
大
師
製
觀
經

有
學
者
云
。
今
選
擇
集
列
次

第
一
途
相
承
此
外
又
可
有
超

越
相
承
。
謂
大
師
製
觀
經
疏

難
云
若
爾
者
不
足
可
信
受
。

爭
建
立
義
。
此
難
同
會
西
河

相
承
。設
無
口
傳
傳
法
無
悞
。

疏
時
毎
夜
夢
中
僧
來
授
玄
義

科
文
。
一
本
選
擇
云
僧
者
恐

是
釋
迦
應
現
。
云
然
釋
尊
直

授
和
尚
。
又
常
本
云
彌
陀
。

然
和
尚
直
受
彌
陀
。
又
上
人

傳
云
。所
詳
覈
義
合
佛
意
否
。

心
勞
之
。
夜
紫
雲
靉
靆
覆
日

本
國
雲
中
出
無
量
光
。
又
見

高
山
險
阻
對
西
方
峯
上
紫
雲

聳
雲
中
有
僧
。
上
黑
染
下
金

色
衣
服
也
。予
問
云
是
爲
誰
。

僧
答
云
我
是
善
導
也
。
汝
欲

弘
通
專
修
念
佛
法
故
爲
作
證

時
毎
夜
夢
中
一
僧
來
授
玄
義

科
文
一
本
選
擇
云
僧
者
亦
是

釋
迦
應
現
〈
以
上
〉。
然
釋

尊
直
授
和
尚
。
又
常
本
云
彌

陀
。
然
和
尚
直
承
彌
陀
。
又

上
人
傳
〈
翼
賛
七
ノ
五
丁
〉

云
所
詳
覈
義
合
佛
意
否
。
心

勞
之
。
夜
紫
雲
靉
靆
覆
日
本

國
雲
中
出
無
量
光
。
又
見
高

山
險
阻
對
西
方
峯
上
紫
雲
聳

雲
中
有
僧
。
上
墨
染
下
金
色

衣
服
也
。
予
問
曰
是
爲
誰
。

僧
答
曰
我
是
善
導
也
。
汝
欲

何
怪
乎
。
此
是
依
用
相
承
。

云
云
〉。
又
一
義
云
。
上
人

傳
云
所
解
正
叶
佛
意
否
。
心

念
勞
。
夜
於
夢
中
。
見
身
半

金
色
善
導
大
師
。卽
爲
示
云
。

仁
者
雖
レ
爲
二
不
屑
〈
考
屑

字
肖
歟
〉之
身
。
念
佛
興
行
。

滿
於
一
天
。
稱
名
專
修
及
于

率
土
。所
以
我
來
而
作
爲〈
考

作
爲
二
字
倒
歟
〉
證
言
。
善

導
大
師
者
。
我
身
是
也
〈
取

意
〉
若
依
此
義
。
設
言
口
決

有
何
疑
難
。
夢
覺
有
殊
。
傳

來
也
〈
已
上
〉。
然
大
師
直

授
上
人
〈
已
上
〉。
難
云
。

和
尚
受
彌
陀
上
人
受
大
師

云
。
共
是
夢
中
所
見
也
。
何

弘
通
專
修
念
佛
法
故
爲
作
此

證
來
也
〈
以
上
〉。
然
大
師

直
授
上
人
〈
云
云
〉。
難
云
。

和
尚
承
彌
陀
上
人
承
大
師
云

法
無
疑
。
夫
大
師
是
彌
陀
化

身
。
上
人
是
勢
至
垂
迹
。
豈

迷
本
地
益
。
猶
致
末
俗
謬
。

若
爾
者
設
無
口
決
非
可
疑



六
一

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

足
信
用
。俗
典
云
眞
人
無
夢
。

以
無
妄
想
也
〈
云
云
〉。
首

楞
嚴
云
修
三
摩
提
相
陰
盡
者

是
人
平
常
夢
想
消
滅
寤
寐
恒

一
。覺
明
虚
靜
猶
如
晴
天〈
已

上
〉。
故
知
。
夢
者
唯
是
異

想
想
陰
病
。誰
是
信
實
義
乎
。

共
是
夢
中
所
見
也
。
何
足
信

用
。
俗
典
〈
莊
子
太
宗
師
〉

云
眞
人
無
夢
以
無
妄
想
也
。

首
楞
嚴〈
註
經
十
之
一
初
丁
〉

云
修
三
摩
提
想
陰
盡
者
是
人

夢
想
消
滅
寤
寐
恒
一
。
覺
明

虚
靜
猶
如
晴
空
〈
以
上
〉。

之
。
況
夢
中
口
決
。
彌
可
仰

信
。
難
云
夫
夢
者
。
是
眞
僞

未
定
。
多
分
妄
想
。
爾
者
何

以
夢
中
境
界
爲
立
宗
證
。
依

之
俗
典
中
云
。
眞
人
無
夢
。

佛
敎
之
中
。
頻
嫌
夢
境
。
若

而
然
者
不
足
信
用
。
爭
興
宗

答
誠
夢
事
雖
云
通
實
虚
然
佛

敎
盛
説
之
。
出
生
菩
提
心

經
云
佛
言
有
四
種
善
夢
。
謂

見
月
輪
及
繖
蓋
亦
見
蓮
華
及

佛
像
是
成
佛
之
相
〈
已
上
〉。

持
世
經
云
見
佛
如
日
輪
端
正

殊
妙
是
成
佛
兆
也
〈
已
上
〉。

又
最
勝
王
經
説
夢
中
懺
悔
。

大
般
若
經
有
夢
行
般
若
成
就

功
德
文
。
法
華
四
安
樂
行
者

夢
中
見
八
相
次
第
乃
至
枳
栗

訖
王
十
夢
遠
標
釋
迦
遺
法
。

摩
耶
夫
人
五
夢
即
示
佛
滅

相
。
加
之
晉
朝
道
安
法
師
夢

見
梵
僧
髮
白
眉
長
即
語
安
云

君
所
解
殊
合
道
理
必
弘
通
。

又
大
唐
澄
觀
法
師
依
文
殊
夢

爰
知
。
夢
者
唯
是
妄
想
想
陰

病
也
。
誰
是
信
實
義
耶
。
答

誠
夢
事
雖
通
虚
實
然
佛
敎
盛

説
之
。
出
生
菩
提
心
經
〈
隋

闍
那
崛
〉
多
譯
一
卷
初
丁
意

云
佛
言
有
四
種
善
夢
。
謂
見

月
輪
及
繖
蓋
。
亦
見
蓮
華
及

佛
像
是
成
佛
之
相
也
〈
以

上
〉。
持
世
經
〈
五
陰
品
十

四
丁
〉
云
見
佛
如
日
輪
端
正

殊
妙
是
成
佛
之
兆
也
〈
以

上
〉。
又
最
勝
王
經
〈
第
二

ノ
十
丁
夢
見
懺
悔
品
〉
説
夢

中
懺
悔
。
大
般
若
經
〈
大
品

十
九
ノ
二
十
丁
夢
行
品
大

論
七
十
五
ノ
十
二
丁
同
六

十
六
ノ
十
三
丁
〉
有
夢
行

義
。
以
是
義
故
。
首
楞
嚴
云

修
三
摩
提
盡
想
陰
者
。
無

有
夢
想
。
無
異
想
故
。
寤
寐

恆
一
。
猶
如
晴
天
。〈
取
意
〉

然
者
如
何
。答
此
義
問
端
顯
。

旣
眞
僞
未
定
。何
偏
疑
妄
夢
。

但
至
外
書
難
。
此
是
嫌
異
想

妄
夢
之
境
界
。
不
遮
占
是
非

實
夢
之
境
界
。依
之
黃
帝
夢
。

見
靑
龍
遶
身
。
赤
蛇
含
臂
。

殷
湯
夢
見
以
手
發
天
。
馬
變

成
龍
。
乘
之
昇
天
。
竝
是
履

帝
位
之
瑞
夢
也
。
又
殷
宗
得

良
弼
於
夢
中
。
太
宗
失
賢
臣

於
覺
後
豈
非
是
業
七
德
舞
歌

乎
。
加
之
。
漢
明
帝
。
至
佛

敎
嫌
夢
之
難
難
。
誠
夢
中
境

敎
製
華
嚴
疏
。
和
國
慈
覺
大

師
感
得
瑞
夢
弘
傳
金
剛
頂
蘇

悉
地
經
疏
。
何
偏
不
信
受
夢

境
。
但
眞
人
無
夢
者
是
簡
異

想
遊
戯
夢
。標
吉
凶
非
遮
兆
。

般
若
成
就
功
德
文
。
法

華
〈
科
註
五
ノ
四
十
一
丁

文
句
八
ノ
三
廿
九
丁
〉
四

安
樂
行
者
夢
中
見
八
相
次

第
〈
乃
至
〉
訖
栗
枳
王

眞
僞
未
定
。
多
分
眞
夢
。
於

佛
法
中
亦
盛
說
之
。
出
生
菩

提
心
經
云
佛
言
四
種
靈
夢
。

見
月
輪
及
繖
蓋
蓮
華
竝
佛

像
。
皆
是
成
佛
兆
。〈
取
意
〉

此
故
黄
帝
夢
馬
變
成
龍
乘
之

見
昇
天
。
又
夢
赤
蛇
遶
身

八
十
日
登
位
。
唐
堯
夢
以
口

夢
見
舐
天
。
又
夢
眉
髮
等
見

一
百
日
登
位
。
殷
湯
王
夢
以

手
撥
天
見
上
。
漢
高
赤
龍
含

臂
赤
蛇
見
廻
腰
。
並
是
蹈
帝

位
瑞
相
也
。
夢
則
夢
陽
氣
遠

十
夢
〈
世
間
品
頌
疏
二
ノ
二

丁
〉
遠
標
釋
迦
遺
法
。
摩
耶

夫
人
五
夢
〈
界
品
一
ノ
二
丁

摩
耶
經
下
卷
〉
即
示
佛
涅
槃

相
。加
之
晉
朝
道
安
法
師〈
梁

高
僧
傳
五
ノ
七
丁
〉
夢
見
梵

僧
頭
白
眉
長
即
語
云
所
解
殊

合
道
理
。
必
弘
通
又
大
唐

何
偏
嫌
之
。
加
之
枳
利
幾
王

之
十
夢
者
遠
指
釋
迦
遺
法
弟

子
。
摩
耶
夫
人
之
五
夢
者
正

表
如
來
入
滅
先
相
。
依
之
大

唐
光
明
大
師
受
聖
僧
之
指

授
。
條
錄
觀
經
之
要
義
。
和

朝
慈
覺
圓
仁
大
師
感
於
瑞
之

指
授
。
條
錄
觀
經
之
要
義
。

標
方
來
無
異
想
及
病
患
。
是

其
所
見
必
不
可
有
悞
。
經
盡

想
陰
説
同
簡
戯
論
妄
想
。
況

既
云
寐
寤
恒
一
豈
論
夢
覺
異

乎
。
又
經
云
修
三
摩
提
上
人

既
發
得
三
昧
。
彼
所
見
何
混

平
常
人
。
定
知
。
非
想
陰
妄

夢
〈
已
上
〉。

澄
觀
法
師
〈
宋
高
僧
傳
五
ノ

十
九
丁
〉
依
文
殊
夢
敎
造
華

嚴
疏
。
和
國
慈
覺
大
師
〈
元

亨
釋
書
三
ノ
五
丁
本
朝
高
僧

傳
六
ノ
十
丁
〉
感
得
瑞
夢
弘

傳
金
剛
頂
蘇
悉
地
經
疏
。
何

偏
不
信
受
夢
境
但
眞
人
無
夢

者
是
嫌
妄
想
夢
。
非
遮
標
其

吉
凶
兆
。
是
故
黄
帝
夢
馬
反

成
龍
。
乘
之
登
天
見
。
又
夢

見
赤
蛇
遶
身
八
十
日
登
位
。

和
朝
慈
覺
圓
仁
大
師
。
感
於

瑞
夢
之
吿
勅
。
弘
通
大
日
經

等
疏
。云
何
强
疑
夢
中
所
見
。

但
至
楞
嚴
經
文
者
。
旣
云
無

異
想
。
故
是
嫌
異
想
妄
夢
之

境
。
更
非
可
遮
逃
是
非
夢
。

就
中
。
經
云
修
三
摩
提
。
上

人
旣
已
知
三
昧
發
得
。
所
見

事
可
非
妄
夢
。
何
況
經
云
寤

寐
恆
一
。
何
疑
夢
中
所
見
境

界
。
爰
以
般
若
經
中
。
有
夢



六
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

唐
堯
夢
以
舌
舐
天
見
。
又
夢

見
眉
髮
齊
一
百
日
登
位
。
殷

湯
夢
見
以
手
撥
天
登
。
漢
高

〈
史
記
高
祖
本
記
〉
云
云
夢

見
赤
龍
衘
臂
赤
蛇
遶
腰
。
并

行
般
若
成
就
功
德
之
文
。

法
華
中
有
二
若
於
夢
中
但

見
妙
事
之
說
。
何
況
今
經

中
有
夢
見
彼
佛
亦
得
往

生
之
文
。
若
人
夢
中
之

是
登
帝
位
。
瑞
相
也
。
是
則

夢
陽
氣
遠
標
方
來
。
若
無
異

想
及
病
患
所
其
見
必
不
可
有

誤
經
説
盡
想
陰
同
嫌
戲
論
妄

想
。
況
云
寤
寐
恒
一
豈
論
夢

覺
異
耶
。
又
經
云
修
三
摩
提

上
人
既
發
得
三
昧
。
所
見
何

混
平
常
人
。
定
知
。
非
想
陰

妄
夢〈
云
云
〉。又②
　

有
口
傳

3

3

3〈
云

云
〉。

相
承
非
口
決
義
。
又
大
小
乘

中
明
夢
中
境
界
。
或
明
四
種

夢
。
或
判
六
種
夢
。
非
悉
是

妄
夢
。
勿
偏
局
一
。
）
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《
浄
土
真
宗
血
脈
相
承
次
第
》《
浄
土
真
宗
血
脈
相
承
次
第
》
問
。
於
前
相
承
。
指
於
經
卷
。

浄①

土
眞
宗
相
承
血
脈
次
第

3

3

3

3

3

3

3

3

3

擧

一
説
。
釋
迦
如
來
、
天
親
菩

薩
、
曇
鸞
法
師
、
道
綽
禪
師
、

善
導
大
師
、
源
空
上
人
。
又

鸞
師
値
流
支
信
受
觀
經
。
流

淨支
鸞
師
次
第
是
可
列
〈
云

云
〉。
問
天
親
西
天
論
師
總

淨
土
眞
宗
相
承
血
脈
次
第

〈
是
擧
一
説
〉。
釋
迦
如
來
、

天
親
菩
薩
、
曇
鸞
法
師
、
道

綽
禪
師
、
善
導
和
尚
、
源
空

上
人
。
又
依
鸞
師
遇
流
支
承

觀
經
流
支
鸞
師
次
第
可
列

之
。
問
天
親
西
天
論
師
也
。

其
義
可
然
。
至
今
後
義
。
於

諸
論
師
中
。
以
天
親
菩
薩
。

持
爲
淨
土
祖
。而
甚
以
難
思
。

夫
四
依
菩
薩
。皆
爲
如
來
使
。

遍
利
於
衆
生
。
依
之
俱
舍
爲

第
一
祖
。法
相
亦
爲
第
三
祖
。

若
爾
者
。
應
爲
諸
宗
祖
。
何

爲
諸
宗
祖
。
依
之
法
相
第
三

祖
。
倶
舍
又
元
祖
。
今
何
淨

土
祖
。
答
此
難
顯
問
端
。
既

爲
諸
宗
祖
。何
不
爲
淨
土
祖
。

敎
時
論
意
云
天
親
造
倶
舍
。

學
之
者
名
倶
舍
宗
。
又
造
法

華
論
。
可
爲
我
師
。
准
之
天

親
造
淨
土
論
。
今
學
之
者
名

淨
土
宗
。
豈
非
淨
土
祖
師
哉

〈
云
云
〉。

總
可
爲
諸
宗
祖
。
依
之
法
相

爲
第
三
祖
倶
舍
宗
又
爲
第
一

祖
。
今
何
爲
淨
土
祖
耶
。
答

此
難
顯
問
端
既
爲
諸
宗
祖
何

不
爲
淨
土
祖
。
敎
時
諍
論
意

云
天
親
造
倶
舍
論
學
之
者
名

倶
舍
宗
。
亦
造
法
華
論
可
爲

吾
師
〈
以
上
〉。
凖
之
天
親

造
淨
土
論
。
今
學
之
者
名
淨

土
宗
。豈
非
淨
土
祖
師
耶〈
云

云
〉。

獨
爲
淨
土
祖
乎
。
答
。
此
義

問
端
顯
。
旣
爲
諸
宗
祖
。
何

非
淨
土
祖
。
故
敎
時
義
云

天
親
菩
薩
。
造
俱
舍
論
。
學

彼
論
人
。
名
俱
舍
宗
。
今
就

此
位
造
法
華
論
。
以
是
可
爲

我
宗
祖
也
。〈
取
意
〉
准
之
。

亦
依
今
經
造
淨
土
論
。
學
於

此
論
。
號
淨
土
宗
。
何
亦
不

爲
淨
土
祖
乎
。
云
云
。

　

三
書
の
対
照
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。『
持
阿
見
聞
』
と
『
直
牒
』
の
大
き
な
相

違
点
は
、
聖
冏
が
年
号
や
出
典
箇
所
等
補
足
説
明
す
る
点
と
曇
鸞
が
菩
提
流
支
か
ら

『
観
経
』
を
授
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
削
除
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
他
に
は
大
き
な
違

い
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
聖
冏
『
直
牒
』
に
は
、
長
文
を
厭
わ
ず
『
持
阿
見
聞
』
の

相
承
に
関
す
る
記
述
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、『
持
阿
見
聞
』
と
『
直
牒
』
に
お
い
て
、
善
導
大
師
と
法
然
上
人
の
相
承
を
伝

え
る
一
段
に
用
い
て
い
る
法
然
上
人
伝
記
は
、
法
然
上
人
の
高
弟
信
空
の
弟
子
の
信

瑞
が
著
し
た
『
黒
谷
上
人
伝
』
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。
同
様
の
内
容
を
伝
え
る
た
め
に

『
付
法
伝
』
に
て
用
い
ら
れ
た
法
然
上
人
伝
は
、『
黒
谷
上
人
伝
』
で
は
な
く
醍
醐
本

『
法
然
上
人
伝
記
』
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
聖
冏
は
『
持
阿
見
聞
』
へ
の
尊
重
の

意
識
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
手
元
に
資
料
が
な
か
っ
た
せ
い
な
の
か
、『
付
法
伝
』

の
後
に
書
い
た
『
直
牒
』
で
は
、
法
然
上
人
の
伝
記
箇
所
ま
で
丁
寧
に
『
持
阿
見



六
三

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

聞
』
を
受
容
し
て
い
る
。
そ
ん
な
点
か
ら
も
聖
冏
が
二
十
代
前
半
か
ら
五
十
代
後
半

に
至
っ
て
も
『
持
阿
見
聞
』
を
よ
く
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
し
れ
る
。

伝
承
で
は
、『
直
牒
』
は
佐
竹
義
秀
の
乱
を
避
け
て
現
在
の
茨
城
県
常
陸
太
田
市
松

栄
町
の
洞
窟
に
て
記
憶
を
頼
り
に
聖
冏
が
著
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
し
も
、
こ

れ
だ
け
の
長
文
引
用
を
記
憶
頼
り
に
書
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
聖
冏
が

『
持
阿
見
聞
』
を
繰
り
返
し
読
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
記
憶
で
な
い
と

す
る
な
ら
ば
、
洞
窟
に
避
難
す
る
際
に
も
『
持
阿
見
聞
』
を
持
っ
て
移
動
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
い
ず
れ
に
し
て
も
聖
冏
は
『
持
阿
見
聞
』
を
重
視
し
て

い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

次
に
、『
付
法
伝
』
は
『
直
牒
』
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
文
章
の
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
並
べ
て
み
る
と
、
同
じ
く
持
阿
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
る
議
論
の

内
容
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
対
照
表
に
引
用
し
た
『
付
法

伝
』
の
内
容
は
、『
付
法
伝
』
後
半
に
あ
る
す
べ
て
の
問
答
と
、
慧
遠
、
慈
愍
、
菩

提
流
支
の
伝
記
の
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
付
法
伝
』
の
相
承
に
関
す
る
議
論
の

最
も
肝
要
な
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
『
持
阿
見
聞
』
を
下
敷
き
に
し
て
作
成
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
に
先
行
し
て
作
成
さ
れ
た
『
持
阿
見

聞
』
に
は
対
照
表
の
点
線
部
①
の
よ
う
に
「
浄
土
真
宗
相
承
血
脈
次
第
」
と
し
て
、

釈
迦
如
来
、
天
親
菩
薩
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
大
師
、
法
然
上
人
と
い
う
一
説
を
述

べ
て
い
る
。
持
阿
に
お
い
て
も
、
自
分
の
受
け
継
い
だ
浄
土
宗
の
教
え
こ
そ
が
真
宗

―
正
統
―
で
あ
る
と
の
意
識
が
高
か
っ
た
の
か
、
そ
の
血
脈
の
名
前
に
「
真
宗
」
の

二
文
字
を
加
え
て
い
る
。
自
身
が
「
真
宗
」
の
僧
侶
で
あ
る
と
の
意
識
は
、
澄
円
に

も
見
ら
れ
、
ま
た
聖
冏
の
師
の
了
実
の
「
付
法
状
」
に
も
「
真
宗
弘
教
沙
門
了
実
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら）
11
（

、
自
己
の
伝
持
す
る
教
え
の
正
統
性
を
主
張
す
る
、
当

時
の
浄
土
宗
僧
侶
共
通
の
意
識
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
聖

冏
に
も
二
祖
聖
光
、
三
祖
良
忠
と
次
第
す
る
鎮
西
派
の
流
れ
こ
そ
「
浄
土
真
宗
」
で

あ
る
と
い
う
同
じ
思
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
持
阿
見
聞
』
の
こ
の
言
葉
を
眼
に

し
た
聖
冏
が
、
触
発
さ
れ
て
『
付
法
伝
』
の
タ
イ
ト
ル
に
「
浄
土
真
宗
」
を
冠
し
た

こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
二
三
歳
の
聖
冏
は
、
定
慧
の
指
導
す
る
桑
原
道
場
に
お
い
て
『
持
阿

見
聞
』
を
手
元
に
お
い
て
『
付
法
伝
』
を
作
成
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
で
は
、

い
っ
た
い
ど
う
し
て
『
持
阿
見
聞
』
の
相
承
に
関
す
る
記
述
を
聖
冏
は
用
い
て
『
付

法
伝
』
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
指
導
し
て
い
た
定
慧
は
そ
れ
に
つ
い

て
注
意
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
項
目
で
確
認
し
て
ゆ
き

た
い
。（

３
）
聖
冏
に
お
け
る
『
持
阿
見
聞
』
受
容
の
理
由
に
つ
い
て

　

そ
も
そ
も
『
持
阿
見
聞
』
引
用
箇
所
の
内
容
は
、
四
祖
良
暁
の
『
決
疑
鈔
見
聞
』

を
問
端
と
し
て
浄
土
三
流
を
高
僧
伝
の
記
述
を
も
と
に
明
か
し
て
い
き
、
途
中
で
三

祖
良
忠
『
決
疑
鈔
裏
書
』
を
引
用
し
て
浄
土
宗
の
相
伝
が
依
用
相
伝
で
あ
る
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
良
暁
に
至
る
血
脈
相
伝
の
説
明
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
、
持
阿
は
最
初
の
廬
山
慧
遠
の
説
明
の
中
に
お
い
て

遠
公
已
に
三
昧
を
發
し
て
正
に
聖
相
を
感
じ
て
親
し
く
彌
陀
の
告
勅
を
聞
き
、

亦
た
水
流
等
の
法
音
を
聞
く
。
若
し
超
越
を
論
ぜ
ば
、
法
師
直
に
彌
陀
の
敎
誡

を
受
く
。
一
宗
の
祖
師
、
最
も
信
敬
す
べ
き
に
足
れ
り
）
1（
（

。

と
述
べ
て
お
り
、
慧
遠
は
三
昧
を
発
得
し
て
直
接
阿
弥
陀
如
来
の
教
誡
を
受
け
た
、

す
な
わ
ち
時
代
や
空
間
を
越
え
て
浄
土
の
法
門
を
相
承
す
る
「
超
越
相
承
」
が
あ
っ
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
く
慈
愍
三
蔵
の
説
明
で
も
高
僧
伝
を
引
用
し
て

い
る
が
、
そ
の
な
か
で
慈
愍
が
観
音
菩
薩
か
ら
直
接
に
「
汝
當
に
知
る
べ
し
。
浄
土

の
法
門
は
諸
行
に
超
過
せ
り
」
と
、
や
は
り
超
越
的
な
相
承
を
受
け
て
い
る
こ
と
が

明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、『
選
択
集
』
十
六
章
段
を
引
用
し
て

今
云
く
。
集
の
奧
に
云
く
。
善
導
は
是
れ
彌
陀
化
身
な
り
。
此
の
書
は
彌
陀
直

説
な
り
と
云
う
べ
し
。〈
乃
至
〉
昔
、
玆
の
典
を
披
閲
し
て
粗
ぼ
素
意
を
識
れ

り
。
立
ど
こ
ろ
に
餘
行
を
捨
て
て
念
佛
に
歸
す
等
と
〈
已
上
〉。
故
に
知
ん
ぬ
。

上
人
は
大
師
に
依
る
な
り
。
問
う
。
有
人
疑
い
て
云
く
。
上
人
自
ら
善
導
の
素

意
を
識
る
と
稱
す
と
雖
も
、
面
受
に
は
非
ず
、
又
た
口
傳
無
し
。
自
ら
導
師
の

釋
義
に
依
り
て
始
て
建
立
す
る
所
の
法
門
な
り
。
誰
か
之
を
依
用
せ
ん
。
此
の

難
如
何
。
答
う
。
此
の
難
は
綽
公
の
相
承
を
會
す
る
に
同
じ
。
設
い
面
受
に
非

ず
口
決
無
く
と
も
、
相
傳
若
し
謬
り
無
け
れ
ば
信
受
す
る
に
足
る
べ
し
。
上
人

は
是
れ
三
昧
發
得
の
師
な
り
。
親
し
く
彼
土
の
依
正
を
見
る
。
淨
土
の
化
導
に

於
い
て
更
に
謬
解
有
る
べ
か
ら
ず
。
況
や
世
に
擧
っ
て
勢
至
の
化
現
と
云
う
。

又
た
善
導
の
再
誕
と
號
す
。
本
地
の
利
生
、
彌
よ
憑
み
有
る
者
か
〈
云
云
〉）11
（

。

と
い
い
、
善
導
大
師
が
「
弥
陀
化
身
」
で
あ
る
と
し
、
法
然
上
人
は
面
授
口
決
を
受

け
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
三
昧
を
発
得
し
て
直
接
極
楽
浄
土
と
阿
弥
陀
如
来
を
ま

の
あ
た
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
相
伝
や
化
導
に
誤
り
な
ど
あ
り
え
な

い
と
す
る
。
さ
ら
に
法
然
上
人
は
、
勢
至
菩
薩
の
化
身
で
あ
り
、
善
導
大
師
の
生
ま

れ
変
わ
り
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
地
と
な
る
勢
至
菩
薩
や
善
導
大
師
の
衆
生
救
済

を
考
え
れ
ば
、
信
受
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

持
阿
は
浄
土
三
流
が
み
な
阿
弥
陀
如
来
や
観
音
菩
薩
な
ど
の
浄
土
の
仏
菩
薩
か
ら
直

接
教
え
を
受
け
る
、
も
し
く
は
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
形
で
「
超
越
相
承
」
を
受
け

た
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、

有
學
者
の
言
く
。
今
の
『
選
擇
集
』
は
次
第
一
途
の
相
承
を
連
ぬ
。
此
の
外
に

又
た
超
越
相
承
有
る
べ
し
。
謂
く
大
師
『
觀
經
疏
』
を
製
す
る
時
、
毎
夜
夢
中

に
僧
來
り
て
玄
義
の
科
文
を
授
く
。
一
本
の
『
選
擇
』
に
云
く
。
僧
と
は
恐
く

は
是
れ
釋
迦
の
應
現
な
ら
ん
と
。
云
く
、
然
ら
ば
釋
尊
直
に
和
尚
に
授
く
な
り
。

又
た
常
の
本
に
は
彌
陀
と
云
う
。
然
ら
ば
和
尚
は
直
に
彌
陀
に
受
く
。
又
た

『
上
人
傳
』
に
云
く
。
詳
覈
す
る
所
の
義
、
佛
意
に
合
せ
ん
や
否
や
。
心
に
之

れ
を
勞
う
。
夜
、
紫
雲
靉
靆
と
し
て
日
本
國
に
覆
い
て
雲
中
に
無
量
の
光
を
出

だ
す
。
又
た
高
山
を
見
る
に
險
阻
に
し
て
西
方
に
對
し
て
峯
の
上
、
紫
雲
聳
ゆ
。

雲
中
に
僧
有
り
。
上
は
黑
染
、
下
は
金
色
の
衣
服
な
り
。
予
、
問
う
て
云
く
。

是
れ
誰
と
や
爲
ん
。
僧
答
え
て
云
く
。
我
れ
は
是
れ
善
導
な
り
。
汝
專
修
念
佛

の
法
を
弘
通
せ
ん
と
欲
す
る
故
に
證
を
作
さ
ん
と
爲
す
〈
已
上
〉。
然
る
に
大

師
直
に
上
人
に
授
く
と
〈
已
上
〉）11
（

。

と
述
べ
、
持
阿
は
「
有
学
者
」
の
説
と
し
て
浄
土
宗
に
超
越
相
承
が
あ
る
べ
き
こ
と

を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
『
選
択
集
』
の
記
述
を
も
っ
て
、
善
導
大
師
『
観
経
疏
』

の
執
筆
を
指
授
し
た
僧
は
阿
弥
陀
如
来
、
も
し
く
は
釈
迦
如
来
で
あ
り
、
善
導
大
師

は
如
来
か
ら
教
え
を
直
授
さ
れ
た
と
し
、
信
瑞
『
黒
谷
上
人
伝
』
を
引
用
し
て
、
法

然
上
人
が
夢
中
に
善
導
大
師
と
対
面
し
て
い
た
事
実
を
明
示
し
て
法
然
上
人
が
善
導

大
師
か
ら
専
修
念
仏
の
法
を
直
授
さ
れ
た
と
説
明
づ
け
る
の
で
あ
る
。
夢
中
の
面
授

が
信
ず
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
諸
経
説
や
中
国
歴
代
皇
帝
の
瑞
夢
な
ど
を
引

用
し
な
が
ら
持
阿
は
さ
ら
に
続
け
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
經
に
三
摩
提
を
修

す
と
云
う
。
上
人
は
既
に
三
昧
を
發
得
し
た
ま
え
り
。
彼
の
所
見
、
何
ぞ
平
常
の
人

と
混
ぜ
ん
や
。
定
て
知
ぬ
。
想
陰
妄
夢
に
非
ざ
る
こ
と
を
）
11
（

」
と
、
三
昧
発
得
し
た
者
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浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

の
夢
は
普
通
の
人
が
見
る
「
妄
夢
」
な
ど
で
は
な
く
、
三
昧
発
得
し
た
法
然
上
人
が

夢
中
で
善
導
大
師
か
ら
教
え
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
真
実
で
あ
る
こ
と
を
訴

え
て
い
る
。

　

こ
の
「
有
学
者
」
と
は
持
阿
と
同
時
代
、
も
し
く
は
少
し
前
の
人
物
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
が
誰
な
の
か
は
特
定
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
持
阿
は
そ
の
説
を
使
用
し
て
、
超
歴
史
的
な
血
脈
相
承
で
あ
る

「
超
越
相
承
」
が
浄
土
宗
に
は
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
祖
師
た
ち
が
法
然
上
人
は
善
導
大
師
か
ら
面
授
口
決
を
受
け
て
は
い
な
い
と
し
、

持
阿
自
身
も
善
導
大
師
と
法
然
上
人
の
間
に
面
授
口
決
は
な
い
と
し
て
い
た
が
、
そ

れ
を
翻
し
て
夢
中
に
て
二
祖
が
対
面
し
て
教
え
を
直
接
に
授
受
し
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

い
っ
た
い
こ
の
よ
う
な
『
持
阿
見
聞
』
の
説
示
を
聖
冏
が
全
面
的
に
依
用
し
た
の

は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ

る
。
一
つ
は
、
藤
田
派
の
性
心
と
持
阿
が
正
し
く
良
忠
よ
り
浄
土
宗
の
教
え
を
相
伝

し
て
い
る
と
聖
冏
が
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、『
持
阿
見
聞
』
の
内

容
が
、
了
実
等
か
ら
聖
冏
が
相
承
し
た
口
伝
と
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
理
由
に
関
し
て
、
は
じ
め
に
藤
田
派
の
派
祖
性
心
と
良
忠
と
の
関
係
の

密
接
さ
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
す
資
料
が
あ
る
。
名
越
派
の
教
義
の

基
礎
を
固
め
、
白
旗
派
や
藤
田
派
に
も
通
じ
て
い
た
良
栄
理
本
（
―
一
四
二
八
）
は
、

聖
冏
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
の
良
栄
の
『
十
六
箇
条
疑
問
答
見
聞
』
に
は

性
心
上
人
は
『
傳
通
記
』
の
筆
授
者
な
り
。
是
れ
第
二
身
の
義
を
存
す
。
持
阿

上
人
は
亦
た
都
鄙
に
於
い
て
、
多
年
の
間
は
、
初
は
良
辨
に
付
て
受
學
し
、
次

に
上
洛
し
て
然
阿
上
人
に
隨
逐
し
て
、
親
く
法
門
を
承
く
。
後
に
水
沼
に
付
て

相
承
し
た
ま
う）

11
（

。

と
あ
り
、
良
忠
の
『
観
経
疏
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
伝
通
記
』
を
性
心
が
筆
授
し
て

い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
性
心
は
良
忠
門
下
中
で
最
も
早
く
か
ら
良
忠
に
師

事
し
て
お
り
、『
伝
通
記
』
の
他
に
も
良
忠
よ
り
『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』
を
筆
録

す
る
役
目
を
任
さ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
）
11
（

。
ま
た
良
忠
か
ら
聖
光
『
授
手
印
』
と

添
え
状
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
性
心
は
『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』
の
注
釈

書
で
あ
る
『
授
手
印
決
答
見
聞
』
を
著
し
て
、
そ
の
意
識
は
良
忠
門
流
の
後
を
に
な

う
つ
も
り
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
弟
子
の
持
阿
は
、
上
洛
し
て
直
接
良
忠
に

師
事
す
る
こ
と
が
で
き
、
良
暁
と
共
に
浄
土
の
法
門
を
学
ん
で
い
た
人
物
で
あ
る
。

良
忠
が
往
生
し
た
後
に
は
、
性
心
の
も
と
で
教
え
を
相
承
し
、
良
忠
『
決
答
授
手
印

疑
問
鈔
』
と
性
心
『
授
手
印
決
答
見
聞
』、
さ
ら
に
良
忠
か
ら
の
口
決
が
授
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
性
心
と
持
阿
は
、
良
忠
の
相
伝
し
た
教
え
を
深
く
学
び
と

っ
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
良
栄
と
親
交
の
あ
っ
た
聖
冏
も
知
っ
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
聖
冏
は
、
自
説
と
白
旗
派
良
暁
の
説
、
藤
田
派

性
心
の
説
を
合
糅
し
て
『
伝
通
記
糅
鈔
』
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
11
（

。
加
え
て
、
藤

田
派
の
活
躍
し
た
場
所
は
茨
城
県
坂
東
市
な
ど
北
関
東
で
あ
り
、
常
陸
太
田
市
等
で

活
躍
し
て
い
た
蓮
勝
や
了
実
、
聖
冏
と
地
理
的
に
も
近
く
、
良
暁
門
下
の
蓮
勝
、
了

実
、
定
慧
の
三
師
も
性
心
や
持
阿
が
良
忠
よ
り
多
く
を
学
び
取
り
、
浄
土
宗
の
教
え

を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
良
暁

の
問
い
か
ら
は
じ
ま
る
浄
土
宗
の
血
脈
相
承
に
関
す
る
一
連
の
『
持
阿
見
聞
』
の
記

述
を
、
聖
冏
は
定
慧
の
も
と
に
い
る
時
か
ら
軽
ん
ず
る
こ
と
な
く
依
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
二
つ
目
の
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
聖
冏
が
『
直
牒
』
に
て
『
持
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阿
見
聞
』
を
引
用
し
た
直
後
に
添
え
た
重
要
な
一
言
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
超
越
相

承
と
し
て
善
導
大
師
か
ら
法
然
上
人
が
教
え
を
夢
中
に
直
授
さ
れ
、
そ
の
夢
は
妄
夢

な
ど
で
は
な
い
と
す
る
『
持
阿
見
聞
』
の
説
を
引
用
し
た
直
後
に
、
聖
冏
が
「
又
た

口
伝
有
り
（
対
照
表
の
点
線
部
②
）」
と
書
き
加
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖

冏
が
長
文
引
用
し
た
『
持
阿
見
聞
』
の
相
承
の
内
容
が
、
了
実
や
定
慧
た
ち
か
ら
聖

冏
自
身
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
口
伝
と
重
な
る
内
容
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
「
又
た
口
伝
有
り
」
と
書
き
加
え
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

聖
冏
自
身
が
聞
き
及
ん
で
い
た
口
伝
に
重
な
る
内
容
を
採
録
し
て
い
る
『
持
阿
見

聞
』
の
記
事
を
引
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
浄
土
宗
に
も
口
決
相
承
が
あ
る
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
、
聖
冏
が
二
十
三
歳
で
著
し
た
『
付
法
伝
』
は
、『
持
阿
見
聞
』
に
書
き

残
さ
れ
て
い
る
口
伝
の
内
容
を
た
だ
引
用
し
た
の
で
は
な
く
、
丁
寧
に
浄
土
教
の
祖

師
を
並
べ
な
お
し
、
良
忠
所
説
の
口
決
相
伝
と
依
用
相
伝
と
の
二
種
の
相
伝
を
も
と

に
、
①
知
識
相
承
（
超
歴
史
的
相
承
）
と
②
経
巻
相
承
（
歴
史
的
相
承
）
と
を
明
確

に
説
明
し
、
さ
ら
に
善
導
大
師
か
ら
夢
定
中
に
法
然
上
人
へ
の
超
越
的
な
口
決
相
承

が
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
で
、
浄
土
宗
の
血
脈
相
承
を
盤
石
な
も
の
に
し
よ
う
と
試

み
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
わ
ず
か
二
三
歳
に
し
て
聖
冏
は
、
定

慧
の
も
と
で
正
統
な
浄
土
宗
の
血
脈
相
承
の
系
譜
を
確
立
し
、
以
後
、
円
頓
戒
の
血

脈
と
合
わ
せ
て
、
宗
脈
・
戒
脈
の
両
脈
を
相
伝
す
る
こ
と
で
独
自
の
僧
侶
養
成
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
形
づ
く
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
４
）
聖
冏
に
お
け
る
口
決
相
承
説

　

続
い
て
、
聖
冏
が
弟
子
の
聖
聡
に
伝
え
た
浄
土
宗
の
口
決
相
承
説
と
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
。
聖
冏
自
身
が
浄
土
宗
の

教
え
の
相
承
を
強
く
意
識
し
た
の
は
、
了
実
よ
り
付
法
を
受
け
た
永
和
四
年
（
一
三

七
八
）
の
後
、『
顕
浄
土
伝
戒
論
』
を
著
し
、
五
重
相
伝
の
伝
書
を
整
備
す
る
嘉
慶

三
年
（
一
三
八
九
）
―
応
永
四
年
（
一
三
九
七
）
頃
で
あ
ろ
う
）
11
（

。
こ
の
間
に
制
作
さ

れ
た
著
作
で
、
口
決
相
承
説
に
つ
い
て
聖
冏
が
論
じ
て
い
る
も
の
に
『
釈
浄
土
二
蔵

義
』
と
『
教
相
十
八
通
』
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
聖
冏
四
十
代
半
ば
に
作
成
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
か
ら
見
て
い
き
た
い
。『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
第
二
九

巻
に
は此

の
積
念
の
相
續
不
縁
他
事
の
十
念
口
授
相
承
は
、
西
河
禪
師
、
滅
後
の
子
な

り
と
雖
も
、
鸞
師
七
寶
の
船
に
乘
り
て
虚
空
の
中
に
現
じ
て
口
授
心
傳
す
。
一

家
大
師
は
親
た
り
西
河
に
承
く
。
更
に
以
て
疑
い
無
し
。
是
こ
に
於
い
て
本
朝

の
遺
弟
慧
心
、
禪
林
寺
、
并
に
異
域
の
少
生
に
し
て
口
授
を
得
ざ
る
こ
と
を
悲

し
む
。
幸
に
我
が
高
祖
源
空
上
人
大
和
尚
は
夢
定
中
に
於
い
て
半
金
色
の
大
師

を
奉
謁
し
て
、
宗
敎
并
に
承
け
て
心
行
倶
に
決
す
。
大
師
の
滅
後
四
百
五
十
三

歳
の
末
弟
な
り
と
雖
も
、
親
た
り
寫
瓶
相
承
し
た
ま
う
。
斯
れ
乃
ち
谷
響
を
惜

し
ま
ざ
る
こ
と
古
今
恒
然
た
る
者
を
や
。
仍
り
て
今
此
の
十
念
口
授
亦
た
面
上

に
受
け
た
り
。
第
二
代
の
鎭
西
上
人
に
至
り
て
口
授
の
外
に
一
つ
の
己
證
を
潤

色
し
て
之
れ
を
座
の
傍
へ
の
人
に
授
く
。
爾
し
從
り
已
來
、
綿
綿
と
し
て
絶
え

ず
、
森
森
と
し
て
盛
ん
な
り
。
吉
水
自
り
愚
に
至
り
て
直
世
七
代
の
骨
を
刻
り
、

之
れ
を
肝
に
銘
ず
。
然
る
に
一
般
の
學
者
の
中
に
於
い
て
頗
る
其
の
名
を
聞
か

ざ
る
者
有
り
。
豈
に
遐
方
終
古
面
會
の
悅
に
預
か
る
と
言
わ
ん
や
。
於あ

あ戯
、
道

を
惜
む
者
は
人
を
祟
が
む
。
名
を
遁
る
者
は
身
を
捨
つ
。
寧
ろ
我
慢
の
幢
を
倒

却
し
て
、
正
脉
の
兒
孫
に
受
傳
せ
ざ
る
や
）
11
（

。
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浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

と
あ
る
。
は
じ
め
に
聖
冏
は
、
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
こ
と
を
想
わ
ず
、
数
に
と
ら
わ

れ
ず
に
念
仏
を
相
続
す
る
こ
と
で
、
必
ず
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
十
念
の

口
授
に
よ
る
相
承
は
）
11
（

、
道
綽
が
虚
空
中
の
七
宝
の
船
に
乗
っ
た
曇
鸞
よ
り
口
授
を
受

け
、
心
か
ら
心
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
歴
史
的
に
は
曇
鸞
と
道
綽
と

は
直
接
面
授
の
関
係
で
は
な
い
が
、
法
然
上
人
『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』
に
引
用
さ
れ

る
『
続
高
僧
伝
』
等
の
諸
伝
の
記
事
を
も
と
に
超
越
的
な
口
授
心
伝
が
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
）
1（
（

。
こ
の
曇
鸞
か
ら
道
綽
に
口
授
心
伝
が
あ
っ
た
と
す
る
点
は
『
持
阿
見

聞
』
に
は
見
ら
れ
な
い
説
で
あ
り
、
若
き
聖
冏
が
『
付
法
伝
』
に
お
い
て
「
貞
観
三

年
四
月
八
日
、
鸞
空
中
に
於
い
て
浄
業
已
立
の
旨
を
告
勅
す
。
弥
よ
仰
信
ず
べ
し
）
11
（

」

と
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
聖
冏
は
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
で
も
同
様
の
伝
記
の
取
意

文
を
用
い
て
、
時
代
的
に
隔
た
る
曇
鸞
と
道
綽
に
間
に
も
口
決
相
承
が
あ
っ
た
と
述

べ
、
さ
ら
に
道
綽
か
ら
善
導
大
師
も
親
し
く
口
決
相
承
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い

こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
中
国
に
お
け
る
浄
土
宗
の
口
決
相
承
に
続
い
て
、
日
本
に
お
け
る
善
導
大
師

の
遺
弟
と
し
て
恵
心
僧
都
源
信
と
禅
林
寺
永
観
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
の
祖
も
善
導
大
師
の
居
ら
れ
た
中
国
か
ら
離
れ
、
時
代
的
に
も
は
る
か
後
代

に
生
ま
れ
た
た
め
、
善
導
大
師
か
ら
の
口
決
相
承
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
悲
し

む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
両
者
は
『
付
法
伝
』
に
於
い
て
日
本
の
三
祖
と

四
祖
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
『
付
法
伝
』
に
「
浄
土
の
宗
旨
を
勧
む
と
雖

も
、
未
だ
顕
か
な
ら
ず
。
源
空
師
に
至
っ
て
宗
義
盛
ん
な
り
）
11
（

」
と
あ
っ
て
、
善
導
大

師
か
ら
の
口
決
相
承
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
浄
土
宗
義
が
明
瞭
で
は
な
か
っ
た

と
評
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
で
は
日
本
に
浄
土
宗
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
、
三

昧
発
得
の
念
仏
者
で
あ
る
法
然
上
人
が
、
夢
定
中
に
半
金
色
の
善
導
大
師
と
拝
謁
し

て
宗
（
宗
義
・
宗
旨
）
と
教
（
教
興
・
教
相
）
を
相
承
し
）
11
（

、
浄
土
宗
の
安
心
と
起
行

を
共
に
決
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
善
導
大
師
と
法
然
上
人
は
歴
史
的
に
四
五
三
年

も
の
時
代
の
隔
た
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
器
の
水
を
他
の
一
器
に
一
滴
の

遺
漏
も
な
く
寫
す
よ
う
に
教
え
が
伝
え
ら
れ
た
と
聖
冏
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

「
寫
瓶
相
承
」
と
い
う
言
葉
は
管
見
の
か
ぎ
り
聖
冏
著
作
中
で
は
こ
の
『
釈
浄
土
二

蔵
義
』
が
初
出
で
あ
る
。『
付
法
伝
』
で
は
、

又
た
一
義
に
云
く
。
上
人
傳
に
云
く
。
所
解
正
し
く
佛
意
に
叶
う
や
否
や
と
心

念
を
勞
す
な
り
。
夜
、
夢
中
に
於
い
て
身
半
金
色
の
善
導
大
師
を
見
る
。
卽
ち

爲
に
示
し
て
云
く
。
仁
者
は
不
屑
〈　
「
屑
」
の
字
は
「
肖
」
か
〉
の
身
爲
り

と
雖
も
、
念
佛
の
興
行
は
一
天
に
滿
つ
。
稱
名
專
修
は
率
土
に
及
ぶ
。
所
以
に

我
れ
來
り
て
證
言
を
作
爲
〈　
「
作
爲
」
の
二
字
は
倒
か
〉
す
。
善
導
大
師
と

は
我
が
身
是
れ
な
り
〈
取
意
〉。
若
し
此
の
義
に
依
ら
ば
、
設
い
口
決
と
言
う

と
も
何
の
疑
難
か
有
ら
ん
。
夢
覺
に
殊
有
り
。
傳
法
に
疑
い
無
し
。
夫
れ
大
師

は
是
れ
彌
陀
の
化
身
に
し
て
、
上
人
は
是
れ
勢
至
の
垂
迹
な
り
。
豈
に
本
地
の

益
に
迷
い
て
、
猶
お
末
俗
の
謬
を
致
さ
ん
や
。
若
し
爾
ら
ば
、
設
い
口
決
無
く

と
も
之
れ
を
疑
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。
況
や
夢
中
の
口
決
を
や
。
彌
よ
仰
信
す
べ

し
）
11
（

。

と
、
法
然
上
人
伝
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
善
導
大
師

と
勢
至
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
る
法
然
上
人
の
間
柄
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
的
な
口

決
相
承
が
な
く
と
も
、
夢
中
に
お
け
る
超
歴
史
的
な
口
決
相
承
が
あ
る
か
ら
、
伝
法

の
内
容
を
疑
う
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寫
瓶
相

承
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
に
お
け
る
口
決
相
承
の
記
述
は
、

考

考
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『
付
法
伝
』
よ
り
も
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
夢

定
中
の
口
決
相
承
が
間
違
い
な
く
行
わ
れ
、
善
導
大
師
よ
り
法
然
上
人
に
十
念
の
口

授
が
対
面
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
断
定
す
る
点
は
両
書
と
も
に
同
じ
で
あ
る
が
）
11
（

、
そ

の
相
承
を
「
寫
瓶
相
承
」
と
明
確
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
釈
浄
土
二
蔵
義
』

は
両
祖
の
教
え
が
完
全
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
点
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
上
述
の
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
の
二
重
傍
線
部

の
内
容
で
あ
る
。
善
導
大
師
よ
り
法
然
上
人
に
寫
甁
相
承
さ
れ
た
教
え
は
、
第
二
祖

聖
光
に
も
授
け
ら
れ
る
。
聖
光
は
法
然
上
人
か
ら
授
か
っ
た
口
授
と
共
に
、
自
身
が

念
仏
の
実
修
に
よ
っ
て
得
た
己
証
を
門
人
で
あ
る
良
忠
に
授
け
、
そ
れ
以
後
、
そ
の

教
え
が
連
綿
と
し
て
伝
わ
り
、
生
い
茂
る
樹
木
の
よ
う
に
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
聖
冏
の
説
示
は
、
こ
れ
ま
で
超
歴
史
的
に
伝
わ
っ
て
き
た
浄
土
宗
の
口
決
相
承
に

加
え
て
、
聖
光
が
己
証
を
潤
色
し
た
著
作
も
相
伝
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
聖

冏
が
聖
光
の
己
証
等
と
述
べ
て
い
る
一
説
は
、
次
に
示
す
聖
光
『
授
手
印
』
念
仏
往

生
浄
土
宗
血
脈
相
伝
手
次
の
事
の
内
容
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
に
法
然
上
人
浄
土
宗
の
義
を
以
て
、
弁
阿
に
伝
う
。
今
ま
た
弁
阿
相
承
の

義
な
ら
び
に
私
の
勘
文
、『
徹
選
択
集
』
を
以
て
、
沙
門
然
阿
に
譲
り
与
え
畢

ん
ぬ
）
11
（

。

良
忠
が
授
か
っ
た
『
授
手
印
』
手
次
状
に
は
、
口
決
相
承
の
内
容
と
共
に
「
不
離
仏

値
遇
仏
」
等
の
己
証
を
綴
っ
た
『
徹
選
択
集
』
を
聖
光
が
良
忠
に
譲
り
与
え
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
書
名
と
し
て
は
『
徹
選
択
集
』
だ
け
が
登
場
す
る
も
の

の
、
こ
の
手
次
状
自
体
が
『
授
手
印
』
と
共
に
良
忠
へ
手
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
①
法
然
上
人
か
ら
の
口
授
・
口
決
相
承
の
旨
、
②
『
徹
選
択
集
』、
③

『
授
手
印
』（
手
次
状
含
む
）
の
三
つ
が
聖
光
よ
り
良
忠
に
相
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

一
節
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
冏
は
鎮
西
義
の
相
承
と
し
て
、
中
国
か
ら
日
本
の

法
然
上
人
に
時
代
も
場
所
も
超
越
し
て
寫
甁
相
承
さ
れ
た
口
授
の
教
え
と
、
聖
光
自

身
の
己
証
を
ま
と
め
た
著
作
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
口
決
相
承
（
口
授
）
と
依
用
相

承
（
書
伝
）
の
双
方
が
聖
光
以
後
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
法
然
上
人
か
ら
七
世

の
弟
子
に
あ
た
る
聖
冏
ま
で
途
絶
え
る
こ
と
な
く
盛
ん
に
学
ば
れ
て
き
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
）
11
（

。
聖
冏
自
身
は
、
法
然
上
人
か
ら
数
え
て
七
世
の
弟
子
に
あ
た

り
、
そ
の
相
承
を
骨
に
刻
み
、
強
く
心
に
思
い
留
め
る
と
決
意
し
て
い
る
。
そ
し
て

力
強
く
、
一
般
の
学
者
た
ち
も
浄
土
に
お
け
る
仏
菩
薩
と
の
永
遠
の
面
会
の
悦
び
を

求
め
、
出
家
修
行
者
た
ち
も
自
分
勝
手
な
理
解
を
捨
て
て
、
正
し
い
血
脈
を
相
承
す

べ
き
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
血
脈
相
承
を
受
け
る
こ
と
は
、
自
分
勝
手
な

理
解
を
離
れ
て
、
祖
師
た
ち
が
遺
漏
な
く
伝
え
て
く
れ
た
教
え
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で

あ
る
。
聖
冏
は
自
身
が
伝
持
す
る
浄
土
宗
の
血
脈
が
間
違
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
と

の
自
負
も
あ
り
、「
正
脉
（
脈
）」
を
受
伝
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
め
て
い
る
。

　

こ
の
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
以
後
の
聖
冏
著
作
に
お
け
る
口
決
相
承
の
内
容
は
、
ほ

ぼ
上
記
の
内
容
を
踏
ま
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
念
の
た
め
に
そ
の
内
容
を
示
せ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
『
教
相
十
八
通
』

吉
水
は
亦
た
夢
定
の
親
聞
な
り
）
11
（

。�
　
『
往
生
礼
讃
私
記
見
聞
』

吉
水
上
人
夢
定
の
親
聞
、
四
百
余
歳
の
後
に
。
口
授
心
伝
甚
だ
以
て
明
鏡
な

り
。
宜
し
く
口
伝
を
用
い
る
べ
き
で
し
ょ
う
）
11
（

。

双
方
と
も
に
前
述
の
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
の
内
容
が
踏
襲
さ
れ
、
法
然
上
人
が
善
導
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土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

大
師
か
ら
夢
定
中
に
親
し
く
教
え
の
相
承
を
受
け
た
と
い
う
小
さ
な
記
事
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
の
善
導
大
師
か
ら
直
接
法
然
上
人
が
超

歴
史
的
な
口
決
相
承
を
受
け
た
こ
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
（
善
導
大
師
）
か
ら
法
然
上

人
が
直
接
受
け
継
い
だ
教
え
と
い
う
意
味
に
も
な
る
た
め
、
聖
冏
当
時
の
人
々
に
は

大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
書

（
旧
約
聖
書
）
と
キ
リ
ス
ト
教
の
新
約
聖
書
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
ク
ル
ア
ー
ン
の
よ
う

に
、
い
つ
神
の
預
言
や
霊
感
を
受
け
た
の
か
、
そ
の
新
旧
に
よ
っ
て
人
々
が
信
仰
す

る
も
の
が
変
わ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
の
口
を
隔
て
ず
に
直
接
に
阿
弥
陀
如
来
の
救

い
の
御
心
を
相
伝
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
上
人
の
教
え
が
如
来
の
真
意
に
直

結
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。「
吉
水
上
人
夢
定
の
親
聞
」
と
い
う
表
現
に
は
、
ま
さ
に
直
接
阿
弥
陀
如
来
の

化
身
か
ら
親
し
く
教
え
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
を
広
く
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
図

も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
や
が
て
「
口
決
相
承
」
で
は
な
く
「
直
受
相
承
」

と
聖
冏
が
表
現
を
変
え
て
い
く
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

聖
冏
が
晩
年
、
七
四
歳
で
小
石
川
伝
通
院
に
移
住
す
る
前
年
に
聖
聡
に
口
伝
し
、

聖
聡
が
口
筆
（
筆
録
）
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
『
選
択
口
伝
口
筆
』
の
「
浄
土
宗
血
脈

相
伝
之
事
」
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
み
ら
れ
る
）
1（
（

。

相
承
に
於
い
て
依
用
相
承
〈
亦
た
經
巻
相
承
と
名
づ
く
〉
と
直
受
相
承
〈
又
た

口
決
相
承
と
云
う
〉
の
二
途
之
れ
有
り
。
又
た
依
用
相
承
を
ば
超
越
相
承
と
も

名
づ
け
、
直
受
相
承
を
ば
次
第
相
承
と
も
名
づ
く
。
龍
樹
を
以
て
直
ち
に
釋
迦

に
次
す
る
は
依
用
な
り
。
又
た
超
越
な
り
。
諸
宗
に
此
の
例
有
り
。
怪
し
む
べ

き
所
に
非
ず
。
且
く
天
台
宗
の
如
き
は
釋
迦
牟
尼
如
来
、
龍
樹
菩
薩
、
恵
文
、

南
岳
等
な
り
。
彼
は
又
た
釋
迦
と
龍
樹
と
相
承
し
て
今
の
宗
の
如
し
〈
云
云
〉。

龍
樹
と
恵
文
の
相
承
は
又
た
直
受
に
非
ず
。
謂
う
所
は
『
中
観
論
』
の
文
に

「
因
縁
諸
生
法
我
説
即
是
空
亦
名
爲
假
名
亦
是
中
道
義
」
と
言
わ
る
に
依
り
て
、

初
め
て
三
諦
即
是
観
と
立
て
て
此
れ
則
ち
經
巻
相
承
な
り
。
又
た
依
用
な
り
）
11
（

。

聖
冏
は
初
め
に
二
種
類
の
相
承
に
つ
い
言
及
し
て
い
る
。『
付
法
伝
』
で
は
）
11
（

、「
八
祖

相
承
次
第
、
此
れ
即
ち
名
づ
け
て
経
巻
相
承
と
爲
す
」
と
い
い
、
ま
た
「
六
祖
相
承
、

此
れ
即
ち
名
づ
け
て
知
識
相
承
と
爲
す
」
と
い
っ
て
、
経
巻
相
承
と
知
識
相
承
の
二

つ
を
出
し
、『
直
牒
』
で
は
口
決
相
伝
と
依
用
相
伝
と
い
う
良
忠
の
使
用
し
た
言
葉

を
使
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
依
用
相
承
（
経
巻
相
承
）
と
直
受
相
承
（
口
決
相

承
）
と
い
う
言
葉
の
他
、
超
越
相
承
と
次
第
相
承
と
い
う
名
称
も
用
い
て
い
る
。
整

理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
付
法
伝
』
『
直
牒
』

『
選
択
口
伝
口
筆
』

経
巻
相
承

依
用
相
伝

依
用
相
承
（
経
巻
相
承
・
超
越
相
承
）

知
識
相
承

口
決
相
伝　

直
受
相
承
（
口
決
相
承
・
次
第
相
承
）

聖
冏
は
天
台
宗
の
相
承
説
を
例
に
し
て
、
釈
尊
か
ら
龍
樹
に
至
る
相
承
は
依
用
相
承
、

も
し
く
は
超
越
相
承
で
あ
り
、
龍
樹
か
ら
恵
文
も
ま
た
直
受
相
承
で
は
な
く
経
巻
相

承
、
も
し
く
は
依
用
相
承
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
聖
冏
に
お

け
る
超
越
相
承
の
意
味
の
変
化
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
か
ら
慧
遠
が
教
え
を
受
け
、

あ
る
い
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
善
導
大
師
が
勢
至
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
る
法
然
上
人
に

相
承
す
る
な
ど
、
持
阿
が
時
代
と
空
間
を
超
越
し
て
相
承
す
る
こ
と
を
超
越
相
承
と

し
て
い
た
の
を
、
聖
冏
は
『
直
牒
』
に
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
超
越
相
承
を
、
経
巻
相
承
や
依
用
相
承
と
同
じ
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
祖
師
の
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著
作
を
通
じ
て
時
代
や
国
を
隔
て
て
相
承
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
置
き
換
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
超
歴
史
的
な
面
授
口
決
の
相
承
で
あ
っ
た
超
越
相
承
を
、
経
典

や
著
作
と
い
う
歴
史
的
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
物
を
通
じ
て
、
後
代
の
人
が
面
授

口
決
な
く
教
え
を
正
し
く
相
承
で
き
る
も
の
と
し
て
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
変
化
は
、
超
越
的
な
存
在
に
直
接
に
結
び
つ
こ
う
と
修
行
し
て
、
そ
の

口
授
心
伝
を
受
け
る
相
承
で
は
な
く
、
誰
も
が
書
伝
と
口
伝
を
通
じ
て
浄
土
の
教
え

の
奥
義
を
知
る
こ
と
で
相
承
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
、
聖
冏
自
身
が
考
え
て
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
曇
鸞
か
ら
道
綽
、
善
導
大
師
か
ら
法
然
上
人
の

よ
う
に
超
歴
史
的
で
超
勝
性
を
帯
び
た
口
決
相
承
は
法
然
上
人
ま
で
に
と
ど
め
ら
れ
、

法
然
上
人
以
後
は
口
伝
と
書
伝
に
よ
っ
て
往
生
浄
土
を
求
め
る
僧
侶
の
誰
も
が
、
そ

の
超
勝
性
を
帯
び
た
教
え
を
等
し
く
相
伝
で
き
る
よ
う
に
聖
冏
は
相
承
を
整
備
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
口
伝
と
書
伝
に
依
る
歴
史
的
相
承
を
継
承
す
る
こ
と
を
重
ん

じ
よ
う
と
し
た
聖
冏
の
意
志
が
、
こ
の
超
越
相
承
の
意
味
の
変
化
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
同
じ
く
『
選
択
口
伝
口
筆
』
に
は

問
う
。
導
と
源
空
と
の
相
承
如
何
。
答
う
。
此
れ
に
両
説
あ
り
。
先
ず
は
依
用

な
り
。
所
謂
承
安
五
年
に
於
い
て
〈
四
十
三
の
時
な
り
〉、
一
心
専
念
の
文
に

依
り
て
、
自
ら
佛
願
の
奥
旨
を
解
し
専
ら
善
導
を
師
と
す
。〈
此
れ
経
巻
相
承

に
依
る
〉
其
の
後
、
夢
定
中
に
於
い
て
半
金
色
の
人
に
謁
す
〈
裳
上
は
墨
染
、

裳
下
は
金
色
〉。
乃
ち
示
し
て
云
く
。
汝
は
不
肖
の
身
と
為
す
と
雖
も
、
念
仏

の
興
行
は
一
天
に
満
ち
、
故
に
我
れ
此
こ
に
来
て
証
を
な
さ
ん
と
す
。
善
導
師

と
は
我
が
身
我
が
身
是
れ
な
り
〈
已
上
、
上
人
の
傳
の
取
意
〉。
若
し
此
の
説

に
依
ら
ば
、
直
授
な
り
。
）
11
（

と
あ
る
。
聖
冏
は
四
祖
良
暁
ま
で
依
用
相
承
の
み
と
さ
れ
て
き
た
善
導
大
師
と
法
然

上
人
の
間
の
相
承
を
、
口
伝
や
『
持
阿
見
聞
』
を
手
掛
か
り
に
、
夢
で
は
あ
る
が
三

昧
定
中
の
所
見
と
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
面
授
口
決
の
相
承
が
あ
る
旨
を
明
か
し

た
。
そ
し
て
今
度
は
、
善
導
大
師
か
ら
法
然
上
人
へ
の
相
承
が
、
経
巻
（
依
用
）
相

承
と
直
受
相
承
の
双
方
を
重
ね
て
受
け
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
経
巻
相
承
と
直
受
相
承
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
、
他
宗
か
ら
も
批
判
を
受
け
か

ね
な
い
。
そ
こ
で
聖
冏
は
両
方
の
相
承
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
、
ま
さ

に
盤
石
な
相
承
説
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
聖
冏
の
口
決
相
承
説
を
見
て
き
た
が
、
聖
冏
は
は
じ
め
『
持
阿
見
聞
』
と

自
身
が
相
承
し
た
口
伝
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
他
宗
よ
り
非
難
を
受
け
て
い
た
浄
土

宗
の
相
承
説
を
『
付
法
伝
』
作
成
に
よ
っ
て
再
形
成
と
強
化
を
は
か
っ
た
。
そ
の
際
、

口
決
無
く
と
も
依
用
相
伝
が
あ
る
の
で
一
宗
派
と
し
て
問
題
な
い
と
主
張
す
る
と
と

も
に
、
伝
持
し
た
口
伝
と
『
持
阿
見
聞
』
の
な
か
に
あ
っ
た
超
越
相
承
の
説
な
ど
を

用
い
て
三
昧
発
得
の
聖
者
で
あ
り
、
勢
至
菩
薩
の
垂
迹
で
あ
る
法
然
上
人
で
あ
れ
ば
、

阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
善
導
大
師
か
ら
も
直
接
夢
定
中
に
口
決
相
承
を
受
け
た

に
違
い
な
い
と
、
上
人
伝
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
づ
け
る
。
こ
の
後
、『
直
牒
』
に

て
再
び
相
承
説
を
論
じ
る
が
、
こ
の
内
容
は
『
持
阿
見
聞
』
に
依
拠
し
て
お
り
、
直

牒
洞
と
名
づ
け
ら
れ
た
洞
穴
に
て
記
憶
を
頼
り
に
執
筆
さ
れ
た
と
伝
わ
る
も
、
お
そ

ら
く
は
他
に
あ
ま
り
書
籍
が
な
い
環
境
に
お
い
て
『
持
阿
見
聞
』
を
手
元
に
置
い
て

作
成
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
続
く
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
に
お
け
る
相

承
説
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
善
導
大
師
と
法
然
上
人
の
間
に
夢
定
中
に

お
け
る
「
寫
甁
相
承
」
が
行
わ
れ
た
と
断
言
し
、
浄
土
宗
の
教
え
の
正
脈
が
聖
光
、
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浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

良
忠
、
良
暁
等
と
次
第
し
て
聖
冏
に
至
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
同
時
期
に
聖
冏

は
、
聖
光
に
お
け
る
『
授
手
印
』
の
よ
う
に
相
承
を
意
図
し
た
執
筆
を
開
始
し
て
お

り
、
口
決
相
承
の
有
無
を
論
じ
る
一
方
で
、
著
作
に
依
る
相
伝
の
準
備
を
進
め
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
聖
冏
は
、
二
祖
か
ら
四
祖
ま
で
著
作
を
通
じ
た
依
用
相

承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
重
視
し
な
が
ら
、
一
方
で
超
歴
史
的
な

口
決
相
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
整
備
し
、
さ
ら
に
近
い
時
代
に
阿
弥
陀
仏
の
化
身
か
ら

直
接
相
承
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
と
い
う
超
勝
性
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
浄
土
宗
の
血

脈
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

超
歴
史
的
な
相
承
を
仏
菩
薩
か
ら
直
接
に
受
け
る
に
は
、
当
然
、
学
徳
兼
備
で
あ

る
こ
と
や
持
戒
堅
固
で
あ
る
こ
と
、
三
昧
発
得
の
行
者
で
あ
る
こ
と
等
の
特
別
な
資

質
や
修
行
の
成
果
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
人
が
そ
れ
を
実
行
し
、
超
越

的
な
相
承
を
実
現
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
善
導
大
師
や
法
然
上
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
成

し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
聖
冏
は
、
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
相
承
を
成
し
得
た
法
然
上

人
の
超
勝
性
を
帯
び
た
教
え
が
、
そ
の
ま
ま
二
祖
以
降
に
口
伝
と
書
伝
の
両
伝
灯
の

形
式
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
往
生
浄
土
を
願
う
念
仏
者
の
誰
も
が
師
僧

よ
り
寫
甁
相
承
に
よ
っ
て
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

聖
冏
に
お
け
る
口
決
相
承
と
は
、
法
然
上
人
ま
で
の
超
歴
史
的
で
超
越
的
な
口
決
相

承
と
、
聖
光
以
降
の
歴
史
的
、
普
遍
的
な
口
決
相
承
（
口
伝
）
と
の
二
つ
に
わ
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
教
え
の
超
勝
性
を
顕
し
、
後
者
は
三
巻
七
書
の
五
重
伝

書
と
一
緒
に
伝
え
ら
れ
て
念
仏
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
然
浄
土
教
の
念
仏

者
を
誕
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に
―
澄
円
と
聖
冏
の
相
承
説
の
相
違
―

　

こ
こ
ま
で
浄
土
宗
の
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て
二
祖
聖
光
か
ら
四
祖
良
暁
ま
で
を
概

観
し
た
後
に
、
澄
円
と
聖
冏
と
い
う
不
世
出
の
英
哲
に
よ
る
浄
土
宗
の
相
承
説
を
み

て
き
た
。

　

聖
光
当
時
は
、
法
然
上
人
の
弟
子
と
称
す
る
者
た
ち
の
な
か
に
法
然
上
人
と
は
異

な
る
教
え
を
伝
え
る
も
の
が
あ
り
、
そ
う
し
た
異
流
邪
義
の
広
ま
る
中
で
法
然
上
人

面
授
口
決
の
正
義
を
伝
え
る
こ
と
を
聖
光
は
自
ら
任
じ
て
執
筆
活
動
を
行
っ
た
。
聖

光
に
お
け
る
口
決
相
承
の
重
要
性
は
、
法
然
上
人
か
ら
の
口
決
相
承
で
あ
る
か
否
か

で
あ
っ
て
、
印
度
か
ら
日
本
に
流
伝
す
る
間
の
歴
史
的
な
口
決
相
承
の
有
無
は
そ
れ

ほ
ど
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
聖
光
か
ら
良
忠
の
頃
ま
で
は
、
天
台
宗
に
お

け
る
釈
尊
と
龍
樹
へ
の
相
承
の
よ
う
に
必
ず
し
も
面
授
口
決
で
は
な
く
、
経
論
や
著

作
を
通
じ
て
誤
り
な
く
教
え
を
相
承
す
る
依
用
相
承
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明

す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
良
暁
の
時
代
に
な
る
と
、
他
宗
か
ら
の
批
判
を
想
定

し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
印
度
か
ら
日
本
に
至
る
面
授
口
決
の
次
第
相
承
が
浄
土
宗

に
あ
る
の
か
、
そ
の
血
脈
相
伝
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
問
答
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
内
容
的
に
は
聖
光
や
良
忠
と
同
じ
く
浄
土
宗
は
依
用
相
承
の
形
式
で
あ
や
ま
り

な
く
教
え
を
伝
え
て
い
る
の
で
、
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

面
授
口
決
を
重
視
す
る
禅
宗
が
台
頭
す
る
時
代
に
浄
土
宗
の
教
え
を
伝
え
た
五
祖
蓮

勝
や
六
祖
了
実
、
鎌
倉
光
明
寺
の
定
慧
等
に
お
い
て
も
関
係
す
る
議
論
は
あ
っ
た
と

予
想
さ
れ
る
が
、
著
作
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
同
時
代
、
も
し
く
は
少
し
後
代
に
活
躍
し
、
浄
土
宗
の
相
承
説
を
独
自
の
視
点

か
ら
論
じ
て
い
る
の
が
澄
円
で
あ
り
、
蓮
勝
、
了
実
、
定
慧
か
ら
教
え
を
受
け
て
浄

土
宗
の
相
承
説
を
論
じ
た
の
が
聖
冏
で
あ
っ
た
。
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澄
円
の
相
承
説
は
、『
夢
中
松
風
論
』
と
『
浄
土
十
勝
論
』
の
両
書
に
あ
り
、
阿

弥
陀
如
来
の
内
証
に
直
参
・
直
入
し
て
時
間
や
空
間
を
超
越
し
た
相
承
を
受
け
る

（
一
）
内
証
授
受
列
祖
の
相
承
と
、
穢
土
の
他
に
浄
土
を
求
め
、
凡
夫
の
身
の
外
に

阿
弥
陀
如
来
を
求
め
た
祖
師
の
系
譜
で
あ
る
（
二
）
外
用
面
異
列
祖
の
相
承
、
い
わ

ゆ
る
法
然
上
人
所
説
の
浄
土
五
祖
が
説
か
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
相
承
は
、（
一
）
超

歴
史
的
な
血
脈
相
承
と
（
二
）
歴
史
的
な
血
脈
相
承
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
特
に
（
一
）
の
相
承
は
、
釈
尊
も
善
導
大
師
も
法
然
上
人
も
阿
弥
陀
如

来
の
生
ま
れ
変
わ
り
な
の
で
、
ど
の
祖
師
の
後
を
継
ぐ
に
し
て
も
阿
弥
陀
如
来
の
内

証
を
直
接
授
受
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
非
常
に
高
次
な
相
承
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

禅
宗
が
釈
尊
以
来
伝
承
さ
れ
た
禅
を
説
き
、
以
心
伝
心
不
立
文
字
と
い
う
の
に
も
似

て
、
直
接
如
来
の
悟
り
に
参
じ
る
と
説
く
澄
円
の
浄
土
宗
の
相
承
説
は
、
他
宗
派
の

人
々
に
も
浄
土
宗
の
血
脈
相
伝
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
は
十
分
な
も
の
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
一
方
の
（
二
）
の
相
承
説
に
よ
っ
て
、
法
然
上
人
か
ら
の
教

え
の
伝
承
性
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
澄
円
の
独
り
よ
が
り
の
説
で
は
な
く
、
浄
土

宗
の
相
承
説
と
し
て
の
歴
史
性
を
具
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
聖
冏
の
相
承
説
は
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
な

か
っ
た
が
、『
持
阿
見
聞
』
を
手
掛
か
り
に
し
て
相
承
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
『
付

法
伝
』
や
、『
直
牒
』
の
血
脈
相
伝
部
分
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
本
論
で
明
ら

か
に
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
聖
冏
よ
り
も
前
に
活
躍
し
て
い
た
藤
田
派
の
性
心
や

持
阿
の
著
作
が
先
行
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
は
『
持
阿
見

聞
』
と
同
様
の
内
容
を
聖
冏
も
口
伝
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、

そ
の
口
伝
の
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
名
越
派
や
自

身
の
属
す
る
白
旗
派
等
、
諸
派
の
教
義
に
も
通
じ
て
い
た
聖
冏
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
藤

田
派
の
相
承
説
に
関
連
す
る
箇
所
が
自
身
の
相
伝
し
た
も
の
と
重
な
る
点
を
大
い
に

用
い
て
論
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
り
、
半
金
色
の
善
導
大
師
か
ら
勢
至
菩
薩
の
化
身
で
あ

る
法
然
上
人
が
教
え
を
直
受
し
た
と
の
説
は
、『
持
阿
見
聞
』
に
も
『
付
法
伝
』
に

も
『
直
牒
』
に
も
共
通
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
超
歴
史
的
な

口
決
に
よ
っ
て
「
寫
甁
相
承
」
が
な
さ
れ
た
と
し
た
の
は
聖
冏
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
超
勝
性
を
帯
び
た
浄
土
宗
の
血
脈
が
日
本
に
相
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
歴
史
性
の
あ
る
口
伝
と
書
伝
に
よ
っ
て

浄
土
宗
の
出
家
と
な
る
者
に
等
し
く
相
承
す
る
こ
と
が
出
来
る
様
に
整
備
し
た
の
は

聖
冏
で
あ
る
。
そ
の
相
伝
の
内
容
は
、
経
巻
や
著
作
の
依
用
に
よ
る
（
一
）
経
巻
相

承
（
依
用
相
承
・
超
越
相
承
）
と
、
直
接
面
授
に
よ
る
（
二
）
直
受
相
承
（
知
識
相

承
・
口
決
相
承
・
次
第
相
承
）
で
あ
る
。（
一
）
は
歴
史
的
な
血
脈
相
承
で
あ
り
、

（
二
）
は
超
歴
史
的
血
脈
相
承
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
澄
円
と
聖
冏
の
双
方
の
相
承
説
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
ど

ち
ら
も
超
歴
史
的
な
相
承
と
歴
史
的
な
相
承
の
二
つ
を
兼
ね
備
え
て
い
る
点
で
合
致

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
超
歴
史
的
な
超
越
的
相
承
を
も
っ
て
阿
弥
陀
如
来
の
内
証

を
受
け
継
ご
う
と
す
る
澄
円
に
対
し
て
、
聖
冏
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
善
導

大
師
か
ら
直
接
に
超
歴
史
的
な
相
承
を
受
け
る
の
は
法
然
上
人
だ
け
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
法
然
上
人
が
相
承
し
た
教
え
の
内
容
は
そ
の
ま
ま
、
法
然
上

人
や
聖
光
、
良
忠
の
著
作
で
あ
る
伝
書
と
口
伝
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、

歴
史
性
を
重
ん
じ
た
相
伝
を
聖
冏
は
体
系
づ
け
た
の
で
あ
る
。
両
者
は
大
き
く
そ
の

方
向
性
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
澄
円
の
相
承
説
は
阿
弥
陀
仏
の
内
証
に

直
結
で
き
る
教
え
と
い
う
超
勝
性
を
示
す
こ
と
が
主
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
聖
冏
の



七
三

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

相
承
説
は
往
生
極
楽
の
教
え
を
正
し
く
伝
え
る
念
仏
者
の
育
成
が
主
と
な
っ
て
い
る

点
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
両
者
の
こ
の
違
い
は
、
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
の
門
流
の
形

成
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
澄
円
は
大
阪
の
旭
蓮
社
に
て
活
動
し
、
聖
冏
は
茨
城

の
常
福
寺
や
横
曽
根
の
談
所
等
で
師
弟
を
育
て
て
い
っ
た
が
、
や
が
て
澄
円
の
門
流

は
旭
蓮
社
に
て
大
勢
の
弟
子
が
育
つ
も
の
の
、
相
伝
に
関
す
る
特
別
な
儀
礼
や
伝
書

等
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
、
一
派
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
一
方

で
、
聖
冏
の
弟
子
た
ち
は
、
聖
冏
の
構
築
し
た
五
重
相
伝
を
も
と
に
し
て
一
度
に
多

く
の
僧
侶
を
育
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
数
を
徐
々
に
増
や
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　

古
く
か
ら
師
僧
か
ら
弟
子
に
あ
や
ま
り
な
く
教
え
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
「
寫

甁
」
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
寫
甁
相
承
」
と
熟
語
化
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
聖
冏
が
初
め
で
あ
ろ
う
。
聖
冏
滅
後
六
百
年
を
経
た
現
代
で
も
、
阿
弥
陀
如

来
の
念
仏
に
よ
る
平
等
救
済
の
み
教
え
を
伝
え
る
僧
侶
の
養
成
が
で
き
て
い
る
の
は
、

寫
甁
相
承
の
言
葉
の
通
り
、
遺
漏
な
く
教
え
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
口
伝
と
書
伝
の

整
備
に
最
も
力
を
注
ぎ
、
浄
土
宗
に
お
け
る
円
頓
戒
の
相
伝
ま
で
確
立
し
た
聖
冏
の

お
か
げ
で
あ
る
。
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
仏
菩
薩
に
直
結
し
て
救
い
を
直
接
仰
ご
う

と
修
行
に
励
む
こ
と
も
尊
い
が
、
大
勢
の
僧
侶
に
救
い
の
み
教
え
を
相
承
さ
せ
て
、

誰
も
が
等
し
く
救
わ
れ
る
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
を
伝
え
弘
め
て
も
ら
う
こ
と
の
重
大

さ
を
聖
冏
は
教
え
て
く
れ
る
。
六
百
回
忌
を
迎
え
る
今
、
あ
ら
た
め
て
聖
冏
の
遺
徳

を
讃
え
る
と
と
も
に
、
浄
土
宗
の
出
家
者
に
は
「
如
来
の
大
悲
に
代
わ
っ
て
一
代
の

教
法
を
伝
持
し
、
一
切
衆
生
を
利
益
」
し
て
、「
衆
生
の
福
田
」
と
な
っ
て
ほ
し
い

と
願
っ
た
聖
冏
の
想
い
を
受
け
継
ぐ
意
味
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
）
11
（

。

　

　
　
註（

1
）『
浄
土
宗
聖
典
』
三
・
一
〇
三
／
『
昭
法
全
』
三
一
三
。
以
下
、
ご
覧
に
な
る
人
の
簡

便
の
た
め
、
且
つ
筆
者
の
読
み
方
に
つ
い
て
も
ご
指
摘
を
い
た
だ
く
た
め
、
漢
文
や
漢

字
仮
名
交
じ
り
の
原
文
は
す
べ
て
書
き
下
し
て
表
記
す
る
。
ま
た
、
二
祖
三
代
や
諸
祖

師
の
表
記
に
つ
い
て
は
本
来
す
べ
て
に
尊
称
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
論

文
が
煩
瑣
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
べ
く
、
善
導
大
師
と
法
然
上
人
の
二
祖
以
外
の
尊
称

を
略
す
。

（
2
）
当
時
の
禅
僧
た
ち
の
間
に
『
景
徳
伝
灯
録
』
や
『
伝
法
正
宗
記
』
等
の
よ
う
に
、
盛

ん
に
付
法
の
系
統
を
ま
と
め
た
書
物
が
流
布
し
、
付
法
や
嫡
嫡
相
承
の
有
無
を
問
う
議

論
が
諸
宗
に
も
及
ん
で
い
た
。
浄
土
宗
四
祖
良
暁
と
同
時
代
の
持
阿
良
心
が
著
し
た

『
選
択
決
疑
鈔
見
聞
』
に
は
、「
凡
そ
諸
宗
の
血
脈
互
い
に
疑
い
を
懐
く
。《
中
略　

平
安

期
の
徳
一
に
よ
る
真
言
宗
伝
法
の
疑
義
と
空
海
を
含
む
諸
師
の
決
答
の
引
用
》
禅
門
や

天
台
等
の
相
承
血
脈
、
互
い
に
是
非
す
。
繁
を
恐
れ
て
載
せ
ず
。
是
く
の
如
く
他
宗
競

い
て
難
ず
と
雖
も
相
承
の
事
を
明
か
さ
ず
し
て
其
の
宗
更
に
會
せ
ず
、
流
傳
今
に
久

し
。」（『
浄
全
』
七
・
七
〇
七
上
）
と
あ
る
。
持
阿
の
活
躍
し
た
鎌
倉
後
期
に
は
、
禅
宗

ば
か
り
で
な
く
真
言
宗
や
天
台
宗
で
も
血
脈
や
面
授
口
決
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

（
3
）
禅
宗
か
ら
の
浄
土
宗
批
判
に
つ
い
て
は
、
望
月
信
亨
「
冏
師
の
学
風
と
由
漸
」（『
浄

土
教
之
研
究
』
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
二
二
年
、
一
〇
〇
二
頁
）
や
林
田
康
順
『
法
然
上

人
と
聖
冏
上
人
』（
文
化
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
、
先
学
に
よ
る
多
く
指
摘
が
あ
る
。

当
時
の
浄
土
宗
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
虎
関
師
錬
の
他
に
夢
窓
疎
石
が
『
夢
中
問
答
』

に
お
い
て
浄
土
宗
の
教
義
を
「
小
乗
」「
不
了
義
」
と
判
じ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

（
4
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
二
巻
・
四
七
〇
頁
。

（
5
）
三
田
全
信
は
「
旭
蓮
社
澄
円
の
入
元
」（『
改
訂
増
補�

浄
土
宗
史
の
諸
研
究
』、
山
喜
房
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

仏
書
林
、
一
九
八
〇
年
）
三
六
六
頁
に
お
い
て
「
相
承
論
に
お
い
て
浄
土
教
以
外
の
諸

宗
は
、
中
国
以
来
の
伝
燈
を
挑
げ
て
伝
々
相
続
を
主
張
し
得
た
の
で
さ
ほ
ど
の
影
響
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
法
然
上
人
は
譜
脈
相
承
を
打

破
し
、
経
巻
に
よ
る
そ
の
真
髄
把
握
を
根
幹
と
し
た
相
承
論
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
が
、

時
代
が
下
る
に
従
っ
て
諸
宗
が
譜
脈
を
重
ん
じ
た
と
同
様
に
浄
土
宗
に
も
譜
脈
を
重
ん

じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
風
潮
に
当
面
し
た
。
然
し
浄
土
宗
の
場
合
は
中
国
伝
来
の
直
接
的

な
相
承
が
な
い
。
法
然
上
人
と
善
導
と
は
時
代
的
に
も
隔
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、

仮
令
二
師
の
相
承
を
主
張
し
て
も
そ
れ
は
法
然
上
人
自
身
の
内
証
に
よ
る
感
得
で
あ
っ

て
、
歴
史
的
に
は
不
可
能
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
、
浄
土
宗
の
相
承
論
が
諸

宗
か
ら
問
題
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
（
）
旭
蓮
社
澄
円
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
三
田
前
掲
書
に
依
っ
た
。
な
お
澄
円
の
生
没
年

に
は
不
明
な
点
が
多
く
、「
澄
円
菩
薩
の
事
跡
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究

所
年
報
』
三
八
号
、
大
正
大
学
、
二
〇
一
六
年
）
等
、
大
橋
雄
人
が
研
究
を
進
め
て
い

る
。
ま
た
、
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
の
「
室
町
期
に
お
け
る
諸
宗
兼
学
仏
教
の
研

究
会
」
で
は
、
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
『
浄
土
十
勝
論
』
の
翻
刻
と
書
き
下
し
、
語
註

を
付
す
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
毎
年
『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』

に
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
三
田
前
掲
書
三
六
六
頁
に
は
「
澄
円
は
こ
の
歴
史
的
な
譜
脈
論
に
少
な
か
ら
ず
悩
ん

で
、
そ
の
著
『
獅
子
伏
象
論
』
に
は
非
合
肉
面
授
、
合
肉
面
授
、
雑
行
相
承
、
正
行
相

承
と
い
う
新
相
承
論
を
立
て
、
此
の
難
を
会
通
し
よ
う
と
試
み
た
。
未
伝
の
著
で
あ
る

が
、『
浄
土
五
祖
弁
』『
浄
土
諸
祖
系
図
』
等
は
恐
ら
く
相
承
論
を
中
心
と
し
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。《
中
略
》
こ
こ
に
澄
円
の
入
元
の
目
的
は
、
慧
遠
の
芳
躅
を
慕
う
だ

け
で
は
な
く
少
な
く
と
も
相
承
問
題
の
直
接
解
決
を
行
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
」
と
あ
り
、
澄
円
の
入
宋
の
理
由
が
浄
土
宗
の
歴
史
的
相
承
説
を
確
立
す
る
た
め
で

あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
澄
円
の
鎮
西
流
修
学
の
師
に
つ
い
て
は
、
寂
慧
と
定
慧
の
二
人
と
す
る
説
（
香
月
乗

光
『
法
然
浄
土
教
の
思
想
と
歴
史
』〈
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
四
年
〉、
服
部
英
淳

『
浄
土
教
思
想
論
』〈
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
四
年
〉）
と
了
慧
と
す
る
説
（
三
田
前
掲

書
）
が
あ
る
。
こ
の
他
、
玉
山
成
元
は
師
弟
関
係
と
は
断
言
し
な
い
も
の
の
、
東
寺
三

密
蔵
所
蔵
『
東
山
集
』
に
あ
る
澄
円
の
出
し
た
四
十
八
の
問
い
に
答
え
た
者
を
、
定
慧

と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
（『
中
世
浄
土
教
団
史
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八

〇
年
）。
こ
こ
で
は
、
澄
円
の
師
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
三
田

氏
の
了
慧
説
に
依
っ
た
。

（
（
）
聖
冏
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、『
了
誉
上
人
行
業
記
』（『
浄
全
』
一
七
）、
石
井
教
道

『
改
訂
増
補�

浄
土
の
教
義
と
其
教
団
』（
宝
文
館
、
一
九
三
一
年
）、
服
部
英
淳
「
了
誉
聖

冏
の
教
学
体
系
に
関
す
る
述
作
」（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
二
巻
解
題
）、
香
月
前
掲
書
等

に
依
っ
た
。

（
10
）『
授
手
印
』（『
浄
土
宗
聖
典
』（
浄
土
宗
、
一
九
九
八
年
）
五
・
二
四
一
頁
。。

（
11
）『
授
手
印
』
裏
書
（『
浄
土
宗
聖
典
』
五
・
二
四
六
―
二
四
七
頁
）
に
は
、「
近
代
興
盛

之
義
」
と
し
て
一
念
義
・
西
山
義
・
寂
光
土
義
の
三
義
を
挙
げ
、
こ
の
三
義
が
「
邪
義
」

で
あ
り
「
非
法
然
上
人
之
義
」
で
あ
る
こ
と
を
聖
光
は
論
じ
て
い
る
。

（
12
）『
浄
全
』
一
〇
・
二
一
八
下
―
二
一
九
頁
上
。
ち
な
み
に
、
漢
文
の
割
注
部
分
は
〈
〉

内
に
表
記
し
た
。

（
13
）『
浄
全
』
七
・
三
九
三
頁
上
―
下
。

（
14
）
三
田
前
掲
書
三
八
五
―
三
八
六
頁
。

（
15
）
三
田
前
掲
書
三
八
一
―
三
八
二
頁
。

（
1（
）
ち
な
み
に
、『
夢
中
松
風
論
』
を
『
浄
土
十
勝
論
』
と
同
じ
く
澄
円
著
作
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
に
つ
い
て
も
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
特
別
に
澄

円
著
作
で
は
な
い
と
す
る
積
極
的
理
由
も
な
く
、
ま
た
『
浄
土
十
勝
論
』
に
強
調
さ
れ

る
「
三
学
無
分
」
の
者
が
救
わ
れ
る
教
え
が
浄
土
の
教
行
で
あ
る
と
い
う
説
示
を
、『
夢

中
松
風
論
』
に
複
数
確
認
で
き
る
。
両
書
の
比
較
検
討
に
つ
い
て
は
、
今
後
稿
を
改
め

て
論
じ
た
い
。

（
1（
）『
続
浄
』
九
・
一
九
一
頁
上
―
一
九
二
頁
上
。

（
1（
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
十
八
「
諸
宗
根
本
勝
」。
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浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

（
1（
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
十
八
「
諸
宗
根
本
勝
」。

（
20
）
澄
円
は
『
浄
土
十
勝
論
』
第
三
十
八
「
攘
災
招
福
勝
」
に
お
い
て
、

弥
陀
大
悲
門
の
利
物
を
以
て
観
自
在
尊
と
名
づ
け
、
妙
雲
大
智
門
の
済
生
を
以
て

大
勢
至
尊
と
號
せ
り
。
之
れ
を
以
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
観
音
大
士
の
巨
益
は
、
全

く
是
れ
無
量
寿
如
来
の
妙
徳
な
る
こ
と
を
。
又
た
抑
も
止
だ
弥
陀
一
佛
の
大
悲
を

以
て
観
世
音
菩
薩
と
名
づ
く
る
の
み
に
非
ず
。
三
世
慈
尊
の
悲
心
利
生
の
事
も
皆

な
同
じ
く
円
通
大
士
の
悲
化
に
帰
在
す
。

と
述
べ
て
、
観
音
と
勢
至
は
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
と
智
慧
の
両
側
面
で
あ
り
、
慈
悲
の

面
を
も
っ
て
阿
弥
陀
如
来
を
観
自
在
尊
と
名
づ
け
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
浄
土
十

勝
論
』
第
九
十
八
「
念
仏
追
善
勝
」
に
は

次
に
甘
露
妙
薬
を
与
え
て
身
心
安
楽
な
ら
し
む
と
い
う
は
、
浄
土
の
他
力
易
行
に

喩
う
る
な
り
。
病
者
縦
い
薬
徳
を
弁
ぜ
ず
と
雖
も
、
唯
だ
口
に
灑
ぐ
時
、
甘
露
舌

に
触
れ
ば
、
味
わ
い
即
ち
覚
え
て
薬
に
於
い
て
愛
楽
し
て
屢
し
ば
口
を
開
い
て
之

れ
を
嘗
め
る
に
、
頓
に
重
瘵
を
治
す
る
な
り
。
此
れ
即
ち
大
医
甘
露
王
如
来
の
摂

益
な
り
。
弥
陀
を
以
て
甘
露
王
と
為
る
こ
と
は
、
顕
密
実
頓
の
教
に
各
の
秘
釈
す

る
所
な
り
。

と
述
べ
て
、
他
力
易
行
の
救
い
の
側
面
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
を
甘
露
王
と
も
名
づ
け
ら

れ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

（
21
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
十
八
「
諸
宗
根
本
勝
」。

（
22
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
十
八
「
諸
宗
根
本
勝
」。

（
23
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
十
八
「
諸
宗
根
本
勝
」。

（
24
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
十
八
「
諸
宗
根
本
勝
」。

（
25
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
十
八
「
諸
宗
根
本
勝
」。

（
2（
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
八
「
墳
籍
逴
躒
勝
」。

（
2（
）『
般
舟
三
昧
経
』（『
大
正
蔵
』
一
三
・
八
九
九
ａ
―
ｂ
）。

（
2（
）『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
七
一
上
）。

（
2（
）『
浄
土
十
勝
論
』
第
五
十
一
「
本
地
高
妙
勝
」。

（
30
）
真
保
亨
「
浄
土
五
祖
絵
（
藤
田
美
術
館
蔵
）
に
つ
い
て
」（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
二
八
五
、

一
九
七
四
年
）、
若
杉
準
治
「
浄
土
五
祖
絵
に
つ
い
て
」（『
学
叢
』
一
三
、
京
都
国
立
博

物
館
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。「
浄
土
五
祖
絵
」
に
遺
さ
れ
て
い
る
澄
円
詞
章
の
内
容
と
、

『
夢
中
松
風
論
』
や
『
浄
土
十
勝
論
』
の
内
容
の
比
較
検
討
に
つ
い
て
は
後
日
別
稿
に
て

論
じ
た
い
。

（
31
）『
続
浄
』
九
・
一
七
一
頁
上
。「
真
宗
」
と
い
う
宗
名
を
用
い
る
の
も
澄
円
の
特
徴
で

あ
り
、『
浄
土
十
勝
論
』
第
七
「
立
宗
根
本
勝
」
に
は

吾
が
門
に
宗
号
を
立
す
る
に
即
ち
其
の
二
有
り
。
所
謂
る
若
し
所
行
の
妙
法
に
約

し
て
以
て
之
れ
を
明
か
さ
ば
、
当
に
念
仏
宗
と
称
す
べ
し
。
若
し
所
生
の
器
界
に

約
し
て
以
て
之
れ
を
論
ぜ
ば
、
応
に
浄
土
宗
と
号
す
べ
し
。
又
た
浄
教
は
是
れ
真

実
究
竟
最
上
大
乗
の
頓
法
な
り
。
故
に
真
宗
と
名
づ
く
る
の
み
。
卓
抜
の
学
者
、

知
ん
ぬ
べ
し
。

と
あ
り
、
念
仏
の
法
門
こ
そ
真
実
究
竟
最
上
の
大
乗
の
法
門
で
あ
る
と
の
思
い
か
ら

「
真
宗
」
の
宗
名
を
数
多
く
用
い
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
32
）
藤
本
顕
通
「
藤
田
派
の
教
線
域
と
名
越
派
と
の
交
渉
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
三
三
、

浄
土
宗
教
学
院
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
と
、
藤
田
派
の
教
学
は
持
阿
に
よ
っ

て
体
系
づ
け
ら
れ
、
そ
の
法
系
は
近
世
初
頭
ま
で
次
第
す
る
。
ま
た
、
持
阿
の
布
教
教

化
地
域
は
利
根
川
流
域
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
聖
冏
と
同
時
代
の
藤
田
派
門
流
の
善
忠

と
教
蔵
が
三
河
ま
で
進
出
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
持
阿
見
聞
』
も
広
く
流
布
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
33
）
対
照
表
内
の
見
出
し
や
棒
、
点
、
カ
ッ
コ
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

『
付
法
伝
』
と
の
合
致
点
と
相
違
点
が
重
な
る
場
合
に
は
、
合
致
点
を
重
視
し
て
波
線
を

付
し
て
い
る
。

（
34
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
五
頁
上
。

（
35
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
五
頁
下
。

（
3（
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
四
頁
上
。

（
3（
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
六
頁
上
。



七
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
3（
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
六
頁
下
―
三
〇
七
頁
上
。

（
3（
）
三
田
全
信
『
成
立
史
的
法
然
上
人
所
傳
の
研
究
』（
光
念
寺
出
版
部
、
一
九
六
六
年
）

二
八
五
―
二
八
六
頁
。

（
40
）
玉
山
前
掲
書
二
五
〇
―
二
五
一
頁
参
照
。

（
41
）『
浄
全
』
七
・
七
〇
五
上
。

（
42
）『
浄
全
』
七
・
七
〇
六
上
。

（
43
）『
浄
全
』
七
・
七
〇
八
上
―
下
。

（
44
）『
浄
全
』
七
・
七
〇
九
上
。

（
45
）『
続
浄
』
一
〇
・
八
一
頁
下
。

（
4（
）
性
心
が
い
か
に
良
忠
門
下
で
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
玉
山
前
掲
書

一
五
四
―
一
五
八
頁
参
照
。

（
4（
）
香
月
乗
光
「
聖
冏
上
人
の
『
伝
通
記
糅
鈔
』
解
説
」（『
浄
土
宗
典
籍
研
究
』
山
喜
房

佛
書
林
、
一
九
七
五
年
）
四
八
―
四
九
頁
参
照
。
聖
冏
は
藤
田
、
名
越
、
三
条
な
ど
の

各
派
に
対
し
て
白
旗
派
の
教
学
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
良
暁
や
持
阿
の
諸
注
釈

を
用
い
な
が
ら
異
同
を
明
確
化
し
、
宗
義
の
合
糅
統
一
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
4（
）
玉
山
前
掲
書
二
五
〇
―
二
五
四
頁
参
照
。

（
4（
）『
浄
全
』
一
二
・
三
三
一
頁
下
。

（
50
）『
釈
浄
土
二
蔵
義
』（『
浄
全
』
一
二
巻
・
三
三
一
頁
上
）
に
は
、
こ
の
十
念
は
往
生
が

確
定
す
る
業
事
成
弁
を
明
か
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら

衆
生
は
数
に
こ
だ
わ
ら
ず
念
仏
を
称
え
続
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
あ
る
。
ま
た
一

方
で
、
念
仏
の
数
を
知
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
の
方
法
が
あ
る
と
も
い
う
。
た
だ
し
そ

の
方
法
は
口
伝
で
あ
っ
て
書
き
残
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

（
51
）『
昭
法
全
』
八
四
七
頁
。

（
52
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
五
頁
下
。

（
53
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
四
頁
上
。
こ
の
法
然
上
人
以
前
に
は
浄
土
宗
の
教
え
が
整
備
さ

れ
ず
、
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
コ
メ
ン
ト
と
同
様
の
指
摘
は
、『
持
阿
見
聞
』
に
も

み
ら
れ
る
。

（
54
）
聖
冏
『
二
蔵
義
見
聞
』（『
浄
全
』
一
二
・
四
二
八
頁
上
）
に
は
、「
一
つ
の
口
傳
あ
り
。

謂
く
淨
土
の
一
宗
は
『
四
帖
疏
』
よ
り
出
た
り
。『
四
帖
疏
』
は
次
の
如
く
敎
興
、
敎
相
、

宗
旨
、
宗
義
の
四
つ
な
り
。
中
に
於
い
て
敎
相
は
序
分
義
な
り
。
序
分
義
の
敎
相
は
正

し
く
是
れ
二
門
の
故
に
大
師
の
深
意
を
探
り
、
西
河
の
相
承
を
勘
え
て
二
門
を
擧
ぐ
。

敎
相
尤
も
深
意
有
る
者
か
。
凡
そ
淨
土
一
宗
の
章
疏
を
以
て
『
四
帖
疏
』
に
配
屬
せ
ば
、

『
選
擇
』
は
是
れ
序
分
義
の
攝
な
り
。
故
に
序
分
義
の
教
相
を
以
て
一
宗
を
成
立
す
る
な

り
〈
云
云
〉。
但
し
、
一
一
の
章
疏
に
此
の
敎
興
と
敎
相
と
宗
旨
と
宗
義
と
の
四
つ
有
る

べ
し
。
其
の
中
に
面
と
爲
る
の
處
各
別
な
る
が
故
に
此
の
如
く
之
れ
を
習
う
な
り
。
是

れ
鎭
西
上
人
の
甚
深
の
口
傳
な
り
〈
八
十
題
〉」
と
あ
る
。

（
55
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
六
頁
上
。

（
5（
）『
釈
浄
土
二
蔵
義
』「
今
此
の
十
念
口
授
、
亦
た
面
上
に
受
け
た
り
」
の
「
面
上
に
受

け
る
」
と
い
う
表
現
は
、
対
面
す
る
と
い
う
意
味
と
お
顔
の
上
で
と
い
う
意
味
の
両
方

に
と
れ
る
。

（
5（
）『
浄
土
宗
聖
典
』
五
・
二
四
一
頁
。

（
5（
）
聖
冏
口
述
・
聖
聡
筆
受
『
選
択
口
伝
口
筆
』（『
浄
全
』
七
・
六
三
六
頁
下
）
に
は
、

「
十
六
章
段
の
口
傳
、『
徹
選
択
集
』
の
相
傳
、
之
れ
を
傳
え
て
之
れ
を
見
れ
ば
、
正
定

業
の
立
信
を
以
て
正
義
と
爲
す
。
事
な
か
な
か
諍
論
に
及
ん
者
は
、
事
新
し
き
沙
汰
な

り
。
努
力
し
て
鎮
西
一
流
の
學
者
、『
授
手
印
』
等
の
相
傳
を
忘
る
勿
れ
」
と
あ
り
、

『
選
択
集
』
の
口
伝
の
他
に
、『
徹
選
択
集
』
や
『
授
手
印
』
が
聖
冏
や
聖
聡
が
活
躍
し

た
当
時
に
相
伝
さ
れ
て
学
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
5（
）『
浄
全
』
一
二
・
七
七
二
頁
下
。

（
（0
）『
浄
全
』
四
・
四
四
九
頁
上
。

（
（1
）
大
谷
旭
雄
「『
選
択
口
伝
口
筆
』
に
つ
い
て
」（『
聖
聡
上
人
典
籍
研
究
』、
大
本
山
増

上
寺
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

（
（2
）『
浄
全
』
七
・
六
三
四
頁
上
。

（
（3
）『
続
浄
』
一
七
・
三
〇
四
頁
下
。



七
七

　
　
　
　
浄
土
宗
に
お
け
る
口
決
相
承
を
め
ぐ
っ
て

（
（4
）『
浄
全
』
七
・
六
三
四
頁
下
。

（
（5
）『
浄
全
』
一
五
・
八
九
四
頁
上
。





七
九

　
　
　
　
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

一
、
序
論

　

聖
冏
上
人（
以
下
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）（
一
三
四
一
～
一
四
二
〇
年
）の
著
作『
教

相
十
八
通
』
と
は
、
曇
鸞
『
往
生
論
註
』・
道
綽
『
安
楽
集
』・
善
導
『
観
経
疏
』『
法

事
讃
』『
観
念
法
門
』『
般
舟
讃
』・
懐
感
『
群
疑
論
』
と
い
っ
た
中
国
浄
土
教
の
諸

師
の
著
作
と
、
源
信
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
の
相
伝
を
、
浄
土
宗
の
宗
脈
に
お
け

る
第
六
祖
了
実
（
一
三
〇
三
～
一
三
八
六
年
）
お
よ
び
戒
脈
に
お
け
る
第
五
祖
定
慧

（
一
二
九
六
～
一
三
七
〇
年
）
の
両
師
か
ら
伝
え
ら
れ
た
聖
冏
が
、
そ
れ
を
十
八
枚

の
切
紙
と
い
わ
れ
る
紙
に
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。「
切
紙
」
と
は
、
宗
義
に
関

す
る
重
要
事
項
や
極
意
の
口
伝
な
ど
を
一
枚
の
紙
に
記
し
、
そ
れ
に
師
の
印
可
を
受

け
後
世
に
伝
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
教
相
十
八
通
』
各
通
の
末
尾
に

は
、

釋　
　

了
譽
在
判

沙
門　

了
實
在
判

沙
門　

良
順
在
判
）
1
（
　

な
ど
と
書
か
れ
て
お
り
、
了
実
と
鎌
倉
光
明
寺
第
四
世
で
あ
る
良
順
（
一
三
二
八
～

一
四
〇
九
年
）
の
印
可
を
得
て
、
聖
冏
が
説
い
て
い
る
浄
土
宗
義
の
教
え
が
確
か
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
教
相
十
八
通
』
は
浄
土
宗
義
に
関
す
る
口
伝
、
相
伝
が
記
さ
れ
た

「
切
紙
」
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
『
教
相
十
八
通
』
に
は
聖
冏
独
自
の
説
が
随
所

に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
聖
冏
教
学
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
著
作

で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
教
相
十
八
通
』
の
成
立
年
次
は
明
確
で
は
な
い
。
先
行
研
究

で
は
石
橋
誡
道
氏
は
、

然
し
毎
通
い
づ
れ
も
了
誉
、
了
實
、
良
順
三
師
の
連
署
が
あ
る
の
で
、
此
等
三

師
の
存
命
中
で
あ
る
こ
と
は
明
で
あ
る
。
然
る
に
了
實
上
人
は
至
徳
三
年
に
示

寂
さ
れ
た
こ
と
は
明
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
以
前
で
あ
っ
た
と
推
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
『
鎮
流
祖
伝
』
第
二
巻
に
は
嘉
慶
元
年
（
一
三

八
七
）
と
し
、
鸞
洲
の
『
了
誉
上
人
絵
詞
伝
』
に
は
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）

の
作
と
し
て
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
く
は
誤
で
あ
ろ
う
。
然
し
『
新
撰

往
生
伝
』
の
第
一
巻
了
誉
伝
に
は
、
嘉
慶
元
年
七
月
『
浄
土
伝
戒
論
』
を
著
わ

す
。
又
嘗
て
定
慧
公
の
命
を
奉
じ
て
伝
籍
十
八
通
を
収
録
し
、
良
順
了
実
二
公

の
連
署
を
請
う
て
以
て
末
流
に
伝
う
と
記
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
穏
当
な

説
で
あ
ろ
う
と
思
う
）
2
（

。

と
述
べ
て
い
る
。

　
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開　

―
施
化
利
生
門
と
発
迹
入
源
門
、
宗
体
、
随
自
意
を
中
心
に
―

�

勝　

崎　

裕　

之　
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服
部
英
淳
氏
は
了
実
入
寂
の
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
年
）、
聖
冏
四
六
歳
以
前
に

収
録
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
、

冏
師
は
二
十
一
歳
の
時
、
定
慧
口
伝
の
『
述
聞
鈔
追
加
』
を
聖
満
御
坊
に
お
い

て
校
合
し
、
後
永
和
四
年
三
十
八
歳
の
時
、
こ
れ
に
つ
い
て
文
義
を
探
り
、
廃

欠
を
補
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
此
の
頃
、
す
で
に
随
時
記
録

し
た
切
紙
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
、
了
実
、
そ
の
後
、
良
順
両
上
人
の
確
認
を

求
め
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
）
3
（

。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
和
四
年
（
一
三
七
八
年
）
の
頃
に
『
教
相
十
八
通
』

が
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

服
部
淳
一
氏
は
了
実
入
寂
の
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
年
）
以
前
に
収
録
さ
れ
た
と

考
え
、
す
で
に
随
時
記
録
し
た
切
紙
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
両
上
人
に
確
認
を
求
め

た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
淳
一
氏
は『
教
相
十
八
通
』

を
『
浄
土
二
蔵
二
教
略
頌
』（
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
年
））
や
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』

（
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
年
））
へ
と
続
く
聖
冏
の
教
相
判
釈
の
出
発
点
に
置
き
、『
浄

土
二
蔵
二
教
略
頌
』
よ
り
も
早
い
段
階
で
成
立
し
た
と
し
て
い
る
）
4
（

。�

　

一
方
、
伊
藤
正
義
氏
は
服
部
英
淳
氏
の
説
に
対
し
て
、

し
か
る
に
、
十
八
通
中
「
教
相
乱
切
紙
論
註
大
事
」
の
分
に
は
了
誉
の
署
名
の

肩
に
「
七
十
五
」（
応
永
二
二
年
）
と
い
う
年
令
を
添
え
て
い
る
。
あ
る
い
は

そ
の
頃
、
両
師
の
名
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
末
山
、
本
山
両
脈
に
わ
た
る

教
相
を
示
さ
ん
と
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
了
誉
著
述
中
に
は
、
先

師
相
伝
を
ふ
ま
え
た
場
合
、
没
後
で
あ
っ
て
も
そ
の
名
を
加
え
る
か
た
ち
が
見

ら
れ
る
。（
中
略
）
と
す
れ
ば
了
実
、
良
順
の
名
を
加
え
た
『
教
相
十
八
通
』

の
場
合
、
必
ず
し
も
了
実
生
前
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
か
つ
両
者
の
名

を
加
え
得
る
の
は
、
や
は
り
「
七
十
五
）
5
（

」
と
い
う
晩
年
の
所
為
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
）
（
（

。

と
説
明
し
て
い
る
。�

　

以
上
の
よ
う
に
『
教
相
十
八
通
』
は
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
年
）
以
前
に
収
録
さ

れ
た
と
す
る
説
と
、
晩
年
に
成
立
し
た
と
す
る
説
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
筆

者
は
拙
稿
「『
教
相
十
八
通
』
の
撰
述
目
的
と
そ
の
背
景
―
成
立
年
次
に
関
す
る
一

考
察
―
）
（
（

」
に
お
い
て
、『
教
相
十
八
通
』
第
四
重
（
以
下
「
教
相
第
四
重
」
と
す
る
）

に
説
か
れ
る
頓
教
の
説
示
と
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
に
説
か
れ
る
二
蔵
二
教
判
の
比
較
、

そ
し
て
「
性
頓
」「
相
頓
」
と
い
う
二
蔵
二
教
判
に
お
け
る
重
要
語
句
が
「
般
舟
讃

大
事
」
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
検
討
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、『
観

経
疏
』
の
相
伝
を
記
し
た
「
教
相
第
一
重
」
か
ら
「
教
相
第
十
重
」
の
十
通
は
定
慧

入
寂
の
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
年
）
か
ら
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
撰
述
の
至
徳
二
年
（
一

三
八
五
年
）
以
前
に
記
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、「
教
相
乱
切
紙
」
八
通
に

つ
い
て
は
、
上
限
は
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
撰
述
の
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
前
後
と

な
り
、
下
限
は
了
実
の
署
名
を
真
筆
と
す
る
な
ら
ば
了
実
入
寂
の
至
徳
三
年
（
一
三

八
六
年
）
と
な
り
、
も
し
署
名
を
真
筆
と
し
な
い
な
ら
ば
下
限
は
不
明
で
あ
る
と
判

断
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
教
相
第
一
重
」
か
ら
「
教
相
第
十
重
」
に
関
し
て
は
、

聖
冏
教
学
に
お
い
て
、
聖
冏
初
期
の
思
想
が
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
明
確
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
）
（
（

。

　

さ
て
、
良
忠
の
門
下
に
は
関
東
は
白
旗
派
、
藤
田
派
、
名
越
派
の
三
派
が
あ
り
、

関
西
は
三
条
派
、
一
条
派
、
木
幡
派
の
三
派
が
あ
り
、
六
派
そ
れ
ぞ
れ
が
自
宗
の
正

統
性
を
主
張
し
て
い
く
中
で
、
聖
冏
は
良
暁
を
祖
と
す
る
白
旗
派
で
あ
り
、
浄
土
宗

鎮
西
白
旗
派
の
正
統
性
を
示
す
べ
く
記
さ
れ
た
も
の
が
『
教
相
十
八
通
』
で
あ
る
な
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聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

ら
ば
、『
教
相
十
八
通
』
が
中
国
浄
土
教
の
祖
師
の
著
作
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

当
然
良
忠
「
報
夢
鈔
」
の
説
示
の
影
響
を
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本

研
究
で
は
『
教
相
十
八
通
』
の
「
教
相
第
一
重
」
か
ら
「
教
相
第
十
重
」
の
中
に
お

い
て
、「
教
相
第
二
重
」
所
説
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」、「
教
相
第

四
重
」
所
説
の
「
宗
体
」、「
教
相
第
六
重
」
所
説
の
「
随
自
意
」
に
関
し
て
、
聖
冏

が
良
忠
の
説
示
を
受
け
て
、
ど
の
よ
う
に
自
身
の
論
理
を
展
開
し
て
い
く
の
か
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
聖
冏
初
期
の
思
想
の

解
明
の
一
助
と
し
た
い
。

二
、「
教
相
第
二
重
」
所
説
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に

つ
い
て

　
二
―
一
、
先
行
研
究

　
「
教
相
第
二
重
」
で
は
「
施
化
利
生
門
」「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い

る
。
こ
の
「
教
相
第
二
重
」
に
関
し
て
は
香
林
亮
善
氏
と
服
部
淳
一
氏
に
よ
っ
て
研

究
さ
れ
て
い
る
。

　

香
林
氏
）
（
（

は
「
第
二
重
」
の
内
容
を
解
説
し
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
「
単
信
の
大
信
」

に
着
目
し
て
次
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

①
「
教
相
第
一
重
」
に
浄
土
宗
で
最
も
大
切
な
経
典
は
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ

り
、
そ
の
中
の
「
二
者
深
心
」
の
四
字
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い

る
。

②
「
二
者
深
心
」
の
深
心
が
冏
師
の
主
張
す
る
「
単
信
の
大
信
」
で
あ
り
、「
単

信
の
大
信
」
と
は
本
願
の
真
実
も
名
号
の
大
利
も
知
ら
ず
、
安
心
起
行
も
分

か
た
ず
、
総
願
別
願
を
も
わ
き
ま
え
な
い
単
直
愚
痴
の
人
の
よ
う
に
疑
惑
を

無
く
し
て
、
た
だ
心
に
は
助
け
給
え
と
願
い
、
口
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

す
る
単
直
仰
信
の
機
に
対
し
て
の
「
信
」
を
い
う
。

③
「
教
相
第
十
重
」
の
終
わ
り
で
、
浄
土
一
宗
の
根
底
に
は
「
信
」
の
一
字
が

基
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

④
五
重
伝
法
を
「
機
」「
法
」「
解
」「
証
」「
信
」
の
綱
格
に
顕
わ
し
そ
の
最
後

の
第
五
重
に
「
信
」
を
配
し
た
こ
と
か
ら
も
、
冏
師
の
「
信
」
に
対
す
る
根

強
い
心
底
が
伺
わ
れ
る
。

以
上
の
四
点
を
挙
げ
て
聖
冏
の
思
想
に
お
け
る
「
信
」
の
重
要
性
を
解
説
し
て
い
る
。

　

服
部
淳
一
氏
）
（1
（

も
基
本
的
に
香
林
氏
と
同
様
の
見
解
で
あ
り
、「
単
信
の
大
信
」を『
教

相
十
八
通
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、「
第
二
重
」
で
説
か
れ

る
「
施
化
利
生
門
」「
発
迹
入
源
門
」
の
二
門
を
「
勝
義
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て�

筆
者
は
拙
稿
「
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
第
二

重
に
つ
い
て
）
（（
（

」
に
お
い
て
「
教
相
第
二
重
」
の
考
察
を
行
っ
た
が
、
本
研
究
で
は
改

め
て
そ
の
内
容
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

　
二
―
二
、「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て

　

初
め
に
「
教
相
第
二
重
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

夫
案
佛
敎
旨
歸
即
有
其
二
門
。
一
施
化
利
生
門
。
此
是
解
義
分
也
。
十
地
論
是

名
因
分
可
説
。
二
發
迹
入
源
門
。
此
是
仰
信
分
也
。
十
地
論
是
名
果
分
不
可
説
）
（1
（

。

こ
こ
で
は
仏
教
の
教
え
に
は
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
の
二
門
が
あ
る

と
し
、「
施
化
利
生
門
」
と
は
「
解
義
分
」
で
あ
り
、
世
親
『
十
地
経
論
）
（1
（

』
に
よ
れ
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ば
「
因
分
可
説
」
と
す
る
。「
発
迹
入
源
門
」
と
は
「
仰
信
分
」
で
あ
り
、
同
じ
く
『
十

地
経
論
』
に
よ
れ
ば
「
果
分
不
可
説
」
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
無
絃
（
生
年
不
明

～
一
六
四
〇
年
）
の
『
教
相
枢
要
鈔
』
で
は
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

施
化
利
生
門
者
佛
應
機
施
化
、
隨
根
利
生
。
故
名
爲
施
化
利
生
門
。
是
約
能
化
。

解
義
分
者
衆
生
隨
敎
解
義
。
故
云
解
義
。
是
約
所
化
。
能
所
共
浅
。
故
云
因
分

可
説
。
発
迹
入
源
門
者
拂
除
施
化
利
生
解
義
因
分
蹤
跡
、
入
佛
意
源
。
是
則
名

爲
発
迹
入
源
。
是
約
所
化
。
仰
信
分
者
髙
仰
果
位
、
轉
於
解
義
名
仰
信
分
。
亦

約
所
化
）
（1
（

。

　

無
絃
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
施
化
利
生
門
」
と
は
仏
が
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
教

化
し
利
益
す
る
法
門
で
あ
り
、「
解
義
分
」
と
は
衆
生
が
仏
の
教
え
に
随
っ
て
そ
の

義
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
施
化
利
生
門
」
を
能
化
、「
解

義
分
」
を
所
化
と
し
、
能
所
と
も
に
浅
い
「
因
分
可
説
」
と
し
て
い
る
。「
発
迹
入

源
門
」
と
は
「
施
化
利
生
」「
解
義
因
分
」
の
跡
を
排
除
し
て
仏
意
の
源
に
入
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
発
迹
入
源
」
と
い
い
所
化
と
す
る
。
ま
た
、「
仰
信
分
」
と

は
果
位
を
高
く
仰
信
し
て
、
解
義
を
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
所

化
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
無
絃
が
「
発
迹
入
源
門
」
の
能
化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

な
い
の
は
、
方
便
を
排
し
た
仏
の
深
妙
な
る
教
え
が
凡
夫
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
―
三
、
良
忠
所
説
の
「
施
化
利
生
」
と
「
発
迹
入
源
」
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
良
忠
の
「
施
化
利
生
」「
発
迹
入
源
」
に
関
す
る
説
示
を
検
討
し
て
い
く
。

　

善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分
序
題
門
の
末
で
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

又
佛
密
意
弘
深
敎
門
難
曉
。
三
賢
十
聖
弗
測
所
闚
。
况
我
信
外
輕
毛
敢
知
旨
趣
。

仰
惟
釋
迦
此
方
發
遣
彌
陀
即
彼
國
來
迎
。
彼
喚
此
遣
。
豈
容
不
去
也
。
唯
可
勤

心
奉
法
、
畢
命
爲
期
、
捨
此
穢
身
即
證
彼
法
性
之
常
樂
。
此
即
略
標
序
題
竟
）
（1
（

。

こ
の
文
に
つ
い
て
、
良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

又
佛
密
意
｛
乃
至
｝
常
樂
者
、
上
來
總
明
淨
土
施
化
利
生
之
相
。
是
解
義
分
。

即
當
地
論
因
分
可
説
。
自
下
明
果
位
難
思
發
迹
入
源
。
是
仰
信
分
。
即
當
地
論

果
分
不
可
説
）
（1
（

。

良
忠
は
『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
「
又
仏
密
意
」
よ
り
前
の
文
ま
で
が
「
施
化
利
生

之
相
」
を
明
か
し
、「
又
仏
密
意
」
以
下
の
文
は
「
発
迹
入
源
」
を
明
か
す
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
で
良
忠
が
述
べ
る
前
の
文
と
は
、
韋
提
希
の
請
い
に
よ
っ
て
釈
尊
が

要
門
と
し
て
定
散
二
善
を
示
し
、
阿
弥
陀
仏
の
弘
願
を
説
い
た
箇
所
で
あ
る
。
良
忠

は
こ
の
要
門
と
弘
願
に
つ
い
て
、「
定
散
の
行
を
も
っ
て
内
因
、
仏
の
本
願
力
を

も
っ
て
外
縁
と
し
、
因
縁
和
合
し
て
往
生
す
る
こ
と
を
得
）
（1
（

」
と
説
い
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
「
施
化
利
生
之
相
」
と
し
て
い
る
。
続
い
て
「
発
迹
入
源
」
と
す
る
箇
所
に

関
し
て
良
忠
は
、

於
中
有
二
。
一
又
佛
下
至
旨
趣
、
正
明
解
義
敎
門
難
曉
。
二
仰
惟
釋
迦
下
至
常

樂
已
來
、
正
明
仰
信
易
入
）
（1
（

。

と
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
又
仏
」
か
ら
「
旨
趣
」
ま
で
の
文
は
、
解
義
の
教

門
は
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、「
仰
惟
釈
迦
」か
ら「
常

楽
」
ま
で
の
文
は
、
正
し
く
仰
信
に
入
る
の
は
容
易
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
具
体
的
に
は
、

仰
惟
等
者
此
明
佛
意
甚
深
難
知
、
敎
亦
難
解
。
但
雖
不
知
其
甚
深
致
、
釋
迦
發

遣
、
彌
陀
招
換
其
文
分
明
。
唯
作
仰
信
定
得
往
生
）
（1
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
仏
意
と
は
凡
夫
に
は
到
底
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
甚
深
な



八
三

　
　
　
　
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
仏
意
よ
り
説
か
れ
る
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
釈
迦
の
発
遣
と
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
は
文
に
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
仰
信
す
る
こ
と
は
容
易
く
な
り
、
仰
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
が
定
ま
る
と
す

る
。
ま
た
、
釈
迦
の
発
遣
と
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
問
答
を
立
て

て
い
る
。

問
發
遣
即
是
要
門
、
來
迎
亦
是
弘
願
。
還
同
前
義
。
何
爲
二
義
。

答
上
是
解
義
分
、
今
則
仰
信
分
。
故
上
廣
以
要
門
弘
願
分
別
觀
經
敎
相
大
意
。

此
當
因
分
可
説
。
今
就
明
文
則
成
仰
信
。
此
當
果
分
不
可
説
）
11
（

。

　

こ
の
問
い
は
、
釈
迦
の
発
遣
は
要
門
で
あ
り
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
は
弘
願
で
あ
る
が
、

良
忠
は
要
門
と
弘
願
に
関
し
て
す
で
に
前
述
し
た
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
新
た
に
仰
信
の
義
を
立
て
る
の
は
何
故
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
良

忠
は
そ
の
答
え
と
し
て
、
前
の
義
は「
解
義
分
」で
あ
る
か
ら
、
要
門
と
弘
願
に
よ
っ

て
『
観
経
』
の
教
相
の
大
意
を
分
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
因
分
可
説
」
に

当
た
る
と
す
る
。
一
方
、
今
の
義
は
明
文
に
つ
い
て
仰
信
を
成
ず
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、「
果
分
不
可
説
」
に
当
た
る
と
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
良
忠
は
『
観
経
疏
』
の
文
を
「
施
化
利
生
」
と
「
発
迹
入
源
」
に

分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
聖
冏
は
こ
の
良
忠
の
説
示
を
受
け
て
、「
教
相
第
二
重
」

に
お
い
て
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
の
二
門
を
立
て
て
い
る
と
考
え
て

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
二
―
四
、
諸
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て

　

聖
冏
は
諸
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

但
諸
宗
施
化
利
生
門
者
三
乘
并
一
乘
、
皆
是
衆
生
解
會
分
齊
也
。
解
者
解
義
也
。

會
者
會
心
也
。
凝
然
常
住
、
獨
空
畢
竟
、
法
界
圓
融
、
三
諦
相
即
、
六
大
無
碍
、

即
心
非
佛
、
宗
宗
談
異
而
解
義
會
心
分
齊
、
皆
是
衆
生
悟
解
門
也
）
1（
（

。�

聖
冏
は
諸
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
に
お
け
る
す
べ
て
衆
生
は
解
会
の
分
斉
で
あ
る
と

す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
解
」
と
は
解
義
で
あ
り
、「
会
」
と
は
会
心
で
あ
る
と

説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
宗
の
教
え
を
そ
れ
ぞ
れ「
凝
然
常
住
」「
獨
空
畢
竟
」「
法

界
円
融
」「
三
諦
相
即
」「
六
大
無
碍
」「
即
心
非
仏
」
と
称
し
、
言
説
は
異
な
っ
て

も
そ
れ
ら
す
べ
て
衆
生
の
「
悟
解
門
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　

次
に
聖
冏
は
諸
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

如
此
佛
敎
寄
於
名
色
雖
有
言
説
、
一
一
敎
門
從
佛
意
出
非
因
位
分
。
離
名
言
思

議
更
解
行
分
絶
是
名
發
迹
入
源
門
。
大
論
云
佛
之
密
意
非
菩
薩
所
知
｛
文
｝。

唯
識
論
云
如
來
實
心
等
覺
菩
薩
尚
不
知
故
｛
文
｝。
法
華
玄
云
文
内
妙
法
猶
難

盡
何
况
文
外
之
妙
耶
｛
文
｝。
即
身
義
云
法
佛
三
密
甚
深
微
細
等
覺
十
地
不
能

見
聞
｛
文
｝。
此
等
皆
立
離
解
大
信
也
）
11
（

。

す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
各
宗
に
は
そ
れ
ぞ
れ
言
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

教
門
は
も
と
も
と
仏
意
よ
り
説
か
れ
た
教
え
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
因
位
の
分
で
は

な
い
と
い
う
。
よ
っ
て
、
名
言
思
議
を
離
れ
て
解
行
の
分
を
絶
つ
こ
と
が
「
発
迹
入

源
門
」
で
あ
る
と
し
て
、『
大
智
度
論
）
11
（

』『
成
唯
識
論
）
11
（

』『
法
華
玄
義
）
11
（

』『
即
身
成
仏

義
）
11
（

』
の
文
を
挙
げ
て
い
る
。�

こ
こ
で
は
例
と
し
て
『
即
身
成
仏
義
』
の
引
用
文
を

見
て
い
き
た
い
。『
即
身
成
仏
義
』
で
は
「
法
仏
の
三
密
は
甚
深
微
細
に
し
て
等
覚

十
地
も
見
聞
す
る
こ
と
能
は
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
法
身
仏
の
三
密
は
等
覚
・
十

地
の
菩
薩
で
す
ら
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
因
分
で
あ
る
衆
生

に
も
到
底
理
解
で
き
な
い
「
果
分
不
可
説
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

衆
生
に
法
身
仏
の
三
密
の
働
き
は
深
遠
で
あ
る
と
知
ら
し
め
る
こ
と
で
、
衆
生
が
仰



八
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

信
し
て
三
密
行
を
修
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
聖
冏
は
諸
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
次
の
通
り
批
判
し
て
い
る
。

　
　

雖
然
猶
是
信
中
不
離
解
。
果
中
修
因
行
。
故
未
得
離
因
分
也
）
11
（

。�

す
な
わ
ち
、
諸
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
は
信
中
に
解
を
離
れ
ず
果
中
に
因
行
を
修
し

て
お
り
、
未
だ
因
分
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聖

冏
は
諸
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
は
「
解
義
因
分
」
を
取
り
除
け
て
い
な
い
不
完
全
な

も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。�

　
二
―
五
、
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
は
検
討
す

る
。

　

初
め
に
聖
冏
は
「
施
化
利
生
門
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

今
我
淨
土
施
化
利
生
門
者
要
門
内
因
、
弘
願
外
縁
、
内
外
因
縁
和
合
得
往
生
。

三
世
諸
佛
淨
業
正
因
、
引
聖
勵
凡
。
二
尊
密
意
弘
願
敎
門
、
攝
凡
被
聖
。
如
是

以
義
分
勸
勵
、
以
道
理
歸
依
、
是
因
分
所
解
。
故
云
解
義
因
分
可
説
也
）
11
（

。

す
な
わ
ち
「
要
門
は
内
因
、
弘
願
は
外
縁
、
内
外
因
縁
和
合
し
て
往
生
す
る
こ
と
を

得
」
等
の
教
義
を
勧
励
す
る
こ
と
や
、
道
理
を
弁
え
て
帰
依
す
る
こ
と
は
因
分
の
解

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
「
解
義
因
分
可
説
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
聖
冏
は
、

然
直
爲
彌
陀
弘
誓
重
致
使
凡
夫
念
即
生
、
不
斷
煩
惱
得
涅
槃
分
、
即
相
不
退
、

頓
中
頓
故
、
不
敢
如
諸
宗
解
義
分
墮
衆
生
悟
解
門
。
故
乃
同
諸
宗
果
分
大
信
）
11
（

。

と
説
き
、
浄
土
宗
の
教
え
は
「
直
ち
に
弥
陀
の
弘
誓
重
き
が
為
に
、
凡
夫
を
し
て
念

ず
れ
ば
即
ち
生
ぜ
し
む
る
こ
と
を
致
す
」「
煩
惱
を
断
た
ず
し
て
涅
槃
の
分
を
得
」「
即

相
不
退
」「
頓
中
頓
」
で
あ
る
か
ら
、
諸
宗
の
よ
う
に
衆
生
の
「
悟
解
門
」
に
堕
ち

る
こ
と
は
な
く�

、
む
し
ろ
諸
宗
の
「
果
分
の
大
信
」
と
同
等
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、

サ
レ
ハ
解
義
分
云
名
等
ケ
レ
ト
モ
、
正
可
勝
彼
入
源
門
也
）
11
（

。

と
説
き
、
諸
宗
と
同
じ
「
解
義
分
」
と
い
う
名
で
あ
っ
て
も
、
浄
土
宗
の
「
施
化
利

生
門
」
は�

諸
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
最

後
に
聖
冏
は
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

不
改
此
凡
夫
念
、
橫
超
入
無
生
本
際
。
豈
是
不
捨
解
會
之
宗
旨
所
挿
手
乎
。
密

意
上
敎
門
、
理
性
上
事
相
、
最
是
甚
深
不
思
議
哉
）
1（
（

。

聖
冏
は
凡
夫
の
念
を
改
め
ず
し
て
、
横
に
無
生
の
本
際
に
超
入
す
る
浄
土
宗
の
「
施

化
利
生
門
」
に
は
、「
解
会
」
を
捨
て
て
い
な
い
諸
宗
の
宗
旨
が
手
を
挿
む
所
で
は

な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
密
意
の
上
の
教
門
、
理
性
の
上
の
事
相
は
最
も
甚

深
な
不
思
議
で
あ
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

次
に
聖
冏
は
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
「
単
信
の
大
信
」
を
説
く
こ

と
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
「
単
信
の
大
信
」
に
つ
い
て
は
、

單
信
大
信
者
不
識
本
願
眞
實
。
不
知
名
號
大
利
。
不
分
安
心
起
行
。
不
辨
摠
願

別
願
。
如
是
諸
解
義
悉
是
遣
疑
煩
惱
敎
門
方
便
也
。
若
單
直
愚
癡
人
疑
惑
亦
無

也
。
只
心
存
助
給
、
口
唱
南
無
阿
彌
陀
佛
之
計
也
。
是
云
單
直
仰
信
正
機
）
11
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち「
本
願
の
真
実
を
知
ら
ず
、
名
号
の
大
利
を
知
ら
ず
」

等
と
あ
る
よ
う
に
、
浄
土
宗
の
一
切
の
解
義
を
知
ら
ず
と
も
、
単
直
愚
癡
の
人
は
疑

惑
を
起
こ
す
こ
と
な
く
一
心
に
阿
弥
陀
仏
を
仰
信
し
、
心
で
は
「
助
け
給
え
」
と
念

じ
、
口
で
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
ば
か
り
で
あ
る
と
す
る
。
聖
冏
は
こ
れ

を
「
単
直
仰
信
の
正
機
」
と
し
、
こ
の
単
直
愚
癡
の
人
が
発
こ
す
信
心
が
「
単
信
の

大
信
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。�



八
五

　
　
　
　
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

　
二
―
六
、
小
結

　

以
上
、「
教
相
第
二
重
」
に
説
か
れ
る
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
聖
冏
が
説
く「
施
化
利
生
門
」「
発
迹
入
源
門
」は
、
良
忠
の「
施

化
利
生
」「
発
迹
入
源
」
の
説
示
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

良
忠
は
『
観
経
疏
』
の
文
に
「
施
化
利
生
」
と
「
発
迹
入
源
」
を
配
当
し
て
説
明
し

て
い
る
の
に
対
し
、
聖
冏
は
宗
単
位
で
扱
い
、「
施
化
利
生
門
」「
発
迹
入
源
門
」
と

呼
称
し
、
諸
宗
と
浄
土
宗
に
そ
れ
ぞ
れ
当
て
は
め
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
諸
宗

の
「
発
迹
入
源
門
」
は
未
だ
因
分
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
と
し
て
お
り
、

そ
れ
よ
り
も
凡
夫
の
念
を
改
め
ず
し
て
横
に
無
生
の
本
際
に
超
入
す
る
浄
土
宗
の

「
施
化
利
生
門
」の
ほ
う
が
勝
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。こ
う
し
た
浄
土
宗
の「
施

化
利
生
門
」
に
つ
い
て
、
聖
冏
は
「
密
意
の
上
の
教
門
」「
理
性
の
上
の
事
相
」
と

説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
「
教
相
第
三
重
」
で
は
次
の
通
り
説
か
れ
て
い

る
。

佛
自
成
就
理
事
縱
橫
德
、
以
即
相
名
號
爲
生
因
本
願
。
故
即
相
無
生
修
行
也
。

機
見
修
行
相
名
號
也
。
佛
眼
所
見
即
不
退
。
故
云
南
無
阿
彌
陀
佛
也
）
11
（

。

こ
こ
で
は
仏
み
ず
か
ら
「
理
事
縦
横
」
の
徳
を
成
就
し
た
こ
と
で
、
即
相
の
名
号
は

「
生
因
本
願
」
と
な
っ
た
た
め
、「
即
相
無
生
」
の
修
行
で
あ
り
、
機
見
の
修
行
は
相

の
名
号
で
あ
り
、
仏
眼
の
所
見
は
不
退
で
あ
る
と
し
、
故
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

云
う
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
理
事
縦
横
」
と
は
理
と
事
を
縦

横
無
尽
に
行
き
来
で
き
る
こ
と
を
指
し
、「
生
因
本
願
」（
理
）
に
よ
っ
て
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
い
う
即
相
の
名
号
を
称
え
る
（
事
）
こ
と
が
救
い
と
な
り
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
い
う
即
相
の
名
号
を
称
え
る
（
事
）
こ
と
で
無
生
（
理
）
を
体
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
と
事
の
関
係
性
が
「
理
事
縦
横
」
で
あ
り
、

聖
冏
は
後
の
「
教
相
第
四
重
」
に
お
い
て
、
浄
土
宗
が
「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
で
あ

る
と
説
い
て
い
る
。
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
で
説
か
れ
る
「
密
意
の
上
の
教
門
」

「
理
性
の
上
の
事
相
」
と
い
う
の
は
、
聖
冏
が
説
く
「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
を
顕
わ

し
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。

　

さ
て
、
こ
の
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
よ
り
も
勝
れ
た
法
門
と
し
て
説
か
れ
て

い
る
の
が
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
で
あ
り
、
そ
の
「
発
迹
入
源
門
」
の
正
機
と

し
て
説
か
れ
て
い
る
の
は
「
単
信
の
大
信
」
を
発
し
て
、
た
だ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
見
て
も
「
単
信
の
大
信
」
が
聖
冏
の
中
で
重

要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
香
林
氏
や
服
部
淳
一
氏
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
教
相
第
一
重
）
11
（

」
で
は
「
二
者
深
心
」
の
四
字
が
最
も
重

要
で
あ
る
と
し
、「
教
相
第
十
重
）
11
（

」
の
終
わ
り
で
は
浄
土
一
宗
の
根
底
に
は
「
信
」

の
一
字
が
基
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
聖
冏

の
思
想
の
根
本
に
は
「
信
」「
単
信
の
大
信
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、「
教
相
第
四
重
」
所
説
の
宗
体
に
つ
い
て

　
三
―
一
、「
教
相
第
四
重
」
所
説
の
一
往
の
義
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
「
教
相
第
四
重
」
に
説
か
れ
る
宗
体
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。「
教

相
第
四
重
」
の
内
容
は
善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分
宗
旨
不
同
門
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
善
導
『
観
経
疏
』
で
は
、

今
此
觀
經
即
以
觀
佛
三
昧
爲
宗
、
亦
以
念
佛
三
昧
爲
宗
。
一
心
迴
願
、
往
生
淨

土
爲
體
）
11
（

。
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と
あ
り
、『
観
経
』
は
観
仏
三
昧
と
念
仏
三
昧
を
宗
と
し
（
経
宗
）、
一
心
に
迴
願
し

て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
体
と
す
る
（
経
体
）
と
説
か
れ
て
い
る
。�

こ
れ
に
関

し
て
「
教
相
第
四
重
」
で
は
次
の
よ
う
な
問
答
を
立
て
て
い
る
。

問
。
釋
宗
體
、
玄
忠
云
名
號
爲
體
、
天
台
云
實
相
爲
體
、
一
家
云
往
生
爲
體
、

相
違
如
何
。
答
。
是
有
相
傳
事
也
。
此
有
一
往
再
往
二
義
）
11
（

。

こ
の
問
い
は
『
観
経
』
の
宗
体
、
す
な
わ
ち
経
宗
・
経
体
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
「
名

号
為
体
」
と
し
、
智
顗
は
「
実
相
為
体
」
と
し
、
善
導
は
「
往
生
為
体
」
と
す
る
が
、

そ
れ
ら
の
相
違
は
何
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
聖
冏
は
そ
の
答
え
と
し
て
相
伝
が
あ

る
と
し
、
一
往
・
再
往
の
二
義
を
あ
げ
て
い
る
。

　

初
め
に
一
往
の
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
聖
冏
は
、

先
一
往
者
、
天
台
他
宗
人
師
故
、
因
果
爲
宗
實
相
爲
體
意
、
且
云
實
相
爲
體
。

故
永
異
一
家
淨
土
敎
門
、
執
心
牢
固
、
但
著
有
相
）
11
（

。

と
説
き
、
ま
ず
智
顗
の「
実
相
為
体
」に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
聖
冏
は「
因

果
為
宗
実
相
為
体
」
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
伝
智
顗
撰
『
観
経
疏
』
で

は
、

　
　

此
經
心
觀
爲
宗
實
相
爲
體
）
11
（

。

と
説
か
れ
て
お
り
、『
観
経
』
は
「
心
観
為
宗
実
相
為
体
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
因

果
為
宗
」
で
は
な
く
「
心
観
為
宗
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
聖
冏

『
伝
通
記
糅
鈔
』
お
い
て
、

　
　

十
六
觀
因
。
往
生
是
果
。
是
云
因
果
爲
宗
）
11
（

。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
定
善
十
六
観
は
因
で
あ
り
往
生
は
果
で
あ
る
か
ら

「
因
果
為
宗
」
で
あ
る
と
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
聖
冏
は
前
の
通
り
智
顗
の
説

を
「
因
果
為
宗
実
相
為
体
」
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
他
宗
の
人
師

で
あ
る
智
顗
の
「
実
相
為
体
」
と
す
る
説
は
、「
執
心
牢
固
」「
但
著
有
相
」
の
浄
土

の
教
門
と
は
大
き
く
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

続
い
て
聖
冏
は
、

　
　

玄
忠
一
家
、
一
派
正
脉
雖
同
淨
敎
意
、
約
詮
約
趣
其
義
且
異
）
1（
（

。

と
説
き
、
曇
鸞
と
善
導
に
関
し
て
、
両
師
は
同
じ
浄
土
教
で
は
あ
る
が
、
曇
鸞
の

「
名
号
為
体
」
は
詮
に
約
し
、
善
導
の
「
往
生
為
体
」
は
趣
に
約
す
た
め
、
そ
の
義

は
異
な
る
と
す
る
。
第
一
に
曇
鸞
の
「
名
号
為
体
」
に
つ
い
て
聖
冏
は
次
の
よ
う
に

説
い
て
い
る
。

玄
忠
約
今
經
所
詮
佛
名
。
故
云
名
號
爲
體
。
謂
、
三
經
文
義
雖
多
、
皆
明
阿
彌

陀
事
故
｛
云
云
）
11
（

｝。

「
三
部
経
」
に
は
様
々
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を

明
か
し
て
い
る
か
ら
、
曇
鸞
の
説
）
11
（

は
『
観
経
』
所
詮
の
仏
名
に
約
し
「
名
号
為
体
」

で
あ
る
と
い
う
。

　

第
二
に
善
導
の
「
往
生
為
体
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

一
家
約
今
經
兩
宗
所
趣
。
故
云
往
生
爲
體
。
謂
、
言
之
所
貴
曰
宗
、
宗
之
所
歸

曰
趣
意
、
此
宗
所
期
、
歸
趣
淨
土
故
、
云
往
生
淨
土
爲
體
。
仍
意
少
異
大
猷
無

背
｛
云
云
）
11
（

｝。

善
導
の
「
往
生
為
体
」
は
『
観
経
』
の
観
仏
三
昧
と
念
仏
三
昧
の
両
宗
の
所
趣
に
約

す
た
め
「
往
生
為
体
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
観
仏
三
昧
と
念
仏
三
昧
の
両
宗

の
期
す
る
と
こ
ろ
は
浄
土
に
帰
趣
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
往
生
為
体
」
で
あ
る
と

す
る
。
そ
し
て
「
名
号
為
体
」
と
「
往
生
為
体
」
は
、
意
は
少
し
異
な
る
が
大
道
は

逸
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、
聖
冏
が
説
く
一
往
の
義
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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『
教
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八
通
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に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

●　

他
宗
の
人
師
で
あ
る
智
顗
の
「
因
果
為
宗
実
相
為
体
」
は
、「
執
心
牢
固
」「
但

著
有
相
」
の
浄
土
の
教
門
と
は
大
き
く
異
な
る
。

●　

曇
鸞
の
「
名
号
為
体
」
は
『
観
経
』
所
詮
の
仏
名
に
約
す
。

●　

善
導
の
「
往
生
為
体
」
は
『
観
経
』
両
宗
の
所
趣
に
約
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
聖
冏
が
説
く
一
往
の
義
に
よ
る
な
ら
ば
、
浄
土
宗
に
お
け
る

『
観
経
』
の
宗
体
と
し
て
智
顗
の
「
実
相
為
体
」
は
認
め
ら
れ
ず
、
曇
鸞
の
「
名
号

為
体
」
と
善
導
の
「
往
生
為
体
」
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。�

　
三
―
二
、
良
忠
所
説
の
宗
体
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
良
忠
が
宗
体
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
か
検
討
し
て
い
く
。

良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

一
心
迴
願
往
生
淨
土
爲
體
者
、
一
心
是
安
心
、
迴
願
是
第
八
門
、
對
上
兩
宗
以

往
生
爲
體
。
兩
宗
是
因
、
體
即
是
果
、
果
即
是
趣
。
是
故
不
同
因
果
名
相
實
相

爲
體
）
11
（

。

良
忠
は
善
導
の
「
往
生
為
体
」
に
つ
い
て
、
観
仏
三
昧
と
念
仏
三
昧
の
両
宗
に
対
し

て
往
生
を
も
っ
て
体
と
す
る
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
両
宗
は
因
、
体
は
果
、
果
は

趣
で
あ
る
と
し
て
、
因
果
を
相
と
名
づ
け
て
実
相
を
体
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
説

い
て
い
る
。
こ
れ
は
智
顗
の
「
実
相
為
体
」
を
踏
ま
え
て
説
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
続
い
て
良
忠
は
次
よ
う
に
問
答
を
立
て
て
い
る
。

問
。
今
言
往
生
爲
體
、
鸞
師
云
名
號
爲
體
。
相
違
如
何
。
答
。
註
則
總
擧
所
詮

佛
名
、
以
爲
其
體
。
今
則
別
擧
兩
宗
所
趣
、
以
爲
其
體
）
11
（

。

こ
の
問
い
は
善
導
の
「
往
生
為
体
」
と
曇
鸞
の
「
名
号
為
体
」
の
相
違
は
何
か
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
答
え
と
し
て
良
忠
は
、
曇
鸞
は
所
詮
の
仏
名
を
挙
げ
て
そ
の

体
と
し
、
善
導
は
両
宗
の
所
趣
を
挙
げ
て
そ
の
体
と
す
る
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

良
忠
は
所
詮
の
仏
名
に
つ
い
て
、

所
言
所
詮
佛
名
號
者
、
三
經
文
義
雖
多
、
皆
明
阿
彌
陀
事
。
是
故
彼
佛
名
號
、

此
經
所
詮
體
也
。
爲
顯
此
義
、
經
首
題
云
無
量
壽
經
、
是
故
註
言
名
號
爲
體
。

往
生
爲
體
其
義
可
知
）
11
（

。

と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
三
部
経
」
に
は
様
々
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、

す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
が

『
観
経
』
所
詮
の
体
と
な
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
義
を
顕
わ
す
た
め
に
経

の
首
題
が
「
無
量
寿
経
」
と
な
り
、
そ
れ
故
に
曇
鸞
も
「
名
号
為
体
」
と
説
く
と
し

て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
良
忠
の
説
示
は
聖
冏
の
一
往
の
義
と
内
容
が
共
通
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
聖
冏
の
一
往
の
義
は
良
忠
『
伝
通
記
』
の
意
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。�

　
三
―
三
、「
教
相
第
四
重
」
所
説
の
再
往
の
義
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
聖
冏
は
再
往
の
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
教
相

第
四
重
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

再
往
者
、
今
以
相
傳
子
細
推
宗
大
旨
、
實
相
者
、
諸
法
一
眞
實
相
海
也
。
一
眞

實
相
者
、
一
切
諸
法
、
無
二
無
別
、
無
生
無
滅
也
）
11
（

。

こ
こ
で
は
相
伝
に
仔
細
あ
り
と
し
て
、
ま
ず
実
相
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
実
相

と
は
「
諸
法
一
真
実
相
海
」
で
あ
り
、
一
真
実
相
と
は
「
一
切
諸
法
」「
無
二
無
別
」

「
無
生
無
滅
」
で
あ
る
と
す
る
。

　

続
い
て
聖
冏
は
名
号
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
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名
號
者
、
諸
法
一
眞
實
相
名
也
。
有
即
體
名
諸
佛
名
號
、
名
體
不
離
ナ
ル
カ
故
、

實
相
全
名
號
、
名
號
全
實
相
也
。
即
相
無
相
、
理
事
縱
橫
宗
旨
、
故
衆
生
住
隔

相
念
、
佛
願
所
建
、
佛
意
所
構
故
、
唱
南
無
阿
彌
陀
佛
、
是
實
相
行
、
是
無
生

行
、
是
如
來
行
、
是
涅
槃
行
也
）
11
（

。

こ
こ
で
は
、
名
号
と
は
「
諸
法
一
真
実
相
」
の
名
で
あ
る
と
し
、「
名
体
不
離
」
で

あ
る
が
故
に
、
実
相
は
名
号
で
あ
り
、
名
号
は
実
相
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
浄
土

宗
は
「
即
相
無
相
」「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
称
え
る
こ
と
は
「
仏
願
の
所
建
」「
仏
意
の
所
構
」
で
あ
る
た
め
、
実
相
の
行
で

あ
り
、
無
生
の
行
で
あ
り
、
如
来
の
行
で
あ
り
、
涅
槃
の
行
で
あ
る
と
す
る
。

　

最
後
に
往
生
浄
土
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

往
生
淨
土
者
、
往
生
即
是
無
生
異
稱
。
言
淨
土
者
、
第
一
義
諦
妙
境
界
相
、
次

於
無
爲
泥
洹
之
道
。
則
知
、
實
相
、
名
號
、
往
生
淨
土
、
言
異
意
同
歟
。
但
天

台
師
非
如
此
得
意
。
以
一
家
淨
土
口
傳
得
意
之
處
也
。
一
流
相
傳
非
天
台
釋
、

不
知
即
相
名
號
故
也
。
若
得
此
意
彼
亦
無
妨
。
况
實
相
般
若
、
亦
是
無
量
名
隨

一
名
也
。
名
號
即
是
總
也
。
亦
是
無
妨
｛
云
云
）
11
（

｝。

往
生
と
は
無
生
の
異
称
で
あ
り
、
浄
土
と
は
「
第
一
義
諦
妙
境
界
相
」「
次
於
無
爲

泥
洹
之
道
」
で
あ
る
か
ら
、
実
相
・
名
号
・
往
生
浄
土
は
、
言
は
異
な
る
が
意
は
同

じ
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
智
顗
に
は
こ
の
よ
う
な
意
図
は
な
く
、
浄
土
宗
の
口

伝
に
よ
り
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
最
後
に
名
号
は
「
総
」
で
あ
る
と
し
て

締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

以
上
、「
教
相
第
四
重
」
の
再
往
の
義
に
よ
る
な
ら
ば
実
相
・
名
号
・
往
生
浄
土

の
言
は
異
な
る
が
意
は
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
「
実
相
為
体
」「
名

号
為
体
」「
往
生
為
体
」
も
意
は
同
じ
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
相
違
は
無
く

な
る
と
推
察
で
き
る
。

　

さ
て
、
再
往
の
義
の
最
後
で
名
号
は
「
総
」
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
「
教
相
第
三
重
」
の
名
号
に
関
す
る
説
示
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
教
相
第
三
重
」
で
は
、

何
事
無
量
可
云
阿
彌
陀
。
サ
レ
ハ
無
量
名
、
無
量
體
、
無
量
義
、
無
量
用
、
無

量
智
、
無
量
光
、
無
量
定
、
無
量
通
、
無
量
形
、
無
量
色
、
無
量
相
、
無
量
貌
、

無
量
身
、
無
量
壽
、
所
有
一
切
事
此
佛
悉
成
就
シ
玉
ヘ
リ
。
故
云
無
量
佛
。
サ

レ
バ
一
切
名
物
皆
阿
彌
陀
也
。
無
名
不
詮
體
。
體
有
物
皆
阿
彌
陀
也
。
體
義
備

ズ
ト
云
事
無
。
義
物
皆
阿
彌
陀
也
。
義
用
施
サ
ズ
ト
云
事
無
。
用
有
物
皆
阿
彌

陀
也
。
智
光
、
定
通
、
形
色
、
相
貌
等
皆
是
阿
彌
陀
也
。
無
量
云
言
ハ
カ
リ
ナ

ク
ハ
、
萬
法
皆
無
量
覺
所
具
非
云
事
無
）
1（
（

。

と
あ
り
、
一
切
す
べ
て
が
「
阿
弥
陀
」
に
帰
結
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
名
号
は

「
総
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
聖
冏
は
再
往
の
義
に
お
い
て
、
実
相
・
名
号
・
往
生
浄
土
に
つ
い
て

言
は
異
な
る
が
意
は
同
じ
と
し
、
名
号
は
「
総
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
智
顗
の
実
相
の
異
名
の
解
釈
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
神
達
知
純
氏
は
智
顗
が
説
く
実
相
の
異
名
に
つ
い
て
、『
法
華
玄
義
』
の
文
）
11
（

を
示
し
た
後
に
次
の
通
り
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
妙
有
、
真
善
妙
色
、
実
際
、
畢
竟
空
、
如
如
、
涅
槃
、
虚
空
仏

性
、
如
来
蔵
、
中
実
理
心
、
非
有
非
無
、
中
道
第
一
義
諦
、
微
妙
寂
滅
な
ど
挙

げ
ら
れ
た
名
目
は
全
て
実
相
の
異
名
で
あ
り
、
同
時
に
実
相
そ
れ
自
身
も
こ
れ

ら
の
異
名
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
経
典
に
実
相
の
語
が
な
く
と
も
、
あ
ら
ゆ

る
教
説
が
実
相
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
）
11
（

。
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聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

神
達
氏
の
説
明
に
よ
る
な
ら
ば
、
智
顗
の
挙
げ
ら
れ
た
名
目
は
全
て
実
相
の
異
名
で

あ
り
、
同
時
に
実
相
そ
れ
自
身
も
こ
れ
ら
の
異
名
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
聖
冏
の
実

相
・
名
号
・
往
生
浄
土
に
つ
い
て
言
は
異
な
る
が
意
は
同
じ
と
す
る
点
と
類
似
し
て

お
り
、
あ
ら
ゆ
る
教
説
が
実
相
に
通
じ
て
い
る
と
す
る
点
も
、
一
切
す
べ
て
が
「
阿

弥
陀
」
に
帰
結
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
点
と
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

聖
冏
の
説
示
と
智
顗
の
解
釈
で
は
明
確
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
宗
が
「
執
心

牢
固
」「
但
著
有
相
」
の
教
門
で
あ
り
、「
即
相
無
相
」「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
提
の
上
で
聖
冏
は
実
相
・
名
号
・
往
生
浄
土
に
つ
い
て
言

は
異
な
る
が
意
は
同
じ
と
し
、
名
号
は
「
総
」
で
あ
る
と
説
き
、
智
顗
に
は
そ
の
よ

う
な
意
図
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
―
四
、
小
結

　

こ
こ
ま
で
「
教
相
第
四
重
」
の
宗
体
に
関
す
る
説
示
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ

で
い
う
宗
体
と
は
『
観
経
』
の
経
宗
・
経
体
で
あ
り
、
聖
冏
は
曇
鸞
の
「
名
号
為
体
」

と
智
顗
の
「
実
相
為
体
」
と
善
導
の
「
往
生
為
体
」
の
相
違
を
論
点
と
し
、
こ
れ
を

説
明
す
る
た
め
一
往
・
再
往
の
二
義
を
提
示
し
た
。

　

一
往
の
義
は
良
忠
の
説
示
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
智
顗
、
曇

鸞
、
善
導
の
そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
智
顗

の
「
実
相
為
体
」
は
「
執
心
牢
固
」「
但
著
有
相
」
の
浄
土
の
教
門
と
は
大
き
く
異

な
る
と
し
て
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
一
往
の
義
は
浄
土
宗
の
基
本
的
な
見
解
を
述
べ

た
説
示
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
再
往
の
義
よ
れ
ば
実
相
・
名
号
・
往
生
浄
土
に
つ
い
て
言
は
異
な
る
が
意

は
同
じ
で
あ
り
、
名
号
は
「
総
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
智
顗
の
実
相
解
釈
と
類

似
す
る
が
、
浄
土
宗
が
「
執
心
牢
固
」「
但
著
有
相
」
の
教
門
で
あ
り
、「
即
相
無
相
」

「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
上
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
点
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
智
顗
の
「
実
相
為
体
」
を
認
め
て
い
る
と
誤
解
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
再
往
の
義
は
他
者
に
軽
々
し
く
伝
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
秘
さ
れ
る
べ
き
教
え
、
す
な
わ
ち
浄
土
宗
の
奥
義
・
深
奥
た
る
「
相
伝
」

「
口
伝
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聖
冏
が
説
く
所
の
浄
土
宗

の
実
相
解
釈
で
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
こ
と
が
実
相
の
行
と
な
り
、
無

生
の
行
と
な
り
、
如
来
の
行
と
な
り
、
涅
槃
の
行
と
な
る
の
で
あ
り
、
智
顗
の
「
実

相
為
体
」
と
は
異
な
る
浄
土
宗
の
「
実
相
為
体
」
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、「
教
相
第
六
重
」
所
説
の
随
自
意
に
つ
い
て

　
四
―
一
、
聖
冏
所
説
の
随
自
意
・
随
他
意
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
「
教
相
第
六
重
」
に
説
か
れ
る
随
自
意
・
随
他
意
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。
初
め
に
聖
冏
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

定
善
一
門
韋
提
致
請
、
散
善
一
門
是
佛
自
説
ト
テ
、
定
善
因
韋
提
請
開
ス
ル
カ

故
、
是
隨
佗
意
語
也
。
散
善
任
如
來
本
意
説
故
、
即
隨
自
意
語
也
。
其
散
善
自

開
本
意
爲
説
念
佛
也
。
故
知
、
隨
自
意
中
隨
自
意
三
昧
、
但
是
念
佛
也
。
隨
自

意
者
不
憚
能
請
機
。
演
如
來
本
意
也
）
11
（

。

こ
こ
で
は
善
導
『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
、

　
　

定
善
一
門
韋
提
致
請
、
散
善
一
門
是
佛
自
説
）
11
（

。

と
い
う
文
を
引
き
、
定
善
は
釈
迦
如
来
が
韋
提
希
の
請
い
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
た
め

随
他
意
語
、
散
善
は
釈
迦
如
来
が
本
意
に
任
せ
て
説
示
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
随
自
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

意
語
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
散
善
自
開
の
本
意
は
念
仏
を
説
く
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
随
自
意
中
の
随
自
意
三
昧
は
念
仏
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
聖
冏
は
次
の
よ

う
に
説
い
て
い
る
。

一
流
相
傳
料
簡
隨
自
隨
他
、
即
有
三
重
。
一
聖
道
隨
他
意
語
、
淨
土
隨
自
意
語

也
。
諸
佛
大
悲
於
苦
者
等
釋
此
意
也
。
二
定
善
隨
他
意
語
、
散
善
隨
自
意
語
也
。

偏
説
定
門
攝
機
不
盡
等
釋
此
意
也
。
三
定
散
隨
佗
意
語
、
念
佛
隨
自
意
語
也
。

上
來
雖
説
等
釋
此
意
也
）
11
（

。

一
流
の
相
伝
に
は
随
自
随
他
の
分
別
に
関
し
て
三
重
の
意
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
三

重
と
は
、
一
つ
は
聖
道
を
随
他
意
語
、
浄
土
を
随
自
意
語
と
説
き
、
こ
れ
は
善
導
の

「
諸
仏
大
悲
於
苦
者
」
等
の
釈
の
意
に
当
た
る
と
す
る
。
こ
の
「
諸
仏
大
悲
於
苦
者
」

等
と
は
『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
、

　
　

諸
佛
大
悲
於
苦
者
、
心
偏
愍
念
常
沒
衆
生
。
是
以
勸
歸
淨
土
）
11
（

。

と
い
う
文
で
あ
る
。

　

二
つ
は
定
善
を
随
他
意
語
、
散
善
を
随
自
意
語
と
説
き
、
こ
れ
は
「
偏
説
定
門
」

「
摂
機
不
尽
」
等
の
釈
の
意
に
当
た
る
と
す
る
。
こ
の
「
偏
説
定
門
」
は
『
観
経
疏
』

に
説
か
れ
る
、

　
　

機
縁
未
具
、
不
可
偏
説
定
門
。
佛
更
觀
機
、
自
開
三
福
之
行
）
11
（

。

と
い
う
文
で
あ
り
、「
摂
機
不
尽
」
は
、

此
明
一
切
衆
生
機
有
二
種
。
一
者
定
、
二
者
散
。
若
依
定
行
、
即
攝
生
不
盡
。

是
以
如
來
方
便
、
顯
開
三
福
、
以
應
散
動
根
機
）
11
（

。

と
あ
る
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

三
つ
は
定
散
を
随
他
意
語
、
念
仏
を
随
自
意
語
と
説
き
、
こ
れ
は
「
上
来
雖
説
」

等
の
釈
の
意
に
当
た
る
と
す
る
。
こ
の
「
上
来
雖
説
」
は
『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
、

　
　

上
來
雖
説
定
散
兩
門
之
益
、
望
佛
本
願
、
意
在
衆
生
一
向
專
稱
彌
陀
佛
名
）
11
（

。

と
い
う
文
で
あ
る
。

　

次
に
聖
冏
は
こ
の
三
重
を
挙
げ
た
後
、

又
有
三
重
。
一
定
善
隨
佗
意
語
、
二
散
善
隨
自
他
意
語
、
三
念
佛
隨
自
意
語
也
）
1（
（

。

と
説
き
、
さ
ら
に
ま
た
三
重
の
意
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
三
重
と
は
、
一
つ
に
定
善

は
随
他
意
語
、
二
つ
に
散
善
は
随
自
他
意
語
、
三
つ
に
念
仏
は
随
自
意
語
で
あ
る
と

説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
聖
冏
は
、

如
是
前
番
三
重
、
後
番
三
重
、
六
重
隨
自
隨
佗
、
是
微
細
究
竟
大
事
也
）
11
（

。

と
説
き
、
前
の
三
重
と
後
の
三
重
、
合
わ
せ
て
六
重
の
随
自
随
他
が
浄
土
宗
に
お
い

て
極
め
て
大
切
な
教
え
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、
聖
冏
は
浄
土
宗
に
お
け
る
随
自
意
中
の
随
自
意
三
昧
は
念
仏
で
あ
る
と
し
、

一
流
の
相
伝
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
教
え
と
し
て
六
重
の
随
自
随
他
を
提
示
し

て
い
る
。

　
四
―
二
、
良
忠
所
説
の
随
自
意
・
随
他
意
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
良
忠
が
説
く
随
自
意
・
随
他
意
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
良
忠
は『
西

宗
要
聴
書
』
に
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

就
今
宗
分
別
隨
自
意
隨
他
意
、
可
有
三
意
。
一
聖
道
望
淨
土
爲
隨
他
、
以
淨
土

爲
隨
自
意
。
諸
佛
大
悲
於
苦
者
之
釋
此
意
也
。
二
定
善
望
散
善
爲
隨
他
、
以
散

善
爲
隨
自
。
偏
説
定
門
攝
機
不
盡
之
釋
此
意
也
。
三
散
善
自
開
、
皆
望
答
請
説

之
時
雖
可
爲
隨
自
意
、
化
極
惡
稱
名
、
今
一
重
可
隨
自
）
11
（

。

こ
こ
で
は
浄
土
宗
の
随
自
随
他
を
分
別
す
る
三
意
を
説
い
て
お
り
、
一
つ
に
聖
道
を

浄
土
に
対
す
る
も
の
と
し
て
随
他
と
し
、
浄
土
を
随
自
意
す
る
こ
と
で
あ
り
、
善
導



九
一

　
　
　
　
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

の
「
諸
仏
大
悲
於
苦
者
」
の
釈
が
こ
の
意
で
あ
る
と
す
る
。

　

二
つ
に
定
善
を
散
善
に
対
す
る
も
の
と
し
て
随
他
と
し
、
散
善
を
随
自
意
と
す
る

こ
と
で
あ
り
、「
偏
説
定
門
」「
摂
機
不
尽
」
の
釈
が
こ
の
意
で
あ
る
と
す
る
。

　

三
つ
に
散
善
自
開
は
答
請
に
対
す
る
と
き
随
自
意
と
な
る
が
、
極
悪
を
化
す
称
名

こ
そ
最
も
随
自
意
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
良
忠
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

又
準
天
台
宗
、
三
重
可
立
名
目
也
。
一
隨
他
意
、
此
經
定
善
也
。
二
隨
自
他
意
、

此
經
上
六
品
也
。
三
隨
自
意
、
此
經
下
三
品
也
）
11
（

。

良
忠
は
天
台
宗
の
名
目
に
準
じ
て
三
重
を
立
て
る
な
ら
ば
、
一
つ
に
定
善
は
随
他
意
、

二
つ
に
上
六
品
は
随
自
他
意
、
三
つ
に
下
三
品
は
随
自
意
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
聖
冏
の
説
示
と
良
忠
の
説
示
は
説
き
方
や
内
容
に
お
い
て
類
似
す
る
点

が
多
い
こ
と
か
ら
、
良
忠
の
説
示
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
両
者
の
説
示
は
類
似
す
る
点
が
あ
る
一
方
で
、
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
に

も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
両
者
の
説
示
を
次

の
通
り
図
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

良
忠
の
説
示

┌
聖
道
─
随
他
意

│└
浄
土
─
随
自
意
─
「
諸
仏
大
悲
於
苦
者
」

　
　
　
　

│

　
　
　
　

│
┌
定
善
─
随
他
意

　
　
　
　

└
┤

　
　
　
　
　

└
散
善
─
随
自
意
─
「
偏
説
定
門
」「
摂
機
不
尽
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└
─
─
─
─
─
化
極
悪
称
名
─
一
重
可
隨
自

┌│
定
善
─
随
他
意

││
上
六
品
─
随
自
他
意

││
下
三
品
─
随
自
意

└聖
冏
の
説
示

┌│
聖
道
─
随
他
意
語

││
浄
土
─
随
自
意
語
─
「
諸
仏
大
悲
於
苦
者
」

└┌│
定
善
─
随
他
意
語

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
重
┐

│
散
善
─
随
自
意
語
─
「
偏
説
定
門
」「
摂
機
不
尽
」　　
　

│

└　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

┌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

│
定
散
─
随
他
意
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

│
念
仏
─
随
自
意
語
─
「
上
来
雖
説
」　
　
　
　
　
　
　
　

├
─
─
六
重

└　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

┌　
　
　
　
　
　
　
　
　

┐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

│
定
善
─
随
他
意
語　
　

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

│　
　
　
　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

│
散
善
─
随
自
他
意
語　

├
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
三
重
┘

│　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

│
念
仏
―
随
自
意
語　
　

│

└　
　
　
　
　
　
　
　
　

┘

　

ま
ず
聖
冏
所
説
の
前
の
三
重
と
良
忠
の
説
示
は
そ
の
内
容
が
概
ね
一
致
す
る
。
異

な
る
点
と
し
て
は
、
良
忠
が
散
善
自
開
を
随
自
意
と
し
、
そ
の
中
で
も
極
悪
を
化
す

念
仏
を
随
自
意
中
の
随
自
意
と
す
る
の
に
対
し
、
聖
冏
は
定
散
を
随
他
意
と
し
念
仏

を
随
自
意
と
す
る
と
言
い
換
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
た
結
果
、

聖
冏
の
説
く
内
容
は
法
然『
選
択
集
』の
説
示
に
近
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
選

択
集
』
で
は
、



九
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

隨
他
之
前
暫
雖
開
定
散
門
、
隨
自
之
後
還
閉
定
散
門
。
一
開
以
後
、
永
不
閉
者

唯
是
念
佛
一
門
。
彌
陀
本
願
、
釋
尊
付
屬
、
意
在
此
矣
）
11
（

。

と
説
き
、
定
散
門
を
随
他
と
し
念
仏
を
随
自
と
し
て
お
り
、
聖
冏
の
説
示
と
合
致
す

る
。
ま
た
、
聖
冏
の
説
示
に
は
善
導
の
「
上
来
雖
説
」
等
の
釈
が
当
て
は
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
釈
は
良
忠
の
よ
う
に
散
善
自
開
を
随
自
意
と
す
る
と
説
い
た
場
合
は
当

て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
冏
が
定
散
を
随
他
意
と
す

る
と
言
い
換
え
た
こ
と
で
「
上
来
雖
説
」
の
釈
を
当
て
る
こ
と
可
能
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
三
つ
の
意
す
べ
て
に
善
導
の
釈
が
当
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
随
自
随
他
を
分
別
す
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
す
べ
て
随
自

随
他
で
分
け
て
説
か
れ
て
い
る
聖
冏
の
説
示
の
ほ
う
が
良
忠
の
説
示
よ
り
も
構
成
が

整
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
聖
冏
の
六
重
の
随
自
随
他
に
関
し
て
は
、

峰
島
旭
雄
氏
が
聖
冏
の
説
示
に
つ
い
て
三
双
六
重
の
構
造
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
た

上
で
、親

鸞
教
義
に
お
い
て
、
竪
超
・
竪
出
・
横
出
・
横
超
の
二
雙
四
重
の
教
判
の
あ

る
こ
と
を
思
い
あ
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
11
（

。

と
述
べ
て
お
り
、
親
鸞
の
影
響
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
聖
冏
所
説
の
後
の
三
重
と
良
忠
の
説
示
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
良
忠
の
説

示
と
聖
冏
の
説
示
に
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
良
忠
が
上
六
品
を
随
自
他
意
と

し
下
三
品
を
随
自
意
と
す
る
の
に
対
し
て
、
聖
冏
は
散
善
を
随
自
他
意
と
し
念
仏
を

随
自
意
と
す
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
聖
冏
が
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
た
の
か
を
考
え
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
念
仏
が
随
自
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
良
忠
は
下
三
品
を
随
自
意
と
す
る
が
下
品
中
生

に
は
念
仏
が
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
、
聖
冏
は
前
の
三
重
の
三
つ
で
定
散
を
随
他
と

し
て
い
る
こ
と
、
法
然
の
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は

「
教
相
第
二
重
」
に
お
い
て
、
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
の
行
者
の
姿
勢
は
「
単

信
の
大
信
」
を
発
し
て
「
念
仏
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
点
も
、
聖
冏
が

念
仏
を
随
自
意
と
し
て
強
調
す
る
要
因
で
あ
ろ
う
。

　
四
―
三
、
浄
土
宗
と
天
台
宗
に
お
け
る
随
自
意
の
浅
深
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
「
教
相
第
六
重
」
所
説
の
随
自
意
の
浅
深
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず

「
教
相
第
六
重
」
で
は
、

　
　

隨
自
隨
他
名
目
、
天
台
宗
言
也
）
11
（

。

と
あ
り
、
随
自
随
他
の
名
目
は
天
台
宗
の
言
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
良
忠
も
「
又
準
天
台
宗
、
三
重
可
立
名
目
也
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

聖
冏
が
良
忠
の
説
示
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
智
顗
は
『
摩

訶
止
観
』
に
お
い
て
、

若
爲
縁
説
不
出
三
意
。
一
隨
情
説
、
即
隨
他
意
語
。
二
隨
情
智
説
、
即
隨
自
他

意
語
。
三
隨
智
説
、
即
隨
自
意
語
）
11
（

。

と
説
き
、
湛
然
も
『
法
華
玄
義
釈
籤
』
に
お
い
て
、

　
　

自
法
華
已
前
皆
曰
隨
他
。
故
前
教
中
雖
並
有
融
。
以
兼
帶
故
並
屬
隨
他
）
11
（

。

と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
随
自
随
他
が
天
台
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
随
自
随
他
の
名
目
は
天
台
宗
の
言
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
聖
冏

は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

大
師
御
意
、
於
往
生
行
中
、
定
淺
散
深
。
散
者
本
意
中
本
意
念
佛
ニ
テ
ア
ル
也
。

念
佛
是
本
願
、
正
定
業
、
無
上
功
德
。
是
云
隨
自
意
、
故
最
深
）
11
（

。

こ
こ
で
は
善
導
の
御
意
に
つ
い
て
、
往
生
行
の
中
に
お
い
て
定
は
浅
く
散
は
深
い
と



九
三

　
　
　
　
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

し
、
そ
の
散
と
は
本
意
の
中
の
本
意
で
あ
る
念
仏
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
念
仏
は

本
願
行
で
あ
り
正
定
業
で
あ
り
無
上
功
徳
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
随
自
意
と
い
い
、
最

も
深
い
と
す
る
。
さ
ら
に
聖
冏
は
、

彼
法
華
云
、
唯
佛
與
佛
乃
能
究
盡
。
唯
佛
者
果
佛
也
。
與
佛
者
因
佛
也
。
故
尚

因
人
境
界
也
。
今
此
隨
自
意
三
昧
妙
行
云
三
賢
十
聖
弗
測
所
闚
。
故
實
非
因
佛

究
了
。
故
彼
隨
自
意
可
深
）
1（
（

。

と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
法
華
経
』
の
「
唯
佛
與
佛
乃
能
究
盡
諸
法
實
相
）
11
（

」
の

文
を
引
き
、「
与
仏
」
と
あ
る
点
に
着
目
し
て
こ
れ
を
因
仏
と
解
釈
し
、
天
台
を
因

人
の
境
界
と
し
て
い
る
。
一
方
、
浄
土
の
随
自
意
三
昧
の
妙
行
は
「
三
賢
十
聖
弗
測

所
闚
）
11
（

」
で
あ
る
か
ら
因
仏
の
究
了
で
は
な
い
と
し
、
浄
土
の
随
自
意
は
天
台
の
随
自

意
よ
り
も
深
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
聖
冏
は
念
仏
が
随
自
意
で
あ
り
最
も
深
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
浄
土

と
天
台
の
随
自
意
を
比
較
し
て
浄
土
の
随
自
意
の
ほ
う
が
深
い
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
良
忠
は
『
西
宗
要
聴
書
』
に
お
い
て
、

　
　

不
可
論
淺
深
。
爲
此
敎
本
意
之
説
、
可
屬
隨
自
意
）
11
（

。

と
説
き
、
随
自
意
の
浅
深
を
論
じ
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
ま
た
、
良
忠
は
、

　
　

悟
中
無
淺
深
、
對
何
云
深
乎
。
答
還
本
願
之
時
、
念
佛
獨
有
深
義
也
）
11
（

。

説
き
、
悟
り
の
中
に
浅
深
は
な
い
が
、
本
願
に
還
る
と
き
は
念
仏
独
り
に
深
義
が
あ

る
と
す
る
。
こ
の
良
忠
の
説
と
聖
冏
の
説
を
比
較
す
る
と
、
聖
冏
の
説
は
天
台
を
因

人
の
境
界
で
あ
る
と
断
定
し
、「
三
賢
十
聖
弗
測
所
闚
」
の
浄
土
宗
の
随
自
意
は
天

台
の
随
自
意
よ
り
も
深
い
と
断
言
し
て
お
り
、
浅
深
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　
四
―
四
、
小
結

　

以
上
「
教
相
第
六
重
」
に
説
か
れ
る
随
自
意
の
説
示
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
聖
冏

は
ま
ず
浄
土
宗
に
お
け
る
随
自
意
中
の
随
自
意
は
念
仏
で
あ
る
と
明
言
し
、
一
流
の

相
伝
と
し
て
随
自
随
他
の
分
別
に
関
す
る
六
重
の
説
示
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
六
重
の
説
示
は
基
本
良
忠
の
説
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
念
仏
が
随
自
意
中
の
随
自

意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
そ
の
構
成
が
整
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
と
天
台
宗
の
随
自
意
を
比
較
し
て
、
浄
土
宗
の
随
自
意
の
ほ
う
が

深
い
と
主
張
し
て
い
る
。
良
忠
は
随
自
意
の
浅
深
の
言
及
を
避
け
て
い
る
に
対
し
、

聖
冏
は
明
確
に
天
台
を
因
人
の
境
界
で
あ
る
と
断
定
し
、「
三
賢
十
聖
弗
測
所
闚
」

の
浄
土
宗
の
念
仏
は
本
願
行
で
あ
り
正
定
業
で
あ
り
無
上
功
徳
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

随
自
意
と
い
い
、
最
も
深
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
は
、
他

宗
よ
り
も
浄
土
宗
の
教
え
の
ほ
う
が
深
く
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
、

聖
冏
の
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
結
論

　

本
研
究
で
は
「
教
相
第
二
重
」
所
説
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」、「
教

相
第
四
重
」
の
宗
体
、「
教
相
第
六
重
」
の
随
自
意
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。

　
「
教
相
第
二
重
」
で
は
諸
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
よ
り
も
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」

の
ほ
う
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
そ
の
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」

の
中
で
は
聖
冏
が
説
く
「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
「
理

事
縦
横
」
の
宗
旨
は
「
教
相
第
四
重
」
の
宗
体
に
関
す
る
説
示
の
再
往
の
義
の
中
で
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も
見
受
け
ら
れ
、
実
相
・
名
号
・
往
生
浄
土
に
つ
い
て
言
は
異
な
る
が
意
は
同
じ
で

あ
る
と
い
う
見
解
は
、
浄
土
宗
が
「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
上

で
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
は
『
釈
浄

土
二
蔵
義
』
所
説
の
二
蔵
二
教
判
の
中
で
、
聖
冏
が
浄
土
宗
の
「
相
頓
」
を
説
く
際

の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
拙
稿
「『
教
相
十
八
通
』
の
撰
述
目
的
と
そ
の
背

景
―
成
立
年
次
に
関
す
る
一
考
察
―
」
に
お
い
て
、「
教
相
第
四
重
」
所
説
の
頓
教

判
と
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』
所
説
の
二
蔵
二
教
判
の
比
較
を
行
っ
た
結
果
、「
教
相
第

四
重
」
所
説
の
頓
教
判
は
「
相
頓
」「
性
頓
」
を
用
い
て
お
ら
ず
、『
釈
浄
土
二
蔵
義
』

所
説
の
二
蔵
二
教
判
と
は
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、『
教

相
十
八
通
』
で
既
に
示
さ
れ
て
い
る
「
理
事
縦
横
」
の
宗
旨
は
、
聖
冏
教
学
に
お
い

て
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
前
述
の
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
よ
り
も
勝
れ
た
法
門
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
の
が
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
聖
冏
の
思
想
の
中
で

も
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
単
信
の
大
信
」
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の

「
単
信
の
大
信
」
を
発
し
て
助
け
を
願
い
「
念
仏
」
す
る
こ
と
が
「
単
直
仰
信
の
正
機
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
念
仏
」
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
の
が
「
教
相

第
六
重
」
で
あ
る
。「
教
相
第
六
重
」
で
は
『
観
経
』
の
教
え
の
中
で
念
仏
こ
そ
が

随
自
意
中
の
随
自
意
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、「
三
賢
十
聖
弗
測
所
闚
」
の

浄
土
宗
の
念
仏
は
本
願
行
で
あ
り
正
定
業
で
あ
り
無
上
功
徳
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
随

自
意
と
い
い
、
最
も
深
い
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
、「
教
相
第
二
重
」「
教
相
第
四
重
」「
教
相
第
六
重
」
の
説
示
に
関
し
て
述

べ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
聖
冏
の
説
示
の
根
底
に
は
良
忠
の
教
説
が
あ
り
、
そ
れ
を

受
け
て
聖
冏
は
自
身
の
解
釈
を
組
み
立
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
本
研
究
で

は
「
教
相
第
一
重
」
か
ら
「
教
相
第
十
重
」
の
中
の
三
通
を
検
討
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

残
り
七
通
に
つ
い
て
も
良
忠
の
説
示
に
関
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
註

（
1
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下
。
こ
の
点
に
関
し
て
、「
第
二
重
」
で
は
「
釋
了
誉
在

判　
　

釋
了
實
在
判　
　

沙
門
良
順
在
判
」（『
浄
全
』
一
二
、
七
四
一
頁
下
）
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
各
通
に
よ
っ
て
表
記
が
異
な
る
。

（
2
）『
浄
全
』（『
浄
全
』
二
一
、
五
五
三
頁
上
）。

（
3
）『
浄
全
』〈『
浄
全
』
一
二
、
解
題
二
九
頁
〉。

（
4
）
服
部
淳
一
氏
『
聖
冏
上
人
―
繊
月
の
教
え
』
二
四
頁
～
二
五
頁
参
照
（
文
化
書
院
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
5
）
こ
こ
で
伊
藤
氏
が
説
明
し
て
い
る
「
七
十
五
」
と
は
、

　
　
　
　

釋　
　

了
譽七十
五在

判

　
　
　
　

沙
門　

了
實
在
判

　
　
　
　

沙
門　

良
順
在
判

と
あ
る
の
を
指
し
て
い
る
（『
浄
全
』
一
二
、
七
七
〇
頁
上
）。�

（
（
）
伊
藤
正
義
氏
「
了
誉
伝
稿
」（『
文
学
史
研
究
』
一
五
、
九
頁
下
、
一
九
七
四
年
）。

（
（
）『
浄
土
学
』
五
一
（
二
〇
一
四
年
）。

（
（
）
そ
の
他
、
拙
稿
「
聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
第
五
重
に
つ
い
て
―
釈
尊
の
仏
身
を
中
心

に
―
」（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
四
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
、『
教
相
十
八
通
』

第
五
重
に
説
か
れ
る
釈
尊
の
仏
身
に
関
す
る
説
示
に
関
し
て
、『
三
六
通
裏
書
』
と
『
伝

通
記
糅
鈔
』
の
説
示
と
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
が
異
な
り
、『
教
相
十

八
通
』
→
『
伝
通
記
糅
鈔
』
→
『
三
六
通
裏
書
』
と
い
う
順
序
で
聖
冏
の
説
示
が
変
化

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。『
伝
通
記
糅
鈔
』
は
応
永
二
年
（
一
三
九
五
年
）
の

成
立
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
「
教
相
第
五
重
」
が
晩
年
に
記
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
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聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
に
お
け
る
良
忠
説
示
の
受
容
と
展
開

（
（
）
香
林
亮
善
氏
「
冏
師
の
本
願
観
―
特
に
信
に
つ
い
て
―
」（『
大
正
大
学
浄
土
学
研
究

室
大
学
院
紀
要
』
四
、
一
頁
～
三
頁
、
一
九
七
八
年
）。

（
10
）
服
部
淳
一
氏
『
聖
冏
上
人
―
繊
月
の
教
え
』（
文
化
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
11
）『
佛
教
論
叢
』
五
九
（
二
〇
一
五
年
）。

（
12
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下
。

（
13
）『
正
蔵
』
二
六
、
一
三
三
頁
下
～
一
三
四
頁
上
。

（
14
）『
教
相
枢
要
鈔
』
上
、
一
〇
丁
ウ
～
一
一
丁
オ
（
寛
永
一
九
年
刊
本
、
正
大
図
書
館
所

蔵
）。

（
15
）『
浄
全
』
二
、
二
頁
上
。

（
1（
）『
浄
全
』
二
、
一
三
三
頁
上
。

（
1（
）「
其
要
門
者
｛
乃
／
至
｝
增
上
縁
也
者
、
自
下
重
釋
要
門
弘
願
。
謂
定
散
行
以
爲
内
因
、

佛
本
願
力
以
爲
外
縁
。
因
縁
和
合
皆
得
往
生
」（『
浄
全
』
二
、
一
二
八
頁
下
）。

（
1（
）『
浄
全
』
二
、
一
三
三
頁
上
。

（
1（
）『
浄
全
』
二
、
一
三
四
頁
下
。

（
20
）『
浄
全
』
二
、
一
三
四
頁
下
。

（
21
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下
。

（
22
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下
～
七
三
九
頁
上
。

（
23
）
良
忠
『
伝
通
記
』（『
浄
全
』
二
、
一
三
三
頁
下
）
に
あ
り
。

（
24
）『
正
蔵
』
三
一
、
五
八
頁
中
。

（
25
）
良
忠
『
伝
通
記
』（『
浄
全
』
二
、
一
三
三
頁
下
）
に
あ
り
。

（
2（
）『
正
蔵
』
七
七
、
三
八
三
頁
上
。

（
2（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
九
頁
上
。

（
2（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
九
頁
上
。

（
2（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
九
頁
上
。

（
30
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
〇
頁
上
。

（
31
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
〇
頁
頁
下
。

（
32
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
〇
頁
頁
下

（
33
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
三
頁
上
。
傍
線
部
「
即
」
は
、
文
政
一
二
年
版
本
で
は
「
即
」

の
横
に
「
相
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
34
）『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
上
。

（
35
）『
浄
全
』
一
二
、
七
五
九
頁
下
～
七
六
〇
頁
上
。

（
3（
）『
浄
全
』
二
、
三
頁
下
。

（
3（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
三
頁
下
。

（
3（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
三
頁
下
。

（
3（
）『
浄
全
』
五
、
二
〇
〇
頁
上
。

（
40
）『
浄
全
』
三
、
四
一
〇
頁
上
。

（
41
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
三
頁
下
。

（
42
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
三
頁
下
。

（
43
）
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
で
は
「
釋
迦
牟
尼
佛
、
在
王
舍
城
及
舍
衞
國
、
於
大
衆
之
中
、

説
無
量
壽
佛
莊
嚴
功
德
、
即
以
佛
名
號
爲
經
體
」（『
浄
全
』
一
、
二
一
九
上
）
と
説
か

れ
て
い
る
。

（
44
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
三
頁
下
～
七
四
四
頁
上
。

（
45
）『
浄
全
』
二
、
一
五
七
頁
上
。

（
4（
）『
浄
全
』
二
、
一
五
七
頁
上
。

（
4（
）『
浄
全
』
二
、
一
五
七
頁
上
。

（
4（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
四
頁
上
。

（
4（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
四
頁
上
。

（
50
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
四
頁
上
。

（
51
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
二
下
～
七
四
三
頁
上
。

（
52
）「
實
相
之
體
秖
是
一
法
。
佛
説
種
種
名
。
亦
名
妙
有
眞
善
。
妙
色
實
際
畢
竟
空
。
如
如

涅
槃
虚
空
佛
性
。
如
來
藏
中
實
理
心
。
非
有
非
無
中
道
第
一
義
諦
。
微
妙
寂
滅
等
。
無

量
異
名
悉
是
實
相
之
別
號
。實
相
亦
是
諸
名
之
異
號
耳
。惑
者
迷
滯
執
名
異
解
。」（『
正
蔵
』

三
三
、
七
八
二
頁
中
～
下
）。

（
53
）
神
達
知
純
氏
「
天
台
智
顗
に
お
け
る
経
体
の
意
義
」（『
天
台
学
報
』
四
六
号
、
一
二

一
頁
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
54
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
八
頁
上
～
下
。

（
55
）『
浄
全
』
二
、
四
頁
上
。

（
5（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
八
頁
下
。
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（
5（
）『
浄
全
』
二
、
六
頁
上
。

（
5（
）『
浄
全
』
二
、
二
九
頁
下
。

（
5（
）『
浄
全
』
二
、
二
九
頁
下
。

（
（0
）『
浄
全
』
二
、
七
一
頁
下
。

（
（1
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
八
頁
下
。

（
（2
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
八
頁
下
。

（
（3
）『
浄
全
』
一
〇
、
二
五
六
頁
上
。

（
（4
）『
浄
全
』
一
〇
、
二
五
六
頁
上
～
下
。

（
（5
）『
昭
法
全
』
三
四
三
頁
上
。

（
（（
）
峰
島
旭
雄
氏
「
了
誉
聖
冏
に
お
け
る
随
自
顕
宗
の
論
理
に
つ
い
て
―
『
教
相
十
八
通
』

を
中
心
と
し
て
」（『
井
川
定
慶
博
士
喜
寿
記
念
…
日
本
文
化
と
浄
土
教
論
攷
』、
一
九
七

四
年
）
四
六
九
頁
。

（
（（
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
八
頁
下
。

（
（（
）『
正
蔵
』
四
六
、
二
六
頁
下
。

（
（（
）『
正
蔵
』
三
三
、
八
一
九
頁
下
。

（
（0
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
九
頁
上
。

（
（1
）『
浄
全
』
一
二
、
七
四
九
頁
上
。

（
（2
）『
正
蔵
』
九
、
五
頁
下
。

（
（3
）
善
導
『
観
経
疏
』（『
浄
全
』
二
、
二
頁
上
）。

（
（4
）『
浄
全
』
一
〇
、
二
五
六
頁
上
。

（
（5
）『
浄
全
』
一
〇
、
二
五
六
頁
下
。



九
七

　
　
　
　
日
清
戦
争
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
戦
時
事
業

は
じ
め
に

　

浄
土
宗
を
は
じ
め
仏
教
界
が
近
代
の
戦
争
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
教
義
や
思
想
を

有
し
て
い
た
か
。
日
清
戦
争
期
に
お
い
て
、
仏
教
界
の
ほ
ぼ
全
て
の
組
織
や
個
人
が
、

対
外
戦
争
を
「
義
戦
」
あ
る
い
は
、「
護
国
即
護
法
」、
つ
ま
り
国
を
護
る
こ
と
が
仏

法
を
護
る
こ
と
に
直
結
す
る
と
い
う
考
え
方
と
し
て
捉
え
、
従
軍
布
教
、
従
軍
慰
問
、

戦
死
者
家
族
の
慰
問
、
戦
死
者
の
追
吊
、
戦
勝
祈
願
会
な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
て
き

た
と
さ
れ
る
（
（
（

。
本
来
は
不
殺
生
の
戒
律
を
も
つ
仏
教
が
、
戦
争
を
正
当
化
し
国
家
に

積
極
的
に
協
力
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
は
、
仏
教
の
真
理
で
あ

る
真
諦
と
、
世
俗
の
真
理
で
あ
る
俗
諦
が
、
と
も
に
真
理
と
し
て
矛
盾
せ
ず
、
天
皇

へ
の
信
仰
と
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
は
両
立
す
る
と
し
た
浄
土
真
宗
の
真
俗
二
諦
論
を

中
心
に
、
戦
時
の
教
義
や
思
想
に
関
す
る
研
究
が
多
い
状
況
に
あ
っ
た
（
（
（

。

　

ま
た
、
戦
時
の
活
動
を
扱
っ
た
研
究
も
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
各

宗
派
の
活
動
の
概
略
を
描
い
た
研
究
（
（
（

、
本
願
寺
派
を
中
心
に
仏
教
界
の
戦
時
中
の
動

き
を
追
っ
た
研
究
（
（
（

、
従
軍
僧
の
活
動
を
追
っ
た
研
究
（
（
（

、
戦
死
者
追
吊
の
研
究
（
（
（

な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
戦
争
に
対
応
し
て
宗
派
や
寺
院
が
行
っ
た
活
動
全
体
を
「
戦
時
事

業
」
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
従
軍
僧
や
戦
死
者
追
吊
と
い
っ
た
個
別
の
動
き
を
追

っ
た
研
究
は
散
見
さ
れ
る
が
、
教
団
の
戦
時
の
動
き
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
本

願
寺
派
の
動
向
を
追
っ
た
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
浄
土
宗
の
戦
時
の
実
態
に
つ
い
て
、
事
実
の
整
理
を
中
心
に
行
う
。

第
一
章
で
は
教
団
と
し
て
の
浄
土
宗
の
動
き
を
追
い
、
第
二
章
で
は
各
寺
院
の
動
き

を
見
て
い
く
。

　

史
料
は
『
浄
土
教
報
』
を
中
心
に
用
い
、
時
期
は
日
清
戦
争
の
開
戦
以
降
の
明
治

二
七
（
一
八
九
四
（
年
八
月
五
日
号
か
ら
、
終
戦
し
た
年
の
最
後
の
号
で
あ
る
明
治

二
八
（
一
八
九
五
（
年
一
二
月
二
五
日
号
ま
で
を
参
照
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

『
浄
土
教
報
』
は
、『
宗
報
』
の
発
刊
以
前
に
お
い
て
、
宗
内
外
の
公
私
の
動
向
を
報

道
し
、
宗
門
の
公
論
機
関
誌
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
雑
誌
で
あ
る
。
近
代
の
浄
土

宗
の
諸
事
情
を
知
る
上
で
は
、
基
本
的
な
史
料
と
い
え
よ
う
（
（
（

。
な
お
、
引
用
に
お
い

て
旧
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
い
る
。

第
一
章　

浄
土
宗
教
団
の
動
き

　

日
清
戦
争
は
、
日
本
が
近
代
に
お
い
て
初
め
て
経
験
し
た
対
外
戦
争
で
あ
っ
た
。

明
治
維
新
以
降
、
急
速
に
進
ん
だ
近
代
化
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
、
日
清
戦
争
は
社

会
に
と
っ
て
も
、
ま
た
宗
教
界
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
残
し
た
出
来

　
日
清
戦
争
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
戦
時
事
業　

―
浄
土
宗
を
中
心
に
―

�

小　

林　

惇　

道　
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八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

事
で
あ
っ
た
。
仏
教
界
に
お
い
て
は
、
明
治
維
新
以
降
、
神
仏
分
離
令
、
い
わ
ゆ
る

廃
仏
毀
釈
に
よ
る
迫
害
、
大
教
院
体
制
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
る
国
民
教
化
体
制
へ

の
参
画
の
瓦
解
と
い
う
よ
う
に
、
近
世
期
に
お
い
て
、
檀
那
制
度
の
も
と
戸
籍
管
理

の
一
翼
を
担
う
な
ど
、
国
家
に
政
策
的
に
協
力
し
、
保
護
さ
れ
て
き
た
歴
史
と
は
対

照
的
に
、
近
代
は
国
家
と
の
距
離
が
広
が
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
勃

発
し
た
日
清
戦
争
は
、
仏
教
界
に
と
っ
て
国
家
へ
接
近
し
て
い
く
大
き
な
き
っ
か
け

と
な
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

日
清
戦
争
は
、
朝
鮮
出
兵
を
経
て
、
明
治
二
七
年
八
月
一
日
、
日
清
両
国
に
よ
る

宣
戦
布
告
、
天
皇
に
よ
る
詔
勅
が
出
さ
れ
始
ま
っ
た
。
浄
土
宗
は
、
直
後
の
同
月
四

日
に
管
長
の
日
野
霊
瑞
（
一
八
一
八
～
一
八
九
六
（
（
（

（
の
名
で
各
寺
院
宛
て
に
訓
示
を

発
布
し
た
。

訓
示
号
外

帝
国
及
清
韓
交
渉
ノ
事
ハ
遂
ニ
本
月
一
日
宣
戦
ノ

詔
勅
ヲ
発
セ
ラ
ル
ゝ
ノ
止
ヲ
得
セ
ル
ニ
至
ル
付
テ
ハ
吾
教
化
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ

ハ
固
ヨ
リ
一
般
教
会
衆
ニ
於
テ
モ
各
自
此
際
一
層
ノ
衷
誠
ヲ
抽
テ

玉
體
安
寧
鎮
護
国
家
ノ
回
願
ヲ
為
ス
ヘ
ク
且
ツ
吾
軍
役
ニ
服
ス
ル
兵
士
及
其
家

族
ニ
対
シ
慰
問
慰
労
若
シ
ク
ハ
賑
恤
ノ
事
ヲ
以
テ
シ
尚
ホ
深
ク

詔
勅
ノ
旨
ヲ
奉
體
シ
帝
国
臣
民
ト
シ
テ
吾
教
会
衆
タ
ル
ノ
本
分
ヲ
全
ウ
ス
ヘ
シ

右
特
ニ
訓
示
ス

　
　

明
治
廿
七
年
八
月
四
日　
　

浄
土
宗
管
長
日
野
霊
瑞
（
（
（

　

詔
勅
を
受
け
て
、
教
化
に
従
事
す
る
浄
土
宗
教
師
に
加
え
て
、「
一
般
教
会
衆
」
に

も
「
衷
誠
」
を
求
め
、
兵
士
や
家
族
へ
の
慰
問
や
慰
労
、
金
品
を
施
す
賑
恤
を
行
い
、

帝
国
臣
民
の
本
分
を
全
う
す
る
よ
う
に
訓
示
し
た
。

　
『
浄
土
教
報
』
に
日
清
戦
争
に
対
す
る
ま
と
ま
っ
た
動
き
と
し
て
最
初
に
出
て
く

る
の
が
、
同
月
二
一
日
に
増
上
寺
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
恤
兵
奨
励
演
説
会
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
加
藤
咄
堂
、
石
塚
龍
学
、
高
瀬
泰
成
、
高
津
柏
樹
、
佐
伯
法
雲
や
浄
土
宗

執
綱
の
白
石
堯
海
（
一
八
五
四
～
一
九
二
七
（
と
い
っ
た
各
氏
が
戦
時
に
お
け
る
仏

教
の
教
義
な
ど
に
つ
い
て
の
演
説
を
行
い
、
参
加
者
五
百
余
名
を
集
め
た
規
模
の
大

き
な
演
説
会
で
あ
っ
た
（
（1
（

。
ま
た
、
同
月
二
五
日
号
の
『
浄
土
教
報
』
に
お
い
て
は
、

一
般
寺
院
が
戦
勝
祈
願
会
や
祈
祷
会
、
献
金
の
募
集
、
演
説
会
、
戦
死
者
追
吊
会
な

ど
を
行
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
、
多
く
の
寺
院
が
早
い
段
階
か
ら
戦
時
に
対
応
し
た
活

動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

　

教
団
と
し
て
は
、
宗
務
所
に
臨
時
事
務
取
扱
係
を
設
置
し
（
（（
（

、
そ
の
後
、
翌
九
月
十

四
日
に
は
、
臨
時
賑
恤
部
と
し
て
正
式
な
部
署
と
な
り
、
部
長
に
獅
子
吼
観
定
（
一

八
一
九
～
一
八
九
九
（
が
就
任
し
、
八
名
の
委
員
が
各
地
域
の
大
教
会
の
担
当
と
な

っ
た
。
臨
時
賑
恤
部
の
具
体
的
な
施
策
と
し
て
は
、
慰
問
献
金
の
募
集
、
外
征
軍
隊

へ
の
慰
問
、
軍
人
家
族
へ
金
品
な
ど
を
施
す
撫
恤
、
戦
死
者
の
追
吊
、
戦
勝
祈
願
、

軍
資
金
の
献
納
が
掲
げ
ら
れ
た
（
（1
（

。
同
月
二
五
日
の
『
浄
土
教
報
』
の
社
説
に
お
い
て

は
、
戦
時
に
対
応
す
る
こ
と
が
、
宗
門
に
と
っ
て
「
栄
辱
」
に
関
わ
る
事
案
で
あ
る

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。

　

同
年
一
〇
月
五
日
の
『
浄
土
教
報
』
に
は
、
管
長
の
日
野
が
金
千
円
を
臨
時
賑
恤

義
表
金
と
し
て
支
出
し
た
こ
と
を
は
じ
め
、
各
寺
院
住
職
に
よ
っ
て
臨
時
賑
恤
義
表

金
が
な
さ
れ
た
と
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。
ま
た
、
日
野
は
、
同
年
一
〇
月
に

近
衛
師
団
と
第
一
師
団
、
一
一
月
に
第
三
師
団
、
一
二
月
に
第
四
師
団
を
慰
問
訪
問
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日
清
戦
争
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
戦
時
事
業

し
た
。
日
野
は
当
時
満
七
六
歳
と
い
う
高
齢
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
青
森
か
ら

長
崎
ま
で
精
力
的
に
全
国
を
駆
け
巡
り
慰
問
を
行
っ
た
（
（1
（

。
そ
の
他
に
も
、
矢
吹
良
慶

が
師
団
を
慰
問
訪
問
し
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
施
与
し
て
い
る
（
（1
（

。

　

同
年
一
一
月
一
五
日
に
は
、
正
使
と
し
て
東
京
誓
願
寺
住
職
の
荻
原
雲
台
（
一
八

二
八
～
一
九
〇
三
（
が
、
副
使
と
し
て
京
都
法
鷲
寺
住
職
の
岩
井
智
海
（
一
八
六
三

～
一
九
四
二
（
が
、
外
征
慰
問
使
な
ら
び
に
従
軍
布
教
師
と
し
て
、
従
軍
す
る
許
可

を
得
た
（
（1
（

。
外
征
慰
問
使
、
従
軍
布
教
師
は
、
軍
人
へ
の
慰
問
や
説
教
を
行
う
と
と
も

に
、
戦
死
者
の
葬
儀
を
は
じ
め
と
し
た
吊
祭
を
担
っ
た
。
両
氏
は
、
朝
鮮
、
中
国
遼

東
方
面
へ
派
遣
さ
れ
た
。
外
征
慰
問
使
、
従
軍
布
教
師
は
、
他
宗
で
も
任
命
さ
れ
、

翌
明
治
二
八
年
三
月
五
日
の
『
浄
土
教
報
』
に
は
、
第
一
師
団
（
東
京
（
に
、
平
松

理
英
（
真
宗
大
谷
派
（、
佐
々
木
圓
慰
（
真
宗
大
谷
派
（、
大
照
圓
朗
（
天
台
宗
（、

和
田
大
圓
（
真
言
宗
（、
岩
堀
智
道
（
真
言
宗
（、
第
二
師
団
（
仙
台
（
に
、
千
原
圓

空
（
真
宗
大
谷
派
（、
五
十
嵐
光
龍
（
真
言
宗
（、
圓
山
元
魯
（
臨
済
宗
（、
第
三
師

団
（
名
古
屋
（
に
、
岩
井
智
海
（
浄
土
宗
（、
伊
東
大
忍
（
真
宗
大
谷
派
（、
秦
数
江

（
真
宗
大
谷
派
（、
水
野
道
秀
（
曹
洞
宗
（、
岩
佐
大
道
（
真
言
宗
（、
坂
上
宗
詮
（
臨

済
宗
（、
琳
賀
覚
定
（
天
台
宗
（、
第
五
師
団
（
広
島
（
に
、
荻
原
雲
台
（
浄
土
宗
（、

香
川
黙
識
（
本
願
寺
派
（、
伊
藤
洞
月
（
本
願
寺
派
（、
日
吉
全
誠
（
臨
済
宗
（、
山

縣
玄
浄
（
真
言
宗
（、
第
六
師
団
（
熊
本
（
に
、
佐
々
木
霊
秀
（
大
谷
派
（、
鹿
多
正

現
（
本
願
寺
派
（、
弓
波
明
哲
（
本
願
寺
派
（、
原
圓
應
（
臨
済
宗
（、
佐
々
木
珍
龍

（
曹
洞
宗
（
が
従
軍
し
た
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。
な
お
、
上
記
の
師
団
の
後
に

記
載
し
た
括
弧
内
は
、
各
師
団
の
本
拠
地
で
あ
り
、
実
際
に
は
師
団
と
と
も
に
国
内

外
で
行
動
を
共
に
し
た
。
外
征
慰
問
使
、
従
軍
布
教
師
は
、
例
え
ば
岩
井
智
海
の
講

話
で
は
、
過
去
の
天
皇
や
国
家
の
厚
意
に
よ
り
今
日
が
あ
る
た
め
、
非
常
時
で
報
恩

の
働
き
を
す
る
こ
と
や
、
い
か
な
る
状
況
で
も
死
を
恐
れ
な
い
精
神
を
つ
く
り
あ
げ

る
た
め
に
、
宗
教
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
た
が
、
多
く
が
こ
の
よ
う

に
国
家
へ
の
協
力
を
促
し
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
兵
士
に
対
し
て
仏
教
の
教
え
を
説

い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
（1
（

。

　

明
治
二
七
年
九
月
二
五
日
の
『
浄
土
教
報
』
一
面
の
社
説
で
は
、
宗
侶
全
体
で
従

軍
布
教
に
取
り
組
み
、
兵
士
の
士
気
を
高
め
る
こ
と
が
、
宗
門
の
発
展
に
貢
献
し
、

国
民
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
も
の
で
あ
る
と
、
従
軍
布
教
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
従
軍
布
教
は
平
時
の
布
教
に
比
べ
百
倍
の
効
果
が
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い

る
（
11
（

。

　

同
年
一
一
月
一
五
日
に
は
、
時
局
に
対
応
す
る
た
め
、
宗
議
会
に
あ
た
る
第
一
臨

時
公
会
が
東
京
幡
随
院
で
開
催
さ
れ
た
。
同
月
二
五
日
の
『
浄
土
教
報
』
に
は
、

「
我
浄
土
宗
は
、
斯
る
軍
国
多
端
の
秋
に
際
し
、
夙
に
諸
宗
に
魁
し
て
、
宗
家
の
報

国
的
事
業
を
経
営
し
、
忠
君
愛
国
護
法
の
精
神
を
以
て
、
幾
多
の
委
員
を
各
地
に
派

遣
し
、
或
は
義
表
金
の
募
集
に
従
事
し
、
或
は
外
征
慰
問
使
を
派
遣
し
、
其
他
寄
贈

品
に
又
た
吊
祭
に
力
の
有
ら
ん
限
り
を
尽
く
し
、
宗
家
の
本
分
に
聊
か
以
て
背
か
さ

り
し
は
、
既
に
世
人
の
熟
知
す
る
所
な
り
し
か
、
今
回
は
又
も
諸
宗
に
魁
し
て
、
我

浄
土
宗
務
所
は
教
令
第
十
一
号
を
以
て
、
本
月
一
五
日
第
一
臨
時
公
会
を
東
都
幡
随

院
に
招
集
せ
ら
れ
た
り
嗚
呼
こ
れ
何
等
の
美
学
な
る
ぞ
や
」
と
、
他
宗
に
先
が
け
て

宗
議
会
を
開
催
し
、
戦
時
に
対
応
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
従
軍
慰
問
や
忠
魂
祠
堂
を
建
立
す
る
こ
と
な
ど
を
協
議
し
、
議
決
さ

れ
た
（
1（
（

。

　

第
一
臨
時
公
会
で
議
決
さ
れ
た
忠
魂
祠
堂
は
、
日
清
戦
争
期
に
浄
土
宗
に
よ
り
師

団
や
軍
港
所
在
地
に
計
画
さ
れ
た
戦
死
者
慰
霊
施
設
で
あ
り
、
明
治
二
七
年
に
計
画
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が
出
さ
れ
、
明
治
三
一
年
か
ら
明
治
三
五
年
に
か
け
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
11
（

。
日

露
戦
争
後
に
は
そ
の
戦
死
者
を
も
合
祀
し
て
い
る
。
内
部
に
は
、
本
尊
と
し
て
阿
弥

陀
如
来
、
そ
の
前
面
に
戦
死
者
と
、
日
清
戦
争
に
参
謀
総
長
と
し
て
参
画
し
た
も
の

の
広
島
の
大
本
営
に
お
い
て
病
に
か
か
り
、
翌
年
死
亡
し
た
有
栖
川
宮
熾
仁
、
日
清

戦
争
に
続
く
台
湾
へ
の
出
兵
で
亡
く
な
っ
た
北
白
川
宮
能
久
の
両
親
王
の
位
牌
を
安

置
し
、『
官
報
』
を
転
載
す
る
か
た
ち
で
、
浄
土
宗
僧
侶
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
、
そ

の
後
天
覧
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
『
忠
魂
霊
名
録
（
11
（

』
と
い
う
日
清
戦
争
で
の
全
戦

死
者
の
名
前
を
記
し
た
冊
子
が
奉
納
さ
れ
た
。
忠
魂
祠
堂
で
は
、
春
と
秋
の
年
二
回
、

大
法
要
が
行
わ
れ
、
師
団
長
な
ど
の
来
賓
を
迎
え
て
数
百
人
が
参
列
し
た
。
堂
内
の

外
々
陣
は
、
軍
人
が
す
ぐ
に
入
れ
る
よ
う
に
土
足
で
参
拝
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
（
11
（

。

師
団
所
在
地
な
ど
で
あ
る
東
京
、
仙
台
、
名
古
屋
、
大
阪
、
大
津
、
広
島
、
熊
本
、

弘
前
、
金
沢
、
姫
路
、
松
山
、
小
倉
と
、
軍
港
所
在
地
で
あ
る
呉
、
佐
世
保
、
横
須

賀
の
合
計
一
五
ヶ
所
で
計
画
さ
れ
（
11
（

、「
忠
魂
祠
堂
な
る
も
の
は
、
国
事
の
為
に
名
誉

の
戦
死
を
遂
げ
た
る
軍
人
軍
族
の
忠
魂
を
奉
祀
し
て
、
国
家
鎮
護
の
中
心
と
為
し
、

靖
難
者
の
功
勲
を
旌
表
し
て
、
愛
国
心
を
鼓
舞
策
興
す
る
に
あ
る
」
と
し
て
、
戦
死

者
の
忠
魂
を
祀
り
、
国
家
護
持
の
中
心
と
し
て
愛
国
心
を
奮
い
立
た
せ
る
目
的
が
あ

っ
た
（
11
（

。

　

荻
原
雲
台
と
岩
井
智
海
が
任
命
さ
れ
た
外
征
慰
問
使
、
従
軍
布
教
師
に
つ
い
て
は

そ
の
後
、
追
加
候
補
者
を
投
票
で
決
め
る
こ
と
と
な
り
、
明
治
二
八
年
二
月
二
一
日

に
投
開
票
が
行
わ
れ
た
。
一
〇
名
の
候
補
者
の
内
、
同
月
二
三
日
に
、
増
上
寺
住
職

の
野
上
運
海
（
一
八
二
九
～
一
九
〇
四
（
と
、
京
都
浄
土
院
住
職
の
大
門
了
康
（
一

八
五
一
～
一
九
二
八
（、
翌
三
月
一
三
日
に
副
使
と
し
て
東
京
大
秀
寺
住
職
の
林
彦

明
（
一
八
六
八
～
一
九
四
五
（
が
任
命
さ
れ
た
（
11
（

。
同
年
四
月
に
は
、
外
征
兵
士
で
あ

る
僧
侶
に
対
し
て
折
五
条
一
肩
と
念
珠
が
授
与
さ
れ
た
（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
は
教
団
と
し
て
、
管
長
を
中
心
に
、
戦
時
に
対
応
し
て
積

極
的
に
事
業
を
行
っ
た
。

　

日
清
戦
争
は
、
明
治
二
八
年
四
月
一
七
日
に
講
話
条
約
が
調
印
さ
れ
終
結
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
時
期
は
下
り
、
浄
土
宗
は
同
年
七
月
三
一
日
に
臨
時
賑
恤
部
を
閉
鎖
し
、

臨
時
事
務
係
と
改
組
し
た
（
11
（

。
部
か
ら
は
格
下
げ
に
な
っ
た
が
、
戦
時
に
対
応
し
た
臨

時
事
務
を
取
り
扱
う
担
当
部
門
は
維
持
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
先
の
第
一
臨
時
公
会

で
議
決
さ
れ
た
忠
魂
祠
堂
は
、
同
年
一
〇
月
に
内
務
省
よ
り
建
設
の
許
可
が
お
り
た
（
11
（

。

　

そ
の
後
、
日
清
戦
争
に
よ
り
割
譲
さ
れ
た
台
湾
に
お
い
て
発
生
し
た
武
力
蜂
起
に

対
し
て
の
派
兵
に
は
、
各
宗
派
の
南
征
慰
問
使
が
従
軍
し
、
浄
土
宗
か
ら
は
北
海
道

正
行
寺
住
職
の
佐
藤
大
道
、
福
岡
教
安
寺
住
職
の
橋
本
定
幢
（
一
八
五
八
～
一
九
一

二
（
の
二
名
が
任
命
さ
れ
派
遣
さ
れ
た
（
1（
（

。
ま
た
、
日
清
戦
争
時
に
追
加
で
明
治
二
八

年
三
月
に
外
征
慰
問
使
、
従
軍
布
教
師
に
選
任
さ
れ
た
林
は
、
台
湾
へ
も
渡
航
し
て

慰
問
に
奔
走
し
、
同
年
一
一
月
一
八
日
に
帰
朝
し
た
。
林
に
は
、
同
月
二
八
日
に
は
、

管
長
よ
り
賞
状
、
翌
一
二
月
一
日
に
は
近
衛
師
団
長
よ
り
謝
状
が
贈
ら
れ
た
（
11
（

。

　

以
上
こ
こ
ま
で
、
浄
土
宗
教
団
と
し
て
の
戦
時
で
の
動
き
を
み
て
き
た
が
、
次
章

で
は
一
般
寺
院
を
中
心
に
、
寺
院
が
戦
時
に
対
応
し
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た

か
を
み
て
い
く
。

第
二
章　

寺
院
の
動
き

　

開
戦
直
後
の
明
治
二
七
年
八
月
四
日
の
管
長
名
で
の
訓
示
号
外
に
よ
っ
て
、
浄
土

宗
寺
院
や
檀
信
徒
は
、
戦
時
に
対
応
し
て
活
動
を
行
い
、
帝
国
臣
民
の
本
分
を
全
う

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
訓
示
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
一
般
寺
院
で
は
祈
願
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日
清
戦
争
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
戦
時
事
業

会
や
献
金
の
募
集
、
戦
死
者
追
吊
会
な
ど
が
数
多
く
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

本
章
で
は
、
一
般
寺
院
の
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、『
浄
土
教
報
』
の
開

戦
以
降
の
明
治
二
七
年
八
月
五
日
号
か
ら
、
終
結
し
た
年
の
最
後
の
号
で
あ
る
明
治

二
八
年
一
二
月
二
五
日
号
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
寺
院
の
動
き
を
ま
と
め
る
。『
浄
土

教
報
』
の
中
で
は
、「
雑
報
」
の
欄
に
、
政
府
や
各
宗
の
動
き
、
ま
た
浄
土
宗
教
団

や
寺
院
の
行
っ
た
活
動
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
雑
報
」
の
中
に
お
い
て
、

「
教
会
彙
報
」
や
「
地
方
教
信
」
と
い
っ
た
欄
を
中
心
に
、
本
山
や
一
般
寺
院
の
行

っ
た
活
動
が
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
覧
表
の
か
た
ち
で
ま
と
め
た
も
の
が
表
一
で

あ
る
。

　

表
一
か
ら
は
、
全
国
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
寺
院
で
、
戦
時
に
対
応
し
た
行
事
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
厳
修
さ
れ
た
行
事
は
全
部
で
四
〇
九
件
で
あ
っ
た
。
表
一

の
「
内
容
」
の
箇
所
を
み
る
と
、
行
事
の
多
く
が
複
数
の
要
素
を
兼
ね
て
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
複
数
の
内
容
を
兼
ね
た
も
の
は
、
戦
勝
祈
願
と
戦
死
者

追
吊
と
を
一
つ
の
行
事
の
中
で
同
時
に
実
施
し
て
い
た
と
い
う
も
の
も
あ
れ
ば
、
施

餓
鬼
会
な
ど
定
期
的
に
厳
修
さ
れ
る
法
要
に
あ
わ
せ
て
、
戦
時
に
対
応
し
た
法
会
が

実
施
さ
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

次
に
、
表
一
の
「
内
容
」
の
箇
所
に
つ
い
て
、「
祈
願
・
祈
祷
」「
献
金
・
義
金
」

「
説
教
・
演
説
・
法
話
」「
戦
死
病
没
者
追
吊
・
追
悼
」
の
四
つ
に
大
き
く
分
類
し
、

月
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
開
催
数
を
み
て
い
く
と
表
二
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
グ

ラ
フ
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
図
で
あ
る
。

表一　日清戦争期の浄土宗寺院の活動一覧
日　付 場　所 内　容

M（（ （月（（日～ （月（日 芸備大教会別教区岡山中教会各寺院 天下和順鎮護国家の祈願会
M（（ （月頃 茨城行方郡玉造町一閑寺 在韓軍人安全武運長久の祈願会
M（（ （月頃 筑前遠賀郡第二祖降誕跡地吉祥寺 祈願会

M（（ （月頃 山梨中教会 （日間、部内寺院により護念経千部
会

M（（ （月頃 三河中久保町各宗寺院協同 祈祷会
M（（ （月頃 筑前新入村長安寺 祈願会、恤兵部へ献納
M（（ （月頃 山口室津村阿弥陀寺 恤兵部へ献金
M（（ （月頃 大和戸毛西方寺 恤兵義金の募集

M（（ （月頃 千葉周准郡貞元満隆寺 玉体安寧、皇軍健勝の祈願会、赤十
字恤兵部へ寄贈

M（（ （月頃 大阪大教会天満中教会部内寺院 献金

M（（ （月頃 縁山慈無量会 陸軍恤兵部へ二十円、海軍恤兵部へ
十円、芝区兵事義済会へ五円の献金

M（（ （月頃 滋賀大教会蒲生中教会八幡組至誠会 恤兵部へ献金
M（（ （月頃 福岡筑後中教会来迎寺外数ヶ寺 献金

M（（ （月（日 姫路市坂田市心光寺 戦闘必勝皇祖延長在韓兵士安全の祈
祷

M（（ （月（日 大阪天満中教会 恤兵部へ即金五十円献納
M（（ （月（日 大本山金戒光明寺 皇軍健勝四海静謐の祈祷会
M（（ （月（日～ （日 信越大教会 在韓軍人健全のため護念経読経
M（（ （月（日～ （日 大阪天満中教会大鏡寺 在韓軍人の健全勝運大祈祷

M（（ （月（日～ （日 新潟県越后国高田町来迎寺 在韓軍人健全国家安泰の為護念経千
部会
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M（（ （月（日 佐賀伊万里常光寺 祈願、軍資金の勧誘
M（（ （月（日 三重丹生組各寺 祈願会
M（（ （月（日～ （日 山口伊保庄村専願寺 兵士健康祈念、家族の慰問
M（（ （月（日 姫路市坂田町心光寺 近隣寺と祈祷会
M（（ （月（日 京都鴨川中教会 鎮護国家の祈願
M（（ （月（日 奈良五條町櫻井寺 祈願および牙山戦死者の回向

M（（ （月（日 大分武蔵村善長寺 鎮護国家のため千部会および恤兵推
奨の演説会

M（（ （月（日～ （（日 羽後能代港町西福寺 祈念会
M（（ （月（日 福島伊達郡桑折町無能寺 護念祈願法要

M（（ （月（日～ （（日、（
月（（日～ （（日 奈良葛城中教会所 祈願会、戦死者追弔会

M（（ （月（0日 相州浦賀町法幢寺中教会 祈祷会

M（（ （月（（日 三河西加茂中教会 部内寺院による護念経一千部会、恤
兵部へ献金

M（（ （月（（日 福島県伊達郡桑折町有志者 恤兵部へ寄付
M（（ （月（（日 京都大教会篠村広田大恩寺 仏教演説会、恤兵へ寄贈
M（（ （月（（日～ （（日 大阪宇佐村極楽寺 盂蘭盆会につき出兵家族賑恤金募集
M（（ （月（（日～ （（日 石見国那賀郡都野津西方寺 祈願会および演説会、献金
M（（ （月（（日 山形米沢氏極楽寺 護念経一千部読誦
M（（ （月（（日～ （（日 山口周防国熊毛郡高村正覚寺 鎮護国家の祈願会
M（（ （月（（日～ （（日 山形南村山郡浄光寺 祈願会
M（（ （月（（日 滋賀蒲生中教会寶積寺 祈願会
M（（ （月（（日 大日和東海村常念寺 義金募集に従事
M（（ （月（（日～ （（日 三重大石村各宗寺院協同 法話、献金
M（（ （月（（日～ （（日 京都鴨川中教会 部内僧侶により祈願会および献金
M（（ （月（（日 日向鍋町圓福寺 祈願会および演説会
M（（ （月（（日 山口岩山中教会井神氏 祈願会
M（（ （月（（日 上総天神山村泉水寺 祈願会、献金推奨の説教
M（（ （月（（日～ （（日 奈良吉野山如意輪堂 観音経一千部読誦、祈願

M（（ （月（（日～ （0日 京都伏見中教会 部内寺院により護念経千部読誦会お
よび献金

M（（ （月（（日～ （（日 三河逢妻村法雲寺 軍資献納、夜間仏教演説会
M（（ （月（（日～ （（日 下総生実郷大嵒寺 組寺一同、祈願会
M（（ （月（0日 信越諏訪中教会 戦死者追弔回願

M（（ （月（0日～ （（日 静岡西遠中教会所､笠井組寺院、見
附組寺院 祈願

M（（ （月（0日～ （（日 長崎三寶寺中西海大教会所 祈念会、献金
M（（ （月（（日 増上寺 恤兵奨励演説会
M（（ （月（（日～ （（日 越前三国町西光寺 護念経百万遍を修行、恤兵部へ献納
M（（ （月（（日 茨城逆井山村常繁寺 祈願会
M（（ （月（（日 山口柳□中教会 祈願法会
M（（ （月（（日～ （（日 青森三戸町各宗連合陸三和合会 祈祷会
M（（ （月（（日～ （（日 常陸江戸崎町大念寺 皇軍健勝の祈願、恤兵献金の協議

M（（

（月（（日～ （（日､（（
日～ （（日、（（日～
（0日、（（日～ （月（
日、（月（日～ （日、
（月（日～ （日

三重飯高郡長楽寺、心光寺、良泉
寺、極楽寺、称念寺、正東寺、

皇軍健勝国家安全の祈願会、軍資金
献納

M（（ （月（（日 三河岡北中教会九品院 祈願会､恤兵部へ献納
M（（ （月（（日～ （（日 備中中教会内東組 戦死者追弔会、献金
M（（ （月（（日～ （（日 福島若松大町融通寺 部内寺院により祈願会および献金
M（（ （月（（日～ （（日 福岡筑後中教会第七組寺院 皇軍健勝の祈願
M（（ （月（（日～ （（日 千葉八幡町称念寺 護念経一千部読誦、戦死者の追弔会
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M（（ （月（（日 滋賀八幡組洞覚寺 祈願

M（（ （月（（日～ （（日 三河碧北中教会 鎮護国家の回願会、仏教演説会、軍
資金献納

M（（ （月（（日～ （（日 福島上三宮村願成寺 祈念会、戦死者等の施餓鬼会
M（（ （月（（日～ （（日 福島願成寺 祈願会、献金

M（（ （月（（日～ （（日 静岡吉原組寺院 国威増輝軍隊健全の祈願会、軍事に
関する説教

M（（ （月（（日～ （（日 滋賀蒲生中教会洞覚寺 祈願会

M（（ （月（（日 秋田三郡中教会 管長の訓示を遵奉、祈願、恤兵献金
の献納

M（（ （月（（日 兵庫播磨東中教会三木部内寺院 祈願、恤兵部へ献金
M（（ （月（（日 神奈川大野村大念寺 皇軍勝利の祈願会
M（（ （月（（日 三河東三中教会 祈願会

M（（ （月（（日 滋賀常念寺 鎮護国家の祈願会、説教、戦死者追
弔大施餓鬼会

M（（ （月（（日～ （（日 島根太田村大願寺 皇軍健勝のため護念経千部読誦、仏
教演説会

M（（ （月（（日～ （月（日 山形市六日町天然寺
玉体安寧、国威宣揚の為護念経一千
部読経結願、軍隊戦死者大施餓鬼
会、恤兵部へ献納

M（（ （月（（日 岩手宮内大蓮寺 祈願会
M（（ （月（（日～ （月（日 熊本北部各寺院 皇軍健勝の祈願、献金
M（（ （月（（日～ （（日 大阪高岡郡極楽寺出張所 宝租延長、鎮護国家の祈願会
M（（ （月（0日 愛知岩倉町誓願寺 祈願会、戦死者追弔会、献金
M（（ （月（0日 三河堤村高林寺 祈願会、仏教演説会
M（（ （月（0日～ （（日 備後三次町常運寺 護念経読誦、戦乱勘定祈願、説教

M（（ （月（0日～ （月（（日 三重山田組寺院 皇軍健勝のため阿弥陀経千部会を修
行

M（（ （月（（日 茨城瓜連常福寺 軍人健勝の祈願、献金
M（（ （月（（日 山口徳府中教会 祈願

M（（ （月（（日 愛媛野間郡仏教会 鎮護国家、皇軍健勝の祈願会、演
説、恤兵部へ献納

M（（ （月（（日～ （月（日 丹波多紀郡部内（（ ヶ寺 戦乱勘定の祈願会、恤兵部へ献納

M（（ （月（（日～ （月（日 大日和松岡村龍泉寺 鎮護国家の祈願、夜間法話、恤兵部
へ献金

M（（ （月頃 福岡県福岡市唐人町成道寺 日清交戦に関する仏教演説会
M（（ （月頃 近江中河内西光院 軍資金､戦死者将校士卒追吊会
M（（ （月頃 奈良寧楽寺 恤兵寄贈品
M（（ （月頃 近江島山組（ヶ寺 （日間護念経の読誦､説教演説
M（（ （月頃 神奈川依知村大信寺 玉体安寧、皇軍勝利の祈願会、献金
M（（ （月（日 長崎悟眞寺 軍資金献納
M（（ （月（日 滋賀八幡組洞覚寺 戦死者の為大施餓鬼会

M（（ （月（日～ （日 京都多賀郡部内寺院
輪番にて玉体安寧皇軍健勝、戦難鎮
滅国威増輝の護念経読経、説教、義
金の寄贈

M（（ （月（日～ （（日
長野松代町浄土宗寺院　大英寺、願
行寺、西念寺、大信寺、長明寺、善
徳寺、林正寺、西楽寺、

宝租延長四海鎮静の祈願会、説教演
説

M（（ （月（日～ （日 兵庫但馬中教会 玉体安寧皇軍健勝祈願、戦死者追吊
会、説教、恤兵献金

M（（ （月（日～ （日 奈良丹波市組各寺
国家安寧皇軍健勝の祈願、戦死者追
吊会、大幻燈会、説教、物品寄贈の
協議
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M（（ （月（日 滋賀甲賀中教会瀧組 各寺交番にて玉体安寧、皇軍健勝の
祈願会、説教演説

M（（ （月（日～ （日 千葉竹岡村松翁院 国家安寧兵士健康の祈願会､仏教演
説、幻燈会

M（（ （月（日 越前江良良福寺 皇軍健勝四海静護の祈願、戦死者追
吊会、説教

M（（ （月（日～ （日 京都京極中教会 祈願会

M（（ （月（日～ （（日 神奈川坐間村宗仲寺 玉体安寧、皇軍勝利の祈願会、仏教
演説会

M（（ （月（日 京都狛田村想念寺 国威宣揚兵士健勝の祈念会

M（（ （月（日 芸備福山中教会部内寺院 護念経読誦、国威宣揚皇軍健勝の祈
願の百万遍執行、軍資金の協議

M（（ （月（日～ （日 大阪宇佐村極楽寺 兵乱勘定の祈願会、説教

M（（ （月（日 三重高茶屋村称念寺 玉体安寧、皇軍健勝の祈願、戦死者
追吊会、演説

M（（ （月（日 山梨東山梨中教会 日清事件勘定の為祈願会、軍資金の
募集

M（（ （月（日～ （（日 千葉行徳組寺院（（ ヶ寺 玉体安寧日兵健全の祈願、軍資金献
納

M（（ （月（日～ （（日 神奈川高倉中教会 戦勝祈願会、追吊会

M（（ （月（0日 栃木氏家中教会 皇租無窮日兵健勝の大祈願、演説、
恤兵部へ献納

M（（ （月（0日～ （（日 福岡遠賀中教会部内寺院 皇軍健勝四海鎮静の祈願会、軍資金
献納

M（（ （月（0日～ （（日 京都宇治中教会部内寺院
京都日出新聞社へ義金、皇威増輝日
兵健全の祈願、戦死者追悼会､仏教
演説幻燈会

M（（ （月（（日 三重雲林院村光安寺 国家安穏兵士全勝の祈願会、献納金

M（（ （月（（日 茨城逆井常繁寺 遠征軍武勇健勝祈願、恤兵部へ献
金、一部出兵家族に慰労分与

M（（ （月（（日 山城高村多賀同志会 恤兵奨励演説会
M（（ （月（（日～ （（日 京都富野庄村浄土宗（ヶ寺 祈願会、軍資金募集、献金
M（（ （月（（日～ （（日 北海道大教会函館称名寺 祈願会、軍資献納
M（（ （月（（日 京都京極中教会 祈願会、戦死者追吊会

M（（ （月（（日 下総六合村圓天寺 在韓兵士健康国家安全の為の護念経
祈願、献金

M（（ （月（（日～ （（日 山口高森市浄泉寺 宝租延長、鎮護国家の祈願会、説
教、軍資金献納の計量

M（（ （月（（日 羽前高樹村安楽寺 兵士健康祈願､演説

M（（ （月（（日～ （（日 三重田光九品寺 玉体安寧皇軍健勝の祈願会、戦死者
諸霊の追弔回向

M（（ （月（（日～ （（日 宮城平貫定迎寺 皇軍健勝の祈願、演説会

M（（ （月（（日～ （（日 滋賀蒲生中教会 国家安寧皇軍全勝の祈願会、軍資献
納奨励の幻燈演説

M（（ （月（（日 京都鴨川中教会静林庵 国家安全皇軍勝利の祈願会

M（（ （月（（日～ （（日 神奈川東郡中教会
玉体安寧、従軍兵士健康と本邦軍大
勝の祈願会、祈願札を兵士家族に贈
与

M（（ （月（（日 京都岩倉村浄雲寺 祈願会
M（（ （月（（日 滋賀常盤村西迎寺寺 勝利祈念

M（（ （月（（日 山形鶴岡大督寺 今上皇帝玉体安寧陸海兵士健勝凱旋
の祈願法会、戦死者追吊大法会

M（（ （月（（日～ （（日 奈良今井町西光寺 兵士健全祈願、戦死者追弔の法要
M（（ （月（（日～ （（日 埼玉西部中教会 皇軍勝利国威宣揚の祈願　
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M（（ （月（（日～ （（日 北海道篠路村龍雲寺 鎮護国家四海泰平の祈願会、講話、
戦死者追悼会

M（（ （月（（日 但馬土田村無量寺 祈願会、恤兵部へ献金
M（（ （月（（日～ （（日 大日和南豊中教会所 宝租延長皇軍勝祈念会、軍資金献納
M（（ （月（（日～ （0日 福島小母寺泉福寺 祈願会
M（（ （月（0日～ （（日 滋賀辻町村西徳寺 読経祈願、演説

M（（ （月（（日 東京浅草田島町誓願寺 皇威宣揚、鎮護国家の祈願、戦死者
追弔、説教

M（（ （月（（日、（（日 山口大教会善生寺 玉体安寧､皇軍健康の回顧、戦死者
追吊の大法会

M（（ （月（（日～ （（日 埼玉熊谷寺 戦乱勘定の為護念経読経、説教
M（（ （月（（日～ （（日 埼玉葛飾郡岩光寺 祈願会
M（（ （月（（日～ （（日 静岡横内町寶□寺 皇室尊栄、皇軍健全の祈願会
M（（ （月（（日～ （（日 信越更級中教会所 祈願会、説教

M（（ （月（（日 山形東根村浄国寺 玉体安寧鎮護国家の祈願大法会、戦
死亡霊追吊回顧、軍資金献納

M（（ （月（（日～ （（日 愛知知多郡善導寺 玉体安寧皇軍健勝の祈願、戦歿者追
吊会、恤兵部義金献納の協議

M（（ （月（（日 山城綴喜郡高村学校内 日清事変撮影幻燈会
M（（ （月（（日 宗学京都支校 恤兵奨励の演説会、義金募集

M（（ （月（（日 埼玉平方村馬蹄寺中南部中教会 皇国軍隊健康安寧祈願会、軍資金の
協議

M（（ （月（（日 埼玉岩付浄安寺 野上運海氏巡教に際し戦死者追吊会

M（（ （月（（日～ （（日 青森大教会 出陣者無事凱旋祈願、戦死者追吊
会、献金

M（（ （月（（日 山城綴喜郡高村西福寺 日清事変撮影幻燈会
M（（ （月（（日 相模田名村南光寺 鎮護国家の祈願、演説会
M（（ （月（（日 山梨都留中教会 仏教演説会
M（（ （月（0日 滋賀草津南部（ヶ寺 祈願会、戦死者追吊会
M（（ （0月頃 福島北白土寶国寺 玉体安全日兵健勝の祈願、義金献納
M（（ （0月頃 青森三戸町悟眞寺 戦死者の施餓鬼会
M（（ （0月頃 但馬豊岡来迎寺 祈願会
M（（ （0月頃 三重御糸組（0 ヶ寺 祈願会、献金
M（（ （0月頃 中仙道桶川町浄念寺 皇軍健勝祈願会、戦死者追吊会

M（（ （0月（日 滋賀浄国寺 鎮護国家皇軍健勝の祈願会、恤兵奨
励演説､幻燈演説

M（（ （0月（日～ （日 大本山清浄華院 鎮護国家、皇軍健勝の祈願会、戦死
者追弔会

M（（ （0月（日～ （日 京都八幡中教会 祈願会、戦死者追吊会
M（（ （0月（日～ （日 島根濱田極楽寺 宝祥延長日兵安全の祈願会、演説
M（（ （0月（日～ （日 青森桑野本田浄圓寺 祈願会、戦歿者追吊会、授戒会

M（（ （0月（日 大日和日佐中教会部内 玉体安寧皇軍健勝の祈願会、仏教演
説

M（（ （0月（日 宮城岩手中教会 玉体安寧、皇軍健勝の祈願会、恤兵
奨励演説会

M（（ （0月（日～ （日 愛知三宅村延命寺 玉体安寧、鎮護国家の祈願会、演説
M（（ （0月（日 山梨安養寺 祈願会、仏教演説会
M（（ （0月（日 茨城笠間町月崇寺 玉体安寧、鎮護国家の祈願会、説教
M（（ （0月（日 越前松原村西福寺 玉体安寧、鎮護国家の祈願会

M（（ （0月（日～ （日 栃木栃木中教会 帝国光栄兵士健康の祈願会、仏教演
説会、献金

M（（ （0月（0日 栃木氏家中教会 日兵健勝の祈願会、恤兵奨励演説会
M（（ （0月（0日 京都亀岡中教会 祈願会、追吊会
M（（ （0月（（日 上総木更津撰擇寺 戦死者追吊会
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M（（ （0月（（日 近江野洲中教会 玉体安寧皇軍健勝四海鎮静の護念経
千部祈願会、献金

M（（ （0月（（日～ （（日 羽後湯澤町浄土寺 祈願会、恤兵献金
M（（ （0月（（日 三重四日市光運寺 説教、恤兵金の募集

M（（ （0月（（日～ （（日 大日和西組（ヶ寺 玉体安寧、皇軍健勝の祈願会、戦死
者追吊会

M（（ （0月下旬 北海道札幌郡山口地蔵堂 戦死者其他軍霊回向の為法会修行
M（（ （0月（（日 茨城正徳寺 祈願会
M（（ （0月（（日 神奈川鵠沼村法性寺 祈願会
M（（ （0月（0日～ （（日 山形南村山郡浄光寺 戦死者追吊会
M（（ （0月（（日 増上寺 戦死者の追吊会
M（（ （0月（（日 三重高木西光寺 第三師団歩兵池田氏の葬儀

M（（ （0月（（日～ （（日 福島川俣町東国寺 宝租延長皇軍健勝の祈願会、説教、
賑恤金の募集

M（（ （0月（（日～ （（日 西海中川淵村法源寺 戦死者追吊会

M（（ （0月（（日 青森今別村本覚寺 皇軍戦死精霊の為の施餓鬼、諸霊魂
の追吊会

M（（ （0月（（日～ （0日 肥後宇土組寺院 祈願会、演説
M（（ （（月頃 滋賀黒田村正覚寺 祈願会、戦死者追吊会
M（（ （（月頃 岩代国坂下町光明寺 祈願会、殉難者の追吊会
M（（ （（月頃 兵庫兵神中教会部内（0 ヶ寺 戦死者追吊会
M（（ （（月上旬 千葉船橋町浄勝寺 皇軍健勝の祈願、戦死者追弔会

M（（ （（月（日、（日、（
日

滋賀蒲生中教会誓善寺、金剛寺、摂
取院 仏教演説会

M（（ （（月（日 山形上山町浄光字 追吊会

M（（ （（月（日 筑前箱崎宗学鎮西支校 祝戦会、玉体安全皇軍全勝の祈願、
忠勇戦死者の追善回向

M（（ （（月（日 岐阜大野郡洞雲院 玉体安寧、皇軍健勝の祈願会
M（（ （（月（日～ （（日 岡山中教会部本願寺霊岸寺 戦死者追吊会
M（（ （（月中旬 武蔵国南多摩大善寺 戦死者の追吊会

M（（ （（月（0日～ （（日 栃木大澤中教会圓通寺 帝国兵士健全の祈願会、戦死者諸霊
の施餓鬼法要

M（（ （（月（（日 深川霊厳寺 神谷大周氏発起して戦死者追弔大施
餓鬼会を修行、管長日野霊端大導師

M（（ （（月（（日 滋賀葛籠町聞法寺 祈願会、幻灯会
M（（ （（月（（日 滋賀内野念仏寺 祈願会
M（（ （（月（（日 山形西村山郡白岩村誓願寺 仏教演説会

M（（ （（月下旬 新潟田中香積寺、柳泉寺 皇軍大勝利の祈願会、戦死者、震災
横死者追吊会

M（（ （（月（（日～ （0日 羽後北秋仏教会大館部一心院 玉体安寧皇軍健全の祈願会、戦死者
台法要

M（（ （（月（0日 広島市浄土宗有志寺院 戦死者の忠魂義霊の追吊、大施餓鬼
M（（ （（月（（日～ （（日 備后国世羅郡蓮台寺 戦死者追吊会

M（（ （（月（（日～ （（日 山口山口町善生寺 管長代理野上運海氏屈請し、戦勝祈
願戦死者追吊大法会

M（（ （（月（（日 愛知北部中教会鎮西寺 祈願会､説教
M（（ （（月頃 石見益田町曉音寺 戦死者追吊会、説教

M（（ （（月頃 千葉五井町守永寺 戦勝祈願、戦死者追吊会､恤兵義勇
金募集

M（（ （（月頃 肥後永昌寺 各宗聯合にて玉体安寧、皇軍健勝の
祈願会、戦死者追吊会

M（（ （（月（日 千葉山田圓天寺 兵士健全戦勝祈願会
M（（ （（月（（日 福島磐前郡弘道会 仏教演説
M（（ （（月（（日 信濃平林寶樹院 戦死者追吊会、説教
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M（（ （（月（（日 播磨中教会 管長屈請し、戦死者追吊法会
M（（ （（月（（日 信越諏訪中教会 戦死者、震災亡霊の追吊法会
M（（ （月頃 神奈川川原村龍安寺 戦亡者追弔、国家安全の祈願会
M（（ （月頃 北海道江差中教会 皇軍健勝祈願会、殉難戦死者追吊会
M（（ （月頃 伊勢多気郡斎宮村維新前神領 皇軍健勝戦亡者追吊法会
M（（ （月（日 北海道長萬部村善導寺 戦死者追吊会、仏教演説
M（（ （月（日 三重田光九品寺 戦勝祈願会
M（（ （月（日 山口下松町有志者 戦死者追吊会､仏教演説
M（（ （月（（日～ （（日 北海道江差阿弥陀寺 殉難戦死者追吊会
M（（ （月（（日 長野御厨法蔵寺 戦死者追吊会

M（（ （月（（日～ （（日 神奈川三浦郡長安寺、傳福寺、宗圓
寺 皇軍勝利の祈願会、仏教大演説会

M（（ （月頃 山形材木町宝相寺 皇軍健勝祈願、戦死者追吊会
M（（ （月頃 三河国額田郡大樹寺九品院 義表金募集

M（（ （月頃 福井敦賀郡大字竹内平本畦地各村有
志者 戦死者追吊会、祝戦会

M（（ （月頃 近江野洲南徳寺 戦死者追吊会､法話
M（（ （月（日～ （日 山口油田村浄雲寺 玉体安寧、皇軍健勝、戦死者追吊会

M（（ （月（日（日 山口大教会岩山中教会建立寺 皇軍健勝の祈願会､戦死者の追吊大
法会､演説、軍資献金募集

M（（ （月（（日 千葉館山地方本宗寺院 戦死者追吊大法会
M（（ （月（（日、（（日 北海道函館称名寺 戦争志望者の追吊法会
M（（ （月（（日～ （（日 備後国福山大念寺 追吊法要
M（（ （月（（日 青森青森町正覚寺 管長導師により戦死者追吊法会

M（（ （月（（日 京都鴨川岩倉域第十四､十五組各寺
院 戦死者追吊会、演説

M（（ （月（（日 京都鳥羽中教会部内寺院 戦死者追吊大法会
M（（ （月（（日 岩手二戸郡善導寺 戦死者追吊大法会
M（（ （月（（日～ （（日 北海道美国郡大覚寺 戦死者追悼会
M（（ （月（（日 芸備大教会岡山本願寺 仏教大演説会
M（（ （月頃 滋賀蒲生中教会 戦死者追悼会
M（（ （月頃 山城国綴喜郡西雲寺 優待金寄贈
M（（ （月頃 八代町荘厳寺 彼岸会追吊会
M（（ （月頃 駿州光心寺 幻燈演説
M（（ （月頃 信州長野町浄土宗青年等 仏教演説会
M（（ （月（日 肥後小野村摂取寺 彼岸会に祝捷会

M（（ （月（日 越後国東蒲原郡新善寺 勝軍祝祷会、戦死者忠魂追吊会、演
説、説教

M（（ （月（日～ （（日 肥後五木村新泉寺 追吊会

M（（ （月（日 神奈川中田中田寺 戦死者追吊会､説教、義表金の差し
出し

M（（ （月（日～ （（日 大分西安岐村浄国寺 夜間戦病死者追弔施餓法要
M（（ （月（0日 肥後原祐覚寺 彼岸会祝捷会､追吊法要

M（（ （月（（日 長野会田町廣田寺 真言臨済日蓮諸宗の僧侶と戦死追吊
大法要

M（（ （月（（日 京都下紀伊乙訓葛野三郡各宗寺院有
志 祝戦会、戦死者追吊会

M（（ （月（（日～ （（日 東京浅草神吉町源良院 戦死者追吊法要
M（（ （月（（日～ （月（0日 愛知薬師寺 戦死者追吊別時念仏会
M（（ （月（（日～ （（日 東京城南中教会各寺院龍源寺 戦死者臨時追吊大法会
M（（ （月（（日 信州長野町浄土宗寺院 戦死者追吊大法要
M（（ （月（（日～ （0日 後志壽都法界寺 戦死者追吊施餓鬼大法要
M（（ （月（（日～ （（日 愛知苅安賀鎮西寺 陸海軍健勝、戦死者追吊会
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M（（ （月（（日～ （（日 山口萩中教会 玉体安寧、皇軍健勝の祈願会、戦死
者追吊法会

M（（ （月（（日～ （（日 信州長野寛慶寺 戦死者追吊法要
M（（ （月（（日～ （0日 越前大比田西光寺 戦死者追吊施餓鬼会
M（（ （月（（日～ （0日 呉鎮守府軍人埋葬地 戦死者追吊法会
M（（ （月（（日～ （月（日 福岡筑後引接寺 戦死者追福放生施餓鬼会
M（（ （月（（日～ （月（日 福岡大川町法泉寺 御忌法要にて説教
M（（ （月頃 福島三宮村願成寺 戦死者追吊会
M（（ （月（日～ （日 滋賀永原常念寺 戦死者追吊会､説教
M（（ （月（日 三重笹河原 戦死者追吊大法要
M（（ （月（日 青森野邊地村遍照寺 皇軍祝捷会
M（（ （月（日～ （日 信越更埴中教会善導寺 戦死者第四回追吊会､説教
M（（ （月（日 芸備南部中教会部内寺院（0 ヶ寺 戦死者追弔会､演説、寄付
M（（ （月（日～ （（日 三重田光九品寺 報国戦死者大施餓鬼会
M（（ （月中旬 秋田船越村善昌寺 戦死者追吊法会
M（（ （月中旬 島根江津村西暁寺 戦死者追吊会､演説、説教
M（（ （月（（日～ （（日 周防岩国瑞相寺 戦死者霊魂大施餓鬼会
M（（ （月（（日～ （（日 山梨明見村西方寺 戦死者葬儀
M（（ （月（（日 信州上水内郡旭山阿弥陀堂 戦死者の追吊回向
M（（ （月（（日～ （（日 新潟柏崎町極楽寺 御忌にて戦死者追吊大会

M（（ （月（（日～ （（日 東京新宿大宗寺 増上寺野上運海導師にて授戒会、戦
死者追吊会

M（（ （月（（日～ （0日 羽前大槇松念寺 戦死者の忠魂追吊会
M（（ （月（日 越後北田中柳泉寺 病歿者忠魂追吊会
M（（ （月（日～ （日 山口玖珂村浄光寺 戦死者大施餓鬼会
M（（ （月（日～ （日 但馬村岡町厳浄寺 戦死者追吊法会
M（（ （月（日～ （日 大分佐賀村法然寺 戦死者追悼､演説
M（（ （月（日 茨城坂手村極楽寺 戦死者葬儀
M（（ （月（日～ （日 山形新庄町接引寺 戦病死忠魂追悼会
M（（ （月（日 東京西久保智相院 戦歿者諸霊追別時念仏絵
M（（ （月（日～ （（日 山口引接寺 戦死者追弔法要
M（（ （月（0日～数日間 石見国那賀郡極楽寺 戦死者追吊大施餓鬼
M（（ （月（（日 茨城酒門村定善寺 戦死者追吊大法要
M（（ （月（（日～ （（日 山口三田尻専光寺 日清追吊会
M（（ （月（（日 福島米塚村泉現寺 忠魂戦死者追吊会
M（（ （月（（日 近江兵主組寺院（ヶ寺 殉死者追吊大施餓鬼会
M（（ （月（（日 丹波栗栖野村若林寺 戦死者追吊大会
M（（ （月（（日 三重松阪組寺院 戦死者追吊会､寄付
M（（ （月（（日 奈良高取町光明寺 祝賀式、戦死者追吊法会
M（（ （月（（日～ （（日 大阪天満西寺町妙香寺 戦死病歿者追吊会､説教
M（（ （月（（日～ （（日 山口長安寺 戦死者追吊会
M（（ （月（（日 山口豊浦郡北浦組寺院 戦死者追吊会
M（（ （月（（日 三重山田組宮川組寺院 追吊大施餓鬼
M（（ （月（（日 山形西田川郡常念寺 皇軍戦死者の追吊大法会
M（（ （月頃 北海道梅川町寶隆寺 戦死者追吊会
M（（ （月頃 滋賀愛知郡西福寺 戦死者追吊会
M（（ （月頃 但馬国気多郡浄土寺 戦死者追吊会
M（（ （月（日 奈良葛城中教会 平和祝賀会、戦死病歿者追吊法要
M（（ （月（日 奈良吉野中教会 凱旋祝賀式、殉国兵士追吊会
M（（ （月（日 静岡藤枝町洞雲寺 戦死者追吊会、説教
M（（ （月（日、（日 島根東石見大願寺 殉難死者追吊会
M（（ （月（（日 京都淀中教会 戦死者追吊大法会
M（（ （月（（日 三重安楽寺 戦死者追吊会､演説
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M（（ （月（（日 大阪大教会寺院有志者 戦死病歿者追薦大法会
M（（ （月（（日～ （（日 山口赤馬関南部町専念寺 戦死者及病歿者追吊大法会
M（（ （月（（日 大阪大江中教会住吉寺院 戦死忠魂追吊奏楽十種大施餓鬼会
M（（ （月（（日～ （（日 泉国佐野上善寺 戦死者追薦冥福無遮の法会
M（（ （月（日～ （日 加能越坂下町極楽寺 戦死者追吊会

M（（ （月（日～ （日 越前国三国町西光寺 凱旋会、戦死者追吊の為奏楽天童大
法要、説教

M（（ （月（日 西海佐賀組南邑組寺院（0 ヶ寺 戦死病歿者追薦法会
M（（ （月（日 栃木栃木町近龍寺 戦死者追吊会

M（（ （月（（日 茨城結城町弘経寺 戦死病歿者の為天童奏楽練供養追吊
法要、演説

M（（ （月（（日 山口馬關引接寺 戦死者追吊大法会
M（（ （月（（日 兵庫矢名瀬町長栄寺 戦死者追吊大法会

M（（ （月（（日 京都宇治中教会正覚院 戦死者追吊大施餓鬼会、在外軍陣祈
願会、説教

M（（ （月（（日～ （（日 滋賀小堤村法善寺 戦死者追吊法会、演説説教
M（（ （月（（日～ （（日 讃岐高松井戸村専修寺 戦死病没者追吊大法要､演説会
M（（ （月（（日～ （（日 滋賀県野洲中教会法善寺 戦死者追薦会、説教
M（（ （月（（日 尾張篠島村西方寺 戦死者追吊大法会､仏教演説
M（（ （月頃 京都宇田原浄欣寺 戦死病歿者追吊会
M（（ （月頃 山形加茂町各宗寺院 忠死者追吊法会､寄付金献納
M（（ （月頃 滋賀圓山海雲寺 葬儀
M（（ （月（日～ （日 熊本山鹿町長源寺 戦死病歿者追薦大法会

M（（ （月（日～ （日 土佐宇佐村 凱旋軍人歓迎祝宴会、殉難者追吊
会、追吊演説

M（（ （月（日～ （日 熊本山鹿町長源寺 仏教演説、日清戦争の幻灯
M（（ （月（日 三河岡崎町松應寺 墓碑建立､演説
M（（ （月（（日 茨城太田町法然寺 戦死者及病歿者追吊法要
M（（ （月（0日 伊勢田光九品寺 凱旋祝賀会、報国戦死者追吊法会
M（（ （月（0日 山形今宕善翁寺 葬式
M（（ （月（0日 三重伊勢高木両光寺 忠魂の碑建設
M（（ （月頃 山形壽光寺 忠死者追吊大法会
M（（ （月頃 愛知堤村高林寺 戦死病歿者追吊会、演説
M（（ （月（日 三河碧海郡大聖寺 奉祝凱旋会、忠死の霊弔い、演説
M（（ （月（日 青森鶴田村稍光寺 戦死者追吊法会
M（（ （月（（日～ （（日 越後高田町善導寺 戦死者の為天童奏楽大法要、演説会
M（（ （月（（日 常陸専稍寺 葬儀
M（（ （月（（日 神奈川小坪報身寺 忠魂追吊施餓鬼会
M（（ （月（（日 山梨山梨里垣善光寺 軍人戦死追吊法会

M（（ （月（（日～ （0月（（
日 熊本原町祐覚寺 戦死者追吊会､演説

M（（ （0月頃 伊豆川澤村濱稍念寺 戦死者忠魂紀念碑建設の計画
M（（ （0月頃 近江大石村 各宗聯合戦死病歿者追吊会
M（（ （0月頃 山形大教会 戦死者追吊会
M（（ （0月（日 三重中山村大圓寺 戦死者津吊会、演説
M（（ （0月（日 上総国夷隅郡大圓寺 葬儀
M（（ （0月（日 三重光雲寺 戦死者津吊会、演説
M（（ （0月（日～ （日 東京瀧の川正受院 開眼式、征清軍追吊会
M（（ （0月（日 東京荏原郡新宿善福寺 戦死者追吊大法会
M（（ （0月（日 但馬芝村浄土寺 遷座式、忠魂追吊
M（（ （0月（日 山梨安都玉村光村寺 葬儀
M（（ （0月（日 東京北豊島郡正受院 尽忠死者一周忌追吊の大施餓鬼
M（（ （0月（日 近江下田上村西方寺 戦死病歿者追吊大法会、仏教演説
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M（（ （0月（日～ （（日 群馬栗須源水寺 戦死者追吊会、演説
M（（ （0月（（日 山形加茂町潮蓮寺 遺骨埋葬式
M（（ （0月（（日 宮崎高鍋村圓福寺 遺骨埋葬式
M（（ （0月（（日～ （0日 磐城大浦村最勝院 戦死病歿者追吊法会
M（（ （0月（（日 神奈川倉見行安寺 戦死病歿者追悼法会、演説
M（（ （0月（（日～ （（日 滋賀蒲生中教会島組寺院 戦死病歿者追吊法会
M（（ （0月（（日 肥前島原櫻井寺 葬儀
M（（ （0月（（日 山城第五多賀部内寺院 戦死者追吊放生会
M（（ （（月頃 山城多賀村西福寺 村葬

M（（ （（月頃 丹波亀岡中教会 忠告愛国恤兵奨励演説会、健勝祈
願、戦死病歿者忠魂追吊

M（（ （（月頃 尾張知多郡善導寺 戦死病死者の追悼会
M（（ （（月（日 近江中野村徳圓寺 戦死者追吊法会
M（（ （（月（日 近江蒲生中教会宗福寺 玉体安寧の御祈願、戦死者追吊法要
M（（ （（月（日 肥後宇土郡圓應寺 戦死者追吊会
M（（ （（月（日 下総船橋浄勝寺 葬儀
M（（ （（月（日 山梨都留中教会西涼寺 戦死及病歿者の為追吊会、演説会
M（（ （（月（日～ （（日 福島川俣村東圓寺 戦死病歿者追吊会
M（（ （（月（日 宮城登米町本覚寺 報国尽忠死者追吊大法会
M（（ （（月（0日～ （（日 金沢兵営 神道及各宗派で金沢兵営追悼会

M（（ （（月（0日～ （（日 和歌山海部郡各村浄土宗鎮西西山両
派寺院 戦死者追吊法会、演説説教

M（（ （（月（（日 肥後球摩郡知原寺 戦死病歿者の為追悼会
M（（ （（月（（日～ （（日 近江華階寺 戦死者追吊会
M（（ （（月（（日 山形西置賜郡金澤寺 戦死病歿者追吊大法要
M（（ （（月（（日 山形西置賜郡正念寺 戦死病歿者追吊大法要
M（（ （（月（（日～ （（日 埼玉入間龍圓寺 戦死追吊奏楽法要、演説
M（（ （（月（（日 北海道留萌郡天応寺 戦死病歿者追吊法要、説教演説
M（（ （（月（（日～ （（日 福岡市浄土宗寺院 戦死及病歿者追吊会
M（（ （（月（（日 松山忠魂嗣堂 建設起工式、仏教演説
M（（ （（月（（日 静岡東遠中中教会専求院 戦死者追吊音楽稚兒大法要
M（（ （（月（（日 青森上北郡遍照寺 外征将士忠死追吊会、説教
M（（ （（月（（日～ （0日 尾張緒川村善導寺 戦死病歿者追吊大法要
M（（ （（月（（日 近江蒲生郡弘誓寺 追吊法会、仏教演説
M（（ （（月（（日、（（日 群馬下前橋市正幸寺 戦死者追吊会
M（（ （（月（（日 熊本天草郡九品寺 葬式
M（（ （（月（0日 福島行方郡浄国寺 戦死病死者の為追吊法会、追悼演説
M（（ （（月（日 近江愛知郡常福寺 戦死病歿者の為大施餓鬼
M（（ （（月（日 愛媛上浮穴郡法然寺 戦死病歿者の為招魂祭
M（（ （（月（日 近江国伊香郡正覚寺 演説会
M（（ （（月（日 埼玉兒玉郡宝相寺 戦死者追悼会
M（（ （（月（日、（日 埼玉足立郡勝龍寺 戦死者追悼会
M（（ （（月（日、（日 群馬県西群馬郡地蔵寺 戦死者追吊会
M（（ （（月（日～ （日 山城国葛野郡信蓮寺 戦死病歿者の追吊及び無遮会
M（（ （（月（日 広島市源光院 外征将士忠死者の為の施餓鬼
M（（ （（月（日～ （0日 埼玉深谷町東源寺 戦死者追悼会
M（（ （（月（日～ （0日 群馬県那波郡称念寺 戦死者追悼会
M（（ （（月（0日～ （（日 宮城荒濱浄土寺 戦死者の追吊法会、説教演説
M（（ （（月（日～ （日 宮城福島秋田山形四大教会寺院 戦死追吊会
M（（ （（月（（日～ （（日 埼玉下北足立郡観音寺 戦死者追吊会、演説、幻燈会
『浄土教報』第（（（号（明治（（年（月（日）～第（（（号（明治（（年（（月（（日）を参照して作成（表の
中では、明治（（年を「M（（」、明治（（年を「M（（」と表記）。
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日
清
戦
争
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
戦
時
事
業

表二　月別の行事開催数	 	 	 	

年月 祈願・祈祷 献金・義金 説教・演説	
・法話

戦死病没者	
追吊・追悼

M（（.（ （（ （（ （（ （
M（（.（ （（ （（ （（ （（
M（（.（0 （（ （ （（ （（
M（（.（（ （（ 0 （ （（
M（（.（（ （ （ （ （
M（（.（ （ 0 （ （
M（（.（ （ （ （ （（
M（（.（ （ （ （ （0
M（（.（ 0 （ （ （（
M（（.（ 0 （ （ （（
M（（.（ 0 0 （ （（
M（（.（ （ 0 （ （（
M（（.（ 0 （ （ （
M（（.（ 0 0 （ （
M（（.（0 0 0 （ （（
M（（.（（ （ （ （ （（
M（（.（（ 0 0 （ （



一
一
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
「
祈
願
・
祈
祷
」
は
、
戦
勝
を
祈
っ
て
祈
願
会
や
祈
祷
会
と
し
て
行
わ
れ
た
法
要
、

「
献
金
・
義
金
」
は
、
戦
争
を
遂
行
す
る
た
め
の
軍
資
金
や
、
傷
病
兵
や
戦
死
者
の

家
族
な
ど
へ
の
見
舞
金
の
た
め
に
、
金
品
を
募
集
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
法
要
、

「
説
教
・
演
説
・
法
話
」
は
、
戦
争
遂
行
に
あ
た
り
仏
教
の
教
え
を
説
い
た
演
説
会

な
ど
で
あ
り
、「
戦
死
病
没
者
追
吊
・
追
悼
」
は
、
戦
死
者
や
病
没
者
の
追
吊
や
追

善
の
た
め
に
行
わ
れ
た
法
要
で
あ
る
。
葬
儀
は
、「
戦
死
病
没
者
追
吊
・
追
悼
」
に

含
む
こ
と
と
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
護
念
経
の
読
誦
や
、
戦
勝
祝
賀
会
、
凱
旋
会
、

幻
燈
会
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
先
述
の
四
つ
の
分
類
に
は
含
ま
な
い
も
の

と
し
て
、
こ
こ
で
は
四
つ
の
分
類
に
沿
っ
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

傾
向
と
し
て
は
、
明
治
二
七
年
八
月
の
開
戦
後
、
同
年
一
〇
月
ま
で
の
三
ヶ
月
間

は
、「
祈
願
・
祈
祷
」
が
最
も
開
催
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は

「
戦
死
病
没
者
追
吊
・
追
悼
」
の
開
催
数
が
多
く
な
り
、「
戦
死
病
没
者
追
吊
・
追

悼
」
は
明
治
二
七
年
一
一
月
以
降
、
全
期
間
に
わ
た
り
最
も
開
催
数
が
多
い
行
事
と

な
っ
て
い
る
。「
献
金
・
義
金
」
と
「
説
教
・
演
説
・
法
話
」
は
、「
祈
願
・
祈
祷
」

と
似
た
傾
向
で
、「
献
金
・
義
金
」
は
開
戦
後
二
ヶ
月
、「
説
教
・
演
説
・
法
話
」
は

開
戦
後
三
ヶ
月
を
超
え
る
と
開
催
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

明
治
二
七
年
一
一
月
以
降
、
最
も
開
催
数
が
多
い
「
戦
死
病
没
者
追
吊
・
追
悼
」

は
、
開
戦
初
期
か
ら
見
ら
れ
、
明
治
二
八
年
四
月
の
講
和
条
約
の
締
結
後
に
も
一
定

数
の
開
催
数
が
あ
る
。
戦
争
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
戦
死
者
の
追
吊
や
追
悼
を
寺
院
が

積
極
的
に
行
っ
て
い
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

表三　行事内容別の開催数

内容 開催数

祈願・祈祷 （（0

献金・義金 （（

説教・演説	
・法話 （（（

戦死病没者	
追吊・追悼 （（（

　

そ
し
て
表
三
は
、「
祈
願
・
祈
祷
」「
献
金
・
義
金
」「
説
教
・
演
説
・
法
話
」「
戦

死
病
没
者
追
吊
・
追
悼
」
ご
と
に
、
そ
の
合
計
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
先
述

の
よ
う
に
、
一
つ
の
行
事
で
複
数
の
内
容
を
含
ん
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
表

一
の
行
事
数
は
四
〇
九
件
で
あ
る
が
、
表
三
を
合
計
す
る
と
五
七
二
と
な
っ
て
い
る
。

　

表
三
に
お
い
て
、
開
催
数
は
「
戦
死
病
没
者
追
吊
・
追
悼
」
が
二
二
五
回
で
最
も

多
く
、「
祈
願
・
祈
祷
」
が
一
六
〇
回
と
続
き
、「
説
教
・
演
説
・
法
話
」
が
一
一
二

回
、「
献
金
・
義
金
」
が
七
五
回
の
順
番
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
ま
と
め
た
行
事
は
、
あ
く
ま
で
『
浄
土
教
報
』
に
記
載
の
も
の
で
あ
り
、

浄
土
宗
が
全
国
で
約
七
千
あ
ま
り
の
寺
院
を
有
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
際
の
開

催
数
は
も
っ
と
多
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
浄
土
教
報
』
に
掲
載

さ
れ
た
行
事
に
限
っ
て
も
、
全
国
各
地
の
寺
院
が
、
戦
時
に
対
応
し
て
多
く
の
行
事

を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
こ
と
と
い
え
る
。
寺
院
が
、
戦
争
と
い
う
国
家
事

業
で
あ
り
そ
の
と
き
の
時
風
に
の
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
え
て
い
た
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。



一
一
三

　
　
　
　
日
清
戦
争
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
戦
時
事
業

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
浄
土
宗
教
団
の
動
き
を
み
る
と
と
も
に
、
一
般
寺
院
が
ど
の

よ
う
な
行
事
を
行
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
き
た
。

　

浄
土
宗
は
教
団
と
し
て
、
臨
時
賑
恤
部
と
い
う
組
織
を
作
り
、
管
長
な
ど
の
師
団

へ
の
慰
問
訪
問
、
軍
に
従
軍
し
て
の
外
征
慰
問
の
た
め
の
僧
侶
派
遣
な
ど
を
行
い
、

ま
た
全
国
各
地
の
寺
院
で
は
、
戦
勝
祈
願
、
軍
資
金
や
戦
死
者
家
族
な
ど
へ
の
献
金

の
募
集
、
戦
死
者
の
追
吊
会
な
ど
の
戦
時
事
業
を
活
発
に
行
っ
た
。

　

戦
勝
祈
願
や
戦
死
者
追
吊
と
い
っ
た
儀
礼
は
、
日
頃
か
ら
祈
願
や
追
善
回
向
の
法

会
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
寺
院
に
と
っ
て
、
比
較
的
垣
根
が
低
く
、
実
施
し
や
す

い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
開
催
さ
れ
た
数
が
多
か
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
戦
時
に
対
応
し
た
事
業
は
、
教
団
が
寺
院
に
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は

一
国
民
と
し
て
当
然
の
ご
と
く
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

戦
時
事
業
は
、
国
民
の
信
頼
を
勝
ち
取
る
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
っ

た
が
、
国
家
へ
の
貢
献
を
示
す
た
め
、
ま
た
、
国
家
へ
接
近
し
て
い
く
た
め
に
も
重

要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
主
に
浄
土
宗
の
動
き
を
み
て
き
た
が
、
他
宗
派
に
お
い
て
は
、
寺
院

の
動
き
を
詳
細
に
描
い
た
研
究
は
管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
今
後
は
、
他
宗

派
で
の
寺
院
を
は
じ
め
と
し
た
動
向
を
考
察
し
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

よ
う
。
ま
た
、
全
国
規
模
で
の
戦
死
者
慰
霊
施
設
と
い
う
他
宗
派
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
忠
魂
祠
堂
建
設
の
動
き
が
な
ぜ
浄
土
宗
に
の
み
起
こ
っ
た
の
か
考
察
す
る
こ
と

も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
註

（
（
（
主
な
研
究
と
し
て
、
吉
田
久
一
「
日
清
戦
争
と
仏
教
」（
笠
原
一
男
博
士
還
暦
記
念
会

編
『
日
本
宗
教
史
論
集	

下
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
（、
三
八
五
～
四
一
五
頁
、

同
前
『
近
現
代
仏
教
の
歴
史
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
（、
柏
原
祐
泉
『
日
本
仏
教

史	

近
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
（、
木
場
明
志
「
明
治
期
対
外
戦
争
に
対
す
る

仏
教
の
役
割
―
真
宗
両
本
願
寺
派
を
例
と
し
て
―
」（
池
田
英
俊
編
『
論
集
日
本
仏
教
史	

第
八
巻	

明
治
時
代
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
（、
二
四
七
～
二
六
七
頁
、
栗
山
俊
之

「
日
清
戦
争
と
本
願
寺
派
教
団
」（『
龍
谷
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
九
号
、
龍

谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
（、
一
七
二
～
一
九
四
頁
、
名
和
月
之
介
「
仏

教
と
軍
事
援
護
事
業
―
日
清
戦
争
に
お
け
る
西
本
願
寺
教
団
の
事
業
を
端
緒
と
し
て
―
」

（『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要
』
第
四
〇
号
、
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
、
二
〇
〇

五
年
（、
一
一
～
二
八
頁
、
小
川
原
正
道
『
近
代
日
本
の
戦
争
と
宗
教
』（
講
談
社
、
二

〇
一
〇
年
（
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、『
中
外
日
報
』
は
、
戦
後
七
〇
年
の
特
集
と
し
て
、

日
清
戦
争
以
降
の
宗
教
界
と
戦
争
と
の
関
わ
り
を
年
表
に
ま
と
め
て
い
る
（『
中
外
日
報
』

第
二
八
一
〇
五
号
（
平
成
二
七
（
二
〇
一
五
（
年
七
月
二
九
日
（、
七
～
一
〇
頁
（。

（
（
（
新
野
和
暢
『
皇
道
仏
教
と
大
陸
布
教
―
十
五
年
戦
争
期
の
宗
教
と
国
家
―
』（
評
論
社
、

二
〇
一
四
年
（
な
ど
。

（
（
（
吉
田
前
掲
「
日
清
戦
争
と
仏
教
」。

（
（
（
小
川
原
前
掲
『
近
代
日
本
の
戦
争
と
宗
教
』。

（
（
（
浄
土
宗
の
動
き
と
し
て
は
、
野
田
秀
雄
「
近
代
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の
研
究
―
日

清
戦
争
従
軍
慰
問
使
覚
書
―
」（『
日
本
私
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
一
七
号
（
二
（、
日

本
私
学
教
育
研
究
所
、
一
九
八
一
年
（、
二
六
七
～
二
八
四
頁
、
日
蓮
宗
の
動
き
と
し
て

は
、
安
中
尚
史「
日
清
・
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
蓮
宗
従
軍
僧
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
日

蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
三
号
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
（、
一

～
一
五
頁
、
同
前
「
近
代
日
蓮
教
団
に
お
け
る
従
軍
僧
の
活
動
に
つ
い
て
」（『
印
度
學

佛
教
學
研
究
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一
九
九
六
年
（、
七
四
三

～
七
四
七
頁
が
あ
る
。

（
（
（
白
川
哲
夫
「
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
戦
死
者
追
弔
行
事
と
仏
教
界
―
浄
土
宗
を
中
心

に
―
』（『
洛
北
史
学
』
第
八
号
、
洛
北
史
学
会
、
二
〇
〇
六
年
（、
二
九
～
五
四
頁
、
同



一
一
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

前
『「
戦
没
者
慰
霊
」
と
近
代
日
本
―
殉
難
者
と
護
国
神
社
の
成
立
史
―
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
五
年
（。

（
（
（『
浄
土
教
報
』
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
会
編
『
新
纂
浄

土
宗
大
辞
典
』（
浄
土
宗
、
二
〇
一
六
年
（、
鷲
見
定
信
「
浄
土
宗
の
台
湾
布
教
―
明
治

期
を
通
し
て
―
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
三
〇
号
、
浄
土
宗
教
学
院
、
一
九
八
五
年
（、

一
〇
二
頁
を
参
照
。

（
（
（
括
弧
内
は
生
没
年
。
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
会
編
前

掲
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
を
参
照
し
た
。
以
下
も
同
様
に
浄
土
宗
関
係
の
主
要
人
物

に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。
な
お
、
所
属
お
よ
び
役
職
は
、
以
下
も
同
様
に
当
時
の
も
の
。

（
（
（『
浄
土
教
報
』
第
一
八
八
号
（
明
治
二
七
（
一
八
九
四
（
年
八
月
五
日
（。

（
（0
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
〇
号
（
明
治
二
七
年
八
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
一
号
（
明
治
二
七
年
九
月
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
二
号
（
明
治
二
七
年
九
月
一
五
日
（、『
浄
土
教
報
』
第
一
九
三

号
（
明
治
二
七
年
九
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
一
九
三
号
（
明
治
二
七
年
九
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
一
九
四
号
（
明
治
二
七
年
一
〇
月
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
五
号
（
明
治
二
七
年
一
〇
月
一
五
日
（、『
浄
土
教
報
』
一
九
六

号
（
明
治
二
七
年
一
〇
月
二
五
日
（、『
浄
土
教
報
』
第
一
九
九
号
（
明
治
二
七
年
一
一

月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
六
号
（
明
治
二
七
年
一
〇
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
九
号
（
明
治
二
七
年
一
一
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
二
〇
九
号
（
明
治
二
八
（
一
八
九
五
（
年
三
月
五
日
（。
こ
の
他
に

主
要
な
教
団
と
し
て
、
日
蓮
宗
も
従
軍
布
教
を
行
っ
た
（
安
中
前
掲
「
日
清
・
日
露
戦

争
に
お
け
る
日
蓮
宗
従
軍
僧
に
つ
い
て
の
一
考
察
」、
安
中
前
掲
「
近
代
日
蓮
教
団
に
お

け
る
従
軍
僧
の
活
動
に
つ
い
て
」
を
参
照
（。

（
（（
（
野
田
前
掲
「
近
代
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の
研
究
―
日
清
戦
争
従
軍
慰
問
使
覚
書
―
」、

二
八
一
～
二
八
二
頁
。

（
（0
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
三
号
（
明
治
二
七
年
九
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
一
九
九
号
（
明
治
二
七
年
一
一
月
二
五
日
（、
開
設
百
年
記
念
事
業

実
行
委
員
会
『
浄
土
宗
宗
議
会	

百
年
の
歩
み
』（
浄
土
宗
宗
議
会
、
二
〇
〇
一
年
（、
八

三
～
八
五
頁
。

（
（（
（
白
川
前
掲
「
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
戦
死
者
追
弔
行
事
と
仏
教
界
─
浄
土
宗
を
中
心

に
─
」、
白
川
前
掲『「
戦
没
者
慰
霊
」と
近
代
日
本
─
殉
難
者
と
護
国
神
社
の
成
立
史
─
』、

拙
稿
「
仏
教
教
団
に
よ
る
戦
死
者
慰
霊
の
展
開
─
忠
魂
祠
堂
を
事
例
と
し
て
─
」（『
宗

教
研
究
』
第
八
八
号
別
冊
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
五
年
（、
三
一
五
～
三
一
七
頁
を

参
照
。
な
お
一
部
で
あ
る
が
、
各
地
の
忠
魂
祠
堂
の
建
設
過
程
は
次
の
通
り
（『
浄
土
教

報
』、
大
橋
俊
雄
『
浄
土
宗
近
代
百
年
史
年
表
』（
東
洋
文
化
出
版
、
一
九
八
七
年
（
を

参
照
（。
小
倉
：
明
治
三
〇
年
一
一
月
、
落
成
、
明
治
三
一
年
五
月
、
慶
讃
式
。
明
治
三

二
年
三
月
に
は
、
忠
魂
祠
堂
で
は
初
の
陸
軍
公
葬
を
挙
行
。
広
島
：
明
治
二
九
年
二
月
、

建
設
地
を
購
入
。
明
治
三
一
年
一
〇
月
、
落
成
。
明
治
三
五
年
七
月
に
は
松
山
忠
魂
祠

堂
を
合
併
。
金
沢
：
明
治
二
八
年
二
月
に
建
設
事
務
規
程
、
明
治
三
一
年
一
〇
月
に
慶

讃
式
。
東
京
：
明
治
二
八
年
一
〇
月
に
東
京
府
よ
り
建
設
許
可
、
明
治
二
九
年
一
月
に

は
建
設
地
に
宗
務
所
が
移
転
。
宗
務
所
は
既
存
の
弥
生
館
に
置
か
れ
、
東
京
忠
魂
祠
堂

会
館
と
改
称
さ
れ
た
。
東
京
忠
魂
祠
会
館
で
は
、
明
治
三
〇
年
三
月
の
第
三
期
公
会
や

翌
年
の
第
二
臨
時
公
会
な
ど
宗
門
の
重
要
会
議
が
行
わ
れ
た
。
明
治
三
一
年
一
〇
月
、

落
成
。
慶
讃
式
は
明
治
三
三
年
春
に
挙
行
。
名
古
屋
：
明
治
三
一
年
五
月
、
建
設
地
を

購
入
。
明
治
三
三
年
一
一
月
に
着
工
し
、
明
治
三
五
年
一
一
月
に
竣
工
。
大
阪
：
明
治

三
五
年
一
二
月
、
慶
讃
式
。
名
古
屋
、
大
阪
、
熊
本
は
浄
土
宗
の
教
育
機
関
の
敷
地
内

に
置
か
れ
た
。

（
（（
（
千
野
学
禅
編
『
忠
魂
霊
名
録	

上
・
中
・
下
巻
』（
酬
四
恩
会
、
一
八
九
六
年
（。

（
（（
（
広
島
忠
魂
祠
堂
、
呉
忠
魂
祠
堂
で
確
認
。

（
（（
（
忠
魂
祠
堂
計
画
を
実
行
に
移
す
の
は
各
地
方
組
織
で
あ
っ
た
。
明
治
三
一
年
、
大
中

小
教
会
所
の
制
度
が
改
め
ら
れ
、
全
国
を
八
大
教
区
に
分
け
る
区
域
改
革
が
行
わ
れ
る

と
、
忠
魂
祠
堂
の
建
設
は
各
大
教
区
が
主
体
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
忠
魂
祠
堂
建
設
事

務
所
が
設
け
ら
れ
、
土
地
、
資
金
の
募
集
、
計
画
の
策
定
が
行
わ
れ
た
。
特
に
資
金
の

確
保
は
、
大
教
区
の
所
属
寺
院
、
檀
信
徒
に
拠
出
額
を
割
り
当
て
ら
れ
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
ま
た
、
地
元
の
有
力
者
へ
資
金
援
助
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

地
域
ご
と
に
資
金
確
保
や
計
画
策
定
の
進
捗
で
差
が
あ
り
、
建
設
を
断
念
し
た
と
こ
ろ



一
一
五

　
　
　
　
日
清
戦
争
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
戦
時
事
業

が
あ
っ
た
。
実
際
に
建
設
さ
れ
た
の
は
、
東
京
、
仙
台
、
名
古
屋
、
大
阪
、
広
島
、
熊
本
、

金
沢
、
松
山
、
小
倉
、
呉
、
横
須
賀
の
一
一
か
所
で
あ
っ
た
。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
四
〇
四
号
（
明
治
三
三
年
八
月
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
二
〇
八
号
（
明
治
二
八
年
二
月
二
五
日
（、『
浄
土
教
報
』
第
二
〇
九

号
（
明
治
二
八
年
三
月
五
日
（、『
浄
土
教
報
』
第
二
一
〇
号
（
明
治
二
八
年
三
月
一
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
二
一
三
号
（
明
治
二
八
年
四
月
一
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
二
二
四
号
（
明
治
二
八
年
八
月
五
日
（。

（
（0
（『
浄
土
教
報
』
第
二
三
二
号
（
明
治
二
八
年
一
〇
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
二
三
二
号
（
明
治
二
八
年
一
〇
月
二
五
日
（。

（
（（
（『
浄
土
教
報
』
第
二
三
五
号
（
明
治
二
八
年
一
一
月
二
五
日
（、『
浄
土
教
報
』
第
二
三

八
号
（
明
治
二
八
年
一
二
月
二
五
日
（。

　





一
一
七

　
　
　
　
近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
交
代
に
つ
い
て

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
な
る
に
は
原
則
と
し
て
関
東
十
八
檀
林
で
修
学
し
、

伝
法
を
相
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
（
に
制
定
さ
れ

た
「
照
誉
了
学
所
化
入
寺
掟
書
（
（
（

」
に
よ
れ
ば
、
一
五
歳
未
満
で
檀
林
の
学
寮
に
入
寺

す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
檀
林
で
は
九
部
宗
学
と
い
う
課
程
を
修
学
し
、
九

部
の
う
ち
名
目
部
・
頌
義
部
・
選
択
部
・
小
玄
義
部
・
大
玄
義
部
・
文
句
部
・
礼
讃

部
・
論
部
は
修
学
期
間
が
そ
れ
ぞ
れ
三
年
で
、
無
部
は
修
学
期
間
が
無
制
限
だ
っ
た
。

元
和
元
年
（
一
六
一
五
（
に
制
定
さ
れ
た
「
浄
土
宗
諸
法
度
（
（
（

」
で
は
、
両
脈
（
宗
脈
・

戒
脈
（
の
伝
授
は
修
学
年
数
一
五
年
以
上
、
璽
書
の
伝
授
は
二
〇
年
以
上
と
規
定
さ

れ
た
。
し
か
し
時
代
が
下
る
と
伝
法
に
必
要
な
修
学
年
数
は
次
第
に
短
縮
さ
れ
、
寛

文
一
一
年
（
一
六
七
一
（
の
「
関
東
諸
檀
林
掟
書
（
（
（

」
で
は
五
重
伝
授
は
修
学
五
年
、

血
脈
伝
授
は
一
〇
年
と
な
り
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
（
の
「
制
条
（
（
（

」
で
は
五
重
伝

授
は
修
学
三
年
、
宗
脈
伝
授
は
七
年
に
な
っ
た
。「
増
上
寺
入
寺
帳
」
を
分
析
し
た

梶
井
一
暁
氏
に
よ
る
と
寺
院
の
住
職
に
な
っ
た
者
の
檀
林
で
の
平
均
修
学
年
数
は
一

六
年
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
（
（
（

、
筆
者
は
以
前
に
明
治
五
年
（
一
九
七
二
（
に
作
成

さ
れ
た
『
本
末
一
派
寺
院
明
細
帳
』（
大
分
県
立
図
書
館
蔵
（
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、

幕
末
の
豊
後
国
に
お
け
る
住
職
の
平
均
修
行
年
数
は
八
年
だ
っ
た
（
（
（

。

　

浄
土
宗
の
寺
院
に
は
本
山
・
檀
林
・
紫
衣
地
・
別
格
寺
・
能
分
地
・
西
堂
地
・
平

僧
寺
・
塔
頭
な
ど
様
々
な
格
式
が
あ
り
、
格
式
の
高
い
寺
院
の
住
職
に
な
る
に
は
、

檀
林
で
さ
ら
に
長
期
間
修
行
し
、
朝
廷
よ
り
香
衣
上
人
号
を
授
与
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
。

　

筆
者
の
最
近
の
関
心
は
檀
林
住
職
の
交
代
に
あ
る
。「
浄
土
宗
檀
林
住
職
台
命
年

時
考
（
（
（

」
で
は
、
幕
府
の
公
式
記
録
で
あ
る
「
江
戸
幕
府
日
記
」
等
を
も
と
に
延
宝
三

年
（
一
六
七
五
（
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
（
ま
で
の
関
東
十
八
檀
林
・
引
込
紫

衣
地
・
四
箇
本
山
住
職
の
在
任
期
間
を
整
理
し
た
。
こ
れ
ら
寺
院
の
住
職
は
台
命
、

つ
ま
り
将
軍
の
命
令
に
よ
っ
て
住
職
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
「
江
戸
幕
府

日
記
」
に
台
命
住
職
に
関
す
る
記
事
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
始
点
を
江
戸
幕
府

が
誕
生
し
た
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
（
か
ら
で
は
な
く
、
延
宝
三
年
に
設
定
し
た
か

と
い
う
と
、
そ
の
年
に
檀
林
住
職
に
な
る
た
め
の
規
定
が
整
っ
た
の
と
、「（
史
料
紹

介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
（
（
（

」
で
紹
介
し
た
よ
う
に

江
戸
時
代
の
初
期
は
「
江
戸
幕
府
日
記
」
の
残
存
状
況
が
悪
く
、
い
つ
住
職
に
任
命

さ
れ
た
の
か
客
観
的
に
分
か
る
資
料
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

次
に
「
香
衣
檀
林
住
職
任
命
の
規
定
と
年
齢
（
（
（

」
で
、
延
宝
三
年
か
ら
慶
応
三
年
ま

で
に
香
衣
檀
林
に
出
世
し
た
三
九
二
人
を
分
析
し
た
。
こ
の
中
で
檀
林
住
職
を
任
命

　
近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
交
代
に
つ
い
て　

―
紫
衣
檀
林
を
中
心
に
―

�

石　

川　

達　

也　



一
一
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

す
る
際
の
規
定
に
つ
い
て
も
触
れ
、「
延
宝
三
年
条
目
」
で
香
衣
檀
林
住
職
の
資
格

者
が
規
定
さ
れ
、「
貞
享
二
年
下
知
状
」「
同
条
目
」
で
、
香
衣
檀
林
住
職
の
選
出
方

法
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
以
前
に
も
幕
府
の
意
向
に
よ
っ
て
檀
林
住

職
が
決
定
し
て
い
た
事
例
に
も
言
及
し
た
。
な
お
香
衣
檀
林
住
職
に
な
る
資
格
を
持

つ
者
は
、
増
上
寺
月
行
事
一
二
人
と
一
七
檀
林
の
伴
頭
一
七
人
の
合
計
二
九
人
で
あ

る
が
、
香
衣
檀
林
の
住
職
に
選
ば
れ
た
所
化
の
前
歴
は
増
上
寺
伴
頭
が
八
割
以
上
と

い
う
結
果
で
、
田
舎
檀
林
の
伴
頭
が
檀
林
住
職
に
な
る
事
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

香
衣
檀
林
住
職
に
就
任
し
た
時
の
平
均
年
齢
は
五
一
歳
で
、
香
衣
檀
林
の
住
職
を
し

た
後
は
、
一
枚
紫
衣
地
な
ど
へ
の
出
世
が
三
八
％
、
引
込
紫
衣
地
へ
の
移
転
が
三
四

％
、
遷
化
や
隠
居
が
二
八
％
と
ほ
ぼ
三
等
分
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
た
。
香
衣
檀

林
住
職
の
在
任
期
間
は
、
平
均
が
五
年
で
、
最
長
で
は
一
五
年
と
い
う
能
化
も
い
た
。

ま
た
引
込
紫
衣
地
へ
移
転
す
る
能
化
よ
り
、
一
枚
紫
衣
地
な
ど
に
出
世
す
る
能
化
の

方
が
、
在
任
期
間
が
長
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
、
延
宝
三
年
か
ら
慶
応
三
年
ま
で

に
、
引
込
紫
衣
地
・
一
枚
紫
衣
地
・
二
枚
紫
衣
地
・
三
枚
紫
衣
地
へ
そ
れ
ぞ
れ
移
転

し
た
能
化
の
べ
四
六
八
人
の
在
任
期
間
・
就
任
年
齢
な
ど
を
中
心
に
分
析
し
た
い
。

　

こ
こ
か
ら
は
本
稿
末
尾
の
【
表
１
】「
紫
衣
檀
林
任
命
年
表
」
を
も
と
に
検
討
す
る
。

こ
の
表
に
は
引
込
紫
衣
地
、
一
枚
紫
衣
地
、
二
枚
紫
衣
地
・
三
枚
紫
衣
地
に
任
命
さ

れ
た
記
事
を
そ
れ
ぞ
れ
年
代
順
に
並
べ
て
い
る
。
表
の
横
軸
は
紫
衣
檀
林
に
転
住
し

た
僧
侶
の
名
前
（
人
名
（、
紫
衣
檀
林
に
晋
山
す
る
前
の
立
場
（
前
任
（、
晋
山
し
た

紫
衣
檀
林
の
寺
院
名
、
紫
衣
檀
林
を
退
任
し
た
後
の
立
場
（
後
任
（、
紫
衣
檀
林
の

就
任
年
月
日
（
就
任
（、
紫
衣
檀
林
の
退
任
年
月
日
（
退
任
（、
紫
衣
檀
林
就
任
時
の

年
齢
（
年
齢
（、
紫
衣
檀
林
の
在
任
期
間
（
期
間
（
で
あ
る
。
ま
た
最
終
住
職
寺
院

に
没
年
を
記
し
た
（
没
年
（。
な
お
就
任
・
退
任
の
典
拠
は
「
浄
土
宗
檀
林
住
職
年

次
考
」
に
示
し
た
の
で
省
略
し
た
。
ま
た
就
任
や
退
任
の
年
時
が
分
か
ら
な
い
場
合

は
、
便
宜
的
に
前
住
の
退
任
の
翌
月
・
後
住
の
就
任
の
前
月
と
仮
定
し
、「
頃
」
と

し
た
。「
期
間
」
の
算
出
で
一
年
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
時
は
切
り
捨
て
た
。
す

な
わ
ち
在
任
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
は
〇
年
と
し
た
。
ま
た
退
任
が
明
治
以

降
に
な
る
場
合
は
在
任
期
間
を
計
算
し
な
か
っ
た
。

　

引
込
紫
衣
地
の
在
任
期
間
・
就
任
年
齢

　

引
込
紫
衣
地
と
は
、
金
戒
光
明
寺
・
清
浄
華
院
・
知
恩
寺
と
い
っ
た
京
都
の
本
山

や
、
岡
崎
大
樹
寺
・
駿
府
宝
台
院
・
西
久
保
天
徳
寺
・
浅
草
誓
願
寺
と
い
う
徳
川
家

の
菩
提
寺
で
、
紫
衣
着
用
が
許
さ
れ
格
式
の
高
い
寺
院
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
増
上

寺
や
知
恩
院
へ
出
世
が
望
め
な
い
寺
院
と
い
う
意
味
で
引
込
紫
衣
地
、
ま
た
は
引
込

檀
林
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
（
に
増
上
寺
役
者
察
常
・
秀
海

か
ら
寺
社
奉
行
へ
提
出
し
た
「
諸
宗
階
級
」
に
は
、

右
闕
如
之
節
者
、
香
衣
檀
林
十
二
ヶ
寺
之
内
、
方
丈
書
上
之
上
、
転
住
被
仰
付

候
、
但
右
拾
弐
ヶ
寺
之
内
、
御
当
山
役
者
相
勤
候
僧
者
、
為
役
儀
勤
功
、
引
込

紫
衣
七
ヶ
寺
江
者
、
方
丈
書
上
不
被
申
仕
来
ニ
御
座
候
、
但
当
人
達
而
相
願
、

被
書
上
候
者
、
格
別
之
義
ニ
御
座
候
（
（1
（

、

と
あ
り
、
引
込
紫
衣
地
の
欠
員
が
出
た
場
合
、
香
衣
檀
林
一
二
ヶ
寺
か
ら
、
増
上
寺

方
丈
（
住
職
（
の
書
き
上
げ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
ま
た
増
上
寺
所
化
役
者
を
勤
め

た
僧
は
当
人
が
希
望
し
な
い
限
り
、
引
込
紫
衣
地
に
書
き
上
げ
な
い
と
あ
る
。
所
化

役
者
経
験
者
の
引
込
紫
衣
地
住
職
就
任
に
つ
い
て
ま
た
後
で
触
れ
た
い
。

　

引
込
紫
衣
地
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
に
よ
っ
て
紫
衣
着
用
や
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
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近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
交
代
に
つ
い
て

え
ら
れ
た
年
代
、
住
職
が
台
命
に
な
っ
た
年
代
、
香
衣
檀
林
の
転
住
先
に
固
定
さ
れ

た
年
代
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
で
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

知
恩
寺
は
「
百
万
遍
知
恩
寺
誌
要
」
に
よ
る
と
二
一
世
法
誉
聖
然
が
文
明
五
年

（
一
四
七
三
（
に
後
土
御
門
天
皇
よ
り
与
え
ら
れ
た
紫
衣
綸
旨
が
浄
土
宗
で
最
初
の

紫
衣
綸
旨
だ
と
い
う
（
（（
（

。
し
か
し
『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
所
収
文
書
で
は
年
号
が

文
明
五
年
で
は
な
く
文
安
五
年
（
一
四
四
八
（
に
な
っ
て
お
り
（
（1
（

、
解
題
で
は
差
出
者

の
広
橋
綱
光
が
頭
右
大
弁
だ
っ
た
の
は
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
（
か
ら
同
三
年
ま
で

で
あ
る
か
ら
綸
旨
の
日
付
と
一
致
せ
ず
、
さ
ら
に
「
百
万
遍
知
恩
寺
誌
要
」
が
文
安

五
年
を
文
明
五
年
と
読
み
直
し
て
い
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
（1
（

。
そ
れ
以
降
は

二
七
世
笈
翁
が
天
文
一
三
年
（
一
五
四
四
（
に
後
奈
良
天
皇
よ
り
紫
衣
着
用
の
綸
旨

が
与
え
ら
れ
（
（1
（

、
二
八
世
岌
長
は
天
文
二
二
年
（
一
五
五
三
（
に
後
奈
良
天
皇
よ
り
勅

請
と
同
時
に
紫
衣
着
用
が
許
さ
れ
、
同
月
に
は
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え
ら
れ
た
（
（1
（

。
ま

た
台
命
は
「
百
万
遍
知
恩
寺
誌
要
」
に
よ
る
と
三
四
世
魯
公
が
初
見
で
あ
る
が
（
（1
（

、『
江

戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
の
は
正
保
元
年
（
一
六
四
四
（
三
八
世
究
嵓
か
ら
で

あ
る
（
（1
（

。
ま
た
檀
林
か
ら
転
住
し
た
も
の
と
し
て
善
導
寺
幡
随
意
・
蓮
馨
寺
源
公
が
い

る
が
香
衣
檀
林
の
転
住
先
に
固
定
さ
れ
た
の
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
（
に
浄
国
寺

か
ら
転
住
し
た
三
九
世
満
霊
か
ら
で
あ
っ
た
。【
表
１
】
に
は
四
〇
世
龍
頓
か
ら

六
〇
世
賢
龍
ま
で
記
載
し
た
。

　

金
戒
光
明
寺
は
二
六
世
盛
林
が
慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
（
に
後
陽
成
天
皇
よ
り

紫
衣
綸
旨
（
（1
（

が
与
え
ら
れ
て
以
降
、
歴
代
住
職
の
交
代
ご
と
に
発
給
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
、
金
戒
光
明
寺
に
は
綸
旨
と
そ
れ
を
納
め
る
箱
が
現
存
し
て
い
る
（
（1
（

。
台
命
は
「
黒

谷
誌
要
」
に
よ
る
と
二
八
世
潮
呑
が
初
出
で
あ
る
が
（
11
（

、『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認

で
き
た
の
は
正
保
三
年
（
一
六
四
六
（
三
〇
世
呑
屋
か
ら
で
あ
っ
た
（
1（
（

。
香
衣
檀
林
の

転
住
先
と
し
て
固
定
さ
れ
た
の
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
（
に
東
漸
寺
よ
り
転
住
し

た
三
三
世
順
長
か
ら
で
あ
る
。
な
お
【
表
１
】
に
は
三
四
世
酉
村
か
ら
五
六
世
定
円

ま
で
記
載
し
た
。

　

清
浄
華
院
は
二
八
世
三
休
が
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
（
に
正
親
町
天
皇
よ
り
紫
衣

綸
旨
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
11
（

。
そ
れ
以
降
の
紫
衣
綸
旨
は『
京
都
浄
土
宗
寺
院
古
文
書
』

で
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
清
浄
華
院
―
そ
の
歴
史
と
遺
宝
―
』
に
は
四
一
世
良

聖
以
降
は
ほ
と
ん
ど
の
歴
代
の
紫
衣
綸
旨
と
そ
れ
に
添
え
ら
れ
る
女
房
奉
書
が
残
っ

て
い
る
と
い
う
（
11
（

。
清
浄
華
院
は
勅
請
に
よ
っ
て
住
職
が
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
四
六

世
恢
龍
か
ら
勅
請
と
あ
わ
せ
て
台
命
も
受
け
る
こ
と
に
な
り
（
11
（

、『
江
戸
幕
府
日
記
』

の
一
種
『
柳
営
日
次
記
』
で
の
初
出
は
四
六
世
恢
龍
で
あ
る
。
香
衣
檀
林
の
転
住
先

と
し
て
固
定
さ
れ
た
の
は
他
の
本
山
よ
り
も
遅
く
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
（
霊
山

寺
よ
り
転
住
し
た
五
〇
世
顕
照
か
ら
で
あ
る
。【
表
１
】
に
は
四
六
世
恢
龍
か
ら

六
二
世
貞
也
ま
で
記
載
し
た
。

　

大
樹
寺
は
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
（
に
後
陽
成
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与

え
ら
れ
た
（
11
（

。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
大
樹
寺
の
台
命
記
事
は
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
（
に
駿
府
報
土
寺
よ
り
転
住
し
た
二
三
世
霜
月
か
ら
で
（
11
（

、
香
衣
檀
林
の

転
住
先
と
し
て
固
定
さ
れ
た
の
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
（
に
大
念
寺
よ
り
転
住
し

た
二
四
世
輪
超
か
ら
で
あ
る
。【
表
１
】
に
は
二
六
世
霊
円
か
ら
五
〇
世
真
我
ま
で

記
載
し
た
。

　

宝
台
院
は
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
（
に
後
水
尾
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え

ら
れ
た
（
11
（

。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
宝
台
院
の
台
命
記
事
は
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
（
に
増
上
寺
所
化
よ
り
晋
山
し
た
九
世
善
徹
か
ら
で
（
11
（

、
香
衣
檀
林
の
転

住
先
と
し
て
固
定
さ
れ
た
の
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
（
に
勝
願
寺
よ
り
転
住
し
た
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一
七
世
欣
説
か
ら
で
あ
る
。【
表
１
】
に
は
一
三
世
団
廓
よ
り
二
七
世
霊
丈
ま
で
記

載
し
た
。

　

天
徳
寺
は
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
（
に
東
山
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え

ら
れ
た
（
11
（

。『
柳
営
日
次
記
』
で
確
認
で
き
た
天
徳
寺
の
台
命
記
事
は
元
禄
一
五
年

（
一
七
〇
二
（
浄
国
寺
よ
り
転
住
し
た
二
二
世
卓
禅
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
時
よ
り
香

衣
檀
林
の
転
住
先
と
な
っ
た
。【
表
１
】に
は
卓
禅
よ
り
四
二
世
密
順
ま
で
記
載
し
た
。

　

誓
願
寺
は
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
（
に
東
山
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え

ら
れ
た
（
11
（

。『
柳
営
日
次
記
』
で
確
認
で
き
た
誓
願
寺
の
台
命
記
事
は
正
徳
元
年

（
一
七
一
一
（
大
念
寺
よ
り
転
住
し
た
一
七
世
了
円
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
時
よ
り
香

衣
檀
林
の
転
住
先
と
な
っ
た
。【
表
１
】に
は
了
円
よ
り
三
五
世
隆
恭
ま
で
記
載
し
た
。

　

次
に
【
表
１
】
を
も
と
に
集
計
し
た
【
表
２
】「
引
込
紫
衣
地
の
前
任
・
後
任
・

在
任
期
間
・
就
任
年
齢
」
を
見
て
い
き
た
い
。
引
込
紫
衣
地
の
前
任
は
各
香
衣
檀
林

よ
り
ま
ん
べ
ん
な
く
来
て
い
る
が
、
細
か
く
見
る
と
蓮
馨
寺
と
霊
巌
寺
が
七
人
と
少

な
く
結
城
弘
経
寺
が
一
八
人
と
最
も
多
か
っ
た
。ま
た
香
衣
檀
林
以
外
に
は
団
廓（
信

光
明
寺
→
宝
台
院
（、
相
山
（
増
上
寺
伴
頭
→
宝
台
院
（、
歴
巡
（
三
河
松
応
寺
→
宝

台
院
（、
恢
龍
（
伝
通
院
伴
頭
→
清
浄
華
院
（、
哲
冏
（
讃
岐
法
然
寺
→
清
浄
華
院
（、

秋
白
（
江
戸
本
誓
寺
→
清
浄
華
院
（、
善
定
（
大
念
寺
隠
居
→
大
樹
寺
（、
鸞
洲
（
蝦

夷
善
光
寺
隠
居
→
誓
願
寺
（
が
い
た
。
ほ
と
ん
ど
の
引
込
紫
衣
地
の
住
職
の
後
任
は

隠
居
（
二
九
・
九
％
（
か
遷
化
（
六
八
・
七
％
（
で
、
例
外
と
し
て
知
恩
寺
五
七
世
か

ら
増
上
寺
へ
転
住
し
た
巨
東
や
、
清
浄
華
院
五
五
世
か
ら
伝
通
院
に
転
住
し
後
に
知

恩
院
へ
転
住
し
た
聖
道
が
い
た
。

　

引
込
紫
衣
地
住
職
の
平
均
在
任
期
間
は
九
年
で
、
最
短
は
沢
秀
・
祐
頓
・
瑞
潭
・

栄
随
・
霊
忠
・
了
海
・
戒
堂
の
一
年
未
満
、
最
長
は
弁
良
の
三
一
年
で
あ
っ
た
。
ま

た
年
齢
の
分
か
る
三
四
人
を
分
析
す
る
と
、
引
込
紫
衣
地
の
就
任
し
た
時
の
平
均
年

齢
は
五
四
歳
で
、
最
年
少
は
密
善
の
四
三
歳
、
最
年
長
は
念
潮
の
六
八
歳
だ
っ
た
。

平
均
寿
命
は
六
五
歳
で
、
最
年
少
は
密
善
の
四
四
歳
、
最
年
長
は
弁
苗
の
八
五
歳
だ

っ
た
。

【
表
２
】「
引
込
紫
衣
地
の
前
任
・
後
任
・
在
任
期
間
・
就
任
年
齢
」

前任 人 ％
勝願寺 9 6.4%
東漸寺 13 9.2%
大巌寺 12 8.5%
蓮馨寺 7 5.0%
結城 18 12.8%
大善寺 9 6.4%
浄国寺 13 9.2%
善導寺 9 6.4%
幡随院 13 9.2%
霊巌寺 7 5.0%
霊山寺 13 9.2%
大念寺 10 7.1%
大念寺隠居 1 0.7%
信光明寺 1 0.7%
増上寺伴頭 1 0.7%
伝通院伴頭 1 0.7%
三河松応寺 1 0.7%
讃岐法然寺 1 0.7%
江戸本誓寺 1 0.7%
蝦夷善光寺隠居 1 0.7%

後任 人 ％
増上寺 1 0.7%
伝通院 1 0.7%
隠居 40 29.9%
遷化 92 68.7%

有効数　（人） 134 
平均在任期間（年） 9 
最短　（年） 0 
最長　（年） 31 

年齢判明数　（人） 34 
就任平均年齢　（歳） 54 
最年少　（歳） 43 
最年長　（歳） 68 

平均寿命　（歳） 65 
最年少　（歳） 44 
最年長　（歳） 85 



一
二
一

　
　
　
　
近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
交
代
に
つ
い
て

所
化
役
者
経
験
者
の
引
込
紫
衣
地
住
職

　
「
浄
土
宗
史
」
に
よ
れ
ば
、
引
込
紫
衣
地
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
香
衣
檀
林
能
化

に
と
っ
て
有
難
迷
惑
で
あ
り
、
こ
れ
を
逃
れ
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の

一
例
と
し
て
文
化
八
年
（
一
八
一
一
（
七
月
に
清
浄
華
院
が
無
住
に
な
る
と
、
霊
山

寺
秀
海
が
後
住
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
秀
海
は
増
上
寺
で
所
化
役
者
を
勤
め
た
も
の
は

引
込
紫
衣
地
に
推
薦
さ
れ
な
い
慣
例
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
幕
府
は
そ
の
よ

う
な
根
拠
は
な
い
と
し
て
秀
海
に
隠
居
を
命
じ
た
と
い
う
（
1（
（

。
こ
れ
は
清
浄
華
院
五
六

世
知
音
が
文
化
八
年
五
月
一
一
日
に
没
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
年
一
一
月
一
六
日
に

蓮
馨
寺
貞
道
が
清
浄
華
院
の
後
住
に
任
命
さ
れ
る
と
同
時
に
、
増
上
寺
三
臘
貞
瑞
が

霊
山
寺
住
職
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
『
江
戸
幕
府
日
記
』
か
ら
も
確
認
で
き
る
。『
三

縁
山
志
』
に
秀
海
は
文
化
八
年
に
霊
山
寺
を
退
隠
し
伊
皿
子
に
住
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
（
11
（

。

　

そ
れ
で
は
所
化
役
者
経
験
者
が
ど
れ
だ
け
引
込
紫
衣
地
の
住
職
に
就
任
し
た
か
確

認
し
た
い
。
宇
高
良
哲
氏
が
作
成
し
た
「
増
上
寺
所
化
役
者
譜
年
次
表
（
11
（

」
に
み
ら
れ

る
所
化
役
者
の
う
ち
一
枚
紫
衣
地
か
引
込
紫
衣
地
に
転
住
し
た
能
化
は
【
表
１
】
に

は
四
一
人
い
た
（
11
（

。
そ
の
う
ち
引
込
紫
衣
地
の
住
職
に
な
っ
た
の
は
一
一
人
お
り
（
11
（

、

二
七
％
が
引
込
紫
衣
地
の
住
職
に
選
ば
れ
て
い
た
。
香
衣
檀
林
全
体
か
ら
引
込
紫
衣

地
に
転
住
し
た
割
合
は
三
四
％
な
の
で
（
11
（

、
そ
れ
よ
り
は
低
い
も
の
の
、
所
化
役
者
を

勤
め
た
者
が
と
り
わ
け
引
込
紫
衣
地
の
住
職
に
選
ば
れ
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。

一
枚
紫
衣
地
の
在
任
期
間
・
就
任
年
齢

　

一
枚
紫
衣
地
は
一
命
紫
衣
地
・
初
命
紫
衣
地
と
も
い
い
、
飯
沼
弘
経
寺
・
新
田
大

光
院
・
瓜
連
常
福
寺
で
、
後
に
香
衣
檀
林
だ
っ
た
深
川
霊
巌
寺
が
加
わ
っ
た
。「
諸

宗
階
級
」
に
は
、

右
闕
如
之
節
者
、
是
又
香
衣
檀
林
拾
弐
箇
寺
之
内
、
方
丈
書
上
之
上
、
移
転
被

仰
付
候
（
11
（

、

と
あ
り
、
一
枚
紫
衣
地
の
欠
員
が
出
た
場
合
、
香
衣
檀
林
一
二
ヶ
寺
か
ら
、
増
上
寺

方
丈
の
書
き
上
げ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。

　

大
光
院
は
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
（
に
徳
川
家
康
が
先
祖
と
す
る
新
田
義
重
の

菩
提
を
弔
う
た
め
大
善
寺
三
世
呑
龍
を
開
山
に
迎
え
て
建
立
し
た
も
の
で
、
大
善
寺

か
ら
大
光
院
ま
で
伝
馬
朱
印
が
交
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
11
（

、
創
建
当
初
か
ら
徳
川
幕

府
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
。
呑
龍
は
元
和
八
年
（
一
六
二
二
（
に
将
軍
秀
忠
の
意
向

に
よ
り
上
洛
し
、
後
水
尾
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え
ら
れ
た
（
11
（

。『
江
戸
幕
府

日
記
』
で
確
認
で
き
た
大
光
院
の
台
命
記
事
は
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
（
宝
台
院
よ

り
転
住
し
た
七
世
露
白
か
ら
で
（
11
（

、【
表
１
】
に
は
一
四
世
春
岳
か
ら
六
二
世
愍
徴
ま

で
を
記
載
し
た
。

　

飯
沼
弘
経
寺
は
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
（
に
明
正
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が

与
え
ら
れ
た
（
1（
（

。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
弘
経
寺
の
台
命
記
事
は
寛
永

一
七
年
（
一
六
四
〇
（
浄
国
寺
よ
り
転
住
し
た
一
二
世
文
宗
か
ら
で
（
11
（

、【
表
１
】
に

は
二
一
世
茂
産
か
ら
六
九
世
専
達
ま
で
記
載
し
た
。

　

常
福
寺
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
（
に
霊
元
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え
ら

れ
た
（
11
（

。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
常
福
寺
の
台
命
記
事
は
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
（
増
上
寺
月
行
事
か
ら
出
世
し
た
一
八
世
相
閑
か
ら
で
（
11
（

、【
表
１
】
に
は

二
一
世
玄
察
か
ら
六
九
世
順
冏
ま
で
記
載
し
た
。

　

霊
巌
寺
は
江
戸
時
代
末
期
の
安
政
元
年
（
一
八
五
四
（
に
常
紫
衣
の
綸
旨
を
与
え



一
二
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

ら
れ
た
（
11
（

。【
表
１
】
に
は
三
〇
世
俊
光
よ
り
三
二
世
厳
城
ま
で
記
載
し
た
。
そ
れ
以

前
の
歴
代
は
拙
稿
「
香
衣
檀
林
住
職
任
命
の
規
定
と
年
齢
」
で
検
討
し
た
。

　
【
表
３
】
を
み
る
と
、
一
枚
紫
衣
地
に
移
転
し
た
一
五
〇
人
の
前
任
は
、
ま
ん
べ

ん
な
く
香
衣
檀
林
か
ら
来
て
い
る
が
、
勝
願
寺
が
七
人
と
最
も
少
な
く
、
大
善
寺
が

一
六
人
と
最
も
多
か
っ
た
。
こ
の
他
に
感
栄
・
玄
察
・
良
我
・
白
玄
の
よ
う
に
同
じ

一
枚
紫
衣
地
か
ら
大
光
院
へ
転
住
す
る
者
も
い
た
。
後
任
は
光
明
寺
と
伝
通
院
と
隠

居
・
遷
化
が
ほ
ぼ
三
等
分
に
な
っ
て
い
る
が
、
霊
玄
・
古
巌
・
雲
臥
が
増
上
寺
へ
、

感
栄
・
鸞
宿
・
定
説
・
歓
幢
が
知
恩
院
へ
転
住
し
て
い
る
。

　

ま
た
一
枚
紫
衣
地
の
平
均
在
任
期
間
は
三
年
で
、
香
衣
檀
林
や
引
込
紫
衣
地
の
在

任
期
間
と
比
較
す
る
と
短
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
在
任
期
間
の
最
短
は
春
岳
・
感

栄
・
了
也
・
良
我
・
白
玄
・
沢
春
・
白
随
・
周
天
・
霊
妙
・
大
休
・
孝
沾
の
一
年
以

内
、
最
長
は
秦
冏
の
一
一
年
だ
っ
た
。
年
齢
の
分
か
る
五
四
人
で
分
析
す
る
と
、
一

枚
紫
衣
地
に
就
任
し
た
時
の
平
均
年
齢
は
六
〇
歳
で
、
引
込
紫
衣
地
と
比
較
す
る
と

高
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
最
年
少
は
念
海
の
四
五
歳
、
最
年
長
は
岸
了
の
六
七
歳

だ
っ
た
。

【
表
３
】「
一
枚
紫
衣
地
の
前
任
・
後
任
・
在
任
期
間
・
就
任
年
齢
」

前任 人 ％
勝願寺 7 4.7%
東漸寺 13 8.7%
大巌寺 12 8.0%
蓮馨寺 15 10.0%
結城 12 8.0%
大善寺 16 10.7%
浄国寺 12 8.0%
善導寺 15 10.0%
幡随院 13 8.7%
霊巌寺 8 5.3%
霊山寺 11 7.3%
大念寺 12 8.0%
飯沼弘経寺 2 1.3%
常福寺 2 1.3%

後任 人 ％
増上寺 3 2.1%
知恩院 4 2.8%
光明寺 46 31.7%
伝通院 46 31.7%
大光院 4 2.8%
遷化 34 23.4%
隠居 8 5.5%

有効数　（人） 146 
平均在任期間（年） 3 
最短　（年） 0 
最長　（年） 11 

年齢判明数　（人） 54 
就任平均年齢　（歳） 60 
最年少　（歳） 45 
最年長　（歳） 67 

二
枚
紫
衣
地
の
在
任
期
間
・
就
任
年
齢

　

二
枚
紫
衣
地
は
再
命
紫
衣
地
と
も
い
い
、
小
石
川
伝
通
院
と
鎌
倉
光
明
寺
の
二
ヶ

寺
で
あ
る
。「
諸
宗
階
級
」
に
は
、

右
闕
如
之
節
者
、
前
文
紫
衣
檀
林
三
ヶ
寺
之
内
、
方
丈
書
上
之
、
移
転
被
仰
付

候
（
11
（

、

と
あ
り
、
二
枚
紫
衣
地
の
欠
員
が
出
た
場
合
、
一
枚
紫
衣
地
三
ヶ
寺
か
ら
、
増
上
寺

方
丈
の
書
き
上
げ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
と
あ
る
。



一
二
三

　
　
　
　
近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
交
代
に
つ
い
て

　

伝
通
院
は
家
康
の
生
母
於
大
の
方
の
菩
提
を
弔
う
た
め
慶
長
一
三
年（
一
六
〇
八
）

頃
建
立
さ
れ
、
当
初
か
ら
幕
府
の
由
緒
寺
院
で
あ
り
）
（4
（

、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に

後
水
尾
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え
ら
れ
た
）
（4
（

。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で

き
た
伝
通
院
の
台
命
記
事
は
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
館
林
善
導
寺
か
ら
転
住
し

た
四
世
聞
悦
か
ら
で
）
（4
（

、【
表
１
】
に
は
一
一
世
琳
冏
か
ら
六
〇
世
俊
光
ま
で
記
載
し
た
。

　

光
明
寺
は
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
に
後
土
御
門
天
皇
よ
り
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与

え
ら
れ
た
）
（5
（

。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
光
明
寺
の
台
命
記
事
は
正
保
三
年

（
一
六
四
六
）
大
念
寺
か
ら
転
住
し
た
三
七
世
旧
応
か
ら
で
）
（5
（

、【
表
１
】
に
は
四
七
世

萬
量
か
ら
九
七
世
諦
善
ま
で
記
載
し
た
。

　

二
枚
紫
衣
地
に
移
転
し
た
一
〇
一
人
の
う
ち
、【
表
４
】
を
み
る
と
前
任
は
一
枚

紫
衣
地
の
常
福
寺
・
弘
経
寺
・
大
光
院
か
ら
が
多
数
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
霊
円
（
霊

巌
寺
）・
孤
雲
（
浄
国
寺
）・
了
碩
（
幡
随
院
）
が
光
明
寺
へ
、
智
堂
（
霊
巌
寺
隠
居
）・

聖
道
（
清
浄
華
院
）
が
伝
通
院
へ
転
住
し
た
。
ま
た
霊
巌
寺
が
一
枚
紫
衣
地
に
な
っ

て
か
ら
大
宣
と
俊
光
が
伝
通
院
へ
転
住
し
た
。
後
任
は
増
上
寺
と
知
恩
院
と
隠
居
・

遷
化
が
ほ
ぼ
三
等
分
と
な
っ
た
。
平
均
在
任
期
間
が
三
年
と
短
い
の
は
一
枚
紫
衣
地

と
同
じ
で
あ
る
。
在
任
期
間
の
最
短
は
林
冏
・
是
真
・
意
哲
・
岸
了
・
利
天
・
了
般
・

仙
雅
・
亨
弁
・
円
海
・
単
笛
・
在
定
・
円
徹
・
観
善
・
定
学
・
哲
巌
・
学
天
が
一
年

未
満
で
、
在
任
期
間
の
最
長
は
霊
円
・
実
海
・
玄
順
の
九
年
で
あ
る
。
年
齢
の
分
か

る
五
二
人
で
分
析
す
る
と
、
二
枚
紫
衣
地
に
就
任
し
た
時
の
平
均
年
齢
は
六
四
歳
で
、

最
年
少
は
念
海
の
五
〇
歳
、
最
年
長
は
利
天
の
七
二
歳
だ
っ
た
。

【
表
４
】「
二
枚
紫
衣
地
の
前
任
・
後
任
・
在
任
期
間
・
就
任
年
齢
」

前任 人 ％
常福寺 29 28.7%
飯沼弘経寺 30 29.7%
大光院 35 34.7%
霊巌寺 3 3.0%
浄国寺 1 1.0%
幡随院 1 1.0%
霊巌寺隠居 1 1.0%
清浄華院 1 1.0%

後任 人 ％
増上寺 34 34.3%
知恩院 31 31.3%
隠居 6 6.1%
遷化 28 28.3%

有効数　（人） 99 
平均在任期間（年） 3 
最短　（年） 0 
最長　（年） 9 

年齢判明数　（人） 52 
就任平均年齢　（歳） 64 
最年少　（歳） 50 
最年長　（歳） 72 

三
枚
紫
衣
地
の
在
任
期
間
・
就
任
年
齢

　

三
枚
紫
衣
地
（
三
命
紫
衣
地
）
は
増
上
寺
と
知
恩
院
の
二
ヶ
寺
で
、
大
僧
正
と
な

っ
て
緋
衣
を
着
ら
れ
る
こ
と
か
ら
緋
衣
檀
林
と
も
呼
ば
れ
る
。「
諸
宗
階
級
」
に
は
、

　
　

右
両
山
闕
如
之
節
者
、
伝
通
院
光
明
寺
之
内
ゟ
、
住
職
被
仰
付
候
）
（5
（

、

と
あ
り
、
知
恩
院
と
増
上
寺
か
ら
欠
員
が
出
た
場
合
、
伝
通
院
と
光
明
寺
の
中
か
ら

住
職
が
選
ば
れ
る
と
あ
る
。

　

増
上
寺
は
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
後
陽
成
天
皇
よ
り
存
応
に
紫
衣
綸
旨
が
与

え
ら
れ
）
（5
（

、
同
一
三
年
に
常
紫
衣
の
綸
旨
が
与
え
ら
れ
た
）
（（
（

。
ま
た
元
禄
七
年

（
一
六
九
四
）
に
三
二
世
了
也
が
浄
土
宗
で
初
め
て
大
僧
正
に
任
命
さ
れ
）
（（
（

、
正
徳
元

年
（
一
七
一
一
）
に
三
六
世
祐
天
が
住
職
就
任
と
大
僧
正
任
命
が
同
日
（
即
席
大
僧

正
）
に
な
り
、
以
降
通
例
と
な
っ
た
）
（5
（

。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
増
上
寺

の
台
命
記
事
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
光
明
寺
よ
り
転
住
し
た
一
六
世
伝
察
か
ら

で
）
（4
（

、【
表
１
】
に
は
二
八
世
詮
雄
か
ら
六
八
世
明
賢
ま
で
記
載
し
た
。



一
二
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

知
恩
院
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
（
後
陽
成
天
皇
よ
り
二
九
世
尊
照
に
紫
衣
綸
旨

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
（
六
月
に
「
勅
許
紫
衣
之
法
度
」

が
出
さ
れ
、
大
徳
寺
・
妙
心
寺
・
知
恩
寺
・
知
恩
院
・
浄
華
院
・
泉
涌
寺
・
粟
生
光

明
寺
の
住
職
就
任
の
勅
許
を
出
す
前
に
幕
府
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
（
11
（

、
こ
の
法
度
が
出
さ
れ
る
ま
で
に
知
恩
院
・
知
恩
寺
・
清
浄
華
院
の
住
職

は
勅
許
に
よ
っ
て
紫
衣
が
着
用
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
駿
府
記
』
で

は
泉
涌
寺
の
代
わ
り
に
金
戒
光
明
寺
が
記
述
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
宝
永
四
年（
一
七
〇
七
（

に
四
三
世
円
理
が
大
僧
正
に
任
命
さ
れ
た
が
（
11
（

、
増
上
寺
の
よ
う
に
住
職
任
命
と
同
時

に
任
官
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
住
職
任
命
の
翌
年
に
任
官
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

そ
の
た
め
六
八
世
説
玄
の
よ
う
に
住
職
に
な
っ
て
一
年
足
ら
ず
で
遷
化
し
た
場
合
、

大
僧
正
に
任
官
さ
れ
て
い
な
い
。『
知
恩
院
史
』
で
は
三
〇
世
法
雲
が
台
命
の
初
出

で
あ
る
が
（
1（
（

、『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
確
認
で
き
た
の
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
（
光

明
寺
か
ら
転
住
し
た
三
五
世
旧
応
か
ら
で
あ
っ
た
（
11
（

。【
表
１
】
に
は
三
九
世
感
栄
か

ら
七
三
世
学
天
ま
で
記
載
し
た
。

　

三
枚
紫
衣
地
に
移
転
し
た
七
六
人
の
う
ち
、【
表
５
】
を
み
る
と
前
任
は
伝
通
院

と
光
明
寺
が
多
数
で
あ
る
が
、
霊
玄
・
古
巌
・
雲
臥
が
飯
沼
弘
経
寺
よ
り
、
感
栄
・

歓
幢
が
大
光
院
よ
り
、
鸞
宿
が
常
福
寺
よ
り
、
巨
東
が
知
恩
寺
よ
り
、
顕
道
が
勝
願

寺
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
転
住
し
て
い
る
。
再
住
と
は
増
上
寺
坊
中
と
大
衆
が
座
次
を
め
ぐ

っ
て
争
っ
た
香
衣
騒
動
の
責
任
を
と
っ
て
増
上
寺
五
九
世
顕
了
が
辞
職
し
た
後
に
、

台
命
に
よ
っ
て
六
〇
世
と
し
て
再
住
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
枚
紫
衣
地
の
住
職
に
な

る
と
そ
れ
以
上
転
住
す
る
寺
院
は
な
い
の
で
、
隠
居
か
遷
化
と
な
る
が
、
隠
居
は
後

任
の
五
九
・
五
％
だ
が
（
11
（

、
増
上
寺
と
知
恩
院
で
そ
れ
ぞ
れ
み
る
と
、
増
上
寺
の
隠
居

率
は
九
〇
％
、
知
恩
院
は
二
三
・
五
％
と
な
り
、
増
上
寺
の
住
職
の
ほ
と
ん
ど
が
隠

居
し
た
一
方
、
知
恩
院
の
住
職
は
在
職
中
に
遷
化
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
三

枚
紫
衣
地
の
平
均
在
任
期
間
は
四
年
で
、
在
任
期
間
の
最
短
は
白
玄
の
一
年
未
満
、

最
長
は
秀
道
の
一
三
年
だ
っ
た
。
年
齢
の
分
か
る
五
七
人
で
分
析
す
る
と
、
就
任
年

齢
の
平
均
は
六
八
歳
で
、
最
年
少
は
念
海
の
五
五
歳
、
最
年
長
は
詮
察
の
七
七
歳
だ

っ
た
。
三
枚
紫
衣
地
住
職
の
寿
命
の
平
均
は
七
五
歳
で
、
短
命
だ
っ
た
の
は
巨
東
の

六
一
歳
、
長
寿
だ
っ
た
の
は
円
理
の
八
九
歳
だ
っ
た
。

【
表
５
】「
三
枚
紫
衣
地
の
前
任
・
後
任
・
在
任
期
間
・
就
任
年
齢
」

前任 人 ％
伝通院 32 42.1%
光明寺 35 46.1%
飯沼弘経寺 3 3.9%
大光院 2 2.6%
常福寺 1 1.3%
再住 1 1.3%
勝願寺 1 1.3%
知恩寺 1 1.3%

後任 人 ％
隠居 44 59.5%
遷化 30 40.5%

有効数　（人） 74 
平均在任期間（年） 4 
最短　（年） 0 
最長　（年） 13 

年齢判明数　（人） 57 
平均年齢　（歳） 68 
最年少　（歳） 55 
最年長　（歳） 77 

平均寿命　（歳） 75 
最年少　（歳） 61 
最年長　（歳） 89 

　

ま
た
香
衣
檀
林
に
初
め
て
住
職
し
て
か
ら
三
枚
紫
衣
地
の
住
職
に
な
る
ま
で
の
平

均
年
数
は
一
六
年
で
、
最
短
は
霊
玄
と
秀
道
の
九
年
、
最
長
は
詮
察
の
二
四
年
だ
っ

た
。

檀
林
住
職
の
年
齢

　

最
後
に
檀
林
住
職
の
年
齢
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。
平
成
二
九
年
の
浄
土
宗
総
合
学

術
大
会
の
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
延
宝
三
年
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
に
香
衣
檀
林

に
任
命
さ
れ
た
三
九
一
人
に
つ
い
て
、
香
衣
檀
林
任
命
順
に
並
べ
た
表
を
掲
示
し
た
。

表
の
縦
軸
は
年
号
、
横
軸
に
は
檀
林
住
職
の
名
前
と
生
没
年
の
分
か
る
者
は
そ
の
年

【
表
６
】「
入
寺
帳
記
載
年
と
実
年
齢
の
比
較
」

生年 入寺年 記載年齢 実年齢 生年典拠
貞現 1707 1719 13 知恩院史
隆善 1707 1722 16 三縁山志
周益 1709 1726 18 仏法山東漸寺史
祐月 1713 1726 14 知恩院史
満空 1718 1728 11 三縁山志
在定 1734 1730 15 幹事便覧
霊忠 1718 1732 15 15 黒谷誌要
興玄 1716 1734 15 19 知恩院史
感霊 1719 1734 16 16 黒谷誌要
震純 1727 1734 15 15
円宣 1718 1735 15 18 三縁山志
定説 1725 1739 15 15 知恩院史
智堂 1726 1741 15 16 三縁山志
聖道 1732 1744 13 知恩院史
鸞山 1730 1744 15 幹事便覧
霊長 1733 1748 15 16 黒谷誌要
念海 1745 1750 6 牛島村出身の高僧
霊麟 1739 1751 13 知恩院史
祐水 1743 1754 15 12 順誉祐水上人の業績
智厳 1739 1754 16 知恩院史
在禅 1739 1755 15 17 大本山増上寺史
祐信 1748 1756 15 9 瀧山大善寺志

貞海（眼誉）1738 1756 15 19 御当山世代記
俊海 1740 1758 15 19 黒谷誌要
典海 1739 1758 15 20 三縁山志
戒堂 1748 1761 15 14 黒谷誌要
原澄 1753 1765 13 黒谷誌要
了珉 1753 1767 15 幹事便覧
在妙 1756 1770 15 15 幹事便覧
教因 1760 1775 15 16 仏法山東漸寺史

貞瑞（察誉）1766 1777 15 12 知恩院史
玄宣 1765 1780 15 16 仏法山東漸寺史
徳定 1765 1780 16 続日本高僧伝
説行 1772 1782 15 11 知恩院史
説玄 1770 1784 15 15 知恩院史
洞海 1769 1784 15 16 仏法山東漸寺史
顕海 1769 1784 16 黒谷誌要
巨道 1791 1799 9 黒谷誌要

弁良（義誉）1789 1801 15 13 義誉上人略伝
密善 1809 1818 10 黒谷誌要
祐倫 1805 1819 15 黒谷誌要
賢龍 1819 1824 6 百万遍知恩寺誌要

　

こ
の
よ
う
に
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
は
概
ね
一
五
歳
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
生

年
か
ら
換
算
し
た
年
齢
を
み
る
と
、
念
海
や
賢
龍
の
よ
う
に
六
歳
で
入
寺
し
た
と
考

え
ら
れ
る
能
化
が
い
た
。
長
谷
川
匡
俊
氏
は
「
蓮
馨
寺
日
鑑
」
を
分
析
し
て
、
九
歳

で
入
寺
し
た
所
化
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
11
（

よ
う
に
、「
入
寺
帳
」
で
の
年
齢

の
辻
褄
合
わ
せ
は
当
時
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

な
る
べ
く
早
く
入
寺
帳
に
記
載
す
る
こ
と
で
早
く
一
人
前
の
僧
侶
に
す
る
た
め
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。



一
二
五

　
　
　
　
近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
交
代
に
つ
い
て

齢
を
表
記
し
た
。
ま
た
檀
林
住
職
期
間
を
香
衣
檀
林
は
緑
、
引
込
紫
衣
地
は
水
色
、

一
枚
紫
衣
地
は
青
、
二
枚
紫
衣
地
は
紫
、
知
恩
院
は
赤
、
増
上
寺
は
濃
い
赤
と
い
う

よ
う
に
色
分
け
し
て
塗
り
つ
ぶ
し
、「
増
上
寺
入
寺
帳
」
か
ら
入
寺
年
が
分
か
る
場

合
は
、
初
入
寺
の
年
を
黄
色
で
塗
り
つ
ぶ
し
た
。
こ
の
よ
う
に
視
覚
的
な
表
を
作
っ

た
こ
と
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。

・
香
衣
檀
林
へ
の
任
命
は
、
年
齢
で
は
前
後
が
あ
る
も
の
の
、「
増
上
寺
入
寺
帳
」

の
入
寺
年
か
ら
概
ね
檀
林
入
寺
年
順
（
法
臘
順
（
で
推
移
し
て
い
た
。

・
入
寺
か
ら
香
衣
檀
林
住
職
任
命
ま
で
の
平
均
修
行
年
数
は
三
五
年
で
あ
り
、
先
述

し
た
平
均
修
行
年
数
一
六
年
よ
り
長
期
間
檀
林
で
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ま
た
「
入
寺
帳
」
に
入
寺
年
が
見
当
た
ら
な
い
住
職
も
平
均
修
行
年
数
か
ら

入
寺
年
を
推
測
で
き
る
。

・
檀
林
の
入
寺
規
定
年
齢
（
一
五
歳
以
上
（
よ
り
若
い
年
齢
で
「
入
寺
帳
」
に
記
載

さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
下
駄
バ
カ
セ
と
呼
ば
れ
る
年
齢
詐
称
が
横
行
し
て
い
た
。

そ
こ
で
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
入
寺
の
記
載
が
あ
り
（
11
（

、
か
つ
生
年
の
分
か
る
檀
林
住

職
を
【
表
６
】
で
表
し
た
。
こ
こ
に
は
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
年
齢
（
記

載
年
齢
（、
生
年
か
ら
換
算
し
た
入
寺
年
の
年
齢
（
実
年
齢
（、
生
年
の
典
拠
に
な
る

文
献
（
11
（

を
記
載
し
た
。

【
表
６
】「
入
寺
帳
記
載
年
と
実
年
齢
の
比
較
」

生年 入寺年 記載年齢 実年齢 生年典拠
貞現 1707 1719 13 知恩院史
隆善 1707 1722 16 三縁山志
周益 1709 1726 18 仏法山東漸寺史
祐月 1713 1726 14 知恩院史
満空 1718 1728 11 三縁山志
在定 1734 1730 15 幹事便覧
霊忠 1718 1732 15 15 黒谷誌要
興玄 1716 1734 15 19 知恩院史
感霊 1719 1734 16 16 黒谷誌要
震純 1727 1734 15 15
円宣 1718 1735 15 18 三縁山志
定説 1725 1739 15 15 知恩院史
智堂 1726 1741 15 16 三縁山志
聖道 1732 1744 13 知恩院史
鸞山 1730 1744 15 幹事便覧
霊長 1733 1748 15 16 黒谷誌要
念海 1745 1750 6 牛島村出身の高僧
霊麟 1739 1751 13 知恩院史
祐水 1743 1754 15 12 順誉祐水上人の業績
智厳 1739 1754 16 知恩院史
在禅 1739 1755 15 17 大本山増上寺史
祐信 1748 1756 15 9 瀧山大善寺志

貞海（眼誉）1738 1756 15 19 御当山世代記
俊海 1740 1758 15 19 黒谷誌要
典海 1739 1758 15 20 三縁山志
戒堂 1748 1761 15 14 黒谷誌要
原澄 1753 1765 13 黒谷誌要
了珉 1753 1767 15 幹事便覧
在妙 1756 1770 15 15 幹事便覧
教因 1760 1775 15 16 仏法山東漸寺史

貞瑞（察誉）1766 1777 15 12 知恩院史
玄宣 1765 1780 15 16 仏法山東漸寺史
徳定 1765 1780 16 続日本高僧伝
説行 1772 1782 15 11 知恩院史
説玄 1770 1784 15 15 知恩院史
洞海 1769 1784 15 16 仏法山東漸寺史
顕海 1769 1784 16 黒谷誌要
巨道 1791 1799 9 黒谷誌要

弁良（義誉）1789 1801 15 13 義誉上人略伝
密善 1809 1818 10 黒谷誌要
祐倫 1805 1819 15 黒谷誌要
賢龍 1819 1824 6 百万遍知恩寺誌要

　

こ
の
よ
う
に
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
は
概
ね
一
五
歳
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
生

年
か
ら
換
算
し
た
年
齢
を
み
る
と
、
念
海
や
賢
龍
の
よ
う
に
六
歳
で
入
寺
し
た
と
考

え
ら
れ
る
能
化
が
い
た
。
長
谷
川
匡
俊
氏
は
「
蓮
馨
寺
日
鑑
」
を
分
析
し
て
、
九
歳

で
入
寺
し
た
所
化
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
11
（

よ
う
に
、「
入
寺
帳
」
で
の
年
齢

の
辻
褄
合
わ
せ
は
当
時
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

な
る
べ
く
早
く
入
寺
帳
に
記
載
す
る
こ
と
で
早
く
一
人
前
の
僧
侶
に
す
る
た
め
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
紫
衣
檀
林
は
い
つ
紫
衣
着
用
が
許
さ
れ
た
か
、
い
つ
頃
か
ら
台
命
に
よ

っ
て
住
職
が
選
ば
れ
た
の
か
確
認
し
た
上
で
、「
香
衣
檀
林
住
職
任
命
の
規
定
と
年

齢
」
に
引
き
続
き
、
紫
衣
檀
林
住
職
の
在
任
期
間
や
就
任
年
齢
な
ど
を
検
討
し
た
。

引
込
紫
衣
地
住
職
の
平
均
在
任
期
間
は
九
年
で
、
就
任
時
の
平
均
年
齢
は
五
四
歳
、

平
均
寿
命
は
六
五
歳
だ
っ
た
。
引
込
紫
衣
地
は
原
則
と
し
て
三
枚
紫
衣
地
へ
の
出
世

が
絶
た
れ
る
た
め
、「
増
上
寺
所
化
役
者
経
験
者
は
引
込
紫
衣
地
に
推
薦
さ
れ
な
い
」

と
主
張
し
た
者
も
い
た
。
し
か
し
所
化
役
者
経
験
者
で
引
込
紫
衣
地
に
転
住
し
た
能

化
は
一
定
数
確
認
で
き
た
。
一
枚
紫
衣
地
の
平
均
在
任
期
間
は
三
年
で
、
香
衣
檀
林

や
引
込
紫
衣
地
と
比
較
す
る
と
短
か
っ
た
。
ま
た
就
任
時
の
平
均
年
齢
は
六
〇
歳
で

引
込
紫
衣
地
よ
り
高
か
っ
た
。
二
枚
紫
衣
地
の
平
均
在
任
期
間
は
三
年
、
就
任
時
の

平
均
年
齢
は
六
四
歳
で
、
三
枚
紫
衣
地
の
平
均
在
任
期
間
は
四
年
、
就
任
時
の
平
均

年
齢
は
六
八
歳
だ
っ
た
。
三
枚
紫
衣
地
の
平
均
寿
命
は
七
五
歳
で
、
引
込
紫
衣
地
の

平
均
寿
命
よ
り
高
か
っ
た
。
ま
た
増
上
寺
の
住
職
の
ほ
と
ん
ど
が
隠
居
し
た
一
方
、

知
恩
院
の
住
職
は
在
職
中
に
遷
化
す
る
こ
と
が
多
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
檀
林

住
職
の
年
齢
に
つ
い
て
、「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
年
齢
（
記
載
年
齢
（
と
、

生
年
か
ら
換
算
し
た
入
寺
年
の
年
齢
（
実
年
齢
（
を
比
較
し
、「
入
寺
帳
」
に
は

一
五
歳
と
記
載
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
年
齢
は
入
寺
規
定
年
齢
の
一
五
歳
未
満

で
入
寺
さ
せ
る
「
下
駄
バ
カ
セ
」
が
見
ら
れ
た
。

　
　
註

（
（
（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
（
増
上
寺
、
一
九
八
三
年
（
一
一
八
頁
。

（
（
（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
八
六
頁
。

（
（
（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
一
五
五
頁
。

（
（
（
大
島
泰
信
「
浄
土
宗
史
」『
浄
全
』
二
〇
、
六
三
八
頁
。

（
（
（「
浄
土
宗
関
東
檀
林
に
お
け
る
修
学
僧
の
入
寺
・
修
学
動
向
―
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
の

分
析
か
ら
―
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
四
七
、
一
九
九
九
年
（

（
（
（
拙
稿
「
江
戸
末
期
の
檀
林
修
学
に
つ
い
て
―
豊
後
国
を
中
心
に
―
」（『
佛
教
論
叢
』

五
六
、
二
〇
一
二
年
（

（
（
（
拙
稿
「
浄
土
宗
檀
林
住
職
台
命
年
時
考
」『
浄
土
教
と
佛
教　

廣
川
堯
敏
教
授
古
稀
記

念
論
集
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
四
年
（

（
（
（
拙
稿
「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」（『
大

正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
二
〇
一
三
年
（

（
（
（
拙
稿
「
香
衣
檀
林
住
職
任
命
の
規
定
と
年
齢
」『
大
乗
佛
教
と
浄
土
教　

小
澤
憲
珠
名

誉
教
授
頌
寿
記
念
論
集
』（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
一
五
年
（

（
（0
（「
諸
宗
階
級
」（『
続
々
群
書
類
従
』
一
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
（
三

六
八
頁
。

（
（（
（「
百
万
遍
知
恩
寺
誌
要
」『
浄
全
』
二
〇
、
三
一
四
頁
。

（
（（
（
水
野
恭
一
郎
・
中
井
真
孝
『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
〇
年
（

四
〇
頁
。

（
（（
（『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
二
五
〇
頁
。

（
（（
（『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
四
三
頁
。

（
（（
（『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
四
五
頁
。

（
（（
（「
百
万
遍
知
恩
寺
誌
要
」『
浄
全
』
二
〇
、
三
一
七
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
四
頁
。

（
（（
（『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
八
五
頁
。

（
（（
（『
大
本
山
く
ろ
谷
金
戒
光
明
寺
宝
物
総
覧
』（
金
戒
光
明
寺
、
二
〇
一
一
年
（
二
八
九
頁
。

（
（0
（「
黒
谷
誌
要
」『
浄
全
』
二
〇
、
三
九
一
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学
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近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
住
職
交
代
に
つ
い
て

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
四
頁
。

（
（（
（『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
五
七
頁
。

（
（（
（『
清
浄
華
院
―
そ
の
歴
史
と
遺
宝
―
』（
清
浄
華
院
、
二
〇
一
一
年
（
一
三
〇
頁
。

（
（（
（「
清
浄
華
院
誌
要
」『
浄
全
』
二
〇
、
三
五
九
頁
。

（
（（
（『
大
樹
寺
文
書
』
上
（
岡
崎
市
、
二
〇
一
四
年
（
一
二
七
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
八
頁
。

（
（（
（『
静
岡
県
史
料　

三
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
（
三
三
七
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
一
頁
。

（
（（
（『
浄
土
宗
大
年
表
』（
山
喜
房
、
一
九
九
四
年
（
五
二
四
頁
。

（
（0
（『
浄
土
宗
大
年
表
』（
山
喜
房
、
一
九
九
四
年
（
五
二
四
頁
。

（
（（
（「
浄
土
宗
史
」『
浄
全
』
二
〇
、
六
二
四
頁
。

（
（（
（『
三
縁
山
志
』（『
浄
全
』
二
〇
（
四
一
七
頁
。

（
（（
（『
大
本
山
増
上
寺
史
』
本
文
編
（
増
上
寺
、
一
九
九
九
年
（
三
二
一
頁
。	

（
（（
（
萬
量
・
古
巌
・
了
也
・
良
我
・
白
玄
・
円
冏
・
秀
道
・
円
理
・
雲
臥
・
吟
達
・
白
随
・

霊
雲
・
観
徹
・
往
的
・
利
天
・
連
察
・
弁
弘
・
顕
照
・
了
碩
・
念
潮
・
智
瑛
・
円
海
・

単
笛
・
祐
月
・
在
定
・
潮
天
・
寛
誉
了
山
・
了
海
・
在
禅
・
宣
契
・
祐
海
・
徳
定
・
在
歓
・

典
常
・
天
従
・
顕
道
・
善
定
・
春
我
・
明
賢
・
貞
也
・
専
達
。

（
（（
（
円
冏
・
吟
達
・
顕
照
・
念
潮
・
了
山
・
了
海
・
徳
定
・
天
従
・
善
定
・
春
我
・
貞
也
。

（
（（
（「
香
衣
檀
林
住
職
任
命
の
規
定
と
年
齢
」『
大
乗
佛
教
と
浄
土
教　

小
澤
憲
珠
名
誉
教

授
頌
寿
記
念
論
集
』
五
四
六
頁
。

（
（（
（「
諸
宗
階
級
」『
続
々
群
書
類
従
』
一
二
、
三
六
八
頁
。

（
（（
（
宇
高
良
哲
『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』（
東
洋
文
化
出
版
、
一
九
八
二
年
（
二
四

三
頁
。

（
（（
（『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』
二
四
五
頁
。

（
（0
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
七
頁
。

（
（（
（『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』
七
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
二
頁
。

（
（（
（『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』
一
五
六
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
七
頁
。

（
（（
（『
浄
土
宗
大
年
表
』
七
四
二
頁
。

（
（（
（「
諸
宗
階
級
」『
続
々
群
書
類
従
』
一
二
、
三
六
八
頁
。

（
（（
（
宇
高
良
哲
『
近
世
浄
土
宗
教
団
の
足
跡
』（
浄
土
宗
、
二
〇
一
五
年
（
一
五
九
頁
。

（
（（
（『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』
三
五
二
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
二
頁
。

（
（0
（『
関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』
三
八
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
四
頁
。

（
（（
（「
諸
宗
階
級
」『
続
々
群
書
類
従
』
一
二
、
三
六
八
頁
。

（
（（
（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
二
五
頁
。

（
（（
（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
四
六
頁
。

（
（（
（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
二
三
六
頁
。

（
（（
（『
三
縁
山
志
』（『
浄
全
』
二
〇
（
四
九
七
頁
。

（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
一
頁
。

（
（（
（『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
一
六
（
文
部
省
宗
教
局
、
一
九
二
六
年
（
二
三
頁
。

（
（（
（『
当
代
記
・
駿
府
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
年
（
二
四
三
頁
。

（
（0
（『
知
恩
院
史
』（
知
恩
院
、
一
九
三
七
年
（
三
五
八
頁
。

（
（（
（『
知
恩
院
史
』
三
四
五
頁
。
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（
（（
（「（
史
料
紹
介
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
お
け
る
浄
土
宗
台
命
住
職
記
事
」『
大
正
大
学

綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
五
、
一
九
六
頁
。

（
（（
（
増
上
寺
四
九
世
霊
応
は
没
し
て
か
ら
隠
居
が
幕
府
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
【
表
１
】

で
は
後
任
を
「
隠
居
？
」
と
し
た
が
、「
隠
居
」
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。

（
（（
（「
入
寺
帳
」
に
は
①
入
寺
年
月
日
、
②
入
寺
時
の
課
程
（
名
目
部
な
ど
（、
③
所
化
名
、

④
出
身
（
国
名
・
出
身
寺
院
名
・
師
僧
名
（、
⑤
所
化
の
年
齢
、
⑥
指
南
（
指
導
を
し
た

寮
主
（、
⑦
寮
（
所
属
先
の
寮
主
（、
⑧
消
帳
年
月
日
、
⑨
消
帳
事
由
（
学
寮
を
除
籍
し

た
時
の
理
由
（
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
阿
川
雅
俊
氏
よ
り
「
増
上
寺
入
寺
帳
」

に
関
す
る
御
教
示
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
記
し

て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
（（
（「
仏
法
山
東
漸
寺
史
」
は
『
松
戸
市
史
』
史
料
編
（
六
（
東
漸
寺
史
料
（
松
戸
市
立
図

書
館
、
一
九
九
四
年
（、「
幹
事
便
覧
」
は
『
増
上
寺
所
蔵
『
幹
事
便
覧
』
一
～
八
』（
宇

高
良
哲
、
二
〇
〇
八
年
（、「
御
当
山
世
代
記
」
は
『
大
樹
寺
文
書
』
上
（
岡
崎
市
、
二

〇
一
四
年
（、「
牛
島
村
出
身
の
高
僧
」
は
倉
島
均
「
牛
島
村
出
身
の
高
僧
」（『
須
高
』

二
四
、
一
九
八
七
年
（、「
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【表１】紫衣檀林任命年表
人名 前任 引込紫衣地 後任 就任 退任 没年 年齢 期間
団廓 信光明寺 宝台院 遷化 延宝3年6月5日 貞享2年8月12日 10
酉村 幡随院 金戒光明寺 隠居 延宝4年12月24日 天和1年3月頃？ 貞享2年8月29日 4
龍頓 大巌寺 知恩寺 隠居 延宝8年4月2日 元禄1年9月16日 8
霊円 結城弘経寺 大樹寺 遷化 延宝8年12月17日 元禄4年3月19日 10
長林 幡随院 金戒光明寺 遷化 天和1年4月頃 元禄5年6月13日 11
相山 増上寺伴頭 宝台院 遷化 貞享2年9月11日 元禄3年10月3日 5
円冏 東漸寺 知恩寺 隠居 元禄1年12月1日 宝永3年9月15日 55 17
春応 霊巌寺 宝台院 遷化 元禄3年6月7日 元禄14年3月28日 10
絃良 結城弘経寺 大樹寺 遷化 元禄4年5月2日 元禄8年2月19日 3
寂仙 幡随院 金戒光明寺 遷化 元禄5年7月5日 宝永6年1月17日 49 16
恢龍 伝通院伴頭 清浄華院 遷化 元禄6年10月19日 元禄11年9月10日 4
円碩 幡随院 大樹寺 遷化 元禄8年4月10日 元禄10年9月28日 2
通尖 勝願寺 大樹寺 隠居 元禄10年10月23日 宝永7年3月頃？ 宝永7年5月18日 12
了秀 浄国寺 清浄華院 遷化 元禄11年11月16日 宝永7年1月15日 11
歴巡 三河松応寺 宝台院 遷化 元禄14年9月19日 宝永5年7月15日 6
卓禅 浄国寺 天徳寺 隠居 元禄15年10月23日 享保4年1月頃？ 享保13年4月9日 16
沢秀 勝願寺 知恩寺 隠居 宝永3年10月22日 宝永4年6月1日 57 0
吟達 霊巌寺 知恩寺 隠居 宝永4年6月26日 享保8年3月2日 15
欣説 勝願寺 宝台院 遷化 宝永5年8月27日 享保9年11月13日 16
写悦 結城弘経寺 金戒光明寺 遷化 宝永6年3月15日 享保8年10月18日 14
玉英 浄国寺 大樹寺 隠居 宝永7年4月3日 享保8年6月頃？ 享保14年1月12日 13
哲冏 讃岐法然寺 清浄華院 遷化 宝永7年4月22日 享保18年7月18日 23
了円 大念寺 誓願寺 隠居 正徳1年2月12日 享保5年3月頃？ 享保13年5月28日 9
鑑歴 善導寺 天徳寺 遷化 享保4年2月14日 享保6年10月21日 2
哲真 東漸寺 誓願寺 隠居 享保5年4月29日 享保15年1月頃？ 享保15年2月28日 9
祐頓 勝願寺 天徳寺 遷化 享保6年11月8日 享保6年12月18日 0
弁龍 浄国寺 天徳寺 隠居 享保6年12月27日 享保13年1月頃？ 享保13年8月17日 6
融音 大善寺 知恩寺 隠居 享保8年4月3日 享保12年10月 享保18年5月4日 4
慧哲 大巌寺 大樹寺 隠居 享保8年7月3日 享保11年10月頃？ 享保11年11月27日 3
順教 勝願寺 金戒光明寺 遷化 享保8年12月12日 享保20年10月8日 63 11
円悦 蓮馨寺 宝台院 遷化 享保9年12月11日 享保16年11月23日 6
知秀 勝願寺 大樹寺 遷化 享保11年11月26日 寛保1年9月17日 14
専霊 蓮馨寺 知恩寺 遷化 享保12年11月29日 寛保2年11月20日 14
廓俊 結城弘経寺 天徳寺 遷化 享保13年2月17日 享保19年2月17日 6
了知 蓮馨寺 誓願寺 隠居 享保15年2月19日 元文5年9月頃？ 宝暦1年12月22日 10
忍了 結城弘経寺 宝台院 遷化 享保16年12月23日 延享2年4月27日 13
秋白 江戸本誓寺 清浄華院 隠居 享保18年8月12日 元文2年11月18日 延享3年12月13日 4
秀達 東漸寺 天徳寺 遷化 享保19年2月23日 元文3年10月9日 4
春沢 大善寺 金戒光明寺 遷化 享保20年11月10日 元文4年11月3日 3
瑩派 浄国寺 天徳寺 遷化 元文3年11月8日 寬保2年9月25日 4
顕照 霊山寺 清浄華院 遷化 元文3年11月24日 寛保2年1月25日 4
萬龍 東漸寺 金戒光明寺 遷化 元文4年11月29日 寛保3年9月15日 3
理門 結城弘経寺 誓願寺 遷化 元文5年10月8日 宝暦1年10月27日 11
梁存 大念寺 大樹寺 遷化 寛保1年10月10日 寛延3年5月17日 8
貞俊 蓮馨寺 清浄華院 隠居 寛保2年2月16日 延享3年3月18日 宝暦8年12月4日 4
瑞潭 幡随院 天徳寺 遷化 寛保2年10月8日 寛保3年1月25日 0
真徹 東漸寺 知恩寺 遷化 寛保2年12月20日 寛延3年1月29日 7
霊湛 善導寺 天徳寺 隠居 寛保3年2月14日 寛延3年9月頃？ 寛延3年12月10日 7
知俊 大善寺 金戒光明寺 隠居 寛保3年10月16日 宝暦4年8月頃？ 宝暦5年8月6日 64 10
祖秀 蓮馨寺 宝台院 遷化 延享2年7月26日 寛延2年4月12日 64 3
良義 大巌寺 清浄華院 隠居 延享3年4月10日 宝暦3年9月 明和5年8月5日 7
義俊 大善寺 宝台院 遷化 寛延2年5月頃 明和3年2月21日 16
連海 大念寺 知恩寺 遷化 寛延3年3月26日 宝暦2年11月15日 2
珂音 結城弘経寺 大樹寺 遷化 寛延3年6月26日 明和1年6月29日 14
円貞 勝願寺 天徳寺 遷化 寛延3年10月16日 明和2年11月11日 15
冏林 東漸寺 誓願寺 隠居 宝暦1年12月12日 明和1年9月頃？ 明和4年9月25日 12
知巌 結城弘経寺 知恩寺 遷化 宝暦3年2月22日 宝暦8年4月29日 5
碩巌 勝願寺 清浄華院 遷化 宝暦3年10月21日 明和1年11月15日 11
念潮 大善寺 金戒光明寺 遷化 宝暦4年9月22日 宝暦9年10月20日 68 5
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観了 幡随院 知恩寺 遷化 宝暦8年5月26日 明和2年9月5日 58 7
潮音 霊巌寺 金戒光明寺 隠居 宝暦9年11月26日 安永2年9月頃？ 安永4年5月25日 61 13
祐歴 東漸寺 大樹寺 遷化 明和1年8月3日 明和8年5月25日 6
周琳 結城弘経寺 誓願寺 遷化 明和1年10月18日 明和7年5月15日 5
知覚 蓮馨寺 清浄華院 隠居 明和2年1月23日 安永5年閏5月 天明4年9月2日 11
察冏 善導寺 知恩寺 隠居 明和2年10月20日 明和7年9月 天明2年3月13日 4
知東 霊山寺 天徳寺 隠居 明和2年12月14日 安永3年9月頃？ 安永7年12月21日 8
恵亮 東漸寺 宝台院 遷化 明和3年4月26日 天明2年8月7日 16
栄随 善導寺 誓願寺 遷化 明和7年6月19日 明和7年10月20日 0
周瑞 幡随院 知恩寺 隠居 明和7年9月20日 天明1年10月 天明2年1月10日 11
祐翁 浄国寺 誓願寺 遷化 明和7年10月8日 安永6年11月25日 7
恢弁 霊山寺 大樹寺 遷化 明和8年7月17日 安永4年11月17日 4
霊忠 浄国寺 金戒光明寺 遷化 安永2年10月5日 安永3年4月13日 56 0
感霊 東漸寺 金戒光明寺 遷化 安永3年5月19日 天明3年10月7日 56 9
運冏 大念寺 天徳寺 遷化 安永3年10月16日 天明4年12月15日 10
慈弁 霊巌寺 大樹寺 遷化 安永4年12月16日 天明3年8月21日 65 7
諦禅 大巌寺 誓願寺 隠居 安永6年12月12日 寛政1年2月頃？ 寬政1年10月20日 11
聖道 結城弘経寺 清浄華院 伝通院 天明1年6月8日 寛政4年6月2日 50 10
騰冏 東漸寺 知恩寺 遷化 天明1年10月27日 天明4年2月2日 2
大信 善導寺 宝台院 遷化 天明2年10月6日 享和3年1月18日 20
善住 大善寺 大樹寺 遷化 天明3年11月19日 天明7年8月15日 53 3
霊長 結城弘経寺 金戒光明寺 隠居 天明4年閏1月3日 寛政10年9月27日 文化8年7月27日 52 14
弁冏 東漸寺 知恩寺 隠居 天明4年3月12日 寛政5年4月頃？ 寛政6年2月8日 9
了海 善導寺 天徳寺 遷化 天明5年3月6日 寛政6年1月22日 0
了山 大念寺 天徳寺 遷化 天明6年3月10日 寬政6年8月7日 8
遵碩 幡随院 大樹寺 遷化 天明7年10月12日 寛政5年11月4日 6
鸞山 霊山寺 誓願寺 遷化 寛政1年3月17日 寛政3年5月24日 60 2
弁瑞 浄国寺 誓願寺 遷化 寛政3年6月23日 寛政12年4月 8
知音 蓮馨寺 清浄華院 遷化 寛政4年6月17日 文化8年5月11日 18
祐水 霊巌寺 知恩寺 隠居 寛政5年5月13日 文化10年5月 文化12年11月17日 51 19
綽諄 霊山寺 大樹寺 隠居 寛政5年12月7日 寛政10年4月22日 文化7年1月13日 4
露看 幡随院 天徳寺 隠居 寛政6年10月24日 文化8年12月頃？ 文政3年7月15日 17
貞海 結城弘経寺 大樹寺 遷化 寛政10年6月3日 文化8年4月21日 61 12
俊海 東漸寺 金戒光明寺 遷化 寛政10年11月11日 文化1年10月28日 59 5
潮冏 霊巌寺 誓願寺 遷化 寛政12年4月16日 文化12年9月19日 15
活民 結城弘経寺 宝台院 隠居 享和3年3月25日 文政3年5月16日 文政6年7月12日 17
戒堂 霊山寺 金戒光明寺 遷化 文化1年12月4日 文化2年9月9日 57 0
原澄 大念寺 金戒光明寺 遷化 文化2年10月26日 文政3年7月7日 53 14
貞道 幡随院 清浄華院 遷化 文化8年11月16日 文化13年5月28日 4
隆也 善導寺 大樹寺 遷化 文化8年11月16日 文政7年4月5日 12
了冏 大巌寺 天徳寺 隠居 文化9年1月23日 天保4年4月頃？ 天保4年6月3日 21
円純 大巌寺 知恩寺 遷化 文化10年5月11日 文政1年11月4日 5
弁教 幡随院 誓願寺 遷化 文化12年10月27日 天保4年3月頃？ 没年不明 17
徳定 大巌寺 清浄華院 遷化 文化13年6月14日 文政7年1月6日 52 7
寂念 勝願寺 知恩寺 隠居 文政2年2月21日 天保3年8月 天保8年1月20日 13
琳冏 結城弘経寺 宝台院 遷化 文政3年6月17日 天保5年4月27日 13
顕海 霊巌寺 金戒光明寺 遷化 文政3年9月13日 天保1年4月2日 52 10
龍応 結城弘経寺 清浄華院 遷化 文政7年3月16日 天保3年11月 8
了門 霊山寺 大樹寺 遷化 文政7年5月13日 文政11年5月3日 3
存広 浄国寺 大樹寺 遷化 文政11年7月16日 天保7年4月1日 7
天従 浄国寺 金戒光明寺 隠居 天保1年6月18日 天保8年12月 天保9年閏4月19日 53 7
巨東 結城弘経寺 知恩寺 増上寺 天保3年9月6日 天保11年2月21日 51 7
舜了 大念寺 清浄華院 遷化 天保4年1月29日 嘉永5年2月25日 19
貞典 霊山寺 誓願寺 遷化 天保4年4月16日 天保8年7月3日 4
興雲 大巌寺 天徳寺 遷化 天保4年5月6日 弘化1年1月23日 10
弁良 大巌寺 宝台院 隠居 天保5年8月15日 慶応2年2月頃？ 明治5年9月11日 31
連常 霊山寺 大樹寺 遷化 天保7年6月29日 天保10年5月29日 2
岱円 大巌寺 誓願寺 遷化 天保8年9月28日 天保10年12月5日 2
巨道 結城弘経寺 金戒光明寺 遷化 天保8年12月27日 弘化2年8月12日 47 7
周静 東漸寺 大樹寺 遷化 天保10年9月2日 弘化3年1月8日 6
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鸞洲 蝦夷善光寺
隠居 誓願寺 遷化 天保11年6月21日 天保14年4月19日 2

慈専 浄国寺 知恩寺 隠居 天保11年8月19日 安政3年4月 万延1年12月29日 15
春我 霊山寺 誓願寺 遷化 天保14年9月4日 文久1年3月頃？ 没年不明 17
沢栄 幡随院 天徳寺 隠居 弘化1年10月7日 嘉永1年3月頃？ 文久2年1月16日 3
学善 大善寺 金戒光明寺 遷化 弘化3年1月22日 嘉永4年5月10日 44 5
善定 大念寺隠居 大樹寺 遷化 弘化3年4月16日 嘉永2年4月27日 3
興巌 大念寺 天徳寺 遷化 嘉永1年4月21日 嘉永5年5月8日 4
弁苗 幡随院 大樹寺 隠居 嘉永2年7月30日 文久2年9月頃？ 明治21年10月3日 47 13
密善 結城弘経寺 金戒光明寺 遷化 嘉永4年7月22日 嘉永5年8月14日 43 1
賢従 善導寺 清浄華院 隠居 嘉永5年10月24日 安政3年1月 明治1年9月11日 3
倫成 霊山寺 天徳寺 遷化 嘉永5年10月24日 慶応3年2月15日 14
祐倫 浄国寺 金戒光明寺 遷化 嘉永6年1月19日 安政3年7月11日 49 3
貞也 大善寺 清浄華院 安政3年2月27日 明治3年9月28日
舜達 大巌寺 知恩寺 遷化 安政3年4月16日 慶応2年9月14日 10
定円 大念寺 金戒光明寺 安政3年9月24日 明治11年11月12日 48
諦右 浄国寺 誓願寺 遷化 文久1年4月3日 元治1年4月17日 3
察彦 大巌寺 大樹寺 遷化 文久2年10月8日 慶応3年7月18日 4
隆恭 霊山寺 誓願寺 元治1年5月1日 明治5年7月 明治6年1月18日
霊丈 大善寺 宝台院 慶応2年3月29日 明治14年 明治18年1月9日
賢龍 善導寺 知恩寺 慶応3年2月20日 明治18年4月 明治18年8月1日 49
密順 霊山寺 天徳寺 慶応3年4月 明治20年8月26日
真我 大念寺 大樹寺 慶応3年9月26日 明治5年6月29日 51

人名 前任 一枚紫衣地 後任 就任 退任 没年 年齢 期間
茂産 東漸寺 飯沼弘経寺 隠居 延宝3年5月20日 延宝5年3月頃？ 延宝9年9月4日 1
感栄 蓮馨寺 飯沼弘経寺 大光院 延宝5年4月29日 天和1年1月16日 3
玄察 浄国寺 常福寺 大光院 延宝6年7月頃 天和1年9月24日 3
春岳 善導寺 大光院 伝通院 延宝8年閏8月20日 天和1年1月16日 0
感栄 飯沼弘経寺 大光院 知恩院 天和1年1月16日 天和1年8月24日 0
霊玄 大善寺 飯沼弘経寺 増上寺 天和1年1月16日 天和2年8月2日 1
善知 大念寺 常福寺 遷化 天和1年9月24日 貞享4年7月1日 5
玄察 常福寺 大光院 隠居 天和1年9月24日 元禄1年4月頃？ 元禄4年2月19日 6
古巌 東漸寺 飯沼弘経寺 増上寺 天和2年9月頃 貞享3年2月24日 62 3
了也 大巌寺 飯沼弘経寺 伝通院 貞享3年3月20日 貞享3年9月29日 58 0
是真 結城弘経寺 飯沼弘経寺 光明寺 貞享3年10月26日 元禄1年3月8日 1
良我 大善寺 常福寺 大光院 貞享4年8月17日 元禄1年5月13日 57 0
白玄 蓮馨寺 飯沼弘経寺 大光院 元禄1年3月8日 元禄1年9月19日 62 0
良我 常福寺 大光院 光明寺 元禄1年5月13日 元禄1年9月19日 57 0
秀道 幡随院 常福寺 伝通院 元禄1年5月13日 元禄5年3月頃 58 3
白玄 飯沼弘経寺 大光院 光明寺 元禄1年9月19日 元禄5年2月頃 65 3
円意 善導寺 飯沼弘経寺 遷化 元禄1年9月19日 元禄12年3月8日 10
慈雲 浄国寺 大光院 伝通院 元禄5年2月頃 元禄7年2月20日 2
徹道 大巌寺 常福寺 隠居 元禄5年5月頃 元禄6年9月10日 享保3年9月4日 1
廓瑩 霊山寺 常福寺 遷化 元禄6年9月20日 元禄8年1月10日 1
了山 大巌寺 大光院 遷化 元禄7年2月20日 元禄12年1月25日 4
意覚 大善寺 常福寺 光明寺 元禄8年2月5日 元禄12年10月29日 4
門秀 大念寺 大光院 伝通院 元禄12年2月12日 元禄13年12月5日 1
雲臥 東漸寺 飯沼弘経寺 増上寺 元禄12年4月2日 元禄13年7月8日 58 1
円理 善導寺 常福寺 光明寺 元禄12年10月29日 元禄15年2月17日 63 2
祐天 大巌寺 飯沼弘経寺 伝通院 元禄13年7月23日 宝永1年12月12日 64 4
詮察 霊巌寺 大光院 光明寺 元禄13年12月5日 宝永4年4月1日 63 6
長巌 結城弘経寺 常福寺 遷化 元禄15年2月17日 宝永7年7月3日 8
意哲 霊山寺 飯沼弘経寺 伝通院 宝永1年12月14日 正徳1年12月14日 7
弁意 蓮馨寺 大光院 伝通院 宝永4年4月1日 正徳2年8月9日 5
円及 幡随院 常福寺 遷化 宝永7年7月21日 正徳3年5月30日 2
湛栄 大善寺 飯沼弘経寺 遷化 正徳1年12月14日 正徳4年6月15日 2
岸了 東漸寺 大光院 光明寺 正徳2年8月9日 正徳4年7月10日 67 1
善慶 善導寺 常福寺 遷化 正徳3年閏5月頃 正徳4年7月25日 1
沢春 大巌寺 飯沼弘経寺 伝通院 正徳4年7月10日 正徳5年6月29日 64 0
白随 霊山寺 大光院 光明寺 正徳4年7月10日 正徳5年6月29日 59 0
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了鑑 蓮馨寺 常福寺 伝通院 正徳4年8月12日 享保1年8月25日 64 2
冏鑑 霊巌寺 飯沼弘経寺 光明寺 正徳5年6月29日 享保2年3月10日 63 1
正真 結城弘経寺 大光院 伝通院 正徳5年6月29日 享保3年8月24日 3
見超 浄国寺 常福寺 伝通院 享保1年8月25日頃 享保6年3月5日 63 4
運岸 幡随院 飯沼弘経寺 遷化 享保2年3月10日 享保9年5月20日 7
霊雲 大善寺 大光院 隠居 享保3年8月24日 享保6年11月頃？ 享保7年11月21日 3
観徹 大念寺 常福寺 光明寺 享保6年3月5日 享保11年3月25日 65 5
随学 霊山寺 大光院 遷化 享保6年12月9日 享保11年9月11日 4
往的 霊巌寺 飯沼弘経寺 伝通院 享保9年6月5日 享保12年9月20日 57 3
利天 東漸寺 常福寺 光明寺 享保11年3月25日 享保17年2月2日 66 5
頓秀 大念寺 大光院 伝通院 享保11年9月29日 享保17年2月16日 61 5
真察 幡随院 飯沼弘経寺 光明寺 享保12年9月20日 享保17年9月20日 58 5
檀察 霊山寺 常福寺 伝通院 享保17年2月2日 享保20年2月12日 3
了般 大善寺 大光院 光明寺 享保17年2月16日 元文3年6月20日 6
和春 大巌寺 飯沼弘経寺 遷化 享保17年9月20日 享保19年12月26日 2
連察 善導寺 飯沼弘経寺 伝通院 享保20年2月12日 元文3年11月8日 64 3
玄達 幡随院 常福寺 光明寺 享保20年2月12日 元文3年12月20日 3
弁弘 霊巌寺 大光院 遷化 元文3年6月20日 寛保3年8月6日 5
弁良 蓮馨寺 飯沼弘経寺 遷化 元文3年11月8日 元文4年6月3日 1
周天 結城弘経寺 常福寺 遷化 元文3年12月20日 元文4年4月17日 0
鸞宿 東漸寺 常福寺 知恩院 元文4年5月19日 延享2年5月3日 58 5
騰雲 善導寺 飯沼弘経寺 遷化 元文4年6月28日 寛保3年12月21日 4
覚瑩 大巌寺 大光院 光明寺 寛保3年8月29日 延享2年5月24日 1
雲頂 浄国寺 飯沼弘経寺 伝通院 延享1年1月29日 延享2年8月30日 66 1
大玄 結城弘経寺 大光院 伝通院 延享2年5月24日 寛延3年12月19日 66 5
了風 霊山寺 常福寺 光明寺 延享2年5月24日 寛延3年3月26日 63 4
順真 霊巌寺 飯沼弘経寺 光明寺 延享2年8月30日 宝暦3年4月19日 7
定月 東漸寺 常福寺 伝通院 寛延3年3月26日 宝暦3年12月22日 63 3
義海 浄国寺 大光院 遷化 寛延3年12月19日 宝暦5年1月10日 4
沢真 霊山寺 飯沼弘経寺 伝通院 宝暦3年4月19日 宝暦6年10月16日 65 3
正含 蓮馨寺 常福寺 光明寺 宝暦3年12月22日 宝暦7年9月12日 64 3
仙雅 大念寺 大光院 伝通院 宝暦5年2月22日 宝暦13年10月10日 8
霊妙 浄国寺 飯沼弘経寺 遷化 宝暦6年10月16日 宝暦7年6月11日 0
弁秀 結城弘経寺 飯沼弘経寺 伝通院 宝暦7年7月18日 宝暦13年12月26日 60 6
真海 善導寺 常福寺 遷化 宝暦7年9月12日 宝暦11年11月5日 4
亨弁 霊山寺 常福寺 光明寺 宝暦11年11月26日 明和2年9月19日 3
秀教 勝願寺 大光院 隠居 宝暦13年10月10日 明和3年9月頃？ 安永1年11月8日 2
教意 蓮馨寺 飯沼弘経寺 光明寺 宝暦13年12月26日 明和3年8月24日 64 2
忍達 大善寺 常福寺 伝通院 明和2年9月19日 明和3年12月18日 1
智英 大念寺 飯沼弘経寺 伝通院 明和3年8月24日 明和5年3月25日 1
貞現 幡随院 大光院 光明寺 明和3年10月26日 明和6年11月19日 60 3
霊応 浄国寺 常福寺 伝通院 明和3年12月18日 明和7年12月3日 3
円海 霊巌寺 飯沼弘経寺 光明寺 明和5年3月25日 明和8年12月23日 3
隆善 大巌寺 大光院 光明寺 明和6年11月19日 安永1年10月5日 63 2
教運 結城弘経寺 常福寺 伝通院 明和7年12月3日 安永2年閏3月8日 2
了伝 蓮馨寺 飯沼弘経寺 遷化 明和8年12月23日 安永2年6月4日 1
単笛 大善寺 大光院 伝通院 安永1年10月5日 安永5年10月19日 4
祐月 大念寺 常福寺 伝通院 安永2年閏3月8日 安永6年8月24日 61 4
満空 勝願寺 飯沼弘経寺 光明寺 安永2年7月21日 安永7年2月5日 56 4
在定 善導寺 大光院 伝通院 安永5年10月19日 安永9年8月24日 61 3
単霊 幡随院 常福寺 遷化 安永6年8月24日 安永9年7月10日 2
興玄 結城弘経寺 飯沼弘経寺 伝通院 安永7年2月5日 天明1年閏5月10日 63 3
了因 霊山寺 常福寺 光明寺 安永9年8月24日 天明3年10月23日 3
円宣 大善寺 大光院 伝通院 安永9年8月24日 天明4年9月2日 63 4
妙瑞 勝願寺 飯沼弘経寺 遷化 天明1年閏5月10日 天明7年2月25日 5
定説 浄国寺 常福寺 知恩院 天明3年10月23日 寛政1年4月19日 5
潮天 幡随院 大光院 遷化 天明4年9月2日 天明8年6月12日 3
円徹 大巌寺 飯沼弘経寺 伝通院 天明7年4月4日 寛政2年5月6日 3
周仁 蓮馨寺 大光院 光明寺 天明8年7月23日 寛政3年10月20日 3
念海 大善寺 常福寺 光明寺 寛政1年4月19日 寛政6年3月14日 45 4
霊麟 結城弘経寺 飯沼弘経寺 伝通院 寛政2年5月6日 寛政10年11月11日 52 8
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泰嶺 東漸寺 大光院 光明寺 寛政3年10月20日 寛政11年5月23日 7
智厳 善導寺 常福寺 伝通院 寛政6年3月14日 享和1年11月28日 56 7
在禅 大念寺 飯沼弘経寺 光明寺 寛政10年11月11日 文化1年8月29日 60 5
了回 勝願寺 大光院 遷化 寛政11年5月23日 享和2年2月19日 2
在心 浄国寺 常福寺 伝通院 享和1年11月28日 文化3年6月19日 4
典海 蓮馨寺 大光院 光明寺 享和2年3月21日 文化5年4月24日 64 6
沢亮 善導寺 飯沼弘経寺 遷化 文化1年8月29日 文化5年7月3日 3
成海 大善寺 常福寺 隠居 文化3年6月19日 文化6年1月27日 文化6年2月8日 2
実海 大巌寺 大光院 伝通院 文化5年4月24日 文化6年9月2日 1
観善 幡随院 飯沼弘経寺 光明寺 文化5年8月18日 文化10年10月23日 5
宣契 東漸寺 常福寺 隠居 文化6年3月6日 文化10年閏11月 文化12年7月6日 4
舜従 勝願寺 大光院 光明寺 文化6年9月2日 文化11年6月22日 4
貞厳 霊巌寺 飯沼弘経寺 伝通院 文化10年10月23日 文政1年12月22日 5
在妙 蓮馨寺 常福寺 遷化 文化10年閏11月27日 文化13年11月13日 58 2
充海 結城弘経寺 大光院 光明寺 文化11年6月22日 文政3年3月13日 5
顕了 大念寺 常福寺 伝通院 文化13年12月19日 文政3年10月22日 3
定学 善導寺 飯沼弘経寺 光明寺 文政2年2月21日 文政4年8月29日 2
貞瑞 霊山寺 大光院 光明寺 文政3年3月13日 文政5年5月7日 55 2
祐海 大善寺 常福寺 伝通院 文政3年10月22日 文政6年4月2日 2
念成 蓮馨寺 飯沼弘経寺 伝通院 文政4年8月29日 文政10年2月17日 5
説行 浄国寺 大光院 光明寺 文政5年5月7日 文政10年8月19日 51 5
在歓 幡随院 常福寺 遷化 文政6年4月2日 文政12年12月27日 6
徳翁 大巌寺 飯沼弘経寺 伝通院 文政10年4月11日 天保2年5月16日 4
典常 大善寺 大光院 遷化 文政10年8月19日 文政12年12月27日 2
説玄 大念寺 大光院 光明寺 天保1年閏3月13日 天保3年3月5日 61 1
慧通 善導寺 常福寺 遷化 天保1年閏3月13日 天保5年12月24日 4
念我 東漸寺 飯沼弘経寺 伝通院 天保2年5月16日 天保7年6月25日 63 5
順良 幡随院 大光院 光明寺 天保3年3月5日 天保8年3月6日 60 5
密賢 大善寺 常福寺 伝通院 天保6年4月19日 天保8年11月9日 2
智典 蓮馨寺 飯沼弘経寺 光明寺 天保7年6月25日 天保9年7月2日 2
琢豊 浄国寺 大光院 遷化 天保8年3月6日 天保10年12月9日 2
大円 東漸寺 常福寺 伝通院 天保8年11月9日 天保13年10月16日 4
哲巌 霊巌寺 飯沼弘経寺 光明寺 天保9年7月2日 弘化1年8月29日 6
大休 幡随院 大光院 遷化 天保11年6月21日 天保12年6月5日 0
歓幢 善導寺 大光院 知恩院 天保12年9月7日 弘化2年5月26日 3
慧厳 大善寺 常福寺 光明寺 天保13年10月16日 弘化2年10月2日 2
諦山 蓮馨寺 飯沼弘経寺 隠居 弘化1年8月29日 弘化3年9月頃？ 嘉永1年5月11日 2
玄順 大巌寺 大光院 伝通院 弘化2年10月2日 嘉永1年10月23日 57 3
浄厳 大念寺 常福寺 光明寺 弘化2年10月2日 嘉永4年5月22日 5
秦冏 結城弘経寺 飯沼弘経寺 遷化 弘化3年10月6日 安政5年9月9日 54 11
教音 善導寺 大光院 光明寺 嘉永1年10月23日 安政5年9月20日 52 9
大道 浄国寺 常福寺 遷化 嘉永4年5月22日 安政1年12月8日 3
学天 東漸寺 常福寺 光明寺 安政2年2月27日 文久1年1月29日 52 5
明賢 蓮馨寺 大光院 光明寺 安政5年9月20日 文久1年8月10日 2
俊光 勝願寺 霊巌寺 伝通院 安政5年9月20日 文久3年8月頃？ 4
在融 幡随院 飯沼弘経寺 遷化 安政5年11月13日 文久3年4月6日 4
孝沾 結城弘経寺 常福寺 遷化 文久1年1月29日 文久1年12月4日 0
諦善 善導寺 大光院 光明寺 文久1年8月10日 慶応1年12月28日 4
順冏 霊山寺 常福寺 文久2年2月頃 明治4年8月2日
専達 東漸寺 飯沼弘経寺 文久3年6月9日 明治6年 没年不明
学心 大善寺 霊巌寺 文久3年7月29日 慶応2年7月10日 2
愍徴 大念寺 大光院 慶応1年12月28日 明治5年10月2日 明治11年6月6日
厳城 勝願寺 霊巌寺 慶応2年8月25日 明治4年9月14日

人名 前任 二枚紫衣地 後任 就任 退任 没年 年齢 期間
萬量 飯沼弘経寺 光明寺 遷化 延宝3年5月20日 延宝4年9月25日 1
霊円 霊巌寺 光明寺 遷化 延宝4年10月17日 貞享3年2月6日 9
林冏 大光院 伝通院 遷化 延宝8年閏8月20日 延宝8年12月28日 0
春岳 大光院 伝通院 遷化 天和1年1月16日 貞享3年9月15日 5
孤雲 浄国寺 光明寺 知恩院 貞享3年3月20日 元禄1年2月13日 63 1
了也 飯沼弘経寺 伝通院 増上寺 貞享3年9月29日 元禄5年2月24日 58 5
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是真 飯沼弘経寺 光明寺 遷化 元禄1年3月8日 元禄1年8月21日 0
良我 大光院 光明寺 知恩院 元禄1年9月19日 元禄4年12月10日 58 3
白玄 大光院 光明寺 増上寺 元禄5年2月頃 元禄12年閏9月29日 65 7
秀道 常福寺 伝通院 知恩院 元禄5年3月頃 元禄7年1月29日 62 1
慈雲 大光院 伝通院 隠居 元禄7年2月20日 元禄13年11月頃？ 元禄14年2月3日 6
意覚 常福寺 光明寺 遷化 元禄12年10月29日 元禄15年1月22日 2
門秀 大光院 伝通院 増上寺 元禄13年12月5日 宝永1年11月29日 3
円理 常福寺 光明寺 知恩院 元禄15年2月17日 宝永4年3月24日 66 5
祐天 飯沼弘経寺 伝通院 増上寺 宝永1年12月12日 正徳1年12月6日 68 6
詮察 大光院 光明寺 増上寺 宝永4年4月1日 正徳4年6月28日 70 7
意哲 飯沼弘経寺 伝通院 遷化 正徳1年12月14日 正徳2年7月25日 0
弁意 大光院 伝通院 遷化 正徳2年8月9日 正徳5年6月 2
岸了 大光院 光明寺 知恩院 正徳4年7月10日 正徳5年6月19日 69 0
沢春 飯沼弘経寺 伝通院 知恩院 正徳5年6月29日 享保1年8月6日 65 1
白随 大光院 光明寺 増上寺 正徳5年6月29日 享保2年2月21日 60 1
了鑑 常福寺 伝通院 知恩院 享保1年8月25日 享保3年8月12日 66 1
冏鑑 飯沼弘経寺 光明寺 増上寺 享保2年3月10日 享保11年2月28日 65 8
正真 大光院 伝通院 遷化 享保3年8月24日 享保6年2月11日 2
見超 常福寺 伝通院 知恩院 享保6年3月5日 享保12年8月26日 68 6
観徹 常福寺 光明寺 遷化 享保11年3月25日 享保16年12月18日 70 5
往的 飯沼弘経寺 伝通院 知恩院 享保12年9月20日 享保17年2月2日 60 4
利天 常福寺 光明寺 増上寺 享保17年2月2日 享保17年8月28日 72 0
頓秀 大光院 伝通院 増上寺 享保17年2月16日 享保20年1月22日 67 2
真察 飯沼弘経寺 光明寺 知恩院 享保17年9月20日 元文3年5月16日 63 5
檀察 常福寺 伝通院 遷化 享保20年2月12日 元文3年9月27日 3
了般 大光院 光明寺 増上寺 元文3年6月20日 元文3年12月1日 0
連察 飯沼弘経寺 伝通院 増上寺 元文3年11月8日 延享2年8月11日 67 6
玄達 常福寺 光明寺 隠居 元文3年12月20日 延享2年4月19日 延享3年6月14日 6
覚瑩 大光院 光明寺 増上寺 延享2年5月24日 寛延3年3月1日 4
雲頂 飯沼弘経寺 伝通院 知恩院 延享2年8月30日 寛延3年11月12日 67 5
了風 常福寺 光明寺 知恩院 寛延3年3月26日 宝暦3年3月14日 68 2
大玄 大光院 伝通院 増上寺 寛延3年12月19日 宝暦3年11月28日 71 2
順真 飯沼弘経寺 光明寺 知恩院 宝暦3年4月19日 宝暦4年10月7日 1
定月 常福寺 伝通院 増上寺 宝暦3年12月22日 宝暦6年9月1日 66 2
了碩 幡随院 光明寺 遷化 宝暦4年11月9日 宝暦7年8月3日 2
沢真 飯沼弘経寺 伝通院 知恩院 宝暦6年10月16日 宝暦13年9月25日 68 6
正含 常福寺 光明寺 知恩院 宝暦7年9月12日 明和2年8月26日 68 7
仙雅 大光院 伝通院 遷化 宝暦13年10月10日 宝暦13年12月8日 0
弁秀 飯沼弘経寺 伝通院 増上寺 宝暦13年12月26日 明和3年12月1日 67 2
亨弁 常福寺 光明寺 遷化 明和2年9月19日 明和3年7月16日 0
教意 飯沼弘経寺 光明寺 知恩院 明和3年8月24日 明和6年11月4日 67 3
忍達 常福寺 伝通院 隠居 明和3年12月18日 明和5年2月頃？ 安永2年2月1日 1
智英 飯沼弘経寺 伝通院 増上寺 明和5年3月25日 明和7年11月15日 2
貞現 大光院 光明寺 知恩院 明和6年11月19日 明和8年12月8日 63 2
霊応 常福寺 伝通院 増上寺 明和7年12月3日 安永2年3月15日 2
円海 飯沼弘経寺 光明寺 遷化 明和8年12月23日 安永1年8月21日 0
隆善 大光院 光明寺 増上寺 安永1年10月5日 安永7年1月15日 66 5
教運 常福寺 伝通院 遷化 安永2年閏3月8日 安永5年9月19日 3
単笛 大光院 伝通院 遷化 安永5年10月19日 安永6年7月29日 0
祐月 常福寺 伝通院 知恩院 安永6年8月24日 安永9年 8月6日 65 2
満空 飯沼弘経寺 光明寺 増上寺 安永7年2月5日 天明3年9月25日 61 5
在定 大光院 伝通院 遷化 安永9年8月24日 天明1年5月19日 65 0
興玄 飯沼弘経寺 伝通院 知恩院 天明1年閏5月10日 天明4年8月8日 66 3
了因 常福寺 光明寺 遷化 天明3年10月23日 寛政1年2月14日 5
円宣 大光院 伝通院 増上寺 天明4年9月2日 寛政2年4月13日 67 5
定説 常福寺 光明寺 知恩院 寛政1年4月19日 寛政3年9月25日 2
円徹 飯沼弘経寺 伝通院 遷化 寛政2年5月6日 寛政2年9月19日 0
智堂 霊巌寺隠居 伝通院 増上寺 寛政2年11月26日 寛政4年2月28日 65 1
周仁 大光院 光明寺 遷化 寛政3年10月20日 寛政5年12月17日 2
聖道 清浄華院 伝通院 知恩院 寛政4年6月2日 寛政10年10月2日 61 6
念海 常福寺 光明寺 増上寺 寛政6年3月14日 寛政11年4月15日 50 5
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霊麟 飯沼弘経寺 伝通院 知恩院 寛政10年11月11日 享和1年10月16日 60 2
泰嶺 大光院 光明寺 遷化 寛政11年5月23日 享和3年9月7日 4
智厳 常福寺 伝通院 知恩院 享和1年11月28日 文化3年5月18日 63 4
在禅 飯沼弘経寺 光明寺 増上寺 文化1年8月29日 文化5年4月1日 66 3
在心 常福寺 伝通院 知恩院 文化3年6月19日 文化6年8月16日 3
典海 大光院 光明寺 増上寺 文化5年4月24日 文化10年10月1日 70 5
実海 大光院 伝通院 増上寺 文化6年9月2日 文政1年12月15日 9
観善 飯沼弘経寺 光明寺 遷化 文化10年10月23日 文化11年5月10日 0
舜従 大光院 光明寺 増上寺 文化11年6月22日 文政3年2月15日 5
貞厳 飯沼弘経寺 伝通院 知恩院 文政1年12月22日 文政3年10月3日 1
充海 大光院 光明寺 遷化 文政3年3月13日 文政4年7月24日 1
顕了 常福寺 伝通院 増上寺 文政3年10月22日 文政6年3月15日 2
定学 飯沼弘経寺 光明寺 遷化 文政4年8月29日 文政5年3月24日 0
貞瑞 大光院 光明寺 知恩院 文政5年5月7日 文政10年7月19日 57 5
祐海 常福寺 伝通院 遷化 文政6年4月2日 文政10年1月11日 3
念成 飯沼弘経寺 伝通院 増上寺 文政10年2月17日 天保2年4月24日 4
説行 大光院 光明寺 知恩院 文政10年8月19日 天保3年2月2日 56 4
徳翁 飯沼弘経寺 伝通院 増上寺 天保2年5月16日 天保7年6月1日 5
説玄 大光院 光明寺 知恩院 天保3年3月5日 天保8年1月23日 63 4
念我 飯沼弘経寺 伝通院 遷化 天保7年6月25日 天保8年8月23日 68 1
順良 大光院 光明寺 知恩院 天保8年3月6日 天保9年6月10日 65 1
密賢 常福寺 伝通院 増上寺 天保8年11月9日 天保13年8月17日 4
智典 飯沼弘経寺 光明寺 増上寺 天保9年7月2日 弘化1年7月10日 6
大円 常福寺 伝通院 隠居 天保13年10月16日 嘉永1年9月頃？ 嘉永2年1月10日 5
哲巌 飯沼弘経寺 光明寺 遷化 弘化1年8月29日 弘化1年12月17日 0
慧厳 常福寺 光明寺 増上寺 弘化2年10月2日 嘉永4年3月26日 5
玄順 大光院 伝通院 隠居 嘉永1年10月23日 安政5年8月頃？ 安政6年7月11日 60 9
浄厳 常福寺 光明寺 知恩院 嘉永4年5月22日 安政5年8月4日 7
大宣 霊巌寺 伝通院 隠居 安政5年9月20日 文久3年7月12日 55 4
教音 大光院 光明寺 増上寺 安政5年9月20日 万延1年12月24日 62 2
学天 常福寺 光明寺 知恩院 文久1年1月29日 文久1年7月13日 58 0
明賢 大光院 光明寺 増上寺 文久1年8月10日 慶応1年12月21日 4
俊光 霊巌寺 伝通院 文久3年8月頃？ 明治4年8月19日 56
諦善 大光院 光明寺 慶応1年12月28日 明治16年5月5日

人名 前任 三枚紫衣地 後任 就任 退任 没年 年齢 期間
詮雄 光明寺 増上寺 隠居 延宝3年閏4月28日 延宝8年閏8月5日 貞享4年7月8日 69 5
巌宿 伝通院 増上寺 隠居 延宝8年閏8月8日 天和2年7月26日 貞享4年12月8日 1
感栄 大光院 知恩院 遷化 天和1年8月24日 貞享4年12月1日 6
霊玄 飯沼弘経寺 増上寺 隠居 天和2年8月2日 貞享3年2月20日 元禄11年5月9日 3
古巌 飯沼弘経寺 増上寺 隠居 貞享3年2月24日 元禄5年2月19日 元禄5年9月16日 66 5
孤雲 光明寺 知恩院 遷化 元禄1年2月13日 元禄4年11月6日 65 3
良我 光明寺 知恩院 遷化 元禄4年12月10日 元禄6年12月29日 61 2
了也 伝通院 増上寺 隠居 元禄5年2月24日 元禄12年9月26日 宝永2年4月3日 64 7
秀道 伝通院 知恩院 遷化 元禄7年1月29日 宝永4年3月11日 64 13
白玄 光明寺 増上寺 遷化 元禄12年閏9月29日 元禄13年7月2日 73 0
雲臥 飯沼弘経寺 増上寺 隠居 元禄13年7月8日 宝永1年11月27日 宝永7年閏8月18日 59 4
門周 伝通院 増上寺 隠居 宝永1年11月29日 正徳1年12月5日 享保5年9月13日 67 7
円理 光明寺 知恩院 隠居 宝永4年3月24日 正徳5年5月22日 享保10年9月5日 71 8
祐天 伝通院 増上寺 隠居 正徳1年12月6日 正徳4年6月19日 享保3年7月15日 75 2
詮察 光明寺 増上寺 隠居 正徳4年6月28日 享保2年2月6日 享保2年3月18日 77 2
岸了 光明寺 知恩院 遷化 正徳5年6月19日 享保1年7月17日 70 1
沢春 伝通院 知恩院 遷化 享保1年8月6日 享保3年7月25日 66 1
白随 光明寺 増上寺 隠居 享保2年2月21日 享保11年2月14日 享保15年6月21日 62 8
了鑑 伝通院 知恩院 遷化 享保3年8月12日 享保12年8月5日 68 8
冏鑑 光明寺 増上寺 隠居 享保11年2月28日 享保17年8月22日 享保17年12月5日 74 6
見超 伝通院 知恩院 遷化 享保12年8月26日 享保17年1月7日 74 4
往的 伝通院 知恩院 遷化 享保17年2月2日 元文3年4月25日 65 6
利天 光明寺 増上寺 隠居 享保17年8月28日 享保20年1月8日 享保20年2月9日 72 3
頓秀 伝通院 増上寺 隠居 享保20年1月22日 元文3年11月21日 元文4年10月10日 70 3
真察 光明寺 知恩院 遷化 元文3年5月16日 延享2年4月4日 69 6
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了般 光明寺 増上寺 隠居 元文3年12月1日 延享2年8月4日 延享4年10月8日 6
鸞宿 常福寺 知恩院 遷化 延享2年5月3日 寛延3年10月16日 64 5
連察 伝通院 増上寺 隠居 延享2年8月11日 寛延3年2月12日 宝暦5年4月25日 74 4
覚瑩 光明寺 増上寺 隠居 寛延3年3月1日 宝暦3年11月20日 宝暦4年11月6日 3
雲頂 伝通院 知恩院 遷化 寛延3年11月12日 宝暦3年2月5日 72 2
了風 光明寺 知恩院 遷化 宝暦3年3月14日 宝暦4年9月3日 71 1
大玄 伝通院 増上寺 遷化 宝暦3年11月28日 宝暦6年8月6日 74 2
順真 光明寺 知恩院 隠居 宝暦4年10月7日 宝暦13年8月27日 明和6年4月12日 8
定月 伝通院 増上寺 隠居 宝暦6年9月1日 明和3年11月18日 明和8年12月3日 69 10
沢真 伝通院 知恩院 遷化 宝暦13年9月25日 明和2年7月25日 75 1
正含 光明寺 知恩院 遷化 明和2年8月26日 明和6年10月2日 76 4
弁秀 伝通院 増上寺 隠居 明和3年12月1日 明和7年11月7日 安永1年7月29日 70 3
教意 光明寺 知恩院 遷化 明和6年11月4日 明和8年11月4日 70 2
智瑛 伝通院 増上寺 隠居 明和7年11月15日 安永2年3月3日 安永2年3月5日 2
貞現 光明寺 知恩院 隠居 明和8年12月8日 安永9年7月11日 安永9年9月23日 65 8
霊応 伝通院 増上寺 隠居？ 安永2年3月15日 安永7年1月8日 安永6年12月11日 4
隆善 光明寺 増上寺 隠居 安永7年1月15日 天明3年9月8日 寛政3年3月24日 72 5
祐月 伝通院 知恩院 遷化 安永9年8月6日 天明4年7月9日 68 3
満空 光明寺 増上寺 隠居 天明3年9月25日 寛政2年4月3日 寛政8年7月9日 66 6
興玄 伝通院 知恩院 隠居 天明4年8月8日 寛政3年8月6日 寛政8年3月18日 69 6
円宣 伝通院 増上寺 隠居 寛政2年4月13日 寛政4年2月25日 寛政4年5月2日 73 1
定説 光明寺 知恩院 隠居 寛政3年9月25日 寛政10年9月10日 享和2年1月12日 6
智堂 伝通院 増上寺 隠居 寛政4年2月28日 寛政11年3月24日 寛政12年5月16日 67 7
聖道 伝通院 知恩院 遷化 寛政10年10月2日 享和1年9月18日 67 2
念海 光明寺 増上寺 隠居 寛政11年4月15日 文化5年3月10日 文化9年9月15日 55 8
霊麟 伝通院 知恩院 遷化 享和1年10月16日 文化3年4月13日 63 4
智厳 伝通院 知恩院 遷化 文化3年5月18日 文化6年7月19日 68 3
在禅 光明寺 増上寺 隠居 文化5年4月1日 文化10年9月10日 文政3年3月21日 70 5
在心 伝通院 知恩院 隠居 文化6年8月16日 文政3年9月4日 文政5年9月27日 11
典海 光明寺 増上寺 隠居 文化10年10月1日 文政1年12月8日 文政1年12月10日 75 5
実海 伝通院 増上寺 隠居 文政1年12月15日 文政3年2月8日 文政3年2月9日 1
舜従 光明寺 増上寺 隠居 文政3年2月15日 文政6年2月18日 文政6年4月27日 3
貞厳 伝通院 知恩院 遷化 文政3年10月3日 文政10年6月18日 6
顕了 伝通院 増上寺 隠居 文政6年3月15日 文政12年12月29日 6
貞瑞 光明寺 知恩院 遷化 文政10年7月19日 天保2年12月26日 62 4
顕了 再住 増上寺 遷化 天保1年3月8日 天保2年4月16日 1
念成 伝通院 増上寺 隠居 天保2年4月24日 天保7年5月19日 天保9年7月29日 5
説行 光明寺 知恩院 隠居 天保3年 2月2日 天保7年12月18日 嘉永3年4月17日 61 4
徳翁 伝通院 増上寺 隠居 天保7年6月1日 天保10年9月10日 天保12年5月23日 3
説玄 光明寺 知恩院 遷化 天保8年1月23日 天保9年閏4月21日 68 1
順良 光明寺 知恩院 隠居 天保9年6月10日 弘化1年11月11日 弘化2年12月16日 66 6
巨東 知恩寺 増上寺 隠居 天保11年2月21日 天保13年8月8日 天保13年8月9日 59 2
密賢 伝通院 増上寺 隠居 天保13年8月17日 弘化1年6月2日 弘化1年6月3日 1
智典 光明寺 増上寺 隠居 弘化1年7月10日 嘉永4年3月16日 文久3年5月23日 6
歓幢 大光院 知恩院 遷化 弘化2年5月26日 嘉永1年7月26日 3
顕道 勝願寺 知恩院 遷化 嘉永1年9月19日 安政5年5月12日 59 9
慧厳 光明寺 増上寺 遷化 嘉永4年3月26日 万延1年12月10日 9
浄厳 光明寺 知恩院 遷化 安政5年8月4日 文久1年4月10日 2
教音 光明寺 増上寺 隠居 万延1年12月24日 慶応１年12月16日 慶応3年10月17日 64 4
学天 光明寺 知恩院 文久1年7月13日 明治3年11月26日 58
明賢 光明寺 増上寺 慶応1年12月21日 明治5年8月24日
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れ
、
第
四
章

で
三
輩
に
つ
い
て
説
か
れ
、
第
五
・
第
六
章
で
流
通
分
に
つ
い
て
説
か
れ
る
と
い
う

よ
う
に
、
章
段
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
テ
ー
マ
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

『
逆
修
説
法
』
で
は
テ
ー
マ
を
分
類
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
よ
う
な
構
成
の
形
は
取

っ
て
お
ら
ず
、
各
七
日
で
そ
れ
ぞ
れ
『
無
量
寿
経
』
全
体
を
通
し
て
解
釈
が
施
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
各
七
日
の
解
釈
を
よ
り
細
か
く
み
て
い
く
と
、
同
じ
テ
ー
マ
に
関
し

て
全
く
同
じ
内
容
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

本
論
で
は
、『
逆
修
説
法
』
初
・
三
・
五
七
日
の
『
無
量
寿
経
』
解
釈
を
比
較
検

討
し
、
そ
の
相
違
か
ら
、
未
確
立
の
法
然
浄
土
教
思
想
が
展
開
し
て
い
く
様
子
や
、

『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
説
示
傾
向
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
（
（
（

。

二
―
一
、
本
願
の
解
釈

　

法
然
は
『
逆
修
説
法
』
五
七
日
の
な
か
で
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
説
き
終
わ
っ

た
後
に
、

惣
シ
テ
此
ノ
双
巻
無
量
寿
経
ニ
説
二
念
仏
往
生
一ヲ
文
有
二
七
処
一。
一
ニ
者
本
願
ノ
文
、

二
ニ
者
願
成
就
ノ
文
、
三
ニ
者
上
輩
ノ
中
ノ
一
向
専
念
ノ
文
、
四
ニ
ハ
者
中
輩
ノ
中
ノ
一

向
専
念
ノ
文
、
五
ニ
ハ
者
下
輩
ノ
中
ノ
一
向
専
意
ノ
文
、
六
ニ
者
無
上
功
徳
ノ
文
、
七

ニ
者
特
留
此
経
ノ
文
ナ
リ
也
。
又
此
ノ
七
処
ノ
文
ヲ
合
シ
テ
為
レ
三
ト
。
一
ニ
者
本
願
、
此

ニ
摂
レス
二
ヲ
、
謂
ク
初
ノ
発
願
ト
々
成
就
ト
ナ
リ
也
。
二
ニ
者
三
輩
、
此
ニ
摂
レス
三
ヲ
、
謂

ク
上
輩
中
輩
下
輩
也
。
又
就
二テ
此
ノ
下
輩
一ニ
有
二リ
二
類
一。
三
ニ
者
流
通
、
此
ニ
摂
レス
二

ヲ
、謂
無
上
功
徳
ト
、
特
留
此
経
也
。（
（
（

と
述
べ
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
『
無
量
寿
経
』
の
な
か
で
念
仏
を
説
い
て
い
る
箇

所
が
七
箇
所
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
七
箇
所
を
「
本
願
」（
本
願
・
願
成
就
（
と

　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て　
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「
三
輩
」（
上
輩
・
中
輩
・
下
輩
（
（
（

（
と
「
流
通
」（「
無
上
功
徳
」
の
文
（
（
（

・「
特
留
此
経
」

の
文
（
（
（

（
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
五
七
日
に
お
い
て
初
め
て
明
確
化

さ
れ
る
も
の
の
、
初
七
日
・
三
七
日
に
お
い
て
も
同
様
に
こ
の
三
つ
に
関
す
る
言
及

が
あ
る
。
よ
っ
て
『
無
量
寿
経
』
を
本
願
・
三
輩
・
流
通
と
い
う
三
つ
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
に
関
す
る
初
・
三
・
五
七
日
に
お
け
る
解
釈
を
み
て
い
く
。

【「
本
願
」
初
七
日
】

　

初
七
日
で
は
、

無
量
寿
経
ニ
ハ
初
ニ
説
二
阿
弥
陀
如
来
ノ
因
位
ノ
本
願
一ヲ
、
次
ニ
説
二ナ
リ
彼
ノ
仏
ノ
果
位
ノ

二
報
荘
厳
一ヲ
。
然
者
此
ノ
経
ニ
ハ
説
二
阿
弥
陀
仏
ノ
修
因
感
果
ノ
功
徳
一ヲ
也
。
則
上
巻

ノ
初
ニ
所
レノ
説
四
十
願
等
ハ
、
彼
仏
ノ
因
位
ノ
発
願
也
。
同
巻
ノ
奧
及
ヒ
下
巻
ノ
初
ニ

所
レ
説
浄
土
荘
厳
并
ニ
衆
生
往
生
ノ
因
果
ハ
、
彼
ノ
仏
ノ
果
位
ノ
願
成
就
也
。
一
ノ々

本
誓
一
ノ々
願
成
就
、
経
文
ニ
明
也
、
不
レ
遑
二ア
ラ
具
ニ
釈
一ス
ル
ニ
。（

（
（

と
あ
り
、『
無
量
寿
経
』
に
は
初
め
に
因
位
の
本
願
が
説
か
れ
、
次
に
果
位
の
二
報

荘
厳
（
願
成
就
（
が
説
か
れ
、
総
じ
て
阿
弥
陀
仏
の
修
因
感
果
が
説
か
れ
る
と
述
べ

る
も
の
の
、
波
線
部
「
具
に
釈
す
る
に
遑
あ
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詳
し
く
は
講

説
す
る
時
間
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
省
略
さ
れ
て
い
る
。
初
七
日
で
は
こ
こ
ま
で
阿

弥
陀
仏
真
化
二
身
論
や
浄
土
宗
論
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
講
説
時
間
が

不
足
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
初
七
日
の
説
示
は
、

①
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て

阿
弥
陀
仏
の
因
位
の
本
願
と
果
位
の
二
報
荘
厳
（
修
因
感
果
（
が
説
か

れ
る
こ
と

②
因
位
の
本
願

③
果
位
の
願
成
就

と
『
無
量
寿
経
』
の
内
容
構
成
を
簡
単
に
述
べ
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
説
明
は
な
い
。

【「
本
願
」
三
七
日
】

　

三
七
日
で
は
、
ま
ず

次
ニ
双
巻
無
量
寿
経
者
、
浄
土
ノ
三
部
経
ノ
中
ニ
ハ
猶
此
ノ
経
ヲ
為
二
根
本
一ト
也
。
其
ノ

故
ハ
一
切
ノ
諸
善
ハ
願
ヲ
為
二
根
本
一ト
。
然
ニ
此
経
ニ
ハ
説
二テ
弥
陀
如
来
ノ
因
位
ノ
願
一ヲ
謂

ク
、
乃
往
過
去
久
遠
無
量
無
数
劫
ニ
有
レリ
キ
仏
、
申
二シ
キ
世
自
在
王
仏
一ト
。
其
時
有
二リ

キ
一
人
ノ
国
王
一。
聞
二テ
仏
ノ
説
法
一ヲ
、
発
二シ
テ
無
上
道
心
一ヲ
、
捨
レテ
国
ヲ
棄
レテ
ヽ
王
ヲ
出
家

シ
テ
成
二レ
リ
沙
門
一ト
、
名
テ
曰
二キ
法
蔵
比
丘
一ト
。（
中
略
（
法
蔵
菩
薩
聞
二キ
仏
ノ
所
説
一ヲ
、

又
見
二
厳
浄
之
国
土
一ヲ
已
テ
後
チ
、
五
劫
ノ
間
思
惟
シ
取
捨
シ
テ
、
従
二
二
百
一
十
億
ノ

浄
土
ノ
中
一
撰
取
シ
テ
、
而
設
二ケ
四
十
八
ノ
誓
願
一ヲ
給
ヘ
リ
。
従
二
二
百
一
十
億
之
国
ノ

中
一、
善
悪
之
中
ニ
ハ
捨
レ
悪
ヲ
取
レ
善
ヲ
、
麁
妙
之
中
ニ
ハ
捨
レテ
麁
ヲ
取
レリ
妙
ヲ
、
如
レ
是

取
捨
シ
選
択
シ
テ
発
二下
フ
カ
此
ノ
四
十
八
願
一ヲ
故
ニ
、
此
経
ノ
同
本
異
訳
ノ
大
阿
弥
陀
経
ニ

ハ
、
此
ノ
願
ヲ
ハ
被
レタ
リ
説
二カ
選
択
ノ
願
一ト
。（
（
（

と
あ
り
、「
浄
土
三
部
経
」
の
な
か
で
『
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
根
本
の
経
で
あ
る
と

し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
経
に
は
諸
善
の
根
本
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
因
位
の
願

に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
法
蔵
説
話
が
説
明
さ

れ
、
世
自
在
王
仏
の
導
き
に
よ
っ
て
法
蔵
菩
薩
が
二
百
一
十
億
国
の
な
か
か
ら
善
悪

の
な
か
に
は
悪
を
捨
て
て
善
を
取
り
、
麁
妙
の
な
か
に
は
麁
を
捨
て
て
妙
を
取
る
と

い
う
よ
う
に
取
捨
選
択
し
て
四
十
八
願
を
起
こ
し
た
こ
と
を
述
べ
、『
大
阿
弥
陀
経
』

に
は
四
十
八
願
を
選
択
の
願
と
説
か
れ
る
こ
と
を
明
か
す
。
続
い
て
、

凡
ソ
始
メ
自
二
無
三
悪
趣
ノ
願
一
終
リ
至
二マ
テ
得
三
法
忍
一ニ
、
思
惟
選
択
ス
ル
ノ
之
間
ニ
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　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

逕
二
下
ヘ
ル
五
劫
一ヲ
也
。
如
レク
是
選
択
シ
摂
取
シ
テ
後
ニ
、
詣
二テ
ヽ
仏
所
一ニ
一
ニ々
説
レキ
下
之
。

説
二キ
其
ノ
四
十
八
願
一ヲ
已
テ
後
、
又
以
レ
偈
ヲ
曰
ク
。
我
建
二
超
世
ノ
願
一ヲ
、（
中
略
（

然
者
言
三フ
ハ
彼
ノ
法
蔵
比
丘
ノ
四
十
八
願
ハ
一
ニ々
成
就
シ
テ
、
決
定
シ
テ
可
二ト
成
仏
一
者
、

其
ノ
初
発
ノ
願
ノ
時
キ
於
二
世
自
在
王
仏
ノ
御
前
ニ
諸
魔
龍
神
八
部
、
一
切
大
衆
中
一ニ

兼
テ
顕
レ
タ
ル
事
也
。
爾
者
彼
ノ
世
自
在
王
仏
之
法
ノ
中
ニ
ハ
、
法
蔵
菩
薩
ノ
四
十
八

願
経
ト
テ
受
二
持
シ
読
三
誦
シ
キ
之
一ヲ
。
今
雖
二
釈
迦
法
ノ
中
一ナ
リ
ト
、
仰
二テ
彼
ノ
仏
ノ
願
力
一ヲ
、

願
レハ
ン
生
二ン
ト
彼
ノ
国
一ニ
者
ノ
ハ
入
二ル
ヘ
キ
此
ノ
法
蔵
菩
薩
ノ
四
十
八
願
ノ
法
門
一ニ
也
。（
中

略
（
各
随
レテ
宗
ニ
持
二
依
経
依
論
一ヲ
也
。
今
宗
二ト
セ
ン
浄
土
一ヲ
人
ハ
、
依
二テ
此
ノ
経
一ニ
可
レ

持
二
四
十
八
願
ノ
法
門
一ヲ
也
。（
（1
（

と
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
が
五
劫
を
か
け
て
四
十
八
願
を
選
択
し
た
後
、
世
自
在
王
仏
の

前
で
「
四
誓
偈
」
を
誓
い
、
そ
れ
に
対
し
天
地
が
讃
嘆
し
応
え
た
こ
と
か
ら
、
四
十

八
願
の
成
就
は
前
も
っ
て
約
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
に
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力
を
仰
い
で
そ
の
国
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
者
は
、
法
蔵

菩
薩
の
四
十
八
願
の
法
門
に
入
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
に
応
じ
て
依
り

ど
こ
ろ
と
す
る
経
論
を
保
つ
の
で
あ
っ
て
、
浄
土
宗
の
人
は
『
無
量
寿
経
』
に
依
っ

て
こ
の
四
十
八
願
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。

　

次
に
、

持
二ト
ハ
此
経
一ヲ
者
、
則
持
二
弥
陀
ノ
本
願
一ヲ
者
ナ
リ
也
。
即
法
蔵
菩
薩
ノ
四
十
八
願
ノ
法

門
也
。
其
ノ
四
十
八
願
ノ
中
ニ
、
以
二テ
第
十
八
ノ
念
仏
往
生
ノ
願
一ヲ
而
為
二
本
体
一ト
也
。

故
ニ
善
導
ノ
曰
ク
、
弘
誓
多
門
四
十
八
、
偏
標
念
仏
最
為
親
。
云
々
。
念
仏
往
生

ト
者
、
源
ト
従
二リ
此
ノ
本
願
一
起
レ
リ
。
然
ハ
者
観
経
弥
陀
経
所
レノ
説
念
仏
往
生
ノ
旨
モ
、

乃
至
余
ノ
諸
経
ノ
中
ニ
所
レモ
説
、
皆
以
二テ
此
ノ
経
ニ
所
レノ
説
本
願
一
為
二
根
本
一ト
也
。
何
ヲ

以
テ
カ
知
レナ
ラ
ハ
之
者
、
観
経
ニ
所
レ
説
ク
光
明
摂
取
ヲ
善
導
釈
シ
給
ニ
、
唯
有
念
仏
蒙

光
照
、
当
知
本
願
最
為
強
。（
中
略
（
又
阿
弥
陀
経
ニ
所
レノ
説
一
日
七
日
ノ
念
仏
ヲ
、

善
導
讃
給
ニ
、
直
為
弥
陀
弘
誓
重
、
致
使
凡
夫
念
即
生
。
云
々
。
此
レ
亦
一
日

七
日
ノ
念
仏
モ
、
弥
陀
ノ
本
願
ノ
故
ニ
往
生
ス
ト
聞
タ
リ
矣
。（
（（
（

と
あ
り
、『
無
量
寿
経
』
を
保
つ
と
は
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
（
本
願
（
を
保
つ
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
四
十
八
願
の
な
か
で
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
を
本
体
と
し
て
い
る

と
説
き
、
善
導
『
法
事
讃
』
を
引
用
す
る
（
（1
（

。
そ
し
て
、
念
仏
往
生
と
は
も
と
も
と
こ

の
本
願
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
や
そ
の
他
の
経
典

に
説
か
れ
る
念
仏
往
生
も
す
べ
て
こ
の
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
根
本
と
し
て
い
る

こ
と
を
述
べ
、
そ
の
こ
と
を
知
る
証
と
し
て
、『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
の
引
文
と

そ
れ
に
対
す
る
善
導
の
解
釈
を
あ
げ
て
い
る
（
（1
（

。

　

続
い
て
、

抑
法
蔵
菩
薩
、
何
ナ
レ
者
、
捨
二テ
ヽ
余
行
一
唯
以
二テ
称
名
念
仏
一ヲ
而
立
二テ
本
願
一ト
給
ヘ
ル
ソ

ト
云
ニ
、
此
ニ
有
二リ
二
義
一。
一
ニ
者
念
仏
ハ
殊
勝
ノ
功
徳
ナ
ル
カ
故
、
二
ニ
者
念
仏
ハ
易
レカ

行
シ
故
ニ
、
遍
二カ
于
諸
機
一ニ
故
ニ
。
初
ニ
殊
勝
功
徳
故
ト
者
、
彼
ノ
仏
ハ
因
果
惣
別
ノ
一

切
ノ
萬
徳
、
皆
悉
ク
名
号
ニ
顕
カ
故
ニ
、
一
度
モ
唱
二レ
ハ
南
無
阿
弥
陀
仏
一ト
得
二
大
善

根
一ヲ
也
。
是
以
西
方
要
決
ニ
云
、
諸
仏
願
行
成
二
此
果
名
一、
但
能
念
レ
号
具
ニ
包
二

衆
徳
一、
故
成
二
大
善
一
不
レ
廃
二
往
生
一。
云
々
。
又
此
ノ
経
ニ
即
指
二シ
テ
一
念
一ヲ
讃
二タ
リ

無
上
功
徳
一ト
。
然
者
殊
勝
ノ
大
善
根
ナ
ル
故
ニ
撰
レテ
之
ヲ
為
二
本
願
一
給
ヘ
ル
也
。
二
ニ
易

修
故
者
、
申
二コ
ト
ハ
南
無
阿
弥
陀
仏
一ト
者
、
何
ナ
ル
愚
癡
ノ
者
モ
、
少
キ
モ
老
タ
ル
モ
、
易

ク
被
レカ
申
故
ニ
以
二テ
平
等
慈
悲
ノ
御
意
一ヲ
立
二
其
ノ
行
一ト
給
ヘ
リ
。
若
シ
以
二テ
布
施
一ヲ
為
二下
ハ
ヽ

本
願
一
者
、
貧
窮
困
乏
ノ
輩
ハ
、
断
二
往
生
ノ
望
一ヲ
。（
中
略
（
因
レテ
茲
ニ
法
蔵
菩
薩

被
レ
催
二
平
等
ノ
慈
悲
一ニ
、
為
三
遍
ク
摂
二ン
カ
一
切
一ヲ
、
不
下シ
テ
以
二テ
彼
ノ
諸
行
一ヲ
為
中
往
生

ノ
本
願
上ト
、
唯
以
二テ
称
名
念
仏
ノ
一
行
一ヲ
為
二
其
ノ
本
願
一
給
也
。
故
ニ
法
照
禅
師
云
、
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四
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佛
　
教
　
文
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究

（
中
略
（
能
令
二
瓦
礫
ヲ
シ
テ
変
シ
テ
成
㆒㆑

金
。
云
々
。（
（1
（

と
あ
り
、
で
は
な
ぜ
法
蔵
菩
薩
が
余
行
を
捨
て
て
念
仏
を
本
願
と
し
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
念
仏
は
殊
勝
の
功
徳
が
あ
る
か
ら
と
い

う
理
由
と
、
念
仏
は
行
じ
や
す
く
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
い
き
わ
た
る
か
ら
と
い
う
理
由

の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
の
一
切
の
万
徳
が
み
な
名

号
に
備
わ
っ
て
い
る
た
め
、
一
度
で
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ
ば
大
善
根
を
得
る

と
し
、『
西
方
要
決
』
を
引
用
す
る
（
（1
（

。
ま
た
『
無
量
寿
経
』
流
通
分
に
念
仏
を
無
上

功
徳
と
讃
え
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と

称
え
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
者
で
も
実
践
で
き
る
の
で
、
阿
弥
陀
仏
が
平
等
慈
悲
の

心
に
よ
っ
て
そ
の
行
を
立
て
た
と
し
、
も
し
、
布
施
・
持
戒
・
禅
定
・
智
恵
を
本
願

と
し
た
な
ら
ば
貧
窮
困
乏
・
破
戒
無
戒
・
散
乱
麁
動
・
愚
痴
下
智
の
者
は
往
生
で
き

な
い
た
め
、
法
蔵
菩
薩
は
す
べ
て
の
者
を
救
お
う
と
し
て
称
名
念
仏
一
行
を
本
願
と

し
た
と
説
き
、
法
照
『
五
会
法
事
讃
』
を
引
用
す
る
（
（1
（

。

　

最
後
に
、

雖
レ
立
二ト
如
レ
此
誓
願
一ヲ
、
其
ノ
願
不
二ハ
成
就
一
者
、
非
二ス
正
可
㆒㆑キ
ニ
憑
。
然
彼
ノ
法
蔵

菩
薩
ノ
願
ハ
、
一
々
成
就
シ
テ
既
ニ
成
仏
シ
下
ヘ
リ
。
其
中
ニ
此
ノ
念
仏
往
生
ノ
願
成
就
文

ニ
云
、
諸
有
衆
生
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
、
至
心
囘
向
願
生
彼
国
、

即
得
往
生
住
不
退
転
。
云
々
。（
（1
（

と
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
の
願
は
す
べ
て
成
就
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
続
け
て
念
仏
往

生
の
願
の
成
就
文
を
あ
げ
る
が
詳
し
い
説
明
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
整
理
す
れ
ば
、

①
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て

阿
弥
陀
仏
の
因
位
の
本
願
が
説
か
れ
る
た
め
「
浄
土
三
部
経
」
の
根
本
で

あ
る
こ
と

②
因
位
の
本
願

　

Ａ
．
四
十
八
願
の
説
明

　
　

Ａ-

１
．
法
蔵
説
話

　
　

Ａ-

２
．『
大
阿
弥
陀
経
』
所
説
選
択
の
願
の
説
明

　
　

Ａ-

３
．
浄
土
宗
の
人
は
四
十
八
願
を
保
つ
べ
き
こ
と

　

Ｂ
．
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
の
説
明

Ｂ-

１
．
四
十
八
願
の
な
か
で
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
を
根
本
と
す
る
こ

と
（『
法
事
讃
』（

Ｂ-

２
．
諸
経
の
念
仏
往
生
は
す
べ
て
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
根
本
と

す
る
こ
と
（『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
引
文
と
善
導
の
解
釈
（

Ｂ-

３
．
念
仏
が
選
ば
れ
た
理
由

Ｂ-

３-

１
．
念
仏
の
勝
行
性
（
万
徳
所
帰
の
名
号
（

Ｂ-

３-

２
．
念
仏
の
易
行
性
（
阿
弥
陀
仏
の
平
等
慈
悲
の
心
（

③
果
位
の
願
成
就

と
い
う
構
成
で
あ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

【「
本
願
」
五
七
日
】

　

五
七
日
で
は
、
ま
ず

次
無
量
寿
経
ト
者
、
如
来
説
レ下
教
ヲ
事
皆
為
二
衆
生
済
度
一ノ
也
。
故
ニ
衆
生
ノ
根
機

區
ナ
ル
カ
故
ニ
、
仏
ノ
経
教
モ
亦
無
量
ナ
リ
。
而
ニ
今
経
ハ
為
二ニ
往
生
浄
土
一ノ
説
二下
衆
生
往

生
ノ
法
一ヲ
也
。
阿
弥
陀
仏
ノ
修
因
感
果
ノ
次
第
、
極
楽
浄
土
ノ
二
報
荘
厳
之
有
様
委

ク
説
キ
給
ヘ
ル
モ
、
為
レ
令
下カ
勧
二テ
衆
生
一ヲ
発
中サ
欣
求
ノ
心
上ヲ
也
。
然
ニ
此
経
ノ
所
詮
ハ
、



一
四
一

　
　
　
　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

説
下ヘ
ル
我
等
衆
生
ノ
可
二キ
往
生
一
之
旨
上ヲ
也
。
但
釈
二ス
ル
ニ
此
経
一ヲ
、
諸
師
ノ
意
不
同
也
。

今
且
ク
以
二テ
善
導
和
尚
ノ
御
意
一ヲ
心
得
候
ニ
、
此
ノ
経
ハ
偏
ニ
説
二テ
専
修
念
仏
ノ
旨
一ヲ
、

為
二下
フ
衆
生
往
生
ノ
業
一ト
也
。（
（1
（

と
あ
り
、
釈
尊
が
衆
生
済
度
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
経
を
説
く
な
か
で
、
こ
の
『
無

量
寿
経
』
は
衆
生
の
往
生
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
経
典
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

衆
生
に
欣
求
浄
土
の
心
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
阿
弥
陀
仏
の
修
因
感
果
に
つ
い
て
詳

し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
の
、
そ
の
詳
細
は
省
略
さ
れ
、「
我
等
衆
生
の

往
生
す
べ
き
旨
を
説
き
た
ま
え
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、『
無
量
寿
経
』
に

関
す
る
諸
師
の
解
釈
は
不
同
で
あ
る
が
、
善
導
の
意
に
よ
れ
ば
こ
の
経
は
偏
に
専
修

念
仏
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
後
、

然
ニ
往
生
ノ
行
ヲ
ハ
我
等
カ
黠
カ
シ
ク
今
始
テ
可
レ
計
フ
事
ニ
ハ
不
レ
候
。
皆
被
二タ
ル
定
置
一
事

者
也
。
法
蔵
比
丘
若
シ
悪
シ
ク
選
テ
立
給
ハ
者
、
世
自
在
王
仏
猶
左
ソ
可
レ
有
ス
歟
。

令
レシ
テ
説
二カ
彼
ノ
願
共
一ト
モ
ヲ
之
後
ニ
、
何
ソ
授
下
記
下
ハ
ン
決
定
シ
テ
可
レシ
ト
成
中ス
無
上
正

覚
上ヲ
乎
。
法
蔵
菩
薩
ノ
立
二下
テ
彼
ノ
願
一ヲ
、
兆
載
永
劫
ノ
間
難
行
苦
行
積
功
累
徳
シ
テ
、

既
ニ
成
仏
シ
給
タ
レ
ハ
者
、
昔
ノ
誓
願
一
ニ々
不
レ
可
レ
疑
、
而
ニ
善
導
和
尚
引
二テ
此
ノ
本

願
ノ
文
一ヲ
曰
ク
、
若
我
成
仏
、
十
方
衆
生
、
称
二
我
名
号
一、
下
至
二
十
声
一、
若
不
生

者
不
取
正
覚
。
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
、
当
知
、
本
誓
重
願
不
虚
、
衆
生
称
念
必

得
往
生
。
云
々
。（
（1
（

と
あ
り
、
波
線
部
に
「
往
生
の
行
を
ば
我
等
が
點
し
く
今
始
め
て
計
ら
う
べ
き
事
に

は
候
わ
ず
。
皆
定
め
置
か
れ
た
る
事
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
往
生
の
行
は
我
々
が

考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
法
蔵
菩
薩
に
よ
り
定
め
ら
れ
世
自
在
王
仏
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
た
、
す
で
に
定
め
置
か
れ
た
行
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
が

こ
の
願
を
立
て
て
か
ら
兆
載
永
劫
の
間
に
難
行
苦
行
を
重
ね
、
す
で
に
成
仏
し
て
い

る
の
だ
か
ら
誓
願
を
疑
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
の
文
を
引
用

す
る
（
11
（

。
さ
ら
に
、

実
ニ
我
等
衆
生
取
三テ
コ
ソ
自
力
許
ニ
シ
テ
而
求
二メ
ン
ニ
往
生
一ヲ
、
此
ノ
行
等
ハ
為
レラ
ン
叶
二ヒ
ヤ
仏

ノ
御
心
一ニ
、
又
有
レラ
ン
ト
不
レヤ
叶
不
審
ニ
モ
覚
ヘ
、
往
生
モ
不
定
ニ
ハ
可
レ
候
。
申
二テ
念
仏
一ヲ

願
二ハ
ン
往
生
一ヲ
人
ハ
、
非
三
自
力
ニ
テ
可
二ニ
ハ
往
生
一ス
也
、
只
他
力
ノ
往
生
也
。
本
自
唱
二ヘ

ハ
仏
ノ
定
置
下
フ
之
名
号
一ヲ
、
乃
至
十
声
一
声
ニ
テ
モ
令
レシ
テ
生
給
者
、
十
声
一
声
念
仏

シ
テ
一
定
可
二ケ
レ
ハ
コ
ソ
往
生
一ス
、
其
願
成
就
シ
成
仏
シ
給
フ
ト
云
フ
道
理
ハ
候
ヘ
。
然
者
唯

一
向
ニ
仰
二テ
仏
ノ
願
力
一ヲ
可
三
決
二
定
ス
往
生
一ヲ
ハ
也
。
以
二テ
我
カ
自
力
ノ
強
弱
一ヲ
、
不
レ

可
レ
思
二
定
ト
モ
不
定
一ト
モ
。（
1（
（

と
あ
り
、
我
々
が
自
力
で
往
生
し
よ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
念
仏
と
い
う
往
生
行
が
不

審
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
仏
が
定
め
置
い
た
名
号
で
あ
る
か
ら
必
ず
十

声
一
声
の
念
仏
で
往
生
が
叶
う
と
し
、
た
だ
仏
願
力
を
頼
り
と
し
て
往
生
す
べ
き
旨

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

彼
ノ
願
成
就
ノ
文
ハ
在
二リ
此
ノ
経
ノ
下
巻
一。
其
ノ
文
ニ
云
ク
、
諸
有
衆
生
、
聞
其
名
号
、

信
心
歓
喜
乃
至
一
念
、
至
心
廻
向
願
生
彼
国
、
則
得
往
生
住
不
退
転
。
云
々
。

凡
ソ
四
十
八
願
荘
二
厳
セ
リ
浄
土
一ヲ
、
花
池
宝
閣
モ
、
無
レ
非
二云
コ
ト
願
力
一ニ
。
其
ノ
中
ニ

独
リ
不
レ
可
レ
疑
二フ
念
仏
往
生
ノ
願
一ヲ
ノ
ミ
。
極
楽
浄
土
若
シ
浄
土
ナ
ラ
ハ
者
、
念
仏
往
生

モ
亦
決
定
往
生
也
。（
11
（

と
あ
り
、
第
十
八
願
の
成
就
文
を
あ
げ
、
四
十
八
願
の
成
就
に
よ
り
浄
土
が
荘
厳
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
十
八
願
に
よ
る
念
仏
往
生
も
確
実
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
一
見
唐
突
に
浄
土
の
荘
厳
の
こ
と
が
説
か
れ
る
の
は
、
五
七

日
の
初
め
に
浄
土
の
二
報
荘
厳
に
つ
い
て
「
阿
弥
陀
仏
の
願
成
就
に
よ
る
功
徳
で
あ

る
」
と
説
い
た
（
11
（

流
れ
か
ら
、
念
仏
往
生
の
願
も
間
違
い
な
く
成
就
し
て
い
る
と
わ
か
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り
や
す
く
示
す
た
め
で
あ
る
と
み
て
と
れ
る
。

こ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、

①
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て

Ａ
．
衆
生
の
往
生
浄
土
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
の
修
因
感
果
と
浄
土
の
二
報
荘

厳
を
説
く
こ
と

Ｂ
．
衆
生
の
往
生
の
実
践
行
と
し
て
専
修
念
仏
の
旨
（
第
十
八
願
（
を
説
く

こ
と

②
因
位
の
本
願

　

Ａ
．
四
十
八
願
の
説
明
（
概
説
（

　

Ｂ
．
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
の
説
明

Ｂ-

１
．
念
仏
は
す
で
に
定
め
置
か
れ
、
必
ず
成
就
し
て
い
る
往
生
行
で

あ
る
こ
と

Ｂ-

２
．
自
力
で
は
な
く
他
力
に
任
せ
て
往
生
す
べ
き
こ
と

③
果
位
の
願
成
就

と
い
う
構
成
で
あ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
各
七
日
に
お
け
る
本
願
解
釈
を
み
て
き
た
が
、
初
七
日
に
つ
い
て
は
『
無

量
寿
経
』
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
分
量
が
少
な
い
た
め
、
以

下
三
七
日
と
五
七
日
に
限
っ
て
比
較
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

三
七
日
と
五
七
日
の
説
示
の
流
れ
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
詳
し
く
み
て
み

る
と
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
①
で
『
無
量
寿
経
』
と
は
ど
の
よ
う

な
経
典
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
る
。
三
七
日
で
は
、『
無
量
寿
経
』
に
は
一
切
諸
善
の

根
本
と
な
る
阿
弥
陀
仏
の
願
が
説
か
れ
て
い
る
た
め
、「
浄
土
三
部
経
」
の
根
本
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
対
し
て
五
七
日
で
は
、『
無
量
寿
経
』
は
衆
生
の
往
生
を
主

旨
と
し
た
経
典
で
あ
り
、
衆
生
に
欣
求
浄
土
の
心
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
阿
弥
陀
仏

の
修
因
感
果
と
浄
土
の
二
報
荘
厳
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
と
し
、
衆
生
の
往
生
の

実
践
行
と
し
て
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
が
説
か
れ
る
こ
と
を
初
め
に
述
べ
て
い
る
。

　

続
い
て
、
②
で
因
位
の
本
願
に
つ
い
て
説
か
れ
る
。
ま
ず
Ａ
で
四
十
八
願
に
関
す

る
解
釈
が
あ
る
が
、
三
七
日
で
は
法
蔵
説
話
を
述
べ
た
後
、『
大
阿
弥
陀
経
』
に
説

か
れ
る
選
択
の
語
意
に
つ
い
て
、
四
十
八
願
の
諸
相
に
言
及
し
な
が
ら
説
か
れ
、
浄

土
宗
の
人
は
四
十
八
願
を
保
つ
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
と
い
う
非
常
に
丁
寧
な
説
明
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
対
し
て
五
七
日
で
は
、
四
十
八
願
に
関
す
る
詳
し
い
説
明
は
省

略
さ
れ
、
第
十
八
願
に
焦
点
を
当
て
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
七
日
の

説
示
は
よ
り
念
仏
論
に
限
定
し
た
説
き
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
四
十
八

願
に
関
す
る
詳
し
い
説
明
を
設
け
て
い
な
い
の
は
、
単
に
繰
り
返
し
に
な
る
こ
と
を

避
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
無
量
寿
経
』
の
要
旨
が
念
仏
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
よ
り
明
確
に
示
す
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
肝
心
の
念
仏
論
の
内
容
に
あ
た
る
第
十
八
願
に
つ
い
て
説
い
た
Ｂ
の
説

示
は
、
三
七
日
と
五
七
日
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
三
七
日
で
は
、
四
十
八
願
の

な
か
で
も
第
十
八
願
を
根
本
と
す
る
と
し
、
諸
経
に
説
か
れ
る
念
仏
往
生
は
す
べ
て

『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
根
本
と
す
る
と
説
か
れ
、『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
引
文
と

そ
れ
に
対
す
る
善
導
の
解
釈
を
あ
げ
て
そ
の
証
左
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
第
十

八
願
に
関
す
る
記
述
は
五
七
日
に
は
な
く
、
や
は
り
三
七
日
の
方
が
丁
寧
な
説
明
で

あ
る
と
み
て
と
れ
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
ま
で
の
解
釈
を
受
け
、「
な
ぜ
阿
弥
陀
仏
は
念
仏
一
行
を
選
択
し
本

願
行
と
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
に
あ
た
る
部
分
を
比
較
し
て
み
る
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　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

と
、
三
七
日
で
は
念
仏
の
勝
行
性
と
易
行
性
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
対
し
、
五
七
日

で
は
我
々
の
考
え
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
仏
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

念
仏
の
一
行
を
信
じ
他
力
に
任
せ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
三
七
日
の
説
示
に

つ
い
て
は
、
念
仏
の
勝
行
説
・
易
行
説
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
諸
行
の
勝

劣
義
・
難
易
義
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
説
か
れ
て
い
な
い
と
み
て
と
れ
る
（
11
（

。
こ
れ
に

対
し
、
五
七
日
の
説
示
は
『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
選
択
本
願
念
仏
義
と
も
形
を
異

に
し
て
お
り
、
勝
劣
義
・
難
易
義
と
い
っ
た
面
か
ら
は
考
察
で
き
な
い
が
、
阿
弥
陀

仏
の
選
択
に
つ
い
て
疑
い
の
心
を
起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
促
す
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
念
仏
一
行
を
本
願
と
な
す
こ
と
は
、
衆
生
の
選
び
取
り
で
は
な
く
阿
弥

陀
仏
の
選
択
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
実
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
『
逆
修
説
法
』
三
七
日
時
点
で
経
疏
を
典
拠
と
し
た
念
仏
諸
行
の
勝
劣
義
・
難
易

義
と
い
う
明
確
な
提
示
が
で
き
ず
、
そ
れ
で
は
念
仏
一
行
に
励
む
べ
き
理
由
と
し
て

少
し
弱
い
と
考
え
た
法
然
は
、
五
七
日
に
お
い
て
は
、
念
仏
が
勝
易
の
行
で
あ
る
と

い
う
よ
う
な
理
論
的
説
明
を
離
れ
、
た
だ
我
々
に
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
甚
大
な

仏
意
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
行
が
念
仏
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
我
々
が
念
仏
を
行
ず

べ
き
唯
一
無
二
の
理
由
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
本
来
我
々
が
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
仏
意
を
推
し
測
っ
て
、
三
七

日
の
念
仏
勝
易
説
に
組
み
込
ん
だ
も
の
が
、
ま
さ
に
「
聖
意
測
り
難
し
」
と
し
て
勝

劣
義
と
難
易
義
を
述
べ
た
『
選
択
集
』
第
三
章
段
の
説
示
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、『
逆
修
説
法
』
三
七
日
の
念
仏
勝
易
説
が
、『
選
択
集
』
第
三
章
段
に
説
か

れ
る
念
仏
諸
行
の
勝
劣
義
・
難
易
義
へ
と
思
想
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、『
西
方

要
決
』
や
『
五
会
法
事
讃
』
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
仏
意
を
推
し
測
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
、
ゆ
え
に
こ
の
五
七
日
の
説
示
は
、『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
念
仏
実
践
理
論

体
系
を
構
築
す
る
た
め
に
必
要
な
段
階
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
続
け
て
、
③
果
位
の
願
成
就
に
着
目
す
る
と
、
三
七
日
で
は
四
十
八
願
の
成

就
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
念
仏
往
生
願
成
就
に
つ
い
て
説
か
れ
る
の
に
対
し
、
五
七

日
は
よ
り
十
八
願
の
み
に
特
化
し
、
四
十
八
願
の
成
就
を
理
由
と
し
て
、
十
八
願
の

成
就
も
確
実
と
説
か
れ
る
。
こ
こ
に
も
や
は
り
、
十
八
願
に
特
に
焦
点
を
あ
て
る
五

七
日
の
説
示
の
特
徴
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
七
日
と
五
七
日
に
お
け
る
本
願
解
釈
の
相
違
を
み
て
く
る
と
、
②

の
Ｂ
の
念
仏
論
に
お
け
る
両
者
の
説
示
の
相
違
と
、
①
の
『
無
量
寿
経
』
総
論
・
②

の
Ａ
の
四
十
八
願
の
説
明
・
③
果
位
の
願
成
就
に
お
け
る
両
者
の
説
示
の
相
違
は
、

少
し
性
質
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
相
違
は
、「
ど
う
し
て
念
仏
が
選
択

さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
同
じ
疑
問
点
か
ら
発
せ
ら
れ
た
答
え
で
あ
り
、
三
七
日
で
説

い
た
も
の
を
五
七
日
で
修
正
し
て
い
る
と
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
法
然
が

「
逆
修
法
会
」
に
お
け
る
説
法
の
な
か
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
説
け
ば
よ
り
正
確
に
伝
わ
る
の
か
懸
命
に
考
え
た
結
果
、
法
然
の
念
仏
論
自
体
が

展
開
し
て
深
ま
り
を
み
せ
た
痕
跡
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
相
違
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
七
日
に
お
い
て
四
十
八

願
に
あ
え
て
深
く
触
れ
ず
、
十
八
願
の
み
に
特
化
し
た
説
示
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、

決
し
て
法
然
の
四
十
八
願
に
対
す
る
認
識
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠

に
、
五
七
日
の
果
位
の
願
成
就
で
は
、
四
十
八
願
が
す
べ
て
成
就
し
て
い
る
こ
と
を

十
八
願
成
就
の
根
拠
と
す
る
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
法
然
の
思
想
的
展
開
で
は
な
く
、

逆
修
法
会
の
説
法
が
進
む
に
つ
れ
、
説
示
の
関
心
を
「
一
切
諸
善
」
か
ら
よ
り
「
念

仏
一
行
」
へ
と
収
斂
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
法
然
の
説
示
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
み

て
と
る
の
が
適
切
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
み
た
本
願
解
釈
の
相
違
か
ら
、（
１
（
法
然
の
思
想
的
展
開

と
（
２
（
法
然
の
説
示
傾
向
と
い
う
二
つ
の
意
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
―
二
、
三
輩
の
解
釈

【「
三
輩
」
初
七
日
】

　

初
七
日
で
は
、

其
中
ニ
説
二ハ
衆
生
往
生
ノ
因
果
一ヲ
者
、
則
チ
念
仏
往
生
ノ
願
成
就
之
諸
有
衆
生
聞
其

名
号
ノ
文
、
及
ヒ
三
輩
ノ
文
是
也
。
若
シ
依
二ハ
善
導
ノ
御
意
一ニ
者
、
就
二テ
此
三
輩
ノ
業

因
一ニ
、
可
レ
立
二
正
雑
二
行
一ヲ
。
就
二テ
正
行
一ニ
亦
有
レ
二
、
正
定
ト
助
業
ト
也
。
三
輩

倶
ニ
云
二ヘ
ル
ハ
一
向
専
念
一ト
者
、
則
正
定
業
也
。
順
二ス
ル
カ
彼
ノ
仏
ノ
本
願
一ニ
故
ニ
、
又
其

ノ
外
ニ
有
二リ
助
業
一、
有
二リ
雑
行
一。
開
二ク
ニ
経
ノ
文
一ヲ
、
当
二リ
観
経
疏
ノ
正
雑
二
行
一ニ
。
此

中
ニ
中
輩
ノ
文
ニ
有
二
起
立
塔
像
ノ
句
一。（
中
略
（
彼
ノ
像
ト
者
是
レ
弥
陀
ノ
形
像
、
往

生
ノ
助
業
也
ト
云
ヘ
リ
。（
11
（

と
あ
り
、『
無
量
寿
経
』
の
な
か
で
衆
生
の
往
生
の
因
果
に
つ
い
て
説
か
れ
る
の
は

念
仏
往
生
の
願
成
就
文
と
三
輩
の
文
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
善
導
に
依
っ
て
三

輩
の
な
か
に
正
雑
二
行
・
正
助
二
業
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
三
輩
す
べ
て

に
お
い
て
説
か
れ
る
一
向
専
念
は
正
定
業
で
、
中
輩
に
説
か
れ
る
起
立
塔
像
は
助
業

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
続
い
て
、

凡
ソ
此
ノ
三
輩
ノ
中
ニ
各
雖
レ
説
二ト
菩
提
心
等
ノ
余
善
一ヲ
、
望
二
上
ノ
本
願
一ニ
、
専
在
レ

令
レム
ル
ニ
称
二
念
弥
陀
名
号
一ヲ
。
故
ニ
云
二ヘ
リ
一
向
専
念
一ト
。
上
ノ
本
願
ト
者
、
指
二
四
十

八
願
ノ
中
ノ
第
十
八
願
一ヲ
也
。
一
向
ノ
之
言
ハ
、
対
二ス
ル
二
向
三
向
一ニ
之
義
也
。
若
シ

念
仏
ノ
外
ニ
並
テ
修
二ハ
余
善
一ヲ
者
、
可
レキ
背
二ク
一
向
ノ
義
一ニ
也
。
求
二ン
往
生
一ヲ
人
、
専
ラ

依
二テ
此
ノ
経
一ニ
、
必
ス
可
レ
意
二
得
此
ノ
旨
一ヲ
也
。（
11
（

と
あ
り
、
波
線
部
「
上
の
本
願
に
望
む
れ
ば
、
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
称
念
せ
し
む
る

に
在
り
」
と
善
導
『
観
経
疏
』
の
取
意
文
を
引
き
、
弥
陀
の
本
願
に
依
る
な
ら
ば
、

念
仏
以
外
の
余
善
を
修
す
る
こ
と
な
く
、
一
向
に
念
仏
一
行
に
励
む
べ
き
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
（
11
（

。

　

こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、

①
三
輩
の
説
明

　
　

衆
生
の
往
生
の
業
因
を
説
く
こ
と

②
三
輩
に
正
雑
二
行
・
正
助
二
業
を
立
て
ら
れ
、
余
善
は
助
業
で
あ
る
こ
と

（
助
正
の
義
（

③
一
向
の
義
に
依
っ
て
、
念
仏
一
行
に
励
む
べ
き
こ
と
（
一
向
専
念
（

と
い
う
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
よ
う
な
「
廃
助
傍
の
三

義
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
11
（

が
、
も
し
仮
に
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、

②
は
助
正
の
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
対
し
て
③
は
廃
立
の
義
の
根
拠
と
な
る
部
分

で
は
あ
る
も
の
の
、「
余
行
は
廃
捨
の
た
め
に
説
か
れ
る
」
と
ま
で
は
言
及
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

【「
三
輩
」
三
七
日
】

　

三
七
日
で
は
、

次
ニ
三
輩
往
生
ハ
皆
一
向
専
念
無
量
寿
仏
。
云
云
。
此
ノ
中
ニ
雖
レ
有
二ト
菩
提
心
等

ノ
諸
善
一、
望
二メ
ハ
上
本
願
一ニ
者
、
一
向
ニ
専
ラ
念
二
彼
仏
ノ
名
号
一
也
。
例
ハ
如
二シ
彼
観

経
ノ
疏
ニ
釈
シ
テ
云
一カ
。
上
来
雖
レ
説
二ト
定
散
両
門
ノ
之
益
一ヲ
、
望
二メ
ハ
仏
本
願
一ニ
者
、
意

ハ
在
三
衆
生
ヲ
シ
テ
一
向
ニ
専
ラ
称
二ム
ル
ニ
弥
陀
仏
ノ
名
一ヲ
。
云
々
。
望
仏
本
願
ト
者
、
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　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

指
二
此
ノ
三
輩
ノ
中
一
向
専
念
一ヲ
也
。（
11
（

と
あ
り
、
三
輩
往
生
と
は
す
べ
て
一
向
専
念
無
量
寿
仏
で
あ
る
と
述
べ
、
初
七
日
と

同
様
に
波
線
部
『
観
経
疏
』
の
引
文
が
あ
り
、
三
輩
に
は
菩
提
心
な
ど
の
諸
善
が
説

か
れ
る
も
の
の
、
本
願
に
従
う
な
ら
ば
一
向
に
念
仏
を
修
す
べ
き
旨
が
説
か
れ
る
。

つ
ま
り
三
七
日
で
は
初
七
日
の
②
の
助
正
の
義
に
当
た
る
説
示
は
な
く
、

　
　

①
三
輩
の
説
明

　
　
　

す
べ
て
「
一
向
専
念
無
量
寿
仏
」
で
あ
る
こ
と

　
　

③
一
向
の
義
に
依
っ
て
、
念
仏
一
行
に
励
む
べ
き
こ
と
（
一
向
専
念
（

の
み
が
説
か
れ
る
。

【「
三
輩
」
五
七
日
】

　

五
七
日
で
は
、

次
ニ
往
生
ノ
業
因
ハ
雖
レ
定
二ト
念
仏
ノ
一
行
一ヲ
、
随
二
行
者
ノ
根
性
一ニ
有
二
上
中
下
一。
故
ニ

遂
二タ
リ
三
輩
ノ
往
生
一。
即
上
輩
ノ
文
ニ
云
ク
、（
中
略
（
云
々
。
当
座
ノ
導
師
、
私
ニ

作
二リ
一
釈
一ヲ
候
。
此
ノ
三
輩
ノ
文
ノ
中
ニ
雖
レ
挙
二ト
菩
提
心
等
ノ
余
行
一、
望
二
上
ノ
仏
ノ
本

願
ノ
意
一ニ
、
在
三リ
衆
生
ヲ
シ
テ
一
向
ニ
専
ラ
念
二ス
ル
ニ
無
量
寿
仏
一ヲ
。
故
ニ
云
二
一
向
一ト
。
即

又
観
念
法
門
ニ
善
導
釈
シ
テ
曰
ク
、
此
ノ
経
ノ
下
巻
ノ
初
ニ
云
ク
、
仏
説
一
切
衆
生
根

性
不
同
、
有
上
中
下
、
随
其
根
性
皆
勧
専
念
無
量
寿
仏
ノ
名
ヲ
、
其
人
命
欲
終

時
、
仏
与
聖
衆
自
来
迎
摂
尽
得
往
生
。
已
上
。
此
ノ
釈
ノ
心
ハ
三
輩
倶
ニ
念
仏
往

生
也
。
誠
ニ
一
向
ノ
言
ハ
捨
レル
余
一ヲ
之
詞
也
。
例
ハ
如
二
五
天
竺
ノ
三
ノ
寺
一ノ
。（
中
略
（

既
ニ
云
二フ
一
向
一ト
。
可
レ
知
レ
捨
二ト
云
フ
コ
ト
ヲ
諸
行
一ヲ
。（
11
（

と
あ
り
、
往
生
の
た
め
の
行
は
念
仏
一
行
で
あ
る
が
、
行
者
の
機
根
に
上
中
下
の
三

段
階
が
あ
る
た
め
『
無
量
寿
経
』
に
三
輩
往
生
が
説
か
れ
る
と
し
、
経
文
が
引
用
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
導
師
で
あ
る
法
然
自
身
の
解
釈
と
し
、
や
は
り
波
線
部
「
上
の
本

願
に
望
む
れ
ば
」
の
一
文
に
依
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
従
っ
て
一
向
に
念
仏
を
修

す
べ
き
旨
が
説
か
れ
る
。
ま
た
、『
観
念
法
門
』
を
引
用
し
、
三
輩
は
す
べ
て
念
仏

往
生
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
（
1（
（

。
さ
ら
に
、
五
天
竺
の
三
寺
の
譬
え
に
よ
り
、

一
向
と
い
う
言
葉
は
そ
の
余
を
捨
て
る
と
い
う
意
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
そ
の
後
、

但
此
ノ
三
輩
ノ
文
ノ
中
ニ
就
テ
、
説
二
余
行
一ヲ
有
二リ
三
ノ
意
一。
一
ニ
者
為
レ
令
下
捨
二テ
諸

行
一ヲ
帰
中
念
仏
上ニ
、
並
テ
説
二
余
行
一、
於
二テ
念
仏
一ニ
置
二
一
向
ノ
言
一ヲ
。
二
ニ
者
為
レ
助
二ン
カ

念
仏
一ヲ
、
説
二
諸
善
一ヲ
。
三
者
為
下ニ
念
仏
ト
与
二ニ
諸
行
一ニ
並
ヘ上三
示
サ
ン
カ
有
二コ
ト
ヲ
三
品
ノ
差

別
一、
説
二ク
諸
行
一ヲ
。
此
ノ
三
義
ノ
中
ニ
ハ
、
但
初
ノ
義
ヲ
為
レ
正
ト
。
後
ノ
二
ハ
傍
義

也
。（
11
（

と
あ
り
、
三
輩
の
な
か
に
余
行
が
説
か
れ
る
理
由
と
し
て
、
一
つ
め
に
諸
行
を
捨
て

て
念
仏
に
帰
依
さ
せ
る
た
め
、
二
つ
め
に
念
仏
を
助
け
る
た
め
、
三
つ
め
に
念
仏
と

諸
行
に
と
も
に
三
品
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
と
い
う
三
意
を
あ
げ
、
こ
の

三
つ
の
う
ち
初
め
の
解
釈
が
正
義
で
あ
っ
て
残
り
は
傍
義
で
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
は

『
選
択
集
』
所
説
「
廃
助
傍
の
三
義
」
に
つ
な
が
る
説
示
で
あ
る
。

	

こ
れ
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

①
三
輩
の
説
明

往
生
行
は
念
仏
一
行
で
あ
る
が
、
衆
生
の
機
根
に
区
別
が
あ
る
た
め
説
か
れ

る
こ
と
（
経
文
引
用
（

③
一
向
の
義
に
依
っ
て
、
念
仏
一
行
に
励
む
べ
き
こ
と
（
一
向
専
念
（

　

Ａ
．
一
向
の
説
明
（
五
天
竺
三
寺
の
譬
え
（

　

Ｂ
．
廃
助
傍
の
三
義
に
つ
な
が
る
説

と
な
る
。
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以
上
、
各
七
日
を
比
較
し
た
い
。
ま
ず
、
初
七
日
で
は
、
①
の
三
輩
の
説
明
で
衆

生
の
往
生
の
因
果
を
示
す
と
さ
れ
、
三
輩
に
正
雑
二
行
・
正
助
二
業
が
あ
る
こ
と
が

明
か
さ
れ
、
特
に
起
立
塔
像
の
功
徳
を
あ
げ
て
、
諸
善
は
正
定
業
で
あ
る
念
仏
を
支

え
る
助
業
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
後
に
③
念
仏
一
行
に
専
修
す
べ
き
こ
と

を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
中
輩
の
「
起
立
塔
像
」
に
つ
い
て
特
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ

れ
る
の
は
、
逆
修
の
所
作
と
し
て
の
供
仏
に
配
慮
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
初

七
日
の
仏
功
徳
讃
嘆
で
は
、
こ
の
逆
修
法
会
の
施
主
で
あ
る
外
記
禅
門
が
来
迎
引
接

の
阿
弥
陀
仏
像
を
供
養
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
起
立
塔
像
が
助
業

で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
直
後
に
、
一
向
専
念
に
励
む
べ
し
と
説
く
初
七
日
の
説
示
は
、

説
得
力
が
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
三
七
日
で
は
、
①
で
三
輩
は
す
べ
て
一
向
専
念
無
量
寿
仏
で
あ
る

と
し
、
そ
の
後
も
余
行
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
一
向
に
念
仏
す
べ
き
旨
だ
け
を
述
べ
、

三
輩
の
要
点
を
わ
か
り
や
す
く
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
初
七
日
で
は
②
助
正
の
義
と

し
て
供
仏
の
功
徳
に
つ
い
て
説
い
た
後
に
③
一
向
専
念
が
あ
っ
た
た
め
説
得
力
に
欠

け
た
が
、
三
七
日
で
は
③
の
み
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内

容
は
初
七
日
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
こ
の
初
七
日
と
三
七
日
の
説
示

の
相
違
は
、
説
法
が
進
む
に
つ
れ
て
よ
り
念
仏
一
行
に
収
斂
さ
せ
て
説
こ
う
と
す
る

法
然
の
説
示
傾
向
に
よ
る
相
違
と
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
五
七
日
で
は
、
①
の
三
輩
の
説
明
で
、
往
生
行
は
念
仏
一
行
で
あ
る

が
、
行
者
の
機
根
に
上
中
下
が
あ
る
た
め
三
輩
が
説
か
れ
る
と
し
、
初
め
て
経
文
が

引
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
三
七
日
と
異
な
る
が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
『
観
経
疏
』「
望
仏

本
願
意
」
の
文
を
引
き
、
三
輩
の
要
旨
は
一
向
専
念
で
あ
る
と
述
べ
る
部
分
は
三
七

日
と
一
致
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
三
七
日
で
説
法
時
間
な
ど
の
都
合
に
よ
り
説

け
な
か
っ
た
経
文
の
引
用
部
を
、
五
七
日
で
補
足
し
た
た
め
に
生
じ
た
相
違
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
③
の
Ａ
で
一
向
の
語
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
あ
り
、

さ
ら
に
Ｂ
で
三
義
が
示
さ
れ
る
。
三
七
日
ま
で
は
余
行
が
述
べ
ら
れ
る
理
由
と
し
て

は
初
七
日
に
②
助
正
の
義
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
『
観
経
疏
』「
望
仏
本
願

意
」
の
文
を
根
拠
と
し
て
一
向
専
念
が
説
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
五
七
日
で
初
め

て
「
一
向
の
言
は
余
を
捨
つ
る
の
詞
な
り
」
と
示
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
余
行
が
説
か
れ

る
理
由
と
し
て
三
意
を
あ
げ
、
そ
の
な
か
で
も
廃
立
が
正
義
で
あ
る
と
し
て
、
三
輩

の
要
旨
は
一
向
専
念
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
初
・
三
七
日

の
説
示
か
ら
五
七
日
の
説
示
へ
の
変
化
は
、
三
輩
に
余
行
が
説
か
れ
る
理
由
に
つ
い

て
よ
り
深
く
考
え
た
法
然
が
、
助
正
の
義
よ
り
も
廃
立
の
義
が
先
に
立
つ
べ
き
と
考

え
直
し
た
結
果
、
修
正
・
補
足
さ
れ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
、

法
然
の
思
想
的
展
開
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
五
七
日
の
説
示
は
さ
ら

に
修
正
さ
れ
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
選
択
集
』
第
四
章
段
の
廃
助
傍
の
三
義
へ
と
引

き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

二
―
三
、
流
通
の
解
釈

【「
流
通
」
初
七
日
】

　

初
七
日
に
は
、
流
通
に
つ
い
て
の
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。

【「
流
通
」
三
七
日
】

　

三
七
日
で
は
、
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　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

次
ニ
至
二テ
流
通
一ニ
、
云
々
。
其
有
得
聞
彼
ノ
仏
名
号
、
歓
喜
踊
躍
乃
至
一
念
、
当

知
、
此
人
為
得
大
利
、
即
是
具
足
無
上
功
徳
。
云
々
。
善
導
ノ
御
意
ハ
、
上
尽

一
形
下
至
一
念
之
無
上
功
徳
也
。
依
二ハ
余
師
ノ
意
一
者
、
但
挙
レテ
少
ヲ
而
况
レス
ル
多
ニ

也
。
云
々
。（
11
（

と
あ
り
、
ま
ず
「
無
上
功
徳
」
の
文
を
引
用
し
、
一
生
の
念
仏
か
ら
た
っ
た
一
念
の

念
仏
ま
で
無
上
の
功
徳
で
あ
る
と
す
る
善
導
の
解
釈
を
あ
げ
る
（
11
（

。

　

次
に
、

次
ニ
当
来
之
世
経
道
滅
尽
、
我
以
慈
悲
哀
愍
、
特
留
此
経
止
住
百
歳
、
其
有
衆

生
値
此
経
者
、
随
意
所
願
皆
可
得
度
。
云
々
。
以
二テ
此
ノ
末
法
萬
年
後
、
三
宝

滅
尽
ノ
時
ノ
往
生
一ヲ
而
思
ニ
、
顕
二ス
一
向
専
念
ノ
往
生
ノ
義
一ヲ
也
。
其
ノ
故
ハ
説
二ル
菩
提

心
一ヲ
経
皆
ナ
滅
シ
テ
者
、
依
レテ
カ
何
ニ
知
二ラ
ン
菩
提
心
之
行
相
一ヲ
。（
中
略
（
以
レテ
彼
ヲ

思
レニ
今
ヲ
念
仏
ノ
行
者
ハ
更
ニ
於
二
余
ノ
善
根
一ニ
不
レス
モ
具
二
一
塵
一、
決
定
シ
テ
可
二
往
生
一ス

也
。
然
者
不
レシ
テ
ハ
発
二
菩
提
心
一
争
カ
可
二キ
往
生
一ス
、
不
レシ
テ
ハ
持
レ
戒
ヲ
何
可
二キ
往
生
一、

無
二シ
テ
ハ
智
恵
一
者
不
三ル
ニ
テ
意
二
得
此
ノ
経
一ヲ
候
也
。（
中
略
（
既
ニ
云
二ヘ
リ
浅
識
凡
愚
一ト
、

応
レニ
知
、
非
二ハ
智
恵
一
云
事
ヲ
。
如
レ
此
輩
ノ
、
但
修
二シ
テ
称
名
念
仏
一
行
一ヲ
、
至
二マ
テ

一
声
一ニ
可
二ト
往
生
一
云
也
。
是
レ
亦
弥
陀
本
願
ノ
故
也
。
即
彼
ノ
本
願
之
遠
ク
摂
二ス
ル

一
切
一ヲ
義
ナ
リ
也
。（
11
（

と
あ
り
、「
特
留
此
経
」
の
文
を
引
用
し
、
三
宝
が
滅
尽
し
て
し
ま
え
ば
菩
提
心
や

戒
を
知
る
た
め
の
経
も
滅
び
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
当
然
そ
の
よ
う
な
余
善
自
体
も

滅
び
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
念
仏
に
よ
り
往
生
が
遂
げ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
余
善
な
く
し
て
一
向
専
念
だ
け
で
往
生
が
叶
う
と
い
う
意
に
他
な

ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
菩
提
心
や
持
戒
が
な
け
れ
ば
往
生
で
き
な
い
と
い
う
人

は
こ
の
『
無
量
寿
経
』
の
意
を
理
解
し
て
い
な
い
と
述
べ
、
浅
は
か
で
愚
か
な
者
で

も
称
名
念
仏
一
行
に
よ
っ
て
往
生
が
叶
う
と
説
く
。
最
後
に
、
念
仏
で
往
生
で
き
る

の
は
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

　

ま
と
め
れ
ば
、

①
「
無
上
功
徳
」
の
文

　

一
生
の
念
仏
か
ら
一
念
の
念
仏
ま
で
無
上
の
功
徳
で
あ
る
こ
と

②
「
特
留
此
経
」
の
文

　

Ａ
．
余
善
が
滅
び
て
も
念
仏
の
み
で
往
生
が
叶
う
こ
と

Ａ-

１
．
余
善
が
な
い
と
往
生
で
き
な
い
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と

Ａ-

２
．
念
仏
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
た
め
ど
ん
な
者
で
も
往
生
で
き
る

こ
と

と
な
る
。

【「
流
通
」
五
七
日
】

　

五
七
日
で
は
、

次
ニ
此
ノ
経
ノ
流
通
分
ノ
中
ニ
説
テ
云
ク
、
仏
語
弥
勒
、
其
有
得
聞
彼
仏
名
号
、
歓

喜
踊
躍
乃
至
一
念
、
当
知
、
此
人
為
得
大
利
、
即
是
具
足
、
無
上
功
徳
。
已
上
。

上
ノ
三
輩
ノ
文
ノ
中
ニ
雖
レ
説
二ト
念
仏
ノ
外
ニ
諸
功
徳
一ヲ
、
不
レ
讃
二
余
善
一ヲ
、
但
挙
二
念

仏
ノ
一
善
一ヲ
、
讃
二
嘆
シ
テ
無
上
功
徳
一
流
二
通
未
来
一ニ
。
念
仏
ノ
功
徳
ノ
勝
二タ
ル
コ
ト
于

余
ノ
功
徳
一ニ
明
也
。
大
利
ト
者
、
対
二ス
ル
小
利
一
之
言
也
。
無
上
ト
者
、
無
二キ
此
ノ
功

徳
ノ
上
タ
ル
之
功
徳
一ハ
之
義
也
。（
中
略
（
以
二
此
文
一ヲ
余
行
ト
与
二
念
仏
一
相
対
意
得

ル
ニ
、
念
仏
ハ
即
大
利
也
、
余
行
ハ
即
小
利
也
。
念
仏
ハ
亦
無
上
也
、
余
行
ハ
亦
有

上
也
。
惣
シ
テ
願
二
往
生
一ヲ
人
、
何
ソ
捨
二テ
ヽ
無
上
大
利
ノ
念
仏
一、
而
執
二セ
ン
有
上
小
利

ノ
余
行
一ヲ
乎
。（
11
（
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と
あ
り
、「
無
上
功
徳
」
の
文
を
あ
げ
た
あ
と
に
、
三
輩
の
な
か
で
念
仏
だ
け
が
無

上
功
徳
と
讃
嘆
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
余
善
よ
り
も
功
徳
が
勝
れ
て
い
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
念
を
指
し
て
大
利
・
無
上
と
説
か
れ
る
こ
と
を

あ
げ
て
そ
の
意
を
説
い
た
後
、
波
線
部
の
よ
う
に
念
仏
は
大
利
・
無
上
で
あ
り
、
諸

行
は
小
利
・
有
上
で
あ
る
と
す
る
対
比
が
あ
る
。

　

次
に
、

次
ニ
此
ノ
経
ノ
下
巻
ノ
奧
ニ
云
ク
、
当
来
之
世
経
道
滅
尽
、
我
以
慈
悲
哀
愍
特
留
此

経
止
住
百
歳
、
其
有
衆
生
値
此
経
者
、
随
意
所
願
皆
可
得
度
。
云
々
。
善
導

釈
二シ
テ
此
文
一ヲ
云
ク
、
萬
年
三
宝
滅
、
此
経
住
百
年
、
爾
時
聞
一
念
、
皆
当
得
生

彼
。
云
々
。
釈
尊
ノ
遺
法
ニ
有
二
三
時
ノ
差
別
一、
正
法
像
法
末
法
也
。（
中
略
（
夫

レ
末
法
萬
年
ノ
満
後
ハ
、
如
来
ノ
遺
教
皆
失
シ
、
住
持
ノ
三
宝
悉
ク
滅
ス
ヘ
シ
。
凡
ソ
無
二ク

仏
像
経
巻
一モ
、
無
二ク
剃
レリ
頭
ヲ
染
レタ
ル
衣
ヲ
僧
一モ
、
仏
法
ト
云
事
ハ
不
レ
可
レ
聞
二ク
名
字
一タ
ニ

モ
。
然
ニ
爾
時
マ
テ
但
此
ノ
双
巻
無
量
寿
経
一
部
二
巻
許
残
リ
留
テ
、
百
年
マ
テ
在
レシ
テ

世
ニ
済
二
度
シ
下
フ
衆
生
一ヲ
事
、
殊
ニ
哀
ニ
覚
ヘ
候
。（
11
（

と
あ
り
、「
特
留
此
経
」
の
文
を
引
用
し
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
の
「
万
年
三
宝
滅
」

の
文
（
11
（

を
あ
げ
た
後
、
正
像
末
の
三
時
に
つ
い
て
説
明
し
、
末
法
万
年
の
後
に
も
『
無

量
寿
経
』
だ
け
が
残
っ
て
衆
生
を
救
済
す
る
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と

述
べ
る
。
そ
し
て
、

花
厳
経
モ
涅
槃
経
モ
、
凡
ソ
大
小
権
実
ノ
一
切
ノ
諸
経
、
乃
至
大
日
金
剛
等
ノ
真
言

秘
密
之
諸
経
モ
、
皆
悉
ク
滅
タ
ラ
ン
時
、
但
此
ノ
経
許
リ
留
リ
給
事
ハ
何
事
ニ
歟
ト
覚
ヘ
候
。

釈
尊
以
二テ
慈
悲
一ヲ
留
給
事
、
定
テ
深
意
候
覽
。
仏
智
実
ニ
難
レ
測
矣
。
応
下ヘ
シ
但
阿

弥
陀
仏
ノ
機
縁
深
二ク
于
此
ノ
界
ノ
衆
生
一ニ
坐
マ
ス
故
ニ
、
釈
迦
大
師
モ
留
中下
ナ
ル
於
彼
ノ
仏

ノ
本
願
上ヲ
矣
。
就
二テ
此
ノ
文
一ニ
而
案
シ
候
ニ
、
有
二
四
ノ
意
一
（
中
略
（
此
ノ
四
義
ノ
中
ニ

ハ
、
真
実
ニ
ハ
第
四
十
八
ノ
願
ノ
念
仏
往
生
ノ
ミ
可
レト
云
留
之
義
正
義
ニ
テ
候
也
。（
11
（

と
あ
り
、
な
ぜ
全
て
の
経
が
滅
び
た
後
も
こ
の
『
無
量
寿
経
』
の
み
残
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
波
線
部
「
仏
智
実
に
測
り
難
し
」
と
し
な
が
ら
も
、
阿
弥
陀
仏

と
こ
の
世
界
の
衆
生
と
の
機
縁
が
深
い
の
で
釈
尊
が
慈
悲
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
本

願
を
留
め
置
い
た
と
解
釈
し
、
そ
の
機
縁
が
深
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
四
義
（
11
（

を
あ

げ
、
こ
の
な
か
で
第
四
の
義
を
正
義
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

被
レタ
ル
説
二
特
留
止
経
止
住
百
歳
一ト
者
、
唯
此
ノ
二
軸
ノ
経
巻
独
リ
可
レシ
ト
残
聞
テ
候
。

然
モ
而
実
ニ
ハ
経
ハ
雖
レト
モ
失
ト
、
但
念
仏
ノ
一
門
許
リ
留
テ
、
百
年
可
レ
有
乎
ト
覚
候
。

彼
ノ
秦
ノ
始
皇
焼
レ
書
ヲ
埋
レシ
儒
ヲ
之
時
、
毛
詩
許
リ
残
タ
リ
ト
申
事
ノ
候
。
其
レ
モ
文
ハ

被
レト
モ
焼
、
詩
ハ
留
テ
在
レト
口
ニ
申
テ
、
詩
ヲ
人
ノ々
暗
ニ
覚
ヘ
タ
リ
、
故
毛
詩
許
リ
ハ
残
タ
リ

ト
申
事
ノ
候
。
以
レテ
之
意
得
候
ニ
此
経
留
テ
百
年
可
レト
在
申
モ
、
経
巻
ハ
皆
隠
没
ス
ト
モ

南
無
阿
弥
陀
仏
ト
云
事
ハ
、
留
二テ
于
人
ノ
口
一ニ
百
年
ニ
テ
モ
聞
伝
事
ト
覚
候
。
経
ト
者
亦

所
説
ノ
法
ヲ
申
ス
事
ナ
レ
ハ
者
、
此
ノ
経
ハ
独
リ
説
二
念
仏
ノ
一
法
一ヲ
。
然
者
爾
時
聞
一
念

皆
当
得
生
彼
ト
善
導
モ
釈
シ
給
ル
也
。
此
レ
秘
蔵
ノ
義
也
。
輙
ク
不
レ
可
レ
申
ス
。（
1（
（

と
あ
り
、「
特
留
此
経
」
の
真
意
と
し
て
、
秦
の
始
皇
帝
の
焚
書
坑
儒
の
と
き
に

『
毛
詩
』
だ
け
は
人
々
が
暗
記
し
て
い
た
た
め
残
っ
た
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
』
自
体

は
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
念
仏
は
人
々
の
口
に
残
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、

波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
こ
れ
を
「
秘
蔵
の
義
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
と
め
れ
ば
、

①
「
無
上
功
徳
」
の
文

Ａ
．
念
仏
は
大
利
・
無
上
で
あ
り
、
余
行
は
小
利
・
有
上
で
あ
る
こ
と
（
念

仏
諸
行
相
対
（

②
「
特
留
此
経
」
の
文
（『
往
生
礼
讃
』
引
用
（



一
四
九

　
　
　
　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

　

Ａ
．
正
像
末
の
三
時
の
説
明

　

Ｂ
．「
特
留
此
経
」
の
理
由

Ｂ-
１
．
念
仏
は
機
縁
が
深
い
か
ら

Ｂ-
１-
１
．
念
仏
の
機
縁
を
示
す
四
義

Ｂ-

２
．『
無
量
寿
経
』
が
な
く
な
っ
て
も
念
仏
が
人
の
口
に
残
る
か
ら

（
秘
蔵
の
義
（

と
な
る
。

　

以
上
、
三
七
日
と
五
七
日
の
流
通
解
釈
を
比
較
す
る
と
、
ま
ず
①
無
上
功
徳
の
文

に
関
す
る
両
者
の
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
大
小
義
の
明
言
で
あ
っ
て
法
然
の
思

想
的
展
開
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
11
（

。
詳
説
は
省
略
す
る
。

　

続
く
②
特
留
此
経
の
文
に
関
す
る
解
釈
は
、
三
七
日
で
は
菩
提
心
や
余
善
が
滅
び

て
し
ま
っ
て
も
念
仏
に
よ
る
往
生
は
残
る
と
し
、
念
仏
一
行
に
よ
る
往
生
が
証
明
さ

れ
て
い
る
と
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
本
願
」
解
釈
に
お
い
て
念
仏
一
行
が
選

択
さ
れ
た
こ
と
を
説
き
、「
三
輩
」
解
釈
で
一
向
専
念
に
励
む
旨
を
説
い
た
の
と
同

じ
、
念
仏
の
諸
行
に
対
す
る
勝
義
性
を
立
証
す
る
論
理
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

五
七
日
で
は
、
す
べ
て
の
経
が
滅
び
た
末
法
万
年
の
後
に
も
『
無
量
寿
経
』
だ
け
が

残
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
特
留
此
経
」
の
説
明

と
し
て
は
、
今
こ
こ
で
重
ね
て
念
仏
一
行
に
よ
る
往
生
を
説
く
よ
り
も
、
な
ぜ
念
仏

の
み
が
残
る
の
か
を
説
い
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
五
七
日

の
②
の
Ｂ-

１
に
説
か
れ
る
念
仏
の
機
縁
を
示
す
四
義
は
『
選
択
集
』
第
六
章
段
へ

と
引
き
継
が
れ
る
。

　

ま
た
、
五
七
日
の
②
の
Ｂ-

２
に
説
か
れ
る
『
無
量
寿
経
』
は
滅
び
て
し
ま
っ
て

も
念
仏
は
残
る
と
す
る
「
秘
蔵
の
義
」
は
、『
選
択
集
』
に
も
み
ら
れ
な
い
説
示
で

あ
る
。
こ
れ
は
外
記
禅
門
に
対
す
る
説
法
と
い
う
『
逆
修
説
法
』
の
極
め
て
限
定
的

な
環
境
で
あ
る
か
ら
こ
そ
説
か
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
（
11
（

。
法
然
は
『
無
量
寿

経
』
の
み
が
末
法
の
後
も
残
る
こ
と
に
つ
い
て
種
々
考
察
し
て
い
る
が
、
や
は
り

「
仏
智
実
に
測
り
難
し
」
で
あ
っ
て
、
ど
れ
も
確
信
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
『
無
量
寿
経
』
が
滅
び
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
念
仏

だ
け
は
人
の
口
に
残
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
確
信
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
選
択
集
』
の
よ
う
な
し
っ
か
り
と
教
理
的
に
体
系
化
さ
れ
た

教
義
書
に
は
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、『
逆
修
説
法
』
で
は
善
導
の
「
爾
時
聞
一
念
」

の
文
を
独
自
に
解
釈
し
、「
秘
蔵
の
義
」
と
し
て
説
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で

き
る
。
こ
れ
は
逆
説
的
に
、『
逆
修
説
法
』
が
説
か
れ
た
環
境
が
法
然
に
と
っ
て
本

音
を
隠
さ
ず
に
説
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
、
法
然
浄
土
教
的
に
洗
練
さ
れ
た
場
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
に
も
繋
が
る
と
み
て
と
れ
る
。

　

な
お
、『
選
択
集
』
で
は
、
第
五
章
段
に
「
無
上
功
徳
」
の
文
を
引
文
と
し
て
念

仏
諸
行
の
大
小
相
対
が
説
か
れ
る
（
11
（

が
、
第
三
章
段
の
勝
劣
義
と
同
様
「
聖
意
測
り
難

し
」
と
し
た
う
え
で
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。『
逆
修
説
法
』
五
七
日
で
は
「
特
留

此
経
」
の
解
釈
に
「
仏
智
実
に
測
り
難
し
」
と
あ
る
が
、『
選
択
集
』
で
は
こ
の
部

分
と
「
無
上
功
徳
」
の
文
を
結
び
つ
け
て
大
小
相
対
を
示
し
て
い
る
と
み
て
と
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
選
択
集
』
で
法
然
は
、
自
身
の
念
仏
実
践
論
の
中
枢
を
な
す
念
仏

諸
行
相
対
三
義
を
説
く
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
に
論
を
展
開
し
て
お
り
、
勝
劣
義
・
大

小
義
に
関
し
て
は
念
仏
を
勝
・
大
利
と
す
る
典
拠
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
諸
行
を

劣
・
小
利
と
す
る
明
確
な
典
拠
が
な
い
た
め
、「
聖
意
測
り
難
し
」
と
断
り
を
入
れ

て
い
る
（
11
（

。
加
え
て
、
こ
の
「
聖
意
測
り
難
し
」
の
語
は
『
選
択
集
』
撰
述
時
点
で
典



一
五
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佛
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拠
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
に
困
窮
し
た
法
然
が
、
体
裁
を
保
つ
た
め
に
咄
嗟
に
挿
入

し
た
と
い
う
類
の
語
で
は
な
く
、『
逆
修
説
法
』
時
点
か
ら
推
敲
を
重
ね
た
う
え
で

取
り
込
ま
れ
た
一
節
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
第
六
章
段
に
は
「
特
留
此

経
」
の
文
を
引
文
と
し
て
「
選
択
留
教
」
に
つ
い
て
説
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

「
聖
意
測
り
難
し
」
の
語
は
消
え
、『
逆
修
説
法
』
で
「
秘
蔵
の
義
」
と
さ
れ
た
『
無

量
寿
経
』
自
体
で
は
な
く
念
仏
の
み
が
残
る
と
す
る
説
が
、「
末
法
万
年
後
余
行
悉

滅
特
留
念
仏
之
文
（
11
（

」
と
い
う
篇
目
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
七
日
で
は
「
特
留
此
経
」
の
文
を
念
仏
の
み
で
往
生
が
叶
う

根
拠
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
な
ぜ
『
無
量
寿
経
』
の
み
が
経
道
滅
尽
の
後

も
残
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
説
か
れ
て
お
ら
ず
、
五
七
日
で
そ
の
理
由
に

つ
い
て
詳
し
く
説
か
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
三
七
日
の
『
無
量
寿
経
』

解
釈
は
、
本
願
・
三
輩
・
流
通
の
す
べ
て
を
通
し
て
念
仏
が
諸
行
に
対
し
て
勝
れ
て

い
る
と
示
す
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
と
み
て
と
れ
る
。
こ
れ
は
二
七
日
末
尾
に
説

か
れ
る
念
仏
往
生
が
諸
行
往
生
に
勝
る
こ
と
を
示
す
部
分
の
補
足
で
あ
り
、
後
に

『
選
択
集
』
第
十
六
章
段
に
説
か
れ
る
八
種
選
択
の
う
ち
「
選
択
本
願
」「
選
択
讃

歎
」「
選
択
留
教
」
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
特
留
此

経
」
の
文
の
説
明
と
し
て
は
、
な
ぜ
『
無
量
寿
経
』
だ
け
が
残
る
の
か
と
い
う
解
釈

は
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
五
七
日
で
内
容
の
補
足
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
五
七
日
に
も
「
特
留
此
経
」
の
文
が
念
仏
往
生
の
勝
義
性
を
示
す
根
拠
の

一
つ
と
な
る
と
い
う
概
念
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
そ
の
こ
と
が
説

か
れ
な
い
の
は
三
七
日
で
説
か
れ
た
内
容
の
省
略
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

三
、
小
結

　

こ
こ
ま
で
の
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
関
す
る
比
較
検
討
の
要
旨
を
ま
と
め
る
と
、

各
七
日
の
説
示
の
相
違
か
ら
、

（
１
（
法
然
の
思
想
的
展
開

（
２
（
法
然
の
説
示
傾
向

（
３
（
内
容
の
補
足

（
４
（
内
容
の
省
略

と
い
う
四
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。（
２
（
法
然
の
説
示
傾
向
と
は
、
逆
修

法
会
の
説
法
が
進
む
に
つ
れ
、
広
く
諸
善
に
つ
い
て
解
釈
を
施
そ
う
と
い
う
姿
勢
か

ら
、
次
第
に
念
仏
一
行
に
つ
い
て
の
解
釈
に
特
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
諸
功
徳
を
念

仏
一
行
に
収
斂
し
よ
う
と
す
る
説
示
姿
勢
で
あ
る
（
11
（

。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
本
願
・
三

輩
・
流
通
の
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①　

本
願
に
つ
い
て
は
、
念
仏
が
勝
易
の
行
で
あ
る
と
す
る
三
七
日
の
解
釈
と

阿
弥
陀
仏
の
選
び
取
り
を
明
確
に
示
す
五
七
日
の
解
釈
の
相
違
は
、（
１
（

法
然
の
思
想
的
展
開
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
三
七
日
で
四
十
八

願
全
体
に
つ
い
て
説
か
れ
る
の
に
対
し
、
五
七
日
で
は
十
八
願
の
み
に
特

化
し
て
説
か
れ
る
と
い
う
相
違
は
、（
２
（
法
然
の
説
示
傾
向
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

②　

三
輩
に
つ
い
て
は
、
初
七
日
で
説
か
れ
る
助
正
の
義
が
三
七
日
に
お
い
て

省
略
さ
れ
る
と
い
う
相
違
は
（
２
（
法
然
の
説
示
傾
向
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
初
・
三
七
日
で
経
文
が
引
か
れ
ず
、
五
七
日
で
初
め

て
経
文
引
用
が
あ
る
の
は
（
３
（
内
容
の
補
足
で
あ
る
。
一
方
、
五
七
日

に
お
い
て
そ
れ
ま
で
に
説
か
れ
な
か
っ
た
一
向
に
関
す
る
解
釈
と
廃
助
傍



一
五
一

　
　
　
　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

の
三
義
に
つ
な
が
る
説
が
あ
る
の
は
、（
１
（
法
然
の
思
想
的
展
開
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

③　

流
通
に
つ
い
て
は
、「
無
上
功
徳
」
の
文
の
解
釈
に
お
い
て
、
五
七
日
に

の
み
念
仏
諸
行
の
大
小
相
対
が
説
か
れ
る
の
は
、（
１
（
法
然
の
思
想
的

展
開
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、「
特
留
此
経
」
の
文
の
解
釈
に
お

い
て
、
三
七
日
で
説
か
れ
な
か
っ
た
『
無
量
寿
経
』
の
み
が
残
る
と
さ
れ

る
理
由
が
五
七
日
に
説
か
れ
る
の
は
、（
３
（
内
容
の
補
足
で
あ
り
、
ま

た
三
七
日
で
「
特
留
此
経
」
の
文
が
念
仏
一
行
に
よ
る
往
生
を
証
明
す
る

と
説
か
れ
る
部
分
が
五
七
日
に
な
い
の
は
、（
４
（
内
容
の
省
略
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
五
七
日
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
は
、『
選
択
集
』
に
通
じ
る
部
分
も
か

な
り
多
く
、
教
学
的
に
も
『
選
択
集
』
と
近
し
い
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
論
で
は
言
及
し
き
れ
な
か
っ
た
が
、『
逆
修
説
法
』
全
体
を
通
じ
て
い
え

る
こ
と
と
し
て
、
初
七
日
か
ら
順
に
章
を
下
る
に
応
じ
て
、
換
言
す
れ
ば
「
逆
修
法

会
」
に
お
け
る
外
記
禅
門
へ
の
説
法
が
進
む
に
順
じ
て
、
法
然
教
学
的
に
精
錬
さ
れ

て
い
く
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。『
逆
修
説
法
』
か
ら
は
説
法
に
あ
た
っ

た
法
然
の
創
意
工
夫
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
本
説
法
が
そ
の
浄
土
教
思
想
形
成

の
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
論
に
て
確
認
で
き
た
念
仏
諸
行
相
対
に
関
す
る
法
然
の
思
想
的
展
開
に

つ
い
て
は
、『
選
択
集
』
と
関
連
し
て
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
改
め
て
ま

と
め
て
お
く
。『
選
択
集
』
で
は
、
第
三
章
段
の
勝
劣
義
と
第
五
章
段
の
大
小
義
を

説
く
二
箇
所
に
の
み
「
聖
意
測
り
難
し
」
と
断
り
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ

の
語
の
淵
源
も
そ
れ
ぞ
れ
『
逆
修
説
法
』
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
勝
劣
義
に

関
し
て
は
『
逆
修
説
法
』
三
七
日
で
念
仏
の
勝
行
・
易
行
説
が
明
示
さ
れ
る
が
浄
土

宗
祖
師
を
典
拠
と
し
て
い
な
い
。
対
し
て
五
七
日
で
は
、「
往
生
の
行
を
ば
我
等
が

點
し
く
今
始
め
て
計
ら
う
べ
き
事
に
は
候
わ
ず
。
皆
定
め
置
か
れ
た
る
事
な
り
」
と
、

経
疏
に
基
づ
い
た
論
証
を
離
れ
て
定
め
置
か
れ
た
仏
意
に
従
う
べ
き
と
説
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
証
を
離
れ
る
と
い
う
着
想
を
経
て
、『
選
択
集
』
第
三
章
段
で
は
、

こ
の
二
つ
の
説
示
を
組
み
合
わ
せ
、
測
り
難
い
聖
意
を
推
し
測
っ
た
結
果
と
し
て
の

勝
劣
義
を
示
す
に
至
っ
た
と
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
大
小
義
に
関
し
て
は
『
逆
修
説

法
』
五
七
日
で
『
選
択
集
』
と
同
様
の
説
示
が
あ
る
が
、
や
は
り
諸
行
を
小
利
と
す

る
典
拠
が
手
薄
で
あ
っ
た
た
め
『
選
択
集
』
に
お
い
て
同
様
に
明
示
す
る
こ
と
を
慎

重
に
考
え
た
法
然
は
、
第
三
章
で
の
「
聖
意
測
り
難
し
」
と
し
た
手
法
を
再
び
採
用

し
、「
無
上
功
徳
」
の
文
に
基
づ
く
大
小
義
と
そ
の
直
後
に
説
か
れ
る
「
特
留
此
経
」

の
文
の
解
釈
に
説
か
れ
る
「
仏
智
実
に
測
り
難
し
」
の
語
を
組
み
合
わ
せ
て
『
選
択

集
』
の
説
示
を
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
特
留
此
経
」
の
文
の
解
釈

は
さ
ら
に
推
敲
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
「
秘
蔵
の
義
」
が
昇
華
さ
れ
、「
仏
智
実
に
測

り
難
し
」
が
取
り
除
か
れ
た
形
で
『
選
択
集
』
第
六
章
段
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
註

　
　
『
浄
全
』
＝
『
浄
土
宗
全
書
』、『
聖
典
』
＝
『
浄
土
宗
聖
典
』、『
昭
法
全
』
＝
『
昭
和

新
修
法
然
上
人
全
集
』、『
正
蔵
』
＝
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

（
（
（
拙
論
「『
逆
修
説
法
』
の
研
究
」（
平
成
二
十
八
年
度
大
正
大
学
学
位
論
文
（
に
て

『
逆
修
説
法
』
に
つ
い
て
詳
説
し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。



一
五
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
（
（
た
だ
し
、
五
七
日
に
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
解
釈
は
な
い
。

（
（
（
本
論
に
関
係
す
る
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、
林
田
康
順
氏
は
「
法
然
上
人
に
お

け
る
勝
劣
・
大
小
・
多
少
相
対
三
義
の
成
立
に
つ
い
て
―
「
念
仏
多
善
根
の
文
」
渡
来

の
意
義
―
」（
宮
林
昭
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
仏
教
思
想
の
受
容
と
展
開
』、
二
〇

〇
四
年
（
で
、
念
仏
諸
行
の
勝
劣
・
大
小
相
対
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
、『
逆
修
説

法
』
の
初
七
日
・
三
七
日
・
五
七
日
の
説
示
を
比
較
検
討
し
、
勝
劣
相
対
に
関
し
て
は

『
逆
修
説
法
』
全
体
を
通
じ
て
は
っ
き
り
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
大
小
相

対
に
関
し
て
は
四
七
日
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
が
五
七
日
に
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
結
論
づ
け
て
い
る	

。
こ
れ
は
『
逆
修
説
法
』
と
い
う
一
つ
の
教
義
書
の
な
か
で
、
教

学
的
進
展
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
研
究
と
し
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

（
（
（『
昭
法
全
』
二
六
八
頁
―
二
六
九
頁
。

（
（
（
こ
の
説
示
部
分
に
は
「
下
輩
に
二
種
あ
り
」
と
さ
れ
る
が
、
以
降
に
二
種
に
つ
い
て

の
説
明
は
な
い
。

（
（
（『
無
量
寿
経
』
巻
下
の
流
通
分
に
「
仏
語
二ハ
ク
弥
勒
一ニ
。
其
レ
、
有
レテ
得
レル
コ
ト
聞
二ク
コ
ト
彼
ノ
仏

ノ
名
号
一ヲ
、
歓
喜
踊
躍
シ
テ
、
乃
至
一
念
セ
ン
ニ
、
当
レニ
知
ル
、
此
ノ
人
、
為
レ
得
二タ
リ
ト
大
利
一ヲ
。

則
チ
是
レ
具
二
足
ス
無
上
ノ
功
徳
一ヲ
」（『
聖
典
』
一
・
一
三
四
頁
（
と
説
か
れ
る
部
分
を
指
す
。

（
（
（『
無
量
寿
経
』
巻
下
の
流
通
分
に
「
当
来
ノ
之
世
、
経
道
滅
尽
セ
ン
ニ
、
我
レ
以
二
慈
悲
一ヲ
哀

愍
シ
テ
、
特
リ
留
二メ
テ
此
ノ
経
一ヲ
、
止
住
ス
ル
コ
ト
百
歳
ナ
ラ
ン
。
其
レ
、
有
二テ
衆
生
一
、
値
二フ
斯
ノ
経
一ニ

者
ハ
、
随
二テ
意
ノ
所
願
一ニ
、
皆
可
二シ
得
度
一ス
」（『
聖
典
』
一
・
一
三
五
頁
（
と
説
か
れ
る
部
分

を
指
す
。

（
（
（『
昭
法
全
』
二
三
六
頁
―
二
三
七
頁
。

（
（
（『
昭
法
全
』
二
五
一
頁
。

（
（0
（『
昭
法
全
』
二
五
二
頁
。

（
（（
（
同
右
。

（
（（
（『
浄
全
』
四
・
八
頁
下
。

（
（（
（「
光
明
摂
取
」
に
つ
い
て
は
『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
七
二
頁
上
（、「
下
品
上

生
」
に
つ
い
て
は
『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
六
八
頁
上
（、「
付
属
の
文
」
に

つ
い
て
は
『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
七
一
頁
下
（、「
一
日
七
日
念
仏
」
に
つ

い
て
は
『
法
事
讃
』（『
浄
全
』
四
・
二
五
頁
下
（
を
引
用
し
て
い
る
。
全
て
の
引
文
の

中
に
「
本
願
」・「
願
」・「
弘
誓
」
と
い
う
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
示
す
語
が
あ
る

こ
と
か
ら
、『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
も
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
根
本
と
す
る
典
拠
と

し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
五
三
頁
。

（
（（
（
基
『
西
方
要
決
釈
疑
通
規
』（『
浄
全
』
六
・
六
〇
〇
頁
上
（。

（
（（
（
法
照
『
浄
土
五
会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』（『
浄
全
』
六
・
六
八
六
頁
上
（。
ま
た
、『
浄

土
五
会
念
仏
誦
経
観
行
儀
』
中
（『
正
蔵
』
八
五
・
一
二
四
六
頁
下
（
に
も
同
文
あ
り
。

た
だ
し
、『
逆
修
説
法
』
に
収
録
さ
れ
る
「
於
未
来
世
悪
衆
生　

称
念
西
方
弥
陀
号　

依

仏
本
願
出
生
死　

以
直
心
故
生
極
楽
」
の
四
句
は
出
典
不
明
。　

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
五
三
頁
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
六
頁
。

（
（（
（
同
右
。

（
（0
（『
浄
全
』
二
・
三
七
六
頁
上
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
六
頁
。

（
（（
（
同
右
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
二
頁
参
照
。

（
（（
（
林
田
康
順
氏
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
義
の
成
立
過
程
―
『
逆
修
説
法
』
か
ら
廬

山
寺
蔵
『
選
択
集
』
へ
―
」（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
八
、
一
九
九
九
年
（
参
照
。
今

こ
こ
で
『
逆
修
説
法
』
に
注
目
し
て
林
田
氏
の
説
を
見
る
な
ら
ば
、『
逆
修
説
法
』
三
七

日
で
は
第
十
八
念
仏
往
生
願
建
立
の
由
縁
を
明
か
す
な
か
で
、
阿
弥
陀
仏
が
念
仏
一
行

を
本
願
と
し
て
選
択
し
た
由
縁
を
、
念
仏
は
殊
勝
の
功
徳
で
あ
り
、
同
時
に
易
行
で
あ

る
か
ら
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
念
仏
の
勝
行
説
で
は
あ
っ
て
も
、
念
仏
諸
行

の
勝
劣
義
と
は
な
り
得
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
称
名
念
仏
が
大
善
根
で
あ

る
こ
と
の
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
『
西
方
要
決
』
は
『
選
択
集
』
で
は
用
い
ら
れ
ず
、

偏
依
善
導
一
師
観
も
未
成
立
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。



一
五
三

　
　
　
　『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
三
七
頁
。

（
（（
（
同
右
。

（
（（
（『
観
経
疏
』
散
善
義
（『
浄
全
』
二
・
七
一
頁
下
（「
上
来
雖
レ
説
二玉
ト
定
散
両
門
之
益
一ヲ
、

望
二レ
ハ
仏
本
願
一ニ
意
在
三リ
衆
生
ヲ
シ
テ
一
向
ニ
専
称
二セ
シ
ム
ル
ニ
弥
陀
仏
ノ
名
一ヲ
」。『
観
経
疏
』
の
こ
の

部
分
は
、
取
意
文
も
含
め
て
『
逆
修
説
法
』
中
に
の
べ
九
箇
所
の
引
用
が
認
め
ら
れ
、

こ
れ
は
『
選
択
集
』
の
四
箇
所
に
比
べ
て
か
な
り
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
川
島
一
通
氏

は
こ
の
こ
と
に
着
目
し
、『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
こ
の
一
文
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考

察
し
、
法
然
が
善
導
説
示
の
「
本
願
念
仏
」
に
選
択
性
を
見
出
し
て
い
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
。
川
島
一
通
氏
「『
逆
修
説
法
』
か
ら
『
選
択
集
』
へ
」（『
大
正
大
学
大
学

院
研
究
論
集
』
二
三
、
一
九
九
九
年
（
参
照
。
ま
た
林
田
康
順
氏
は
、『
龍
舒
浄
土
文
』

渡
来
を
契
機
と
し
て
、
釈
尊
の
選
び
取
り
を
中
心
と
し
た
「
一
向
」
の
念
仏
か
ら
、
弥

陀
の
選
び
取
り
を
中
心
と
し
た
「
選
択
」
の
念
仏
へ
と
法
然
の
念
仏
実
践
論
が
変
化
し

て
い
っ
た
旨
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
林
田
康
順
氏
「
法
然
上
人
「
選
択
思
想
」
成
立
の

背
景
」（『
佛
教
論
叢
』
五
五
、
二
〇
一
一
年
（
等
参
照
。

（
（（
（
安
達
俊
英
氏
が
「
法
然
上
人
に
お
け
る
選
択
思
想
と
助
業
観
の
展
開
」（『
浄
土
宗
学

研
究
』
一
七
、
一
九
九
一
年
（
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
の
助
業
観
は
『
選

択
集
』
に
至
る
ま
で
変
化
し
て
き
て
お
り
、「
廃
助
傍
の
三
義
」
の
概
念
も
『
選
択
集
』

に
お
い
て
初
め
て
成
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
五
三
頁
―
二
五
四
頁
。

（
（0
（『
昭
法
全
』
二
六
七
頁
。

（
（（
（『
浄
全
』
四
・
二
三
三
頁
上
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
七
頁
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
五
四
頁
。

（
（（
（『
観
経
疏
』
玄
義
分
（『
浄
全
』
二
・
一
〇
頁
下
（。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
五
四
頁
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
七
頁
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
七
―
二
六
八
頁
。

（
（（
（『
浄
全
』
四
・
三
六
二
下
頁
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
八
頁
。

（
（0
（
①
聖
道
門
の
得
脱
は
機
縁
が
浅
く
浄
土
の
往
生
は
機
縁
が
深
い
。
②
十
方
浄
土
へ
の

往
生
は
機
縁
が
浅
く
西
方
浄
土
へ
の
往
生
は
機
縁
が
深
い
。
③
都
卒
の
上
生
は
機
縁
が

浅
く
極
楽
の
往
生
は
機
縁
が
深
い
。
④
諸
行
往
生
は
機
縁
が
浅
く
念
仏
往
生
は
機
縁
が

深
い
。
以
上
の
四
義
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
（（
（『
昭
法
全
』
二
六
八
頁
。

（
（（
（
註（
（
（を
参
照
。

（
（（
（『
無
量
寿
経
釈
』
を
み
る
と
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
「
万
年
三
宝
滅
」
の
文
を

引
く
後
に
「
始
皇
焼
五
経
毛
持
不
失
誦
、
在
人
口
之
故
、
称
弥
陀
名
号
可
例
之
」（『
昭

法
全
』
九
六
頁
（
と
あ
り
、『
逆
修
説
法
』
に
至
っ
て
こ
の
部
分
が
特
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

さ
れ
、「
秘
蔵
の
義
」
と
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（（
（『
聖
典
』
三
・
三
五
頁
。

（
（（
（
林
田
康
順
氏
は
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
・
大
小
・
多
少
相
対
三
義
の
成
立
に
つ

い
て
―
「
念
仏
多
善
根
の
文
」
渡
来
の
意
義
―
」（
宮
林
昭
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

『
仏
教
思
想
の
受
容
と
展
開
』、
二
〇
〇
四
年
（
の
な
か
で
、「
聖
意
測
り
難
し
」
の
語
に

つ
い
て
、
諸
行
の
劣
性
を
明
示
す
る
に
足
る
典
拠
が
余
り
に
も
手
薄
な
こ
と
を
念
頭
に

こ
の
一
節
を
挿
入
し
た
と
推
察
し
て
い
る
が
、
同
時
に
念
仏
三
昧
を
発
得
し
た
法
然
の

心
中
で
本
願
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
へ
の
絶
対
的
確
信
は
決
し
て
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
な

い
と
指
摘
し
、
こ
の
語
は
他
宗
教
学
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
る
と
み
て
い
る
。
ま
た
、

多
少
相
対
義
は
『
龍
舒
浄
土
文
』
に
よ
っ
て
『
逆
修
説
法
』
時
点
で
念
仏
は
多
善
根
・

諸
行
は
少
善
根
と
す
る
典
拠
が
明
確
で
あ
る
た
め
、「
聖
意
測
り
難
し
」
の
語
は
な
い
。

（
（（
（『
聖
典
』
三
・
三
七
頁
。

（
（（
（『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
は
『
無
量
寿
経
』
解
釈
の
み
な
ら
ず
、『
観
経
』・『
阿
弥
陀

経
』
解
釈
に
お
い
て
も
同
様
の
視
点
を
持
ち
込
み
各
七
日
の
相
違
を
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
る
。
拙
論
「『
逆
修
説
法
』
の
研
究
」
参
照
。





一
五
五

　
　
　
　
良
忠
『
往
生
要
集
鈔
』
が
見
た
一
切
経
の
系
譜
と
展
開

は
じ
め
に

　

本
稿
に
お
け
る
目
的
の
一
つ
目
は
浄
土
宗
第
三
祖
良
忠（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
（

の
『
往
生
要
集
鈔
』（
中
世
写
本
、
以
下
『
鈔
』（
を
考
察
し
良
忠
が
引
用
す
る
際
に

依
拠
し
た
一
切
経
を
確
定
す
る
こ
と
で
、
日
本
中
世
浄
土
教
に
お
け
る
一
切
経
の
受

容
の
一
様
相
を
見
る
も
の
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
良
忠
の
著
作
は
「
報
夢
鈔
五
十
余
帖
（
（
（

」
と
呼
称
さ
れ
、
膨
大
な
数
に
上
る

引
用
典
籍
が
あ
り
、
そ
の
全
体
像
を
整
理
す
る
研
究
は
宮
沢
正
順
氏
〔（

（
（
（

（（（

〕
や
沼

倉
雄
人
氏
（
（
（

〔（0（（

〕
な
ど
に
よ
っ
て
部
分
的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究

は
基
本
的
に
『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下
『
浄
全
』（
を
使
用
し
て
の
考
察
で
あ
る
が
、

石
川
琢
道
氏
の
研
究
に
よ
る
と
『
浄
全
』
は
主
に
江
戸
時
代
の
版
本
を
底
本
と
し
て

お
り
〔（0（（

、（0（（

、（0（（

、（

（
（
（

0（（

〕、
そ
れ
を
遡
る
こ
と
が
可
能
な
中
世
写
本
と

比
較
す
る
と
、
増
広
・
改
編
が
確
認
で
き
る
事
例
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
で
、
文
献
の

扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
（
（

。
そ
こ
で
二
つ
目
の
目
的
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
開

版
者
ら
に
お
け
る
良
忠
の
著
作
群
に
対
す
る
引
用
経
論
の
認
識
、
校
訂
態
度
等
も
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

一
、『
浄
土
宗
全
書
』
所
収
良
忠
著
作
の
凡
例

『
浄
全
』
所
収
の
良
忠
著
作
に
は
引
用
経
典
に
関
す
る
興
味
深
い
凡
例
を
確
認
で
き

る
。
以
下
の
通
り
。

●
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』

『
浄
全
』
に
お
け
る
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
の
底
本
は
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
（

に
忍
澂
（
一
六
四
五
―
一
七
一
一
（
が
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
（
（
（

。
そ
の
凡
例
の
一
つ

に
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

一
、
鈔
中
所
引
ノ
藏
中
ノ
經
論
ハ
皆
依
二レ
リ
宋
本
及
ヒ
高
麗
ノ
本
一ニ
也
。
今
以
二
紫
栢
ノ
册

本
一ヲ
較
レル
ニ
之
ニ
非
レ
無
ニレ
所
レ
違
ス
ル
。
葢
シ
册
本
ハ
頗
有
リ二
寫
誤
一。
不
レ
可
三
執
レリ
彼
ヲ
爲
レテ

正
ト
妄
ニ
改
二ム
所
引
一ヲ
。
今
依
レテ
義
ニ
定
レム
文
ヲ
。
或
ハ
存
シ
、
或
ハ
改
ム
。
請
フ
見
二ン
古
藏

本
一ヲ
人
爲
ニ
正
レセ
之
ヲ
。（（
（

『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
中
に
引
用
す
る
大
蔵
経
中
の
経
典
・
論
疏
は
、
皆
宋
版
と
高

麗
版
に
依
拠
し
て
い
る
。
今
、
嘉
興
蔵
（
明
版
（
の
冊
子
本
を
用
い
て
引
用
文
を
較

　
良
忠
『
往
生
要
集
鈔
』
が
見
た
一
切
経
の
系
譜
と
展
開　

　
�

南　
　
　

宏　

信　



一
五
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

べ
る
と
、
相
違
す
る
箇
所
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
嘉
興
蔵
（
明
版
（
は
非

常
に
写
し
誤
り
が
あ
る
の
で
嘉
興
蔵
を
正
統
と
み
な
し
、
妄
り
に
（
宋
・
麗
の
（
引

用
を
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
今
は
意
義
内
容
に
依
拠
し
て
文
を
確
定
し
た
。
あ
る

も
の
は
残
し
、
あ
る
も
の
は
改
め
た
。
末
文
で
は
古
蔵
本
を
見
た
人
が
こ
れ
を
修
正

す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
す
る
。

●
『
観
経
疏
伝
通
記
』

　

ま
た
音
澂
（
一
七
五
七
―
一
八
三
三
（
の
記
し
た
文
政
元
年
（
一
八
一
八
年
（
開

版
の
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

一
所
レノ
引
經
論
間〳
〵
有
下
合
二
于
麗
本
宋
本
一ニ
不
中
與
二
明
本
一
同
上カ
ラ
。
卷
帙
モ
亦
然
。

但
從
二
其
所
覽
一ニ
耳
。
皆
不
レ
改
レ
之
（
（
（

ヲ　

こ
こ
で
も
高
麗
版
・
宋
版
と
明
版
と
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
前
の
『
選
択
伝

弘
決
疑
鈔
』
は
「
今
、
義
に
依
て
文
を
定
む
」
と
す
る
の
に
対
し
て
「
皆
こ
れ
を
改

め
ず
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

●
『
往
生
要
集
義
記
』
八
巻
（
以
下
『
義
記
』、
底
本
元
治
元
年
〈
一
八
六
四
〉
版
（

一
所
二ノ
援
引
一ス
ル
諸
經
論
蓋
據
二
唐
宋
ノ
古
本
一ニ
歟
。
今
就
二テ
明
蘗
二
藏
一ニ
校
二
訂
ス
ル
ニ

之
一ヲ
有
二
辭
異
ニ

義
舛
フ
者
一
一
一
批
レ
之
ヲ
揭
二
于
欄
上
一ニ
。
至
三テ
ハ
其
ノ
難
二ニ
審
定
一シ

不
二
敢
テ
妄
ニ
改
竄
一セ
。
姑
ク
存
レ
疑
ヲ
以
俟
二
異
日
一ヲ
。（（
（

引
用
経
論
を
明
版
・
黄
檗
版
に
よ
っ
て
比
較
す
る
と
違
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

の
は
こ
こ
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
原
因
を
良
忠
が
唐
・
宋
の
古
本
に
よ
っ
て
い
る

と
想
定
す
る
。
ま
た
そ
の
違
い
を
本
文
で
修
正
す
る
の
で
は
な
く
、
欄
外
註
に
記
し

た
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
良
忠
の
著
作
群
を
刊
行
す
る
開
版
者
は
、
当
時
流
布

し
始
め
た
明
版
・
黄
檗
版
に
よ
っ
て
引
用
典
籍
を
検
証
し
開
版
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
態
度
は
、
相
違
を
確
認
し
な
が
ら
あ
え
て
修
正
を
加
え
な
い
場
合
や
、

修
正
は
す
る
が
ど
ち
ら
か
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
文
脈
で
判
断
し
て
修
正
を
加

え
る
場
合
な
ど
、
各
版
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

二
、『
往
生
要
集
義
記
』
の
古
写
本

　

こ
こ
ま
で
で
、
従
来
経
典
の
引
用
は
唐
代
・
宋
代
・
高
麗
版
を
も
と
に
引
用
し
て

い
る
が
、
江
戸
時
代
に
流
布
す
る
明
版
・
黄
檗
版
と
比
較
す
る
と
字
句
が
異
な
る
の

で
校
訂
の
必
要
性
に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
、
良

忠
浄
土
教
の
学
問
的
背
景
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
切
経
の
受
容
を
究
明
す
る
事
を
目
指

す
。

　

考
察
を
始
め
る
前
に
方
法
を
確
認
し
て
お
く
。
問
題
は
江
戸
時
代
の
刊
本
は
後
人

に
よ
る
増
広
の
可
能
性
が
付
き
纏
う
こ
と
で
あ
る
。『
浄
全
』
所
収
本
を
使
用
し
て

引
用
経
典
を
調
べ
て
み
て
も
そ
れ
が
増
広
箇
所
で
あ
れ
ば
、
結
論
を
誤
導
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
し
か
し
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
お
い
て
は
、
各

諸
本
間
全
体
の
異
同
を
確
認
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
有
効
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
が
『
義
記
』
に
関
す
る
研
究
成
果
で
あ
る
。



一
五
七

　
　
　
　
良
忠
『
往
生
要
集
鈔
』
が
見
た
一
切
経
の
系
譜
と
展
開

　
『
義
記
』
の
諸
本
に
関
し
て
は
、
過
去
に
稲
田
廣
演
氏
が
整
理
し
て
お
り
、
そ
の

成
果
を
本
庄
良
文
氏
が
紹
介
し
て
い
る
〔（

（
（1
（

00（

〕。
ま
た
そ
の
後
新
た
な
写
本
が
見

い
だ
さ
れ
、
筆
者
も
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
（（
（

。『
浄
全
』
所
収
本
の
『
義
記
』
に
は

そ
の
前
身
で
あ
る
『
鈔
』
が
あ
り
、
両
書
の
諸
本
を
比
較
し
て
増
広
箇
所
を
確
認
で

き
る
現
状
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
『
鈔
』『
義
記
』
を
使
用
し
て
凡
例
の
記
述

を
検
証
す
る
。

　

ま
ず
『
義
記
』
所
引
経
論
を
抽
出
す
る
。
次
に
増
広
前
の
『
鈔
』
に
も
有
る
箇
所

を
確
定
す
る
。
こ
の
作
業
で
『
鈔
』
に
は
存
し
な
い
引
用
、
ま
た
確
認
で
き
て
も
、

異
同
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
考
察
対
象
か
ら
外
す
。
そ
の
中
で
異
同
が
確
認
で
き

た
箇
所
を『
大
正
蔵
』、
今
回
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
日
本
古
写
経
系
の
金
剛
寺
本
、

七
寺
本
、
興
聖
寺
本
で
照
合
し
、
異
同
箇
所
を
確
定
し
、
良
忠
が
ど
の
系
統
の
一
切

経
を
使
用
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
高
麗
版
（
初
雕
・
再
雕
（、
思
渓
版
等
を
も
実
見
も
し
く
は
影
印

で
も
っ
て
確
認
す
る
の
が
望
ま
し
い
が
、
現
時
点
で
は
準
備
不
足
で
あ
り
、
又
八
巻

中
一
巻
の
み
の
検
討
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
初
探
と
し
て
『
大
正
蔵
』
の
校
異

を
使
用
し
、
今
後
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。

三
、『
義
記
』『
鈔
』
比
較

　
『
鈔
』
の
諸
本
は
①
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
（
写
、
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
本
、
②
正

和
三
年
（
一
三
一
四
（、
第
二
、
三
、
七
巻
、
東
向
観
音
寺
蔵
本
、
③
佛
教
大
学
蔵

写
本
（
鎌
倉
期
（
第
四
巻
の
み
、
④
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
（
古
活
字
版
、
西
教
寺

蔵
本
、
⑤
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
（
古
活
字
版
、
浄
珠
院
、
京
都
大
学
蔵
本
、
⑥
袋

中
良
定
手
択
本
、
檀
王
法
林
寺
蔵
本
、
⑦
身
延
文
庫
所
蔵
本
、
第
七
巻
が
あ
る
。『
義

記
』
の
諸
本
は
①
無
刊
記
古
活
字
版
佛
教
大
学
蔵
本
、
②
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
二
（

佛
教
大
学
蔵
本
、
③
元
治
元
年
（
一
八
六
四
（
佛
教
大
学
蔵
本
が
あ
る
。

　

比
較
に
あ
た
っ
て
は
『
義
記
』
は
元
治
元
年
本
（
つ
ま
り
『
浄
全
』
所
収
本
（
を

使
用
し
、
そ
の
都
度
無
刊
記
版
、
寛
永
十
八
年
本
と
比
較
し
、
異
同
が
あ
れ
ば
言
及

す
る
。『
鈔
』
は
檀
王
法
林
寺
本
を
使
用
し
、
そ
の
都
度
尊
経
閣
文
庫
本
、
寛
永
三

年
本
、
同
五
年
本
を
参
照
し
た
。

（
例
１
（

●
『
義
記
』

雙
觀
經
云
有
諸
浴
池
或
十
由
旬
縱
廣
深
淺　
　

一
等
已上
（『
浄
全
』
一
五
巻
一

六
九
頁
下
段
一
六
行
。『
義

記
』
諸
本
全
て
「
各
皆
」（

▲
『
鈔
』

雙
観
経
云
有
諸
浴
池
或
十
由
旬
縦
廣
深
淺　
　

一
等
已上
（『
鈔
』諸
本
全
て「
各
皆
」（

■
『
無
量
寿
経
』
巻
上　
『
大
正
蔵
』
一
二
巻
二

七
一
頁
上
段
二
七
行
―　

有
諸
浴
池
、
或
十
由
旬
、
或
二
十
、
三
十
、
乃
至
百
千
由
旬
、
縱
廣
深
淺

　
　

一
等

　

・
各
皆
＝
皆
各
【
宋
】【
元
】【
明
】

　
『
義
記
』『
鈔
』
間
で
の
異
同
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
共
に
『
無
量
寿
経
』
の
「
或

二
十
、
三
十
、
乃
至
百
千
由
旬
」
を
省
略
し
て
い
る
。
ま
た
「
各
皆
」
は
『
義
記
』

『
鈔
』
と
も
に
【
宋
】【
元
】【
明
】
の
系
統
と
は
違
い
、『
大
正
蔵
』（
高
麗
再
雕
版
（

と
同
じ
で
あ
る
。

　

高
麗
再
雕
版
は
高
宗
二
〇
―
三
五
年
（
一
二
三
七
―
四
八
（
の
開
版
で
あ
り
（
（1
（

、
良

各
皆

各
皆

（

（

各
皆



一
五
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

忠
の
生
没
年
（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
（
と
比
較
す
る
と
年
代
的
に
閲
覧
は
不
可
能

で
は
な
い
が
、
高
麗
版
の
将
来
は
室
町
時
代
の
足
利
氏
や
大
内
氏
な
ど
の
請
求
に
な

る
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
現
存
す
る
高
麗
版
の
伝
来
状
況
を
見
て

も
良
忠
の
没
後
の
記
録
の
み
で
あ
る
（
（1
（

。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
す
る
に
良
忠
が
高

麗
版
を
見
た
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
う
。
い
ず
れ
の
版
の
系
統
で
も
な
い
と
す
る

と
日
本
古
写
経
系
の
可
能
性
が
上
げ
ら
れ
る
。

　

確
認
し
て
み
る
と
七
寺
本
は
「
各
」
の
み
で
あ
る
が
、
興
聖
寺
本
は
「
各
皆
」
と

あ
り
『
鈔
』
の
引
用
と
一
致
す
る
。

〈
七
寺
本
〉

〈
興
聖
寺
本
〉

（
例
２
（

●
『
義
記
』

正
理
云
何
縁
唯
此
洲
下
有
無
間
獄
唯
於
此
洲
起
極
重
惡
業
故
刀
兵
等
災
唯
此
有
故

唯
此
洲
人　

利
根
故
已上
（『
浄
全
』
一
五
巻
一

七
〇
頁
下
段
一
〇
行
。『
義
記
』
諸
本
全
て
「
猛
」。（

▲
『
鈔
』

正
理
云
何
縁
唯
此
洲
下
有
無
間
獄
唯
於
此
洲
起
極
重
惡
業
故
刀
兵
等
災
唯
此
有
故

唯
此
洲
人　

利
根
故
已上
（『
鈔
』
諸
本
全
て
「
猛
」（

■
『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』
卷
第
三
十
一　
『
大
正
蔵
』
二
九
巻
五

一
六
頁
上
段
二
八
行
―　

何
緣
唯
此
洲
下
。
有
無
間
獄
。
唯
於
此
洲
。
起
極
重
惡
業
故
。
刀
兵
等
災
。

唯
此
有
故
。
唯
此
洲
人
。　

利
根
故

　

こ
こ
で
は
『
浄
全
』
の
み
が
「
極
」
で
『
鈔
』『
義
記
』
す
べ
て
「
猛
」
と
な
っ

て
い
る
。『
浄
全
』
の
底
本
で
あ
る
元
治
版
も
「
猛
」
で
あ
る
が
、
欄
外
註
に
「
人

下
猛
本
作
極
」
と
あ
り
、『
大
正
蔵
』
で
確
認
で
き
る
通
り
で
あ
る
。『
浄
全
』
は
こ

の
欄
外
註
を
本
文
に
組
み
込
ん
で
修
正
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て「
猛
」か
ら「
極
」

へ
の
修
正
は
『
浄
全
』
刊
行
時
で
あ
り
、
本
稿
の
課
題
と
は
無
関
係
で
は
あ
る
が
（
（1
（

興

味
深
い
例
で
あ
る
。『
鈔
』『
義
記
』
が
「
猛
」
と
す
る
箇
所
は
『
大
正
蔵
』
で
校
異

は
確
認
で
き
な
い
。
日
本
古
写
経
系
の
金
剛
寺
本
も
「
極
」
と
あ
る
の
で
こ
の
箇
所

は
元
来
「
極
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
す
る
と
『
鈔
』
の
誤
写
を
『
義
記
』

が
継
承
し
、『
浄
全
』
が
訂
正
し
た
と
言
え
る
。

極猛

（

（

極



一
五
九

　
　
　
　
良
忠
『
往
生
要
集
鈔
』
が
見
た
一
切
経
の
系
譜
と
展
開

〈
金
剛
寺
本
〉

（
例
３
（

●
『
義
記
』

婆
沙
云
唯
瞻
部
洲　

造
善
猛
利
故
彼
作
惡
業
亦
復　

利　

餘
洲
故	

已
上　
『
浄
全
』

一
五
巻
一
七
〇

頁
下
段
一
二
行
。　

▲
『
鈔
』

婆
沙
云
唯
瞻
部
洲
造
善
猛
利
故
彼
作
惡
業
亦
復　

利　

餘
洲
故	

已
上
（
諸
本
全

て
「
人
」
な
し
。（

■
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
卷
第
一
百
七
十
二　
『
大
正
蔵
』
二
七
巻
八

六
六
頁
下
段
四
行
―　

　

唯
贍
部
洲　

造
善
猛
利
。
彼
作
惡
業
亦
復　

利
。　

餘
洲
故

　

・
非
＝
罪
【
宋
】【
元
】

「
人
」
は
『
義
記
』『
鈔
』
の
諸
本
全
て
に
な
く
、『
浄
全
』
の
み
に
あ
る
。
底
本
の

元
治
版
の
欄
外
中
に
は
「
造
上
本
有
人
字
」
と
あ
る
の
で
（
例
２
（
と
同
様
の
作
業

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
日
本
古
写
経
系
を
見
る
に
、
七
寺
本
・
金
剛
寺
本
に

は
「
人
」
と
あ
る
の
で
、『
鈔
』
の
誤
写
に
よ
る
欠
落
と
思
わ
れ
る
。

「
極
」「
猛
」
に
つ
い
て
は
、『
義
記
』『
鈔
』
の
諸
本
全
て
「
猛
」
と
あ
り
、『
浄
全
』

人

極

非

（

（

猛

非

（

（

人

猛

非

の
み
「
極
」
と
あ
る
。
元
治
版
の
欄
外
註
も
確
認
で
き
ず
、『
婆
沙
論
』
本
文
も
「
猛
」

で
あ
る
。『
浄
全
』
の
誤
植
で
あ
ろ
う
か
。「
極
」
の
問
題
以
外
、『
義
記
』『
鈔
』
間

の
異
同
は
確
認
で
き
な
い
。

「
非
」「
罪
」
の
異
同
に
関
し
て
、『
鈔
』
は
「
非
」
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
宋
版

を
使
用
し
て
お
ら
ず
、『
大
正
蔵
』（
高
麗
再
雕
版
（
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
前
述

し
た
通
り
良
忠
が
高
麗
版
を
見
た
可
能
性
は
低
く
、
日
本
古
写
経
系
が
「
非
」
を
使

用
す
る
の
で
『
鈔
』
は
古
写
経
系
を
引
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
七
寺
本
〉

〈
金
剛
寺
本
〉

（
例
４
（

●
『
義
記
』

倶
舍
論
十
一
云
今
於
此
中
因
論
生
論
諸
地
獄
卒
是
有
情
不
有
説
非
情
如
何
動
作
有



一
六
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

情
業
力
如
成
劫
風　

若
爾
云
何
通
彼
大　

法
善
現
説
如
彼
頌
曰

　

心
常
懷
忿
毒　

好
集
諸
惡
業　

見
他
苦
欣
悅　

死
作
琰
魔
卒

琰
魔
王
使
諸
羅
刹
婆
擲
諸
有
情
置
地
獄
者
名
琰
魔
卒
是
實
有
情
非
地
獄
中
害
有
情

者
故
地
獄
卒
非
實
有
情
有
説
有
情
若
爾
此
惡
業
何
處
受
異
熟
即
地
獄
中
以
地
獄
中

尚
容
受
無
間
所
感
異
熟
此
何
理
遮
若
爾
何
縁
火
不
燒
彼
此
定
由
業
力
所
隔
礙
故
或

感
異
大
種
故
不
被
燒
已上　
『
浄
全
』
一
五
巻
一

七
〇
頁
下
段
一
五
行　

▲
『
鈔
』

倶
舍
論
十
一
云
今
於
此
中
因
論
生
論
諸
地
獄
卒
是
有
情
不
有
説
非
情
如
何
動
作
有

情
業
力
如
成
劫
風
若
爾
云
何
通
彼
大　

法　

善
現
説
如
彼
頌
曰

　

心
常
懷
忿
毒　

好
集
諸
惡
業　

見
他
苦
欣
悅　

死
作
琰
魔
卒

琰
魔
王
使
諸
羅
刹
婆
擲
諸
有
情
置
地
獄
者
名
琰
魔
卒
是
實
有
情
非
地
獄
中
害
有
情

者
故
地
獄
卒
非
實
有
情
有
説
有
情
若
爾
此
惡
業
何
處
受
異
熟
即
地
獄
中
以
地
獄
中

尚
容
受
無
間
所
感
異
熟
此
何
理
遮
若
爾
何
縁
火
不
燒
彼
此
定
由
業
力
所
隔
礙
故
或

感
異
大
種
故
不
被
燒
已上

■
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
論
』
巻
第
十
一　
『
大
正
蔵
』
二
九
巻
五

八
頁
下
段
一
七
行
―　

今
於
此
中
因
論
生
論
。
諸
地
獄
卒
是
有
情
不
。
有
說
。
非
情
。
如
何
動
作
。
有
情

業
力
。
如
成
劫
風
。
若
爾
云
何
。
通
彼
大　

法
善
現
說
。
如
彼
頌
言
。

　

心
常
懷
忿
毒　

好
集
諸
惡
業　

見
他
苦
欣
悅　

死
作
琰
魔
卒

琰
魔
王
使
諸
邏
剎
娑
。
擲
諸
有
情
置
地
獄
者
名
琰
魔
卒
。
是
實
有
情
。
非
地
獄
中

害
有
情
者
。
故
地
獄
卒
非
實
有
情
。
有
說
有
情
。
若
爾
此
惡
業
何
處
受
異
熟
。
即

地
獄
中
。
以
地
獄
中
尚
容
無
間
所
感
異
熟
。
此
何
理
遮
。
若
爾
何
緣
火
不
燒
彼
。

此
定
由
業
力
所
隔
礙
故
。
或
感
異
大
種
故
不
被
燒

問

德

（

（
德

救

（

（

德

　
「
問
」は『
義
記
』諸
本
に
は
全
て
有
る
が
、『
鈔
』諸
本
に
は
全
て
な
い
。『
大
正
蔵
』

で
も
「
問
」
は
な
く
、
異
同
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
德
」
は
『
義
記
』
無
刊
記
版
、
寛
永
十
八
年
版
が
「
経
」
と
し
、『
浄
全
』（
元
治
版
（

が
「
德
」
と
す
る
。

　
「
救
」は『
浄
全
』の
み
な
し
。
元
治
版
の
欄
外
註
に「
法
下
奮
有
救
字
今
依
本
除
之
」

と
あ
る
の
で
（
例
２
（（
例
３
（
と
同
様
の
作
業
で
あ
る
。

　
『
義
記
』『
鈔
』
間
に
異
同
を
確
認
で
き
る
も
、『
大
正
蔵
』
の
当
該
箇
所
に
異
同

を
確
認
で
き
な
い
。
日
本
古
写
経
系
は
未
確
認
で
あ
る
。

（
例
５
（

●
『
義
記
』

唯
識
論
云
如
地
獄
中
無
地
獄
主
而
地
獄
衆
生
依
自
然
業
見
地
獄
主
與
種
種
苦
而
起

心
見
此
是
地
獄
處
此
是
夜
時
此
是
晝
時
我
以
惡
業
故
見
狗
見
烏
或
見
山
壓
以
此
文

證
善
惡
薰
心
令
心
異
見
實
無
地
獄
是
故
心
外
雖
無
地
獄
惡
業
成
時
強
自
妄
見
已上

　
『
浄
全
』
一
五
巻
一

七
一
頁
下
段
二
行　

　

引
用
す
る
『
唯
識
論
』
は
『
鈔
』
に
は
確
認
で
き
な
い
引
用
な
の
で
、『
義
記
』

の
増
広
箇
所
に
該
当
し
、
本
稿
に
は
直
接
関
係
な
い
箇
所
で
あ
る
。
た
だ
し
元
治
版

の
欄
外
註
に
「
唯
識
論
云
者
二
十
論
取
意
。
而
集
所
挙
者
珠
林
八
十
八
六氏
全
文
也
」

と
あ
る
。
こ
の
「
珠
林
」
は
『
法
苑
珠
林
』
の
こ
と
で
あ
り
、『
鈔
』
が
引
用
す
る
『
唯

識
論
』
は
『
法
苑
珠
林
』
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
確
認
す
る
と
確

か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
典
拠
を
「
珠
林
八
十
八

4

4

4

」
で
あ
る
と
す
る
が
、
該
当

す
る
は
明
版
の
み
で
他
は
七
十
一
巻
で
あ
る
。
元
治
元
年
版
が
確
か
に
明
版
（
黄
檗

（

（



一
六
一

　
　
　
　
良
忠
『
往
生
要
集
鈔
』
が
見
た
一
切
経
の
系
譜
と
展
開

版
（
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
述
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
例
６
（

●
『
義
記
』

念
經
五
云
第
二
別
處	
乃至	　

心
貪
物
如
是
因
縁
而
殺
衆
生
欲
得
命
因
以
刀
殺
生
彼

人
如
是
以
此
因
縁
而
不
懺
悔　

已
上　
『
浄
全
』
一
五
巻
一

七
四
頁
上
段
五
行　

▲
『
鈔
』

念
經
五
云
第
二
別
處	

乃
至	　

心
貪
物
如
是
因
縁
而
殺
衆
生
欲
得
命
因
以
刀
殺
生

彼
人
如
是
以
此
因
縁
而
不
懺
悔　
已上

■
『
正
法
念
処
経
』
巻
第
五　
『
大
正
蔵
』
一
七
巻
二

七
頁
下
段
二
五
行
―　

第
二
別
處
名
刀
輪
處
。
彼
業
果
報
、
衆
生
何
業
生
於
彼
處
。
彼
見
聞
知　

心
貪
物
、

如
是
因
緣
而
殺
衆
生
、
欲
得
命
因
、
以
刀
殺
生
。
彼
人
如
是
以
此
因
緣
而
不
懺
悔

『
義
記
』『
鈔
』
と
も
に
「
乃
至
」
と
し
て
傍
線
部
を
省
略
し
て
い
る
。

「
若
」
は
『
義
記
』
元
治
版
以
外
は
み
な
「
著
」
を
使
用
し
て
い
る
が
、『
大
正
蔵
』

は
「
若
」
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、「
若
」
を
使
用
す
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
、

元
治
版
は
こ
れ
に
従
っ
て
修
正
し
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
古
写
経
も
「
若
」
を
使
用

す
る
。
以
下
の
通
り
。

若

（

（

著
（

（

若

〈
金
剛
寺
本
〉

〈
七
寺
本
〉

経
典
は
一
貫
し
て
「
若
」
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
字
体
が
似
て
い
る
の
で
、『
鈔
』

の
時
点
で
「
著
」
と
誤
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
例
７
（

●
『
義
記
』（
私
家
版
一
巻
八
二
頁
（

念
經
六
云
若
人
説
法
依
惡
見
論
以
因　

譬
喩
一
切
不
實
已上　
『
浄
全
』
一
五
巻
一

七
五
頁
上
段
一
三
行　

縁

（

（
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▲
『
往
生
要
集
鈔
』

念
經
六
云
若
人
説
法
依
惡
見
論
以
因　

譬
喩
一
切
不
實	

已上

■
『
正
法
念
処
経
』
巻
第
六　
『
大
正
蔵
』
一
七
巻

二
九
頁
下
段
四
行
―　

　

若
人
說
法
依
惡
見
論
以
因
譬
喻
一
切
不
實

『
義
記
』『
鈔
』で
は
す
べ
て「
縁
」を
確
認
で
き
る
。『
義
記
』元
治
版
欄
外
註
に「
縁

字
経
無
」
と
あ
る
。
欄
外
註
の
指
摘
通
り
『
大
正
蔵
』
で
は
「
縁
」
が
な
い
。
日
本

古
写
経
で
も
「
縁
」
は
な
く
、
経
典
で
は
一
貫
し
て
「
縁
」
は
無
か
っ
た
と
い
え
る
。

金
剛
寺
本
（
甲
（
→
「
縁
」
な
し

金
剛
寺
本
（
乙
（
→
「
縁
」
な
し

「
縁
」
を
有
す
る
版
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
、（
例
６
（
同
様
『
鈔
』
で
引
用

す
る
際
に
誤
写
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 縁

（

（

お
わ
り
に

　

以
上
の
比
較
を
踏
ま
え
て『
義
記
』の
凡
例
を
確
認
す
る
に
、
ま
ず
元
治
元
年（
一

八
六
四
（
版
が
開
版
さ
れ
る
以
前
に
流
布
し
て
い
た
の
は
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
（

版
『
義
記
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
約
二
百
年
の
間
に
先
哲
が
所
引
経
論
を
明
版

　

嘉
興
蔵
、
正
蔵
部
は
一
六
二
〇

年
頃
、
続
蔵
部
は
一
六
六
六
年　

と
鐡
眼
道
光
（
一
六
三
〇
―
八
二
（
が
開
版
し
た
黄

檗
版
（
一
六
七
八
年
（
と
で
校
合
し
て
寛
永
十
八
年
の
誤
り
（
と
判
断
し
た
箇
所
（

を
正
し
、
欄
外
に
記
し
た
。
こ
の
「
誤
り
」
の
原
因
を
、
誤
写
の
可
能
性
を
含
む
唐
・

宋
の
古
写
本
に
依
拠
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

明
版
（
嘉
興
蔵
（
の
覆
刻
で
あ
る
黄
檗
版
の
完
成
は
一
六
七
八
年
で
、
寛
永
十
八

年
（
一
六
四
一
（
以
後
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
時
最
新
の
大
蔵
経
の
出
現
が
『
義

記
』
所
引
経
論
の
校
訂
作
業
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
全
八
巻
中
、
僅
か
一
巻
の
み
の
考
察
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
良

忠
が
『
鈔
』
の
引
用
で
宋
版
を
使
用
し
て
い
た
と
言
え
る
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
（
例
１
（（
例
３
（。
ま
た
高
麗
版
（『
大
正
蔵
』（
と
一
致
す
る
用
例
を
見
た
が
（
例

１
（、
良
忠
が
高
麗
版
を
見
た
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り

で
あ
る
。
こ
こ
に
日
本
古
写
経
系
統
の
可
能
性
を
予
想
す
る
の
で
あ
る
（
例
１
（（
例

２
（（
例
３
（
が
、
写
本
の
性
格
上
誤
写
の
可
能
性
も
垣
間
見
え
る
（
例
１
「
各
」（

（
例
３
「
人
」（（
例
５
「
若
」（（
例
６
「
因
縁
」（
の
で
、
現
時
点
で
は
一
概
に
判
じ

難
い
。
こ
れ
ら
の
原
因
と
し
て
、『
鈔
』
の
孫
引
き
の
可
能
性
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
江
戸
時
代
初
期
に
『
鈔
』
か
ら
『
義
記
』
に
変
わ
る
際
に
お
け
る
出
典
考
証

の
特
徴
（
例
５
（、
そ
し
て
そ
れ
が
『
浄
全
』
に
収
録
さ
れ
る
際
の
特
徴
を
見
た
（
例

２
（。
元
治
元
年
版
『
義
記
』
の
欄
外
註
は
『
浄
全
』
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
る
が
、

（

（



一
六
三

　
　
　
　
良
忠
『
往
生
要
集
鈔
』
が
見
た
一
切
経
の
系
譜
と
展
開

そ
の
指
示
を
本
文
に
組
み
込
ん
だ
場
合
は
解
消
さ
れ
る
（
例
２
「
極
」（（
例
３
「
人
」（

（
例
４
「
救
」（。
ま
た
『
浄
全
』
の
誤
植
か
と
思
わ
れ
る
用
例
も
見
た
（
例
３
「
極
」（。

こ
れ
ら
の
一
字
一
句
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
前
述
の
石
川
氏
の
指
摘
に
加
え
て
、

『
浄
全
』
所
収
本
は
元
治
元
年
を
完
全
に
再
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
具
体
的

に
確
認
で
き
る
。

　

今
後
日
本
古
写
経
と
の
比
較
を
進
め
る
と
と
も
に
、
残
り
七
巻
を
考
察
す
る
こ
と

で
、
用
例
を
増
や
し
、
さ
ら
に
『
鈔
』
の
引
用
経
典
の
典
拠
を
精
査
し
て
い
き
た
い
。

　　
　

註
（
（
（
師
弁
長
（
一
一
六
二
―
一
二
三
八
、
浄
土
宗
鎮
西
派
二
祖
（
は
良
忠
に
浄
土
宗
義
の

弘
通
を
懇
望
し
て
い
た
が
、
果
た
せ
ず
に
い
た
。
そ
の
後
要
阿
が
瑞
夢
を
得
て
再
度
良

忠
に
執
筆
を
要
請
し
た
。
そ
の
瑞
夢
に
報
い
て
執
筆
し
た
と
す
る
因
縁
譚
に
依
る
。　

（
（
（
宮
沢
正
順「
報
夢
鈔
引
用
の
典
籍
に
関
す
る
一
考
察
―
外
典
を
中
心
と
し
て
―
」（『
仏

教
文
化
研
究
』
三
二
、一
九
八
七
年
（。　

（
（
（
沼
倉
雄
人
「
良
忠
著
作
に
み
ら
れ
る
「
先
師
」
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
会
』

六
〇
―
一
、二
〇
一
一
年
（。　

（
（
（
石
川
琢
道
「
浄
土
宗
全
書
の
底
本
に
つ
い
て
」（『
法
然
上
人
八
百
年

大
遠
忌
記
念
論
文
集
現
代
社
会
と
法
然

浄
土
教
』山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
三
年
（、
同「
浄
土
宗
全
書
の
底
本
に
つ
い
て（
二
（」

（『
廣
川
堯
敏
教
授

古
稀
記
念
論
文
集
浄
土
教
と
仏
教
』
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
四
年
（、
同
「
浄
土
宗
全

書
の
諸
版
に
つ
い
て
」（『
小
澤
憲
珠
名
誉
教

授
頌
寿
記
念
論
集
大
乗
仏
教
と
浄
土
教
』
ノ
ン
ブ
ル
社
、

二
〇
一
五
年
（、
同
「
浄
土
宗
全
書
の
底
本
に
つ
い
て
」（『
小
此
木
輝
之
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
歴
史
と
文
化
』

青
史
出
版
、
二
〇
一
六
年
（。　

（
（
（
岸
一
英
「
良
忠
撰
『
三
心
私
記
』
に
つ
い
て
」（『
源
智
・
弁
長
・
良
忠	

三
上
人
研

究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
七
年
（、
廣
川
堯
敏
「
新
出
の
良
忠
述
一
巻
本
「
三
心
私
記
」

に
つ
い
て
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
三
二
、一
九
八
七
年
（、
拙
稿
「
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要

肝
心
集
』
上
巻
と
『
浄
土
宗
要
集
』
第
二
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

三
八
、二
〇
一
〇
年
（
な
ど
。　

（
（
（
諸
本
・
凡
例
の
紹
介
は
松
永
知
海
「
良
忠
撰
述
忍
澂
募
刻
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』

の
研
究
（
上
（
―
伝
本
の
書
誌
的
検
討
を
中
心
と
し
て
―
」（『
仏
教
文
化
研
究
』

三
一
、一
九
八
六
年
（
に
詳
し
い
。　

（
（
（『
浄
全
』
七
巻
一
八
七
頁
上
段
一
行
目
―
。

（
（
（『
浄
全
』
二
巻
七
四
頁
下
段
九
行
目
―
。

（
（
（『
浄
全
』
一
五
巻
一
五
七
頁
下
段
八
行
―
。

（
（0
（
本
庄
良
文
「『
往
生
要
集
義
記
』
第
六
―
臨
終
行
儀
（
一
（
―
」（『
鳳
翔
学
叢
』
三
、

二
〇
〇
七
年
（
の
註
を
参
照
。

（
（（
（
拙
稿
「
東
向
観
音
寺
蔵
良
忠
撰
『
往
生
要
集
鈔
』
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論
叢
』

五
四
、二
〇
一
〇
年
（、
同
「
良
忠
撰
『
往
生
要
集
鈔
』
か
ら
『
往
生
要
集
義
記
』
へ
の

成
立
過
程
―
檀
王
法
林
寺
蔵
袋
中
手
択
本
を
中
心
に
し
て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

五
九
―
二
、二
〇
一
一
年
（、
同
「
良
忠
撰
『
往
生
要
集
』
注
釈
書
の
成
立
過
程
」（『
法
然
上
人

八
〇
〇
年
大

遠
忌
記
念

法
然
佛
教
と
そ
の
可
能
性
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
（。

（
（（
（
野
沢
佳
美
『
印
刷
漢
文
大
蔵
経
の
歴
史
―
中
国
・
高
麗
篇
―
』（
立
正
大
学
図
書
館
、

二
〇
一
五
年
（。

（
（（
（
馬
場
久
幸
『
日
韓
交
流
と
高
麗
版
大
蔵
経
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年
（。

（
（（
（
た
だ
し
『
浄
全
』
は
初
版
か
ら
第
三
版
ま
で
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
修
正
し
て
い

る
の
で
、
こ
の
「
猛
」
か
ら
「
極
」
へ
の
変
更
が
具
体
的
に
ど
の
版
で
な
さ
れ
た
の
か
は
、

各
版
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
掲
石
川
論
文
参
照
。

　
（
付
記
（

・
資
料
閲
覧
に
際
し
、
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
金
剛
寺
、
七
寺
、
興
聖
寺
、
並
び
に
国

際
仏
教
学
大
学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
の
ご
当
局
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

・
本
稿
は
平
成
二
十
八
・
二
十
九
年
度
浄
土
宗
研
究
生
補
助
金
、
ま
た
平
成
二
十
七
年
度
～
三

十
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
若
手
研
究
（
B
（
課
題
番
号（（K

（（（（（

に
よ
る
研
究
成
果

で
あ
る
。
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●
…

未
見

　
×

…
欠

本
　

－
…

本
文

な
し

『
鈔

』
『

義
記

』
『

大
正

蔵
』

日
本

古
写

経

経
論

名
檀

王
本

尊
経

閣
本

東
向

観
音

寺
佛

大
写

本

西
教

寺
本

 
寛

永
3

年
 

（
1626）

京
大

本
 

寛
永

5
年

 
（

1628）

身
延

文
庫

本
 

江
戸

期

佛
大

古
活

字
版

 
寛

永
頃

佛
大

版
 

寛
永

18
年

 
（

1642）

佛
大

版
 

元
治

元
年

 
（

1864）

『
浄

全
』

所
収

本
高

麗
版

宋
版

元
版

明
版

金
剛

寺
七

寺
興

聖
寺

例
１

『
無

量
寿

経
』

ー
ー

×
ー

ー
ー

×
ー

ー
ー

ー
或

二
十

三
十

乃
至

百
千

由
旬

或
二

十
三

十
乃

至
百

千
由

旬

或
二

十
三

十
乃

至
百

千
由

旬

或
二

十
三

十
乃

至
百

千
由

旬
×

或
二

十
三

十
乃

至
百

千
由

旬

或
二

十
三

十
乃

至
百

千
由

旬
各

皆
各

皆
各

皆
各

皆
各

皆
各

皆
各

皆
各

皆
各

皆
各

皆
皆

各
皆

各
皆

各
各

各
皆

例
2

『
阿

毘
達

磨
順

正
理

論
』

猛
猛

×
猛

猛
猛

×
猛

猛
猛

極
極

極
極

極
極

未
調

査
・

未
撮

影

未
調

査
・

未
撮

影

例
3

『
阿

毘
達

磨
大

毘
婆

沙
論

』

ー
ー

×
ー

ー
ー

×
ー

ー
ー

人
人

人
人

人
人

人
未

調
査

・
未

撮
影

猛
猛

猛
猛

猛
猛

猛
猛

極
猛

猛
猛

猛
猛

猛
非

非
非

非
非

非
非

非
非

非
罪

罪
非

非
非

例
4

『
阿

毘
達

磨
倶

舎
論

』

ー
ー

×
ー

ー
ー

×
問

問
問

問
ー

ー
ー

ー
×

未
調

査
・

未
撮

影

ー
徳

徳
徳

徳
徳

経
経

徳
徳

徳
徳

徳
徳

徳
救

救
救

救
救

救
救

救
ー

ー
ー

ー
ー

ー

例
5

『
法

苑
珠

林
』

 
（『

唯
識

論
』）

※
巻

数
の

指
摘

七
十

一
七

十
一

七
十

一
八

十
八

例
6

正
法

念
処

経
乃

至
乃

至
×

乃
至

乃
至

乃
至

×
乃

至
乃

至
乃

至
乃

至

名
刀

輪
處

。
彼

業
果

報
，

眾
生

何
業

生
於

彼
處

？
彼

見
聞

知

名
刀

輪
處

。
彼

業
果

報
，

眾
生

何
業

生
於

彼
處

？
彼

見
聞

知

名
刀

輪
處

。
彼

業
果

報
，

眾
生

何
業

生
於

彼
處

？
彼

見
聞

知

名
刀

輪
處

。
彼

業
果

報
，

眾
生

何
業

生
於

彼
處

？
彼

見
聞

知

名
刀

輪
處

。
彼

業
果

報
，

眾
生

何
業

生
於

彼
處

？
彼

見
聞

知

名
刀

輪
處

。
彼

業
果

報
，

眾
生

何
業

生
於

彼
處

？
彼

見
聞

知

名
刀

輪
處

。
彼

業
果

報
，

眾
生

何
業

生
於

彼
處

？
彼

見
聞

知
著

著
著

著
著

著
著

若
若

若
若

若
若

若
若

若

例
7

正
法

念
処

経
因

縁
因

縁
×

因
縁

因
縁

因
縁

×
因

縁
因

縁
因

縁
因

縁
因

因
因

因
因

●
未

調
査

・
未

撮
影



一
六
五

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

は
じ
め
に

　

法
然
上
人
の
行
状
を
記
し
た
伝
記
・
絵
巻
は
多
数
存
在
す
る
が
、
絵
が
附
属
し
た

最
初
の
作
品
は
、『
法
然
上
人
伝
法
絵
』（
以
下
、『
伝
法
絵
』
と
略
称
す
る
（
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。『
伝
法
絵
』
は
、
転
写
本
が
四
種
、
現
存
す
る
。
第
一
に
、
大
本

山
善
導
寺
所
蔵
、
四
巻
（
通
称
『
四
巻
伝
』、『
善
導
寺
本
』（。
第
二
に
、『
国
華
本
』、

第
三
に
浄
土
真
宗
高
田
派
大
本
山
専
修
寺
所
蔵
『
高
田
本
』、
第
四
に
称
名
寺
所
蔵

『
伝
法
絵
略
記
抄
』
で
あ
る
（
（
（

。『
善
導
寺
本
』
以
外
は
、
断
簡
本
で
あ
り
、
全
体
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
現
存
す
る
『
国
華
本
』
は
、『
善
導
寺
本
』
と
同

一
の
本
文
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、『
伝
法
絵
』
が
同
一
資
料
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
四
種
の
転
写
本
の
存
在
は
、
本
作
が
重

要
視
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る

よ
う
に
、『
伝
法
絵
』
が
真
宗
寺
院
に
お
け
る
掛
幅
絵
伝
制
作
時
の
依
拠
資
料
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
（
（
（

。

　
『
伝
法
絵
』
の
制
作
は
、
完
本
で
あ
る
『
善
導
寺
本
』
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
詞
書

を
湛
空
、
絵
を
観
空
が
担
い
、
鎌
倉
八
幡
宮
本
社
の
辺
り
で
、
嘉
禎
三
年
五
月
か
ら

十
一
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
巻
跋
文
に
は
、『
伝
法
絵
』を
用
い
て
、

絵
を
観
る
者
（
聴
衆
、
観
衆
（
と
絵
解
き
す
る
僧
侶
（
教
師
（
の
両
者
が
、「
一
仏

浄
土
に
結
縁
」
す
べ
き
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
、
法
然
上
人（
以
下
、
敬
称
を
略
す
（の
教

え
を
弘
め
る
布
教
に
、
僧
侶
が
絵
解
き
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
資
料
で
も
あ
る
（
（
（

。

　

本
稿
で
は
、『
善
導
寺
本
』
上
巻
に
あ
る
和
歌
二
首
と
そ
の
前
後
の
詞
書
（
本
文
（

に
注
目
し
、
他
伝
本
と
比
較
検
討
を
く
わ
え
、
法
然
の
出
家
場
面
に
お
け
る
『
善
導

寺
本
』本
文
の
古
態
性
に
つ
い
て
、「
秘
密
灌
頂
」「
大
江
定
基
（
寂
昭
（」「
か
け
ろ
」

の
語
句
を
手
が
か
り
に
、
試
論
を
述
べ
て
み
た
い
。
ま
た
、
各
法
然
伝
に
収
録
さ
れ

た
和
歌
を
比
較
検
討
す
る
と
、『
善
導
寺
本
』
に
は
、
独
自
和
歌
が
多
い
こ
と
が
わ

か
る
。
絵
伝
制
作
に
お
け
る
和
歌
の
収
録
と
い
う
観
点
か
ら
、『
伝
法
絵
』（『
善
導

寺
本
』（
の
作
者
説
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

一
、
母
と
の
別
れ
を
詠
ん
だ
歌

　

法
然
が
出
家
す
る
場
面
の
『
善
導
寺
本
』
の
本
文
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
、
師
匠
の
命
に
よ
り
て
、
比
叡
山
に
の
ぼ
る
べ
き
よ
し
侍
け
る
時
、
乳
房
の

は
は
に
、
い
と
ま
を
申
と
て
、
大
師
釋
尊
は
、
十
九
の
御
年
、
父
の
大
王
に
し

の
び
給
て
、
ひ
そ
か
に
王
宮
を
い
で
た
ま
ひ
、
今
小
童
は
、
生
母
に
い
と
ま
を

申
て
、
二
親
を
佛
道
に
入
た
て
ま
つ
ら
ん
。
夫
流
轉
三
界
中
、
恩
愛
不
能
斷
、

資
料
一

　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者　

―
―
『
善
導
寺
本
』
の
表
現
を
手
が
か
り
に
―
―

�

平　

間　

理　
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一
六
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

棄
恩
入
無
爲
、
眞
實
報
恩
者
と
承
ば
、
今
日
よ
り
の
ち
、
こ
ひ
し
く
、
ゆ
か
し

く
、
我
を
す
て
て
、
う
ら
め
し
と
お
ぼ
し
め
さ
る
な
、
三
河
守
大
江
定
基
は
、

出
家
し
て	
大
唐
へ
わ
た
り
侍
し
時
は
、
老
母
に
ゆ
る
さ
れ
を
か
う
む
り
て
こ

そ
、
彼
國
に
し
て
圓
通
大
師
の
號
を
か
う
む
り
、
本
朝
の
名
を
も
あ
げ
給
し
か
。

ゆ
め
ゆ
め
こ
の
童
を
こ
そ
ち
ち
の
形
見
と
し
て
、
朝
に
覲
へ
暮
に
眤
び
ん
事
を

わ
す
れ
て
、
生
る
る
覺
山
に
こ
も
り
て
、
ふ
か
く
み
ち
び
く
師
と
な
ら
ん
事
を

お
ぼ
し
め
せ
と
、
か
き
く
ど
き
給
し
か
ば
、
母
こ
と
は
り
に
お
れ
て
、
み
ど
り

の
か
み
を
か
い
な
で
ゝ
、
涙
ば
か
り
ぞ
い
た
ゞ
き
に
そ
ゝ
ぎ
け
る
。
い
ま
思
あ

は
す
れ
ば
、
秘
密
灌
頂
と
か
や
に
物
は
い
は
ず
し
て
い
た
ゞ
き
に
そ
ゝ
ぐ
と
申

は
か
や
う
の
事
に
や
侍
ら
ん

か
た
み
と
て
は
か
な
き
お
や
の
と
ゝ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か

に
せ
ん（（
（

　

本
場
面
は
、
法
然
の
父
時
国
が
夜
討
ち
に
あ
い
深ふ
か

傷で

を
負
っ
た
後
の
場
面
で
あ
る
。

冒
頭
に
、「
一
」
と
あ
る
の
は
、
絵
解
き
の
順
序
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
続
く

段
落
に
「
二
」
と
「
三
」
も
あ
る
。
こ
の
表
記
は
、『
善
導
寺
本
』
に
し
か
見
ら
れ

な
い
特
異
な
表
記
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
段
落
は
、
①
師
匠
の
命
で
比
叡
山
に
登
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
、
②
釈
尊
は

十
九
で
出
家
し
た
こ
と
、
③
法
然
は
母
に
申
し
出
を
し
た
こ
と
、
④
出
家
作
法
の
四

句
偈
と
大
江
定
基
の
出
家
譚
、
⑤
法
然
の
母
が
髪
を
な
で
る
こ
と
、
⑥
秘
密
灌
頂
、

⑦
和
歌
の
構
成
、
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
和
歌
に
試
み
に
訳
を
付
す
と
、「
形
見
（
遺
児
（
と
し
て
、
亡
く
な
っ
た
親

（
父
（
が
あ
と
に
残
し
た
子
ど
も
、
そ
の
子
と
の
別
れ
を
ま
た
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。」
と
な
ろ
う
。

　

ま
ず
、
和
歌
の
表
現
に
の
み
注
目
し
、
諸
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
善
導
寺

本
』『
琳
阿
本
』
は
同
一
で
あ
る
。『
拾
遺
古
徳
伝
』『
弘
願
本
』
で
は
、
第
一
句
が

「
信
（
か
た
み
（
と
て
」
と
漢
字
表
記
に
な
る
。
こ
の
二
絵
伝
は
、
真
宗
の
門
弟
が

制
作
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
影
響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
、『
弘
願
本
』

で
は
、「
こ
の
わ
か
れ
」
に
子
ど
も
の
「
子
」
の
字
を
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
は
、
書

写
者
が
掛
詞
の
内
容
を
意
識
し
て
漢
字
表
記
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

『
九
巻
伝
』『
四
十
八
巻
伝
』『
十
巻
伝
』
に
な
る
と
「
母
」
の
心
情
で
あ
る
文
言
を

記
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
本
を
比
較
す
る
と
、
制
作
が
後
期
と
考
え
ら
れ

て
い
る
作
品
は
初
期
作
品
と
比
べ
て
、
本
文
が
詳
細
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
事
を
踏
ま
え
て
、
本
文
の
書
写
・
生
成
状
況
を
考
え
る
と
、
母
の
心
情
を

明
記
し
た
『
九
巻
伝
』『
四
十
八
巻
伝
』『
十
巻
伝
』か
ら
、『
善
導
寺
本
』『
琳
阿
本
』

の
本
文
が
制
作
さ
れ
た
、
ま
た
は
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
『
善
導
寺
本
』
が
書
写
さ

れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

『
善
導
寺
本
』

か
た
み
と
て
は
か
な
き
お
や
の
と
ゝ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん

『
琳
阿
本
（
（
（

』
か
た
み
と
て
は
か
な
き
お
や
の
と
ゞ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん

『
拾
遺
古
徳
伝
（
（
（

』

信
と
て
は
か
な
き
お
や
の
と
ゞ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん

『
弘
願
本
（
（
（

』
信
と
て
は
か
な
き
お
や
の
と
ゞ
め
お
き
し
子
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん



一
六
七

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

『
九
巻
伝
（
（
（

』母
思
の
あ
ま
り
に
く
ち
ず
さ
み
け
る
歌

か
た
み
と
て
は
か
な
き
親
の
と
ゞ
め
て
し
子
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん

母
お
も
ひ
の
あ
ま
り
に

か
た
み
と
て
は
か
な
き
を
や
の
と
ゞ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
ゞ
せ
ん

※
『
九
巻
伝
』
は
、
冒
頭
の
数
頁
が
２
回
書
写
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
同
じ
場
面
が

重
複
す
る
が
、
詞
書
と
結
句
に
異
同
が
あ
る
。

『
四
十
八
巻
伝
（
（
（

』

か
た
み
と
て
は
か
な
き
を
や
の
と
ゞ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん

『
十
巻
伝
（
（1
（

』
母
心
中
思
連
給　

形
見
ト
テ
墓
ナ
キ
親
ノ
ト
ド
メ
テ
シ
子
ノ
ワ
カ
レ
サ
ヘ
又
イ

カ
ニ
セ
ン
ト
テ
落
涙
千
行
也

　

以
上
の
と
お
り
、『
九
巻
伝
』
以
降
は
、
母
の
心
情
を
和
歌
の
直
前
に
示
す
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
母
が
涙
を
流
す
も
の
は
、『
善
導
寺
本
』

『
琳
阿
本
』『
九
巻
伝
』『
四
十
八
巻
伝
』
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
母
親
が
子
ど
も
の

髪
を
な
で
る
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
み
る
と
、
遍
昭
（
遍
照
と
も
（
の
つ
ぎ
の
和

歌
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。　

　
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
十
七
雑
三（（（
（

は
じ
め
て
か
し
ら
お
ろ
し
侍
り
け
る
時
、
も
の
に
か
き
つ
け
侍

り
け
る

	

遍
昭

一
二
四
〇

た
ら
ち
め
は
か
か
れ
と
し
て
も
む
ば
た
ま
の
わ
が
く
ろ
か
み
を
な
で

ず
や
有
り
け
ん

『
宝
物
集
』
片
仮
名
古
活
字
三
巻
本
（
（1
（

	

　

僧
正
遍
照

三
三
一　

タ
ラ
チ
ネ
ハ
カ
ゝ
レ
ト
シ
テ
モ
ム
バ
玉
ノ
我
ク
ロ
カ
ミ
ヲ
撫
ズ
ヤ
有

ケ
ン

『
宝
物
集
』
第
二
種
七
巻
本（（1
（

三
三
一　

た
ら
ち
ね
は
か
ゝ
れ
と
て
し
も
う
ば
玉
の
わ
が
黒
髪
は
な
で
ず
や
有

け
ん

　

こ
の
歌
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
遍
昭
が
初
め
て
剃
髪
し
た
時

の
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
と
な
り
、
そ
こ
で
は
、
遍
昭
の
母
親
が
、
我
が
子
の
つ
や
の
あ

る
黒
髪
を
な
で
て
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
つ
ぎ
に
あ
げ
る
『
沙
石
集
』
の
和
歌
は
、
詠
ま
れ
た
状
況
に
異
同
が
あ
る

も
の
の
、
親
が
我
が
子
の
黒
髪
を
な
で
た
も
の
と
し
て
、
藤
原
為
家
の
和
歌
が
あ
る
。

こ
の
和
歌
は
、
最
愛
の
娘
を
亡
く
し
、
そ
の
娘
の
髪
の
毛
で
梵
字
を
縫
っ
て
、
こ
の

世
で
の
別
れ
を
惜
し
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
沙
石
集
』
巻
第
五
末
ノ
六（（1
（

一
、
大
納
言
為
家
卿
、
最
愛
の
御
娘
に
後
れ
給
ひ
て
、
か
の
孝
養
の
願
文
の
奥

に
　
　

あ
は
れ
げ
に
同
じ
煙
と
立
ち
そ
は
で
残
る
思
ひ
に
身
を
こ
が
す
か
な

か
の
髪
を
も
て
梵
字
を
縫
ひ
て
、
供
養
の
願
文
の
奥
に
、

　
　

我
が
涙
か
か
れ
と
て
し
も
な
で
ざ
り
し
こ
の
黒
髪
を
見
る
ぞ
悲
し
き
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こ
こ
に
あ
げ
た
和
歌
は
、
遍
昭
の
母
親
も
、
為
家
も
、「
最
愛
の
子
ど
も
と
の
別

れ
」
と
い
う
点
で
共
通
し
、「
髪
を
な
で
る
行
為
」
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
然

伝
に
お
い
て
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、『
善
導
寺
本
』
の
詞

書
で
あ
る
。
出
家
を
機
に
法
然
は
母
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
母
が

涙
を
流
す
の
は
、
別
れ
の
涙
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、「
秘
密
灌
頂
」
で
あ
る
と
記
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。

二
、
作
者
と
「
秘
密
灌
頂
」

　
『
善
導
寺
本
』
の
和
歌
の
前
に
「
秘
密
灌
頂
」
の
語
句
が
見
え
る
（　
　
　

に
傍

線
を
付
し
た
（。
各
種
法
然
伝
に
お
い
て
、
こ
の
語
句
が
確
認
出
来
る
の
は
『
善
導

寺
本
』『
琳
阿
本
』『
九
巻
伝
』
に
限
定
さ
れ
る
。「
秘
密
灌
頂
」
と
は
、『
広
説
仏
教

語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
密
教
で
行
う
灌
頂
の
総
称
」
と
あ
る
（
（1
（

。
こ
の
語
句
を
、

平
安
遺
文
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
調
べ
る
と
、『
東
寺
観
智
院
文
書
』
承
暦
二

年
七
月
十
日
の
記
事
（
第
十
巻
三
九
頁
（
や
、『
朝
野
群
載
』
巻
十
六
（
新
訂
増
補

国
史
大
系

第
二
十
九
巻

四
〇
八
頁
（
に
「
秘
密
灌
頂
」
の
文
言
が
確
認
で
き
る
（
（1
（

。

　

ま
た
、『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
、
天
禄
元
年
七
月
の
記
事
に
、
石
山
寺
に
参
籠
し
た

作
者
道
綱
母
が
、
最
終
日
の
明
け
方
に
夢
を
見
る
場
面
が
あ
る
（
（1
（

。

　

さ
て
は
夜
に
な
り
ぬ
。
御
堂
に
て
よ
ろ
づ
申
し
、
泣
き
明
か
し
て
、
あ
か
つ

き
が
た
に
ま
ど
ろ
み
た
る
に
、
見
ゆ
る
や
う
、
こ
の
寺
の
別
当
と
お
ぼ
し
き
法

師
、
銚
子
に
水
を
入
れ
て
持
て
来
て
、
右
の
か
た
の
膝
に
い
か
く
と
見
る
。
ふ

と
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
、
仏
の
見
せ
た
ま
ふ
に
こ
そ
は
あ
ら
め
と
思
ふ
に
、
ま
し

て
も
の
ぞ
あ
は
れ
に
悲
し
く
お
ぼ
ゆ
る
。

　

本
場
面
の
お
お
よ
そ
意
味
す
る
内
容
は
、「
御
堂
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
祈
り
、

資
料
一

泣
き
明
か
し
て
夜
明
け
前
に
う
と
う
と
し
て
い
る
と
、
こ
の
寺
の
別
当
と
思
わ
れ
る

法
師
が
銚
子
に
水
を
入
れ
て
持
っ
て
き
て
、
私
の
右
膝
に
そ
の
水
を
注
ぐ
と
い
う
夢

を
み
た
。（
ふ
と
、
そ
の
夢
に
お
ど
ろ
い
て
（
は
っ
と
目
が
覚
め
て
、
石
山
寺
の
仏

が
お
見
せ
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
思
う
と
、
し
み
じ
み
と
胸
を
う
た
れ
る
思
い
が

す
る
」
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
注
目
す
べ
き
事
柄
は
、
銚
子
の
水
が

右
膝
に
注
が
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
描
写
が
何
を
意
味
す
る
か
、
先
行
研
究
で
は
大

き
く
、（
１
（
精
神
分
析
的
解
釈
（
２
（
密
教
の
灌
頂
に
よ
る
も
の
と
す
る
意
見
と

に
分
か
れ
て
い
る
（
（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、『
蜻
蛉
日
記
』
作
者
の
宗
教
観
を
考
え
る
と
、

後
者
の
密
教
の
灌
頂
と
理
解
す
る
、
品
川
和
子
氏
、
岩
瀬
法
雲
氏
に
賛
同
し
た
い
（
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
時
、
文
学
作
品
に
お
け
る
「
密
教
の
灌
頂
」
の
一
例
に
は
、

「
夢
」
に
「
水
」
が
登
場
し
、
比
喩
を
用
い
て
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
『
善

導
寺
本
』
は
、「
秘
密
灌
頂
」
と
い
う
文
言
を
示
す
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
母
親
の
こ
ぼ
れ
お
ち
た
涙
が
、
灌
頂
の
水
で
あ
り
、
こ
の
涙
に
よ
っ
て
、
母
子
が

仏
縁
を
結
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
、
い
わ
ゆ
る
結
縁
灌
頂
を
示
し
て
い
る
」
と
解
釈
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、『
善
導
寺
本
』（　
　
　

（
と
『
九
巻
伝
』（　
　
　

（
の

本
文
を
比
較
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、『
九
巻
伝
』
本
文
が
よ
り
詳
し
い
本
文
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、「
秘
密
灌
頂
」
に
つ
い
て
「
物
を
ば
い
は

ず
し
て
、
い
た
だ
き
に
五
瓶
の
智
水
を
そ
そ
ぐ
と
は
申
す
こ
と
あ
ん
な
れ
」
と
し
、

「
五
瓶
の
智
水
」
を
そ
そ
ぐ
こ
と
だ
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　

『
善
導
寺
本
（
11
（

』

　

一
、
師
匠
の
命
に
よ
り
て
、
比
叡
山
に
の
ぼ
る
べ
き
よ
し
侍
け
る
時
、
乳
房

の
は
は
に
、
い
と
ま
を
申
と
て
、
大
師
釋
尊
は
、
十
九
の
御
年
、
父
の
大
王
に

資
料
一

資
料
二

資
料
一



一
六
九

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

し
の
び
給
て
、
ひ
そ
か
に
王
宮
を
い
で
た
ま
ひ
、
今
小
童
は
、
生
母
に
い
と
ま

を
申
て
、
二
親
を
佛
道
に
入
た
て
ま
つ
ら
ん
。
夫
流
轉
三
界
中
、恩
愛
不
能
斷
、

棄
恩
入
無
爲
、
眞
實
報
恩
者
と
承
ば
、
今
日
よ
り
の
ち
、
こ
ひ
し
く
、
ゆ
か
し

く
、
我
を
す
て
て
、
う
ら
め
し
と
お
ぼ
し
め
さ
る
な
、
三
河
守
大
江
定
基
は
、

出
家
し
て
大
唐
へ
わ
た
り
侍
し
時
は
、
老
母
に
ゆ
る
さ
れ
を
か
う
む
り
て
こ
そ
、

彼
國
に
し
て
圓
通
大
師
の
號
を
か
う
む
り
、
本
朝
の
名
を
も
あ
げ
給
し
か
。
ゆ

め
ゆ
め
こ
の
童
を
こ
そ
ち
ち
の
形
見
と
し
て
、
朝
に
覲
へ
暮
に
眤
び
ん
事
を
わ

す
れ
て
、
生
る
る
覺
山
に
こ
も
り
て
、
ふ
か
く
み
ち
び
く
師
と
な
ら
ん
事
を
お

ぼ
し
め
せ
と
、
か
き
く
ど
き
給
し
か
ば
、
母
こ
と
は
り
に
お
れ
て
、
み
ど
り
の

か
み
を
か
い
な
で
ゝ
、
涙
ば
か
り
ぞ
い
た
ゞ
き
に
そ
ゝ
ぎ
け
る
。
い
ま
思
あ
は

す
れ
ば
、
秘
密
灌
頂
と
か
や
に
物
は
い
は
ず
し
て
い
た
ゞ
き
に
そ
ゝ
ぐ
と
申
は

か
や
う
の
事
に
や
侍
ら
ん

か
た
み
と
て
は
か
な
き
お
や
の
と
ゝ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か

に
せ
ん

　
　
　

『
法
然
上
人
伝
記
』
九
巻
伝
（
1（
（
　

觀
覺
案
じ
て
い
は
く
、
こ
の
ち
ご
つ
ね
づ
ね
の
と
も
が
ら
に
あ
ら
ず
、
お
し
き

か
な
。
い
た
づ
ら
に
邊
國
に
と
ど
め
む
こ
と
と
て
久
安
三
年
丁
卯
生
年
十
五
の

春
、
延
暦
寺
へ
の
ぼ
せ
け
る
に
、
こ
の
兒
母
に
い
と
ま
を
こ
ひ
て
云
、
母
獨
身

に
お
は
し
ま
す
。	

我
一
子
也
。
朝
夕
に
給
仕
し
て
父
の
か
た
み
と
も
見
え
た

て
ま
つ
る
べ
け
れ
ど
も
、
さ
し
て
も
、
た
が
御
た
め
も
後
世
の
つ
と
に
も
な
ら

ず
。
い
ま
は
登
山
し
て
佛
法
を
修
學
し
、
二
親
を
み
ち
び
き
た
て
ま
つ
ら
ん
と

お
も
ふ
。
い
ま
の
わ
か
れ
を
な
げ
き
思
給
事
な
か
れ
。
流
轉
三
界
中
、
恩
愛
不

能
斷
、
棄
恩
入
無
爲
眞
實
報
恩
者
と
う
け
給
は
れ
ば
、
け
ふ
よ
り
後
、
戀
し
、

資
料
二

悲
し
み
、
恨
み
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
。
つ
た
へ
き
く
。
大
江
定
基
は
出
家
し

て
唐
へ
わ
た
り
し
時
、
老
母
に
ゆ
る
さ
れ
を
か
ふ
ぶ
り
て
こ
そ
、
彼
國
に
し
て

圓
通
大
師
の
諡
號
を
か
ふ
ぶ
り
け
れ
。
ゆ
め
ゆ
め
お
し
み
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら

ず
と
。
か
き
く
ど
き
ね
ん
ご
ろ
に
い
ひ
け
れ
ば
、
は
は
も
こ
と
は
り
に
お
れ
て
、

み
ど
り
な
る
か
み
を
か
き
な
で
て
、
涙
を
ぞ
か
う
べ
に
そ
そ
ぎ
け
る
お
も
ひ
あ

は
せ
ら
る
る
事
あ
り
。
祕
密
灌
頂
と
か
や
に
ぞ
。
物
を
ば
い
は
ず
し
て
、
い
た

だ
き
に
五
瓶
の
智
水
を
そ
そ
ぐ
と
は
申
す
こ
と
あ
ん
な
れ
。
母
お
も
ひ
の
あ
ま

り
に

か
た
み
と
て
は
か
な
き
を
や
の
と
ゞ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い

か
ゞ
せ
ん

　

管
見
の
限
り
で
は
、「
秘
密
灌
頂
」
の
語
句
を
有
す
る
文
学
作
品
は
、『
朝
野
群

載
』『
古
今
著
聞
集
』
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
用
例
は
多
く
は
な
い
。

佐
藤
隆
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
秘
密
灌
頂
に
考
察
を
加
え
た
先
行
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。

　

各
種
法
然
伝
に
お
け
る
「
秘
密
灌
頂
」
の
用
例
は
、『
伝
法
絵
』
の
影
響
を
受
け

て
制
作
さ
れ
た
と
す
る
『
琳
阿
本
』『
九
巻
伝
』
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
法
然

伝
は
、
別
な
文
言
を
用
い
て
出
家
を
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
四
十
八
巻
伝
』
で

は
（
11
（

、
観
覚
よ
ろ
こ
び
て
此
ち
こ
を
相
具
し
て
、
母
の
所
に
ゆ
き
て
こ
と
の
よ
し
を
か

た
る
。
兒
童
母
儀
を
こ
し
ら
へ
て
い
は
く
、
う
け
が
た
き
人
身
を
う
け
、
あ
ひ

が
た
き
仏
教
に
あ
ふ
、
眼
の
ま
へ
の
無
常
を
見
て
、
夢
の
中
の
栄
耀
を
い
と
ふ

べ
し
。
就
中
亡
父
の
遺
言
、
耳
の
底
に
と
ど
ま
り
て
、
心
の
う
ち
に
わ
す
れ
ず
。
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は
や
く
四
明
に
の
ぼ
り
て
、
す
み
か
や
に
一
乗
を
ま
な
ぶ
べ
し
。
母
堂
こ
と
は

り
に
を
れ
て
承
諾
の
詞
を
の
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
袖
に
あ
ま
る
か
な
し
み
の
涙
、

小
兒
の
く
ろ
か
み
を
う
る
ほ
す
。
有
為
の
な
ら
ひ
し
の
び
が
た
く
、
浄
生
の
わ

か
れ
ま
ど
ひ
や
す
く
し
て
、
か
く
ぞ
お
も
ひ
つ
ゞ
け
ゝ
る

か
た
み
と
て
は
か
な
き
を
や
の
と
ゞ
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か

に
せ
ん

―
中
略
―

同
年
十
一
月
八
日
、
華
髪
を
そ
り
法
衣
を
着
し
、
戒
壇
院
に
し
て
、
大
乘
戒
を

う
け
給
に
け
り

と
し
、「
戒
壇
院
に
て
大
乗
戒
を
う
け
」
た
こ
と
が
、
出
家
譚
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。

「
秘
密
灌
頂
」
の
文
言
が
三
絵
伝
に
限
定
さ
れ
る
理
由
は
、「
密
教
の
灌
頂
」
と
い
う

印
象
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
と
、
他
伝
の
作
者
が
考
え
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
は
、『
伝
法
絵
』
作
者
「
湛
空
」
の
思
想
信
仰
が
表

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
湛
空
の
こ
と
を
評
価
し
た
一
文
が
、『
浄
土

鎮
流
祖
伝
』「
円
光
大
師
門
資
十
傑
」
に
「
密
学
第
一
正
信
上
人
」
と
あ
る
（
11
（

。
密
学

と
は
、
密
教
の
学
問
お
よ
び
修
行
を
意
味
し
、
正
信
上
人
と
は
、
湛
空
の
房
号
で
あ

る
（
11
（

。
湛
空
は
、
六
十
六
世
天
台
座
主
実
全
の
弟
子
と
な
り
叡
山
で
修
行
し
た
後
、
法

然
門
下
と
な
り
、
円
頓
戒
の
戒
師
と
し
て
の
活
躍
も
認
め
ら
れ
る
（
11
（

。
湛
空
の
歌
僧
と

し
て
の
活
動
は
、
田
渕
句
美
子
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
古
今
著
聞
集
』

巻
二
・
第
七
一
話
「
湛
空
上
人
涅
槃
会
を
行
ふ
事
」
や
、
勅
撰
集
へ
の
入
集
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
（
11
（

。
し
た
が
っ
て
、「
み
ど
り
の
か
み
を
か
い
な
で
ゝ
、
涙
ば
か
り
ぞ

い
た
ゞ
き
に
そ
ゝ
ぎ
け
る
。
い
ま
思
あ
は
す
れ
ば
、
秘
密
灌
頂
と
か
や
に
物
は
い
は

ず
し
て
い
た
ゞ
き
に
そ
ゝ
ぐ
」
の
く
だ
り
と
和
歌
は
、
湛
空
の
「
台
密
と
浄
土
教
の

知
識
」
と
「
和
歌
の
素
養
」
が
背
景
に
あ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
と
推
認
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

三
、
作
者
と
寂
昭
出
家
譚

　

と
こ
ろ
で
、『
善
導
寺
本
』
に
は
、
法
然
と
母
親
の
「
秘
密
灌
頂
」
の
ほ
か
に
、

大
江
定
基
（
寂
昭
（
の
出
家
譚
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
善
導
寺
本
』
の
該
当
本
文
を
再
度
引
用
す
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
11
（

。

三
河
守
大
江
定
基
は
、
出
家
し
て
大
唐
へ
わ
た
り
侍
し
時
は
、
老
母
に
ゆ
る
さ

れ
を
か
う
む
り
て
こ
そ
、
彼
國
に
し
て
圓
通
大
師
の
號
を
か
う
む
り
、
本
朝
の

名
を
も
あ
げ
給
し
か
。

　

寂
昭
説
話
は
多
く
の
文
学
作
品
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
母
の
た
め
に
法
要
を

修
し
た
」
と
す
る
作
品
は
、『
続
本
朝
往
生
伝
』『
宝
物
集
』『
撰
集
抄
』
に
限
定
さ

れ
る
（
11
（

。
例
え
ば
、『
宝
物
集
』
で
は
、
山
崎
の
宝
寺
で
母
の
為
に
法
華
八
講
を
行
っ

て
い
る
。

　
『
宝
物
集
』
第
二
種
七
巻
本（11
（

大
江
定
基
、
お
も
は
し
か
り
け
る
妻
に
お
く
れ
て
、
世
の
中
を
う
ら
み
て
、
大

唐
国
へ
ま
か
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
山
崎
宝
寺
と
い
う
所
に
て
、
母
の
た
め
に
八

講
を
行
ひ
け
る
に
、
静
照
法
橋
の
請
じ
て
説
法
せ
さ
せ
け
る
に
、
法
花
経
釈
し

た
て
ま
つ
る
と
て
、「
あ
す
よ
り
は
、
べ
う
は
う
れ
ん
ぐ
は
と
誦
す
と
云
と
も
、

け
ふ
は
妙
法
蓮
花
経
と
釈
し
て
き
か
せ
奉
ら
む
」
と
い
ひ
け
る
よ
り
、
聴
聞
の

人
み
な
泣
き
に
け
り
。

ま
た
、『
撰
集
抄
』
の
寂
昭
出
家
譚
に
は
、『
本
朝
文
粋
』
巻
十
三
、「
奝
然
上
人
入



一
七
一

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

唐
時
為
レ
母
修
レ
善
願
文
」
を
寂
昭
の
願
文
と
し
て
挿
入
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
1（
（

。
該
当
本
文
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
撰
集
抄
』
巻
九
―
二
話
（
一
一
二
（
貞
基
事

　

さ
て
も
、
大
江
の
入
道
、
か
し
こ
き
智
者
ど
も
に
あ
ひ
給
ひ
て
、
法
の
道
を

悟
り
極
め
、
世
を
厭
ふ
心
の
い
や
ま
し
に
の
み
成
り
行
く
ま
ゝ
に
は
、
な
に
と

な
く
も
ろ
こ
し
へ
渡
ら
ま
ほ
し
く
お
ぼ
え
て
、
両
三
の
同
朋
さ
そ
ひ
つ
れ
給
ひ

に
け
り
。
ひ
と
つ
心
に
か
ゝ
る
こ
と
侍
り
。
年
老
い
た
る
母
ぞ
い
ま
そ
か
り
け

る
。
我
も
ろ
こ
し
に
渡
り
ぬ
と
き
か
ば
、
老
の
な
み
に
歎
き
し
づ
み
て
、
命
も

あ
や
ふ
か
る
べ
し
。
い
か
ゞ
せ
む
と
思
ひ
煩
ひ
な
が
ら
、
母
の
前
に
ま
う
で
ゝ

い
と
ま
を
こ
ふ
に
、
母
の
い
ふ
や
う

「
恩
愛
別
離
の
悲
し
み
は
、
い
か
で
か
た
へ
て
し
の
ぶ
べ
き
。
さ
れ
ば
、
仏
も
、

物
の
悲
し
む
こ
と
に
は
、
悲
母
の
一
子
を
思
事
に
た
と
へ
給
へ
れ
ば
、
わ
れ
い

か
で
か
歎
の
心
な
か
ら
ん
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
、
求
法
伝
受
の
心
ざ
し
を
ば
、

な
ど
か
よ
ろ
こ
ば
ざ
ら
ん
。
そ
れ
こ
そ
、
尺
子
の
甲
斐
に
侍
ら
め
」
と
聞
け
る

に
、
入
道
、
う
れ
し
さ
や
ら
ん
方
な
く
覚
て
、
母
の
た
め
に
善
を
修
し
け
る
願

文
に
、

我わ
が

母は
ゝ
は
こ
れ
じ
ん
せ
の
は
ゝ
に
あ
ら
ず

是
不
人
世
之
母
、
是こ
れ
ぜ
ん
え
ん
の
は
ゝ
な
り

善
縁
之
母
也
。若も
し

万
人
緩
か
ほ
を
ゆ
る
く
し
こ
ゝ
ろ
を
く
る
し
め
て
こ
れ
を
い
さ
む
と
も

頬
苦
心
而
諫
之
、

我わ
れ

未
い
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も

必

従
し
た
が
は
じ。

若も
し

一
親
形こ
と
を
あ
ら
は
し
い
ろ
を
へ
ん
じ
て
こ
れ
を（
と
な
へ
（ん
に

言
変
色
而
唱
之
、
我わ
れ

可な
ん
ぞ
さ
か
ふ何
逆べ
け
ん
や哉
。
誠
ま
こ
と
に
わ
れ
ぶ
つ
ど
う
に

我
勧
于
仏す
ゝ
む道
、

寧む
し
ろ
こ
れ
じ
だ
う
に
あ
ら
ず

非
之
慈
堂
哉や

。

と
か
け
り
け
る
に
、
聞
者
な
み
だ
を
な
が
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。

　

傍
線
を
付
し
た
部
分
に
注
目
す
る
と
、
寂
昭
の
母
は
別
離
を
歎
き
悲
し
む
心
情
が

あ
る
こ
と
を
吐
露
し
つ
つ
も
、
仏
法
を
伝
授
す
る
息
子
の
志
を
喜
ぶ
気
持
ち
も
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

寂
昭
が
母
を
大
切
に
思
っ
た
話
は
、
限
定
し
た
作
品
に
し
か
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、

こ
の
よ
う
な
用
例
を
『
伝
法
絵
』
作
者
が
ふ
ま
え
て
、
寂
昭
説
話
を
挿
入
し
た
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
、『
善
導
寺
本
』
に
お
い
て
は
、
法
然
も
母
に
許
し
を
得
て
出
家

し
た
と
、
寂
昭
と
並
べ
て
い
る
点
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、

寂
昭
の
出
家
に
際
し
て
「
老
母
に
ゆ
る
さ
れ
た
」と
す
る
作
品
は
な
い
も
の
の
、『
宝

物
集
』
の
「
母
の
為
に
講
を
開
い
た
」
話
や
、『
撰
集
抄
』
の
「
母
が
仏
道
に
帰
依

す
る
息
子
の
生
き
方
を
喜
ぶ
」
と
い
う
話
を
、『
伝
法
絵
』
作
者
が
、
素
材
と
し
て

取
り
入
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
高
齢
の
母
と
子
が
仏
道
修
行
の
た
め
に
別
れ
る
心
情
を
描
写
し
た
作

品
に
、『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
が
あ
る
。
作
中
に
は
、
作
者
で
あ
る
母
が
涙
を
な
が

す
場
面
が
二
十
数
例
あ
る
（
11
（

。
ま
た
、
子
息
で
あ
る
成
尋
以
前
に
も
、
同
様
に
入
宋
し

た
人
物
と
し
て
、
寂
昭
を
取
り
あ
げ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
（
11
（

』

昔
、
十
五
ば
か
り
な
り
し
ほ
ど
に
、
三
河
の
入
道
と
い
ふ
人
渡
る
と
て
、
唐
に

率
（
ゐ
（て
奉
る
縫
（
ぬ
ひ
（仏
、
集
ま
り
て
人
の
見
し
に
、「
い
か
な
る
人
ぞ
」

と
人
の
言
ひ
し
に
、「
親
を
捨
て
て
渡
る
、
あ
は
れ
」
な
ど
人
言
ひ
し
、
何
と

も
お
ぼ
え
ざ
り
し
、
今
ぞ
「
親
い
か
に
」
と
あ
は
れ
に
、
こ
れ
も
人
は
さ
こ
そ

は
言
ふ
ら
め
。

　

こ
の
よ
う
に
、
成
尋
阿
闍
梨
の
母
は
、
自
ら
が
十
五
才
の
時
、
寂
昭
の
入
唐
に
際

し
て
持
参
す
る
縫
仏
を
見
に
集
ま
っ
た
人
々
が
、「
親
を
捨
て
る
人
だ
」
と
発
言
し

た
こ
と
を
耳
に
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
七
十
年
の
時
が
経
ち
、
八
十
歳
を
越
え
た

作
者
は
、
入
宋
の
意
思
を
固
め
た
我
が
子
と
の
別
れ
を
悲
嘆
し
、
今
生
で
の
再
会
を



一
七
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

願
い
、
複
雑
な
心
中
を
切
々
と
述
べ
な
が
ら
も
、
浄
土
往
生
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
伊
井
春
樹
氏
は
、

彼
女
（
平
間
注
：
成
尋
阿
闍
梨
母
（
が
こ
の
よ
う
に
寂
昭
母
の
心
を
忖
度
し
て

述
べ
る
の
は
、
同
じ
悲
嘆
に
沈
む
母
親
の
立
場
と
し
て
の
主
張
で
あ
る
と
と
も

に
、
高
徳
の
僧
と
し
て
歴
史
に
名
を
残
す
に
い
た
っ
た
寂
昭
と
、
親
を
捨
て
て

離
れ
て
い
っ
た
成
尋
の
軌
跡
と
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誉
れ
に
思
い
顕
揚

し
よ
う
と
す
る
心
が
い
さ
さ
か
な
り
と
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

渡
宋
す
る
僧
侶
が
い
か
に
名
誉
で
あ
り
、
天
台
の
教
え
を
受
け
た
者
に
と
っ
て

天
台
山
へ
の
巡
礼
が
ど
れ
ほ
ど
あ
こ
が
れ
の
聖
地
で
あ
っ
た
の
か
、
母
親
も
よ

く
知
っ
て
お
り
、
晴
れ
が
ま
し
い
思
い
が
す
る
一
方
で
は
、
現
実
の
悲
し
み
に

う
ち
ひ
し
が
れ
る
毎
日
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
（
11
（

。
作
者
の
心
情
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
る
な
ら
、
息
子
に
勧
め
ら

れ
た
経
典
を
読
誦
し
、
浄
土
往
生
の
和
歌
を
詠
む
姿
勢
か
ら
、
成
尋
阿
闍
梨
母
の
気

持
ち
に
は
、「
悲
嘆
」
の
み
が
占
め
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
息
子
に
対
す
る
希
望

の
思
い
も
随
所
に
看
取
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
、
仏
道
修
行
の
た
め
に
、「
母
子
が
別
れ
る
」
場
面
が
果
た
す
役
割
（
作

者
の
意
図
す
る
点
（
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

第
二
種
七
巻
本
『
宝
物
集
』
巻
第
七
に
は
、「
善
知
識
に
あ
ひ
て
仏
に
成
る
べ
し
」

で
は
じ
ま
る
「
善
知
識
」
の
章
段
が
あ
る
（
11
（

。
そ
の
な
か
に
、
大
江
定
基
（
寂
昭
（
が
、

母
を
残
し
て
入
宋
す
る
前
に
、
山
崎
宝
寺
で
母
の
た
め
に
法
華
八
講
を
修
し
た
話
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
法
会
が
聴
聞
の
人
々
に
と
っ
て
「
善
知
識
」
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
第
二
種
七
巻
本
『
宝
物
集
』の
内
容
を
ふ
ま
え
て
、『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』

に
立
ち
戻
る
と
、
同
書
に
は
、「
善
知
識
」
の
文
言
は
な
い
も
の
の
、
作
者
は
、
高

齢
に
な
っ
た
自
身
と
息
子
の
別
れ
に
悲
嘆
に
く
れ
な
が
ら
も
、
極
楽
往
生
で
の
再
会

を
願
い
歌
を
詠
み
続
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
遠
く
離
れ
た
地
で
、
仏
道
修
行
を
行

う
我
が
子
が
、
母
親
に
と
っ
て
は
「
善
知
識
」
と
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、『
善
導
寺
本
』
で
は
、
法
然
と
母

と
の
別
れ
を
「
灌
頂
」（
結
縁
灌
頂
（
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
三
作
品
に
は
、「
息
子
の
仏
道
修
行
に
よ
る
別
れ
」
に
際
し
て
、「
母
親
の

涙
」
が
描
か
れ
る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ

き
は
、『
善
導
寺
本
』
に
お
い
て
「
母
の
涙
」
が
「
灌
頂
」
を
意
味
す
る
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
作
品
の
「
涙
」
を
仏
教
的
に
捉
え
る
と
、「
善
知
識
」
か
ら
「
灌

頂
」
へ
と
、
そ
の
意
味
が
転
換
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

四
、
作
者
と
「
か
け
ろ
」
の
表
現

　
「
か
け
ろ
」
と
は
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
「
副
詞
。
擬
声
語
。
鶏
の
鳴
き
声
を

表
す
。
こ
け
こ
っ
こ
」
と
あ
り
、
古
く
は
『
神
楽
』
に
歌
わ
れ
、「
酒
殿
歌
」
に
は
、

つ
ぎ
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。

「
鶏
は
か
け
ろ
と
鳴
き
ぬ
な
り
。
起
き
よ
。
起
き
よ
。
我
が
門
に
夜
の
つ
ま
人

も
こ
そ
見
れ
」

　

こ
の
歌
は
、
鶏
が
夜
明
け
を
告
げ
た
の
で
、
寝
て
い
る
相
手
を
起
こ
す
場
面
を
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
状
況
は
異
な
る
が
、
こ
の
鶏
の
鳴
き
声
「
か
け
ろ
」
を
詠
ん
だ

和
歌
が
、『
善
導
寺
本
』
と
『
琳
阿
本
』
に
の
み
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、『
善
導
寺
本
』

巻
第
一
の
法
然
誕
生
場
面
で
、
仏
教
伝
来
を
語
る
場
面
に
あ
る
。
該
当
本
文
は
、

　
『
善
導
寺
本
（
11
（

』

如
来
滅
後
二
千
八
十
二
年
、
日
本
国
人
皇
七
十
五
代
崇
徳
院
長
承
二
年
癸
丑
美



一
七
三

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

作
国
久
米
押
領
使
漆
間
朝
臣
時
国
一
子
生
ず
る
と
こ
ろ
。

（
Ａ
（
諸
々
の
世
を
利
し
給
。
機
に
随
て
益
を
ほ
と
こ
し
、
日
月
の
州
を
照
す
。

時
を
測
り
て
光
を
廻
す
。
北
州
に
日
か
く
や
く
た
れ
は
、
南
州
に
か
け
の
ち
か

つ
く
よ
り
、
須
弥
の
岑
、（
Ｂ
（
な
く
鶏
の
可
見
路
と
鳴
ハ
、
暗
き
や
ミ
漸
く

は
れ
て
、
み
ち
見
え
ぬ
へ
し
と
囀
也
。

と
あ
る
。

　

太
線
（
Ｂ
（
を
付
し
た
部
分
に
注
目
す
る
と
、
五
七
五
七
七
の
和
歌
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
、「
な
く
と
り
の
か
け
ろ
と
な
く
は
く
ら
き
や
み　

よ
う
や
く
は

れ
て
み
ち
み
え
ぬ
べ
し
」
と
読
め
る
。

　
『
伝
法
絵
』
を
増
補
し
た
と
さ
れ
る
『
琳
阿
本
』
の
同
場
面
は
（
11
（

、

（ʻ

Ａ
（
諸
佛
の
世
を
利
し
給
ふ
機
を
鍳
て
益
を
ほ
ど
こ
し
、
日
月
の
州
を
て
ら

す
時
を
は
か
り
て
ひ
か
げ
を
め
ぐ
ら
す
。
北
州
に
日
赫
奕
た
れ
ば
、
南
州
に
影

ち
か
づ
く
よ
り　
（ʻ

Ｂ
（
須
弥
の
峰
な
る
鶏
、
可
見
路
か
け
ろ
と
な
く
は
、
く

ら
き
や
み
や
う
や
く
は
れ
て
、
み
ち
見
へ
ぬ
べ
し
と
唱
な
り
。

と
な
っ
て
い
る
。

　

傍
線
部
（
Ｂ
（と
（̒
Ｂ
（を
比
較
す
る
と
、「
な
く
鶏
」が
「
な
る
鶏
」と
あ
り
、「
か

け
ろ
」
も
二
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。『
琳
阿
本
』
の
制
作
者
（
書
写
者
（
は
、
こ

の
箇
所
が
和
歌
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
本
文
と
し
て
取
り
入
れ
た
か
、
意
図

し
て
本
文
を
変
え
た
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
和
歌
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
「
く
ら
き
や
み
漸
く
は
れ
て
、
み
ち
見
え
ぬ
べ
し
」
と
囀
る
（
唱
え
る
（

と
い
う
表
現
に
は
、「
法
然
の
誕
生
に
よ
り
、
暗
い
闇
の
よ
う
な
末
法
の
こ
の
世
に
、

新
た
な
道
が
開
け
る
」
と
い
う
意
味
を
重
ね
て
い
る
と
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
く
ら
き
」と
い
う
言
葉
に
注
目
す
れ
ば
、『
拾
遺
和
歌
集
』巻
第
二
十
哀
傷
（
一

三
四
二
番
（
に

　
　

性
空
上
人
の
も
と
に
詠
み
て
遣
は
し
け
る　
　

雅
致
女
式
部

　
　
　

暗
（
く
ら
き
）よ
り
暗
（
く
ら
き
）道
に
ぞ
入い
り
ぬ
べ
き
遙
に
照
せ
山
の
葉（
は
）の
月

の
一
首
が
あ
る
（
11
（

。
詠
者
「
雅
致
女
式
部
」
と
は
、
和
泉
式
部
の
こ
と
で
、
こ
の
和
歌

は
、
播
磨
書
写
山
円
教
寺
を
創
建
し
た
性
空
を
尋
ね
た
和
泉
式
部
が
、
性
空
か
ら
教

え
を
う
け
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
、『
古
本
説
話
集
』『
無
名
草
子
』

で
は
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
和
泉
式
部
が
成
仏
し
た
と
す
る
（
11
（

。
ま
た
、「
く
ら
き
道
」

を
照
ら
す
「
日
月
」
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
、
参
考
と

な
る
一
首
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ぎ
に
、「
か
け
ろ
」
の
直
前
の
詞
書
「
諸
々
の
世
を
利
し
給
。
機
に
随
て
益
を

ほ
と
こ
し
、
日
月
の
州
を
照
す
。
時
を
測
り
て
光
を
廻
す
。
北
州
に
日
か
く
や
く
た

れ
は
、
南
州
に
か
け
の
ち
か
つ
く
よ
り
」
の
一
節
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み

た
い
。
こ
の
点
を
読
み
解
く
手
が
が
り
と
し
て
、『
無
名
草
子
』
の
一
節
を
参
考
に

し
て
み
た
い
。

　

こ
の
世
に
も
、
月
に
心
を
深
く
染
め
た
る
た
め
し
、
昔
も
今
も
多
く
は
べ
る

め
り
。
勢
至
菩
薩
に
て
さ
へ
お
は
し
ま
す
な
れ
ば
、
暗
き
よ
り
暗
き
に
迷
は
む

し
る
べ
ま
で
も
と
こ
そ
、
頼
み
を
か
け
た
て
ま
つ
る
べ
き
身
に
て
は
べ
れ
」
と

言
う
人
あ
り
（
1（
（

。

　

右
の
傍
線
部
二
点
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
傍
線
部
①
に
つ
い
て
、

「
月
は
勢
至
菩
薩
の
化
身
で
、
日
は
観
世
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
す
る
伝
承
が
、

『
天
地
本
起
経
』
や
『
法
華
百
座
法
門
聞
書
抄
』（
以
下
、『
聞
書
抄
』
と
称
す
（
な

ど
に
見
え
る
。
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
」
と
す
る
。
ま
た
傍

線
部
②
に
つ
い
て
は
、『
法
華
経
』
化
城
喩
品
の
「
従
レ
冥
入
二
於
冥
一
永
不
レ
聞
二
仏

①

②
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名
一
」
を
ふ
ま
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

傍
線
部
①
に
つ
い
て
、『
無
名
草
子
』
と
『
聞
書
抄
』
の
本
文
を
検
討
し
て
み
る
と
、

『
無
名
草
子
』
に
比
べ
、『
聞
書
抄
』
第
二
十
八
で
は
、
阿
弥
陀
と
観
音
勢
至
菩
薩
の

役
割
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
（
11
（

。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
『
聞
書
抄
』
の
本
文
を
み
て
い

き
た
い
。

此
娑
婆
世
界
ノ
始
メ
ハ
、
空
劫
ト
申
テ
、
山
モ
ナ
ク
、
河
モ
ナ
ク
、
草
木
モ
ナ

ク
、
衆
生
モ
ナ
ク
、
日
月
光
モ
ナ
シ
テ
ク
ラ
キ
ヤ
ミ
ニ
テ
、
サ
許
ノ
劫
ノ
候
ナ

リ
。
其
後
ニ
人
イ
テ
キ
タ
リ
テ
、
我
カ
身
ヨ
リ
光
ヲ
ハ
ナ
チ
テ
タ
カ
ヒ
ニ
テ
ラ

シ
テ
、
楽
ヲ
ウ
ル
事
、
天
ニ
ヲ
ナ
シ
ク
、
命
チ
長
キ
事
、
无
量
歳
ナ
リ
キ
。
サ

候
シ
カ
、
ヤ
ウ
〳
〵
命
チ
ツ
ヽ
マ
リ
テ
、
或
ハ
八
万
歳
ニ
ナ
リ
、
或
ハ
四
万
才

ナ
ム
ト
ニ
ナ
リ
シ
時
、
モ
ノ
ナ
ム
ト
ク
フ
コ
ト
ヲ
シ
ハ
シ
メ
シ
ニ
、
身
ノ
光
ノ

皆
ウ
セ
テ
、
ク
ラ
キ
ヤ
ミ
ニ
衆
生
ノ
マ
ト
ヒ
候
ケ
ム
。
イ
カ
ニ
カ
ナ
シ
ク
、
タ

ヘ
カ
タ
ク
オ
ホ
エ
候
ケ
ム
。
此
事
ヲ
阿
弥
陀
仏
シ
ロ
シ
メ
シ
テ
、
観
音
、
勢
至

ヨ
リ
ハ
シ
メ
テ
、
諸
ノ
菩
薩
、
聖
衆
ヲ
メ
シ
ア
ツ
メ
給
テ
、
ナ
ム
チ（

注
タ
チ
（タ世

ニ
イ

ミ
シ
キ
大
事
ア
リ
ト
ハ
シ
レ
リ
ヤ
。
イ
カ
ニ
カ
ス
ヘ
キ
ト
ノ
タ
マ
フ
ニ
、
菩
薩
、

聖
衆
、
我
本
如
来
ノ
カ
ハ
カ
リ
大
事
ニ
オ
ホ
シ
タ
ル
事
ハ
、
オ
ホ
ロ
ケ
ニ
ハ
ア

ラ
シ
ト
オ
ト
ロ
キ
テ
、「
ナ
ム
テ
ウ
事
ニ
カ
候
」
ト
申
ニ
、「
ナ
ム
タ
チ
シ
ラ
ス

ヤ
。
娑
婆
世
界
ノ
衆
生
ノ
、
身
ヨ
リ
光
ヲ
ハ
ナ
チ
テ
、
タ
カ
ヰ
ニ
テ
ラ
シ
テ
ア

リ
ツ
ル
カ
、
其
の
光
ノ
ミ
ナ
ウ
セ
テ
、
ヤ
ミ
ニ
マ
ト
ヘ
ル
ヲ
見
カ
ナ
シ
キ
ナ

リ
」
ト
ノ
タ
マ
フ
ニ
、
観
世
音
菩
薩
ノ
申
シ
給
フ
ヤ
フ
「
ヲ
ノ
レ
、
マ
カ
リ
テ

日
天
子
ト
ナ
リ
晝
ヲ
テ
ラ
サ
ム
」。
大
勢
至
、
又
「
我
ハ
月
天
子
ト
ナ
リ
テ
ヨ

ル
ヲ
テ
ラ
サ
ム
」
ト
申
タ
マ
フ
ニ
、
仏
「
イ
ト
ウ
レ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
」
ト
ホ
メ

ヨ
ロ
コ
ヒ
給
ニ
、
諸
ノ
菩
薩
、
聖
衆
ワ
レ
ラ
ハ
日
天
子
、
月
天
子
ト
コ
ソ
ナ
ラ

サ
ラ
メ
星
宿
ト
シ
テ
又
其
利
益
ヲ
ア
タ
ヘ
ム
」
ト
チ
カ
ヒ
給
ヘ
ル
也
。
サ
レ
ハ
、

日
月
星
宿
ハ
、
阿
弥
陀
如
来
ノ
マ
シ
マ
ス
カ
タ
ヘ
ハ
、
イ
ル
ナ
リ
ト
ソ
須
弥
四

域
経
ニ
説
ル
。
コ
ノ
故
ニ
、
十
六
相
観
ニ
モ
、
先
ツ
日
観
ヲ
ム
ネ
ト
功
徳
ウ
ル

コ
ト
ニ
ハ
説
キ
給
ヘ
ル
ニ
ヤ
ア
ラ
ム
ト
コ
ソ
オ
ホ
エ
候
ヘ
。
又
、
阿
弥
陀
経
三

巻
ヲ
ミ
ト
コ
ロ
ノ
聖
霊
ノ
ヲ
ム
タ
メ
ニ
廻
向
シ
マ
ウ
サ
セ
タ
マ
ウ
。
其
ノ
イ
ハ

レ
候
事
ナ
リ
（
11
（

」

　

こ
の
場
面
に
は
、
末
法
の
暗
き
世
の
中
で
、
衆
生
が
迷
う
状
況
に
悲
し
く
耐
え
が

た
く
思
っ
た
阿
弥
陀
仏
が
観
音
、
勢
至
を
は
じ
め
諸
菩
薩
を
あ
つ
め
、
観
音
菩
薩
が

「
日
天
子
と
な
り
昼
を
照
ら
」
し
、
勢
至
菩
薩
は
、「
月
天
子
と
な
っ
て
夜
を
照
ら
」

す
と
述
べ
て
、
そ
れ
を
阿
弥
陀
仏
が
喜
ぶ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
善
導
寺
本
』『
琳
阿
本
』
の
詞
書
（
傍
線
部
Ａ
・̒
Ａ
（
は
、
一
読
し
た
だ
け
で

は
意
味
が
取
り
に
く
い
が
、
こ
の
『
聞
書
抄
』
の
場
面
を
参
考
に
し
て
、〔　

〕
で

語
句
を
補
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
読
み
解
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

諸
々
の
〔
仏
〕
が
世
の
中
に
教
え
を
広
め
る
に
あ
た
っ
て
、〔
阿
弥
陀
仏
は
〕

人
間
の
機
根
に
従
っ
て
教
え
を
施
し
た
。
そ
こ
で
、
阿
弥
陀
仏
は
、
観
音
菩
薩

を
日
と
し
て
、
勢
至
菩
薩
は
月
の
姿
と
な
っ
て
、
日
月
が
こ
の
世
を
照
ら
し
た
。

時
を
選
ん
で
、
光
を
巡
ら
せ
た
。
北
方
に
、
観
音
菩
薩
の
日
が
燦
然
と
輝
け
ば
、

南
方
に
は
、（
月
の
（
光
が
近
づ
い
て
い
く
の
で
、
須
弥
山
で
は
、
明
け
方
を

知
ら
せ
る
鶏
が
「
か
け
ろ
（
可
見
路
＝
路
が
見
え
る
は
ず
だ
（」と
鳴
い
て
、「
く

ら
き
闇
が
よ
う
や
く
晴
れ
て
、〔
往
生
へ
の
〕
道
が
み
え
る
は
ず
だ
」
と
囀
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
法
然

が
誕
生
し
た
時
期
は
、
末
法
の
世
で
あ
り
、
そ
の
世
の
中
を
（
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
の



一
七
五

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

教
え
に
よ
っ
て
（
照
ら
す
目
的
を
持
ち
、
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
が
日
月
の
光
と
な

っ
て
世
の
中
を
照
ら
し
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
場
面

と
照
応
す
る
本
文
が
、『
善
導
寺
本
』
上
巻
末
尾
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

っ
た
が
、
い
ま
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
こ
の
「
か
け
ろ
」
の
用
例
は
、『
神
楽
』
の
後
は
、
近
世
に

な
る
ま
で
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、『
伝
法
絵
』
や
『
琳
阿
本
』
の
一
節
は
、

鎌
倉
時
代
以
降
の
貴
重
な
用
例
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
伝
法
絵
』
の
詞

書
は
、『
神
楽
』
を
は
じ
め
と
す
る
歌
謡
の
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
た
人
物
が
、
制
作

し
た
こ
と
を
示
す
場
面
と
も
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
和
歌
が
秀
逸
で
あ
る
の
は
、

「
か
け
ろ
」
の
鳴
き
声
に
、「
可
見
路
」
の
字
を
あ
て
て
い
る
点
で
あ
る
。
末
法
の
暗

き
世
に
、「
路
（
み
ち
（
が
見
え
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
」
人
物
で
あ
る
と
、
掛
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
神
楽
や
和
歌
の
知
識
を
有
す
る
人
物
で
な
い
と
、
考
え
つ
く
こ

と
が
で
き
な
い
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
和
歌
を
誰
が
制
作

し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
和
歌
と
い
う
点
に
注
目
し
て
『
善
導
寺

本
』
を
読
み
進
め
る
と
、
上
巻
巻
末
に
、
二
人
の
歌
僧
が
描
か
れ
て
い
る
。
次
項
で

は
そ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

　

五
、
作
者
と
阿
闍
梨
尋
玄

　

こ
れ
ま
で
『
伝
法
絵
』（『
善
導
寺
本
』（
作
者
に
は
、
歌
謡
の
知
識
が
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
き
た
が
、
上
巻
末
尾
の
画
図
に
注
目
す
る
と
、
月
輪
殿
（
九
条
兼
実
の
邸

宅
（
か
ら
退
出
す
る
法
然
上
人
と
、
そ
の
姿
を
見
送
る
僧
侶
に
、「
沙
弥
戒
心
」「
阿

闍
梨
尋
玄
」
の
名
前
が
記
入
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。

　

月
輪
殿
よ
り
退
出
す
る
法
然
上
人
と
、
そ
の
姿
を
見
送
る
「
沙
弥
戒
心
」
と

「
阿
闍
梨
尋
玄
」
の
絵
図

　
「
沙
弥
戒
心
」
と
は
、
藤
原
隆
信
の
こ
と
で
、
似
絵
の
名
手
と
し
て
も
、
ま
た
歌

僧
と
し
て
も
活
躍
が
認
め
ら
れ
る
（
11
（

。「
阿
闍
梨
尋
玄
」
も
歌
僧
で
、『
玄
玉
和
歌
集
』

や
『
楢
葉
和
歌
集
』
に
そ
の
名
が
確
認
で
き
る
（
11
（

。「
尋
玄
」
は
、『
楢
葉
和
歌
集
』
に

は
、
五
首
入
集
し
て
お
り
、
そ
の
内
一
首
は
、

中
山
僧
正
に
い
ざ
な
は
れ
て
、
あ
ふ
さ
か
の
関
に
ま
か
り
て
、
八
月
十

五
夜
を
み
て	

　

尋
玄
法
師　
　

二
四
八　

あ
ふ
さ
か
の
関
の
し
み
づ
に
や
ど
り
て
や
こ
よ
ひ
の
月
の
名
を
と
ど
め

け
む（11
（

と
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
、『
玄
玉
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、

法
印
範
玄
に
ぐ
し
て
逢
坂
の
関
に
ゆ
き
て
十
五
夜
の
月
み
侍
り
て
読
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

尋
玄
法
師　
　

　

四
二
九　

逢
坂
の
関
の
清
水
に
や
ど
り
て
や
今
宵
の
月
は
名
を
と
ど
め
け
ん（11
（

と
あ
り
、
詞
書
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
同
一
の
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

今
、
紙
幅
の
関
係
上
、
結
論
だ
け
を
述
べ
て
い
く
と
、
中
山
僧
正
と
は
、
範
玄
の

別
称
で
あ
り
、
詞
書
か
ら
分
か
る
重
要
な
点
は
、
尋
玄
が
「
範
玄
」
と
と
も
に
逢
坂

に
行
っ
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
範
玄
は
、
興
福
寺
や
法
隆
寺
で
別
当
を
つ
と
め
、
京

都
・
奈
良
に
お
け
る
和
歌
会
の
重
鎮
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
一
方
、「
尋

玄
」
に
つ
い
て
は
、
出
自
な
ど
未
詳
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
（
11
（

。
そ
の
「
尋
玄
」
と
同

名
の
人
物
が
、『
善
導
寺
本
』
の
月
輪
殿
か
ら
退
出
す
る
法
然
を
見
送
る
場
面
に
登
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場
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
が
、
同
一
人
物
か
否
か
考
え
る
際
に
、
つ
ぎ
の
二
点
が
参

考
に
な
ろ
う
。

　

第
一
に
、『
善
導
寺
本
』
で
は
、
藤
原
隆
信
（
戒
心
（
と
と
も
に
法
然
を
見
送
る

と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
隆
信
と
尋
玄
に
は
交
流
関
係
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ

の
際
、
隆
信
が
勅
撰
集
歌
人
で
あ
る
点
は
、
看
過
で
き
な
い
。

　

第
二
に
、『
楢
葉
和
歌
集
』
の
成
立
は
、
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
（
年
六
月
で
、『
伝

法
絵
』の
（『
善
導
寺
本
』跋
文
に
あ
る
（制
作
年
と
同
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、『
善

導
寺
本
』
の
「
尋
玄
」
と
、『
楢
葉
和
歌
集
』
の
「
尋
玄
」
が
、
同
時
代
に
活
躍
し

た
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
く
、
両
者
が
同
一
人
物
の
可
能
性
も
充
分
考
え

ら
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
点
は
、『
楢
葉
和
歌
集
』
に
「
聖
信
法
師
」
が
、
三
首
入
集
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
松
本
麻
子
氏
は
、『
楢
葉
和
歌
集
』の
「
聖
信
」に
つ
い
て
、『
古

今
著
聞
集
』
六
四
二
話
に
「
聖
信
房
」
と
あ
り
、『
夫
木
和
歌
抄
』
に
も
名
前
が
見

え
る
が
、
出
自
等
未
詳
の
人
物
と
指
摘
し
て
い
る
（
1（
（

。一
方
、
田
渕
句
美
子
氏
は
、『
古

今
著
聞
集
』
六
四
二
話
の
「
聖
信
房
」
が
湛
空
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、「
聖
信

房
と
も
呼
ば
れ
た
湛
空
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
」、『
古
今
著
聞
集
』
七
一
話
で

は
、「
湛
空
上
人
」
と
呼
ぶ
の
で
、
断
定
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
11
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
る
と
、
各
法
然
伝
に
お
い
て
、「
正
信
房
」「
聖

信
房
」
の
ど
ち
ら
も
見
え
る
こ
と
、
ま
た
、『
古
今
著
聞
集
』
の
二
話
が
、
い
ず
れ

も
連
歌
・
和
歌
に
関
す
る
話
で
あ
る
と
い
う
内
容
の
親
和
性
か
ら
も
、「
聖
信
房
」

が
湛
空
を
示
す
可
能
性
を
補
強
す
る
資
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
猶
葉
和
歌
集
』は
、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』等
に
よ
れ
ば
、「
書
名
の
「
楢
」に
「
奈

良
」
を
か
け
」、「
奈
良
・
京
都
で
活
躍
す
る
僧
侶
の
和
歌
が
多
く
入
集
し
て
い
る
」

点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
湛
空
」
の
歌
僧
と
し
て
の
活
躍
を
考
慮
す
る
と
、『
楢
葉

和
歌
集
』
の
「
聖
信
法
師
」
は
、
二
尊
院
湛
空
の
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ

る
。

六
、『
善
導
寺
本
』
か
ら
『
四
十
八
巻
伝
』
収
録
和
歌
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
、
各
法
然
伝
を
通
読
す
る
と
、
法
然
詠
出
な
ど
と
詠
者
が
明
ら
か
な
和

歌
と
、
作
者
不
明
の
和
歌
と
に
区
分
で
き
る
。
そ
こ
で
、『
善
導
寺
本
』
か
ら
『
四

十
八
巻
伝
』
ま
で
の
和
歌
を
一
覧
表
に
し
て
論
文
末
尾
（
一
七
九
頁
（
に
掲
載
し
た
（
11
（

。

そ
し
て
、
諸
本
に
収
録
さ
れ
た
和
歌
の
相
違
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
特
徴
お
よ

び
、
詠
者
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
み
た
い
。
な
お
、『
四
十
八
巻
伝
』
巻
三
十
の
法

然
詠
出
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
先
学
諸
氏
に
よ
る
ご
論
考
が
あ
り
、
詠
者
が
法
然
で

あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
表
に
い
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
表
で
注
目
す
べ
き
は
、『
国
華
本
』『
善
導
寺
本
』
と
、『
九
巻
伝
』
に
し
か

な
い
和
歌
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
詠
者
が
明
ら
か
で
な
い
和
歌
九
首
（
①
～
⑨
（
が

あ
る
。
そ
の
う
ち
、
⑤
⑥
は
、
他
伝
本
に
も
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
和
歌
は
、

独
自
和
歌
と
な
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
上
巻
跋
文
に
二
首
、
下
巻
跋
文
に
三

首
あ
る
の
は
、『
伝
法
絵
』
作
者
「
躭
空
」
と
署
名
さ
れ
た
詞
書
の
中
に
あ
る
点
で
、

作
品
の
趣
旨
を
述
べ
た
時
に
、
和
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
人
物
は
、
作
品
（『
伝

法
絵
』（
の
作
者
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
大
谷
の
墓
を
守
っ
て
い
た
定
生
房
の
七
七
日
忌
の
導
師
を
「
躭
空
」
が
勤

め
て
、
そ
こ
で
「
世
の
中
に
な
し
と
て
こ
そ
は
…
」
の
和
歌
を
贈
っ
て
い
る
（
11
（

。
以
前

拙
稿
で
、
法
然
の
三
七
日
忌
の
追
善
法
要
に
際
し
て
、「
湛
空
」
が
仏
前
に
誦
経
物

と
し
て
、
王
羲
之
の
摺
本
を
捧
げ
、
師
へ
の
追
悼
の
言
葉
と
し
て
、
王
羲
之
の
名
前



一
七
七

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
を
捧
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
11
（

。
こ
の
よ
う
に
法
然
と
定
生

房
の
追
善
法
要
に
、
和
歌
を
詠
む
「
躭
空
」
の
歌
僧
と
し
て
の
側
面
に
注
目
す
る
と
、

『
伝
法
絵
』
に
み
え
る
和
歌
は
、「
二
尊
院
湛
空
」
の
手
に
よ
っ
て
、
詠
ま
れ
た
り
、

採
用
さ
れ
た
歌
と
考
え
る
こ
と
が
穏
当
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
論
旨
が
多
岐
に
及
ん
だ
た
め
、
最
後
に
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
重
要
な
点

を
四
点
述
べ
て
み
た
い
。
第
一
に
、『
善
導
寺
本
』
上
巻
に
あ
る
和
歌
二
首
（「
か
た

み
と
て
…
」、「
な
く
鶏
の
…
」（
の
解
釈
を
述
べ
た
。
前
者
は
、
法
然
出
家
場
面
に

詠
ま
れ
た
和
歌
で
、
出
家
に
際
し
て
母
が
涙
を
流
し
た
こ
と
を
「
秘
密
灌
頂
」
と
記

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
子
の
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
、
母
子
が

別
れ
る
場
面
を
描
い
た
作
品
に
は
、
法
然
伝
以
前
に
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
や
『
宝

物
集
』
が
あ
る
。
特
に
、
第
二
種
七
巻
本
『
宝
物
集
』
で
は
、
子
が
母
を
仏
道
に
導

く
「
善
知
識
」
と
し
て
描
く
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、『
善
導
寺
本
』
に
お
い

て
は
、
母
の
涙
は
、
母
子
の
両
者
を
仏
道
に
導
く
「
灌
頂
」
で
あ
る
と
、
仏
教
的
に

意
味
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
涙
」
を
「
灌
頂
」
と
表
現
す
る
の
は
、
管
見
の

限
り
で
は
、『
伝
法
絵
』（『
善
導
寺
本
』（
が
初
見
で
あ
る
。
ま
た
、「
秘
密
灌
頂
」

の
文
言
か
ら
、『
伝
法
絵
』
作
者
が
、
密
教
に
も
精
通
し
た
僧
侶
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
法
然
伝
で
「
秘
密
灌
頂
」
の
文
言
が
認
め
ら
れ
る
作
品
は
、『
善

導
寺
本
』『
琳
阿
本
』『
九
巻
伝
』
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
他
伝
本
の
制

作
者
が
、
読
み
手
に
与
え
る
「
密
教
」
の
印
象
の
強
さ
を
懸
念
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
特
異
な
表
現
に
は
、『
伝
法
絵
』
作
者
「
湛
空
」
の
来
歴
な
ら
び
に

思
想
信
仰
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、『
浄

土
鎮
流
祖
伝
』「
円
光
大
師
門
資
十
傑
」
に
「
密
学
第
一
正
信
上
人
」
と
あ
り
、
正

信
上
人
（
＝
二
尊
院
湛
空
（
が
、
密
教
知
識
に
長
け
た
人
物
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
参
考
と
な
ろ
う
。

　

第
二
に
、「
な
く
鶏
の
」
の
和
歌
は
、
鶏
の
鳴
き
声
「
か
け
ろ
」
に
「
可
見
路
」

の
意
味
を
掛
け
た
和
歌
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
が
古
く
は
『
神
楽
』
に
用
例
が
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
歌
謡
に
精
通
し
た
詠
み
手
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

第
三
に
、
各
法
然
伝
に
収
録
さ
れ
た
和
歌
を
一
覧
表
に
し
て
比
較
検
討
を
す
る
と
、

『
善
導
寺
本
』
に
は
、
独
自
和
歌
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。『
国
華
本
』
も
含
め
て
、

詠
者
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
和
歌
は
、
合
計
九
首
あ
る
。
そ
の
う
ち
、『
善
導
寺
本
』

で
法
然
の
三
七
日
忌
や
定
生
房
の
七
七
日
忌
の
法
要
の
施
主
や
導
師
を
つ
と
め
、
そ

の
場
で
詠
ん
で
い
る
和
歌
二
首
に
く
わ
え
、
上
巻
跋
文
の
和
歌
二
首
と
下
巻
跋
文
の

和
歌
三
首
は
、
跋
文
に
「
躭
空	

在
判
」
の
署
名
に
つ
づ
い
て
和
歌
が
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
躭
空
詠
出
」
の
可
能
性
が
高
い
和
歌
は
、
九
首
中
七
首
あ
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
以
上
を
総
合
し
て
考
え
た
と
き
に
、『
伝
法
絵
』
の
独
自
和
歌
の
作

者
と
、
本
文
作
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
、
高
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

第
四
に
、
上
巻
末
尾
の
絵
図
に
、
九
条
兼
実
の
邸
宅
か
ら
、
法
然
を
見
送
る
「
沙

弥
戒
心
」
と
「
阿
闍
梨
尋
玄
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
二
人
は
、
歌

僧
と
し
て
の
活
躍
が
確
認
で
き
、「
阿
闍
梨
尋
玄
」
は
、『
玄
玉
和
歌
集
』『
楢
葉
和

歌
集
』
に
入
集
し
、
興
福
寺
な
ど
で
別
当
を
勤
め
、
ま
た
勅
撰
集
歌
人
で
も
あ
る
範

玄
と
と
も
に
行
動
が
認
め
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
点
は
、
同
歌
集

に
「
聖
信
法
師
」
の
名
前
で
詠
ま
れ
た
和
歌
が
三
首
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
二
尊
院
湛

空
の
尊
称
は
、「
二
尊
院
院
主
」「
正
信
上
人
」「
聖
信
上
人
」
等
、
複
数
の
呼
称
が
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確
認
で
き
、『
楢
葉
和
歌
集
』の
成
立
と
『
伝
法
絵
』の
成
立
が
、
同
年
の
嘉
禎
三
（
一

二
三
七
（
年
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
楢
葉
和
歌
集
』
の
「
聖
信
法
師
」
は
、

正
信
房
（
聖
信
房
（
湛
空
で
あ
り
、『
善
導
寺
本
』
に
み
え
る
「
尋
玄
」
と
『
楢
葉

和
歌
集
』
の
「
尋
玄
」
が
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

く
わ
え
て
、『
善
導
寺
本
』
に
「
沙
弥
戒
心
（
藤
原
隆
信
（」
と
「
阿
闍
梨
尋
玄
」

の
二
人
が
並
ん
で
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
に
交
流
が
あ
る
こ
と
は
確
か
な
も
の

で
、
そ
れ
を
描
か
せ
た
の
が
、『
伝
法
絵
』
作
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
善
導
寺
本
』

の
絵
は
、
三
者
に
交
流
が
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
法
然
の
門

弟
と
し
て
の
交
流
に
と
ど
ま
ら
ず
、
和
歌
を
通
し
て
の
交
流
も
想
定
で
き
よ
う
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
特
に
『
伝
法
絵
』（『
善
導
寺
本
』（
上
巻
の
和
歌
に
つ
い
て
、

『
伝
法
絵
』
作
者
の
表
現
「
か
け
ろ
」「
秘
密
灌
頂
」
の
語
句
を
手
が
か
り
に
若
干
の

考
察
を
く
わ
え
て
み
た
。
そ
こ
に
は
、
作
者
の
来
歴
や
思
想
信
仰
、
和
歌
に
お
け
る

交
流
関
係
に
注
目
す
る
と
、
作
者
「
躭
空
」
が
「
二
尊
院
湛
空
」
で
あ
る
可
能
性
が

極
め
て
高
い
と
す
る
結
論
に
至
っ
た
。

附
記　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
浄
土
宗
奨
学
研
究
生
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の

研
究
成
果
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
述
べ

た
い
。

【
本
論
文
で
使
用
し
た
底
本
に
つ
い
て
】

『
善
導
寺
本
』
…
『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
〈
善
導
寺
本
〉』（
浄
土
宗
、
平
成
二
一
年

五
月
（

『
国
華
本
』
…
細
見
美
術
館
蔵
断
簡
、
お
よ
び
『
国
華
』
七
〇
五
号
（
国
華
社
、
昭

和
二
五
年
十
二
月
（

『
琳
阿
本
』
…
『
法
然
上
人
絵
詞
〈
妙
定
院
本
〉』（
浄
土
宗
、
平
成
二
二
年
一
月
（

『
常
福
寺
本
』
…
『
拾
遺
古
徳
伝
絵
〈
常
福
寺
本
〉』（
浄
土
宗
、
平
成
二
一
年
九
月
（

『
高
田
本
』
…
『
法
然
上
人
伝
法
絵
』（
真
宗
高
田
派
教
学
院
編
、『
顕
智
上
人
集
』、

平
成
十
三
年
五
月
（

『
弘
願
本
』
…
『
法
然
聖
人
絵
』（
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、『
法
然
上
人
伝
全
集
』、

昭
和
四
二
年
九
月
増
補
再
版
（

『
九
巻
伝
』…『
法
然
上
人
伝
記
』（
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、『
法
然
上
人
伝
全
集
』、

昭
和
四
二
年
九
月
増
補
再
版
（
お
よ
び
『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
（
山
喜
房

仏
書
林
、
昭
和
四
六
年
（

『
四
十
八
巻
伝
』
…
『
法
然
上
人
行
状
画
図
』（
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、『
法
然

上
人
伝
全
集
』、
昭
和
四
二
年
九
月
増
補
再
版
（
お
よ
び
『
新
修
日
本
絵
巻
物

全
集
』
第
十
四
巻
「
法
然
上
人
絵
伝
」（
角
川
書
店
、
昭
和
五
二
年
７
月
（

　



一
七
九

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

和歌初句 あらば
やな

ちはや
ふる

小松と
は 清水の あみだ

ぶと
不浄に
て

しめの
うちに

なく鶏
の

かたみ
とて

和歌初
句

仮成立
年次

和歌二句 又もあ
らばや

玉のす
だれを

たれか
いひけ
ん

瀧へま
いれば

申すばか
りをつと
めにて

申念仏
の

月はれ
ぬれば

かけろ
となく
は

はかな
きおや
の

和歌二
句

和歌作者 法然 法然 法然 仁和寺
法親王 法然 法然 法然 ① 法然母

国華本 断簡本のため、該当箇所なし 国華本 下、部分 （（（（

善導寺本 ○ ○ ○ ○ 善導寺
本 （（（（

高田本 ○ 断簡本のため、該当箇所なし 高田本 下、部分 （（（（
琳阿本 ○ ○ 琳阿本

和語燈録 異同 ○ 和語燈
録 （（（（

拾遺古徳伝 ○ 異同 拾遺古
徳伝 （（0（

弘願本 ○ ○ 異同 弘願本 （（（（～

九巻伝 ○ ○ ○ ○ ○ 九巻伝 （（（（ 頃
か

四十八巻伝 異同 ○ ○ ○ 四十八
巻伝

他 （（
首あり

和歌初句 あみだぶと 極楽も くらきより なにしに うろぢより 難波めが 露の身は ふりすてて 弓はりの おもい入り

和歌二句 いふより
ほかは

かくやあ
るらん

くらき道
にぞ 我等が むろぢへ

かよふ
もかりに
いつる

ここかし
こにて

行はわか
れの

月は大地
を

やすちそ
うこと

和歌作者 法然 法然 和泉式部 ⑥ ⑤ ④ 法然 兼実 ③ ②

国華本 ○ ○ ○ ○ 断簡本のため、該当箇所なし
善導寺本 ○ ○ ○ ○
高田本 ○ ○ ○ ○
琳阿本 ○ ○
和語燈録 ○ ○
拾遺古徳伝 ○ ○ ○ ○
弘願本 ○ ○ ○ ○
九巻伝 ○ ○ ○ ○ ○ ○
四十八巻伝 ○ ○ ○

和歌初句 わきたれも 月をなを 人ことに 世のなかに み名をよぶ 人を見る 極楽に にしへよく しばの戸に いかにして

和歌二句 往生際に もとの　すみかに
おしむ　
けしきや

なしとて
こそは

こゑすむ
やどに

我身を見
るも

また我こ
ころ

ゆくへき
みちの

あけくれ
かかる

われごく
らくに

和歌作者 ⑨ ⑧ ⑦ 湛空 法然？ 慈円 慈円 湛空 法然 法然

国華本 断簡本のため、該当箇所なし
善導寺本 ○ ○ ○ ○ ○
高田本 断簡本のため、該当箇所なし ○
琳阿本 ○
和語燈録 ○
拾遺古徳伝 ○ ○ ○
弘願本 ○
九巻伝 ○ ○ ○ ○
四十八巻伝 ○ ○



一
八
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
註

（
（
（
各
種
法
然
伝
の
先
行
研
究
に
は
、
井
川
定
慶
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』（
法
然
上
人

伝
全
集
刊
行
会
、
昭
和
三
六
年
（、
三
田
全
信
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』（
光

念
寺
出
版
、
昭
和
四
一
年
（、
田
村
圓
澄
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
昭
和
四

七
年
（
な
ど
。
四
種
あ
る
『
伝
法
絵
』
転
写
本
の
先
行
研
究
に
は
、
つ
ぎ
が
詳
し
い
。『
善

導
寺
本
』
は
、
中
井
真
孝
『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』（
法
然
上
人
絵
伝
集
成
１
、
浄
土
宗
、

平
成
二
一
年
（。
今
堀
太
逸
『
本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏
』（
法
蔵
館
、
平
成
一
一
年
（、『
国

華
本
』
は
、
梅
津
次
郎
、『
国
華
』
七
〇
五
号
（
国
華
社
、
昭
和
二
五
年
一
二
月
（、
同
氏
、

「
絵
巻
物
残
欠
愛
惜
の
譜
」〈
４
〉『
法
然
上
人
伝
法
絵
』（『
日
本
美
術
工
芸
』
昭
和
四
〇

年
五
月
所
収
（。『
高
田
本
』
は
、『
法
然
上
人
伝
法
絵
』（『
顕
智
上
人
集
』
中
巻
所
収
、

真
宗
高
田
派
教
学
院
編
、
平
成
一
三
年
五
月
（。
称
名
寺
所
蔵
『
伝
法
絵
略
記
抄
』
は
、

納
冨
常
天
「『
伝
法
絵
略
記
抄
』
断
簡
に
つ
い
て
」（
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
第

五
十
号
、
平
成
四
年
（。

（
（
（
小
山
正
文
「
法
然
絵
伝
と
真
宗
」（『
親
鸞
と
真
宗
絵
伝
』
所
収
、
法
蔵
館
、
平
成
一

二
年
（。

（
（
（
中
井
真
孝
「『
伝
法
絵
』（『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』（
の
作
者
と
成
立
」、『
本
朝
祖
師

伝
記
絵
詞
』
所
収
、
浄
土
宗
、
平
成
二
一
年
（。

（
（
（『
善
導
寺
本
』（
法
然
上
人
絵
伝
集
成
１
、
浄
土
宗
、
平
成
二
一
年
（
影
印
一
三
～
一

四
頁
、
翻
刻
一
二
三
～
一
二
四
頁
。

（
（
（『
琳
阿
本
』（
法
然
上
人
絵
伝
集
成
２
、
浄
土
宗
、
平
成
二
二
年
（
影
印
二
〇
頁
、
翻

刻
二
二
七
頁
。

（
（
（『
拾
遺
古
徳
伝
』（
法
然
上
人
絵
伝
集
成
３
、
浄
土
宗
、
平
成
二
一
年
（
影
印
二
三
頁
、

翻
刻
二
九
二
頁
。

（
（
（『
弘
願
本
』（『
法
然
上
人
傳
全
集
』、
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
昭
和
五
三
年
（
五

二
九
頁
。

（
（
（『
九
巻
伝
』（『
法
然
上
人
傳
全
集
』、
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
昭
和
五
三
年
（
三

三
八
、
三
四
二
頁
。

（
（
（『
四
十
八
巻
伝
』（『
法
然
上
人
傳
全
集
』、
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
昭
和
五
三
年
（

八
頁
。

（
（0
（『
十
巻
伝
』（『
法
然
上
人
傳
全
集
』、
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
、
昭
和
五
三
年
（
六

五
四
頁
。

（
（（
（『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
十
七
雑
三
、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和

五
八
年
、
六
〇
頁
。

（
（（
（
片
仮
名
古
活
字
三
巻
本
『
宝
物
集
』、（
お
う
ふ
う
、
平
成
九
年
（
一
二
二
頁
。

（
（（
（
第
二
種
七
巻
本
『
宝
物
集
』、（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
〇
、
岩
波
書
店
、
平
成

五
年
（
一
九
〇
頁
。

（
（（
（『
沙
石
集
』
巻
第
五
末
ノ
六
「
哀
傷
之
歌
の
事
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
五
二
、

小
学
館
、
平
成
一
三
年
（
二
九
三
～
二
九
四
頁
。

（
（（
（『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
下
巻
、
東
京
書
籍
、
平
成
一
四
年
、「
密
教
灌
頂
」
の
項
。

（
（（
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
平
安
遺
文
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
、http://w

w
w
ap.

hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller

最
終
閲
覧
、
平
成
三
十
年
八
月
三
一
日
。

（
（（
（『
蜻
蛉
日
記
』、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
一
三
、
小
学
館
、
平
成
一
二
年
、
二
〇

八
～
二
一
〇
頁
。
な
お
、
本
場
面
の
解
釈
に
あ
た
り
、
つ
ぎ
の
資
料
を
参
照
し
た
。『
土

佐
日
記
・
か
げ
ろ
ふ
日
記
・
和
泉
式
部
日
記
・
更
級
日
記
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

二
〇
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
二
年
（
二
〇
四
、
三
四
六
～
三
四
七
頁
。
柿
本
奨
『
蜻
蛉

日
記
全
注
釈
』上
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
一
年
、
三
六
四
～
三
六
九
頁
。上
村
悦
子
『
蜻

蛉
日
記
解
釈
大
成
』
第
４
巻
、
明
治
書
院
、
昭
和
六
三
年
、
三
〇
六
～
三
二
九
頁
。

（
（（
（
岡
一
男
「
石
山
詣
」（『
道
綱
母
』
所
収
、
昭
和
一
八
年
、
青
悟
堂
（。『
蜻
蛉
日
記
解

釈
大
成
』第
四
巻
、
明
治
書
院
、
昭
和
六
三
年
、
三
二
三
～
三
二
九
頁
。小
野
村
洋
子
「
蜻

蛉
日
記
の
宗
教
意
識
」（『
一
冊
の
講
座　

蜻
蛉
日
記
』
所
収
、
有
精
堂
、
平
成
四
年
再

版
（。

（
（（
（
品
川
和
子
「
蜻
蛉
日
記
に
お
け
る
仏
教
的
周
辺
に
つ
い
て
」（『
学
苑
』
三
一
一
号
、

昭
和
女
子
大
学
、
昭
和
二
九
年
（。
岩
瀬
法
雲
「
蜻
蛉
日
記
に
見
え
る
作
者
の
自
己
追
求
」

（『
源
氏
物
語
と
仏
教
思
想
』
笠
間
書
院
、
昭
和
四
七
年
（。



一
八
一

　
　
　
　『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
の
和
歌
と
作
者

（
（0
（（
注
（
（
に
同
じ
。

（
（（
（（
注
（
（
に
同
じ
、
三
四
一
頁
。　

（
（（
（
佐
藤
隆
彦
「
秘
密
灌
頂
に
つ
い
て
―
―
台
密
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
―
―
」『
密
教
学

研
究
』、
第
四
十
二
号
、
平
成
二
二
年
。

（
（（
（（
注
（
（
に
同
じ
、
七
～
一
〇
頁
。

（
（（
（『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
、（
山
喜
房
仏
書
林
、
昭
和
四
六
年
（
四
三
九
頁
。

（
（（
（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』「
密
学
」
の
項
目
、
小
学
館
、
平
成
二
三
年
。

（
（（
（『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』、
浄
土
宗
、
平
成
二
八
年
、「
湛
空
」
の
項
。
三
田
全
信
『
成

立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
五
一
年
。
寺
井
良
宣
『
天
台
円

頓
戒
思
想
の
成
立
と
展
開
』
法
蔵
館
、
平
成
二
八
年
。

（
（（
（『
古
今
著
聞
集
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
八
四
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
年
、
一
〇

五
～
六
頁
。
田
渕
句
美
子
「
湛
空
と
そ
の
周
辺
」『
中
世
初
期
歌
人
の
研
究
』
所
収
、
笠

間
書
院
、
平
成
一
三
年
。

（
（（
（（
注
（
（
に
同
じ
。

（
（（
（『
続
本
朝
往
生
伝
』
三
三
話
（『
日
本
思
想
体
系
』
七
、
二
四
七
～
二
四
九
頁
、
岩
波

書
店
、
昭
和
五
五
年
（。

（
（0
（『
宝
物
集
』、（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
〇
、
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
（
三
一
九

～
三
二
〇
頁
。

（
（（
（『
撰
集
抄
注
釈　

そ
の
十
八
』
椙
山
女
学
園
大
学
文
学
部
、
撰
集
抄
研
究
会
、
平
成
十

一
年
。

（
（（
（
平
林
文
雄
、『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
の
基
礎
的
研
究
』、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
二
年
。
金

子
真
理
子
「『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
に
お
け
る
涙
の
表
現
に
つ
い
て
」『
言
語
文
化
研
究
』

三
号
、
宇
部
短
期
大
学
言
語
文
化
学
会
、
平
成
一
四
年
。

（
（（
（（
注
（（
（
平
林
著
、
校
註
篇
八
四
頁
、
校
本
篇
一
六
三
頁
。
久
保
木
哲
夫
氏
は
、
成
尋

阿
闍
梨
母
に
つ
い
て
、
寂
昭
よ
り
「
後
年
の
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
よ
う
な

入
宋
と
い
う
件
で
、
わ
が
子
と
の
悲
し
い
別
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
三
河
入
道
寂
照
と
そ
の
入
宋
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
七
号
所
収
、
昭
和

五
五
年
一
一
月
（。

（
（（
（
伊
井
春
樹
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
平
成
八
年
（
三
三
～
三
五
頁
。

（
（（
（
第
二
種
七
巻
本
『
宝
物
集
』
の
巻
第
七
は
、「
善
知
識
」
の
役
割
を
果
た
し
た
人
物
を

列
挙
す
る
。
前
掲
（
注
（（
（
三
一
一
～
三
二
一
頁
。

（
（（
（『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
一
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
七
年
、「
か
け
ろ
」
の
項
。『
神

楽
歌	

催
馬
楽	

梁
塵
秘
抄	

閑
吟
集
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
四
二
、
小
学
館
、

平
成
一
二
年
（
八
八
～
八
九
頁
。

（
（（
（（
注
（
（
に
同
じ
、『
善
導
寺
本
』
影
印
六
～
七
頁
、
翻
刻
一
二
〇
頁
。

（
（（
（（
注
（
（
に
同
じ
、『
琳
阿
本
』
影
印
九
頁
、
翻
刻
二
二
三
頁
。

（
（（
（『
拾
遺
和
歌
集
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』七
、
岩
波
書
店
、
平
成
二
年
（三
九
四
頁
。

（
（0
（『
古
本
説
話
集
』
上
―
七
話
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
二
、
岩
波
書
店
、
平
成

二
年
（
四
一
三
～
四
一
四
頁
。『
無
名
草
子
』
五
五
話
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

四
〇
、
小
学
館
、
平
成
一
一
年
（
二
七
〇
～
二
七
二
頁
。

（
（（
（『
無
名
草
子
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』四
〇
、
小
学
館
、
平
成
一
一
年
（一
八
一
、

一
八
二
頁
。

（
（（
（
二
作
品
の
成
立
に
つ
い
て
、『
無
名
草
子
』
は
、
建
久
九
（
一
一
九
八
（
年
～
建
仁
二

（
一
二
〇
二
（
年
頃
、『
聞
書
抄
』
は
、
天
仁
三
（
一
一
一
〇
（
年
と
さ
れ
る
。
な
お
、

法
然
在
世
中
に
お
け
る
思
想
を
示
す
資
料
と
し
て
興
味
深
い
。『
日
本
古
典
文
学
大
辞

典
』
簡
約
版
（
岩
波
書
店
、
昭
和
六
一
年
（
一
六
八
一
頁
、
一
七
九
八
頁
。

（
（（
（
小
林
芳
規
編
、『
法
華
百
座
聞
書
抄
総
索
引
』、
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
七
年
、
本
文

篇
一
〇
六
～
一
〇
八
頁
。

（
（（
（（
注
（
（
に
同
じ
、『
善
導
寺
本
』
影
印
五
四
～
五
五
頁
、
翻
刻
一
四
二
頁
。

（
（（
（『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』、
浄
土
宗
、
平
成
二
八
年
、「
藤
原
隆
信
」
の
項
。

（
（（
（『
新
編
国
歌
大
観
』
Ｄ
Ｖ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
、
角
川
書
店
、
平
成
二
四
年
。

（
（（
（『
新
編
国
歌
大
観
』
第
六
巻
、『
楢
葉
和
歌
集
』
巻
第
三
、
角
川
書
店
、
昭
和
六
三
年
、

四
一
頁
。

（
（（
（『
新
編
国
歌
大
観
』
第
二
巻
、『
玄
玉
和
歌
集
』
巻
第
五
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
九
年
、
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三
六
三
頁
。

（
（（
（『
和
歌
文
学
大
辞
典
』、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
編
纂
委
員
会
、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

平
成
二
六
年
、「
楢
葉
和
歌
集
」・「
範
玄
」
の
項
目
。
久
保
田
淳
「『
楢
葉
和
歌
集
』
の

歌
人
群
像
一
斑
」（『
文
学
』
第
十
一
号
所
収
、
平
成
二
二
年
、
岩
波
書
店
（。

（
（0
（
松
本
麻
子
「
鎌
倉
初
期
の
連
歌
好
士
と
奈
良
―
―
『
楢
葉
和
歌
集
』
作
者
と
そ
の
接

点
を
考
え
る
―
―
」『
青
山
語
文
』
三
四
号
、
平
成
一
六
年
。
ち
な
み
に
、『
拾
玉
集
』

に
は
、「
大
納
言
密
密
会
の
時
に
尋
玄
に
か
は
り
て
」
の
題
で
和
歌
十
首
が
あ
る
。
山
本

一
氏
（『
慈
円
の
和
歌
と
思
想
』
和
泉
書
院
、
平
成
一
一
年
（
に
よ
れ
ば
、
こ
の
十
首
は
、

慈
円
が
代
作
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
山
本
氏
は
、
慈
円
が
九
条
家
の
歌
会
で
は
隠

名
を
使
う
こ
と
が
多
く
、
そ
の
ひ
と
つ
が
「
尋
玄
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
（（
注
（0
（
松
本
麻
子
氏
の
論
文
に
よ
る
。

（
（（
（（
注
（（
（
田
渕
句
美
子
氏
は
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
一
八
、
第
六
四
二
話
「
聖
信
房

の
弟
子
等
茎
立
を
煮
る
を
見
て
其
座
の
人
連
歌
の
事
」
の
「
聖
信
房
」
に
つ
い
て
、「
湛

空
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
が
、
巻
二
・
第
七
一
話
で
は
「
湛
空
上
人
」
と
呼
称
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
同
一
人
物
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
結
論
は
明

言
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（（
（
本
表
の
制
作
に
あ
た
り
、
伊
藤
真
宏
氏
「
法
然
詠
出
和
歌
の
研
究
」（『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』
第
四
二
巻
第
二
号
、
平
成
六
年
（
を
参
考
に
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
述
べ
た
い
。

な
お
、
本
表
は
、
平
成
三
〇
年
八
月
末
日
現
在
ま
で
に
お
い
て
、『
伝
法
絵
』（『
善
導
寺

本
』『
国
華
本
』『
高
田
本
』（
に
収
録
さ
れ
た
和
歌
の
特
徴
を
考
察
す
る
目
的
で
制
作
し

た
。
そ
の
た
め
、『
四
十
八
巻
伝
』、
第
一
五
巻
お
よ
び
第
三
十
巻
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、

詠
者
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
本
考
察
で
は
、
対
象
外
と
し
た
。

（
（（
（（
注
（
（
に
同
じ
、『
善
導
寺
本
』
影
印
九
七
頁
、
翻
刻
一
五
九
頁
。

（
（（
（
拙
稿
「
法
然
上
人
伝
法
絵
和
歌
考
―
―
王
羲
之
と
鳥
跡
を
手
が
か
り
と
し
て
―
―
」

（『
国
文
学
踏
査
』
第
二
九
号
、
平
成
三
〇
年
（。
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（
設
置
（

第
１
条　

浄
土
宗
教
学
院
に
『
佛
教
文
化
研
究
』
編
集
査
読
委
員
会
（
以
下
、
編
集

委
員
会
と
す
る
）
を
設
置
す
る
。

（
目
的
）

第
２
条　

編
集
委
員
会
は
会
員
の
論
文
原
稿
を
編
集
査
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
佛
教
文
化
研
究
』
の
学
術
的
価
値
の
向
上
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
構
成
）

第
３
条　

編
集
委
員
会
は
、
委
員
長
と
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　

二　
　

委
員
は
理
事
の
中
よ
り
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　

三　
　

委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
し
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
任
務
）

第
４
条　

各
委
員
は
委
員
長
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
論
文
原
稿
を
査
読
し
、
採
否

等
を
判
定
し
て
委
員
長
に
報
告
す
る
。

　

二　
　

各
委
員
は
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
適
切
と
判
断
す
れ
ば
、
委
員
以
外
の
者

に
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
委
員
は
依
頼
し
た
旨

お
よ
び
査
読
結
果
（
採
否
等
の
判
定
）
を
委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

　

三　
　

委
員
長
は
各
委
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、『
佛
教
文
化
研
究
』
掲
載
論

文
全
体
に
つ
い
て
最
終
的
な
編
集
を
お
こ
な
う
。
重
大
な
問
題
が
あ
る
場

合
に
は
、
関
係
す
る
各
委
員
と
協
議
し
、
あ
る
い
は
委
員
会
を
開
催
し
て

協
議
の
う
え
決
定
す
る
。

　

四　
　

採
否
等
の
最
終
決
定
は
委
員
長
が
な
す
も
の
と
す
る
。

（
任
期
）

第
５
条　

委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。

（
改
廃
）

第
６
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
。

附
則　
　

こ
の
規
程
は
２
０
１
２
年
（
平
成
24
年
）
１
月
23
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

編
集
査
読
規
程
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編
集
後
記

　

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
（
に
聖
冏
上
人
六
百
回
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
本
号
は
六
百
年
遠
忌
聖
冏
上
人
特
集
号
と
い
た

し
ま
し
た
。

　

本
宗
に
お
い
て
継
続
的
に
聖
冏
上
人
の
研
究
を
さ
れ
て
い
る
服
部
淳
一
先
生
、
二
〇
一
二
年
に
『
中
世
学
僧
と
神
道	

了
誉
聖

冏
の
学
問
と
思
想
』
を
上
梓
さ
れ
た
鈴
木
英
之
先
生
を
は
じ
め
、
着
実
に
聖
冏
上
人
研
究
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
東
海
林
良
昌

先
生
、
吉
水
岳
彦
先
生
、
勝
崎
裕
之
先
生
等
、
宗
内
外
か
ら
貴
重
な
論
文
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

　

な
お
、
石
川
達
也
先
生
、
安
孫
子
稔
章
先
生
、
南
宏
信
先
生
、
平
間
理
俊
先
生
、
髙
瀨
顕
功
先
生
の
各
研
究
論
文
は
浄
土
宗
研

究
生
の
研
究
報
告
、
中
御
門
敬
教
先
生
の
論
文
は
教
学
院
研
究
助
成
報
告
と
し
て
浄
土
宗
の
依
頼
に
よ
り
掲
載
し
た
も
の
で
す
。

　

更
に
投
稿
論
文
の
な
か
よ
り
査
読
を
経
て
、
小
林
惇
道
先
生
、
清
水
俊
史
先
生
の
各
論
文
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
伝
統
あ
る
『
佛
教
文
化
研
究
』
を
、
浄
土
宗
門
に
お
け
る
宗
学
を
基
調
と
し
た
学
術
研
究
を
先
導
す
る
専
門
誌
と
し

て
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
学
院
会
員
諸
氏
の
ご
寄
稿
と
ご
支
援
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
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良
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松
永
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神奈川 大宝寺 佐々木　洋之
新潟 長善寺 炭屋　昌彦
富山 西願寺 長谷川　善政
長野 鏡善坊 若麻績　修英
長野 十念寺 袖山　榮輝
長野 観音寺 中嶋　英見
長野 安養寺 服部　淳一
長野 宗安寺 山極　伸之
長野 城泉山観音寺 鷹司　誓榮
長野 瑠璃光寺 關　恒明
長野 安楽寺 飯田　実雄
長野 安性寺 飯田　英心
静岡 宝台院 野上　智徳
三河 普仙寺 加藤　良光
三河 弘誓院 秋田　文雄
三河 無能寺 近藤　辰巳
尾張 梅香院 吉水　英喜
尾張 龍音寺 岡田　康佑
尾張 興龍院 服部　照道
尾張 長福寺 服部　正穏
伊賀 西光寺 服部　純雄
岐阜 本誓寺 淺野　義光
石川 天德寺 水元　明法
滋賀 東光寺 小川　法道
滋賀 弘誓寺 加藤　善也
滋賀 雲住寺 井野　周隆
滋賀 福領寺 滝川　浩順
京都 大光寺 南　宏信
京都 見性寺 野田　隆生
京都 上徳寺 塩竈　義明
京都 隆彦院 梅辻　昭音
京都 淨土院 秦　秀晃
京都 常念寺 澤田　謙照
京都 大光寺 河村　将直
京都 安心院 本庄　良文
京都 浄音寺 法澤　賢祐

京都 善照寺 池見　澄隆
京都 西念寺 渡邊　良昭
京都 淨土院 神居　文彰
京都 善法寺 成田　勝美
京都 無量寺 半田　将之
京都 大恩寺 奥田　歓信
奈良 極楽寺 吉原　寛樹
奈良 奥院 川中　光教
奈良 白雲庵極樂寺 清水　澄
奈良 佛國寺 岡　典正
奈良 称念寺 伊藤　茂樹
和歌山 常行寺 谷上　昌賢
和歌山 龍泉寺 田中　芳道
大阪 極楽寺 唐井　隆徳
大阪 見性寺 伊藤　真宏
大阪 圓通寺 安達　俊英
大阪 菩提寺 川内　教彰
大阪 慶恩院 中山　正則
大阪 大道寺 永田　真隆
大阪 圓通寺 中御門　敬教
大阪 法樂寺 清水　秀浩
大阪 阿弥陀寺 丹農　秀彦
大阪 西光寺 寺尾　昌治
兵庫 常楽寺 浦上　博隆
兵庫 願生寺 髙橋　徹真
兵庫 薬師寺 曽和　義宏
岡山 泰安寺 安田　勇哲
広島 法然寺 別府　一道
福岡 西念寺 椙原　俊彰
福岡 浄光寺 田島　明伸
福岡 調圓寺 柴田　宗山
佐賀 安養寺 善　裕昭
大分 長昌寺 今井　英之
大分 龍音寺 髙橋　昌彦
北米 北米開教本院 後根　定璽

（以上、敬称略）　
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東京 浄心寺 佐藤　雅彦
東京 本誓寺 福田　行慈
千葉 湊済寺 大南　龍昇
千葉 大巖寺 長谷川　匡俊
千葉 法界寺 小林　尚英
神奈川 慶岸寺 林田　康順
山梨 瑞泉寺 粂原　勇慈
山梨 円通寺 曾根　宣雄
新潟 西照寺 小嶋　知善
静岡 願成寺 魚尾　孝久
福井 眞福寺 中野　正明
京都 長香寺 中井　眞孝
京都 福泉寺 成田　俊治
京都 清凉寺 鵜飼　光昌
大阪 孝恩寺 田中　典彦
兵庫 甘露寺 三枝樹　隆善
福岡 弘善寺 柴田　泰山

【講師】
福島 善導寺 中村　隆敏
東京 常照院 野村　恒道
東京 来迎寺 林　純教
東京 淨土寺 阿川　正貫
東京 大雲寺 西城　宗隆
東京 龍泉寺 武田　道生
千葉 松翁院 吉田　淳雄
千葉 常行院 郡嶋　昭示
神奈川 春光院 石川　琢道
長野 西方寺 金子　英一
長野 正満寺 和田　典善
尾張 建中寺 村上　真瑞
岐阜 圓心寺 松濤　基道
京都 見性寺 野田　秀雄
京都 帰白院 藤堂　俊英
京都 喜運寺 佐藤　健
大阪 母恩寺 近藤　徹稱
大阪 薬師寺 森山　清徹
兵庫 光堂寺 小野田　俊蔵

【嗣講】
青森 天徳寺 相馬　恵泉
青森 来迎寺 遠藤　聡明
青森 大照寺 大屋　正順
山形 浄土院 日野　崇雄
山形 稱念寺 井澤　隆明

宮城 雲上寺 東海林　良昌
群馬 雲晴院 茂木　恵順
栃木 三宝院 岡平　英明
栃木 光徳寺 今井　英順
茨城 蔵福寺 吉水　成正
茨城 宝輪寺 田中　勝道
埼玉 西福寺 稲岡　了順
埼玉 圓心寺 小川　慈祐
東京 妙定院 小林　正道
東京 光福寺 生野　善應
東京 大信寺 中村　孝之
東京 法藏寺 飯田　元紀
東京 清岸寺 原口　弘之
東京 龍泉寺 加藤　光哉
東京 慈眼院 遠田　憲弘
東京 天然寺 後藤　尚孝
東京 天然寺 後藤　史孝
東京 天然寺 後藤　智孝
東京 正光寺 髙橋　寿光
東京 玄信寺 倉　信法
東京 龍光院 熊井　康雄
東京 誠心寺 荒木　良道
東京 清光寺 岡本　圭示
東京 行安寺 鈴木　紹弘
東京 迎接院 藤木　随尊
東京 光照院 吉水　岳彦
東京 公春院 中野　孝昭
東京 祐天寺 巖谷　勝正
東京 浄桂院 伊藤　弘道
東京 行善寺 渡辺　俊雄
東京 光照寺 市川　隆士
東京 心行寺 佐藤　堅正
東京 蓮宝寺 小川　有閑
東京 稱往院 松永　知海
東京 月影寺 藤井　正史
千葉 善照寺 今岡　達雄
千葉 医王寺 八木　宣諦
神奈川 專念寺 佐々木　敬易
神奈川 大光院 宮林　雄彦
神奈川 大蓮寺 大橋　雄人
神奈川 西林寺 大橋　俊史
神奈川 梅雲寺 鷲見　宗信
神奈川 高徳院 佐藤　孝雄
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【勧学】
東京 興昭院 榊　泰純
東京 光圓寺 佐藤　良純
東京 極楽寺 小澤　憲珠
神奈川 善教寺 金子　寛哉
神奈川 大長寺 石上　善應
神奈川 西福寺 宮澤　正順
新潟 長善寺 廣川　堯敏
山口 西蓮寺 藤本　淨彦

【已講】
宮城 愚鈍院 小林　良信
茨城 西光寺 春本　秀雄
埼玉 十連寺 宇高　良哲
埼玉 蓮馨寺 粂原　恒久
埼玉 天然寺 新井　俊定
埼玉 實相寺 落合　崇志
東京 長松寺 西村　實則
東京 香蓮寺 勝崎　裕彦

役員名簿
【総裁】　　　浄土門主　伊藤唯眞猊下

【院長】　　　浄土宗宗務総長　豊岡鐐尓

【顧問】　　　金子寛哉　小澤憲珠　廣川堯敏　石上善應　佐藤良純　榊　泰純　藤本淨彦

　 　　　　　宮澤正順

【理事長】　　勝崎裕彦

【副理事長】　中野正明

【理事】　　　小此木輝之、落合崇志、小嶋知善、田中典彦、藤堂俊英、西村實則、

　 　　　　　長谷川匡俊、林田康順、平岡隆聡、本庄良文、松永知海、森山淸徹、山極伸之

【監事】　　　曾根宣雄、小野田俊蔵

会員名簿（平成 31 年 1 月 25 日現在）

　現在の教学院のルーツは、1944 年（昭和 19 年）4月 1日（達示第 8号）に遡ります。正式

発足を迎えたこの日午後 1時から宗務所で最初の役員会が行われ、里見達雄教学院院長、椎尾

辨匡顧問、真野正順研究所長、江藤澂英常任理事、大村桂巌、石橋誡道、前田聴瑞、長谷川良

信、藤本了泰、恵谷隆戒の各理事、浄土宗関係役職者等が出席し、会員の選考、事業内容、予

算、研究課題等が協議され、教学院の第一歩が踏み出されました。このとき、嗣講 69 名が会

員に推薦されています。

　その後、教学院は本宗の学問研究の中枢として、機関誌『佛教文化研究』の発刊、研究会・

公開講座の開催、総合学術大会の運営、学問業績に関する各種審査などを行って参りました。

時代の推移とともに門戸を広げ、教学院の趣旨に賛同する浄土宗教師も会員として迎えるよう

になりましたが（「教学院規程（宗規第 31 号）」第 3条第 2号）、特に嗣講以上の学階を有する

方々（同条第 1号）によって、教学院の活動が物心両面にわたり支えられてきた点は変わりあ

りません。

　嗣講以上の学階を有する方の本院への貢献に感謝申し上げ、ここに名簿を掲載させていただ

きます。今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

※会員資格が停止されている方は含まれません。
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学論』に引用された『説四法経』には三番目が「nyes pa las zlog pa’i stobs」となっている。Cf.ツルティ
ム、小谷〔1991〕pp.40-41

44）「byang chub sems dang / de dag（菩提心と彼ら）」あるが、文脈より「byang chub sems dpa’ de dag /」
と読む。

45）この説法の場所である三十三天を統括する神である。
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て理解することができると信じた。バーヴァヴィヴェーカが自立論証派といわれる所以である。」
30）ツォンカパが用いる『行願讃釈』は、『行願讃智軍釈』である（Cf.ツルティム〔2004〕p.61,ll.14-25、

ツルティム、藤仲〔2005a〕p.127）。
31）ACIP release4 bstan ’gyurを利用して「bsdabs」を調査しても見当たらない。同趣意を出すDam pa’i 

chos pund
4 4

a rī ka’i ’grel pa（漢文蔵訳）（D.no.4017,Di191b7.）「sems can dmyal bar pho long brdabs pa 

tsam zhig skyes te」を参考に、「brdabs」（投擲）と理解する。
32）これは『道次第』からの引用である。これに先行する『教次第』の対応箇所には『説四法経』自

体への言及はある（Cf.Lha sa ed.110a6）が、『阿闍世王経』を出典とする「毬の譬え」は出ない。
　Cf.D.no.3856,Dza185b1-6,P.no.5256,Dza202a3-b1、和訳：野沢〔1973〕p.219

33）『増一阿含経』に対応する『アングッタラ・ニカーヤ』に「力品」は存在するが、そこに当話は
収録されていない。また当経の『国訳一切経』「阿含部九」p.173下段には、対応すするものとして、『ダ
ンマパダ・アッタカター』（Cf.Ⅲ p.436ff.,Dhp.v.290相当）を挙げるが、確認するとこの『増一阿含経』
の内容とは一致しない（阿闍世王、五逆罪、毬の譬えは出ない）。

34）下線部分の「今当當生拍毬地獄」については、例えば失訳『別訳雑阿含経』（『大正蔵』2、
no.100,p.423c）に、「不捨是語、不捨是欲、如斯等人、猶如拍毱、必墮地獄」とあるように、「今や〔地
面に〕毬をつくごとく、〔僅かな時間〕必ず地獄に堕ちる」という意味である。

35）Cf.頼富〔1979〕pp.55,68,70

　　唐般若共牟尼室利訳『守護国界主陀羅尼経』（『大正蔵』19,no.997）には、サンスクリット本やチベッ
ト訳にあたるものが発見されておらず、それを引用するインド起源の仏典も存在しない。インド成
立が疑われる仏典である。この点に関して頼富氏は、「他の般若訳の諸経典の内容から考慮して、『守
護国界経』は『大集経』を底本とした、中唐期特有の一部改変翻訳経典と考えられる。」と述べる。

　「毬の譬え」を出す「阿闍世王受記品」の成立問題については、頼富氏の指摘、すなわち『大集経
陀羅尼自在王品』や、その他の仏典に対応箇所が存在しない点、またインド起源の仏典としては考
えにくい「阿闍世王」の語釈を行う点から考えて、中国撰述の可能性が濃厚な箇所といえる。

36）Cf.中御門〔2013〕p.3

　「「10-3.まとめれば世間と出世間との行（sbyor ba）を得ることが善である。「この〔普〕賢行願〔讃〕
を（gang yang bZang po spyod pa’i smon lam ’di）」ということ等々〔がある〕（v.54）。

　これ以下の三つの廻向は、菩薩・如来がお説きになった無障碍によって（sgrib pa med pas）、波羅
蜜と等しい身体を保ち、誓願を完成したことによって世間に住し、衆生が利益を成就するとお説
きになった。「勇者である文殊が知るとおりに（’Jam dpal ji ltar mkhyen cing dpa’ ba）」（v.55）とい
う所から始めて、「世間に存在する限りの衆生の利益をなしますように（jig rten ji srid sems can 

phan par bgyi）（v.58）という所まで。」
　　なお、同様な「廻向」の用例として、ハリバドラ作『現観荘厳論小註』には一切衆生の利益を願っ

た、十二種類の菩提廻向が出る（Cf.真野〔1972〕p.145）。
37）Cf.藤田〔2011〕p.15

38）Cf.藤田〔2011〕p.79

39）Cf.藤田〔2015〕p.132

40）Cf.藤田〔2011〕pp.56-57

41）Cf.藤仲、中御門〔2018〕p.151註113

42）この間の正宗分が、『集学論』（cf.Bendall〔1977〕p.160、チベット訳：bSlab pa kun las btus pa, 

D.no.3940,Khi89b7-90a1、『大正蔵』32,no.1636,p.107a）に引用ないし提示されている。
43）本経の訳語では、「rnam par sun ’byin pa kun tu spyod pa（能破現行）」、「gnyen po kun tu spyod pa （対

治の現行）」、「ser chud par byed pa’i stobs（罪過の遮止の力）」、「rten gyi stobs（依処の力）」である。『集
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となどが出ている。」）に、「あなたが仏を得ていない間は」と出ている。」
19） Cf.寺本〔1928〕p.199

20） 『聖、文殊瞿沙讃』は、チベット大蔵経のデルゲ版ではテンギュルのタントラ部（rgyud）、北京
版ではテンギュルの秘密疏部に収録される。『聖、文殊瞿沙讃』の前後には、多くの文殊に関する
作品が収録されている。

21）陳那が文殊を「世尊」と呼んだことは、『量決択ダルモッタラ註』の陳那の伝記の中にも出てく
る（Cf.注18下線部分）。さらに『理趣経釈』巻下にも「「時に婆伽梵、一切の無戯論なる如来」とは、
これは文殊菩薩の異名なり。」と出る（Cf.宮坂〔2011〕p.419）。

22）Cf.久間〔2012〕p.228

23）この定義は、陳那の主著『集量論』冒頭の帰敬偈で、世尊を量の体現者と規定したことにつなが
るものである。さらに、北川〔1985〕p.10には次のようにいう。
　「要するに陳那は、現量に対し「分別を離れたもの」という極めて厳格な定義を与えることによっ

て、従来無批判的に一般に受容れられていた立場、即ち同一の対象でもこれを色々な量によって
認識することが出来るとなす立場を否定し、現量は自相を対象とするもの、比量は共相を対象と
するものとしてこれら二量をその対象によって峻別する立場をとったのである。」

24）例えば陳那の本論に対して注釈した、三宝尊による『仏母般若波羅蜜多円集要義釈論』にも同趣
意が説かれる。以下にその点を、大竹〔2009〕p.416から示す。

「〔第四十三頌〕
　復た次に頌に言わく。
　　此の是の如きを、色と、般若波羅蜜と説く。
　　無二なり、二は、是の如き。二分別の対治なり。
　言う所の「此の是の如きを、色と、般若波羅蜜と説く」等とは、謂わく、此の「般若波羅蜜多の

説く所」の色義は即ち自性清浄智なり、而能く能取と所取との隠覆性を遣除するが故なり。「般
若の中に説く所」は、即ち慧力の故なり。」

25）詳細は中御門〔2011〕〔2014〕、藤仲、中御門〔2011〕
　中御門〔2011〕では、引用仏典の出所を含めて、訳注研究を行っている。以下に挙げる部分はそこ

からの翻訳部分である。
26）「四力懺悔」の詳細については、藤仲、中御門〔2011〕、中御門〔2012〕を参照のこと。前者はイ

ンドからチベットに伝承された、大乗菩薩戒に基づいた滅罪儀礼を『優波離所問経』の注釈を素材
にして研究している。後者はツォンカパによる四力懺悔の著作である。

27）Cf.梶山〔1985〕pp.18-19

　「『思択炎』は『中観心論』にたいするバーヴァヴィヴェーカの自注であって、チベット訳のみ
存在する。この書の中にバーヴァヴィヴェーカ自身を「アーチャーリア（論師）」と呼ぶなど、二、
三の微妙な個所があるために、現存する本書はバーヴァヴィヴェーカの自注そのままのものでは
ないかもしれないが、そうかといってバーヴァヴィヴェーカ原作を疑うことはできない。」

28）Cf.ツルティム、藤仲〔2005a〕pp.242-243,379-380註169

29）Cf.梶山〔1985〕p.12

　「『般若灯論』は『中論』にたいする最初の本格的な注釈であるといえるが、またその重要性は
つぎの二点に存する。第一に、この注釈において、バーヴァヴィヴェーカはナーガールジュナの
多様な論証　－帰謬・ディレンマ・テトラレンマ・三段論法などを、ディグナーガによって整備
された仏教論理学の定言的推論式（自立的論証）に書き改めたことである。バーヴァヴィヴェー
カは、詩形で表現されたナーガールジュナの論証のなかには、明白に、あるいは含意的に、定言
的推論式の構成要素が存在するから、ナーガールジュナの議論はこれを確実な定言的推論式とし
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二章、軌範師マートリチェータの作が完成した。）
　・チベット訳（Cf.Hartmann〔1987〕p.325）
　sangs rgyas bcom ldan ’das la bstod pa bsngags par ’os pa bsngags pa las srid pa las skyo ba skyed par bstod 

pa zhes bya ba ste le’u bcu gnyis pa’o  / /   / / sangs rgyas bcom ldan ’das la bstod pa bsngags par ’os pa bsn-

gags pa zhes bya ba slob dpon ma ti tsi t
4

as mdzad pa rdzogs so / /

　（『仏世尊への讃　賞讃に相応しい者の賞賛』のうち「有からの恐怖を生むものへの讃」といわれ
る第十二章。仏世尊への讃嘆に相応しい賞賛者といわれる軌範師マチチトラ（マートリチェータ）
による御作が終了した。）

16）Cf.大竹〔2009〕pp.50-54

　『ターラナータ仏教史』に出るトリラトナダーサの伝承を検証し、「シューラとマートリチェータと
トリラトナダーサとはまったくの別人であり、アーリヤシューラは『ジャータカ・マーラー』の作者、
マートリチェータは『一百五十讃』の作者、トリラトナダーサは『無辺功徳讃』の著者である。（中
略）」という。ここで述べられる『一百五十讃』と『無辺功徳讃』に対して、陳那が注釈を行った
とされる。

17）辻〔1973〕pp.4,42,58-59によると、カーヴィヤ詩人の中でも、即席作詞に秀でた者は「アーシュ・
カヴィ（即興詩人）」と呼ばれ、それに関係して、「既存の詩節の一部（或いは競技の課題）に自作
の部分を添えて完成する技術すなわちサマスヤ・プーラナも発達し、これを応用してできた作品」
も残されたとある。カーリダーサもこの技法に優れた人物として知られている。
　・萩原雲来『漢訳対照梵和大辞典』【sam-asyā】

　「女結合、（－○）との結合；完成されるために他の人に提示される詩節の一部」
18）Cf.中御門〔2014〕注48

　ツルティム、藤仲〔2010〕p.11によって、『プトン仏教史』「ディグナーガの伝承」を以下に示す。
そ こ に は『 量 決 択 ダ ル モ ッタ ラ 註 』（Tib.Tshad pa rnam par nges pa’i ’grel bshad,Skt.

Pramān
4

aviniścayat
4

īkā）に、陳那が文殊菩薩から啓示を受けたことが紹介されている。
　「（ツルティム、藤仲訳）『量決択ダルモッタラ註』（Cf.D.no.4229,Dze3a7-b3）には、「軌範師ディ

グナーガは或る山の閑静な洞窟において修習への精進により住していたとき、或る機会に輪廻を
厭離して有情の利益より他へ向かって、唯一人、解脱したいと欲した〔。その〕とき、その刹那
に聖者マンジュシリーが出現なさって、「息子よ、悪い人に順応して心は怒りのなすがままになっ
た。一切有情に益することができる心がありながら、なぜに〔無関心な〕捨にするのですか」と仰っ
た。〔ディグナーガは〕答えとして、「世尊よ、輪廻は忍耐しがたい多くの苦を持っているので、
耐えられない。心も勝れていない人においては喜びにより動揺して行動するし、〔マンジュシュ
リー〕あなたを見ても、私に加持してくれていないのなら、彼に対して何をしましょうか」と仰っ
た。〔マンジュシュリーは〕答えとして、「息子よ、地を得ていない間、あなたの善知識は私です」
と仰って、見えなくなった。」と出ている」

　　また同〔2010〕p.11には、『量決択ジャニャーナシュリー註』（Tib.Tshad pa rnam par nges pa’i ’grel 

bshad,Skt.Pramān
4

aviniścayat
4

kā）の上記対応個所も翻訳紹介されている。
　「（ツルティム、藤仲訳）「〔『量決択』への〕カシミールのジュニャーニャシュリーの『註釈』
（D.no.4228,Tshe178b4-6）（『量決択の復註』に「軌範師ディグナーガは論書すべてを理解なさって、
或る閑静な処に声聞の道により自己を調伏したなら寂静であるから精進したなら、聖者マンジュ
シュリーがそのもとへ来られて、「良家の子よ、あなたは一切有情の利益をすることに忍耐する
のであれば、なぜに自己の利益をするのか。これを捨てて、有情の利益に悦び〔いさみ〕なさい」
と仰った。それから軌範師は申し上げた－　「聖者よ、私の心が動揺するとこれはできない」と。
聖者は仰った－　あなたが仏の地に達していない間は、私が摂取するので、疑うな」と述べたこ
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適用することを、陳那が説明している。」
・Cf.Lokesh Candra〔1963〕p.59

　「「普賢行の誓願を立てた」などという二偈頌は、陳那などの注釈には出ていない。釈友の注釈には
出ているが、翻訳が少し異なっていると見える。」

　その一方で、ゲルク派の学僧チョネ・ダクパシェードゥプ（1675-1748）による『行願讃釈』（＝『聖
なる〔普〕賢行願の釈　－海のような仏子の行の要点を明かす太陽－』’Phags pa bZang po spyod 

pa’i smon lam gyi ’grel pa　－ rGyal sras kyi spyod pa rgya mtsho’i gnad don gsal bar byed pa’i nyi ma－
（『チョネ・ダクパシェードゥプ全集』、中国蔵学出版社）では、著者は『行願讃』本文の語句を説
明する際に、龍樹、世親、陳那、厳賢、釈友の各釈について批判的な検討を行わず利用している（Cf.

p.253,284）。
8）智軍釈では、出典を『阿闍世王経』（Tib.’Phags pa ma skyes dga’i ’gyod pa bsal ba’i mdo『聖なる阿闍

世の後悔を除く経』）とする。ちなみに漢訳の伝承では『阿闍世王問五逆経』が『阿闍世王経』と
呼ばれていたようであるが（Cf.村上、及川〔1994〕pp.42-45）、同様のことが智軍在世時にチベッ
トでも行われていたかは不明。書名が類似する両者であるが、内容については別作である。

9）Cf.中御門〔2009〕p.32注14

10）聖天菩薩造、唐玄奘訳『広百論本』（Cf.『大正蔵』30,no.1570,p.184a）、聖天菩薩本、護法菩薩造、
唐玄奘訳『大乗広百論釈論』（Cf.『大正蔵』30,no.1571,p.216c）

11）Cf.片野、ツルティム〔1998〕pp.32-33

　「第二十七章の『〔自〕註・無畏』の中に、
　　大徳・アーリヤデーヴァも亦「聞者、所聞、説者は生ずること非常に稀である。それ故に、要約

すると、輪廻は際限あるに非ず、際限なきにも非ず」と述べている。
　というように、『四百〔論〕』の教証を根拠（śes byed）として引用しているのであるから、〔Akutobhayā

をナーガールジュナ自らの注釈とする〕「自註」の意味はないのである。ブッダパーリタ（V.p.109）
やバーヴァヴィヴェーカやチャンドラキールティの註釈において、その〔Akutobhayāなる〕註釈の
その僅かばかりも出ていないことによっても〔自註でないことが〕知られるのである。」

12）同文を採集した『出三蔵記集』序巻第十一「百論序第三　釈僧肇」から紹介する。
　「有婆薮開士者。明慧内融。妙思奇拔。遠契玄蹤。為之訓釈。使沈隠之義彰於徽翰。諷味宣流被於

来葉。文藻煥然宗塗易曉。其為論也。言而無当破而無執。儻然靡據而事不失真。蕭焉無寄而理自玄会。
返本之道著乎茲矣。」
　（中島〔1997〕p.317：婆薮菩薩という者がいた。明敏な智慧は内にゆきわたり、霊妙な思慮はひ

ときわ抜きんでていた。（彼の思いは、提婆の）奥深い足跡にはるか時を隔ててぴったりとかない、
それに解釈を施したのだ。沈み隠れた意味を、美しい文藻に明らかにし、唱え味わわれて後の世
にも行き渡るようにした。文章は輝かしく、本筋が分かりやすい。その論は、言葉にあらわして
も（それを）至当とすることはなく、相手を論破しても（自論に）とらわれることがない。ぼん
やりして拠り所がないようでいて、事がらは真実を失わず、がらんとして託す所がないようでいて、
道理はおのずから玄妙に一致している。根本に返る道は、ここにこそ明らかなのである。）

13）例えば、安慧は龍樹作『中論』に対して『大乗中観釈論』を著作している。アヴァローキタヴラ
タ（700 ca.）によると、中観派の主要テキストである『中論』には八人の注釈者が存在する。龍樹、
護法、月称、デーヴァシャルマン、グナシュリー、グナマティ、安慧、バーヴィヴェーカである。

14）詳細は中御門〔2009〕注26を参照のこと。
15）・サンスクリット文（Cf.Hartmann〔1987〕p.325）
　varn

4

ārhavarn
4

e buddhastotre bhavodvejako nāma dvādaśamah
4

 paricchedah
4

 samāptah
4

 kr
4

tir ācāryamātr
4

cet
4

asya / /

　（『賞讃に相応しい者の賞讃　仏への讃』において「生存への恐れをなすもの」と名付けられた第十
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2）便宜的に『行願讃龍樹釈』、『同陳那釈』、『同厳賢釈』、『同世親釈』と呼ぶが、チベット訳による
限りその著述形式は区別されている。以下のとおりである。

龍 樹 釈→Tib.bshad sbyar（Skt.*nibandhana）、 陳 那 釈→don kun bsdus（Skt.*arthasam
4

graha）、 厳 賢 釈
→rgya cher ’grel pa（Skt.*t

4

īkā）、世親釈→’grel pa（Skt.*t
4

īkā）
　「*」を付したサンスクリットは、『東北帝国大学蔵版西蔵大蔵経総目録』に依る。
3）以下の三作が『西蔵大蔵経』に収録された智軍の著作である。詳細は中御門〔2006〕p.34註12を

参照のこと。
・bZang spyod kyi ’grel pa bzhi’i don bsdus nas brjed du byas pa（Cf.D.no.4359;P.no.5846）
　本稿で扱う『行願讃智軍釈』である。
・lTa ba’i khyad par（Cf.D.no.4360,P.no5847）
・Sangs rgyas gtso bo’i rgya cher ’grel pa（Cf.D.no.4361;P.no.5848）

4）厳賢については、中御門〔2004〕p.50註5を参照。以下に再説する。西蔵大蔵経中では『行願讃釈』
の注釈者としてのみ名前が出る。チベット撰述のチャンキャ二世作『行願讃釈』は、「軌範師厳賢

（rGyan bzang po）がお作りになった注釈の要義も、先の二つ（龍樹釈、釈友釈）に類似すると思わ
れる。それらはインドの諸注釈が説明するやり方である。」と僅かに論評を加えている（Cf.Lokesh 

Candra〔1963〕p.25）。北京版目録部「漢語総目」（P.総目169a）には「法師妙厳所著　妙行願王経
広大疏」とあり、彼の漢訳名に「妙厳」を出す。人物像をも含めて、rGyan bzang poには不明な点
が多い。

5） Cf.拙稿〔2006〕p.6,15註6、同〔2013〕pp.45-46註121-124

6） Cf.後藤〔2003〕pp.141-148、上野〔2009〕p.93note198（後藤〔2003〕を引用）
　教義内容をまとめた経（Skt.sūtra）を中心にして、以下のジャンルが形成される（（）内は筆者補説）。

Skt.vr
4

tti（Tib.’grel pa）→「運用」
Skt.t

4

īkā（Tib.t
4

īkā）→「逐一解釈」（ないし、第一注に対する復注）
Skt.vyākhyā（Tib.bshad pa）→（第一注に対する復注）
Skt.bhās

4

ya→「説かれるべきもの」（ないし、根本典籍への注）
Skt.vārttika→「実際の運用に資すべきもの」

　　こうした区別が存在するが、釈友釈を除く三釈はあまりに類似するため、ここで現実的には、こ
れらの区別を考える必要は少ない。

7）チャンキャ二世（1717-1786）は自身の『行願讃釈』（＝『聖なる賢行の誓願の釈論　－普賢の意趣
を明らかにする荘厳－』）において、略釈系統の中では陳那釈を中心に列挙して、龍樹釈にも言及
する。厳賢釈は一度のみ、世親釈には言及すら行っていない。用例を以下に挙げる。
・Cf.Lokesh Candra〔1963〕p.24

　「「勝者の円輪（マンダラ）」などという二偈頌により説くと説明しているが、「普賢行の誓願を立てた」
などという三偈頌について説明しているものは出ていない。軌範師陳那のこの注釈と、聖者龍樹が
造られたと言われる注釈との二つは、まとめた意味と説明はそのとおり同じであるように見える。」

・Cf.Lokesh Candra〔1963〕p.36

　「第九：正法を摂持する〔よう誓願する〕ことは－
　「勝者たちの正法」などという一偈頌により説く。勝者たちが十二支分の聖教など、あらゆる法蘊

を説かれたものの句と義を、無忘失の総持（ダーラニー）を得たことを通じて受持するし、無上の
菩提行により大乗の、他の教法を照明する〔、すなわち〕説示することと、普賢行により大乗の証
得法を自他の相続に生じさせるし、それの所対治分を治浄する〔、すなわち〕浄めるべきこともまた、
未来の劫すべてにわたって厭わないで行じよう、という。これの第一句は法の句義を自らが受持す
ることと、第二句は教の法を他者に説示することと、第三句は証得の法を相続に生じさせることに
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1973）

藤田宏達

・『梵文無量寿経・梵文阿弥陀経』法蔵館、2011

・『新訂梵文和訳無量寿経・阿弥陀経』法蔵館、2015

藤仲孝司、中御門敬教

・「〈ウパーリ所問経〉に説かれた三十五仏悔過　－イェシェー・ギェルツェン著『菩薩堕罪

懺悔註』の和訳と研究－」（『Acta Tibetica et Buddhica』4、2011）

・『インド・チベット浄土教の研究　－大乗菩薩道としての展開－』起心書房、2018

真野龍海

・『現観荘厳論の研究』山喜房仏書林、1972

宮坂宥勝

・『密教経典』講談社学術文庫、2011

村上真完、及川真介

・『阿闍世王経、文殊師利問経他』（「新国訳大藏経」文殊部経典1）大蔵出版、1994

頼富本宏

・『中国密教の研究』大東出版社、1979

Jens-Uwe Hartmann

・Das Varn
4

ārhavarn
4

astotra des Mātr
4

cet
4

a,Göttingen,1987

Lokesh Candra

・Lcañ-skya Khutukhtu Lalitavajra’s Commentary on the Samantabhadracaryāpran
4

idhānarāja,Gangt

ok, Sikkim,1963

Shackleton Bailey

・The Śatapañcaśatka of Mãtr
4

cet
4

a : Sanskrit text, Tibetan translation & commentary and Chinese 

translation, Cambridge, 1951

Suzuki Kōshin

・Sanskrit fragments and Tibetan translation of Candrakīrti’s Bodhisattvayogācāracatuh
4

śatakat
4

īkā,T

he Sankibo Press,Tokyo,1994

〔1994〕

【附記】

本稿を執筆するにあたり、藤仲孝司氏、古角武睦氏には多くの御教示を頂いた。両氏に

御礼申し上げます。本稿は平成二十八年度・二十九年度の浄土宗教学院助成研究における研

究成果の一部である。

────────────────────────────────────────
1） Cf.中御門〔2004〕pp.34-35
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・｢伝統的インド古典学｣『論集Ⅰ古典学の再構築』、総括班研究報告（中谷英明編、神戸
2003年3月）、諸文明の古典学、歴史・現状・展望（インド学・仏教学）、1.インド古典学の

歴史（古代より中世まで）（Ⅰ）インド学、2003、pp.97-103

月輪賢隆

・「普賢行願讃の註疏（竜樹・世親・陳那・厳賢）に就て」（｢小西･高畠・前田三教授　頌

寿記念東洋学論叢」（佛教大学編、1952）、再出『仏典の批判的研究』（百華苑、1971）

辻直四郎

・『サンスクリット文学史』岩波全書、1973

ツルティム・ケサン、小谷信千代

・『尊者ツォンカパの『菩提道次第大論』」上（西蔵仏教文化協会､2004）

・『仏教瑜伽行思想の研究』文栄堂、2011

ツルティム・ケサン、藤仲孝司

・『ツォンカパ　菩提道次第大論の研究』文栄堂、2005a

・『悟りへの階梯』UNIO、2005b

・『チベット仏教　論理学・認識論の研究Ⅰ』人間文化研究機構・総合地球環境学研究所、
2010

寺本婉雅

・『ターラナータ仏教史』丙午出版社、1928

中嶋隆藏編

・『出三蔵記集序巻訳注』平楽寺書店、1997

永原智行

・『阿闍世のすべて　－悪人成仏の思想史－』法蔵館、2014

中御門敬教

・「往生後論攷」（『髙橋弘次先生古稀記念論集　浄土学仏教学論叢』山喜房仏書林、2004）

・「阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究（1）　－陳那、釈友、智軍の〈普賢行願讃〉理

解　Ⅶ支供養の章（1-7章）」（『浄土宗学研究』32、2006）

・「阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究（3）　－陳那、釈友、智軍の〈普賢行願讃〉理

解　普賢行願区分の章（8章11節）」（『浄土宗学研究』35、2009）

・「阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究（5）　－陳那、釈友、智軍の〈普賢行願讃〉理

解　廻向の区分の章（8章13節）」（『浄土宗学研究』37、2011）

・「四力に依る滅罪懺悔　－ツォンカパ著『四力懺悔作法』和訳研究－」（佛教大学総合研究

所編『法然上人八〇〇年大遠忌記念　法然仏教とその可能性』、法蔵館、2012）

・「伝ディグナーガ著〈普賢行願讃釈〉v.38の解題　－〈集学論〉「懺悔品」と〈入行論〉「廻

向章」への影響」（『廣川堯敏教授古希記念論集　浄土教と佛教』山喜房仏書林、2014）

野沢静証

・「清弁の声聞批判　－インドにおける大乗仏説論－」（『函館大谷女子短期大学紀要』5、
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ことになる。四つは何かというなら、すなわち、43）能破の現行と、対治の現行と、罪悪の

遮止の力、依処の力である。

　そのうち、能破の現行は、不善業を行じたなら、それについて後悔が多いのである。

　そのうち、対治の現行は、いつか善業を為してまた善業にきわめて努めるのである。

　そのうち、罪悪の遮止の力は、〔制止する〕律儀を正しく受けたことにより〔その罪悪を

今後〕行わない律儀を得たのである。

　そのうち、依処の力は、仏と法と僧に帰依することと、菩提心を棄てないことである。〔す

なわち〕その力を具えたことに拠って、罪悪により制圧されることはありえない。

　マイトレーヤよ、菩薩大士はそれら四つの法を具えたなら、造ったし積んだ罪悪を制圧す

ることになる。

　菩薩大士はこの経典を常に〔黙読で〕読むべきである。〔暗記からも〕誦えるべきである。

思惟すべきである。修習すべきである。多くなすべきである。よって、悪行は果を与えるこ

とができなくなる。世尊はそのように宣べられてから、菩薩大士〔である〕マイトレーヤと、

彼ら比丘と、彼ら菩薩 44）とシャクラ（帝釈天）45）などの天子たちと〔彼ら〕すべてを具え

た彼ら眷属は喜んで、世尊が説かれたことを讃えた。

　『聖なる四法の説示』といわれる大乗の経は完了した。インドの親教師スレンドラボーディ

（Surendrabodhi）と主任翻訳師大徳イェーシェデ（Ye shes sde）が制作し校訂して、決択した。」

【主な参考文献】

宇井伯寿

・『陳那著作の研究』（大乗仏教研究七）岩波書店、1975

上野（人見）牧生

・「『釈軌論』第一章の研究」（大谷大学学位請求論文、2009）

大竹晋

・『能断金剛般若波羅蜜多経論釈他』（「新国訳大藏経」釈経論部19）大蔵出版、2009

・『元魏漢訳ヴァスバンドゥ釈経論群の研究』大蔵出版、2013

梶山雄一

・「中観思想の歴史と文献」（『講座・大乗仏教』7、春秋社、1985）

片野道雄、ツルティム・ケサン

・『中観哲学の研究Ⅱ』文栄堂、1998

北川秀則

・『インド古典論理学の研究　－陳那（Dignāga）の体系－』臨川書店、1985

久間泰賢

・「後期瑜伽行派の思想　－唯識思想と外界実在論との関わり－」（『唯識と瑜伽行』「シリー

ズ大乗仏教」7）春秋社、2012

後藤敏文
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た〔わたくしに〕まみえることによって、多くの衆生たちを解脱せしめよう〉と望むならば、

（二〇）かれは早く早く大急ぎで、極楽世界に行くがよい 39）。（Skt.tasmād ya icchātiha 

bodhisattvah
4

 mamāpi ks
4

etram
4

 siya evarūpam
4

 / aham
4

 pi sattva bahu mocayeyam
4

 nāmena ghos
4

en
4

a ’tha 

darśanena / / 19 / / sa śīghraśīghram
4

 tvaramān
4

arūpah
4

 sukhāvatīm
4

 gacchatu lokadhātum
4

）40）」と対応

する。さらに、往生後の利他行という観点からは、四十七願中の第二十一願も対応する。こ

の願は往生人が一生補処であることを説く一方で、永続的な利他の菩薩行である「普賢行

（Skt.samantabhadracaryā）」に決定している往生人に限ってはその限りではない、という趣旨

である。

　このように「三つの廻向」の内容は先行する『無量寿経』に確認できる。また「第三の廻

向」については世親作『往生論』が説く「五念門廻向」の記述とも共通する 41）。しかし『無

量寿経』や『往生論』では「三つの廻向」が全体として整理され、統合されるまでには至っ

ていない。それらが体系的に説かれるのは『行願讃釈』を俟たねばならない。その意味にお

いて『行願讃釈』の著者像としては、世親以後の人物が想定されるであろう。

小結

　以下に『行願讃釈』略釈系統の著者問題について提言する。

①チベット訳に残る『行願讃釈』略釈系統を比較考察すると、陳那作と伝承される『行願讃

釈』が著者と著作の関係性に最も矛盾がない。

②『行願讃』の最古の漢訳名は『文殊師利発願経』であり、そこの「発願」は『文殊師利仏

土厳浄経』に出る文殊菩薩の前世者「普覆王」による永続的な菩薩行（普賢行）の誓いであ

る。このように『行願讃』は、文殊菩薩と深い関係を持つ仏典である。『文殊讃』を著述す

る程に文殊を信仰し、インド仏典にもその信仰の足跡を残した陳那にとって、『行願讃』は

注目に値する仏典といえる。

　以上、現時点で筆者は、『行願讃釈』の原著者としては陳那が最も妥当し、後に何らかの

経緯を経て、残る略釈系統三作が派生したと考える。

【補足資料『説四法経』和訳】（Cf.藤仲、中御門〔2011〕から再出）

（P.no.915,mDo,Zhu63b7-64a2;D.no.249,mDo-sde,Za59a5-b7）

「インド語でĀrya Catur dharma nirdeśa nāma mahāyāna sūtra、チベット語で ’Phags pa Chos 

bzhi bstan pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo（『聖なる四法の説示』といわれる大乗の経）。

　すべての仏と菩薩とに礼拝します。

　このように私が聞いた或るときに、世尊は、三十三天の中において天の善法集会処に、比

丘満五百人の比丘の大僧伽と、マイトレーヤ（弥勒）と、マンジュシュリー（文殊師利）な

どきわめて多くの菩薩大士と、いっしょに居られた。それから世尊は菩薩大士〔である〕マ

イトレーヤに対して宣べられた。

　42）マイトレーヤよ、菩薩大士は四つの法を具えるなら、造ったし積んだ罪悪を制圧する
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・西晋法炬訳『阿闍世王問五逆経』（『大正蔵』14,no.508,p.776b-c）

「時彼比丘告王阿闍世言。世尊説王作是言。摩竭国王雖殺父王、彼作悪命終已、当生地

獄如拍毱。従彼命終当生四天王宮。従彼命終当生三十三天。従彼命終当生炎天、兜術天、

化自在天、他化自在天。従彼命終復当生化自在天、兜術天、炎天、三十三天、四天王宮、

復当生此間受人形。」

　その他、唐窺基撰『妙法蓮華経玄賛』（『大正蔵』34,no.1724,p.676c）、Tib.Dam pa’i chos 

pund
4 4

a rī ka’i ’grel pa（漢文蔵訳）（D.no.4017,Di191b6ff.）、唐般若共牟尼室利訳『守護国界主

陀羅尼経』巻十「阿闍世王受記品」35）（『大正蔵』19,no.997,p.574c）、唐窺基撰『金剛般若論

会釈』（『大正蔵』40,no.1816,p.756a）、智周撰『法華玄賛摂釈』（『卍続蔵』34,no.636,p.42c）

にも確認できる。

8.世親作『往生論』「五念門廻向」との関係　－著者の年代に関する提言⑥－

　『行願讃陳那作』の冒頭にのみ、伝陳那作『行願讃科文』が存在する。著者の真偽につい

ては今後の課題として、『行願讃』の全体像を理解するには極めて有効なものである。

　さてそこのvv.55-58に相当する箇所には、「三つの廻向」（Tib.bsngo ba gsum）という特徴

的な文言によって、極楽往生後の利他行を説く『行願讃』の浄土思想が説かれる 36）。文言

としては極めて簡潔なものであるから、内容を補説しながら整理すれば、以下のとおりであ

る。

第一の廻向：極楽往生後に、往生人は波羅蜜行を成就したに等しい身体を持つ。

第二の廻向：極楽往生後に、往生人は各自が立てた誓願を完成する。

第三の廻向：極楽往生後に、往生人は変化して十方衆生の救済を行う。

　この三項目について、『行願讃』に先行する『無量寿経』との対応を、そのサンスクリッ

ト本に依って示すと以下のとおりである。

【第一の廻向】

　四十七願中の第五願に出る「神力（神足通）自在の最高の波羅蜜に達した者とならないな

らば（中略）（Skt.narddhivaśitāparamapāramitāprāptā bhaveyur）」37）と対応する。阿弥陀仏の本

願が成就している現在、極楽世界の往生人は誰もが、「最高の波羅蜜行を成就している」こ

とが知られる。

【第二の廻向】

　経典の末尾に出る「彼らは極楽世界に往生して、〔彼らが〕以前〔立てた〕誓願と行を完

成 す る で あ ろ う（Skt.tāś ca sukhāvatyām
4

 lokadhātāv upapadya pūrvapran
4

idhānacaryāh
4

 

paripūrayis
4

yanti）38）」と対応する。

【第三の廻向】

　東方偈19－20偈に出る「藤田訳：（一九）このゆえに、ある菩薩がここで、〈わたくしの

国土も、このようになるように。わたくしもまた、〔わたくしの〕名や、音声によって、ま



57

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

地獄の住処から速やかに解脱するであろう。これは第二の良いことである。それも譬え

ば、阿闍世王のごとく五無間〔罪〕を作っても、種姓の力によって有情地獄の苦を、絹

の玉（dar gyi pho long）を投擲したこと程度の瞬間、経験するごとく。（中略））

・清弁著『思択炎』（Cf.ツルティム、藤仲〔2005a〕pp.242-243,379-380）32）

「（ツルティム、藤仲訳）もしアジャータシャトルと母殺したちに〔対治・〕他の善の思

惟が生じたことがありながら、どうして業が尽きていないで無間〔地獄〕に生まれたか

というと、その〔因果の欺かない縁起を表す〕業と果への信を生じさせるために、無間

〔地獄〕などに〔一瞬だけ〕生まれることを説いたのですが、残りの諸業が残らず尽き

ていないわけではないのです。絹糸の玉（pho long）を投げたのから跳ね返ってくるの

と同じく、そこに生まれたし解脱したのです。地獄の火の鬘などによってもまた触れら

れないのです。そのようなら、罪が全く根絶されたこともまた成立しているが、業に果

がないわけでもないのです。」

・東晋瞿曇僧伽提婆訳『増一阿含経』「力品」三十八ノ二（『大正蔵』2,no.125,pp.725c-726a,b3ff.）33）

「世尊告曰我今已受羅閱城阿闍世王請。諸仏世尊言無有二、若当阿闍世王見聴者、如来

当往。最大長者白仏言此事甚難、阿闍世王終不放如来使至彼国。所以然者阿闍世王於我

国土、無有毫釐之善、長夜求方便、欲害彼民。設当阿闍世王見我者、即取我殺、況復得

陳此事。（中略）於今身命終、当生拍毬地獄中。於彼命終当生四天王上、於彼命終生艶

天上。於艶天上命終生兜術天、化自在天、他化自在天、復還以次来至四天王中。大王当

知、二十劫中不墮悪趣、恒在人中生。最後受身、以信堅固、剃除鬚髪、著三法衣、出家

学道、名曰除悪辟支仏。彼王聞此語、便当歓喜踊躍、不能自勝、亦当告汝作是語。随汝

所求要願、吾不違之。」

・東晋瞿曇僧伽提婆訳『増一阿含経』「力品」三十八ノ二（『大正蔵』2,no.125,p.726a-b）

「長者報曰、世尊記前聖王而無虚妄、所吐言教、終無有二。如来言、王取父王害之、縁

此罪本当入阿鼻地獄中、経歴一劫。然復尋時改過於如来所、今当生拍毬地獄中 3　4）　。於

彼命終当生四天王中。展転生他化自在天中。還復次来生四王天中、二十劫中不墮三悪趣、

流転天、人之中。最後受身、以信堅固、出家学道、名曰除悪辟支仏、出現於世。」

・西晋法炬訳『阿闍世王問五逆経』（『大正蔵』14,no.508,p.776a-b）

「時世尊告諸比丘。彼摩竭国阿闍世王雖殺父王、亦当不久来至我所、当有等信於我所。

命終之後当墮地獄如拍毱。時有一比丘白世尊言。従彼泥犁命終、当生何処。世尊告曰。

従彼泥犁命終、当生四天王処。（中略）当成辟支仏名無穢。比丘白言。甚奇、甚特、世尊。

作如是殃罪受是快楽成辟支仏。名曰無穢。世尊告曰。摩竭国王阿闍世発意成就、衆善普

至。比丘、堪任発意成就、得拔済地獄。若発意不成就者因縁成就。雖未生地獄、猶可設

方便不至地獄。」
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・『行願讃智軍釈』（略釈の備忘録）は、『説四法経』を出して、四力懺悔の定型を出す。

　この三点に基づくと『行願讃釈』略釈の作者は『説四法経』を知らないことから、作者は

清弁（500-570 ca.）以前の人物と考えられる。そして、これは、一般的に知られた陳那の仏

教論理学の後にそれを中観の立場から受容した清弁という年代考証とも矛盾しない 29）。ま

た『行願讃釈』略釈の原著者が陳那であれば、『説四法経』を陳那（480-540 ca.）は用いず、

清弁（500-570 ca.）は用いることから、その成立年代は、両者の年代を引いたおよそ「540-570」

前後といえよう。この年代は、『集学論』「懺悔品」において『説四法経』をマートリカーと

して用いた寂天の年代（685-763 ca.）とも矛盾しない。

　次に『行願讃釈』v.38に出る教証を巡って、新たな知見を示す。四力懺悔を説く、寂天作

『集学論』「懺悔品」と『行願讃釈』v.38の教証が部分的に一致し、構成面にも親近性が見ら

れる点である。この一致から、寂天が『行願讃釈』を参照していたことはほぼ確かである。

寂天が『行願讃』、『行願讃釈』の影響を承けた詳細は中御門〔2014〕p.588を参照。『集学論』

には「〔普〕賢行儀軌品」という章があり、寂天はその著述にあたって『行願讃釈』を参照

していたのかもしれない。なおツォンカパ著『道次第大論』「小士と共通した道・業果を信

ずる」の「四力により治浄する仕方」にも教証の一致が確認できる（Cf.ツルティム、藤仲〔2005〕
pp.242-243）30）。『行願讃釈』v.38と『道次第大論』前掲箇所は内容的にも極めて一致する。

藤仲孝司氏にお聞きしたところ、ツォンカパは『行願讃釈』略釈系統の作者問題について言

及はしていないし、後続するゲルク派論師たちによる『道次第大論』末書にも言及はないそ

うである。

7-3.毬の譬えの用例

・チベット訳安慧作『大乗荘厳経論復註』（mDo sde rgyan gyi ’grel bshad, 

D.no.4034,Mi46b1ff.;P.no.5531,Mi50b3ff.）Cf.サンスクリット本cp.3,v.8（種姓品）

「（Mi.46a6）de nas kyang ni myur du thar / / zhes bya ba la nyan thos dang rang sangs rgyas kyi rigs 

can dang / rigs med pa dag gis mtshams med pa la sogs pa’i las byas na ni sems can dmyal ba’i tshe’i 

tshad kyis bskal pa（P.par）ma zad kyi bar du dmyal ba la sogs pa ngan song gi（Mi.46a7）gnas na 

gnas par ’gyur la / byang chub sems dpa’i rigs can rnams kyis mtshams med pa la sogs pa’i las byas 

na dmyal ba’i tshe’i tshad zad zad（P.N.zad）du mi ’dug gi dus cung zad cig ’dug nas de nas kyang 

sems can dmyal ba’i gnas nas myur du thar bar ’gyur te / ’di ni legs pa（Mi.46b1）gnyis pa’o / / de 

yang dper na rgyal po Ma skyes dgra lta bu mtshams med pa lnga byas kyang rigs kyi mthus sems can 

dmyal ba’i sdug bsngal dar gyi pho long bsdams（P.N.bsdabs31））pa tsam zhig myong ba lta bu’o / /」

（「そこ（悪趣）からも速やかに解脱する」ということについて、声聞と独覚の種姓を持

つ者と、無種姓の者たちが、無間等の業を作ったならば、有情地獄の寿命の量をもって

劫が尽きなかった間には、地獄等々の悪趣の住処に住することになる。菩薩の種姓を持

つ者たちが無間等々の業を作ったならば、地獄の寿命の量が完全に尽きたことにおいて、

〔地獄には〕居ないのだが、ほんの僅かな時間居てから、そこからも〔すなわち〕有情
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た毬が地面に触れるやいなや瞬時に跳ね返る、その「瞬間性」を表現したものである。

7-1.伝陳那釈『行願讃釈』v.38（Cf.中御門〔2011〕〔2014〕）

〔1-1-7.意業の浅深と果報の出方、因果の道理〕

　ある者がこのように〔言った〕。

【小と中との諸罪業は、懺悔等の力によって修治されると思うならば、五無間等々のあ

らゆる重〔罪業〕の全てについて、どのように滅尽するだろうか。】

　ということ（zer ba）もある。この答えとして、

【無間〔業〕を作ったアジャータ・シャトゥル（阿闍世）王等は、小、中、大という思（意

楽）の段階に応じて、阿鼻地獄（無間地獄）に、小の〔劫〕（chung ngu）、あるいは少

の〔劫〕（nyung ngu）、あるいは半の（phyed ngu）劫の間、住するであろう。それらよ

り後に、強い後悔の炎〔の熱に〕により干上がった〔ほどの〕心によって後悔し、懺悔

した力が、その業を弱めた。毬をつい〔て、跳ね返った〕ほどの〔僅かな〕時間ほどに、

苦果を経験した。】

　とお説きになったならば、それはどうしてそれほどによっても、諸業は根本から生ずるこ

とにならないのか、〔そのように〕なるであろう〔と述べる〕。

　　【一体、一本の藁を刈りとったことによって、全ての藁を刈りとったことになるのか。】

ということを〔世親師は『倶舎論』に〕お説きになった。

7-2.『行願讃釈』v.38が出す「毬の譬え」に見る著者像

　「毬の譬え」は、五逆罪とそれからの救済をテーマとして、阿闍世王のエピソードを出す

点から浄土教とも関係するが、先ずはこの「毬の譬え」が、清弁（500-570 ca.）による『思

択炎』27）やマハーマティ著『親友書簡の註釈』にも、ナンダ、アングリマーラ、阿闍世王

という代表的な罪人を出し、説かれる点を指摘しておこう 28）。ちなみに阿闍世、五逆罪、

墜地獄を出す｢毬の譬え｣の用例を探ると、その説かれ方は大きく二通りがあるようである

（個々の用例は後述）。

・業論の譬え（業は無駄にならない）

・菩薩の大きな徳の譬え（菩薩は地獄から瞬時に出る）

　『行願讃釈』v.38の用例は前者であり、『思択炎』の用例も同じである。後者の用例の代表

的なものには安慧作『荘厳経論釈』がある。教証の淵源を探ると、以下に挙げるように『阿

闍世王問五逆経』もしくは『増一阿含経』「力品」が考えられる。そこに求められる伝承が『行

願讃釈』作者に伝承されて、『行願讃釈』v.38の記述が生じたと考えられる。

　さて共に「業論の譬え」を出す『行願讃釈』と『思択炎』の前後関係については、双方に

出る「四力懺悔」の説かれ方が手がかりになる。以下に要点を整理する。

・『行願讃釈』略釈は、『説四法経』を出さないが、四力懺悔の祖型を出す。

・『思択炎』は、『説四法経』を出して、四力懺悔の定型を出す。
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　久間泰賢氏は「ディグナーガの思想大系を構成する主な要素として、（一）唯識、（二）外

界実在論（経量部）、（三）論理学の三つが挙げられる。」22）という。本作との関係でいえば、

このうちの「（一）唯識」については、⑥に所取と能取を断つこと（二分別の対治）が説か

れる点、「（三）論理学」については、⑥に陳那の現量の定義である「分別を離れるこ

と」23）が説かれる点が、特に関係がある。⑤は、唯識派が解明した無住処涅槃が明示的に

説かれる点で、関連がある。

　これらを勘案すると、本作は陳那の著作として矛盾はないようである。⑥は本作に出る重

要な思想的部分でもあるので、以下に対応箇所の試訳を挙げる。すなわち、

「主〔である文殊〕は無始の太陽の遊戯によって昼夜、出現なさる。〔解脱の法の〕義を

明らかになさるお言葉によって、所取（gzung）と能取（’dzin pa）を断った 24）。〔そう

した〕空性の直接知覚（mngon sum）のとおりに、お言葉の自在を示される。分別以外

のもの、輪廻といわれるものは、何も〔実体としては〕無い。分別それを離れたのだか

ら、〔文殊よ〕あなたは涅槃した。」

とある。現量（直接知覚）のあり方として、所取と能取を離れた般若波羅蜜を象徴する、文

殊の存在が期待されたのかもしれない。

　また『行願讃』と『行願讃釈』に極めて関係の深い仏典に、『大宝積経』に所収される『文

殊師利仏土厳浄経』があり、そこには文殊の名前を念じることが説かれる。これは本作の⑤

の箇所にも、「試訳：あなたのお名前を念じることによって、地獄の者の血と脂が無く、干

上がったので、それらの光が寂静となる」と説かれることと共通するので、本作の著者像を

考える上での手がかりになるかもしれない。

7.『行願讃釈』v.38が出す「毬の譬え」　－著者の年代に関する提言⑤－

　大乗経典における、罪の滅尽を扱った代表的なものに『阿闍世王経』がある。いわゆる「王

舎城の悲劇」、阿闍世王による父王の殺害を題材とした物語である。罪の滅尽自体は、例え

ばアングリ・マーラの説話が存在するように、各別に珍しいものではない。しかしこの問題

を扱う際に、『阿闍世王経』には従来の仏典にはない視点が示される。すなわち罪をめぐる

議論の中で心性本浄説や空性を用いて、悪業の滅尽が説かれるのである。大乗的な議論と言

い得よう。しかしいくら空性説を持ち出したからといって、一足飛びに罪が帳消しになるの

はおかしいのではないか、そんな意見の提出も十分に想定できよう。これに対する答えとし

て、『行願讃釈』には伝統的な業果思想（自業自得、善因楽果、悪因苦果）に抵触しない罪

の滅尽が説かれる。広大な普賢行願の力を示す一つの例示かと思われるが、その具体例が「四

力懺悔」である。厳密にいえば『行願讃釈』はその萌芽（Cf.v.38）25）を示すのみであるが、

後世には『説四法経』（和訳を本稿末尾掲載）との融合をもって四力懺悔は周知されるよう

になる 26）。

　さてここではそのv.38釈の〔1-1-7.意業の浅深と果報の出方、因果の道理〕に出る「毬の

譬え」の考察を行い、『行願讃釈』の著者像を探ってみたい。なお「毬の譬え」とは、つい
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には「『世尊、文殊 21）の讃』。論理学者たち（rtog ge pa rnams）の頭上の摩尼たる、親教師

陳那がお作りになったものが終わった。」とある。チベット訳からの現代語訳や集中的な研

究は確認されない。本讃の構成とその概要を示すと以下のとおりである。

①　翻訳者による文殊への帰敬偈

②　文殊の不可思議な神変への讃歎

スメール山を振動させ、大海の水を爪の先端で取り出し、縁のない虚空の領域を一踏み

で押さえつけることが可能なほどの、文殊の神変が讃歎されている。こうした神話的な

話の出典を他の文殊系仏典に探ったが、直接的な記述の根拠を見いだすことはできな

かった。

③　文殊の普門示現

教化対象者に応じて変化する、文殊の教化活動が説かれている。「ある者においては、

完全に仏に成ってから法輪を転ずる。ある者においては、余りない煩悩が没したことに

よって、寂静の真実を教示する。」などという。文脈が定かではないが、「赤い掌は太陽

をくらます。ある者においては阿修羅の吉祥」などともいう。いわゆる「ラ―フ」への

言及なのかもしれない。

④　著者による文殊への帰敬（二偈）

「在家者、禁戒者、梵行者、常に智慧を具える者〔であり〕、童子の姿を持った衆生の父

上〔、すなわち〕文殊に敬礼します。〔四〕無畏と〔十〕力があり、牟尼の映像を得た

と等しい者、〔香〕粉、眼薬と等しいこの〔者〕、〔文殊よ〕あなたに帰依いたします。」

という。

⑤　著者による文殊への讃歎

全体の約半分の分量がこの段を占める。記述の裏付けが他の仏典から取りづらいことや、

本作にはチベット訳しか知られていないことから、読解にあたり特に難解な箇所である。

内容としては、文殊が無住処涅槃の状態に居る点、最高の中道の体現者である点、智慧

が成就している点、童子の姿をした美しい者である点、魔の力を摧破する点、名号に功

徳がある点などが説かれて、文殊への讃歎が繰り返される。

⑥　正宗分といえる部分であり、思想的内容を示す部分

本作の思想的内容を出す中核の部分である。著者像を探る上では極めて重要な箇所。こ

の点については後述する。

⑦　流通分といえる部分

文殊には無量の功徳があるが、本作はその一部分を述べたに過ぎない点、そしてこの『文

殊讃』によって福徳が増し、その讃を述べることによって衆生が円満に住することが祈

願される。

⑧　奥書
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6.略釈系統の著者と文殊信仰　－著者の年代に関する提言④－

　先ずは『普賢行願讃』自体が、成立上、文殊菩薩と関係が深い点を確認しておこう。現存

する『普賢行願讃』の最古の漢訳は、東晋仏陀跋陀羅訳『文殊師利発願経』（『大正蔵』10、
no.296）である。これは『大宝積経』にも所収される『文殊師利仏土厳浄経』の一節（普覆

王誓願＝文殊の前世者が立てた永続的な菩薩行の誓願）を素材とし、それを経名にまで反映

させて、編纂されたものである。この点については、『普賢行願讃』の題名に出る「普賢行」

自体が固有名詞「普賢菩薩」の行ではなく、文殊菩薩の誓願行を「普く賢れた行」と読み替

えた点が、『行願讃釈』から知られる。このように『普賢行願讃』は文殊信仰と極めて関係

が深い仏典である。

　この点を前提として、略釈系統に名前を残す論師の中から文殊信仰を有していた者を挙げ

れば、陳那（480-540 ca.）の存在が注目されよう。陳那には先に示したとおりチベット訳に

文殊への讃があるし（Cf.D.no.2712,P.no.3536）、ダルマキールティ（600-660 ca.）の注釈者で

あるダルモッタラ（750-810 ca.）の『量決択注』には陳那の文殊信仰が記録されている 18）。

これを素材としてチベットの『プトン仏教史』「陳那伝」は作られ、同じく『ターラナータ

仏教史』「陳那伝」には、彼は密教の明呪を成就して、自在に文殊の姿を目の当たりにし、

望む法を聴聞した様子が伝承されている 19）。

　陳那は論理学、文法学、弁論術に精通することが知られ、それらを論戦の場で用いていた。

その意味では、無著や世親が弥勒と関係が深いのに対して、陳那は「智慧」を象徴する文殊

と関係が深いのも頷けよう。

6-1.陳那の文殊信仰　－『聖、文殊瞿沙讃』の解題－

　さて次に、先に【チベット大蔵経に出る陳那作とされる讃】の中で紹介した『聖、文殊瞿

沙讃』の解題を行う。論理学の大巨匠とされる陳那であるが、文殊への信仰を持った彼の一

面を確認してみたい。

『聖、文殊瞿沙讃』解題

　書名の日本語訳は『聖者である文殊（マンジュゴーシャ）の讃』。チベット訳名は ’Phags 

pa ’Jam dpal dbyangs kyi bstod pa、サンスクリット名は*Ārya-Mañjughos
4

astotra。原典は散逸

しており、現時点ではチベット訳が知られるのみである。著者は陳那（480-540 ca.）、翻訳

者 は シ ュラ ッダ ーカ ラ ヴ ァル マ と リ ン チ ェン サ ン ポ（A.Phyogs ki glang po、Tib.

Śraddhākaravarma,Rin chen bzang po）とされる。漢訳の存在は報告されていない。チベット

訳の刊本所在として、デルゲ版と北京版を代表として示すと、D.no.2712,Nu79a3-b7;P.

no.3536,Nyu96b2-97a7である 20）。ペチャ約一葉（二頁）の、文殊に対する極めて短い「讃」

（Skt.stotra）である。なお『プトン仏教史』の中に当讃への言及は見られない。刊本の冒頭

には「インド語でĀ rya Ma nyju gho s
4

ha sto tra、チベット語で ’Phags pa ’Jam pa’i dbyangs kyi 

bstod pa（聖者文殊の讃）。文殊法王子に敬礼します（翻訳者による帰敬偈）。」とあり、末尾



51

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（Skt.*Miśrakastotra）を著作する程なので、彼が『四百讃』を引用する可能性は十分に考え

られるのである。以下参考までに、チベット大蔵経中に残される陳那作と伝承される讃（sto-

tra）の諸作品を整理して紹介しておく。なお、大竹晋氏は陳那作『仏母般若波羅蜜多円集

要義論』に対するトリラトナダーサ（三宝尊）作『仏母般若波羅蜜多円集要義釈論』の解説

を述べる箇所で、陳那作とされる『讃』の伝承を巡り、ターラナータ（1575-1634）の伝承

について批判的検討を加えている 16）。

【チベット大蔵経に出る陳那作とされる讃】

・『雑讃』（Tib.Spel mar bstod pa zhes bya ba,Skt.*Miśrakastotra-nāma）
D.no.1150,Ka181a2-193b4;P.no.2041,Ka214a1-228a3　A.D.Macititra,P.Mitracit

4

a〔Mātr
4

cet
4

a〕,Phyogs 

kyi glang po、T.Kumārakalaśa,Bsod nams bzang po

Cf.岡 野 潔『 イ ン ド 仏 教 研 究 史5:仏 教 詩 人Mātr
4

cet
4

aの 著 作 の 研 究 史 』Mātr
4

cet
4

aの 著 作
3.Śatapañcāśatka-stotra－百五十讃（Prasādapratibhodbhava信心による弁才の所産）（同氏によ

るホームページhttp://gdgdgd.g.dgdg.jp /より）

「一百五十讃はDignāga（陳那）によって増広されて、Miśraka-stotraが作られた。この増

広は samasyāpūran
4

aという作詩法17）によるもので、一百五十讃の各詩節の上に1詩節づ

つ加えてゆく作り方で作品を増広する。Miśraka-stotraはチベット訳のみが残されている。

さらに義浄によれば釈迦提婆（Śākyadeva）が、あるいはNandipriya註（チベット訳）

での引用によればŚākya blo（Śākyabuddhi）が、Miśraka-stotraの上に更に各1詩節づつを

加えて、約450詩節から成るMiśraka-miśraka-stotraを作ったという。しかしこれはチベッ

ト訳でも残されていない。」

　なお、この陳那釈と伝承されるMiśraka-stotraについては、Bailey〔1951〕pp.26-27が諸本

を 比 較 し な が ら、「（i）The title of the Hymn.」「（ii）The division into sections」「（iii）The 

numbering of verses」という三点から紹介している。書誌的な面からの言及であり、内容や

著者の信憑性に関わる議論は行われていない。

・『無辺功徳讃註釈』（Tib.Yon tan mtha’ yas par bstod pa’i ’grel pa、Skt.*Gun
4

āparyantastotra-

t
4

īkā）D.no.1156（=D.no.4560）,Ka200b1-203a1;P.no.2045（=P.no.5474）,Ka229b2-234a6　A.Phyogs 

ki glang po、T.Sarvajñādeva,Rin chen mchog、D.R.Dpal brtsegs Raks
4

ita

・『無辺功徳讃義頌』（Tib.Yon tan mtha’ yas par bstod pa’i don gyi tshig le’ur byas pa、
Skt.*Gun

4

āparyantastotrapadakārikā）D.no.1157（=D.no.4561）,Ka203a1-203b1;P.no.2046（=P.

no.5475）,Ka234a6-237a4 A.Phyogs ki glang po、T.Sarvajñādeva,Rin chen mchog、R.Dpal brtsegs 

Raks
4

ita

・『聖、文殊瞿沙讃』（Tib.’Phags pa ’jam dpal dbyangs kyi bstod pa、Skt.*Ārya-Mañjughos
4

astotra）
D.no.2712,Nu79a3-b7;P.no.3536,Nyu96b2-97a7、A.Phyogs ki glang po、Tib.Śraddhākaravarma,Rin 

chen bzang po
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して説くのだが、〔彼らは〕多くの相として了悟した。

　『〔仏は〕僅か自分だけに説明する』と〔衆生は〕思う。一切衆生はそのように了悟す

る。その稀有より大きなことがあろうか。そのように未曾有なことが少しでもあろうか】）

・『行願讃厳賢釈』（D.Nyi242b7ff.;P.Nyi276b6ff.）
de skad du / mos pa du ma / dang ldan pa / / mang po nye bar ‘khod pa la / / gsung gcig bka’ ni bstal 

mod kyis（P.bka’ stsal ni smos kyi）/ / du ma gcig tu gda’ ba ste / / ’di dag kho na’i ched yin zhes / / 

’gro ba kun gyis rtog（P.rtogs）pa gang / / de la（P.las）ya mtshan che ci mchis / / de la（P.las）
ngo mtshar ci zhig mchis / / zhes gsungs so / /

（このように〔ある〕。〔すなわち〕【多くの信解を具えた者がいる。〔その〕近くに坐す

多くの者に、〔仏が〕一音のお言葉をお与えになったとしても、多くのことが一〔時〕

にあり（du ma gcig tu gda’ ba ste）、彼らは『〔自分〕だけのためである』といって、一

切の衆生によってそのことが証得される。一体このことよりたいそう稀有なことがあり、

このことより稀なことが少しでもあるのか】とお説きになった。）

・『行願讃智軍釈』（D.Jo198a7ff.;P.Cho234a2ff.）
Sangs rgyas la bstod pa las /

mos pa du mar ldan pa’i ’khor / / mang po ’dun bar gyur ba la / / gsung gcig brjod pa mdzad mod kyi / 

/ rnam pa du mar go gyur pa / / bdag gi ched du snyam na yang / skye bo kun gyis khong du chud / / 

rmad byung de las che ci yod / / de las ngo mtshar che ci yod / /

（『仏讃』（Sangs rgyas la bstod pa）には、

【多くの信解を具えた眷属は、意欲したし、〔仏は〕一つのお言葉を述べなさるが、〔彼

らは〕多くの相として了悟した。

　『〔仏は〕私のために〔お説きになった〕』と思っても、一切の人が了解する（khong 

du chud）。この希有より大きなことがあろうか。これより大きな稀有があろうか】）

　マートリチェータ作『四百讃』（5.21-22）のチベット訳（Cf.Hartmann〔1987〕p.183,§5.21-

22）は以下である。ここに対応するサンスクリットは一部を除いて回収されていない。
mos pa du ma dang ldan pa / / mang po ’khod par gyur pa la / / gsung gcig bka’ ni stsal ba las / / du 

ma lta bur snang ’gyur te / /（5.21）　kun gyis ’di ni bdag gi ched / / kho na’o snyam du go ba gang / 

/ de las ya mtshan che ci mchis / / de las ngo mtshar che ci mchis / /（5.22）

（多くの信解を具えた者がいる。〔その〕坐した多くの者に、〔仏が〕一音のお言葉をお

与えになると、多のごとく現れる（5.21）。皆は、【これは自分のためだけである】と心

に了悟する。一体このことよりたいそう稀有なことがあり、このことよりたいそう稀

なことがあるのか（5.22）。）

　上記の略釈四作の中では厳賢釈が最も良く対応するが、彼の伝承自体が未詳であるため、

ひとまず考察の対象から省く。そうすると、残る人物の中からは注目は陳那に集まる。彼は

マートリチェータ作『百五十讃』（Skt.Śatapañcāśatkastotra）に対する注釈として、『雑讃』
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5.マートリチェータ作『四百讃』（5.21-22）を引用する略釈　－著者の年代に関する提言③－

　いわゆる｢一音説法｣への言及に際して『行願讃陳那釈』v.30には「聖教」（Tib.lung）、『行

願讃智軍釈』v.30には『仏讃』（Tib.Sangs rgyas la bstod pa）という名称のもと、同一の出所

未 詳 の 引 用 が 出 る。 調 査 の 結 果、 そ れ は マ ート リ チ ェータ 作『 四 百 讃 』（Skt.

Vārn
4

ārhavan
4

astotra）（5.21-22）とほぼ一致することが分かった 14）。ちなみに著者であるマー

トリチェータ（2c.ca.）は、『四百讃』のことを『仏讃』（Skt.Buddhastotra）とも呼んでい

る 15）。

　さて以下に『行願讃龍樹釈』、『行願讃世親釈』、『行願讃陳那釈』、『行願讃厳賢釈』、『行願

讃智軍釈』の対応箇所を示す。

・『行願讃龍樹釈』（D.Nyi172a5ff.;P.Nyi199b6ff.）
de skad du yang / / mos pa sna tshogs can gyi ni / / ’khor mang rnams ni gnas pa la / / gsung gcig bka’ 

ni stsal pa na / / gsung rnams du mar go ’gyur zhing / / nga yi ched du yin no zhes / / skye bo kun gyis

（P. gyi）rtogs ’gyur gang / / ’di las ches rmad ci yod de / / ’di las ches mthsar ci zhig yod / / ces gsung 

pa dang /

（このようにも〔ある〕。〔すなわち〕【種々の信解を具えた〔ここに〕居る多くの眷属た

ちに、一音のお言葉を宣べられたならば、〔彼らは〕多くのお言葉として了悟するであ

ろうし、『私〔だけ〕のためである』といって、一切の人が分別することになる。これ

よりたいそう稀なことがあり、これよりたいそう稀少なことが少しでもあるのか】とお

説きになった。）

・『行願讃世親釈』（D.Nyi260b1ff.;P.Nyi297b1ff.）
de bzhin du yang gsungs pa / de’i phyir ngo mtshar mi che ste / / ’di ni shin tu ngo mtshar che / / mang 

po nye bar ’dug pa la / / gang de mos pa’i dbang gis ni / / tshig gcig gi（P.gis）ni bshad pa yang / / du 

ma nyid du mtshan nas ni / / bdag nyid la ni ston to zhes / / skye bo mang pos go bar ’gyur / / zhes so / /

（〔仏は〕このようにもお説きになった。【それゆえ稀有は大ではない〔が〕、これはたい

そう大なる稀有である。近くに居る多くの者に対して、彼は信解の力によって、〔仏が〕

一句で説明しても、多として表れ、『自分〔だけ〕に示される』と、多くの人は了悟す

るでしょう】という。）

・『行願讃陳那釈』（D.Nyi192a1ff.;P.Nyi221b7ff.）
lung las kyang ’di skad du gsungs te / / ’khor bar ’khor ba mang po rnams / / dad pa’i rnam pa sna 

tshogs la / / gsung cig tu ni bshad mod gyi（P.gyis）/ / du ma’i rnam par go bar gyur / / bdag la nyi 

tsher ’chad do snyam / / ’gro ba kun gyis ji ltar go / / ya mtshan de las ci zhig che / / de ltar ngo mtshar 

ci zhig yod pa ’di lta ste（P.ci zhig yod / / ’di lta ste /）/ /

（聖教にもこのようにお説きになった。

【生死流転する、種々の信の相〔を持つ、〕多数の者に対して、〔仏は〕一つのお言葉と
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　　ihaiva pratyayas tena kartavyah
4

 s
4

ūnyatām
4

 prati / /〔5,280〕

　　（試訳：仏が説いた深密に対して疑いが生じるその者は、今ここで空性を信ずべきである。）

・チベット訳

　　sangs rgyas kyis gsungs gyur la / /

　　gang zhig the tshom skye ’gyur ba / /

　　de yis stong pa nyid bsten te / /

　　’di nyid kho nar yid ches bya / /〔5,280〕

・漢訳 10）（「破見品」第4,v.5）

若於仏所説　深事以生疑　可依無相空　而生決定信

4.1.略釈著者と『四百論』

　以下に、各略釈と『四百論』の関係について私見を述べる。

・龍樹（150-250 ca.）

　チベットにおいて中観派の龍樹自註とされている『無畏註』には、『四百論』の偈頌を引

用しつつ「大徳聖天」の作としている。この点について、例えばツォンカパ（1357-1419）

は『レクシェーニンポ』において、そうしたことはあり得ないと指摘する 11）。師匠が弟子

の著作を使用することは一般的にあり得ない。同様のことが『行願讃龍樹釈』に生じている

ので、「龍樹作」は伝承としては存在するが、それを直ちに中観派の龍樹作とは認めること

は困難であろう。密教の龍樹が注釈した可能性は残されている。

・世親（400-480 ca.）

　吉蔵『百論序疏』は、提婆菩薩造、婆薮開士釈、鳩摩羅什訳『百論』（『大正蔵』
30,no.1569）に出る「婆薮開士釈」を『倶舎論』の「世親」と理解している（Cf.大竹〔2013〕
pp.22-23）。しかし ibid.,p.26によって、そもそも吉蔵『百論序疏』自体が「こんにちの学界

において信頼性が疑われている」点、そして「鳩摩羅什の弟子である僧肇『百論序』

（T.30,167c-168a）12）は婆藪の素姓について何も触れていない。婆藪をヴァウバンドゥと同視

するのは『百論序疏』や智顗・灌頂『妙法蓮華経玄義』巻六上（T33,752b）の頃からである。」

と指摘されるごとく、「婆薮開士釈」を『倶舎論』の「世親」に直ちに結びつけることには

無理がある。

　また唯識派の中で、中観派の主要テキストに依って著作活動を行うのは安慧（Sthiramati.6c.

ca.）の頃からとされている 13）。

　以上、「世親作」は伝承としては存在するが、それを直ちに『倶舎論』の世親の作と認め

ることは困難であろう。

・陳那（480-540 ca.）

　陳那は、彼に先行する中観派の諸師のテキストに依って注釈を著作しなかったし、彼の著

作の中には中観派のテキストの引用は見られない。この点は『行願讃陳那釈』には『四百論』

の引用が見られないことと符号する。
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を『行願讃』の漢訳年時から指摘しておく。

　『行願讃釈』を『中論』の龍樹（150-250 ca.）、『倶舎論』の世親（400-480 ca.）の著作と

すると、原拠『行願讃』の年代や、その引用仏典との関係上、矛盾が生じるのである。『行

願讃』の古層を伝える、420年訳出の東晋仏陀跋陀羅訳『文殊師利発願経』（『大正蔵』
10,no.296）は四十四偈頌から成り、その発展形態を示す唐不空訳『普賢菩薩行願讃』（『大正

蔵』11,no.297）と唐般若訳『大方広仏華厳経（四十華厳）』「普賢広大願王清浄偈」（『大正蔵』
10,no.293）は六十二偈頌の系統である。現存するサンスクリット本やチベット訳も同じ六十

二偈頌の系統である。龍樹や世親が『行願讃釈』を著述したとすると、彼らの年代からして

少なくとも四十四偈頌版相当の『行願讃釈』が残されたはずだが、現行の『行願讃釈』は何

れも、発展形の六十二偈頌版に相当するのである。つまり『行願讃龍樹釈』と『行願讃世親

釈』は、龍樹と世親の著作としては疑わしい。

4.聖天著『四百論』（5,280）を引用する略釈　－著者の年代に関する提言② 9）－

　『行願讃釈』略釈v.28には中観派の聖天作『四百論』からの引用が見られる。以下に『行

願讃龍樹釈』、『行願讃世親釈』、『行願讃厳賢釈』に見られる『四百論』（5,280）の対応箇所

を示す。なお『行願讃陳那釈』に限って、その引用は見られない。

・『行願讃龍樹釈』（D.Nyi171b4;P.Nyi199a4-5）

　　sangs rgyas kyi（P.kyis）gsung lkog gyur la / /

　　gang zhig the tshom skyed byed des / / 

　　’di nyid du ni stong nyid la / /

　　yang dag par ni yid ches bya’o / /

・『行願讃世親釈』（D.Nyi260a2;P.Nyi296b8-297a1）

　　lkog don sangs rgyas kyi gsungs la / /

　　gang blo the tshom skye ’gyur ba / /

　　des ni ’dir ni yid ches pas / / 

　　stong pa nyid la rab tu bya / / 

・『行願讃厳賢釈』（D.Nyi242b1;P.Nyi276a5）

　　gang zhig snags rgyas kyis bshad pa /

　　lkog tu gyur ba dag la ni / / 

　　the tshom skye ba de yis（P.yid）’dir / /

　　stong pa nyid du yid ches bya / /

　『四百論』を注釈した月称の著作（Skt.Bodhisattvayogācāra-catuh
4

śataka）から対応サンスク

リット文とチベット訳（Cf.Suzuki〔1994〕pp.248-249）、それに漢訳を加えたものは以下で

ある。

・サンスクリット文

　　buddhoktes
4

u paro’ks
4

es
4

u jāyate yasya sam
4

śayah
4

 / 
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一四、Miśraka-stotra.（東北目録No.1150）

宇井先生は「雑讃」と訳しておられる（本書一九ページ）。

一五、Gun
4

āparyanta-stotrapada-kārikā.（東北目録No.1157）

一六、Gun
4

āparyantastotra-t
4

īkā.（東北目録No.1156）

一七、Ārya-mañjughos
4

a-stotra.（東北目録No.2712）

　このようにディグナーガの著作としてはなお検討すべき問題を多く残し、真作か偽

作かを想定するだけでも容易ではない。（中略）」

このように中村氏によっても「真作か偽作かを想定するだけでも容易ではない」といわ

れた『行願讃陳那釈』である。その著者像についての考察は一定の意義があると考える。

なお最近、サンスクリット本『行願讃釈』の写本の存在が報告されたようである（この

写本自体については筆者未見）。これによって研究の進展が期待されよう。著者はチベット

訳の『行願讃』略釈四作と、広釈一作、チベット撰述釈二作（智軍釈、チャンキャ二世釈）

を読解し終えた立場から、主にチベット資料に基づきこの問題について考察を行う。

2.引用仏典からみる『行願讃釈』の傾向

以下は略釈系統の『行願讃釈』を代表して、『行願讃陳那釈』が出す引用仏典、並びに下

敷きとなった仏典の一覧である。略釈系統のうち残る『行願讃龍樹釈』、『行願讃世親釈』、『行

願讃厳賢釈』についても引用仏典は共通する。ただし大きな相違点として、『行願讃陳那釈』
v.28に限っては聖天作『四百論』を挙げない。その他、問題となる諸点については以下に個

別的に扱う。なお引用仏典の傾向から、著者像を特定することは困難である。

v.2 『聖求経』（＝『律蔵』「大品」）

v.27 『華厳経入法界品』第二十二善知識＝ヴァイラ、『同』第十七善知識＝アナラ王、
『同』第五十善知識＝シュリーマティ

（v.28） 聖提婆作『四百論』

v.29 『如来秘密不可思議経』、△『三昧王経』→『大乗荘厳経論』『摂大乗論』にも趣
意は確認できる。

v.30 マートリチェータ作『四百讃』、『華厳経入法界品』「聖者弥勒解脱」
vv.36-37 『華厳経浄行品』、『勤授長者会』

v.38

『業報差別経』、『マイトゥラカンヤカ譚』、『スーカリカー・アヴァダーナ』、『浄
業障経』、『聖如来蔵経』、『優波離所問経』、『入法界品』、『金剛般若経』、出典未
詳（『増一阿含』／『阿闍世王問五逆経』8））、世親作『倶舎論』「賢聖品」、『ディ
ヴヤアヴァダーナ』等、世親作『倶舎論』「賢聖品」

v.44 『文殊師利仏土厳浄経』（『大宝積経』）

3.原拠『普賢行願讃』と『普賢行願讃釈』の関係　－著者の年代に関する提言①－

　略釈系統に名を残す龍樹と世親については、著者像としては疑わしい。ここでは、その点
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厳賢 4）（rGyan bzang po）がお造りになった註疏（t
4

ī ka）、〔合わせて〕四釈の内容（don）

と、折々に和上たちから聞いたものと、経典（mdo sde）に出ているものも結合させて、

注釈（bshad pa）が語釈しやすいよう（bshad pa brda phrad sla bar）備忘録とした 5）もの

が完成した。」6）

　この記述からは、9世紀初頭の智軍の時点で複数の『行願讃釈』が存在しており、それら

を統合して「注釈が語釈しやすいよう備忘録としたもの」の作成、いわば講釈を念頭におい

た内容の整理が意図されていたことが分かる。原典とその著者については議論されていない。

さて次に、この著者問題を考察する上で、その前提を確認しておこう。そもそも略釈系統

の著者像が問題となるのは、後代の『ダツェパ増補目録』（1362年）において、『行願讃智

軍釈』と『デンカルマ目録』に出る「基本三釈」に、『行願讃龍樹釈』と『行願讃世親釈』

が加わって以降である。9世紀初頭の時点では、覚称（『行願讃智軍釈』）と徳光（『デンカ

ルマ目録』）による未詳釈は除いて、略釈系統の著者としては、「基本三釈」のうち陳那と厳

賢が出るのみである。その両者のうちでも、「軌範師陳那」の列挙が優先されており、同様

に後続するチャンキャ二世作『行願讃釈』でも「陳那」の列挙が優先されている。こうした

諸点から、原著者として先ずは陳那の妥当性を確認する必要が生じてくる（厳賢が不詳であ

る点は註4を参照）7）。

この陳那（480-540 ca.）には、義浄（635-713）によって「陳那の八論」と云われた、『観

三世論』『観総相論』『観所縁論』『因門論』『似因門論』『因明正理門論』『取因仮設論』『集

量論』が知られ、その他、『集量論自註』『倶舎論註精要灯』『般若波羅蜜多円集要義論』が

存在する。これら以外にもチベット訳によってその存在が知られたものがある。その一つが

『行願讃陳那釈』である。

ここで『行願讃釈』の先行研究について確認すると、近代仏教学以前の研究を含めてほ

とんど研究が行われていない。その意味において『行願讃釈』初訳（趣意訳）を出され、こ

の典籍研究のパイオニアとなられた月輪賢隆氏には、ただ敬意を表する以外にない（Cf.月

輪〔1966〕）。その月輪氏が「到底別人の作とは思えない」と述べた略釈四作である。研究が

開始された当初より、その著者像については疑問が持たれていた。

続く1975年には、宇井伯寿『陳那著作の研究』（（大乗仏教研究七）岩波書店）が刊行され、

この末尾（p.360）に掲載された、中村元氏の「解説」に僅かに『行願讃陳那釈』が紹介さ

れている。以下のとおりである。

「なお以上のほかに次の諸書もディグナーガに帰せられているが、それらはチベット訳

のみ存する。

一三、Samantabhadracaryā-pran
4

idhānārtha-sam
4

graha.（東北目録No.4012）

『普賢行願讃』の解説書である（月輪賢隆『仏典の批判的研究』百華苑、昭和四一年六月、

四八六－五一四ページ）
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rdzogs so / / / / Kha che’i mkhan po Thig le bum pa dang / sgra sgyur〔182a1〕/ / gyi lo tsā ba 

chen po Śā kya’i dge slong Blo ldan shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa’o / /」

・陳那釈　Kun tu bzang po’i spyod pa’i smon lam gyi don kun bsdus

D.no.4012,Nyi182a1-201a4;P.no.5513,Nyi211a2-231a5　A.Phyogs kyi glang po　T.欠

「奥書（D.Nyi.201a3-4;P.Nyi.231a5）’Phags pa〔201a4〕bZang po spyod pa’i smon lam gyi 

rgyal po’i bshad pa / slob dpon Phyogs kyi glang pos mdzad pa rdzogs so / /」

・厳賢釈　’Phags pa bzang po spyod pa’i smon lam gyi rgyal po’i rgya cher ’grel pa

D.no.4014,Nyi234a4-252b4;P.no.5515,Nyi267a7-288a3　A.rGyan bzang po　T.Jñānagarbha / Ska 

ba dpal brtshegs

「奥書（D.Nyi.252b4; P.Nyi.288a2-3）’Phags pa bZang po spyod pa’i smon lam gyi rgyal po’i 

rgya cher ’grel ba slob dpon rGyan bzang pos mdzad pa rdzogs so / / / / rGya gar gyi mkhan po 

Dznya na garbha dang Zhu chen gyi lo ts’a ba ban de ka ba dpal brtsegs rakshi tas bsgyur te btan 

la phab pa’o / /」

・世親釈　’Phags pa bzang po spyod pa’i smon lam gyi ’grel pa

D.no.4015,Nyi252b5-269a7;P.no.5516,288a3-308a8

A.dByig gnyen　T.D.Ānanda,Bhadrapāla,P.Ananta（Ānanda）,Bhadrapāla

「奥書（D.Nyi.269a7;P.Nyi.308a7-8）’Phags pa bZang po spyod pa’i ’grel pa slob dpon dByig 

gnyen gyis mdzad pa rdzogs so / / rGya gar gyi mkhan po pa nd
4 4

i ta ā（D.;P.a）tsa（D.;P.tsā）
rya Ā（D.;P.A）na nda（D.;P.nta）dang lo tsā（D.;P.ccha）ba dge slong Bha dra pā las bsgyur 

ba’o / / / /」

1.疑わしい著者像について　－『行願讃智軍釈』の立場、そして月輪賢隆氏と中村元氏の見解－

類似する『行願讃釈』略釈の著者像を考える際に基準となるものが、9世紀初頭に著述さ

れたチベット撰述『行願讃智軍釈』である。著者の智軍（Ye shes sde）とは国家事業である『翻

訳名義集』の編纂（814）に従事し、インド仏典をチベットに紹介した大翻訳師である。当

時のチベットにおける第一級の仏教者といえる。その彼には著作が三作しか残されておらず、

その寡作のうちの一作が『行願讃釈』略釈の備忘録として作られた『行願讃智軍釈』なので

ある 3）。彼にとって『行願讃釈』が重要な仏典であった点が理解できよう。

ここではその『行願讃智軍釈』の冒頭「著作の意図」、末尾「奥書」に出る書誌情報を確

認し、著者像を探る手がかりとしたい。その場合、両者の記述は共通するので、以下に【奥

書】を代表として挙げる。

【奥書】（D.Jo.213a7ff.;P.Cho.252a3ff.）

「『聖なる〔普〕賢行願讃』（’Phags pa bZang po spyod pa’i smon lam）に対する軌範師陳

那（Phyogs kyi glang po）がお造りになった釈（’grel pa）と、軌範師釈友（Shā kya ba 

shes gnyen）がお造りになった釈と、仏称（Sangs rgyas grags pa）がお造りになった釈と、
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『普賢行願讃』略釈系統の比較研究
－龍樹、世親、陳那、厳賢をめぐる著者問題－

中御門　敬　教

はじめに

　極楽往生後の利他行を説き、浄土教を大乗菩薩道として示した『普賢行願讃釈』（以下『行

願讃釈』）の著者像を巡り、六つの点（提言①～⑥）から提言を行う。

現行のチベット大蔵経には、「龍樹、世親、陳那、厳賢」を作者として伝承される『行願

讃釈』略釈が四作存在する（釈友によるものD.no.4013,P.no.5514を「広釈」と呼ぶ。内容は

略釈とは大いに異なる）。それら略釈は、構成、内容、引用経論の面で、同作といってよい

程に類似することから、仮説としては原本と考えられるものから、残り三作が何らかの形で

派生したと考えられる。本稿はその原本の著者像について考察を加えるものである。なお『行

願讃釈』の解題については紙数の関係から割愛させて頂く。その詳細は佛教大学総合研究所

編『浄土教典籍目録』（佛教大学図書館電子資料庫のデータベースから閲覧可能）を御覧頂

きたい。

　先ずは大蔵経版本、各種目録、智軍（9c.ca.）とチャンキャ二世（1717-1786）の釈、それ

らが挙げる『行願讃釈』略釈系統の著者を、それらの年代と共に整理しておく 1）。なお以下、

表中の諸典籍で一貫して支持される、陳那と厳賢と釈友によるものを「基本三釈」と呼ぶ。

大蔵経版本 （18 世紀） 陳那 厳賢 釈友 龍樹 世親

智軍釈 （9 世紀初頭） 陳那 厳賢 釈友 覚称

デンカルマ目録 （824 年） 陳那 厳賢 釈友 徳光

ダツェパ増補目録 （1362 年） 陳那 厳賢 釈友 龍樹 世親

チャンキャ二世釈 （18 世紀） 陳那 厳賢 釈友 龍樹

　　次に現行の西蔵大蔵経に所収される略釈系統四作、すなわち『行願讃龍樹釈』、『行願讃

陳那釈』、『行願讃厳賢釈』、『行願讃世親釈』の書誌情報を奥書と共に挙げれば、以下のとお

りである。2）

・龍樹釈　’Phags pa bZang po spyod pa’i smon lam gyi rgyal po chen po’i bshad sbyar

D.no.4011,Nyi163b4-182a1;P.no.5512,Nyi189b7-211a2　A.Klu sgrub　T.Thig le bum pa（K.）,Blo 

ldan shes rab

「奥書（D.Nyi.181b7-182a1;P.Nyi.210b8-211a2）’Phags pa Kun tu bzang po spyod pa’i smon 

lam gyi〔P.211a〕rgyal po’i bshad sbyar / / slob dpon Klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa 
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実として扱われる部分も実際は何らかの解釈を伴っていることが少なくないので、宗教知識教育、
宗教的情操教育、宗派教育の三分法にも限界があると指摘している（聖心女子大学キリスト教文化
研究所編 2013: 8-16）

6）ただし、道徳の教科化にあたって、A 校でも平成 31 年度以降は成績評価を実施する予定である。
7）ドベラーレ（1981=1992）によれば、世俗化概念には（1）非聖化、（2）宗教変動、（3）宗教への

関与、という 3 つの次元が存在する。（1）非聖化とは、社会の機能分化にともない宗教は他の諸制
度と並ぶ一つの制度になり、社会全体を覆う主張を失うという「社会レベル」における宗教の影響
力の低下を意味する。（2）宗教変動とは、信仰、倫理、儀礼に関して教会や教派といった宗教組織
の状態に生じる変化、あるいは組織的構造の変化をいう。すなわち、教団レベルでの変化を意味し、
宗教組織の官僚化や合理化を含む。そして、（3）宗教への関与とは、個人の行為と宗教集団への規
範的統合の度合の指標を意味する。ここでは、浄土宗関係学校としての出自を持ちながら、組織的
構造の変化により、宗教的理念の共有が薄れていくという意味で、（2）宗教変動にあたる事例とみ
てよいだろう。
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他宗派、他宗教の学校についても調査をする必要もあるだろう。しかし、有益性について

のカテゴリー化など、今後の研究の足掛かりとなる成果も得られた。これらをベースに今後

研究を進めていくことで、たんに浄土宗関係学校の宗教教育の効果の分析だけにとどまらず、

浄土宗はおろか、仏教へ親しみを持っていない若年層の教化の方策をも射程に含めた知見が

得られることが期待される。

謝辞

本研究にあたって調査にご協力くださった浄土宗関係学校担当教員のみなさまに深く感謝申
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────────────────────────────────────────
1）それ以前の「道徳」は、教育活動全体を通じて行うものとされ、国語科や社会科など個別の授業

や特別活動といった教科外活動においても道徳教育が行われるものとして位置づけられていた。今
回の教科化により、評価を通知表などに示すことが義務づけられた。しかし、これは数値での評価
ではなく、記述による評価である。

2）『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　特別の教科　道徳編』8 頁。
3）江原（2003）によれば、価値教育とは、「行動の一般的な指針として、または意思決定をしたり信

念や行為を評価する際の判断基準として使われる原則や基本的革新、思想、基準、生き方（ライフ
スタンス）を享受したり学習すること」と定義されている。

4）このうち、華頂女子中学高等学校は、東山中学校・高等学校と同一の学校法人（佛教教育学園）
であるが、設立の経緯から宗門校に分類した。ただし、浄土宗教学局の区分では、宗立校に組み入
れられている。なお、本稿では扱わないが、高等教育機関として、宗立校に大正大学、佛教大学、
宗門校に埼玉工業大学、淑徳大学、淑徳大学短期大学部、東海学園大学、京都華頂大学、華頂短期
大学、京都文教大学、文教短期大学の計 10 校（ 6 法人）がある。

5）この三分法が万能というわけではない。事実、宗教学者の藤原聖子は、宗教知識教育で客観的事
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かは分からないけれど、生きていく上で、大切なことだと思ったから。

・学習した仏教などの宗教の知識を生かせる時がいつか来ると思ったから。

むすびにかえて
以上、本稿では質的、量的調査によって、（１）浄土宗関係学校の宗教教育の実態、（２）

その実践を通じた効果について論じてきた。以下に、調査によってあきらかになったことを

記し小括としたい。

まず、宗教教育の実態であるが、履修期間や使用教科書、評価の有無、授業の進め方な

ど各校の置かれた状況によって、かなりの多様性があることがあきらかになった。一方、ど

の学校でも宗教行事が実施され、座学だけでなく体験学習を通じた、宗教知識教育、宗教的

情操教育、宗派教育が行われている。履修期間や使用教科書、評価の有無、授業の進め方な

どは各学校の制度的側面で、いわば変え難い「環境」ともいえる。しかし、各校の担当教員

は置かれた環境のなかで、アクティブラーニングなどの工夫を凝らし、生徒に対して仏教を

伝えていることもあきらかになった。

また、今回調査では、浄土宗関係学校の世俗化についてもあきらかになった。浄土宗僧

侶資格を持つ教員数の減少は、仏教を軸とした宗教教育の位置づけを不安定化させることに

もつながりかねない。

今回の調査対象は 4 校と少なく、ここであきらかになった実態を、残りの学校すべてに

あてはめ、結論付けるのは拙速であろう。したがって、今後調査対象を拡大することで、各

学校の抱える課題や授業での実践例（グッドプラクティス）の蓄積がなされ、浄土宗関係学

校における宗教教育の実態がよりあきらかになることが期待される。

次いで、宗教教育の効果についてであるが、量的調査の対象校では、生徒の多くは、授

業に対する姿勢は熱心ではないものの、それでも、授業を通じ新たな知識を得たり、考え方

が変わったりし、さらには、これからの生活の役に立つと答えるものが半数近くいること、

さらにはそれぞれが弱い正の相関を有していることなどがあきらかになった。

また、授業を通じて、生徒は仏教に対する知識の獲得だけでなく、仏教（宗教）に対す

る評価の変化や自分自身の内面の変化を感じている。こういった内面の変化は、他者との交

流や他者に対する思いやりといった他者との関係性を考えたり、善悪の区別、悩んだ時の行

動指針といった自己の考え方に対する指標を獲得したりすることにも通じ、それは同時に授

業の有益性を感じる要因ともなっている。逆に言えば、仏教を通じてこれらのことが学べる

ような授業が提供できれば、生徒の授業態度も改善される可能性をもつ。

これらをふまえれば、たんなる知識伝達型の宗教知識教育ではなく、宗教的情操教育に

つながるアクティブラーニングが求められているといっても過言ではないだろう。いわば、

「仏教を学ぶ」のではなく、「仏教で学ぶ」ことが要求されるのだ。

本研究はまだ緒に就いたばかりで、不十分な部分も多い。たとえば、授業の効果測定に

関しては、因果関係がわかるような質問紙の設計を行う必要がある。また、比較対象として
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〈社会的常識〉

・道徳というものは人間社会にとっては必要不可欠であって、そういうものがない人間に

なるのは悲しいから。

・大人になった時に知っていなければならないことだと思うから。

・人間に大切なことがわかった。

・人としての道を学ぶことができたから。また、仏教の教えがことわざみたいに実生活に

も役立ちそうだった上にとても意味が深いものだったから。

・この授業でならった教えや、考えは現代にも通じることで、役に立つと思ったから。

〈将来的意義〉

・自分の考えをまとめることや人の精神についてや人にとって重要なことなど社会に出て

いきコミュニュケーションをとるのに大切なことなどを学べたから。

・仏教の考え方などを知ることができたので、大人になり、社会に出たときにその考え方

を思い出す機会があるかもしれないと思ったから。

・道徳の授業を受けたことによって、先入観だけで物ごとを判断してはいけないというこ

とに気づかされたので、これから社会に出て色々な人と接していく上で役に立つと思い

ました。

・社会に飛び出った時に、よりいっそう今までより人間関係を重視しなければならないの

で、その時に他者と接し、考えの合わない人たちと思いやりなから生きて行く時に必要

になると思った。

・現代社会と仏教は関わりあっていると思うので、仏教について学べばこれから生きてい

く中で役に立つと思いました。

〈消極的肯定〉

・もしかしたら、どこかで仏教のことについて、考える機会があるかもしれないから。

・今の所はあまり役に立っていないけれど、大人になったら役に立つかもしれないから。

・将来、日常生活で役に立つかは疑問だが、自分が通っている学校について深く知れたし、

知っていて損はないと思うから。

・仏教の歴史そのものについては役に立つかはわからないが、仏教の考え方、教えといっ

たものは、役に立つと思う。物事を公平な立場に立って見るという考え方は、自分の今

までの考え方が違っていたということを気づかせてくれた。

・普段から役に立つとは思わないがふとしたときに道徳のことを思い出したりして役に立

つことがあると思ったから。

・仏教に関する重要な人物を知ることができたということは、もしかすると役に立つ事が

どこかであるかもしれないと考えたから。

・仏教の教えというのは、人間としての正しいあり方を知ることができるので、役に立つ
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〈利他的思考〉

・仏教は、人を思いやったりする心があり、これからの生活で必要なことがたくさんかい

てあるから。

・仏教では、相手をおもいやる気もちを学べたから。

・この道徳で他人への思いやりができたり、人のことを前より考えられるようになったか

ら、これからもこれは役に立つと思った。

・他者と初めて接する時に、相手のことを思いやって行動するということを学べた。（自

分に不足していた部分）

・現代の社会で差別される人や、まわりにおこっている問題を主観的にとらえることだけ

でなく、客観的にとらえることができるようになった。また、まわりの人がどう思って

いるかや、相手の事情、物事の原因まで考えることができるようになったから。

・様々な宗教の人々の考え方や、その人がおかれている立ち場から、相手の気持ちを考え、

助けてあげることができるようになるかもしれないから。

〈価値判断〉

・仏教の教えを自分の行動の善悪の判断に使用したいと思ったから。

・自己を優先しがちな世の中なので、この教えを実践することが大切だと思ったから。

・これからの自分の生き方について考えるための参考になると感じることができたから。

・偏見や先入観を持たずに物を見られると思うから。

・お釈迦様や法然上人の教えは、今でも役に立つようなことがたくさんあり、生きる上で

必要な行いなどもあった。そのため、昔の人も、生きるために必要な教えを説いていた

のだと分かった。

〈困難への対処〉

・学んだ知識はこれから生かしていけるし、自分が悩んだりしたときに釈迦の教えを思い

出せれば、その状況を打開することができるから。

・自分の精神が鍛えられ、やさしく良い人間になれ、人間関係もよくなると思ったから。

・法然上人の教訓を知ることで、困ったときに、どう行動すればいいか、分かると思った

から。

・社会に出てこまった時などに、法然の教えなどが使えるかもしれないから。

・仏教に貢献した人は、何か物事を判断する時、その理由が分かりやすく、これからの自

分の選択にも使えると思ったから。

・いろいろな考え方が身について、迷ったときにどうすればよいかなどがわかったから。
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〈愛校心の醸成〉

・これから仏教に縁のある学校生活の中で、歴史や法然上人の事を覚えながら生活をする

ことで学校になじみがでる気がする。

・心がまえなどにおいてこれからの生活に活用できる場面がそれなりにあるのではないか

と思うから。

〈仏教への親しみ〉

・家の用事や法事で、お坊さんの説法や言っていること、経の由来などが分かるようにな

ると思うから。仏教を近いものにできるから。

・仏教の精神は日本の文化や生活にかなり結びついているのではないかと授業をききなが

ら思ったりした。この事を考えると、これからの生活を、この一年で得た知識はより考

えの深まるものにしてくれるのではないかと思ったから。

〈多文化共生〉

・共生など四つの世界のことはこれから自分が生きていく中で、必ず耳にするワードにな

ってくると思うので、それについて学び、理解を深められたことは大いに今後役立つと

思った。

・道徳の授業で学んだことは、特定の人々への関わり方や様々な宗教について考えるとき

に役に立つと思った。

・この日本には、現在、さまざまな国の人がいて、それぞれ、宗教も違ったため、うまく、

コミュニケーション的なものができなかったが、それらの宗教をあらかじめ、理解して

おけば、いろいろな人と、コミュニケーションをとることができ役に立つと思ったから。

・宗教についてやホームレスの人たちの現象について知ることができた。今後東京オリン

ピックがあり、外国の人と交流したり、大人になり、社会に出たときの人との関わり方

が変わると思ったから。

・大人になるにつれ、海外に行くこともあると思うが、違う宗教を信じる国に行ったとき

には、その宗教を信じる人々を受け入れ、共存していく必要があるから。

・自分が思っていることと、他人が思っていることは違うところもあるし、似ているとこ

ろもある。だからこそ、他人の意見を聞くことで、新しい視点ができ、人それぞれ、た

くさんの考えをもっているのだということがわかるから。

・社会にはいろいろな考え方があり、それらを理解し、温かく接していくというようなこ

とを学べました。生活でも役に立ちそうです。

・この世界ではさまざまな人種の人々が生活しています。そのような人々と、生活の違い

や文化の違いなどで差別してしまうことが社会問題となっています。この道徳の授業を

受けることで宗教上の事情などを知ることができ、他人種の人々とおたがいを認めあい

助け合うような社会をつくり上げることができると思う。
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〈自分自身の内面の変化〉

・面接のときや、困っている人がいるときに、一歩前へふみ出す勇気ができた。

・怒りたい時でも受け流せばいい。

・全ての人に平等に接することを学んだ。

・仏教を学習することで、何点か、現代社会にも通ずることが分かった。日本のあゆみや

昔ながらの考え方なども分かった。

・法然上人の父が殺された時に言った言葉の意味がよくわかったときに、「やられたらや

り返す、倍返しだ！」と有名な俳優が言っていたことは、あまりよろしいことではない

ことが分かったとともに、今後は「やられてもやり返さない」という言葉を意識して生

活するようになった。

・仏教が今のようになるまでの歴史や日常の生活における物の見方が変わった。

・自分は偏見や先入観で物を見ていたことが分かった。

（２）自由記述からみる有益性の理由

設問［４］では、選択理由を記述する欄を設けた。そこで、「役に立つ」および「どちら

かといえば役に立つ」と回答した者（有益群）の自由記述を分析すると、その理由は、〈他

教科との接続〉〈愛校心の醸成〉〈仏教への親しみ〉〈多文化共生〉〈利他的思考〉〈価値判断〉〈社

会的常識〉〈困難への対処〉〈将来的意義〉〈消極的肯定〉などの 10 のカテゴリーに分類する

ことができた。

〈他教科との接続〉とは、授業で得た知識が、他の教科、とくに社会科の授業でも役に立

つという功利的なものである。〈愛校心の醸成〉や〈仏教への親しみ〉は、授業で学んだこ

とが学校への親しみや、仏教への親しみを増すという点で役に立つとするものである。〈多

文化共生〉と〈利他的思考〉は、他者との交流や他者に対する思いやりといった他者との関

係性を考えるうえで有益とするものである。一方、〈価値判断〉は善悪の区別、〈困難への対

処〉は悩んだ時の行動指針といった自己の考え方に対する有益性である。そのほか、知って

いなければいけないといった〈社会的常識〉、社会に出たときに役立つとする〈将来的意義〉

などの観点からの記述が見受けられた。一方、現時点では役立つとは感じないものの役に立

たないとも言い切れない〈消極的肯定〉を示すものもあった。前項同様、あきらかな誤字を

除き、生徒の自由記述のままに以下に紹介する。

〈他教科との接続〉

・仏教の歴史などは世界史や日本史などで役立つと思うし、そこでの教えなどが、心身の

成長の糧となるであろうから。

・歴史の授業で、仏教や他の宗教の歴史を習いそうだから。
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・最澄、空海など、仏教に貢献した人の歴史を細かく学べた。

・いままでは、仏教という言葉しか知らなかったけれど、仏教はどのようなもので、どん

な歴史があるのかが分かりました。

・仏教の教えや、世界の宗教の仕組みを知ることができた。

・これまでふれたことのなかった釈迦や法然の一生についてふれることができた。

・歴史の学習で深く学ぶ事がなかった仏教の知識が深まった。

・仏教の歴史を知れた。歴史の授業とは違う、仏教を軸とした時代の流れを学べた。

・歴史の授業ではさらっと流してしまう場所もくわしく知ることができた。

・仏教とはどのような教えのことなのか、またその起源について、どんな人が仏教に関わ

ったのかなど、幅広い知識を得られた。

〈現代社会の問題に関する知識〉

・現代社会の問題や、仏教についての知識が少し身についた。

・現代社会の問題についての考えの変化や宗教の詳しい内容や状況を知ることができた。

・社会問題など深く考えていなかったため、知らなかったこともたくさんあったが、知る

ことができた。

・仏教に対して、ほぼ無知だったが、法然上人の考えなどが少し分かった。また、ホーム

レスはアルミ缶にただお金を入れてくれとやっているわけでなく、自分でもかせいでい

ることを知った。

〈仏教（宗教）に対する評価の変化〉

・釈迦の教えを知って仏教は念仏だけという考えが変わった。

・まず、仏教という印象が変わった。最初はかたくるしい印象だったが仏教の歴史を学び、

少し良い印象になった。また、ホームレスに対するネガティブな印象も、ごく普通の人

というような印象になった。

・仏教といえば、かたくるしい寺のイメージがあったけど、仏教はありがたい教えがたく

さんあることがわかりました。

・仏教は厳しくてつらいものだと思っていたが、割と優しい教えだったと思う。

・お釈迦様の生涯と教えなどを知りました。現代社会の問題と仏教では、今まで、仏教の

教えはたんなる古い考え方と思っていたのが、今でも、その教えは、必要だと思いました。

・現代社会と仏教とのかかわりの話で、昔の人の教えと今、生きることは密接につながっ

ていると分かった。昔の人への尊敬の気持ちも湧いてきた。

・イスラム教は、危険な宗教だと思ったけど、実際はちがった。また、ホームレスに対す

る考え方が変わった。
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った。上位 4 つのうち、正規の授業時間に組み込まれているのは「写経」と「現代社会の問

題と仏教」であるが、いずれも教室を中心とした学びの機会であり、本山参拝や学校行事な

どの教室外での体験学習とは異なる。

一方、印象度の低い内容としては、「仏教の中国への伝播」（5.9%）、「仏教の日本での受容

（飛鳥時代～平安時代）」（6.2%）、「世界の宗教」（9.7%）、「学校の歴史」（10.7%）がある。い

ずれも教室での学びで、知識を中心に伝える宗教知識教育としての面が強い。同領域は、歴

史や地理など社会科でも学ぶ機会はあり、たんに知識だけを伝える場合、他教科との違いが

明確にはならず、印象度の低下につながるのかもしれない。また、印象度が 4 番目に低い「学

校の歴史」は、設立の背景や建学の精神を学ぶ、いわば自校教育であり、この単元を通じて

浄土宗との関係やその教えにふれる機会ともなる。したがって、宗教的情操教育や宗派教育

とも接続する。

各単元の印象度を分析すると、宗教知識教育に対しては総じて低い印象であるのに対し、

宗教的情操教育と宗派教育に関しては高い傾向にある。ただし、これを論じるには授業の

進め方（座学、体験学習）、さらには授業環境（教室内、教室外など）といった要素も含め、

総合的に検討されなければならない。

以上は量的な調査を通じて得られた、宗教教育実践に関する評価と分析であるが、授業を

受けた生徒自身にどのような変化がもたらされたのかを知るには、質的な分析が必要になる。

したがって、次節では、設問［２］、および、設問［４］の自由記述をもとに、その内部構

造をあきらかにする。

自由記述の内容
（１）自由記述からみる獲得した新たな知識や考え方

設問［２］には、獲得した新たな知識や考え方について問う自由記述欄を設けた。回答さ

れた記述を分析すると、〈仏教に関する知識〉〈現代社会の問題に対する知識〉〈仏教（宗教）

に対する評価の変化〉〈自分自身の内面の変化〉に分けられた。このうち、〈仏教に関する知識〉

と〈現代社会の問題に対する知識〉は知識の獲得に関するもので、〈仏教（宗教）に対する

評価の変化〉〈自分自身の内面の変化〉は考え方に関するものである。〈仏教（宗教）に対す

る評価の変化〉では、授業を通じて仏教に対するイメージがポジティブになっていることが

うかがえる。〈自分自身の内面の変化〉では、自身のものの見方に対する批判的思考、平等

への気づき、さらにはアンガーマネジメント（感情のコントロール）などが記されていた。

もちろん、これらは相反するものではなく、ひとつの記述の中に複数のカテゴリーにまた

がる記述が含まれるものもある。なお、紹介する自由記述はあきらかな誤字を除き、生徒の

記述のままに記載する。

〈仏教に関する知識〉

・仏教のはじまりや、法然さんの生涯についての知識を獲得した。
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これらの関係を調べるために、各設問の回答を二値化し、カイ二乗検定を行った［表 2］。

なお、二値化の方法は以下の通りである。

　［１］授業態度の評価（4 件法）

熱心群：「熱心だった」＋「どちらかといえば熱心だった」（n=97）

非熱心群：「あまり熱心でなかった」＋「熱心でなかった」（n=190）

　［２］授業を通じた新たな知識や考え方の獲得の有無（4 件法）

獲得群：「そう思う」＋「ややそう思う」（n=148）

非獲得群：「あまりそう思わない」＋「そう思わない」（n=141）

　［４］これからの生活への有益性（5 件法）

有益群：「役に立つ」＋「どちらかといえば役に立つ」（n=131）

非有益群：「わからない」＋「どちらかといえば役に立たない」＋「役に立たない」

（n=154）

表２　各設問の相関

［１］熱心群 ［２］獲得群 ［４］有益群

［１］熱心群 ― 0.3436138*** 0.2322242***

［２］獲得群 0.3436138*** ― 0.2452762***

［４］有益群 0.2322242*** 0.2452762*** ―

*** P<0.001

分析の結果、それぞれの間には弱い正の相関がみられた。すなわち、熱心に授業を受けた

と答えた生徒［熱心群］は、新たな知識を獲得し、授業で学んだことがこれからの役に立つ

と考える傾向にある。また、授業を通じ新たな知識を獲得したと感じた生徒［獲得群］は、

授業で学んだことがこれからの役に立つと考える傾向にある、ということである。本分析で

は、因果関係はわからないため、授業を熱心に受けることで新たな知識を獲得したのか、あ

るいは新たな知識が獲得できたから、熱心に授業を受けたのかは判断できない。授業態度へ

の熱心さと有益と感じる評価との関係についても同様のことがいえる。しかし、生徒が得た

知識の内容や、有益と感じた理由を分析することで、これらにつながる授業を組み立てる参

考にはなるだろう。

［３］各単元の印象度では、「写経」（43.5%）、「現代社会の問題と仏教」（37.9%）、「本山参拝（雅

楽鑑賞）」（30.7%）、「学内行事（法要）」（28.0%）の順で、高いポイントを示している。「写経」、

「本山参拝（雅楽鑑賞）」、「学内行事（法要）」はいずれも体験型の学習機会である。一方、「現

代社会の問題と仏教」では、視聴覚教材を持ちいた授業で、経済格差と貧困問題について扱
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［３］ 印象に残っている内容はどれか？
複数回答可（n=290） 割合（%）

1 本山参拝（雅楽鑑賞） 30.7%
2 学校の歴史 10.7%
3 釈尊の教えと生涯 15.9%
4 世界の宗教 9.7%
5 本山参拝（法話） 16.2%
6 仏教の中国への伝播 5.9%
7 仏教の日本での受容（飛鳥時代～平安時代） 6.2%
8 写経 43.5%
9 宗祖の教えと生涯 13.1%
10 学内行事（法要） 28.0%
11 現代社会の問題と仏教 37.9%
12 その他 6.6%
13 どれもない 16.9%

［４］ 受けた授業はこれからの生活の役に立つと思う
か？（n=285） 割合（%）

1 役に立つ 13.7%
2 どちらかといえば役に立つ 32.3%
3 わからない 35.4%
4 どちらかといえば役に立たない 8.8%
5 役に立たない 9.8%

［１］授業態度の評価は、「熱心に受けた」という生徒は 6.3% しかいない。「どちらかとい

えば熱心だった」（27.5%）という回答を合わせても、積極的な授業態度を有していた生徒は、

3 人に 1 人にとどまる（33.8%）。一方、［２］新たな知識や考え方の獲得に対する評価は、「そ

う思う」（11.4%）、「ややそう思う」（39.8%）と、半数以上が授業を通して自己の変化を感じ

ている。また、［４］授業の有益性に対する評価では、「役に立つ」（13.7%）、「どちらかとい

えば役に立つ」（32.3%）と半数近くが、授業に対する有益性を感じている。この設問では、「わ

からない」（35.9％）と回答する生徒が最も多かったものの、消極的な評価をする生徒は全

体の 2 割未満と少ない。したがって、生徒の多くは、授業に対する姿勢は熱心ではないもの

の、それでも、授業を通じ新たな知識を得たり、考え方が変わったりし、さらには、これか

らの生活の役に立つと答えるものが半数近くいることになる。
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醸成につながるものとなる。

宗教教育の効果
授業の評価

通常、効果測定のためには、事前調査、介入（授業実践）、事後調査により、どの程度向

上したか、あるいは改善されたかという手順が必要になる。しかし、本研究は、緒に就いた

ばかりで参照しうる先行研究はない。したがって、今後の研究デザインを決めるうえでも、

現状把握を優先とした。そこで、A 校の生徒を対象に、授業に対するアンケート調査を実

施した。

A 校は、関東地方にある中高一貫校で、「道徳」というタイトルの授業で宗教教育を行っ

ている。履修期間も今回の調査校の中では最も短く（1 年間）、授業に対する評価もない。1

年間の学習効果という点では測定しがたい部分もあるが、成績評価がないことで、授業内で

実施する集合調査に対しても正直な回答が得られる期待が高い。すなわち、「優等生的な回答」

に対するインセンティブが働かないため、調査の信頼度が増すということである。

質問内容は、前述の通りであるが、ここではまず、［１］授業態度、［２］新たな知識や考

え方の獲得、［３］各単元に対する印象度、［４］授業の有益性に関する単純集計を以下に紹

介する。

［１］ 授業態度はどうであったか？（n=287） 割合（%）

1 熱心だった 6.3%
2 どちらかといえば熱心だった 27.5%
3 あまり熱心でなかった 45.3%
4 熱心でなかった 20.9%

［２］ 授業を通じて、新たな知識や考え方の変化があ
ったか？（n=289） 割合（%）

1 そう思う 11.4%
2 ややそう思う 39.8%
3 あまりそう思わない 37.0%
4 そう思わない 11.8%
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教の教えをいかに現代社会に活かすのかという視点で学びを深めることができるという。

学校の脱浄土宗化
一方、インタビューでは、各学校における変化についても話を聞くことができた。とりわ

け、教員の脱浄土宗化、世俗化が進んでいることは特筆に値する 7）。

担当教員数に差はあるものの、いずれの学校でも浄土宗僧侶の資格を持ち、かつ教員免

許を持つ者が授業を担当している。ところが、いずれの学校でも、僧籍を持つ教員の割合は

年々減少傾向にあり、現在、最も多い学校でも教員全体数に対して 1 割未満にとどまる。ま

た、今回の調査では正確な数は把握できなかったが、僧籍を持つ教員でも、非常勤講師が多

く、教諭（専任教員）となるとさらにその数は少なくなるようである。

この背景には、教員と僧侶の両立のむずかしさがある。僧侶だからといって、職掌や授業

が免除されるわけではなく、他の教員と同じように業務の分担がある。一方、法務は突然入

ったり、平日に入ったりすることも少なくない。有給休暇を使うことも不可能ではないが、

そのたびに他の教員の負担が増すことになり、現実的ではない。

僧籍を持つ教員の減少は、道徳や宗教の授業の位置づけや学校全体の宗教的雰囲気にも影

響を与える。ある学校では、この授業時間を他の教科にあてたほうがいいのではないかとい

う教員の声もあるという。学校によっては、進学実績を高めるために予備校から教員を引き

抜くこともあり、そういった学校であればなおさらその声は強まるという。インタビューに

応じた教員は「週 1 時間削ったところで大したことはできない。学校として本当に大切なも

のは何かを考えたほうがいい」と、大学入試対策偏重型に舵を切ろうとしている現状に警鐘

を鳴らしている。

また別の学校の担当教員は、一般の教員が敷地内にある堂宇の前を駐車スペースとしてし

か見ていないこと、登校時には生徒だけでなく多くの教員が堂宇の前を通過するが、その際

に合掌、礼拝はおろか、会釈さえもしない状況を心苦しく思っている。

こういった、宗教的アイデンティティの衰退は、学校法人だけでなく社会福祉法人でも起

こっている。藤本淑恵が、浄土真宗本願寺派の社会福祉施設を対象に行った調査によれば、

仏教的特色を「含んでいない」と回答した施設が 54.4% にものぼるのに対し、「含んでいる」

と回答した施設が 18.3% にとどまる（藤本 2008）。したがって、たとえ歴史的系譜は宗教団

体にあったとしても、制度的断絶によって、組織内の宗教的アイデンティティが失われるの

は致し方ないこととも考えられる。先の 2 つの事例はこのことを端的に示すものであろう。

しかし、教員に対する研修を施すことで、この問題を解消している例もある。B 校では、

教員に対して本山研修を行ったり、職員会議前に開経偈を教員全員で読誦したりと、建学の

精神の浸透を図っている。

今回調査対象となったいずれの学校も、授業時間は週 1 時間しかない。専任教員でなけれ

ば、基本的に学級担任となることもなく、生徒との接触時間は限定的なものにとどまる。し

たがって、生徒と接触時間の多い専任教員に対する「教化」は、学校全体の宗教的雰囲気の
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各校とも、授業時間は週 1 時間と変わらないが、履修期間は学校によって大きく異なる。

中学校、高等学校の計 6 年間のうち、毎年授業があるという学校もあれば（C 校、D 校）、

隔年で授業がある学校（B 校）、1 年間しかないところもある（A 校）。これは、週 1 時間と

して年間 35 週（35 時間）で計算すると、時間数にして最大 175 時間の差が生じることを意

味する。当然ながら、単元ごとにかけられる時間にも大きく影響する。

教科書については、A 校、C 校、D 校は浄土宗出版から出されている『仏教読本』を使用

している。一方、B 校では、独自の教科書を用意しているが、その使用も含めて担当教員の

裁量に任されているところが大きく、各教員が自由に教材を用意することも少なくない。し

たがって、担当教員の自由度が高いといえる。ただし、『仏教読本』を使用する A 校では、

履修期間が短いためかなり割愛して進行せざるを得ない。したがって、どの部分を重点的に

扱うか（あるいは扱わないか）は担当教員の裁量に任されているのが現状である。

宗教行事はどの学校でも行っており、学校での法要や本山への参拝を実施していることが

わかった。歴史的な寺院へ参拝できることは、浄土宗関係学校ならではの貴重な機会といえ

る。参拝にあわせて法話を聞く場合もあり、教室の座学では味わえない、非日常的な体験を

通して宗派教育の実践が行われているといってよいだろう。

そのほか、授業開始時の号令にあわせて、合掌、黙想、あるいは合掌、十念などを行う学

校もある。また、学校によってはその際に一枚起請文を唱えるところもあり、たんに宗祖の

教えを単元として扱うだけでなく、多様な形での宗派教育的実践が行われている実態もあき

らかになった。

成績評価の有無に関しては、評価を付けない学校（A 校）と、評価を付ける学校（B 校、C 校、

D 校）とに分かれる 6）。評価を付けない A 校では、生徒の授業に対する動機付けをいかに

保つかが難しいとの声もあった。一方、授業に対する成績評価がある場合でも、B 校は出席

によって評価を与えるのに対し、C 校、D 校は出席だけでなく、テストを実施し、段階評価

を行うという違いもある。

授業内容については、履修期間はもちろん、成績評価の有無、教科担当の教員数にも影響

される。たとえば、成績評価に関してテストを実施する学校では、採点の必要性から宗教知

識教育が授業の中心となることも少なくない。また、ひとつの学年に教科担当教員が複数名

いる場合も、テストに向けて進度を調整しなければいけないため、授業内容に制約を課すこ

とにつながる。

それでも、積極的にアクティブラーニングを取り入れている事例もあきらかになった。た

とえば、D 校では、学年ごとに「三学（戒・定・慧）」「六波羅蜜（布施・持戒・忍辱・精進・

禅定・智慧）」などのテーマを決め、それに沿った話題提供を教員が行い、生徒同士でディ

スカッションする場を設けているという。その後、仏教ではどのように考えるかを伝えるこ

とで、生徒の理解度に大きく影響を与えるという。

また、A 校では視聴覚教材を用いながら現代社会の問題について学習する中で、生徒が

自身の固定観念に気づき、智慧や慈悲の実践について、生徒にとって日常的とは言えない仏
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⑫その他、⑬どれもない）、および、［４］今後の生活への有益性（5 件法）の 4 つで構成さ

れる。この選択肢は、1 年間の授業内容と学校行事から項目立てした。

また、設問［２］には、どのような知識の獲得や考え方の変化があったか、設問［３］、［４］

には、選択の理由を答える自由記述欄も設けた。本稿では、このうち設問［２］、［４］の質

的データを分析の対象とし、どのような効果があるのかをあきらかにする。

なお、質問紙の配布数は 295、有効回答数は 290、有効回答率は 98.3% であった。

浄土宗関係学校の宗教教育
宗教教育の実態

一般的に宗教教育は、①宗教知識教育、②宗教的情操教育、③宗派教育の 3 つに分類され

てきた。①宗教知識教育とは、諸宗教に関する知識を客観的に伝える教育で、②宗教的情操

教育とは、人智を超えた大いなるものや生命への「畏敬の念」を育むことを目的とした、い

わば特定の宗教・宗派に限定されない宗教心を形成する教育である。そして、③宗派教育と

は、特定の宗教の教えにもとづいた教育で、信仰を継承したり、深めたりすること目的とす

る教育をさす（国際宗教研究所編 1998）。

公立学校では、政教分離の観点から①宗教知識教育がおもに行われてきた。しかし、宗教

系私立学校では、②宗教的情操教育や③宗派教育も行われており、宗教教育を通じた人格形

成が目指されてきたといえる 5）。実際、インタビュー調査では、対象となったすべての浄土

宗関係学校で、②宗教的情操教育や③宗派教育が行われていることがあきらかになった。し

かし、いずれの学校においても、「仏教」や「浄土宗の教え」などのタイトルではなく、「道

徳」や「宗教」などのタイトルで授業が行われている。前述の聞き取り項目に合わせて、各

校の実態を分類すると［表１］のようにまとめられる。

表１　浄土宗関係学校（中等教育）の宗教教育
　 A 校 B 校 C 校 D 校

（1） 授業時間 週 1 時間 週 1 時間 週 1 時間 週 1 時間

（2） 履修期間 1 年間 3 年間 （隔年） 6 年間 6 年間

（3） 使用教科書 仏教読本
独自の 
教科書

仏教読本 仏教読本

（4） 宗教行事 
（法要、本山参拝など）

年 1 回法要参
加、 年 2 回本
山参拝

年 4 回法要、
高３のみ本山参
拝

月 1 回法要、
入学 ・ 卒業時に
本山参拝

月 1 回法要、
入学時に本山
参拝

（5） 成績評価 無 無 有 有

（6） 担当教員数 
（ ） 内は僧籍をもつ教
員数

教員 1 名 
（2 名）

教員 5 名 
（6 名）

教員 6 名 
（9 名）

教員 5 名 
（20 名）
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そこで、本稿では、（１）浄土宗関係学校の宗教教育の実態、および、そこでの実践を通じて、

（２）どのような宗教教育の効果があるのかをあきらかにすることを目指す。

なお、本研究は、浄土宗研究生助成（平成 28 年～平成 29 年度）の成果の一部である。

研究の対象と方法
本稿で扱うのは、（１）浄土宗関係学校の宗教教育の実態、（２）宗教教育の効果の２点で

ある。この 2 点について、量的調査、質的調査の混合法を用いる。

（１）浄土宗関係学校の宗教教育の実態は、担当教員からのインタビュー調査にもとづく。

浄土宗関係学校は大きく、宗立校と宗門校に分けられる。宗立校とは、明治 20 年（1887）

に浄土宗が学制を定め、東京宗学本校のもとに全国に設立した八支校をその前身とする中等

教育機関で、現在、芝中学校・高等学校（旧浄土宗学東京支校）、東海中学校・高等学校お

よび東海学園高等学校（ともに旧浄土宗学愛知支校）、東山中学校・高等学校（旧浄土宗学

京都支校）、上宮学園中学校・上宮高等学校および上宮太子高等学校（ともに旧浄土宗学大

阪支校）、鎮西中学校・高等学校および真和中学校・高等学校（ともに旧浄土宗学鎮西支校）

の８校（５法人）が現存する。いわば、教団によって設置された学校であるが、現在、それ

ぞれ浄土宗から独立した学校法人となっている。

一方、宗門校とは、浄土宗寺院、あるいは浄土宗僧侶によって創立された教育機関で、小

学校から高等学校まであわせて全国に 11 校（ 7 法人）存在する。北より、酒田南高等学校（山

形）、樹徳中学・高等学校（群馬）、正智深谷高等学校（埼玉）、淑徳与野中学校・高等学校

（埼玉）、淑徳巣鴨中学高等学校（東京）、淑徳中学校・高等学校（東京）、淑徳小学校（東京）、

淑徳 SC 中等部・高等部（東京）、華頂女子中学高等学校（京都）、京都文教中学校・高等学

校（京都）、京都文教短期大学付属小学校（京都）、の 11 校がそれである 4）。

本稿では宗立校、宗門校を総称し「浄土宗関係学校」として扱い、そのうち 4 つの学校（A、B、

C、D）の担当教員にインタビューを実施した。A 校、B 校は関東地方、C 校、D 校は関西

地方にある。いずれの学校も中高一貫校だが、すべて法人を別にする。

聞き取り項目は、（１）授業時間、（２）履修期間、（３）使用教科書、（４）宗教行事の頻度、

（５）成績評価の有無、（６）担当教員数の項目についての項目についてである。なお、本研

究では、宗教教育を実践する中等教育機関を対象とするため初等教育および高等教育機関は

対象に含めなかった。

次に、（２）宗教教育の効果については、実態調査を行った関係校のうち１校の協力を得て、

平成 29 年 3 月にアンケート調査を実施した（無記名自記式・集合調査法）。

設問は、［１］授業態度の評価（4 件法）、［２］授業を通じた新たな知識や考え方の獲得

の有無（4 件法）、［３］各単元に対する印象度（記憶に残っている内容）（多肢選択・複数

回答、以下選択肢：①本山参拝（雅楽鑑賞）、②学校の歴史、③釈尊の教えと生涯、④世界

の宗教、⑤本山参拝（法話）、⑥仏教の中国への伝播、⑦仏教の日本での受容（飛鳥時代～

平安時代）、⑧写経、⑨宗祖の教えと生涯、⑩学内行事（法要）、⑪現代社会の問題と仏教、
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はじめに
2015 年（平成 27 年）、文部科学省は学校教育法施行規則を一部改正し、教育課程に「特

別の教科である道徳」を新設した 1）。これによって、道徳の教科化は、小学校では 2015 年

度（平成 27 年度）～ 2017 年度（平成 29 年度）の移行措置を経て、2018 年度（平成 30 年度）

から完全実施され、中学校では 2015 年度（平成 27 年度）～ 2018 年度（平成 30 年度）の移

行措置を経て、2019 年度（平成 31 年度）から完全実施される。

この背景には、喫緊の課題として、いじめ問題への対応などがあるが、長期的には、「自

己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生

きるための基盤となる道徳性を養うこと」が目指されている 2）。このような価値教育 3）は、

特定のイデオロギーや宗教的基盤と結びつきやすく、中立性を担保する上で公立学校では扱

いが難しかった。

しかし、私立学校、とりわけ宗教立による学校は、建学の理念に基づく宗教教育を「道徳」

として実施しているところも少なくない。もちろん、浄土宗関係学校でも、釈尊の足跡や法

然上人の教えを通じ、学校ごと様々な宗教教育を実践しているであろうが、その実態はあき

らかになっていない。したがって、道徳の教科化に先立って、どのような宗教教育が実践さ

れているのかを整理しておく必要があるだろう。

他方、宗教学者の井上順孝が、「多くの学生が、宗教立の学校に入るが、それは偏差値等

によって選んだというような場合が多く、創立に当たって、宗教教団が関係したかどうか

などは、ほとんど考慮されない。（中略）どのような宗教が関係しているかよりは、その学

校の進学率や難易度、あるいは有名度の方が重視される」（國學院大学日本文化研究所 1997: 

20）というように、現実的には、宗教的理念の共有、共感とは無関係に入学する生徒も少な

くない。

同様のことが、浄土宗関係学校においても指摘できるのではないだろうか。すなわち、た

とえ、入学前に進学先の学校が、浄土宗という伝統仏教教団と縁のある学校であることを知

って入学していても、進学実績や部活動など別の理由が選定の背景に働いており、「入学≠

浄土宗の教えへの共感」ではないケースが多いということだ。

したがって、浄土宗はもとより、仏教に親しみを覚えていない生徒にとって、浄土宗関係

学校における宗教教育はどのような効果をもたらすのか（あるいはもたらさないのか）とい

う問いも生じる。
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我説」の典拠とされているものであり、有名であるが、この尼僧も決して「アートマンが存在しない」
とは説かなかった。ただ個体がもろもろの形成されたものの集合にほかならぬということを主張す
るのである。……。ここでは客体的に生存する者としての生存者（有情 satta）は五種の構成要素（五
蘊）の集合構成したものにすぎず、常住不変な実体として存在しているのではない、ということを
いおうとするのである」と述べている。しかし後代の仏教者が本経（SN. 5, 10）を「無我説」の根
拠としているのにもかかわらず、あえてそれを「非我説」で読もうとする点は合理的とは言えない。
本稿で何度も述べてきたように、「五蘊無我」とは即ち「アートマンは存在しない」（無我説）を意
味している。

64）Kv.（p. 66.15–26）, Mil.（p. 28.7–8）.
65）また、中村元［1963: p. 71.7–9］［旧 13: pp. 234.6–9］［15: p. 617.7–11］は、本経について「また『ポ

ッタパーダ経』（Pott
44

hapāda-sutta）においては、当時行われていた「我の概念」（attapat
4

ilābha）
を三種に分類して、物質的（ol

4

ārika）なるアートマンと意より成る（manomaya）アートマンと無
形態（arūpa）なるアートマンとを立てているが、それは『タイッティリーヤ・ウパニシャッド』
第二篇の五蓋被説と似ている」と述べている。しかし既に検討したように、「我の獲得」（attapat

4

ilābha）
とは世俗的表現として用いられたに過ぎない点が述べられている以上、実体としてのアートマン説
とは切り離されるべきである。

  そして、櫻部建［1983: p. 98.10–15］［2002a: pp. 101.13–102.7］が指摘しているように、行為や動作
の主体者を明らかにする言い回しが、我執・我所執を起こす恐れがあるため、これを避けてきたこ
とも要因としてあるだろう。
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47）宮元啓一［2005: p. 215.7–17］.
48）もちろん、ここでの善・悪・無記の三性における無記ではない。
49）桂紹隆［2011: pp. 280.7–281.6］［2012: pp. 31.10–33.14］.
50）茨田通俊［1993a］［1993b: p. 23.17–21］.
51）SN. 44, 10（Vol. IV, pp. 400.9–401.11）.
52）DN. 9（Vol. I, pp. 187.17–189.4）, DN. 29（Vol. III, pp. 135.7–140.25）, MN. 63（Vol. I, pp. 426.7–

432.5）, SN. 16, 12（Vol. II, pp. 222.16–223.23）, SN. 56, 8（Vol. V, pp. 418.15–419.3）, SN. 56, 41（Vol. 
V, pp. 446.25–448.23）.

53）SN. 33, 1–55（Vol. III, pp. 257.23–268.10）, SN. 44, 1–11（Vol. IV, pp. 374.3–402.30）.
54）SN. 22, 86（Vol. III, pp. 116.2–119.7）, SN. 41, 3（Vol. IV, pp. 285.18–288.28）, SN. 44, 2（Vol. IV, 

pp. 380.4–384.16）, SN. 44, 8（Vol. IV, pp. 395.8–400.8）.
55）櫻部建［1983: p. 98.10–15］（=［2002a: pp. 101.13–102.7］）は、初期経典各所に、行為や動作の主

体者を明らかにする表現を避ける説き方が確認される点を指摘している。主体者を明らかにする表
現を避けた理由は、その表現を用いると我執・我所執の原因となったり、その存在を肯定すると常
住論に陥ったり、その存在を否定すると断滅論に陥ってしまったりするからであろう。

56）なお、SN. 44, 7（Vol. IV, p. 391.12–395.6）では、自己存在を六処（眼・耳・鼻・舌・身・意）に
分解して分析し、そのいずれもが我ならざるものであることを覚知すべきことが説かれている。意
味するところは「五蘊無我」と同一であろう。

57）SN. 35, 9 では三世の六内処の無我、SN. 35, 12 では三世の六外処の無我が説かれている。
58）既に第一節一項「非客体的アートマン」において検討したように、中村説によれば五蘊が非我で

あっても、五蘊を離れた非客体的な形而下のアートマンがあると理解している。
59）有部と上座部の法体系において、補特伽羅（pudgala）という独立した自性法を認めているわけ

ではなく、有情（sattva）や人間（manus
4

ya）などの語と同じく、五蘊を仮にそのように名付けて
いるに過ぎない。

60）例えば上座部阿毘達磨の一書『人施設論』（Puggalapaññatti）は、その名の通り補特伽羅（puggala）
を種々に分析する典籍である。また有部については『集異門足論』巻 9（T26. 404a25–406a07）や『法
蘊足論』巻 3（T26. 542a12–547a02）を参照。

61）「その者の慢の縛りは」は、SNA. 1, 3, 5（Vol. I, pp. 51.31–52.1）の註釈「māno ca ganthā assa」
に従えば「その者の慢と縛りは」となる。しかしこれは、「慢」と「縛」を独立した法として立て
ている上座部教理に従った解釈である。Bodhi［2000: p. 360 note51］や片山一良［2011: p. 120.7］
が訳しているように mānagantha は「慢の縛り」と理解する方が文脈上自然である。

62）なお、中村元［1963: p. 23.11–16］［旧 13: pp. 164.11–165.2］［15: pp. 500.16–501.2］は、本経につ
いて「アートマンを客体的なものとして認めることはできない、というのである。したがって修行
の完成した修行僧でも「われが語る」（aham

4

 vadāmi）ということもあり、また「世人が〔あるも
のを〕わがものであると語る」（mamam

4

 vadanti）ということがあるけれども、『それは世間の呼称
を巧みに知って、ただ慣例のみに依って呼ぶのであろう』と解している」と述べている。しかし、
第一節において既に述べたように、中村説における初期仏教が容認していたアートマンとは、極め
て世俗的で卑近なものであり、非客体的なアートマンを想定することは説得力が無い。むしろ註釈
で説明されているように、阿羅漢が「私は」「私の」という表現を用いたとしても、それはアート
マンを前提としているのではなく、単に言語表現の慣例に従っているに過ぎないという理解のほう
がより自然であろう。

63）なお、中村元［1963: pp. 24.4–25.2］［旧 13: pp. 165.14–166.12］［15: pp. 502.6–504.8］は、本経に
ついて「かのヴァジラー尼の所説は、後世『ミリンダ王の聞い』においてナーガセーナ長老が「無
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27）中村元［1963: p. 60.13–15］［旧 13: p. 210.12–13］［15: p. 577.15–16］を参照。同趣旨は中村元［15: 
p. 495.9］にも説かれている。

28）中村説では「形而上学的」という語が頻用されるが、この語は仏教用語ではないため、中村説の
意味を複雑で不明瞭なものにしてしまっている。同様に、無記（捨置記）を、「形而上学的問題へ
の沈黙」と理解することも重大な問題がある。たとえば、来世や過去世は見聞きできないという点
で形而上的かもしれないが、仏教では神通によってそれらを具体的・描写的に知り得ると理解して
いる以上、むしろ形而下的とも評価できるだろう。

29）中村元［1963: p. 51.10–12］［旧 13: pp. 196.14–197.1］［15: p. 557.8–10］. 
30）中村元［1963: p. 60.13–15］［旧 13: p. 210.12–13］［15: p. 577.15–16］,  中村元［15: p. 495.9］では、

形而上学的に実体視することを仏陀は排斥したと述べているが、中村元［1963: p. 51.8–9］［旧 13: p. 
196.11–13］［15: p. 557.5–7］では、仏典では形而上学的にいかなる説明も与えられていないと評価
している。

31）中村元［1963: p. 28.2–6］［旧 13: p. 167.11–16］［15: p. 505.6–11］,  中村元［1963: p. 59.11–13］［旧
13: p. 209.10–12］［15: p. 576.11–13］.

32）中村元［1963: p. 36.11］［旧 13: p. 187.2–3］［15: p. 543.11–12］.
33）中村元［1963: p. 35.5–6］［旧 13: p. 183.1–2］［15: p. 536.2–3］.
34）水野弘元［1978（= 1964）: pp. 41–208］を参照。心（citta）、意（manas）、識（vijñāna）は同義

語と理解される。AKK. 2, 34ab を参照。
35）浪花宣明［2005: p. 151.1］［2008: p. 12.6］も参照。
36）中村元［1963: pp. 28–65］［旧 13: pp. 167–227］［15: pp. 505–609］.
37）アートマンを連想させるこれら有情や補特伽羅などの語は、後代の阿毘達磨においても有情を分

類する上で用いられているが、阿毘達磨が常一主宰のアートマンの存在を認めていたわけではない。
たとえば『集異門足論』巻 9（T26. 404a25–406a07）や『法蘊足論』巻 3（T26. 542a12–547a02）を
参照。

38）中村元自身が最初期仏教のアートマンについて「形而上学的にいかなる説明をも与えていない」
と述べていることは、言い得て妙である。中村元［1963: p. 51.8–9］［旧 13: p. 196.11–13］［15: p. 
557.5–7］を参照。

39）Bhattacharya［1973: p. 1.11–12, p. 137.13–17］,  宮元啓一［2004: pp. 177–192］［2012: p. 42.12–14］.
40）中村元［1963: p. 60.11–16］［旧 13: p. 210.9–15］［15: pp. 577.12–578.1］.
41）中村元［1963: p. 23.11–13］［旧 13: p. 164.9–15］［15: p. 500.10–16］を参照。また中村元［1963: p. 

36.9–10］［旧 13: p. 184.10–11］［15: pp. 538.5–539.1］を参照。
42）中村元［15: p. 538.8–10］.
43）Norman, K. R.［2001: p. 260 note477］.
44）ただし、仏典中には「自らを見る／自己を観る／自己を観察する」といった用例も確認されるこ

とは事実である。たとえば中村元［15: p. 547.1–2］は、仏典中に「自らを見る」ことが説かれてい
る根拠として、『ダンマパダ』第 379 偈や『長老偈』第 1074 偈を根拠として挙げている。この他にも、

『ジャータカ』に「自己を観る」（attānam
4

 passati）の句が含まれている。Jā. 51（Vol. I, p. 267.19–
20）, Jā. 52（Vol. I, p. 268.11–12）, Jā. 453（Vol. IV, p. 269.21–28）, Jā. 539（Vol. VI, p. 43.13–20）を参照。
ただしこれらは単に自分自身を省察するという文脈であって、アートマン論を前提にしているとは
読めないだろう。

45）中村元［15: pp. 208–238］,  水野弘元［1972: p. 147.3–7］,  平川彰［1974–1979 i: p. 63.2–6］,  三枝充
悳［2: pp. 41–72］（=［1978: pp. 38–66］）.

46）中村元［15: p. 576.9–13］,  羽矢辰夫［2003: pp. 135–165］
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85.13–14］（=［2002a: p. 82.7–8］）を参照。
12）櫻部建［1983: pp. 90.17–91.3］（=［2002a: p. 90.7–10］）は「すなわち散文経典に説く無我に到る

ことこそが、韻文経典にいう ｢ 我 ｣ の確立である。このように韻文経典における ｢ 我 ｣ と散文経典
における ｢ 無我 ｣ とを理解すれば、およそ両者が立つ思想的立場に相違を見ることはできないので
はなかろうか」と述べている。

13）浪花宣明［2005: p. 162.14–15］［2008: p. 22.21–23］は、「先に「実現されるべき自己」が何であるか、
原始経典にはそれらしいものは説かれていないと言ったが、「実現されるべき自己」とは結局「無我」
になるのではないか」と述べている。

14）清水俊史［2016g］も参照。
15）本稿は中村元から櫻部建、桂紹隆に至る日本国内での「無我説」「非我説」論争を中心に取り上げ、

国外の研究動向は補足的に言及するに留める。
16）①中村元［1963］は A5 版（51 字× 16 行）で 143 頁、② 1970 年刊行の旧選集（中村元［旧 13: 

pp. 139–282］）は四六版（47 字× 17 行）で 143 頁、③ 1993 年刊行の決定版選集（中村元［15: pp. 
455–673］）は四六版（45 字× 17 行）で 218 頁である。単純計算で比較すれば、①中村元［1963］
と②中村元［旧 13: pp. 139–282］の間で分量の大きな変化はないが、最終版の③中村元［15: pp. 
455–673］では旧稿に 1.5 倍近い増補がなされている。

17）櫻部建［1983］（=［2002a: pp. 57–104］）, 浪花宣明［2005］［2008: pp. 11–25］.
18）韻文から散文への思想展開を前提とする中村元の資料論（韻文優先説）そのものの妥当性につい

て、古くから疑義が投げかけられている。しかし本稿ではそのような資料の是非については論究し
ない。ただし中村元が古いと仮定する韻文経典のうちにも「無我説」が説かれていることを示すこ
とは、中村説を批判的に再考する上で有効な手法である。そのため、本稿では韻文・散文という区
分けを採用しつつ中村説の問題点を論究し、散文のみならず韻文のうちにも「無我説」が有力であ
ることを示したい。

19）櫻部建［1983］（=［2002a: pp. 57–104］）.
20）中村元［1963: pp. 56.12–59.9］［旧 13: pp. 206.5–209.6］［15: pp. 570.19–576.7］.
21）中村元［1963: p. 25.1–5］［旧 13: p. 166.11–16］［15: p. 504.6–11］.
22）浪花宣明［2005: p. 163 註 3］［2008: p. 24 註 2］は、中村説で用いられる「アートマンを対象的に

把握する」という表現の意味が解らないと述べている。中村説では、この「客体的」「対象的」の
みならず、「形而上学的」などの非仏教語も多用されており、これらがどの様な意味で用いられて
いるのか不明瞭である。

23）中村元［15: p. 576.9–11］を参照。同趣旨は中村元［15: pp. 633.15–634.2］においても説かれている。
24）有部論書 AKVy.（p. 705.9–10）によれば、五位七十五法に細分化される一切法が、いずれも「我

ならざるもの」とされる以上、「無我説」の立場であることが解る。
　　また上座部註釈文献 DhpA. 279（Vol. III, p. 407.5–8）や KvA. 1, 1, 1（pp. 9.20–10.2）では、一切法・

五蘊・十二処・十八界・二十二根が取り上げられ、それらが恒常なる人格主体（アートマンや補特
伽羅）ではないと説かれており、「無我説」の立場であることが解る。

25）なお中村元［15: p. 502.3–5］は、「人間の個体の五種の構成要素（五蘊）を問題として、「アート
マンはそれではない、あれでもない」と説いていることは、ウパニシャツドの哲人ヤージニャヴァ
ルキヤがアートマンを問題として「しからず、しからず」といっているのに論理的には通ずる」と
述べている。しかし、ウパニシャッドでは自己のうちにアートマンを観ることが説かれる（BĀU. 
4, 4, 23 や Mānd

4 4

U. 12 を参照）。
26）一方、中村元［15: pp. 208–247, p. 576.11–12, p. 561.12–16］によれば、中村元が最初期仏教の基本

的立場として「形而上学的問題についての沈黙」を主張している。
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────────────────────────────────────────
1）もちろん後代の大乗経典などにおいては如来蔵や仏性といった、アートマンに類する概念が説か

れていることは知られている。桂紹隆［2011］を参照。
2）この論考は、中村元［旧 13: pp. 139–282］［15: pp. 455–673］において加筆修正されて収められて

いる。この中村説と同趣旨は、それ以前にも Horner［1936］,  Rhys Davids, C. A. F.［1938］,  西義
雄［1953（= 1978）: pp. 434.15–455.16］［1960］などよって既に主張されていたが、考察した資料
の量、学界に与えた衝撃という点では、中村元［1963］が重要である。本稿もこの中村説を基軸に
して無我・非我の問題を考察していく。

3）三枝充悳［2: p. 401.3–4］（=［1978: p. 375.16–17］），早島鏡正［1967］（=［1: pp. 45–89］）,［1990: 
p. 46.8–16］（=［9: pp. 43.9–44.4］）, 宮 元 啓 一［2002: pp. 112–138］［2004: pp. 177–192］［2012: p. 
176.12–15］,   羽矢辰夫［1992］［2003］,   西昭嘉［2002］［2003］.

4）ただし、どのようなアートマン像を想定したのかについては、諸研究によってかなり見解が異な
っている。また海外の諸研究は、中村元のように「韻文優先説」に基づいてらず、国内のものと手
法などが大きく異なる点も特徴的である。

5）同様に海外では、仏教の「非我説」（有我論）を主張する Pérez-Remón［1980］が Collins［1982a］
［1982b］によって批判され、さらに、この Collins 説が Harvey［1995］によって批判されている。
このような無我・非我をめぐる海外の事情については、櫻部建［2002a: pp. 214–230］に詳しい。

6）松本史朗［2004: p. 23.19］は、韻文資料に基づく研究について「韻文経典にもとづいて説くところ
の「最初期の仏教」とは、実はジャイナ教にほかならないのである」と評価している。ただし、松
本史朗［1989: p. 201.5–7］の段階では、中村元説に全面的に賛同していたようである。

7）中村元［1963: p. 60.10–16］［旧 13: pp. 210.8–15］［15: pp. 577.11–578.1］を参照。ただし中村元［15: 
pp. 538.16–539.1］は、「喪失した自己の回復、自己が自己となること、これがすなわち初期仏教徒
の実践の理想であった。表現に関するかぎりでは、この点にもウパニシャッド的なアートマン哲学
が顕著に保存されているといい得る」と述べている。
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越的自己を探求する立場からは「仏性」や「如来蔵」が唱えられた旨を主張しているが、大乗にお
ける思想対論については本稿では扱わない。

10）中村元［1963］［旧 13: pp. 139–282］［15: pp. 455–673］.
11）韻文経典において、我執・我所執の克服は幾度も説かれていても、アートマンの有無を論じる文

脈ではなく、むしろ我を確立するという文脈に力点が置かれると述べている。櫻部建［1983: p. 
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説していたとしても、それは表現としてあるだけで、アートマンの実在を前提にしているの

ではない、ということである。この注意喚起は既に韻文経典のうちに複数現れている。よっ

て、仏典に自己（我，atta）という語が現れたからと言って、単にそれは日常会話における

「私」を意味するのであって、それをウパニシャッド的なアートマン論と結び付けて解する

ことは妥当ではない。また初期経典の随所に説かれる諸法無我・五蘊無我の記述は、我々有

情を構成するあらゆる要素がアートマンではないことを端的に証明している。以上の事実を

鑑みるならば、「アートマンは存在しない」という「無我説」の立場こそが初期経典の一貫

した立場であると結論付けられる。

　確かに仏陀は「アートマンは存在しない」とは明示しなかった。アートマンの有無を問わ

れても仏陀は沈黙を守った。しかしこれは、「アートマンは存在するのか」という問いの立

て方が、外道のものであり、仏教的でなかったことに起因すると考えられる66）。すなわち

仏教の立場においては、自己を観じてそれを五蘊に分解し、そのいずれも我ならざるもので

あることを覚知することが重要なのであり（五蘊無我）、アートマンの有無だけを直截に決

定することは常住論や断滅論を唱える外道たちの立場なのである。もちろんこの仏教の立場

は「アートマンは存在しない」という「無我説」に立脚していることは言を俟たないが、五

蘊を考察することなく「アートマンは存在しない」とだけ結論付けることは、外道が唱える

断滅論と同じものに陥ってしまうのである。

　以上の考察より、「初期仏教においては、アートマンを否認していないのみならず、アー

トマンを積極的に承認している」という「非我説」の立場は再検討を要する。

Abbriviations
AKBh. - Abhidharmakośa-Bhās

4

ya，P. Pradhan（ed.）.

AKK. - Abhidharmakośa-Kārikā - Cf. Chap. 1–9: AKBh.

AKVy. - Abhidharmakośa-vyākhyā，Unrai Wogihara（ed.）.

AN. - An4guttara-Nikāya，R. Morris（ed.），PTS edition.

BĀU. - Br
4

hadāran
4

yaka Upanis
4

ad，Ānandāśramasam
4

skr
4

tagranthāvali edition.

BhG. - Bhagavadgītā，V. S. Sukthankar and S. K. Belvalkar（eds.）.

Dhp. - Dhammapada，PTS edition.

DhpA. - Dhammapada-Att
44

hakathā，PTS edition .

DN. - Dīgha-Nikāya，PTS edition.

DNA. - Dīghanikāya-Att
44

hakathā (Suman4galavilāsinī)，PTS edition.

Kv. - Kathāvatthu，PTS edition.

KvA. - Kathāvatthu-Att
44

hakatā (Pañcapakaran
4

a-Att
44

hakatā)，PTS edition.

Mānd
4 4

U. - Mānd
4 4

ūkya Upanis
4

ad，Ānandāśramasam
4

skr
4

tagranthāvali edition.

Mil. - Milindapañha，PTS edition.

MN. - Majjhima-Nikāya，PTS edition.

MNA. - Majjhimanikāya-Att
44

hakathā (Papañcasūdanī)，PTS edition.

SN. - Sam
4

yutta-Nikāya，PTS edition.
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SN. 5，10（Vol. I，p. 135.18–21）:

いったいどうして「有情がある」と信じるのか。魔よ、あなたには執見がある。これは

諸行の集積に過ぎない。ここに有情は得られない。

あたかも部品が集まって車という呼名が起こるように、諸蘊が存在すれば、有情という

俗称が起こる。

　ここで説かれている「部品と車の喩」は、あまりに有名である。つまり、「車」とは、車

輪や軛などの部品が組み合わさってできたものに附された呼称に過ぎないのであって、車輪

や軛などの部品が「車」なのではない。それと同じように、我々人間がたとえ「有情」と呼

ばれたとしても、それは色・受・想・行・識という部品（五蘊）が組み合わさっているもの

に附された呼称に過ぎないのであって、これら五蘊はいずれも「有情」（すなわちアートマン）

ではない。すなわち、先ほど検討した「私」という表現と同じく、会話のなかで「有情」と

いう語が用いられたとしても、それは自己を統一し主宰しているアートマンの存在を前提に

しているのではないということである。また、本経において、「有情」という存在要素を構

想することは、執見に基づくものと記述されているから、やはり「アートマンは存在しない」

という「無我説」に基づいている63）。事実、本経は、『論事』や『ミリンダ王の問い』にお

いて「無我説」の教証として引用されている64）。

　以上の韻文経典における記述は、散文経典においても同様に確認することができる。『長

部』第 9 経「ポッタパーダ経」には次のように説かれている。

DN. 9（Vol. I，p. 202.7–9）:

チッタよ、これら〔三種の「我の獲得」と〕は、世間における通称であり、世間におけ

る言語であり、世間における表現であり、世間における施設です。如来は、執着するこ

となく、それらによって説きます。

　上記一節の直前には、三種の「我の獲得」（attapat
4

ilābha）が仏陀によって説かれている。

すなわち、仏陀が「我の獲得」を説いていたとしても、そこに執着はなく、それはあくまで

世間の慣習に従った通称に過ぎないというのである。また、ここでも我（アートマン）の表

現が煩悩と関係づけられており、実際にはアートマンは存在しないという「無我説」が前提

になっていると考えられる65）。

結論

　以上を総括すれば、初期経典に現れるアートマン（我）を連想させる「私」「有情」「補特

伽羅」といった表現は、アートマンの実在を前提としているのではなく、世間の慣例に倣っ

て用いられているに過ぎない。言い換えれば、たとえ仏陀が「私」「有情」「補特伽羅」と言
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　煩悩を断じた阿羅漢といえども、世間にあわせて「私」という表現を用いているという。

本経をどの様に理解するかは、「無我説」「非我説」を考察する上で重要な視点を与える。五

世紀ごろブッダゴーサによって著された註釈は次のようにこの箇所を説明している。

SNA. 1，3，5（Vol. I，pp. 51.13–52.3）:

第五〔経〕における「なし終え」とは、四道によってなすべきことを為した者のことで

ある。「私は（aham
4

）話す」とは、密林の茂みに住むこの神格は、阿蘭若住の比丘たち

が「私は食べる」「私は坐る」「私の鉢である」「私の衣である」云々と語る表現を聞いて、

考えた。〔そして〕「私は彼ら比丘たちが漏尽者であると思う。だが、漏尽者と呼ばれる

者たちに、このように我の妄説を語ることが起こるだろうか、それとも起こらないだろ

うか」と〔いう疑問の答えを〕知るために、このように尋ねた。「通称」とは、世間の

言語、世間の表現のことである。「巧みな者」とは、蘊などに巧みな者のことである。「表

現としてのみ」とは、妄説に依った話を捨てて、表現の乖離をつくらずに「私は」「私の」

と語るだろう、ということである。なぜなら「諸蘊は食べる」「諸蘊は坐る」「諸蘊の鉢

である」「諸蘊の衣である」と言われても表現の乖離が起こるため、誰も理解できない

からである。それゆえに、そのように言わずに、世間の表現によって言説するのである。

さて、神格が「もし見（ditth
44 4

i）に基づいて語らないのであれば、慢（māna）に基づい

て語るのであろうか」と考えて、さらに「〔阿羅漢となり、なし終え、諸漏が尽きた、

最後身を保つ比丘〕は」と尋ねた。そのうち「慢に」とは、「比丘は慢に近づいて、慢

に基づいて語るのであろうか」である。そこで世尊は「この神格は、漏尽者の沙門のよ

うにしている」と考えて、「漏尽者には九種の慢が断たれている」と示しつつ、答えの

偈を語った。そのうち「滅ぼされている」とは、「滅されている」である。「慢の縛り」

とは、「その者の慢と縛りは」である。「妄想」とは、「妄執」のことである。〔すなわち〕

「彼は渇愛・見・慢という妄想を超越している、超克している」という意味である。残

りは説かれた意味の通りである。

　すなわち、この註釈の理解によれば、我々の存在は正確には五蘊からなるものであるが、

「諸蘊は食べる」「諸蘊の衣である」と正しく表現しても誰も理解できないため、世間で交わ

されている一般的な表現に基づいて「私は食べる」「私の衣である」と阿羅漢は言説するの

だという。ここで重要となるのは、煩悩を断じたはずの阿羅漢が「私」という表現を用いる

かどうかが論点であるから、実際には「私」という法、すなわちアートマンは存在しない「無

我説」が前提になっている点である62）。

　続いて問題となるのは、この註釈の理解が、初期経典の理解にまで遡ることが可能である

かどうかであるが、後代の註釈文献の登場を俟たずとも、これと同趣旨の問題が複数の初期

経典において議論されている。まず、アートマンの異称としても用いられる「有情」の語を

めぐって次のように説かれている。
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ところで犢子部や正量部は、この「補特伽羅」の語に、日常的な用法だけでなく哲学的な意

味をも付与し、これを輪廻業報世界に流転する人格主体として、つまりアートマンと類似し

た概念を指す語として用いる。もちろんこのような人格主体の存在を認めない有部や上座部

は、この犢子部・正量部が主張する「補特伽羅説」を強く非難する59）。ただし、有部と上

座部が非難しているのは「補特伽羅説」であって、「補特伽羅」という語そのものではない。

その証拠に、有部と上座部が保持する阿毘達磨文献や註釈文献を検討すると「補特伽羅」と

いう語は有情を分類する上で多用されている60）。すなわち、部派教理書において「補特伽羅」

という語があるからといって、それを全てアートマン論（補特伽羅説）と結び付ける必要は

ないことは明らかである。

　アートマン論をめぐるこれと同様の事情は、既に初期経典の段階で確認される。たとえば、

アートマン（我）の存在を連想させる「私」という表現について次のように説かれている。

SN. 1，3，5（Vol. I，pp. 14.10–15.4）:

〔神は質問した。〕「阿羅漢となり、なし終え、

諸漏が尽きた、最後身を保つ比丘は、

『私は（aham
4

）話す』と語るであろうか。

そして『彼らは私に（mama）話す』と語るであろうか」と。

〔仏陀は答えた。〕「阿羅漢となり、なし終え、

諸漏が尽きた、最後身を保つ比丘は、

『私は（aham
4

）話す』と語るであろう。

そして『彼らは私に（mama）話す』と語るであろう。

巧みな者は、世間における通称を知り、

表現としてのみ言説するだろう」と。

〔再度、神は質問した。〕「阿羅漢となり、なし終え、

諸漏が尽きた、最後身を保つ比丘は、

比丘のまま慢に近づいて、

『私は（aham
4

）話す』と語るであろうか。

そして『彼らは私に（mama）話す』と語るであろうか」と。

〔再度、仏陀は答えた。〕「慢を捨断した者に縛りはない。

その者の慢の縛りは61）、すべて滅ぼされている。

妄想を超えたかの賢者は、

『私は（aham
4

）話す』と語るであろう。

そして『彼らは私に（mama）話す』と語るであろう。

巧みな者は、世間における通称を知り、

表現としてのみ言説するだろう」と。
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Therag. 1160:

五蘊を他のものとして観て、しかも我であると〔観〕ない者たちは、細微なものに通達

する。あたかも毛先を矢で〔射貫く〕ように。

SN. 4，2，6（Vol. I，p. 112.26–27）:

色と、感受されたものと、想と、識と、為作せられたるもの〔すなわち五蘊〕がある。「こ

れ（五蘊）は私ではない」「これは私のものではない」と、このようにそこに離染する。

　また次の偈も、「無我説」を説いていると考えられる。

Ud. 7，1（p. 74.16–19）:

上にも下にもすべてにおいて脱した者は、「これは私である」と観ることがない。この

ように解脱した者は、再び生存を得ないように、これまで渡り終えていなかった暴流を

渡った。

　ここでは輪廻を超克し解脱した修行者は、すべてにおいて脱して「これは私である」と見

ることがないと説かれているから、やはり自己を統一し主宰しているアートマン（我）が存

在しないという「無我説」が説かれていると理解することが穏当であろう。

以上に考察してきたように、現象世界を構成するすべての存在要素が我ならざるものである

こと（諸法無我）が、初期経典中には様々な表現をもって随所に説かれている。

第二項 我をめぐる表現

　前項においては、成立が古いとされる韻文経典のうちに、アートマンは存在しないことを

主張する文献が多数現れることを指摘した。もちろんこれと同じ資料を用いながら、五蘊の

外側に真のアートマンが存在することを主張する先行研究もある。しかし第一節において検

討してきたように、初期経典に現れるとされるアートマン像は、道徳律を超えるものではな

く、果たして恒常不変の人格主体としてのアートマンを意味していると読み得るのかどうか

甚だ疑問である。この疑問は既に桂紹隆［2005: p. 4.a4–b14］，浪花宣明［2005: p. 161.1–3］

［2008: p. 21.7–10］によって表明されている。つまり、これら「私」や「自己」などの表現は、

多義に解釈することが可能であり、哲学的な意味だけでなく、日常的な意味としても理解し

得る。言い換えれば、聖典中に「私」「自己」「有情」「補特伽羅」という語が現れたからと

いって、それらすべてが哲学的なアートマン論を前提としていると理解する必然性はないと

いうのいうのである。

　この指摘は極めて重要であり、その妥当性は、「補特伽羅」の語から確認することができる。

この「補特伽羅」という語は自己（アートマン）の異称の一つとして知られ、初期経典中に

既に用いられており、日常的な意味としては現象として活動する我々個人を指す語である。
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第三節 初期経典における無我と非我

第一項 諸法無我と五蘊無我

　前節までに、先行研究による成果を基にしながら、「非我説」と無記（捨置記）について

考察した。そして、１）初期経典において、形而下的かつ非客体的なアートマンが認められ

ていたと積極的に読み得る記述は確認されないこと、２）アートマンの存在を直截に有無で

答えることは外道たちが主張する常住論・断滅論と同じになってしまうため、方便として無

記の立場を貫いたと考えられることの二点を指摘した。

　以上の本稿の指摘は、初期仏教において「無我説」こそが正しい見解があったことを示し

ている。事実、中村元がその成立が古いと位置づける韻文経典のうちでさえ、「無我説」を

唱えていると理解し得る資料が多く残されている。例えば次のようにある。

SN. 8，4（Vol. I，p. 188.18–19）:

　諸法を他のものとして、苦として観よ。しかし我として〔観てはなら〕ない。

　大貪を消滅させよ。何度も焼かれてはならない。

Dhp. 279; Therag. 678:

「一切の諸法は我ならざるものである」と、智慧によって観るとき、〔その者は〕諸々の

苦を厭離する。これが清浄への道である。

　ここでの「一切の諸法」とは「現象世界を構成するすべての存在要素」に他ならないから、

そのすべての諸法が我ならざるものであることは、アートマンが存在しないという「無我説」

を意味している。この「諸法無我」の表現は散文経典においては五蘊無我と並んで説かれて

いる。

MN. 35（Vol. I，p. 228.10–14）:

「比丘らよ、色は無常である。受は無常である。想は無常である。諸行は無常である。

識は無常である。比丘らよ、色は我ならざるものである。受は我ならざるものである。

想は我ならざるものである。諸行は我ならざるものである。識は我ならざるものである。

一切の諸行は無常である。一切の諸法は我ならざるものである」と。

　以上のような定型表現を考察して、Norman，K. R.［1981: p. 28.22–24］（=［2: p. 209.9–

11］）や櫻部建［1983: pp. 87.6–89.16］（=［2002a: pp. 84.13–88.13］）は、五蘊とは人間存在

の全体を指しているから、「五蘊〔六処等〕のそれぞれについて繰り返し繰り返し非我が説

かれていることは、そのまま、実は無我が説かれていることになる」と理解している57） 。

五蘊が我ならざるものであることは韻文中においても明示されている58）。
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ャゴッタが立ち去って間もなく、世尊に次のように言った。「尊師よ、いったいどうし

て世尊は、遍歴行者ヴァッチャゴッタが質問しても〔それに〕答えなかったのですか」

と。「アーナンダよ、遍歴行者ヴァッチャゴッタに「我はあるのでしょうか」と問われて、

「我は存在する」と答えたならば、アーナンダよ、常住論を唱える沙門・婆羅門たちの

それと同じになってしまっていたでしょう。またアーナンダよ、遍歴行者ヴァッチャゴ

ッタに「我はないのでしょうか」と問われて、「我は存在しない」と答えたならば、ア

ーナンダよ、断滅論を唱える沙門・婆羅門たちのそれと同じになってしまっていたでし

ょう。またアーナンダよ、遍歴行者ヴァッチャゴッタに「我はあるのでしょうか」と問

われて、「我は存在する」と答えたならば、アーナンダよ、それは私の「一切の諸法は

我ならざるものである」という智の生起に随順していたでしょうか」と。「いいえ、世

尊よ」と。「しかるにアーナンダよ、遍歴行者ヴァッチャゴッタに「我はないのでしょ

うか」と問われて、「我は存在しない」と答えたならば、アーナンダよ、迷っている遍

歴行者ヴァッチャゴッタは、「以前に私に我はあると〔言っていた〕のに、今はそれ（我）

は無いと〔言っている〕」とさらに迷ってしまっていたでしょう」と。

　また、別の複数の経典においても、沈黙した理由として、このような問いに回答すること

が解脱や仏道修行に資さないことが力説されている52）。そして、このような誤った問いが

立てられた理由は、五蘊をアートマンと見なすなど、自己存在の有り様に対する不正な見解

に起因している旨が複数の経典で言及されている53）。つまり、説法相手の能力に応じた対

機説法として、無記の立場が示されたと理解されている。それでは、アートマンに関する仏

教的に正しい問いの立て方とその回答は何であろうか、といえばそれは「五蘊無我」である。

すなわち、無記が説かれる多くの経典において、仏陀は沈黙した後に、五蘊がアートマンな

らざるものであることを説示している54）。

　したがって、初期経典における無記とアートマンの関係は次のようにまとめられよう。「ア

ートマンは存在するのか」という疑問は、五蘊の有り方を正しく知らない外道の立場に基づ

いており、この問いに答えることは、仏教的世界観を明らかにしたり、解脱に資する智慧を

齎したりするものではない55）。そのため、これらの問いが提示されても仏陀は沈黙を守り、

かわりに「五蘊無我」という仏教的世界観を示した。つまり仏教においては、アートマンの

有無を直截に答えるのではなく、自己存在を分析してそれを五蘊に分解し、そのいずれも我

ならざるものであることを覚知することが肝要なのである56）。もちろんこの仏教の立場は

「アートマンは存在しない」という「無我説」に立脚していることは言を俟たない。しかし、

五蘊への考察を経ることなく「アートマンは存在しない」とだけ憶断することは、外道が唱

える断滅論に陥る。
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初期経典のうちには、「世界は常住なのか」「アートマンは存在するのか」といった質問があ

っても、仏陀はそれに答えず沈黙を守るという筋書きの教説が頻出する。いわゆる「無記」

と呼ばれるものである45）。この記述を受けて、たとえば中村元や羽矢辰夫は、初期仏教は

倫理主体としてのアートマンを認めていても、それの形而上的問題については沈黙を守った

と評価している46）。宮元啓一も同じく、仏陀は経験的な事実を出発点としない問題に沈黙

を守った故に、アートマンについてもその有無を答えることは無かったと評価している47）。

また、桂紹隆や榎本文雄は、初期経典においては、超越的アートマンの問題について沈黙す

ること（無記48））こそが一番正しい答えであると評価し、アートマンは存在するとも、存

在しないとも主張しない世尊の教えを「中道」の立場に則ったものであると理解する49）。

　しかしこれらの説には再検討の余地がある。まず、「形而上的問題については沈黙を守っ

た故に、形而上学的アートマンについても沈黙を守った」という理論であるが、そもそも無

記を「形而上的問題への沈黙」と理解すること自体に問題がある。なぜなら、形而上・形而

下にあたる語はパーリ三蔵のうちに見出されないため、いずれの教説を形而上・形而下と認

定するかの判断が仏典を読む者の価値観に委ねられてしまっている。そして、無記が超越的

アートマンの有無に関する最も正しい回答という理解にも問題がある。というのも、経典に

おいて仏陀が無記の立場を貫く場合、その対論者の多くは外道であり、またその問い自身が

外道の見解と密接に関係しているからである50）。そして、経中においてアートマンの存在 /

非存在の問題について無記の立場が示されても、それを受けた聴衆は浄信も悟りも起こして

いない51）。よって、この無記の立場は仏教の真髄を明かした勝義的教説とは言い難いであ

ろう。

　よって、仏陀が「世界は常住なのか」「アートマンは存在するのか」といった問いに沈黙

を守った理由は、その問いが形而上的であったからでも、有無を答えないことが最も正しい

回答であるからでもない。経の文言に従うならば、その理由は、そもそもこの問いの立て方

が誤ったものだったからであろう。つまり、それを有無という点から回答することは仏教的

に正しい見解に結びつかず、かえって誤解を招く恐れがあるために沈黙を守ったと考えられ

る。たとえば『相応部』第 44 章，第 10 経では、アートマンの有無を問われて沈黙した理由

は、それに「存在する」「存在しない」で答えることは常住論者や断滅論者と同じ見解に陥

ってしまうと述べられている。

SN. 44，10（Vol. IV，pp. 400.10–401.11）:

ある時、遍歴行者ヴァッチャゴッタは、世尊のいるところに近づき、近づいてから世尊

と挨拶をかわし、親しく印象に残る言葉を交えてから、一方に坐した。一方に坐した遍

歴行者ヴァッチャゴッタは、世尊に次のように言った。「友ゴータマよ、はたして我は

あるのでしょうか」と。このように言われて、世尊は沈黙した。「友ゴータマよ、はた

して我はないのでしょうか」と。二度目も、世尊は沈黙した。すると遍歴行者ヴァッチ

ャゴッタは坐から立ち上がり出発した。その時、尊者アーナンダは、遍歴行者ヴァッチ



8

　
　
　
　
無
我
と
非
我

　中村説に基づけば、最初期の仏教では「非我説」が主張されるのみであるから、この偈も

アートマンの非存在を前提にしているわけではないことになる。しかし、ウパニシャッドな

どに確認される類似表現を考察する限りでは43）、むしろ婆羅門宗教が主張するアートマン

を否定している文脈として読み得る。たとえば次のような類似表現が確認される。

BĀU. 4，4，23:

それゆえに、このように知る者は、静まり、自制し、抑止し、辛抱し、入定して、自己

のうちに自己を観る。一切を自己として観る。

Mānd
4 4

U. 12:

 このように知る者は、自己によって自己に入る。

BhG. 6，20:

そこにおいてヨーガの実践により抑止された心は静まり、そして自己によって自己を観

て、自己において満足する。

BhG. 13，25:

ある人々は、静慮により自己のうちに自己によって自己を観る。他の人々は数え上げるヨ

ーガにより、また他の人々は行為のヨーガにより見る。

　上記で訳出した「自己」の語は、婆羅門宗教におけるアートマンに相当する。すなわち、

婆羅門宗教側の文献では「自己によって自己を観る」のに対して、仏教側の文献（『スッタ

ニパータ』第 477 偈）では逆に「自己によって自己を観ない」ことが説かれている。よって、

この偈はウパニシャッド的アートマンを否定していると考えられる44）。

まとめ

　本節では「非我説」に検討を加え、その問題点を考究した。結論として、最初期仏教が認

めていた「アートマン」とされるものは、単に日常会話で用いられる「私」という表現を超

えないものである。したがって、このような形而下的実体であるにもかかわらず、それを客

体対象として捉えられない認識対象外のものとする中村説には齟齬があるように思われる。

また初期経典のうちには、ウパニシャッド的アートマン論を否定した文献が確認される。以

上の点から、「非我説」は説得的ではない。

第二節 無記と無我

　続いて第二節では、初期経典に説かれる無記（捨置記）と無我との関係について考察する。



7

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

あたかも辺境の都市が内外に護られているように、自己を護れ。刹那たりとも〔無駄に〕

過ごすな。なぜなら、刹那を〔無駄に〕過ごした者たちは、地獄に引き渡されて愁うか

らである。

　上で「自己」と訳した我（Skt: ātman，Pāli: attan）の語に限らず、その異称である有情（Skt: 

sattva，Pāli: satta） や 人 間（Skt: manus
4

ya，Pāli: manussa）、 補 特 伽 羅（Skt: pudgala，

Pāli: puggala）などの語も併せるならば、枚挙に暇がないほどアートマンの存在を連想させ

る表現が初期経典中に現れることになる。しかし、これら用例はいずれも、最初期の仏教が

主張していたとされる、実現されるべき自己の仔細を明らかにするものではない。桂紹隆

［2005: pp. 4.a4–5.a6］が主張しているように、我（Skt: ātman，Pāli: atta）の語は、常に一

つの意味で用いられているわけではなく、この語が現れたからといって、ウパニシャッドで

説かれるアートマン論と直結させる必要はない37）。したがって、果たしてこれらの用例を

基に初期仏教におけるアートマン論を構築することが妥当なのかという点が吟味されなけれ

ばならないだろう38）。第三節において考察するように、既に初期仏典のうちで、この問題

が取り上げられているのである。

第四項 ウパニシャッド的アートマン

　最後に、ウパニシャッドに説かれるアートマンとの関係性について考察する。「非我説」

の立場で最初期仏教におけるアートマン論を主張するならば、それがウパニシャッド的アー

トマンとどの様な関係にあるのかが必然的に問題となる。たとえば、Bhattacharya や宮元

啓一はウパニシャッド的アートマン論を仏教も取り入れていたと主張している39）。中村元

は、ウパニシャッド的な形而上学的実体としてのアートマンを仏教が否定したと評価しなが

らも、ウパニシャッドに説かれるアートマンに通じる記述があると指摘する40）。このよう

に「非我説」を採用する場合には、ウパニシャッドのアートマン論との比較が問題となる。

そこで本節では、初期仏典の中に、ウパニシャッド的アートマンが否定されていると読み得

る資料を検討したい。まず、中村元は、「アートマンが客体的なものとして認めることはで

きない」とされる根拠の一つとして、『スッタニパータ』第 477 偈が引用され、その表現が

ウパニシャッドのアートマン哲学に通じるとされる41）。中村訳と拙訳を併記すれば次のよ

うになる。

SN. 477:

【中村訳42）】自己によって自己を観じて〔それを〕認めることなく、心が等しくしずまり、

身体がまっすぐで、みずから安立し、動揺することがなく、心が荒みなく、疑惑のない

〈全き人〉（如来）は、お供えの供物をうけるにふさわしい。

【拙訳】自己によって自己を観ることなく、入定し、真直ぐに〔姿勢を〕整え、安定し、

不動にして荒れることなく疑惑もない、〔そのような者が〕如来として供物に相応しい。
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　また、初期経典の記述のみならず、阿毘達磨の分類において「心」は一切法・五蘊のうち

に含まれるから34）、後代の仏教においても「心」は、形而下かつ客体的なものである。よ

って「心」の有り様が客体的に考究されている以上、仏典に説かれる「心」を、客体的に把

握されないとされるアートマンと同一視しようとする中村説には再検討が必要である。

第三項 実現されるべきアートマン

　前項において検討したように中村説によれば、最初期仏教においては道徳的・倫理的主体

として言及される自己（アートマン）が認められていると理解されている。これを証明する

ために中村元は、初期経典に現れる、実現されるべき自己（アートマン）の用例を膨大に列

挙する。しかし、ここで列挙されている用例はいずれも、浪花宣明［2005: pp. 162.14–163.1］

［2008: p. 22.21–28］が指摘しているように35）、道徳的・倫理的主体でしかないので、確かに

それは形而下的実体であるが、非客体的なものであるとは言い難い。したがって、このよう

な実現されるべき自己（アートマン）の用例は、客体的アートマン観が否定されていたとい

う中村説と齟齬をきたしている。なにより「非我説」において列挙される、初期仏教で説か

れるアートマン（自己）とされる表現は、いずれも哲学的なアートマン論ではなく、むしろ

形而下の日常会話で用いられる、単なる「私」の意味で用いられている36）。たとえば次の

ような偈である。

SN. 1，2，3（Vol. I，p. 6.19–20）:

　自己に等しい愛しいものはない。穀物に等しい財宝はない。

　智慧に等しい光はない。雨は最高の水流である。

Dhp. 145:

　灌漑人たちは水を牽き、矢職人たちは矢を矯め、

　木匠たちは木材を矯め、善行者たちは自己を調御する。

Dhp. 160:

　まさに自己こそが自己の主である。他の者が主になるだろうか。

　よく調御された自己によってこそ、得難い寄る辺を獲る。

Dhp. 379:

　自ら自己を叱責せよ。自ら自己を省みよ。

　比丘よ、自己を護り、念を保てば、汝は安楽に住する。

Therag. 1005:
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まり、「客体的に把握し得るありとあらゆるものが、アートマンならざるもの、すなわち非

我である」ことは、既に述べたように、そのまま「アートマンは存在しない」という「無我

説」を意味している25）。

第二項 形而下的アートマン

　前項においては、中村説における最初期仏教のアートマンの特徴として、それが一切法や

五蘊を超越した非客体的なものであるという点を指摘した。これと関連して、もう一つ重要

なアートマンの特徴として、それが形而上的なものではないという視点がある。たとえば次

のように述べ、形而上的アートマンは仏陀によって排斥されていると評価している26）。

ただウパニシャツドの哲学が、ややもすればアートマンを形而上学的実体視しているの

に対して、仏教はこのような見解をはっきりと拒否した。27） 

　つまり、ウパニシャッドに説かれるアートマンは、形而上学をその本領とし28）、万有の

根本原理であり、万有の生起・存続・帰滅を成立せしめる原因であって、主宰者である29）。

一方で、仏教においては、そのような形而上的アートマンは否定されている、というのであ

る30）。ここで注意しなければならない点は、中村説においては、形而上的アートマンは否

定されても、形而下的アートマンは認められている点である。それでは、最初期仏教が認め

ていた形而下的アートマンとは何か、といえば、それは道徳的・倫理的行為の主体であ

り31）、西洋倫理学の「良心」に近いものであり32）、具体的には「心」と同じであるという。

さて「自己を制する」といっても、その場合の自己なるものは決して形而上学的な実体

ではない。それを具体的に理解するならば、心と同じであるといってもよいであろ

う。33） 

　しかしながらここで疑問が起こる。先ほど検討したように、中村説における初期仏教のア

ートマンとは客体的に把握できないものと理解されている。しかし、韻文経典において「心」

は客体的に描写され、それの有り様を熟知して、調御する必要があると説かれる。

Therag. 85:

　心の相について熟知し、遠離の味を了知し、

　静慮しつつ賢者は、憶念し、汚れなき楽を証得するだろう。

Dhp. 33:

　動揺し浮付いた心は、護り難く調御し難い。

　智者は、矢職人が〔曲がった〕矢を〔矯める〕ように、〔心を〕矯める。
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第一項 非客体的アートマン

　仏教におけるアートマン観については、初期経典の随所に説かれる「諸法無我」「五蘊無我」

の二つがこれを端的に示す教えであると夙に知られる。ここでの諸法とは現象世界を構成す

る全存在のことを、五蘊とは我々の人間個体の構成要素すべてを意味しているから、それら

一切が「我ならざるもの」である以上、それは「アートマンは存在しない」と主張している

ようにも読める。このように理解することが「無我説」の立場である19）。

　これに対して「非我説」を主張する中村元は、この「諸法無我」「五蘊無我」の両説に対

して異なる理解を示している。まず、「諸法無我」について、中村元は諸漢訳に残された訳

語などを根拠としながら次のように述べている。

したがって「諸法無我」の原文は「外界に認められるいかなるものもアートマンならざ

るものである」という意味であり、実践的には「この世のものは、あてにならぬ」とい

う趣旨を含めていると解し得る。20） 

　そして、「五蘊無我」について次のように述べている。

ここでは客体的に生存する者としての生存者（有情 satta）は五種の構成要素（五蘊）

の集合構成したものにすぎず、常住不変な実体として存在しているのではない、という

ことをいおうとするのである。……決してアートマンを否認したわけではないのであ

る。21） 

　以上の「諸法無我」「五蘊無我」に対する言及から、「アートマンは、五蘊など客体的（対

象的）なものとして捉えることができない」という、中村説における最初期仏教のアートマ

ン観の重要な特徴を確認することができる22）。以上は総括的に次のようにまとめられている。

最初期の仏教においては、客体的に把捉し得るありとあらゆるものが、アートマンなら

ざるもの、すなわち非我である、ということを強調したのである。決してアートマンが

存在しない、とはいわなかった。23）

　確かにこのように「諸法無我」「五蘊無我」の両説を解釈すれば、理論的には、一切法や

五蘊を超越したアートマンを認め得る余地を残すことになる。しかしこの理解には、「諸法

無我」の教説を、経典内の字義に従うのではなく、むしろ後代の諸漢訳に残された訳業を根

拠にして解釈しているという問題がある。そして、少なくとも有部や上座部といったインド

部派教団における理解と相違している点も問題的である。有部や上座部の阿毘達磨教理に基

づけば、我々の人間存在ならびに現象世界を諸法に分析・解体して、そこ（五蘊・一切法）

のうち恒常なる人格主体（アートマン）が見出されないことを主張するからである24）。つ
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を「経験的自己」「超越的自己」の二つに分類し、無我・非我と経典中で否定されているア

ートマンとは「経験的自己」であり、一方の「超越的自己」の有無については沈黙を守る無

記の立場であったと解している。確かに指摘されている通り、『相応部』第 44 章，第 10 経

では、アートマンの有無について世尊は沈黙を守っている。しかし本経の対告者は遍歴行者

ヴァッチャゴッタであり、仏教徒ではなく外教徒である。また、沈黙を守った理由も、常住

論や断滅論に陥ることを防ぐためであると説かれている。さらに、遍歴行者ヴァッチャゴッ

タは、この沈黙を通して悟りも浄信も起こしていない。したがって対機説法という視点から

すれば、本経は仏教本来の勝義的立場を明らかにしたものではなく、方便説であると読み得

るだろう。

　以上の問題点を受けて本稿は、初期経典に説かれるアートマンの有無をめぐる問題を、つ

まり経中にある無我（非我）的表現と有我的表現の齟齬が何に由来するのかを、経典自身に

記された理解に則って明らかにしていきたい。結論を先取りすれば、この齟齬は、ウパニシ

ャッド的な恒常不変の人格主体としてのアートマンの存在を否定しながらも、日常会話で用

いられる「我」「私」「補特伽羅」といった表現までは否定しなかったことに由来する。換言

すれば、経中に現れる「我」「私」「補特伽羅」といった表現は、五蘊からなる個体存在を呼

ぶ通称として用いられているだけであり、人格主体としてのアートマンの存在を想定してい

るわけではないというのである。謂わば、後代の仏教で教理化されところの、勝義諦（分解

不可能な自性法として存在するもの）と世俗諦（分解可能な集合体として存在するもの）を

区別する必要性が、既に初期経典の段階で強調されているのである14）。

　そこで本稿は、第一節において中村元らが主張する「非我説」の問題点について、続く第

二節において無記と無我の問題について先行研究を再検討する。そして、この成果を受けて

第三節では、パーリ初期経典においては「無我説」こそが一貫した立場である点を指摘した

い15）。

第一節 「非我説」における最初期仏教のアートマン観の問題点

　本節では、中村元が主張した「非我説」を検討し、最初期仏教が主張していたとされるア

ートマン観の特徴とその問題点を検討する。中村元による「非我説」は、1963 年に発表さ

れた論稿「インド思想一般から見た無我思想」によって提起され、その後もそれを収録した

選集が更新される度に加筆修正がなされた。その最終版は 1993 年に刊行された『中村元選

集［決定版］』のなかに 218 頁もの長大な論考として収められている16）。このように、分量

もさることながら、三十年にわたり加筆修正が続けられてきたため、その全容を把握するこ

とは非常に困難である。そのため、中村説の結論部分は大いに取り上げられても、その内容

までを批判的に再検討した研究は、櫻部建や浪花宣明による論稿など数えるばかりしかない
17）。これを受けて本節では、中村説を中心に「非我説」の論拠を批判的に考察し、その問

題点を指摘する18）。
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独自のアートマン論を展開していると理解している７）。他方、Bhattacharya［1973］や宮

元啓一［2004: pp. 177–192］［2012: p. 42.12–14］は、最初期の仏教はウパニシャッドに説か

れるアートマン論を受け入れているという見解を示している８）。このように同じ「非我説」

であっても諸研究によって見解に相違が生じている理由は、浪花宣明［2005: pp. 162.14–

163.4］［2008: pp. 22.21–24.4］が述べているように、初期経典において「実現されるべき自

己（アートマン）」が如何なるものであるか説かれていないことに由来するだろう。

　以上の諸研究に対し、桂紹隆［2011］［2012］はより広くインド仏教史という視点から「無

我説」「非我説」を捉え直したという点で画期であり、この問題を考察する上で有益である。

その桂説の結論によれば、最初期の仏教徒たちは、経験的自己に対してはそれが我執・我所

執の原因になるとして「無我説」が唱えられたが、超越的自己としてのアートマンに対して

は「中道」の視点に立ち、その有無に関して沈黙を守る「無記」の立場をとったとされる。

そしてその後、仏滅後一世紀ごろになると仏教徒の間で、人の生涯を貫く超越的自己を想定

する補特伽羅論者が登場し、彼らは上座部や説一切有部から「無我説」に反するとして激し

く非難され、人無我の教理が定着するに至ったという９）。この無記・中道の立場を重んじ

る桂説と同じ立場は、「無我説」「非我説」の二つを調和的に理解することが可能であるとい

う点で魅力的である。

研究の展望

　このように、仏教におけるアートマン論をめぐって、これまでに数多くの研究が積み重ね

られて来た。いずれの研究も文献学的根拠に基づいているにもかかわらず、「無我」「非我」

をめぐり異なる結論が提示されている。その原因は、初期経典中で「一切の諸法は我ならざ

るものである」（諸法無我，sabbe dhammā anattā）と説かれる一方で、「我の獲得者がいる」

（attapat
4

ilābhā）とも説かれている字義上の齟齬を取り除く方途が異なっているからである。

　「非我説」を主張する中村元は、韻文が散文に先立ち成立したという「韻文優先説」に基

づき、最初期の仏教では「非我説」しか説かれておらず、それを基にして後に「無我説」が

導かれたと理解する10）。ただし既に述べたように、当初の仏教が認めていたとされるアー

トマンの記述は、具体性を欠いた曖昧なものであり、果たして中村元が提示したような詳細

な思想展開に還元し得るのか極めて疑問である。

　一方、「無我説」を主張する櫻部建［1983］（=［2002a: pp. 57–104］）は、韻文と散文とで

アートマン論の様相が異なる点を認めながらも11）、この様相の異なりは思想展開に還元さ

れるのではなく、同一の思想的立場が異なる面から説かれていると理解している。すなわち、

「散文経典に説く無我に到ることこそが、韻文経典にいう ｢ 我 ｣ の確立である」というので

ある12）。この櫻部説と同じ理解は、浪花宣明［2005: p. 162.14–15］［2008: p. 22.21–23］にお

いても確認される13）。このような理解は確かに齟齬を解消する上で合理的であるが、「散文

における無我」が「韻文における我の確立」であると経典に説かれているわけではない。

　また無記の立場から無我と非我の調和を主張する桂紹隆［2011］［2012］は、アートマン
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──パーリ初期経典における──

清　水　俊　史

問題の所在
研究の総括

　ヴェーダやウパニシャッドの権威を認める婆羅門階級を中心としたインド宗教一般では、

輪廻業報世界を流転する人格主体としてアートマン（我，自己）と呼ばれるものが存在する

と想定する。つまり個人が輪廻を繰り返し、人や餓鬼など様々な生存形態を経ていたとして

も、その自己同一性が保たれているのは、アートマンと呼ばれる恒常不変の人格主体がその

根底に存在するからであると理解される。

　これに対し、ヴェーダやウパニシャッドの権威を否定する沙門宗教の一つである仏教は、

このアートマンの存在を否定する「無我説」を唱え、それこそが仏教思想に一貫して現れる

基本的立場であると古くから主張されてきた1）。たとえば初期経典中に現れる「諸法無我」

（sabbe dhammā anattā）という語は、この立場を端的に示した教説として知られる。

　ところがこの通説に対して中村元［1963］は、成立が古いとされる韻文経典を中心に検討

を加え、最初期の仏教においては「それはアートマンではない」（非我説）と主張するだけ

で「アートマンは存在しない」（無我説）とまでは断定されておらず、むしろアートマンを

重視する記述が確認される点を主張した2）。すなわち、最初期の仏教においては、有我説が

採用されていたというのである。その後、この主張は早島鏡正や、三枝充悳、宮元啓一、羽

矢辰夫、西昭嘉らに引き継がれる3）。この中村説と同様の理論は、海外でも主張されており、

Horner［1936］，Rhys Davids，C. A. F.［1938］，Bhattacharya［1973］，Pérez-Remón［1980］，

Harvey［1995］，Albahari［2006］は、最初期の仏教は体現すべき真のアートマンに言及し

ていると理解している4）。

　ただし、この中村説に対しては異論・反論もあり、たとえば櫻部建［1983］（=［2002a: 

pp. 57–104］）や浪花宣明［2005］［2008: pp. 11–25］は、「非我説」ではなく「無我説」こそ

が初期仏教における基本的立場であると主張した5）。そして、松本史朗［2004: pp. 8.4–9.10］

は、韻文経典に「非我説」が主張されていることを受け入れながらも、韻文経典は仏教外の

思想が混入したものであり、必ずしも初期仏教の思想に還元できるとは限らない点を主張し

ている６）。

　また、中村説に賛同し「非我説」を採用したとしても、どのように仏教がアートマンを受

け入れていたのかについては諸研究で見解が分かれている。中村元によれば、最初期の仏教

は、ウパニシャッドに説かれる形而上学的なアートマンを否定したものの、実践的倫理的な


	01-20190507-責了_佛教文化研究第63号
	02-20190507-責了_佛教文化研究第63号

